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別 1 

 

1. 工事計画添付書類に係る補足説明資料 

添付書類の記載内容を補足するための資料を以下に示す。 

 

資料 

No. 
添付説明書名 補足説明資料（内容） 備考 

1 

使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び

漏えいを監視する装置の構成に関す

る説明書並びに計測範囲及び警報動

作範囲に関する説明書 

1.燃料プール温度，燃料プール冷却

ポンプ入口温度，燃料プール水

位・温度（ＳＡ），燃料プール水位，

燃料プール水位（ＳＡ）及び燃料

プールライナドレン漏えい水位に

ついて  

2.燃料プール監視カメラ（ＳＡ）に

ついて 

3.大量の水の漏えいその他要因によ

り燃料プールの水位が異常に低下

した場合の監視設備について 

2 

燃料取扱設備，新燃料貯蔵設備及び

使用済燃料貯蔵設備の核燃料物質が

臨界に達しないことに関する説明書 

1.小規模漏えい時の沸騰状態におけ

る実効増倍率について 

 

2.未臨界性評価における計算体系設

定の考え方 

3.大規模漏えい時の未臨界性評価に

おける水密度を一様に変化させる

ことの妥当性 

4.未臨界性評価の条件 

5.未臨界性評価における不確定性 

別添 1 ラックセル中のボロンの減

損割合の評価 

別添 2 使用済燃料貯蔵ラックにお

ける燃料の偏心の影響につ

いて 

別添 3 未臨界性評価の保守性及び

妥当性について 
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資料 

No. 
添付説明書名 補足説明資料（内容） 備考 

3 

燃料体等又は重量物の落下による使

用済燃料貯蔵槽内の燃料体等の破損

の防止及び使用済燃料貯蔵槽の機能

喪失の防止に関する説明書 

1.燃料プール周りの主要な重量物の

配置 

 

2.燃料取替機及び原子炉建物天井ク

レーンの待機場所について 

3.原子炉建物天井クレーンのインタ

ーロックについて 

4.新燃料の取扱いにおける落下防止

対策 

5.使用済燃料輸送容器取扱い作業時

における燃料プールへの影響 

6.ワイヤロープ及び主要部材の強度

に関する説明について 

7.燃料プールの機能に影響を及ぼす

おそれのある重量物の抽出結果 

別添 1 重量物落下時のチャンネル

ボックスへの荷重について 

4 
使用済燃料貯蔵槽の冷却能力に関す

る説明書 

1.評価条件のうち，燃料取出し期間

（10日）及び停止期間（50日）の

妥当性 

2.蒸発量の評価において考慮する発

熱源について 

3.スプレイ設備に係る安全性向上対

応 

4.原子炉補機代替冷却系を使用した

燃料プール冷却系熱交換器冷却時

の系統概要図 

別添 1 燃料プールへのスプレイ量

の評価 

別添 2 取出燃料の燃料被覆管表面

温度の評価 

別添 3 燃料プールゲートのスロッ

シングに対する評価 
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資料 

No. 
添付説明書名 補足説明資料（内容） 備考 

5 
使用済燃料貯蔵槽の水深の遮蔽能力

に関する説明書 

1.燃料プールサイフォンブレイク配

管の設置状況 

 

2.燃料プールの巡視及びサイフォン

ブレイク配管の健全性確認方法に

ついて 

3.燃料プールサイフォンブレイク配

管への重量物落下評価 

4.燃料プール水位低下時の線量率と

水位の計算結果について 

5.使用済燃料の線源強度の比較につ

いて 
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1. 燃料プール温度，燃料プール冷却ポンプ入口温度，燃料プール水位・温度（ＳＡ），燃料

プール水位，燃料プール水位（ＳＡ）及び燃料プールライナドレン漏えい水位について

1.1 燃料プール温度（計測範囲，警報動作範囲，警報設定値） 

燃料プール温度は，熱電対からの起電力を検出することにより，温度を連続的に計測す

る。 

燃料プール温度の計測範囲は，燃料プール内における冷却水の過熱状態を監視できるよ

う，0～150℃の温度を計測可能とする。また，燃料プール水位の水位低警報設定（EL 

42290mm）を包絡する範囲で温度計測可能な設置位置とする。（図 1－1「燃料プール温度

の設置図」参照。） 

警報動作は，0～150℃の範囲で設定可能であり，検出信号が警報設定値に達した場合に

は，中央制御室（「１，２号共用」（以下同じ。））に音とともに警報表示を行う。温度高の

警報動作温度以上の温度では，警報表示状態を継続する。 

温度高の警報設定値は，燃料プール温度が燃料プール冷却系により通常 52℃以下で維

持されており，燃料プール温度が通常温度より高くなったことを検出するため，燃料プー

ルの運転上の制限値（65℃）に余裕を持たせた温度（55℃）とする。

図 1－1 燃料プール温度の設置図 

EL 42800mm 

EL 42500mm（通常水位） 

熱電対 

燃料プール 

EL 42056mm（検出器先端） 
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1.2 燃料プール冷却ポンプ入口温度（計測範囲，警報動作範囲，警報設定値） 

燃料プール冷却ポンプ入口温度は，熱電対からの起電力を検出することにより，温度を

連続的に計測する。 

燃料プール冷却ポンプ入口温度の計測範囲は，燃料プール冷却ポンプ入口における冷却

水の過熱状態を監視できるよう，0～150℃の温度を計測可能とする。（図 1－2「燃料プー

ル冷却ポンプ入口温度の設置図」参照。）

警報動作は，0～150℃の範囲で設定可能であり，検出信号が警報設定値に達した場合に

は，中央制御室に音とともに警報表示を行う。温度高の警報動作温度以上の温度では，警

報表示状態を継続する。 

温度高の警報設定値は，燃料プール温度が燃料プール冷却系により通常 52℃以下で維

持されており，燃料プール温度が通常温度より高くなったことを検出するため，燃料プー

ルの運転上の制限値（65℃）に余裕を持たせた温度（55℃）とする。

図 1－2 燃料プール冷却ポンプ入口温度の設置図 

熱電対 

燃料プール 

使用済燃料 
貯蔵ラック 

スキマサージ
タンク

燃料プール冷却 
ポンプ 

燃料プールへ 
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1.3 燃料プール水位・温度（ＳＡ）（計測範囲，警報動作範囲，警報設定値） 

(1) 水位の計測範囲及び警報動作範囲について

燃料プール水位・温度（ＳＡ）の水位計測は，－1000mm＊（EL 34518mm）から 6箇

所に設置した熱電対のヒータ加熱による温度変化から水中／気中を判定することによ

り間接的に水位を計測する。 

 燃料プール水位・温度（ＳＡ）の水位計測範囲は，想定事故 1，想定事故 2及び燃料

プールからの大量の水の漏えいその他の要因により当該燃料プールの水位が異常に低

下する事故を考慮し，使用済燃料貯蔵ラック上端近傍（－1000mm＊（EL 34518mm））から

燃料プール上部（＋6710mm＊（EL 42228mm））を計測範囲とする。 

 警報動作は，－1000mm＊（EL 34518mm）～＋6710mm＊（EL 42228mm）の範囲における検

出点 6 箇所で設定可能であり，燃料プール水位が警報設定値以下に低下した場合には，

中央制御室に音とともに警報表示を行う。水位低の警報動作水位以下の水位では，警報

表示状態を継続する。（図 1－3「燃料プール水位・温度（ＳＡ）の設置図」参照。） 

 水位低の警報設定値は，燃料プール冷却ポンプが停止した場合の水位低下を考慮し，

想定していない異常な水位低下を早期に検知するため燃料プール冷却ポンプが停止し

た場合の水位より下の水位（＋6710mm＊（通常水位－272mm：EL 42228mm））とする。 

注記＊：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL 35518mm） 

(2) 温度の計測範囲及び警報動作範囲について

燃料プール水位・温度（ＳＡ）の温度計測は，熱電対からの起電力を検出すること

により，温度を連続的に計測する。 

燃料プール水位・温度（ＳＡ）の温度計測範囲は，燃料プール内における冷却水の過

熱状態を監視できるよう，0～150℃の温度を計測可能とする。また，想定事故 1及び想

定事故 2において想定する最低水位（EL 42150mm）においても温度計測できる設置位置

とする。 

警報動作は，0～150℃の範囲で設定可能であり，検出信号が警報設定値に達した場合

には，中央制御室に音とともに警報表示を行う。温度高の警報動作温度以上の温度では，

警報表示状態を継続する。（図 1－3「燃料プール水位・温度（ＳＡ）の設置図」参照。） 

温度高の警報設定値は，燃料プール温度が燃料プール冷却系により通常 52℃以下で

維持されており，燃料プール温度が通常温度より高くなったことを検出するため，燃

料プールの運転上の制限値（65℃）に余裕を見た温度（55℃）とする。 

 温度高の警報検出箇所は，想定事故 1及び想定事故 2において想定する最低水位

（EL 42150mm）においても温度高の警報出力ができる設置位置（EL 41318mm）とする。 
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図 1－3 燃料プール水位・温度（ＳＡ）の設置図 

●：ヒータ付熱電対（水位・温度計測用：温度高警報なし）

○：熱電対（温度計測用：温度高警報発報）

＋6982mm＊(EL 42500mm) 
:通常水位 

＋6632mm＊(EL 42150mm) 
：想定事故 1,2 における 
最低水位） 

0mm＊(EL 35518mm) 

＋2000mm＊(EL 37518mm) 

＋5800mm＊(EL 41318mm) 

＋6710mm＊(EL 42228mm) 

使用済燃料

貯蔵ラック 

計測範囲 

＋4500mm＊(EL 40018mm) 

－1000mm＊(EL 34518mm) 

＋6832mm＊(EL 42350mm) 
：サイフォンブレイク配管  
下端 

注記＊：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL 35518mm） 

－4688mm
＊
(EL 30830mm)

：底部 

：水位低 

：温度高 

＋5902mm＊(EL 41420mm) 
：スロッシング時の水位低下 
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注記＊：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL 35518mm） 

＋6982mm＊(EL 42500mm) 

:通常水位 

＋6632mm＊(EL 42150mm) 

：想定事故 1,2における 

最低水位 

＋6832mm＊(EL 42350mm) 

：サイフォンブレイク配管 

下端 

●：ヒータ付熱電対

○：熱電対

使用済燃料

貯蔵ラック ＋5902mm＊(EL 41420mm) 

：スロッシング時の水位低下 

 1.4 燃料プール水位・温度（ＳＡ）の設定点 

(1) 目的

燃料プールの水位低下が発生した場合に，燃料プール水位・温度（ＳＡ）において使

用済燃料貯蔵ラック上端近傍まで複数の温度計（熱電対）にて燃料プールの水位を検知

する。 

燃料プールの検出点としては以下の目的を把握できるように検出点を設ける設計と

する。 

・燃料プールの水位低下を早期に検知すること

・燃料プールの水位低下時にサイフォンブレイク配管が有効に機能していることを

把握すること

・燃料プールの水位低下時に代替注水設備が有効に機能しているか把握すること

・使用済燃料の露出有無（燃料損傷の可能性）を把握すること

(2) 設定点

燃料プール水位・温度（ＳＡ）の各設定点は,検出点の単一故障や水位低下・上昇傾

向を把握可能とするため,図 1－4のとおり設定する。 

図1－4 燃料プール水位・温度（ＳＡ）の水位設定点 

検出点 検出点説明 

＋6710mm＊

(EL 42228mm) 
・燃料プール水位低下を早期検知

＋5800mm＊

(EL 41318mm) 

・サイフォンブレイク配管が有効
に機能していることを確認

・スロッシングによる水位低下時
に，水位が設計想定以上である
ことを確認

＋4500mm＊

(EL 40018mm) 

・放射線遮蔽の維持に必要な水位
の確認

・水位低下・上昇の傾向管理

＋2000mm＊

(EL 37518mm) 
・原子力災害対策指針 全面緊急
事態の判断基準

0mm＊ 
(EL 35518mm) 

・使用済燃料の露出有無の確認

－1000mm＊

(EL 34518mm) 
・同上
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1.5 燃料プール水位・温度（ＳＡ）の測定方法 

(1) 検出原理

燃料プール水位・温度（ＳＡ）は，金属シースとヒータ線・熱電対の間に絶縁材を充

てん封入したヒータ付熱電対を使用した水位計である。 

ヒータ加熱すると，熱電対が検出する温度はヒータ加熱時間に応じて上昇する。ヒー

タ付熱電対の検出点が気中と水中にある場合を比較すると，熱伝達率の違いから気中に

ある場合の方が，温度上昇量が大きくなる。 

この特性を利用して，ヒータ加熱開始前後の熱電対の温度変化から検出点が水中にあ

るか気中にあるかを判定する。検出点を燃料プールの深さ方向に複数並べることによっ

て検出点の配置間隔で燃料プール水位を計測することができる。（図 1－5「ヒータ付熱

電対による水位検出原理」参照。） 

ヒータ加熱開始後 30 秒以上で水中／気中を判定することが可能だが，確実に水中／

気中を判定するため，ヒータ加熱時間は 60秒としている。 

また，ヒータ付熱電対は，ヒータを加熱しない状態では，通常の熱電対と同様に温度

を計測することが可能である。 

図1－5 ヒータ付熱電対による水位検出原理 

気中 

水中 

気中 
熱伝達率 小 
温度上昇 高 

水中 

熱伝達率 大 
温度上昇 低 

熱電対 

ヒータ

ヒータ加熱開始 
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(2) 事故時の計測性能の信頼性

燃料プールの重大事故等時において，燃料プール水温の上昇に伴う沸騰による水位低

下が想定される。その場合は，気中部分のセンサが蒸気に覆われることが想定されるた

め，そのような状態を模擬した試験を実施している。 

試験容器内に水位計を設置し，水温を沸騰状態である 100℃まで加熱した場合と常用

最高温度として 52℃まで加熱した場合における試験を実施している。水面から 50㎜上

に検出点を持つ気中のヒータ付熱電対(TC1),水面から 250 ㎜下に検出点を持つ水中の

ヒータ付熱電対(TC2）の応答性について比較を行った。気中(TC1),水中(TC2)の順で 1

分間隔でヒータ加熱を開始している。水温 100℃，52℃のどちらの場合でも，60秒間の

ヒータ加熱により気中(TC1)は約 50℃の温度上昇，水中(TC2)は約 10℃の温度上昇が確

認でき，水中／気中の判定は可能であると言える。なお，ヒータ加熱による水位判定は

60 秒であり，その後ヒータを OFF とすることで，水中にあるヒータ付熱電対の指示は

ヒータ加熱前の水温に約 60秒で復帰する。(図 1－6「高温状態の試験概要」及び図 1－

7「高温状態の試験結果」参照。) 

図 1－6 高温状態の試験概要 

 

図 1－7 高温状態の試験結果 

ヒータ付熱電対

ヒータ 熱電対

保護管

気中試験

温度
検出点

水中試験

条件1：100℃
条件2：52℃

50
mm

25
0m

m

TC1 TC2

TC1ヒータ加熱開始 TC1ヒータ加熱停止，TC2ヒータ加熱開始 

TC2ヒータ加熱停止 
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(3) 温度計及び水位計としての機能維持

燃料プール水位・温度（ＳＡ）は，熱電対による温度にて水温及び水位を計測する二

つの機能を持つ。 

温度計に関しては，水中にある 7 箇所の温度を計測することで多重性を持つ設計と

する。また，7箇所のうち 6箇所はヒータ付熱電対であるがすべての熱電対に対して同

時にヒータを使用しないことで燃料プールの温度については連続して計測が可能であ

る。また，7箇所のうち 1箇所は，ヒータが付いていない熱電対であり，温度を連続で

計測が可能である。なお，ヒータが付いていない熱電対については，温度計測において，

同じ設置高さの検出点のヒータ加熱による影響を受けない設計とする。 

水位計に関しては，ヒータ加熱による熱電対の温度上昇によって熱電対が気中又は水

中にあるのか判定が可能である。 

ヒータ加熱によって水温計測が不可とならないように，常時各熱電対に対して，順番

に一定時間（1分間）ヒータ ON／OFF を自動的に繰り返して実施することで，同時に水

位及び温度の常時計測が可能な設計とする。（6 個のヒータ付熱電対を上方から順に１

分ずつヒータに電流を流し，各熱電対について 6分に 1回加熱させる計画：図 1－8「燃

料プール水位・温度（ＳＡ）のヒータ加熱 ON／OFFサイクル」参照。） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ）は，設計基準事象施設及び重大事故等対処設備である

ため，燃料プールに照射された燃料を貯蔵している期間は水温及び水位を常時（点検時

を除く）計測している。 

また，下記を検知した場合には中央制御室に音とともに警報表示を行う。 

①熱電対の断線：記録計にて各熱電対からの起電力を監視している。

②電源異常：制御盤内の電源装置から給電される電源電圧を監視している。

図 1－8 燃料プール水位・温度（ＳＡ）のヒータ加熱 ON／OFFサイクル 

0mm*(EL 35518mm)

+2000mm*(EL 37518mm)
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使用済燃料
貯蔵ラック

計測範囲
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注記＊:基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL35518mm）

【NO.1】
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ヒータ
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なお，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基

準規則」という。）第 69条第 1項及びその「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術

基準に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に係る想定事故（「実用発電用原子

炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第 37条解釈 3-1(a)想

定事故 1（冷却機能又は注水機能喪失により水温が上昇し，蒸発により水位が低下する

事故）及び(b)想定事故 2（サイフォン現象等により燃料プール内の水の小規模な喪失

が発生し，燃料プールの水位が低下する事故））における燃料プールの水位低下速度は

表 1－1のとおりと想定しており，上記の計測間隔（ヒータ ON）で水位をとらえること

は問題ないと考える。 

表 1－1 想定事故時における燃料プールの水位低下速度 

水位低下速度 6分間での水位低下 

想定事故 1 約 0.08m/h 約 8mm 

想定事故 2 約 0.08m/h 約 8mm 

注：水位低下速度及び 6分間での水位低下は燃料有効長頂部冠水部以上の水位での値を 

示す。 
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1.6 燃料プール水位（計測範囲，警報動作範囲，警報設定値） 

燃料プール水位は，フロート式水位検出器で計測され，燃料プール水位が警報設定値に

達した場合には，中央制御室に音とともに警報表示を行う。 

燃料プール水位高警報については通常最大負荷時水位（EL 42543mm）から原子炉建物 4

階（EL 42800mm）の間とする。燃料プール水位低警報についてはスキマサージタンク開口

部下端（EL 42350mm）より下とする。（図 1－9「燃料プール水位の設置図」参照。） 

水位低の警報動作水位以下又は水位高の警報動作水位以上の水位では，警報表示状態を

継続する。 

水位高の警報設定値は，燃料プール水位の異常な上昇によって原子炉建物 4 階へプー

ル水が溢れるのを事前に検知する水位（通常水位＋60mm（EL 42560mm））とする。 

水位低の警報設定値は，燃料プール冷却ポンプが停止した場合の水位低下を考慮し，想

定していない異常な水位低下を早期に検知するため燃料プール冷却ポンプが停止した場

合の水位より下の水位（通常水位－210mm（EL 42290mm））とする。 

 

 

 

図 1－9 燃料プール水位の設置図 

  

 

 
EL 42800mm 

 

 

 

 

EL 42560mm（水位高） 

EL 42500mm（通常水位） 

EL 42290mm（水位低） 

フロート式 
水位検出器 

燃料プール 
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1.7 燃料プール水位（ＳＡ）（計測範囲） 

燃料プール水位（ＳＡ）は，断続的に発信したパルスをプローブに伝播し，水面部での

インピーダンス変化により反射してくるパルスの往復時間を計測することで，水位を連続

的に計測する。 

また，燃料プール水位（ＳＡ）の計測範囲は，想定事故 1，想定事故 2及び燃料プール

からの大量の水の漏えいその他の要因により当該燃料プールの水位が異常に低下する事

故を考慮し，使用済燃料貯蔵ラック下端近傍（－4.30m＊（EL 31218㎜））から燃料プール

上端近傍（＋7.30m＊（EL 42818mm））を計測範囲とする。（図 1－10「燃料プール水位（Ｓ

Ａ）の設置図」参照。） 

燃料プール水位（ＳＡ）は，重大事故等対処設備であるが，燃料プールに照射された燃

料を貯蔵している期間は水位を常時（点検時を除く）計測している。 

注記＊：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL 35518mm） 

図 1－10 燃料プール水位（ＳＡ）の設置図 

使用済燃料 

貯蔵ラック 

計測範囲 
＋6632mm＊(EL 42150mm) 
：想定事故 1,2 における 
最低水位 

－4688mm＊(EL 30830mm） 
：底部 

－4300mm＊(EL 31218mm） 

0mm＊(EL 35518mm） 

＋7300mm＊(EL 42818mm） 

＋6982mm＊(EL 42500mm) 
:通常水位 

注記＊：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（EL 35518mm） 

＋6832mm＊(EL 42350mm) 
：サイフォンブレイク配管 
下端 
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1.8 燃料プール水位（ＳＡ）の検出原理 

燃料プール水位（ＳＡ）（ガイドパルス式）は，パルス（電気信号）がインピーダンス

（抵抗）の変化点で反射する性質を利用した検出器であり，演算装置からパルスを発生さ

せ，検出器内部のプローブによりパルスを伝送し，空気と水のインピーダンスの差により，

水面で反射したパルスが演算装置に戻るまでの時間を計測し，そのパルスの反射時間を演

算装置にて水位に換算して計測する水位計である。 

検出器は伝達回路となる導体のステンレスの芯棒（プローブ）が，同様に伝達回路とな

る導体のステンレス鋼管に収められた構造となっており，検出器端部から検出器ボールジ

ョイント部下付近までの連続水位計測が可能である。（図 1－11「ガイドパルス式水位計

による水位検出原理」参照。） 

図 1－11 ガイドパルス式水位計による水位検出原理 

使用済燃料 

貯蔵ラック 

演算装置 

反射パルス 

発生パルス

水面 

演算装置から発生したパルス
が水面で反射し戻るまでの時
間を計測し，水位に換算 

ボールジョイント部 
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1.9 燃料プールライナドレン漏えい水位（計測範囲，警報動作範囲，警報設定値） 

燃料プールライナドレン漏えい水位は，フロート式水位検出器で計測され，水位が警報

設定値に達した場合に，中央制御室に音とともに警報表示を行う。 

燃料プールライナドレン漏えい水位高警報は燃料プールライナからの微小漏えいを監

視するためドレン止め弁（EL 28750mm）より上とする。（図 1－12「燃料プールライナドレ

ン漏えい水位の設置図」参照。）

水位高の警報動作水位以上の水位では，警報表示状態を継続する。

水位高の警報設定値は，漏えい水検出器の下流側に設けたドレン止め弁からの水位によ

り微小漏えいを検知するため，計器の設置スペースを考慮しドレン止め弁（EL 28750mm）

より＋400mm（EL 29150mm）とする。なお，ドレン止め弁は常時「閉」運用としており，

弁の分解点検時に開閉試験を行うとともに，毎定期事業者検査における系統構成時に「閉」

を確認している。 

図 1－12 燃料プールライナドレン漏えい水位の設置図 

EL 29150mm 
(水位高) 

EL 28750mm 
(ドレン止め弁) 

燃料プール 

フロート式水位検出器

:フローグラス 

使用済燃料 
貯蔵ラック 
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1.10 先行プラントとの設備構成比較 

先行プラントとの設備構成の比較を表 1－2に示す。 

先行プラントと比較すると設備構成に差異があるが，設計基準事象対象施設として，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時

において，燃料プールの水温及び水位を監視し，計測値が警報設定値に達した場合には警報表示できる設備構成としている。また，重大事故等対処

設備として重大事故等時において，燃料プールの水温及び水位を監視できる設備構成としている。 

  

表 1－2 先行プラントとの設備構成比較 

  

 

 

  

  

DB水温
(34条)

DB水位
(34条)

SA水温
（69,
73条）

SA水位
（69,
73条）

警報
(47条)

DB水温
(34条)

DB水位
(34条)

SA水温
（69,
73条）

SA水位
（69,
73条）

警報
(47条)

DB水温
(34条)

DB水位
(34条)

SA水温
（69,
73条）

SA水位
（69,
73条）

警報
(47条)

燃料プール温度
（熱電対）

〇 〇

燃料プール冷却ポンプ入口温度
（熱電対）

〇 〇

燃料プール水位
（フロート式水位検出器）

〇 〇

燃料プールライナドレン漏えい水位
（フロート式水位検出器）

〇 〇

燃料プール水位・温度（ＳＡ）
（熱電対（ヒータ付））

〇 〇 〇 〇 〇

―

燃料プール水位（ＳＡ）
（ガイドパルス式水位検出器）

〇

計測対象・機能（CP要求条文）

東海第二発電所 柏崎刈羽原子力発電所７号機 島根原子力発電所　２号機

設備名称
（検出原理）

計測対象・機能（CP要求条文）

設備名称
（検出原理）

計測対象・機能（CP要求条文）

設備名称
（検出原理）
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2. 燃料プール監視カメラ（ＳＡ）について 

2.1 燃料プール監視カメラ（ＳＡ）の視野概要 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は，重大事故等対処設備の機能を有しており，燃料プー

ルの状態が確認できるよう高所に設置し，燃料貯蔵設備に係る重大事故等時において，燃

料プールの状態を監視する。また，照明がない場合や蒸気雰囲気下においても燃料プール

の状態が監視できる赤外線監視カメラとする。 

燃料プールの水位が低下した場合，水面は一様に低下するため，一部の水面が燃料プー

ル監視カメラ（ＳＡ）の視野外にあっても燃料プールの状態を監視することが可能である。

また，使用済燃料貯蔵ラック上端が確認できる角度にあることから，燃料プール監視カメ

ラ（ＳＡ）の設置位置は妥当である。 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）の視野概略図を図 2－1に示す。 

 

図 2－1 燃料プール監視カメラ（ＳＡ）の視野概略図 

  

燃料プール 

(b)  平 面(a) 断面図 

EL 42800mm 

EL 30830mm 

EL 42500mm 
（通常水位） 
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EL 35518mm 

EL 48500mm 
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2.2 蒸気雰囲気下での燃料プール監視カメラ（ＳＡ）の監視性 

2.2.1 可視カメラと赤外線カメラの映像比較 

蒸気雰囲気下（沸騰したヤカンの蒸気に加え，空焚きした鍋に水を注いだ状態）と

蒸気なし状態において，可視カメラと赤外線カメラの映像を比較した結果，可視カメ

ラにおいては，蒸気雰囲気下では蒸気によるレンズの曇りによって，状態把握が困難

であるが，赤外線カメラは大きな影響は見られなかったことから，赤外線カメラにお

いては，蒸気雰囲気下でも状態監視可能である。（図 2－2「可視カメラと赤外線カメ

ラの映像比較」参照。） 

 

① 可視カメラ 

 

蒸気なし状態の映像 

 

 

蒸気雰囲気状態での映像 

 

② 赤外線カメラ 

 

蒸気なし状態の映像 

 

 

蒸気雰囲気状態での映像 

図 2－2 可視カメラと赤外線カメラの映像比較 
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2.2.2 赤外線カメラのレンズに結露が発生した状況での監視 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）は耐環境性向上のため燃料プール監視カメラ用冷却 

設備で冷却を行うが，燃料プール監視カメラ（ＳＡ）が設置されている原子炉建物原

子炉棟 4階の温度は 100℃と想定されることから温度差による結露の発生が考えられ

る。赤外線カメラのレンズ表面に結露なしの状態と，レンズ表面に結露を模擬した状

態のカメラ映像を比較した結果，結露ありの場合についても結露なしの状態と変化が

見られないことから，赤外線カメラにおいては，カメラのレンズ表面に結露が発生し

た場合にも状態監視可能である。（図 2－3「赤外線カメラのレンズに結露が発生し

た状態での監視｣参照。） 

 

③ 赤外線カメラのレンズに結露を模擬 

 

結露なし状態での映像 

 

 

結露あり状態での映像 

 

図 2－3 赤外線カメラのレンズに結露が発生した状態での監視 
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2.3 燃料プール監視カメラ用冷却設備 

燃料プール監視カメラ用冷却設備は，重大事故等対処設備の機能を有しており，コンプ

レッサ，冷却器，エアクーラ等で構成し，燃料貯蔵設備に係る重大事故等時に燃料プール

監視カメラ（ＳＡ）の耐環境性向上用の空気を供給する。コンプレッサ及び冷却器は 2台

設置し，コンプレッサは 2台で必要流量 330ℓ/min以上を確保する。（図 2－4「燃料プー

ル監視カメラ用冷却設備の概略構成図」参照。） 

燃料プール監視カメラ用冷却設備は常設設備とし，燃料プール監視カメラ（ＳＡ）の冷

却に必要な空気を設置場所（原子炉建物付属棟内）での操作のみで確保できる。試験等に

より必要流量が確保されていることを確認し，試験後は流量等に影響を与える操作をしな

いことで必要な流量を確保する。 

なお，燃料プール監視カメラ用冷却設備は，常設代替交流電源設備であるガスタービン

発電機又は可搬型代替交流電源設備である高圧発電機車から給電が可能である。 

 

図 2－4 燃料プール監視カメラ用冷却設備の概略構成図 

  

冷却器 

原子炉建物原子炉棟 原子炉建物付属棟 

   

燃料プール 
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冷却器 コンプレッサ 

エアクーラ 

燃料プール監視カメラ用冷却設備 
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周囲空気 
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2.3.1 燃料プール監視カメラ用冷却設備のコンプレッサ，冷却器，エアクーラの機能及び

原理 

(1) コンプレッサ 

コンプレッサは，コンプレッサ内を往復するピストンの作用で，内部の空間容積を

変化させることにより，空気を圧縮し，圧縮された空気を冷却器に送り出す。コンプ

レッサは，交流電源を必要とする。 

 

(2) 冷却器 

冷却器では，コンプレッサより送られてくる空気の湿分を除去するため，冷却器内

を循環する冷媒によりコンプレッサから送られてくる空気を冷却する。冷却器は交流

電源を必要とする。冷却器の概要図を図 2－5に示す。 

 

図 2－5 冷却器の概要図 
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(3) エアクーラ 

a. エアクーラの仕様 

エアクーラの基本仕様を表 2－1に示す。 

 

表 2－1 エアクーラの基本仕様 

項目 仕様 

圧縮空気圧 0.3～0.7MPa 

消費空気量 165～390ℓ/min 

冷風率 25～75％* 

重量 380g 

注記＊：冷風率は調整ねじによりあらかじめ 25％で固定とする。 

 

b. エアクーラの機能及び原理 

コンプレッサから供給された圧縮空気は，渦流発生器（ゼネレータ）により接

線方向に音速で吐出され，膨張すると共に高速回転し渦流となって，（A）から

（B）の方向へ移動する。 

この時，整流板と調整ねじの間の空間によって熱風排出口から排出される空気

量（冷気比率）が定まる。 

一方，排気されない残留空気は渦流の遠心力によってできた内側の空洞内を外側

の渦流と同方向に回転しながら冷風となって，冷風出口（C）の方へ流れる。 

 

図 2－6 エアクーラの構造 

 

器内に発生した渦流には大きな遠心力が働いて圧力，密度が急上昇し，抵抗を増

加して温度が上昇する。この時に渦流の外側ほど周速は大きく，また温度も高くな

り渦流の中心部との間に大きな圧力差を生じる。渦流の中心部を空気が（B）から

（C）冷風出口の方向へ移動する時に膨張しながら減速による制動作用のため外側

の渦流に対して仕事を行うため，外側では温度が上がり，中心部には低温の空気が

できる。また，暖かい空気に供給された熱量と冷たい空気から持ち去られた熱量は

常に等しいので調整ねじから外側の熱量の排出量を多くすることにより，内側の冷

気量が少なくなり，温度の低下は大きくなる。 
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3. 大量の水の漏えいその他要因により燃料プールの水位が異常に低下した場合の監視設備

について 

 燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により当該燃料プールの水位が異常に

低下する事象においては，燃料プールの水位及び温度による監視を継続し，水位監視を主と

しながら必要に応じて，燃料プール監視カメラ（ＳＡ）により燃料プールの状態を監視する。 

 

・燃料プール水位の異常な低下事象時における水位監視については，燃料プール底部近傍

までの水位低下傾向を把握するため，燃料プール水位（ＳＡ）を配備する。 

 

【水位監視】 

燃料プールの燃料貯蔵設備に関わる重大事故等により変動する可能性のある範囲に

わたり水位監視を行う。 

【温度監視】 

水位監視を主として，燃料プール水位・温度（ＳＡ）にて温度監視を行う。（温度は

沸騰による蒸発状態では，燃料プール水の温度変化がないことから，必要に応じて監

視する。） 

 

燃料プールの水位が異常に低下した場合の監視設備については，図 3－1「燃料プー

ルの水位が異常に低下した場合の監視設備概略図」に示す。 

 

 
図 3－1 燃料プールの水位が異常に低下した場合の監視設備概略図 
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1. 小規模漏えい時の沸騰状態における実効増倍率について 

燃料プールは，燃料プール冷却系，残留熱除去系の故障等により燃料プールの冷却機能及

び注水機能が喪失又は燃料プールに接続する配管の破損等により燃料プール水の小規模な

漏えいその他要因により当該燃料プールの水位が低下した場合に，技術基準規則第 69条第

1項及び解釈により施設が要求されている燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）又

は燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による冷却及び水位確保により燃料プー

ルの機能（燃料体等の冷却，水深の遮蔽能力）を維持するとともに，実効増倍率が最も高く

なる冠水状態においても臨界を防止できる設計としている。 

仮に燃料プール水が沸騰又は喪失状態となった場合には，燃料プールの水密度が減少する

ことにより，ラックセル内で中性子を減速する効果が減少し，実効増倍率を低下させる効果

が生じる。一方，ラックセル間ではラックのボロンによる中性子吸収が減少して，実効増倍

率を増加させる効果が生じる。低水密度状態を想定した場合の燃料プールの実効増倍率は上

記の 2つの効果のバランスにより決定されるため，ラックの材質・ピッチの組合せによって

は通常の冠水状態と比較して未臨界性評価結果が厳しくなる可能性がある。 

そこで，島根原子力発電所第２号機の燃料プールにおいて水密度を一様に0.0～1.0g/cm3

と変化させて実効増倍率を計算したところ，中性子の強吸収体であるラックセル中のボロン

の効果により，実効増倍率を増加させる効果がある隣接ラックへの中性子の流れ込みが抑制

されることから，水密度の減少に伴い実効増倍率は単調に減少する結果が得られた。ボロン

は供用期間中に中性子を吸収し，中性子の吸収体としての効果が低下することが考えられる

が，仮に供用期間を60年としても効果の低下はごく僅かであり，供用期間後の使用済燃料搬

出までの期間を10年（合計70年間）と仮定しても効果の低下はごく僅かであると考えられる

（別添1参照）。このため，水密度が減少する事象が生じた場合でも未臨界は維持されるこ

ととなる。 
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2. 未臨界性評価における計算体系設定の考え方

大規模漏えい時の未臨界性評価における計算体系は，水平方向及び垂直方向に無限に広が

りを持つ体系と設定している。 

本評価の計算モデルを図 2－1 に示す。本評価の計算モデルは，使用済燃料貯蔵ラックセ

ルを設定し，周囲での境界条件を完全反射（高さ方向は無限に相当）と設定することで中性

子の漏れがない保守的な条件としており，燃料集合体，使用済燃料貯蔵ラックの幾何学形状

及び配置を模擬した使用済燃料貯蔵ラックとし，燃料集合体が配置されていない空間を含め

た燃料プール全体をモデル化することよりも，保守的な計算モデルとなっている。 

なお，本計算モデルにおいては，使用済燃料貯蔵ラックと隣の使用済燃料貯蔵ラックの中

間が計算モデルの境界となるように設定することで，実設計の使用済燃料貯蔵ラック間距離

を反映している。 

図 2－1 未臨界性評価の計算モデル 
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3. 大規模漏えい時の未臨界性評価における水密度を一様に変化させることの妥当性 

大規模漏えい時の未臨界性評価は，燃料プール水が喪失した状態で，燃料プールスプレイ

系（可搬型スプレイノズル）にてラック及び燃料体等を冷却し，臨界とならないよう配慮し

たラック形状において，スプレイや蒸気条件においても臨界を防止できることを確認する。

このスプレイや蒸気条件の想定として燃料プール全体の水密度を一様に0.0～1.0g/cm3まで

変化させることとしている。 

大規模漏えい時には，燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）により燃料プール

全体に注水する手順となっており，ラックを構成する一部のセルに水が偏ることはない。ま

た，燃料プール水が喪失していく過程や再冠水過程においてもラック底部からラック内に水

が流れ込む構造になっている。このため，燃料体等からの崩壊熱によりラック内外で水密度

の濃淡が生じるものの，ラック内外で著しい水位差は生じない。以上より，偏った水密度分

布となることは考え難い。したがって，スプレイや蒸気条件における未臨界性評価条件とし

て，水密度を一様に0.0～1.0g/cm3まで変化させることは妥当である。 
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4. 未臨界性評価の条件

4.1 燃料条件 

「ＴＧＢＬＡ」＊1/「ＮＥＵＰＨＹＳ」＊2にて評価した無限増倍率を図4－1～5に示す。

９×９燃料（Ａ型），９×９燃料（Ｂ型）及び高燃焼度８×８燃料等の炉心装荷時の無限

増倍率は，それぞれ添加されたガドリニアの量によって2種類ずつあるタイプを対象に，

その各軸方向断面について，2次元の無限体系にて燃焼を進めて計算している。いずれの

燃料においても低Gd燃料の上部，又はGd濃度の低い燃料上部において無限増倍率が最大と

なり，運転期間中のガドリニア効果によるピークを考慮しても1.30を超えることはない。

したがって，十分大きな保守性をもつモデルバンドルとして，炉心装荷時の無限増倍率が

1.30となるよう設定した。中でもピーク時の無限増倍率が高いのは９×９燃料（Ａ型）及

び９×９燃料（Ｂ型）であるが，値はほぼ同等のため，９×９燃料（Ａ型）をモデルバン

ドルの想定に用いた。 

モデルバンドルは，部分長燃料の有無により軸方向の濃縮度分布を上下2領域に分け，

無限増倍率が最大となるガドリニアの燃焼が進んだ状態を想定し，未燃焼組成で無限増倍

率が1.30となるように濃縮度分布を設定する。この濃縮度分布をウラン燃料設計の基本的

な考え方（燃料集合体の内側と外側での中性子スペクトルの違いを考慮し，濃縮度を外側

に向かって低く，コーナー部は低濃縮度にする）に基づいて，９×９燃料（Ａ型）の濃縮

度分布を参考に設定するとモデルバンドルの平均濃縮度は wt％（軸方向下部断面で

wt％，上部断面で wt％）となる。一般に，B-SUSラックはボロンの強い中性子吸

収効果により，熱中性子が欠乏した減速不足の状態にある。このため，水対ウラン比が大

きいモデルバンドル上部断面を用いたほうが，ラック体系における中性子の減速不足状態

が緩和されるため実効増倍率が高く評価される。以上から，より保守的な条件としてモデ

ルバンドルの上部断面を未臨界性評価に用いた。また，いずれの燃料においても燃焼が進

み燃焼末期に近づくにつれて無限増倍率は低下するため，使用済燃料として貯蔵される状

態においては，より大きな保守性をもつと言える。モデルバンドルとしては９×９燃料（Ａ

型）を用いたが，いずれの燃料を用いてもこの大きな保守性に包絡され，燃料条件として

は保守的な設定となる。 

注記＊1：沸騰水形原子力発電所 燃料集合体核特性計算手法，TLR－006改訂1，株式会社

東芝，平成20年9月 

＊2：ＢＷＲの燃料集合体核特性計算手法について，NLR－01，原子燃料工業株式会社，

平成 6年 4月 
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4.2 ラック条件 

解析使用値としては実効増倍率が最も大きくなる公差の組み合わせの条件を用いる。具

体的には，ラックの製作公差において，ラック板厚は吸収材の量が少なくなるよう小さく

し，ラックピッチ及び内のりは燃料がより接近するよう小さくした。ラックの製作公差は

以下のとおり（公称値±公差）であり，最小値，公称値，最大値にて実効増倍率を計算し

た結果，それぞれ上述の条件によって最も保守的になることを確認した（図4－6～8）。 

ラック板厚  ：  mm ＋ , － mm 

ラックピッチ： mm ± mm 

ラック内のり： mm ± mm 

ボロン濃度は保守的に製造範囲（ wt％～ wt％）の下限値を使用した。ラック

配列については，保守的に鉛直方向は無限長，水平方向は無限配列とした。 

なお，ラックは板同士を溶接して製造しており，溶接部分にはボロンの減損が生じる可

能性があるが，実効増倍率に有意な変化はない。 

以上より，ラック条件は保守的な設定となっている。 

ラック製造公差を踏まえた上で，実効増倍率の評価が最も保守的になるラック寸法及び

ボロン濃度の整理を表4－1に示す。  

表4－1 実効増倍率の評価が最も保守的になるラック寸法及びボロン濃度の条件 

項目 保守的となる解析条件 

使用済燃料貯蔵ラ

ック 

ラックピッチ mm 

ボロン濃度 wt％ 

ラック板厚 mm 

ラック内のり＊ mm 

注記＊：ラック内のりは，ラックの構造から，ラックピッチからラック板厚を引くことで計

算される。 

4.3 プール水条件 

燃料プール水条件のうち，水温については4℃の時に密度が大きく評価結果が最も厳

しくなる。水温を0～100℃まで変化させても，水密度は0.95g/cm3を下回らない。水密

度については，0g/cm3， g/cm3， g/cm3， g/cm3， g/cm3， g/cm3， g/cm3，

g/cm3， g/cm3， g/cm3，1.0g/cm3の11点を評価した。 

4.4 その他の条件 

(1) チャンネルボックス 

未臨界性評価において，チャンネルボックスは装着した状態を想定している。チャ

ンネルボックスを装着した条件で解析を実施した大規模漏えい時の使用済燃料貯蔵ラ

ックの未臨界性評価において，実効増倍率は統計誤差3σ（0.001）を加えて最大で0.927

である。一方で，この評価条件からチャンネルボックス装着有無のみを変更して実施

した解析において得られた実効増倍率は，統計誤差3σ（0.001）を加えて0.916である。
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したがって，チャンネルボックスを装着した条件は保守的である。 

(2) ラックセル内の燃料配置 

ラックセル内で燃料が偏心すると，中性子の強吸収体であるB-SUSに接近することに

より，燃料領域の熱中性子が減少し実効増倍率が低くなる。したがって，燃料をラッ

クセル内の中央配置とした設定は保守的である。（別添2参照） 

4.5 燃料条件，ラック条件及びその他の条件の保守性について 

燃料条件，ラック条件及びその他の条件が保守的になるよう，上述のとおり設定し，実

効増倍率が最も厳しくなる条件とした。（別添3参照） 

図4－1 ９×９燃料（Ａ型）の冷温時無限増倍率 
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図4－2 ９×９燃料（Ｂ型）の冷温時無限増倍率 

図4－3 高燃焼度８×８燃料の冷温時無限増倍率 
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図4－4 新型８×８ジルコニウムライナ燃料の冷温時無限増倍率 

図4－5 新型８×８燃料の冷温時無限増倍率＊

注記＊：初装荷燃料は，タイプ1及びタイプ2の2種類の燃料からなり，Gd濃度はタイプ2の方が

小さいため，より低い燃焼度でGdが燃え尽きることから無限増倍率のピーク値は大き

くなる。 
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図4－6 ラック板厚を変化させた場合のkeffの変化 

図4－7 ラックピッチを変化させた場合のkeffの変化 
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図4－8 ラック内のりを変化させた場合のkeffの変化 
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5. 未臨界性評価における不確定性

5.1 計算コード等の不確定性 

計算コード等の不確定性は，計算コードの不確定性，燃料及びラック製作公差（燃料配

置は実効増倍率が高くなる配置）及び統計誤差からなる。計算コードの不確定性は，実験

値と計算値の平均的なずれ（平均誤差）が ，分散の95％信頼度から求められる標準

偏差の上限に，95％の確率で実験結果が計算値を上回らない条件を考慮した値（95％信頼

度×95％確率）が である。当該値は，米国PNLで実施されたPNL-3602臨界実験のう

ち，吸収材の種類や濃縮度等，燃料ラックの臨界解析で重要なパラメータ（表5－1）がBWR

燃料ラックの条件に近い32ケースを対象としたベンチマーク解析により評価済である。選

定した臨界実験は，対象の実験の中ではBWRの燃料プールの体系に近いものであり，パラ

メータ範囲に入らない項目もあるものの，燃料棒寸法については異なる値に対して解析を

実施しばらつきが小さいこと，濃縮度についてはその平均値が臨界実験のパラメータ範囲

内にあること，被覆管の中性子吸収割合は燃料集合体全体で見れば少ないこと等から，パ

ラメータ範囲逸脱の影響は小さく，ケース数としても十分と考えられる。製作公差に基づ

く不確定性（燃料製造公差とラック製作公差（＋燃料配置影響））については，実効増倍

率が最も高くなる体系を対象に解析を実施していることから，解析結果に含まれている。

統計誤差3σ（実効増倍率 に対し，統計誤差3σは ）についても「ＳＣＡＬ

Ｅ」の解析結果として実効増倍率に加えた値を評価結果としている（表5－2）。 

5.2 「ＫＥＮＯ－Ⅴ.ａ」及び「ＫＥＮＯ－Ⅵ」における評価モデルの違いと実際の評価結果

の違いの影響 

PWRでは「ＫＥＮＯ－Ⅵ」を用いて評価を実施しているが，島根原子力発電所第２号機

では「ＫＥＮＯ－Ⅴ.ａ」を用いている。「ＳＣＡＬＥ」を開発したORNLの文献ORNL/TM-

2001/110＊1があり，それによると，Ⅴ.ａとⅥのモデルの違いは，主に幾何形状モデルで

あるが，臨界計算における解析結果のバージョン間の差異は0.001～0.002と小さく，統計

誤差0.002～0.004と比較して有意でない。 

5.3 評価方法 

島根原子力発電所第２号機の燃料プール未臨界性評価条件としては，ラック製作公差や

燃料配置等の厳しい条件を用いて実効増倍率を計算するのに対し，PWRでは公称値により

実効増倍率を計算した結果に，不確定性として，製作公差等それぞれのばらつきに基づく

実効増倍率の誤差を未臨界性評価上厳しくなる側に統計的に加算する。 

PWRでは公称値に基づく実効増倍率に，不確定性（計算コードの不確定性，燃料及びラ

ック製作公差（燃料材の直径，密度等比較的詳細な項目に及ぶ製作公差。燃料配置は未臨

界度が厳しくなる配置），統計誤差）を考慮し，実効増倍率0.98以下で評価している。一

方，BWRでは厳しい条件に基づく実効増倍率に，コードの不確定性を含まない等，誤差項

目について比較的詳細に扱っていないが，統計誤差については標準偏差の3倍を考慮した

上，0.95以下で評価している＊2。また，「臨界安全ハンドブック第2版」（日本原子力研

究所 1999年）においては「モンテカルロコードを用いた場合には，計算された平均増倍
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率に標準偏差の3倍の値を加えた値を推定臨界下限増倍率または0.95と比較し，未臨界を

判定する。」とされている。 

 

注記＊1：Validation and Comparison of KENO Ⅴ.a and KENO-Ⅵ 

  ＊2：ANSI/ANS-57.2-1983 Design Requirements for LWR SF Storage Facilities at 

Nuclear Power Plants 
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表5－1 燃料ラックの臨界解析で重要なパラメータ（抜粋） 

項目 単位 

燃料貯蔵設備及び BWR燃料

仕様のパラメータ範囲 

選定した臨界実験の 

パラメータ範囲 

MIN MAX MIN MAX 

燃

料 

ウラン燃料 

235U濃縮度 
wt％ 

MOX燃料 Pu含有率 wt％ － 

燃料材径 mm 9.6 

燃料要素径 mm 11.2 

被覆材材質 － ジルカロイ－2 

燃料要素ピッチ mm 

燃料体内の減速材体

積／燃料体積 
－ 

燃料要素配列条件 － 正方配列 

体系条件 － 燃料体配列体系 

減

速

材 

減速材 － 無/軽水 

減速材密度 g/cm3 0 約 1.0 

減速材中の 

ほう素濃度 
ppm 0 

ラ

ッ

ク

セ

ル 

ラックセル材質 － B-SUS 

B-SUS製ラックセルの

ほう素添加量 
wt％ 

反

射

体 

反射体材質 － 軽水 

注記＊1：モデルバンドルのバンドル平均濃縮度 

  ＊2：チャンネルボックス内での減速材と燃料ペレットの体積比 

  ＊3：燃料棒格子での減速材と燃料ペレットの体積比 
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表5－2 未臨界性評価における不確定性評価結果 

臨界計算上の不確定性評価項目 不確定性 

計算コードの不確定性 平均誤差 Δk 

平均値の不確定性 εc 

製作公差に基づく 

不確定性 

燃料製造公差 εf －＊1 

ラック製作公差 

（＋燃料配置影響） 

εr －＊1 

統計誤差＊2 3σ 

 実効増倍率はkeff＋ε＝ keff＋Δk＋√((εc)2＋(εf)2＋(εr)2＋(3σ)2)と計算できる＊3が，

Δk及びεcは0としている。keffの計算の入力に炉心装荷時無限増倍率1.30のほか，ラック製作

公差を実効増倍率が保守的になるよう見込み，標準偏差の3倍を考慮して0.95以下を確認して

いる。 

注記＊1：製作公差に基づく不確定性のうち，燃料製造公差については，炉心装荷時の無限増

倍率が1.30となるよう設定し，ラック製作公差（＋燃料配置影響）については，実

効増倍率が最も高くなる体系を対象に解析を実施していることから，解析結果（実

効増倍率 keff）に含まれている。 

  ＊2：入力値である乱数（追跡する中性子）から計算した実効増倍率の平均値と，個々の

実効増倍率の計算値の差から標準偏差を求め，臨界安全ハンドブックの考え方に従

い，標準偏差の3倍としている。 

  ＊3：ANSI/ANS-8.17-2004 criticality safety criteria for the handling, storage, 

and transportation of LWR fuel outside reactors 
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別添1 

 

ラックセル中のボロンの減損割合の評価 

 

1. 概要 

中性子の強吸収体である使用済燃料貯蔵ラックセル中のボロン（10B）は供用期間中に中性

子を吸収し，中性子の吸収体としての効果が低下することが考えられるため，供用期間及び

供用期間後の使用済燃料搬出までの期間を想定した場合における使用済燃料貯蔵ラックセ

ル中の10Bの減損率を評価する。 

 

2. 評価方法 

使用済燃料貯蔵ラックセル中の10Bの中性子吸収減損率は以下の式により評価される。 

（10B原子1個あたりの中性子吸収減損率）[％] 

   ＝（中性子照射量）[cm-2]×（10B原子1個あたりの吸収反応断面積）

[cm2]×100[％] 

評価にあたっては，類似の評価事例として，乾式キャスクのバスケット（燃料を収納する

部分）における評価事例をもとに以下のとおり評価した。 

 

乾式キャスクにおける60年間の供用期間中に受ける放射線照射量は1014[cm-2]～1016[cm-2]

と評価されている＊1。 

ここで，10Bの減損率を安全側に評価するため，放射線照射は全て熱中性子によるものと

し，中性子照射量を1×1016[cm-2]として評価する。なお，10B原子1個あたりの吸収反応断面

積は3838×10-24[cm2]＊2を使用する。 

以下のとおり，乾式キャスクにおける供用期間中（60年間）の10B原子1個あたりの中性子

吸収減損率は約0.004％とごく僅かである。 

（1×1016）[cm-2]×（3838×10-24）[cm2]×100[％]＝3.84×10-3[％] 

また，使用済燃料搬出までの期間を想定し評価期間を仮に70年間とした場合でも以下のと

おり，中性子吸収減損率は約0.004％とごく僅かである。 

（1×1016）[cm-2]×（70/60）[-]×（3838×10-24）[cm2]×100[％]＝4.48×10-3[％] 

 

3. 評価結果 

以上のとおり，乾式キャスクにおいて，評価期間を60年間及び70年間とした場合で評価し

ても，10Bの減損率は約0.004％であり，ごく僅かである。なお，使用済燃料貯蔵ラックセル

では水による中性子の減速・吸収効果があるため，中性子束は乾式キャスクよりも減少する

ことが見込まれる。 

したがって，使用済燃料貯蔵ラックセルにおいても同様に10Bの中性子吸収体の効果低下

は無視できるほど小さいと考えられる。 

 

注記＊1：リサイクル燃料備蓄センター その他の安全対策について（長期貯蔵に対する考慮），
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平成22年2月，原子力安全・保安院 

  ＊2：アイソトープ手帳 11版（公益財団法人日本アイソトープ協会発行） 
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別添 2 

使用済燃料貯蔵ラックにおける燃料の偏心の影響について 

使用済燃料貯蔵ラックにおいて，燃料をラックセルの中央に配置した基本配置及び図 1 の

全体的に偏心したパターンについて，実効増倍率を評価した。評価の結果，基本配置の場合が

実効増倍率が高い結果となった。表 1に評価結果を示す。 

表 1 評価結果 

燃料配置 実効増倍率（keff＋3σ） 

基本配置 0.927 

偏心配置 

図 1 使用済燃料貯蔵ラック中の燃料の偏心状況 
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未臨界性評価の保守性及び妥当性について 

未臨界評価の保守性及び妥当性について，表 1に示す。 

未臨界評価の評価条件は，表 1の１～５について，実効増倍率が大きくなる保守的な条件と

している。「６ プール水条件の設定」については，燃料プールスプレイ系によるスプレイを

想定し，いかなる密度条件においても臨界を防止できることを示すために水密度を 0～

1.0g/cm3に設定しており，妥当な条件である。 

表 1 未臨界性評価の保守性及び妥当性 

評価条件 保守性及び妥当性 

1 未臨界性評価における 

計算体系 

ラックセルを計算体系と

設定 

ラックセルの計算体系を単位格子とし，単位格子の水平方

向，鉛直方向を完全反射に設定していることから，中性子

の漏れがなく，保守的な条件となる。 水平方向：完全反射 

鉛直方向：完全反射 

2 燃料条件 無限増倍率が 1.30 とな

るように濃縮度分布を設

定 

いずれの燃料においても無限増倍率は，1.30 より小さい

ため，保守的な条件となる。 

3 ラック条件 ラックの製造公差を考慮

し，最も保守的な設定を

採用 

ラック製造公差の中で最も評価結果が厳しくなる組み合

わせのため、保守的な条件となる。 

B-SUS のボロン濃度とし

て，製造範囲（ wt％

～ wt％）の下限値

を採用 

B-SUSのボロン濃度を，製造範囲の下限値（ wt％）と

しているため、保守的な条件となる。 

4 その他

の条件 

チャンネル 

ボックス 

チャンネルボックスは装

着した状態を想定 

燃料は，チャンネルボックスを装着した状態の方が実効増

倍率が大きくなるため，保守的な条件となる。 

5 ラックセル内

燃料配置 

ラックセル内中央に使燃

料が配置した場合（基本

配置）を想定 

ラックセル内中央に燃料が配置する基本配置の場合が，評

価結果が厳しくなるため，保守的な条件となる。 

6 プール水条件の設定 水密度を 0～1.0 g/cm3ま

で変化させる 

燃料プール水が喪失した状態で，燃料プールスプレイ系に

よるスプレイを実施した場合の条件を想定し，いかなる密

度条件においても，臨界を防止できることを確認できるた

め，妥当な条件となる。 



資料 No.3 

燃料体等又は重量物の落下による使用済燃料貯蔵槽内の 

燃料体等の破損の防止及び使用済燃料貯蔵槽の機能喪失 

の防止に関する説明書に係る補足説明資料 
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1. 燃料プール周りの主要な重量物の配置

落下時に燃料プールの機能に影響を及ぼすおそれのある主要な重量物の配置を図 1-1 に示

す。 

図 1-1 燃料プール周りの主要な重量物の配置 

原子炉建物原子炉棟 4階 概略平面図 

原子炉建物原子炉棟内オペフロ全体 原子炉建物天井 原子炉建物壁面 

原子炉建物天井クレーン 

①燃料プール側面 ②燃料プール側面

燃料取替機 

③燃料プール内

（使用済燃料貯蔵ラック側） 
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2. 燃料取替機及び原子炉建物天井クレーンの待機場所について

燃料取替機及び原子炉建物天井クレーンは，燃料プール上へ待機配置しない運用とするこ

とで，燃料プールへの落下は防止される。また，レールからの落下を防止するよう，ストッ

パから基準地震動Ｓｓでの滑りを考慮した距離をとる，又はストッパにより脱線を防止でき

る設計とする。図 2-1及び図 2-2に燃料取替機及び原子炉建物天井クレーンの待機場所を示

す。 

図 2-1 燃料取替機待機場所 
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図 2-2 原子炉建物天井クレーン待機場所 
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3. 原子炉建物天井クレーンのインターロックについて

原子炉建物天井クレーンは，燃料プール上を使用済燃料輸送容器及び重量物が走行及び横

行できないように可動範囲を制限するインターロックを設けている。 

  原子炉建物天井クレーン走行レール及び横行レールは原子炉建物原子炉棟 4 階を走行及

び横行できるよう敷設されているが，重量物及び使用済燃料輸送容器の移動を行う際には，

重量物及び使用済燃料輸送容器が燃料プール上を通過しないよう，レールに沿って設置され

たリミットスイッチ及びインターロックによる移送範囲の制限により，燃料プールへの重量

物及び使用済燃料輸送容器の落下を防止する設計とする。 

インターロックには 3 つのモード（A～C モード）があり，取り扱う重量物に応じてモー

ド選択を行い，移送範囲を制限することで，燃料プールへの重量物及び使用済燃料輸送容器

の落下を防止している。なお，モード切替は運転室内の操作盤上のモード切替スイッチによ

り行う。 

 原子炉建物天井クレーンのインターロックによる重量物移送範囲の関係を図 3-1～3 に示

す。なお，Cモードは燃料プール上へアクセス可能なモードではあるが，使用済燃料輸送容

器や重量物を移送する場合には使用しない。 

図 3-1 原子炉建物天井クレーンのインターロック（Aモード）による使用済燃料輸送容器移

送範囲 
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図 3-2 原子炉建物天井クレーンのインターロック（Bモード）による重量物移送範囲 

図 3-3 原子炉建物天井クレーンのインターロック（Cモード）による移送範囲 
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4. 新燃料の取扱いにおける落下防止対策

新燃料は，新燃料輸送容器に 2体ずつ収納され原子炉建物天井クレーン（補巻）によって

原子炉建物原子炉棟 4階へ搬入する。新燃料輸送容器から新燃料検査台へは新燃料を 1体ず

つ原子炉建物天井クレーン(補巻)によって移送し，受入検査を実施するとともにチャンネル

ボックスを装着する。新燃料検査台から新燃料貯蔵庫又はチャンネル着脱装置へ原子炉建物

天井クレーン(補巻)にて移送する。新燃料貯蔵庫からチャンネル着脱装置への移送にも原子

炉建物天井クレーン（補巻）を用いる。吊具として使用するワイヤロープは気中作業で確実

な装着を確認し，安全率は，6以上を確保している。チャンネル着脱装置から燃料プールの

ラック，ラック間及びラック－炉心間の移送は燃料取替機にて取り扱われる。

新燃料の取扱いに係る移送フロー及び経路(例)を図 4-1に示す。

図 4-1 新燃料の取扱いに係る移送フロー及び経路（例） 

図 4-1に示すとおり，新燃料を燃料プールへ移送する際は，可能な限り燃料プール上を移送

しない運用とし，燃料プール上への落下を防止している（「【参考】新燃料の入水作業」参照）。 

 原子炉建物天井クレーンは，動力電源喪失時にて自動的にブレーキがかかる機能を有してい

るとともに，フックには外れ止め装置を装備し，新燃料の落下を防止する構造としており，速

度制限，過巻防止用のリミットスイッチにより，誤操作等による新燃料の落下は防止される。 

 炉心への燃料装荷の際には，燃料取替機による新燃料移送作業を行うこととなるが，燃料取

替機についても，動力電源喪失時等における種々のインターロックが設けられており，新燃料

の落下は防止される。 

チャンネル着脱装置（図 4-2）は，燃料プールの側面に設置され，ガイドレールがプール壁

面の金物に差し込まれており，上部でボルト固定されている。チャンネル着脱装置は，1体の

み燃料体等を載せることのできる台座と燃料体等が倒れないよう上部で支持する固定具が一

体（カート）となり昇降する設計となっている。カートはガイドレールに支持されており，ロ

ーラチェーンを介して最上限ストッパから下限ストッパの位置までの間を昇降（図 4-3）し，
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直接燃料プールライニングに衝突しないため，燃料プールライニングを損傷させることはない。

なお，チャンネル着脱装置のカートは通常時は燃料プール底部で待機しており，燃料集合体外

観検査時に燃料体等の昇降を行う際には，線量低減の観点から，機械的なインターロックによ

り，上限ストッパの位置までに上昇を制限し，遮蔽水深として 2460 ㎜を確保できる構造とす

る。また，燃料集合体外観検査時には，チャンネル着脱装置上部において放射線量を測定し，

線量を管理する運用とする。電源遮断時には，電磁ブレーキで駆動軸を保持する構造とする。 

【参考】新燃料の入水作業 

  新燃料取扱時においては，原子炉建物原子炉棟 4階に搬入された新燃料輸送容器から，原

子炉建物天井クレーン（補巻）によって，燃料集合体を 1体ずつ吊り上げ，新燃料検査台に

て受入検査しチャンネルボックスを装着した上で，再び原子炉建物天井クレーン（補巻）に

て吊り上げて移動し，（場合によっては新燃料貯蔵庫に貯蔵した後同様に吊り上げて移動し），

燃料プールに入水し，チャンネル着脱装置に載せ，燃料取替機に受け渡す。 

新燃料検査台又は新燃料貯蔵庫にて，原子炉建物天井クレーン（補巻）は，安全率 6 以

上のワイヤロープに装着された落下防止装置付きのフックに，安全率 6 以上のワイヤロー

プを気中作業にて確実に取り付けた新燃料をゆっくり吊り上げる。 

新燃料検査台又は新燃料貯蔵庫からチャンネル着脱装置の直近までは，新燃料の動線上に

ある構造物を避けるために必要な高さ（最大約 1.2 m）に吊り上げながら移動する。新燃料

は，燃料プールのチャンネル着脱装置上に移動し，参考図のように，金属製の柵に囲まれた

チャンネル着脱装置の吊り下ろしエリアへ，作業員が直接手で触れ監視しつつクレーン操作

者に指示を出して移動する。チャンネル着脱装置の吊り下ろしエリアでは，新燃料をチャン

ネル着脱装置近くまで吊り下ろす。

チャンネル着脱装置のカートが，水面から深さ cm 程度の高さまで上昇した状態で待

機しているところへ，作業員が直接手でサポートしながらクレーン操作者に指示を出し，新

燃料をカート直上にゆっくりと移動させる。カートの真上に来たことを作業員が目視で確認

し，ゆっくりと確実にカートの上面にある燃料をホールドする四角形の孔に目視をしながら

下部タイプレートの下端から挿入し，カート下方の台座まで新燃料を降下し着座させる。 



8 

参考図 チャンネル着脱装置のカートへ吊り下ろす直前の状況（イメージ） 

万一カートの直上以外 

にアクセスしようとし 

ても柵等が障害となる 

吊り上げた燃料集合体 
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図 4-2 チャンネル着脱装置概要図 図 4-3 ストッパの位置 
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5. 使用済燃料輸送容器取扱い作業時における燃料プールへの影響

使用済燃料輸送容器の取扱い作業は原子炉建物天井クレーン（主巻）を使用し，機器搬出

入口ハッチより原子炉建物原子炉棟 4階へ使用済燃料輸送容器の移送を行い，キャスク置場

にて使用済燃料の収納作業が行われる。ラックからキャスク置場の使用済燃料輸送容器への

使用済燃料の移送には燃料取替機を用いる。作業概要について図 5-1に示す。 

 本作業時における原子炉建物天井クレーンの運転は，使用済燃料輸送容器が燃料プール上

を通過することがないよう，インターロックによる可動範囲制限を行うことで，燃料プール

への使用済燃料輸送容器の落下は防止される設計としている。 

 また，原子炉建物天井クレーンはインターロックによる運転の他，動力電源喪失時に自動

的にブレーキがかかる機能を有しているとともに，フックには外れ止め金具が装備されてお

り，速度制限，過巻防止用のリミットスイッチも設けられていることから，使用済燃料輸送

容器の落下は防止される設計としている。 

なお，キャスク置場での使用済燃料輸送容器取扱い時に，仮に地震等にて原子炉建物天井

クレーンの各ブレーキ（横行，走行，巻上下）の機能が喪失した場合，使用済燃料輸送容器

は横行，走行方向及び鉛直方向に滑るおそれがあるが，使用済燃料輸送容器をキャスク置場

にて取り扱う際には，キャスク置場を燃料プールと隔離して，キャスク置場単独で水抜き等

を実施するためのキャスクピットゲートが設置されるため，使用済燃料輸送容器が横行，走

行方向及び鉛直方向に滑った＊1，2としても，燃料プール水位維持のための燃料プールライニ

ング健全性は維持される。使用済燃料輸送容器とキャスク置場の上から見た位置関係を図

5-2に示す。

使用済燃料を燃料取替機にて使用済燃料輸送容器に収納する際は，キャスク置場にアクセ

スするため燃料取替機のモードをキャスクモードに切り替える。通常燃料を約 5.2m しか吊

り上げられないインターロックとなっているが，これによって，最大で約 5.6m まで吊り上

げられるようになる。図 5-3に使用済燃料輸送容器とキャスク置場を横から見た位置関係を

示す。 

キャスク置場から取り出した使用済燃料輸送容器は，燃料プールとは隔離されたキャスク

除染ピットにおいて，転倒防止装置を取り付けることにより固縛する。 

注記＊1：使用済燃料輸送容器取扱い時は，インターロックにより可動範囲が制限されること

及びキャスク置場はキャスクピットゲートにより燃料プールと隔離されることから，

使用済燃料輸送容器がキャスク置場内に吊り下ろされている状態で横行，走行方向

に滑ったとしても使用済燃料輸送容器とキャスク置場壁の隙間は約 70cmであり，燃

料プールライニングを損傷させない。 

  ＊2：鉛直方向ブレーキについて，制動力を上回る負荷トルクが発生した場合の滑り量は 

補足-027「工事計画に係る説明資料（機器配管系の耐震性についての説明書）」にて

説明する。 
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図 5-1 使用済燃料輸送容器取扱い作業フロー（例） 

図 5-2 使用済燃料輸送容器とキャスク置場の位置関係（上から見た図） 
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図 5-3 使用済燃料輸送容器とキャスク置場の位置関係（横から見た図） 
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6. ワイヤロープ及び主要部材の強度に関する説明について

ロープは，当該規格要求を満足する安全率を有した設計としている。

万が一どちらかのワイヤロープが切断した場合でも，残り 1 本のワイヤロープで吊り荷

（燃料集合体 約 kg），伸縮管（本体側に設置（固定）された第 1 段を除く第 2 段～5

段の荷重；約 kg）及びグラップル（約 kg）を保持可能な設計としている。 

  ワイヤロープの破断荷重（ kN）に対し，使用上の最大荷重は 11.3kN（定格荷重 450kg，

グラップル約 kg，伸縮管（第 2 段～5 段の荷重）約 kg：合計約 kg）で，安全

率は約 6.7であり，クレーン構造規格要求（安全率 3.55）を満足した設計となっている。 

また，燃料吊り荷重伝達ルートにおける，ワイヤロープ以外の主要強度部材（フック，グ

ラップルシャフト，ワイヤロープ取付部等）においても，クレーン構造規格に定めるワイヤ

ロープと同等以上の安全率を有する設計としている。

なお，ワイヤロープ（グラップル側）が切断した場合，伸縮管（5段）の底部とグラップ

ルのナットが衝突するが，グラップルのナットはグラップルシャフトにねじ込みで固定され

ていること，また，伸縮管の底部は 本のボルトで固定されており，ボルトの引張強さ

520N/mm2 に対し，発生応力は約 N/mm2 であることから，衝撃に対し十分な強度を有し，

吊り荷及びグラップルを保持可能な設計としている。 

燃料取替機は，ワイヤロープを 2本有しており，1本のワイヤロープ（グラップル側）が

「燃料集合体及びグラップル」を，もう 1本のワイヤロープ（伸縮管側）が「伸縮管」をそ

れぞれ吊る構造となっている（図 6-1参照）。 

  燃料取替機は，定格荷重を 450kg としており，0.5t 未満のためクレーン構造規格適用除

外揚重機となるが，ホイスト，走行レール，ガーダの設計については，クレーン構造規格を

準用し，その他の部品は，JIS及びメーカ社内基準等に基づいた設計としており，各ワイヤ
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図 6-1 ワイヤロープ概略図 
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・片側ワイヤロープが切断した場合の衝撃荷重について

先に示したクレーン構造規格要求の安全率 3.55 は，静荷重に対して定められたものである

ため，片側ワイヤロープが切断した場合の衝撃荷重が加わっても，残りの片側ワイヤロープが

保持可能であることについて以下のとおり確認した。 

ワイヤロープの破断荷重が，衝撃荷重と負担荷重の和よりも大きいことを確認する。

ワイヤロープ 2本の内，伸縮管側のワイヤロープが切断したと仮定する。この場合の衝撃荷

重Ｆは， 

∫𝐹 𝑑𝑡 = 𝑚 ∙ 𝑣 

で表される。ここで，m：伸縮管荷重（約 kg），v：速度である。ワイヤロープの固有周

期を Tとすれば， 

F＝2πmV/T 

となる。ここで，π：円周率，V：落下距離到達時の速度である。 

固有周期 Tは，以下の式で表せる。 

T = 2π√
𝑚

𝑘

となる。ここで，kはワイヤロープのばね定数で， 

k＝E・A/L E：ワイヤロープの弾性係数 約 N/mm2 

 A：ワイヤロープの断面積 mm2 

 L：ワイヤロープの長さ（巻出し長さ） 約 m 

落下距離は（伸縮管－グラップル間）として 46mm であり，落下距離到達時の速度 V は重力

加速度を 9.8m/s2とすれば 0.95m/sと計算でき，衝撃荷重 F＝約 Nとなる。 

ワイヤロープの負担荷重は，定格荷重 450kgとグラップル約 kgの合計とし，衝撃荷重 F

には余裕をみて F＝25000Nとすると，ワイヤロープの破断荷重： Nより， 

破断荷重／（衝撃荷重＋負担荷重）＝ ／（25000＋ ×9.8） 

＝ ＞2 

なお，式の出典は機械工学便覧，各パラメータは以下による。 

  E：ワイヤロープメーカ値を採用。ワイヤロープはプレテンション加工*1を実施しており，

経年後の硬くなった状態を想定。 

  A：ワイヤロープは，約 7 倍の安全率を有した設計であり，2 定検毎に交換を行うことか

ら，顕著な恒久的伸びは発生しないため，断面積の縮小は考慮せず，製作時の寸法を

想定。 

  L：グラップルを最上限位置まで巻上げ，伸縮管第 2 段～5 段の荷重が掛かった状態を想

定。 

 上記結果により，片側ワイヤロープ（伸縮管側）が切断した場合においても，破断荷重が衝

撃荷重と負担荷重の和を上回っており，もう片側のワイヤロープ（グラップル側）にて保持可

能な設計を有している。 
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注記＊1：製作完了後，引張装置を使用し，所定の荷重（張力）をかけ，一定時間保持した後，

荷重を元に戻すことを一定回数繰り返すことで，仕様初期に生じる初期伸び及びロー

プ径の細りが少なくなる。なお，加工により弾性係数が約 1.3倍増加する。 
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7. 燃料プールの機能に影響を及ぼすおそれのある重量物の抽出結果

7.1 燃料プールの機能に影響を及ぼすおそれのある重量物の抽出結果 

 燃料プール周辺設備等の重量物について，燃料プールへの落下時に燃料プールの機能に

影響を及ぼすおそれのある重量物について，燃料プールとの位置関係，作業実績を踏まえ

て抽出した結果の詳細を表 7-1 に示す。気中落下時の衝突エネルギが落下試験の衝突エネ

ルギより大きい設備等について，十分な離隔距離の確保，固縛若しくは固定，又は基準地

震動Ｓｓによる地震荷重に対し燃料プールへ落下しない設計を行うことにより落下防止対

策を行っている。なお，燃料プール周辺で資機材等を設置する場合は，落下時の衝突エネ

ルギの大小に関わらず，社内規定に基づき評価を行い，設置場所や固定方法について検討

した上で設置する。 

   また，燃料プールの機能に影響を及ぼすおそれのある重量物のうち，燃料プールのフロ

アレベルに設置するものの一覧（表 7-2），配置図（図 7-1）及び吊り荷の落下防止対策（表

7-3）を以下に示す。
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表 7-1 燃料プールの機能に影響を及ぼすおそれのある重量物の抽出結果＊1 

番
号

抽出項目＊4 詳細 抽出の考え方 
燃料プールに対する位置 
関係，作業実績を踏まえた 

落下防止対策 

1 原子炉建物 

B 屋根トラス，耐震壁等 ウォークダウンにより
抽出 

基準地震動 Ssに対する 
落下防止設計 B クレーンガーダ

A 水銀灯，蛍光灯 
機器配置図等により 

抽出 

落下時に燃料プールの機能に 
影響を及ぼさない 

B 原子炉建物天井クレーン昇降用及点検歩廊 
離隔，固縛等による 

落下防止対策 

2 燃料取替機 燃料取替機 
機器配置図等により 

抽出 
基準地震動 Ssに対する 

落下防止設計 

3 原子炉建物天井クレーン 原子炉建物天井クレーン 
機器配置図等により 

抽出 
基準地震動 Ssに対する 

落下防止設計 

4 その他クレーン類 

原子炉建物補助天井クレーン 

機器配置図等により 
抽出 

離隔，固縛等による 
落下防止対策 

新燃料検査台，鋼製容器立掛台 
離隔，固縛等による 

落下防止対策＊2 

チャンネル取扱ブーム
基準地震動 Ssに対する 

落下防止設計 

5 ＰＣＶヘッド（取扱具含む） 
PCVヘッド 機器配置図等により 

抽出 
離隔，固縛等による 
落下防止対策＊2,3 PCVヘッド吊具 

6 ＲＰＶヘッド（取扱具含む） 

RPV上蓋 

機器配置図等により 
抽出 

離隔，固縛等による 
落下防止対策＊2,3 

RPVヘッド点検架台 

スタッドボルトテンショナ

RPV取扱機器工具箱（内容物含む） 

RPVヘッド保温材 

スタッドボルトラック

7 内挿物（取扱具含む） 

B 小物廃棄物収納容器 

機器配置図等により 
抽出 

離隔，固縛等による 
落下防止対策＊3 B LPRM切断片バスケット 

A 制御棒 

落下時に燃料プールの機能に 
影響を及ぼさない 

A 制御棒（除却分） 

A ブレードガイド 

A 燃料集合体 

A 照射燃料集合体 

A チャンネルボックス取扱具

B MSラインプラグ・気水分離器蒸気乾燥器用吊具 
離隔，固縛等による 
落下防止対策＊2,3 

A LPRM切断片バスケット専用吊具 

落下時に燃料プールの機能に 
影響を及ぼさない 

A バスケット取扱具 

A 小物収納容器取扱具 

A チャンネル着脱装置

A LPRM仮置ハンガー 

A 上部格子板ガイド 

A LPRM据付ガイド 

A 中央燃料支持金具取扱具 

A チャンネルボックス

B 蒸気乾燥器 
離隔，固縛等による 

落下防止対策＊3 
B 気水分離器 

B 改良型主蒸気管水封プラグ 

A 水中照明灯 
落下時に燃料プールの機能に 

影響を及ぼさない 
A 操作ポール 

A チャンネルボルトレンチ

B 改良型シュラウドヘッドボルトレンチ 
離隔，固縛等による 
落下防止対策＊2,3 

A LPRM検出器 
落下時に燃料プールの機能に 

影響を及ぼさない 

B SFPゲートブリッジ 
離隔，固縛等による 
落下防止対策＊2,3 

A チャンネルボックス装着治具
落下時に燃料プールの機能に 

影響を及ぼさない 
A インコア取扱具

A 気中式 LPRM切断装置 
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番
号

抽出項目＊4 詳細 抽出の考え方 
燃料プールに対する位置 
関係，作業実績を踏まえた 

落下防止対策 

7 内挿物（取扱具含む） 

B 気中式 LPRM切断装置用架台 機器配置図等により 
抽出 

離隔，固縛等による 
落下防止対策＊2,3 

A 気中式 LPRM切断装置用架台用ベースプレート 
落下時に燃料プールの機能に 

影響を及ぼさない A 中性子源 
ウォークダウンにより

抽出 

8 プール内ラック類 

A チャンネル貯蔵ラック

機器配置図等により 
抽出 

落下時に燃料プールの機能に 
影響を及ぼさない 

A 使用済燃料貯蔵ラック 

A 制御棒・破損燃料貯蔵ラック 

A ブレードガイドラック 

A 制御棒貯蔵ハンガ 

B 仮設 CRラック 
離隔，固縛等による 

落下防止対策＊3 
B 仮設 CR・GTラック 

B 仮設 FSラック 

9 プールゲート類 

燃料プールゲート （大） 
機器配置図等により 

抽出 
離隔，固縛等による 

落下防止対策＊3 燃料プールゲート （小） 

キャスク置場ゲート

10 
使用済燃料輸送容器 
（取扱具含む） 

輸送容器（キャスク） 

機器配置図等により 
抽出 

離隔，固縛等による 
落下防止対策＊3 

輸送容器蓋 

キャスク吊具

キャスク共用架台

固体廃棄物移送容器 

固体廃棄物移送容器蓋 

制御棒専用バスケット 

燃料内容器 

搬入容器 

RPV監視試験片（バスケット） 
キャスク装填用遮蔽容器

監視試験片用容器 

11 電源盤類 

チャンネル着脱装置制御盤

機器配置図等により 
抽出 

離隔，固縛等による 
落下防止対策＊2 

常用照明切替盤 
落下時に燃料プールの機能に 

影響を及ぼさない 

天井クレーン電源盤 
離隔，固縛等による 

落下防止対策＊2 

自動火災報知設備中継器盤 
落下時に燃料プールの機能に 

影響を及ぼさない 

燃料取替機操作室変圧器盤 離隔，固縛等による 
落下防止対策＊2 R/B空気冷却機操作盤 

作業用電源盤 
落下時に燃料プールの機能に 

影響を及ぼさない 監視システム制御盤 ウォークダウンにより
抽出 カメラ中継盤

12 フェンス・ラダー類

燃料プール・キャスクピット廻り手摺り 

機器配置図等により 
抽出 

落下時に燃料プールの機能に 
影響を及ぼさない 

原子炉ウェル廻り手摺り 

除染ピット廻り手摺り 

大物搬入口手摺り 

気中照明用ウェル手摺り 

ウェル梯子

DSP梯子 

燃料プール異物混入防止フェンス 
ウォークダウンにより

抽出 三角コーン・コーンバー 

工事区画用フェンス 

13 装置類 原子炉補機冷却水サージタンク 
機器配置図等により 

抽出 
離隔，固縛等による 

落下防止対策＊2 

14 作業機材類 

B 
CR・FS同時つかみ具収納箱 
（CR・FS同時つかみ具含む） 機器配置図等により 

抽出 
離隔，固縛等による 
落下防止対策＊2,3 

B CR梱包箱 

B 炉内サービス機器収納ラック 
機器配置図等により 

抽出 
離隔，固縛等による 

落下防止対策＊2 
B ポール収納ラック 

B 圧力容器Ｏリング収納箱 
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番
号

抽出項目＊4 詳細 抽出の考え方 
燃料プールに対する位置 
関係，作業実績を踏まえた 

落下防止対策 

14 作業機材類 

B 吊具類保管箱 
ウォークダウンにより

抽出 
離隔，固縛等による 

落下防止対策 

B 除染装置 
機器配置図等により 

抽出 
離隔，固縛等による 
落下防止対策＊2,3 

B トランス
ウォークダウンにより

抽出 
落下時に燃料プールの機能に 

影響を及ぼさない 

B チャンネルボックス検査装置

機器配置図等により 
抽出 

離隔，固縛等による 
落下防止対策＊2,3 

B レイダウン機器運搬台車
離隔，固縛等による 

落下防止対策＊2 

B ナット置台
離隔，固縛等による 

落下防止対策＊3 

B GMサーベイメータ用鉛遮へい容器 
ウォークダウンにより

抽出 
離隔，固縛等による 

落下防止対策＊2 

B LPRM切断機 

機器配置図等により 
抽出 

離隔，固縛等による 
落下防止対策＊3 

A LPRM掴具 

落下時に燃料プールの機能に 
影響を及ぼさない 

A LPRM切断装置水圧ポンプ 

A 油圧ポンプ 

A LPRM気中切断用架台 

A 制御棒グラップル 

A サーベランスホルダ取扱具

A 足場材（板，クランプ） 
ウォークダウンにより

抽出 

B 切断機固定台 
機器配置図等により 

抽出 

離隔，固縛等による 
落下防止対策＊2,3 

A 30tSUSパイプカッター 落下時に燃料プールの機能に 
影響を及ぼさない A ナット清掃装置

15 計器・カメラ・通信機器類 

燃料プール水位 ウォークダウンにより
抽出 落下時に燃料プールの機能に 

影響を及ぼさない 
燃料貯蔵プール監視用カメラ 

燃料取替階モニタ 
機器配置図等により 

抽出 

水素ガス検出器 

機器配置図等により 
抽出 

落下時に燃料プールの機能に 
影響を及ぼさない 

水位監視用スケール 

燃料プールエリア放射線モニタ 
（低レンジ）（高レンジ） 

燃料取替階ユニットヒータ入口温度 

運転監視用テレビ装置 
ウォークダウンにより

抽出 

IAEAカメラ 
機器配置図等により 

抽出 RCWサージタンク水位 

燃料プール監視カメラ 

水中カメラ装置 作業実績を踏まえ抽出 

電話 
ウォークダウンにより

抽出 可搬型ダストサンプラ 

汚染検査装置 

使用済燃料プール水温度 

機器配置図等により 
抽出 

使用済燃料プール水位 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

原子炉ウェルエリア（モニタ） 

燃料取替階西側エリア（モニタ） 

燃料取替階東側エリア（モニタ） 

燃料交換監視用 ITV 

静的触媒式水素処理装置入口温度 

静的触媒式水素処理装置出口温度 

火災監視カメラ 
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番
号

抽出項目＊4 詳細 抽出の考え方 
燃料プールに対する位置 
関係，作業実績を踏まえた 

落下防止対策 

16 試験・検査用機材類 

B 模擬炉心 作業実績を踏まえ抽出 
離隔，固縛等による 
落下防止対策＊2,3 

B ISI用テストピース 
機器配置図等により 

抽出 
離隔，固縛等による 

落下防止対策＊2 

B 天井クレーン荷重試験ウエイト 作業実績を踏まえ抽出 離隔，固縛等による 
落下防止対策＊2,3 B プラットホーム 

機器配置図等により 
抽出 A 仮置き架台（CR外観検査用） 

落下時に燃料プールの機能に 
影響を及ぼさない 

17 
コンクリート

プラグ・ハッチ類 

原子炉ウエルシールドプラグ 

機器配置図等により 
抽出 

離隔，固縛等による 
落下防止対策＊2,3 

コンクリートハッチカバー

鋼製ハッチカバー 

大物搬入口グレーチング 

除染ピットカバー 

燃料プールスロットプラグ 

蒸気乾燥器・気水分離器ピットカバー 

蒸気乾燥器・気水分離器ピットスロットプラグ 

18 空調機 
燃料取替階電気ヒータ 機器配置図等により 

抽出 
離隔，固縛等による 

落下防止対策＊2 R/B空気冷却機 

19 重大事故等対処設備 
静的触媒式水素処理装置 機器配置図等により 

抽出 
基準地震動 Ssに対する 

落下防止設計 燃料プールスプレイ系配管 

20 その他 

B ブローアウトパネル 

機器配置図等により 
抽出 

離隔，固縛等による 
落下防止対策 B 原子炉建物ダクト 

A 電源内蔵型照明 

落下時に燃料プールの機能に 
影響を及ぼさない 

A ケーブル

A 鉛毛板 

ウォークダウンにより
抽出 

A 工事用足場 

A 浮き輪 

A 時計 

A 放射線管理エリア区画用資材 

A ＣＨ－Ｌ４ＶＫ（充電器） 

B 消防用設備 
機器配置図等により 

抽出 
離隔，固縛等による 

落下防止対策＊2 

注記＊1：重量物の抽出に当たっては，ニューシア情報を確認し，重量物の固縛措置に関して， 

島根原子力発電所第 2号機で反映が必要な事項はないことを確認している。 

  ＊2：燃料プールのフロアレベルに設置するものの離隔，固縛等による落下防止対策の詳 

細について表 7-2に記載する。 

  ＊3：吊り上げ時の落下防止対策の詳細について表 7-3に記載する。 

  ＊4：「抽出項目」で示す設備等のうち，落下時に燃料プールに影響を及ぼさないものと落 

下防止対策を実施するものがいずれも含まれる設備等については，落下時に影響を 

及ぼさないものを「A」，落下防止対策を実施するものを「B」とする。 
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表 7-2 燃料プールのフロアレベルに設置するものの一覧

番
号

抽出項目 No. 詳細 
離隔の考え方 

（燃料プールからの距離，設置高さ， 
重量，形状，床の段差） 

4 その他クレーン類 1 新燃料検査台，鋼製容器立掛台 燃料プールからの距離，床の段差 

5 
ＰＣＶヘッド（取扱

具含む） 

2 PCVヘッド 
燃料プールからの距離，重量，形状 

3 PCVヘッド吊具 

6 
ＲＰＶヘッド（取扱

具含む） 

4 RPV上蓋 

燃料プールからの距離，重量，形状 

5 RPVヘッド点検架台 

6 スタッドボルトテンショナ

7 RPV取扱機器工具箱（内容物含む） 

8 RPVヘッド保温材 

9 スタッドボルトラック

7 
内挿物（取扱具含

む） 

10 MSラインプラグ・気水分離器蒸気乾燥器用吊具 

燃料プールからの距離，床の段差 
11 改良型シュラウドヘッドボルトレンチ 

12 SFPゲートブリッジ 

13 気中式 LPRM切断装置用架台 

11 電源盤類 

14 チャンネル着脱装置制御盤

燃料プールからの距離，形状，床の段差 
15 天井クレーン電源盤 

16 燃料取替機操作室変圧器盤 

17 R/B空気冷却機操作盤 

13 装置類 18 原子炉補機冷却水サージタンク 燃料プールからの距離，床の段差 

14 作業機材類 

19 
CR・FS同時つかみ具収納箱 
（CR・FS同時つかみ具含む） 

燃料プールからの距離，床の段差 

20 CR梱包箱 

21 炉内サービス機器収納ラック 

22 ポール収納ラック 

23 圧力容器Ｏリング収納箱 

24 除染装置 

25 チャンネルボックス検査装置

26 レイダウン機器運搬台車

27 GMサーベイメータ用鉛遮へい容器 

28 切断機固定台 

16 試験・検査用機材類 

29 模擬炉心 

燃料プールからの距離，床の段差 
30 ISI用テストピース 

31 天井クレーン荷重試験ウエイト 

32 プラットホーム 

17 
コンクリート

プラグ・ハッチ類 

33 原子炉ウエルシールドプラグ 

燃料プールからの距離，重量，床の段差 

34 コンクリートハッチカバー

35 鋼製ハッチカバー 

36 大物搬入口グレーチング 

37 除染ピットカバー 

38 燃料プールスロットプラグ 

39 蒸気乾燥器・気水分離器ピットカバー 

40 蒸気乾燥器・気水分離器ピットスロットプラグ 

18 空調機 
41 燃料取替階電気ヒータ 

燃料プールからの距離，床の段差 
42 R/B空気冷却機 

20 その他 43 消防用設備 燃料プールからの距離，床の段差 



23 

表 7-3 吊り荷の落下防止対策 

番
号

抽出項目 詳細 

使用するクレーン（主巻・
補巻・ホイスト）及び吊具
（専用・汎用のワイヤ・ス

リング・吊具）*

適用法令・安全率の考え方 

5 
ＰＣＶヘッド（取扱具含

む） 

PCVヘッド 主巻・専用吊具 

主巻はⅥ-1-3-3 3.落下防
止対策による。 
吊具はメーカ社内基準に基
づき，強度評価を実施。 

PCVヘッド吊具 主巻 
主巻はⅥ-1-3-3 3.落下防
止対策による。 

6 
ＲＰＶヘッド（取扱具含

む） 

RPV上蓋 主巻・専用吊具 

主巻はⅥ-1-3-3 3.落下防
止対策による。 
吊具はメーカ社内基準に基
づき，強度評価を実施。 

RPVヘッド点検架台 補巻・汎用吊具 

補巻はクレーン構造規格に
よる。 
吊具はクレーン等安全規則
により，安全率 6以上のも
のを使用。 

スタッドボルトテンショナ 主巻 
主巻はⅥ-1-3-3 3.落下防
止対策による。 

RPV取扱機器工具箱（内容物含む） 補巻・汎用吊具 

補巻はクレーン構造規格に
よる。 
吊具はクレーン等安全規則
により，安全率 6以上のも
のを使用。 

RPVヘッド保温材 主巻・専用吊具 

主巻はⅥ-1-3-3 3.落下防
止対策による。 
吊具はクレーン等安全規則
により，安全率 6以上のも
のを使用。 

スタッドボルトラック 補巻・汎用吊具 

補巻はクレーン構造規格に
よる。 
吊具はクレーン等安全規則
により，安全率 6以上のも
のを使用。 

7 内挿物（取扱具含む） 

小物廃棄物収納容器 補巻・汎用吊具 

補巻はクレーン構造規格に
よる。 
吊具はクレーン等安全規則
により，安全率 6以上のも
のを使用。 

LPRM切断片バスケット 補巻・専用吊具 

補巻はクレーン構造規格に
よる。 
吊具はメーカ社内基準に基
づき，強度評価を実施。 

MSラインプラグ・気水分離器蒸気乾燥器用吊具 主巻 
主巻はⅥ-1-3-3 3.落下防
止対策による。 

蒸気乾燥器 主巻・専用吊具 

主巻はⅥ-1-3-3 3.落下防
止対策による。 
吊具はメーカ社内基準に基
づき，強度評価を実施。 

気水分離器 主巻・専用吊具 

主巻はⅥ-1-3-3 3.落下防
止対策による。 
吊具はメーカ社内基準に基
づき，強度評価を実施。 

改良型主蒸気管水封プラグ 主巻・専用吊具 

主巻はⅥ-1-3-3 3.落下防
止対策による。 
吊具はメーカ社内基準に基
づき，強度評価を実施。 

改良型シュラウドヘッドボルトレンチ 補巻・汎用吊具 

補巻はクレーン構造規格に
よる。 
吊具はクレーン等安全規則
により，安全率 6以上のも
のを使用。 

SFPゲートブリッジ 補巻・汎用吊具 

補巻はクレーン構造規格に
よる。 
吊具はクレーン等安全規則
により，安全率 6以上のも
のを使用。 

気中式 LPRM切断装置用架台 補巻・汎用吊具 

補巻はクレーン構造規格に
よる。 
吊具はクレーン等安全規則
により，安全率 6以上のも
のを使用。 
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番
号

抽出項目 詳細 

使用するクレーン（主巻・
補巻・ホイスト）及び吊具
（専用・汎用のワイヤ・ス

リング・吊具）*

適用法令・安全率の考え方 

8 プール内ラック類 

仮設 CRラック 補巻・専用吊具 

補巻はクレーン構造規格に
よる。 
吊具はメーカ社内基準に基
づき，強度評価を実施。 

仮設 CR・GTラック 補巻・専用吊具 

補巻はクレーン構造規格に
よる。 
吊具はメーカ社内基準に基
づき，強度評価を実施。 

仮設 FSラック 
回転ジブクレーン・ 

専用吊具 

回転ジブクレーンはクレー
ン構造規格による。
吊具はメーカ社内基準に基
づき，強度評価を実施。

9 プールゲート類 

燃料プールゲート （大） 補巻・専用吊具 

補巻はクレーン構造規格に
よる。 
吊具はメーカ社内基準に基
づき，強度評価を実施。 

燃料プールゲート （小） 補巻・専用吊具 

補巻はクレーン構造規格に
よる。 
吊具はメーカ社内基準に基
づき，強度評価を実施。 

キャスク置場ゲート 補巻・専用吊具 

補巻はクレーン構造規格に
よる。 
吊具はメーカ社内基準に基
づき，強度評価を実施。 

10 
キャスク

（取扱具含む） 

輸送容器（キャスク） 主巻・専用吊具 

主巻はⅥ-1-3-3 3.落下防
止対策による。 
吊具はメーカ社内基準に基
づき，強度評価を実施。 

輸送容器蓋 主巻・専用吊具 

主巻はⅥ-1-3-3 3.落下防
止対策による。 
吊具はメーカ社内基準に基
づき，強度評価を実施。 

キャスク吊具 主巻／補巻 

主巻はⅥ-1-3-3 3.落下防
止対策による。 
補巻はクレーン構造規格に
よる 

キャスク共用架台 補巻・汎用吊具 

補巻はクレーン構造規格に
よる。 
吊具はクレーン等安全規則
により，安全率 6以上のも
のを使用。 

固体廃棄物移送容器 主巻・専用吊具 

主巻はⅥ-1-3-3 3.落下防
止対策による。 
吊具はメーカ社内基準に基
づき，強度評価を実施。 

固体廃棄物移送容器蓋 主巻・汎用吊具 

主巻はⅥ-1-3-3 3.落下防
止対策による。 
吊具はクレーン等安全規則
により，安全率 6以上のも
のを使用。 

制御棒専用バスケット 補巻・専用吊具 

補巻はクレーン構造規格に
よる。 
吊具はメーカ社内基準に基
づき，強度評価を実施。 

燃料内容器 補巻・汎用吊具 

補巻はクレーン構造規格に
よる。 
吊具はクレーン等安全規則
により，安全率 6以上のも
のを使用。 

搬入容器 補巻・汎用吊具 

補巻はクレーン構造規格に
よる。 
吊具はクレーン等安全規則
により，安全率 6以上のも
のを使用。 

RPV監視試験片（バスケット） 

キャスク装填用遮蔽容器
補巻・汎用吊具 

補巻はクレーン構造規格に
よる。 
吊具はクレーン等安全規則
により，安全率 6以上のも
のを使用。 

監視試験片用容器 補巻・汎用吊具 

補巻はクレーン構造規格に
よる。 
吊具はクレーン等安全規則
により，安全率 6以上のも
のを使用。 
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番
号

抽出項目 詳細 

使用するクレーン（主巻・
補巻・ホイスト）及び吊具
（専用・汎用のワイヤ・ス

リング・吊具）*

適用法令・安全率の考え方 

14 作業機材類 

CR・FS同時つかみ具収納箱 

（CR・FS同時つかみ具含む） 

回転補助ホイスト・ 
専用吊具 

回転補助ホイストはクレー
ン構造規格による。
吊具はメーカ社内基準に基
づき，強度評価を実施。

CR梱包箱 補巻・汎用吊具 

補巻はクレーン構造規格に
よる。 
吊具はクレーン等安全規則
により，安全率 6以上のも
のを使用。 

除染装置 補巻・汎用吊具 

補巻はクレーン構造規格に
よる。 
吊具はクレーン等安全規則
により，安全率 6以上のも
のを使用。 

チャンネルボックス検査装置 補巻・汎用吊具 

補巻はクレーン構造規格に
よる。 
吊具はクレーン等安全規則
により，安全率 6以上のも
のを使用。 

ナット置台 主巻・汎用吊具 

主巻はⅥ-1-3-3 3.落下防
止対策による。 
吊具はクレーン等安全規則
により，安全率 6以上のも
のを使用。 

LPRM切断機 補巻・汎用吊具 

補巻はクレーン構造規格に
よる。 
吊具はクレーン等安全規則
により，安全率 6以上のも
のを使用。 

切断機固定台 補巻・汎用吊具 

補巻はクレーン構造規格に
よる。 
吊具はクレーン等安全規則
により，安全率 6以上のも
のを使用。 

16 試験・検査用機材類 

模擬炉心 補巻・汎用吊具 

補巻はクレーン構造規格に
よる。 
吊具はクレーン等安全規則
により，安全率 6以上のも
のを使用。 

天井クレーン荷重試験ウエイト 
主巻／補巻／補助ホイス

ト・汎用吊具

主巻はⅥ-1-3-3 3.落下防
止対策による。 
補巻及び補助ホイストはク
レーン構造規格による。
吊具はクレーン等安全規則
により，安全率 6以上のも
のを使用。

プラットホーム 補巻・専用吊具 

補巻はクレーン構造規格に
よる。 
吊具はメーカ社内基準に基
づき，強度評価を実施。 

17 
コンクリート

プラグ・ハッチ類 

原子炉ウエルシールドプラグ 主巻・専用吊具 

主巻はⅥ-1-3-3 3.落下防
止対策による。 
吊具はメーカ社内基準に基
づき，強度評価を実施。 

コンクリートハッチカバー 補巻・汎用吊具 

補巻はクレーン構造規格に
よる。 
吊具はクレーン等安全規則
により，安全率 6以上のも
のを使用。 

鋼製ハッチカバー 補巻・汎用吊具 

補巻はクレーン構造規格に
よる。 
吊具はクレーン等安全規則
により，安全率 6以上のも
のを使用。 

大物搬入口グレーチング 補巻，汎用吊具 

補巻はクレーン構造規格に
よる。 
吊具はクレーン等安全規則
により，安全率 6以上のも
のを使用。 

除染ピットカバー 補巻・汎用吊具 

補巻はクレーン構造規格に
よる。 
吊具はクレーン等安全規則
により，安全率 6以上のも
のを使用。 
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番
号

抽出項目 詳細 

使用するクレーン（主巻・
補巻・ホイスト）及び吊具
（専用・汎用のワイヤ・ス

リング・吊具）*

適用法令・安全率の考え方 

17 
コンクリート

プラグ・ハッチ類 

燃料プールスロットプラグ 主巻・専用吊具 

主巻はⅥ-1-3-3 3.落下防
止対策による。 
吊具はメーカ社内基準に基
づき，強度評価を実施。 

蒸気乾燥器・気水分離器ピットカバー 補巻・汎用吊具 

補巻はクレーン構造規格に
よる。 
吊具はクレーン等安全規則
により，安全率 6以上のも
のを使用。 

蒸気乾燥器・気水分離器ピットスロットプラグ 主巻・専用吊具 

主巻はⅥ-1-3-3 3.落下防
止対策による。 
吊具はメーカ社内基準に基
づき，強度評価を実施。 

注記＊：使用するクレーン及び吊具については代表ケースを示す。代表ケースで示すものと異

なるクレーン及び吊具で吊り荷を取扱う場合においても，代表ケースと同様に適切な

適用法令・安全率の考え方となるようにし，吊り荷の落下を防止する 
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図 7-1 燃料プールのフロアレベルに設置するものの一覧



別 1 

別添 1 

重量物落下時のチャンネルボックスへの荷重について 

チャンネルボックスは，チャンネルファスナによって上部タイプレートに結合されており，

重量物落下時はチャンネルファスナを通じて上部タイプレートと一体としてふるまうことと

なる。このため，重量物落下時の荷重の一部はチャンネルボックスにも作用するが，その荷重

は摩擦によってスペーサ及び下部タイプレートに作用する。スペーサは 2本のウォータロッド

のうちの 1本で上下方向の位置が保持されている。したがって，重量物落下時のチャンネルボ

ックスへの荷重の一部は，下部タイプレート及びウォータロッドにかかることになる（図 1-1）。 

 以上を考慮すると，落下物を受ける燃料集合体にチャンネルボックスを装着しない状態を仮

定し，ウォータロッドへの荷重を無視して，燃料棒のみで落下物の荷重を受け止める想定は保

守的であると考えられる。 

図 1-1 チャンネルボックスの受ける荷重について 



資料 No.4 

使用済燃料貯蔵槽の冷却能力に関する説明書 

に係る補足説明資料 



目  次 

1. 評価条件のうち，燃料取出し期間（10日）及び停止期間（50日）の妥当性  ·····  1

2. 蒸発量の評価において考慮する発熱源について  ······························  3 

3．スプレイ設備に係る安全性向上対応 ············································ 3 

4．原子炉補機代替冷却系を使用した燃料プール冷却系熱交換器冷却時の系統概要図 ···· 7 

別添 1 燃料プールへのスプレイ量の評価 ······································ 別 1-1 

別添 2 取出燃料の燃料被覆管表面温度の評価 ·································· 別 2-1 

別添 3 燃料プールゲートのスロッシングに対する評価 ·························· 別 3-1 



1 

1. 評価条件のうち，燃料取出し期間（10日）及び停止期間（50日）の妥当性

（1）燃料取出し期間（10日）の妥当性 

  燃料プール水の蒸発量の評価条件のうち，原子炉を停止してから燃料プールへの使用済燃

料の取出し完了までの期間は，保守的に 10 日として評価するが，その妥当性は以下のとお

り確認している。 

・10日は，定期検査主要工程表における約 10日を考慮した設定となっている（図 1-1参照）。 

・過去の全燃料取出しを行った定期検査実績と比較しても保守的な設定である（表 1-1参照）。 

・燃料プール内燃料の崩壊熱は，全燃料取出し直後が最大となる。

 

約 4.5日 

冷却，開放，ウェル水張り 

約 5.5日 

燃料取出し 

図 1-1 定期検査主要工程 

表 1-1 過去の全燃料取出しを行った定期検査での燃料取出し完了までの期間（実績） 

定期検査回数 定期検査実績 備考 

第 1回 8日 部分燃料取出しのため除外 

第 2回 8日 部分燃料取出しのため除外 

第 3回 14日 － 

第 4回 13日 － 

第 5回 12日 － 

第 6回 12日 － 

第 7回 10日 － 

第 8回 10日 － 

第 9回 5日 部分燃料取出しのため除外 

第 10回 5日 部分燃料取出しのため除外 

第 11回 10日 － 

第 12回 11日 － 

第 13回 10日 － 

第 14回 11日 － 

第 15回 10日 － 

第 16回 10日 － 

第 17回 10日 － 

解列 

▽ 
約 10日 
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（2）停止期間（50日）の妥当性 

燃料プール水の蒸発量の評価条件のうち，停止期間は 50日として評価しているが，

その妥当性は以下のとおり確認している。 

・過去の定期検査実績と比較しても保守的な設定である（表 1-2参照）。

表 1-2 過去の定期検査での停止期間（実績） 

定期検査回数 定期検査実績 備考 

第 1回 73 日 部分燃料取出しのため除外 

第 2回 70 日 部分燃料取出しのため除外 

第 3回 73 日 － 

第 4回 71 日 － 

第 5回 75 日 － 

第 6回 64 日 － 

第 7回 49 日 － 

第 8回 60 日 － 

第 9回 43 日 部分燃料取出しのため除外 

第 10回 45 日 部分燃料取出しのため除外 

第 11回 109 日 － 

第 12回 153 日 － 

第 13回 96 日 － 

第 14回 76 日 － 

第 15回 199 日 － 

第 16回 264 日 － 

停止日数の平均 107 日 － 

表 1-2に示すとおり，全燃料取出しを実施した中で停止期間実績が最短となるのは，

第 7回施設定期検査の 49日であり，評価条件の 50日を下回るが，停止日数の平均の

107日に対しては保守的な設定となっている。 

また，原子炉停止時の燃料プールの崩壊熱において支配的なのは定検時取出燃料であ

り，1サイクル以上冷却された燃料体の影響は小さい。そのため，燃料取出し期間（10

日）の設定に比べて，停止期間（50日）の設定が崩壊熱評価に与える影響は小さいと

いえる。 

なお，崩壊熱評価で得られた値から求められる燃料プール水の蒸発量に対して，可搬

型スプレイノズル又は常設スプレイヘッダにより燃料プール内へ注水又はスプレイで

きる水の量には余裕があるため，停止期間が 49 日となった場合においても，十分な冷

却能力を有している。 
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2．蒸発量の評価において考慮する発熱源について 

  燃料プール水の蒸発量の評価条件における，燃料プール内の発熱量は，使用済燃料の崩壊

熱を用いて算出している。 

  燃料プール内には，使用済燃料の他に線源として使用済制御棒が存在するが，使用済制御

棒が発熱の上昇に寄与すると仮定した場合でも，その発熱量は数 10kW 程度＊であり，使用

済燃料の崩壊熱である約 6.8MWと比較して十分小さく，燃料プール水の発熱量に有意な影響

を与えない。 

注記 ＊：制御棒による発熱量は下式により算出した。 

発熱量＝制御棒放射能×（ガンマ線エネルギ＋ベータ線エネルギ）×1.6×10-19

  ここで制御棒放射能は添付書類「Ⅵ-1-3-5 使用済燃料貯蔵槽の水深の遮蔽能力に関する

説明書」で示すガンマ線の線源強度に基づき算出している。なお，主要な放射性核種が 181Hf，

182Ta，58Co，54Mn 等であることから，ベータ線については，ガンマ線エネルギ以下と考えら

れるため，ベータ線エネルギはガンマ線エネルギと同じ値として算出している。 

3．スプレイ設備に係る安全性向上対応 

米国原子力規制委員会（以下「NRC」という。）は，2001年の同時多発テロを受け，「暫

定防護・安全補償対応」命令（Interim Safeguards and Security Compensatory Measures）

を 2002年 2月 25 日付で事業者に出しており，この命令の添付書類 2（暫定補償対策：非

公開）のうち，B.5.b項（非公開）で「航空機衝突を含め，大規模火災，爆発等により施

設の大部分が損なわれた場合に，炉心，格納容器，燃料プールの冷却能力を維持又は復旧

させるための緩和措置の策定」を要求している。（このため，緩和措置は「B.5.b」と称さ

れている。） 

その後，B.5.ｂの要求は，NRC規則 10CFR50.54(hh)項に取り込まれている。 

10CFR50.54(hh)(2) 

Each licensee shall develop and implement guidance and strategies intended to 

maintain or restore core cooling, containment, and spent fuel pool cooling 

capabilities under the circumstances associated with loss of large areas of the 

plant due to explosions or fire, to include strategies in the following areas; 

(ⅰ)Fire fighting; 

(ⅱ)Operations to mitigate fuel damage; and 

(ⅲ)Action to minimize radiological release. 

 この B.5.bのフェーズ 2（燃料プール），3（炉心冷却，格納容器）への対応のため，原

子力エネルギー協会（NEI）はガイドライン（NEI-06-12 B.5.b Phase2＆3 Submittal 

Guideline;以下「NEIガイド」という。）を作成し，NRCから Revision2がエンドースされ

ている。（参考；フェーズ 1は，利用可能な資材と人員。NEIガイドの最新版は，Revision3。） 

NEIガイドでは，燃料プールへのスプレイに関し，以下の記載がある。 
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・独立した動力を有する可搬ポンプにより，少なくとも 1ユニットあたり 200gpm（約

45.4m3/h）のスプレイを行うこと。

・燃料プール内燃料へのスプレイ量を見積もり，スプレイ量を決定する。

・スプレイは，高温燃料の貯蔵位置と整合させる必要がある。

ただし，これらの措置は，燃料プールが地下に設置されており，ドレンできないサイト

には要求されない旨，NRCから通知されているとの注記もある。 

以上を踏まえ，更なる安全性向上を目的に，以下の対応を実施する。 

（1）燃料プールへのスプレイ量の評価 

可搬型スプレイノズルは，燃料プール近傍へ設置し，約 48m3/hの流量で燃料プール内

燃料体等に向けてスプレイできる設計とすることから，NEIガイド要求（約 45.4m3/h）を

上回るスプレイ量を確保している。 

スプレイ試験に基づくスプレイ分布を別添 1の図 1-3に，燃料プールにおける可搬型ス

プレイノズルの設置位置とスプレイ分布を別添 1の図 1-4及び図 1-5に示す。 

NEIガイド要求を上回るスプレイ量（約 48m3/h）を確保することにより，燃料プールに

対し蒸発量（約 11.3m3/h）を上回るスプレイ量（燃料プール南側からスプレイする場合：

約 m3/h，北側からスプレイする場合：約 m3/h）が確保できると評価できる（可搬型

スプレイノズルのスプレイ試験については別添 1参照）。

常設スプレイヘッダは，燃料プール近傍へ設置し，約 120m3/hの流量で燃料プール内燃

料体等に向けてスプレイできる設計とすることから，NEIガイド要求（約 45.4m3/h）を上

回るスプレイ量を確保している。 

スプレイ試験に基づく燃料プールへのスプレイ分布を別添 1の図 1-9に示す。

スプレイ試験に基づくと，別添 1の図 1-9と図 1-4及び図 1-5の比較より，常設スプレ

イヘッダを使用した場合，可搬型スプレイノズルを使用した場合と比較して十分な量のス

プレイ量が確保できることから，可搬型スプレイノズルを使用した場合と同様に蒸発量

（約 11.3m3/h）を上回るスプレイ量が確保できると評価できる（常設スプレイヘッダのス

プレイ試験については別添 1参照）。 

（2）冷却効果を向上させるための対応 

燃料プール内の燃料体等に向けたスプレイによる冷却効果を向上させるため，崩壊熱の

大部分を占める取出燃料（高温燃料）については，施設定期検査中，燃料プール内で分散

配置を考慮し貯蔵する。 

これにより，崩壊熱が最も大きい取出燃料の冷却について，スプレイ水と直接熱交換だ

けでなく，隣接する冷却の進んだ燃料への輻射や対流伝熱による放熱の効果により冷却効

果を向上させることができる。分散配置パターンの例を図 3-1及び図 3-2に示す。 

スプレイ水は，直接スプレイされない場合でも，燃料プール周辺からの流れ込みや燃料

プール雰囲気温度の冷却等，間接的に冷却に寄与できる。 
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また，熱交換が十分に行われる前にスプレイ水が使用済燃料内を流下する場合であって

も，燃料プール下層部雰囲気温度の冷却に寄与できる。 

スプレイ水の供給量が崩壊熱による蒸発量を上回ることから，燃料プール内雰囲気を

100℃の飽和蒸気と仮定し，これと熱平衡状態にあるときの取出燃料の被覆管表面温度を

評価したところ，200℃を下回る結果となり，燃料被覆管に含まれるジルコニウムと水の

反応が生じる温度（900℃以上＊）を十分に下回ることから，使用済燃料の著しい損傷の

進行を緩和できる。取出燃料の燃料被覆管表面温度評価を別添 2に示す。 

なお，燃料プールからの大量の水の漏えいの発生により，燃料プール水位がサイフォン

レイク配管の下端の高さ以下まで低下し，かつ水位低下が継続する場合において，燃料プ

ールへのスプレイを実施するものの水位低下が継続し，燃料がすべて露出した状態におけ

るスプレイ冷却を考慮している。 

注記 ＊：「軽水型動力炉の非常用炉心冷却系の性能評価指針」（原子力安全委員会） 
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図 3-1 分散配置パターンの例 

図 3-2 取出燃料を 110体入りラックで分散配置した例（1×1パターン） 
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４．原子炉補機代替冷却系を使用した燃料プール冷却系熱交換器冷却時の系統概要図 

Ⅵ-1-3-4「使用済燃料貯蔵槽の冷却能力に関する説明書」の図 4-1における，原子炉補機

代替冷却系の系統概要図を図 4-1及び図 4-2に示す。 

図 4-1 原子炉補機代替冷却系を使用した燃料プール冷却系熱交換器冷却時の系統概要図 

（屋外の接続口を使用する場合） 

図 4-2 原子炉補機代替冷却系を使用した燃料プール冷却系熱交換器冷却時の系統概要図 

（屋内の接続口を使用する場合） 
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別添 1 

燃料プールへのスプレイ量の評価 

島根原子力発電所第２号機で採用する可搬型スプレイノズル及び常設スプレイヘッダに関

して，スプレイ試験が実施されている。スプレイ試験にて得られたスプレイ量分布から実機で

のスプレイヘッダの設置角度を考慮したスプレイ範囲を想定，及びそれに基づく燃料プールへ

のスプレイ量の評価について，以下に示す。 

1． 可搬型スプレイノズル

（1）スプレイ試験にて得られたスプレイ量分布 

  ａ．スプレイ試験条件 

表 1-1 スプレイ試験条件 

項目 試験条件 

スプレイ量（霧状）

スプレイ到達距離

スプレイヘッダ（ノズル）必要圧力（霧状） 

スプレイヘッダ（ノズル）仰角

スプレイヘッダ（ノズル）自動旋回角度

スプレイ時間

測定用の容器 

可搬型スプレイノズルの台数 1台 

  ｂ．スプレイ試験結果 

試験のスプレイ状態について，スプレイ前の状況を図 1-1，スプレイ状態の状況を図

1-2に示す。

また，水量の計測結果は図 1-3のとおりである。図中の○の位置に置かれた容器に，

入ったスプレイ量を色分けして示す。 
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図 1-1 スプレイ前の状況 

図 1-2 スプレイ状態の試験状況 
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図 1-3 スプレイ分布 

（2）燃料プールへのスプレイ量の評価 

図 1-3のスプレイ分布に基づき，可搬型スプレイノズルの設置位置から燃料プールへの

スプレイ量を評価した。

図 1-4及び図 1-5に，スプレイ分布と燃料プールとの位置関係を示す。

スプレイ試験では，等間隔に配置した容器でスプレイ量が計量されているが，このうち

燃料プールの領域に含まれる容器は，燃料プールの南側からスプレイする場合，北側から

スプレイする場合ともに 37個あり，図 1-3に示すスプレイ量の下限値の合計から，南側

からスプレイする場合は平均 ，北側からスプレイする場合は

のスプレイ量があった。この値から，燃料プールのうちスプレイ

範囲となる部分の面積，南側からスプレイする場合 126.2m2，北側からスプレイする場合

122.4m2に相当するスプレイ量を求めたところ，南側からスプレイする場合は約 m3/h，

北側からスプレイする場合は約 m3/hと評価される。 

【算出方法】 

①図 1-4及び図 1-5 から燃料プールの周囲の領域に入る容器数を数える。

②抽出した容器の計量下限値（例： は 100cc とする）を合計する。 

③上記の合計水量を容器数で割り，容器 1個当たりの平均値を算出する。

④容器 1個の面積と燃料プールのうちスプレイ範囲となる部分の面積の比率から注水量を

算出する。



別 1-4 

図 1-4 燃料プールにおける可搬型スプレイノズルの設置位置とスプレイ分布 

(南側からスプレイする場合) 

図 1-5 燃料プールにおける可搬型スプレイノズルの設置位置とスプレイ分布 

(北側からスプレイする場合) 
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2．常設スプレイヘッダ 

（1）設計条件 

  ａ．燃料プール内の燃料体等の配置 

燃料プール内の燃料体等を，取出し直後燃料を配置する「高温燃料域」，その他の 1

サイクル以上冷却された燃料を配置する「低温燃料域」の 2つのエリアに分け，「高温

燃料域」は取出し直後の燃料を分散配置（市松配置）が可能な様に 2炉心分以上のエリ

アを確保する。

  ｂ．燃料プール内の燃料体等の冷却期間 

 燃料プール内の崩壊熱は，1 体当たりの発熱量で定義し，高温燃料域は取出し直後の

最大の崩壊熱の燃料体等で満たされ，低温燃料域は 1サイクル冷却された燃料の最大の

崩壊熱の燃料体等で満たされているとする。 

ｃ．必要スプレイ流量 

  （a）単位面積当たりの必要スプレイ流量 

 「高温燃料域」及び「低温燃料域」に対する崩壊熱を除去可能な単位面積当たりの

スプレイ流量を確保する。

  （b）必要スプレイ流量 

  必要スプレイ流量は，使用済燃料貯蔵ラック内に入るスプレイ流量とし，実機スケ

ールの実証試験により，燃料配置に応じた単位面積当たりの必要スプレイ流量を満足

する流量を測定する（燃料プール外へ漏れるスプレイ流量や，使用済燃料貯蔵ラック

外表面に付着したスプレイ水による使用済燃料貯蔵ラックを介した伝熱，燃料プール

内部を冷却することによる輻射伝熱等は，崩壊熱の除去に寄与しないとする）。 

（2）燃料プール内の崩壊熱量 

  ａ．評価条件 

・崩壊熱計算：ORIGEN2を使用

・１炉心取出しまでの期間：10日間

・定期検査期間：50日

・運転期間：13ヶ月

・最大照射期間：5サイクル（1.84×108秒）

・燃料集合体の熱出力：  kW 

  ｂ．評価結果 

 高温燃料域及び低温燃料域の燃料体等１体当たりの最大の崩壊熱量は，以下のように

なる。高温燃料域については，照射期間 5サイクルの取出し直後の燃料，低温燃料域に

ついては照射期間 5サイクルで 1サイクル冷却された燃料の崩壊熱が最大となった。 

・高温燃料域： kW／体 

・低温燃料域： kW／体 
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（3）単位面積当たりの必要スプレイ流量 

  ａ．評価方法 

 単位面積当たりの必要スプレイ流量は下記の評価条件に基づき，崩壊熱をスプレイ水

により冷却可能な単位面積当たりのスプレイ流量を算出する。 

・燃料プール内の燃料体等は全露出している状態を想定

・崩壊熱の除去効果は，スプレイ水の顕熱冷却及び蒸発潜熱冷却のみを期待

・高温燃料域及び低温燃料域の崩壊熱量をスプレイ水により冷却できる単位面積当

たりのスプレイ流量を算出

  ｂ．評価条件 

・スプレイ水の温度は保守的に 40℃と想定

・水の顕熱は 40℃～100℃で 251.6kJ/kg（1980年ＪＳＭＥ蒸気表）

・水の蒸発潜熱は 100℃，大気圧で 2256.9kJ/kg（1980年ＪＳＭＥ蒸気表）

・水の比容積は 40℃で 0.00100781m3/kg（1980年ＪＳＭＥ蒸気表）

・チャンネルボックスの面積は 0.017545651m2／本

  ｃ．評価式 

単位面積当たりの必要スプレイ流量[m3/h/m2]は，以下の計算式を用いて評価を行う。 

高温燃料域：VAH＝QH÷(Hsh＋Hlh)×m×3600÷Ach 

低温燃料域：VAL＝QL÷(Hsh＋Hlh)×m×3600÷Ach 

VAH：高温燃料域の単位面積当たりの必要スプレイ流量[m3/h/m2] 

VAL：低温燃料域の単位面積当たりの必要スプレイ流量[m3/h/m2] 

QH ：高温燃料の 1体当たりの最大崩壊熱[kW／体] 

QL ：低温燃料の１体当たりの最大崩壊熱[kW／体] 

Hsh：水の顕熱（40℃～100℃）[kJ/kg] 

Hlh：飽和水の蒸発潜熱[kJ/kg] 

m ：水の比容積[m3/kg] 

Ach：チャンネルボックス 1 本当りの面積[m2／本] 

ｄ．評価結果 

表 1-2 単位面積当たりの必要スプレイ流量 

単位面積当たりの必要スプレイ流量 

高温燃料域（取出し直後） 

低温燃料域（1サイクル冷却後） 
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（4）必要スプレイ流量 

  ａ．測定方法 

試験設備は，基準として床面を燃料頂部の高さと仮定し，実機寸法を模擬して図 1-6

のようにポンプ，流量調整弁，流量計，スプレイヘッダ，スプレイノズルを設置した。

また，足場とブルーシートにより燃料プール壁面を模擬することで，実機燃料プールと

同様のスプレイ状態で試験可能とした。 

図 1-6 試験設備概要 

ｂ．測定条件 

・スプレイ時間：10min

・測定容器開口面積：167mm×167mm

ｃ．判定基準 

表 1-3 スプレイ実証試験の判定基準 

単位面積当たりの必要スプレイ流量 必要スプレイ範囲 

高温燃料域 2 炉心以上の燃料 

低温燃料域 全ての燃料 

ｄ．測定結果 

（ａ）スプレイ状態の確認 

  試験のスプレイ状態について，スプレイ前の状況を図 1-7，スプレイ状態の状況を

図 1-8に示す。 

流量計

FE

プール水排水ライン

流量
調整弁

スプレイノズル

測定容器（全面配置）

スプレイヘッダ

燃料頂部高さ

燃料頂部からスプレイ
ヘッダの実際の高さ

P

ポンプ
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 図 1-8のスプレイ状態から，スプレイヘッダの複数のノズルからのスプレイ水は互

いに衝突等の干渉がなく燃料域上部に均質に広がることが確認できる。 

図 1-7 スプレイ前の状況（スプレイ量：0m3/h） 

図 1-8 スプレイ状態の試験状況（スプレイ量：120m3/h） 

（ｂ）必要スプレイ流量の測定結果 

  実証試験結果を表 1-4に示す。 

  表 1-4のとおり，単位面積当たりの必要スプレイ流量を満足する高温燃料域を 3.65

炉心分確保し，このうち 2炉心分の範囲に高温燃料を分散配置（市松配置）し保管す
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る。また，全てのエリアに対し低温燃料域の単位面積当たりの必要スプレイ流量を満

足することが可能である。 

 必要スプレイ流量は，下記の範囲で上記単位面積当たりのスプレイ量を満足するス

プレイ分布を一定に保つことが可能である。図 1-9にスプレイ分布と燃料配置を示す。 

なお，常設スプレイヘッダはノズル角度やスプレイ範囲の異なる 4種類のノズルで

構成されており，ノズルの配置や燃料プール壁面まで到達したスプレイ水の跳ね返り

等から図 1-9 に示すような分布になると考える。  

・スプレイ流量：2000ℓ/min（120m3/h）

表 1-4 スプレイ実証試験結果 

単位面積当たりの必要スプレイ流量 必要スプレイ範囲 

高温燃料域 3.65炉心分 

低温燃料域 全燃料ラック 

図 1-9 燃料プールスプレイ時のスプレイ分布 
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別添 2 

取出燃料の燃料被覆管表面温度の評価 

1. 概要

燃料プール内の燃料へのスプレイによる冷却については，スプレイ水が燃料プール内燃料

体等全面をカバーしていることから，スプレイ水と燃料の接触による冷却が可能である。ま

た，スプレイ水の供給能力は燃料プール内の燃料の崩壊熱から求めた蒸発量を上回る水量を

確保している。 

スプレイ水は，燃料等との接触により，燃料集合体周りに水蒸気を発生させ，燃料から水

蒸気への輻射及び水蒸気の対流による冷却も可能である。 

したがって，スプレイ量の少ない位置にある燃料においても，燃料から水蒸気への輻射及

び水蒸気の対流により冷却できる。この水蒸気の流れについて模式的に表したものを図2-1

に示す。 

本評価においては，スプレイ水と燃料の接触による冷却の寄与がないものとし，燃料プー

ル内雰囲気を熱伝達率がスプレイ水よりも小さい100 ℃の飽和蒸気と仮定して，輻射及び対

流のみによる燃料被覆管表面温度を評価した。 

具体的には，取出燃料からの崩壊熱と輻射及び対流による除熱が熱平衡となる時の燃料被

覆管表面温度を評価した。 

図 2-1 スプレイによる水蒸気の流れ 

燃料プールの蒸発量を上回るスプレイを
行うことにより燃料プール内は飽和蒸気
で満たされる 

燃料貯蔵ラック 
（たて置ラック式） 

燃料集合体間に生じる差圧 
を均等化する蒸気流 
（底部の隙間：約200mm） 

飽和蒸気による対流 
（燃料ラック底部を経由する） 
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2. 評価条件

・放熱面積 ：取出燃料の燃料被覆管表面積（約9.20 m2）1 体 

・崩壊熱 ：取出燃料（約10.4 kW）1 体 

・燃料プール雰囲気 ：100 ℃の飽和蒸気 

・放熱手段 ：対流及び輻射 

3. 評価方法

（１）放熱面積A（約9.20 m2） 

A＝π×Drod×（L×Nrod＋L’×Nrod’）×Nfa1≒9.20 [m2] 

ここで， 

Drod ：燃料棒外径（約1.12×10-2 m） 

Nrod ：燃料集合体あたりの標準燃料棒数（66 本） 

Nrod’ ：燃料集合体あたりの部分長燃料棒数（8 本） 

L ：長尺燃料棒有効長さ（約3.71 m） 

L’ ：短尺燃料棒有効長さ（約2.16 m） 

Nfa1 ：燃料集合体数（1 体） 

（２）崩壊熱B（約10.4kW） 

添付書類「Ⅵ-1-3-4 使用済燃料貯蔵槽の冷却能力に関する説明書」の「表3-3 燃料

取出スキーム（原子炉停止中）」に記載の崩壊熱を用いて， 

B＝Dh÷Nfa2≒10.4×103 [W] 

ここで， 

Dh ：定期検査時取出燃料の崩壊熱（5.816×106 W [９×９（Ａ型）燃料]） 

Nfa2 ：燃料集合体数（560 体：定期検査時取出燃料体数 [９×９（Ａ型）燃料]） 

（３）対流及び輻射による放熱C，D（C+D＝崩壊熱B） 

対流及び輻射による放熱は，以下の式を満足することから，その合計が崩壊熱と等しく

なる燃料被覆管の表面温度（TS）を求める。 

（対流）C 

C=(TS－TA)×A×h 

（輻射）D 

D=((TS＋T0)4－(TA＋T0)4)×A×f×σ×F12 

ここで， 

TS：燃料被覆管表面温度（℃） 

TA：雰囲気温度（100 ℃） 

（スプレイ水が崩壊熱による蒸発量を上回ることから熱平衡状態を仮定）

h ：対流熱伝達率（9.66 W/m2・K） 



別 2-3 

h＝
ｋ・𝑁𝑢

ｄ

k：100℃の空気の熱伝導率（0.0315 W/m・k）＊1

d：チャンネル・ボックス内の等価直径（0.0142 m） 

Nu:ヌセルト数（4.36）＊1

f：輻射率（0.675） 

f＝
1

1

𝜀1
+
1

𝜀2
−1

ε1：燃料棒の輻射率（0.7）＊2

ε2：水の輻射率（0.95）＊1

σ：Stefan-Boltzmann定数（5.67×10-8 W/m2・K4）＊1 

T0：絶対温度への換算値（273.15） 

F12：形態係数（1） 

（燃料被覆管からの輻射のうち，スプレイ水に吸収される割合。本評価のように

燃料棒及びスプレイ水間の輻射を同軸円筒面間モデルとした場合，形態係数は

1＊1となる。また，同軸円筒面以外の様々な面の場合でも，本評価のように燃

料被覆管表面に付着する等近距離に分布した場合スプレイ水への輻射を想定

すると，形態係数は0.7～0.9の間＊1となると考えられ，評価結果への影響は限

定的と考えられる。） 

4. 評価結果

前項の式を用いて求めた結果，対流と輻射による放熱の合計が崩壊熱と等しくなる燃料被

覆管の表面温度（TS）は，約158℃となった（対流：約5.10 kW，輻射：約5.28 kW）。 

なお，輻射率について，燃料棒からスプレイ水（水蒸気中の水滴）へ輻射する割合（形態

係数）を0.5と仮定した場合は，約176 ℃となった（対流：約6.68 kW，輻射：約3.70 kW）。 

注記 ＊1：伝熱工学資料 改訂第5版（日本機械学会 2009） 

＊2：NUREG/CR-0497
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別添 3 

燃料プールゲートのスロッシングに対する評価 

1. 概  要

設備評価用地震動により発生するスロッシングによる燃料プールゲートの強度の評価に

ついて，以下に示す。 

2. 評価対象機器

燃料プールゲート（大）

3. 評価方法

燃料プールゲートの強度評価には，基準地震動ＳＳ条件でのスロッシング（液体揺動）評

価用速度応答スペクトルを用いて，地震時の各水深による全流体荷重（全流体荷重＝衝撃的

荷重＋対流的荷重＋静水圧荷重）をハウスナー理論により算出し，プールゲートの部材に発

生する応力を求め評価を実施した。 

ここで，衝撃的荷重とは地震時流体慣性力，対流的荷重とはスロッシング時の流体力，静

水圧荷重とは平常時の水圧を示す。図 3-1に，地震時の燃料プール側壁（プールゲート設置

壁）の圧力分布形状を示す。 

図 3-1 地震時の燃料プール側壁の圧力分布形状 

対流圧

衝撃圧

静水圧

プール液面（地震時）

全流体圧

プール液面（平常時）
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4. 部材の許容応力

燃料プールゲートの部材に発生する応力（曲げ，せん断）が表 3-1に示す許容応力以下で

あることを確認する。なお，ゲートの許容応力は，その他の支持構造物を準用して評価する。 

表 3-1 部材の許容応力 

許容曲げ応力  f b
 

許容せん断応力 ｆs 
 

供用状態 Ｃ   ： Ｆ  ＝ min（1.35Sy，0.7Su, Sy（RT）） 

部材材料   ： 

評価温度 ： ℃（保守的な評価を行うため鋼材は環境条件の最大値を使用す  

るが，荷重算出時の水の密度の値は 103kg/m3を使用する。） 

なお，Ｆ値は下記に示す（1）（2）（3）の最小値となる。 

(1) 最高使用温度における発電用原子力設備規格（設計・建設規格（2005 年度版（2007

年追補版含む。））ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005/2007）付録材料図表 Part5 表 8（設

計降伏点）に定める値の 1.35倍の値。

(2) 最高使用温度における発電用原子力設備規格（設計・建設規格（2005 年度版（2007

年追補版含む。））ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005/2007）付録材料図表 Part5 表 9(設計

引張強さ)に定める値の 0.7倍の値。

(3) 室温における発電用原子力設備規格（設計・建設規格（2005 年度版（2007 年追補版

含む。））ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005/2007）付録材料図表 Part5 表 8(設計降伏点）

に定める値。

以上より， 

  表 3－1の式で算出した部材の許容応力値を表 3－2に示す。 

・1.5
1.5

F

・1.5
31.5・

F
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表 3－2 部材の許容応力値 

材 料 
許容応力（MPa） 

曲 げ せん断 
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5. 強度評価

燃料プールゲートの評価モデルを図3-2に示す。フレームはチャンネル鋼に厚さ mm～

mmの鋼板で補強した構造であり他の部材に比べて剛性が高いことから，評価はフレーム

間に設置するプレート及びビームについて行う。各ビームの評価荷重は，対象ビームの中心

レベルでの全体流体荷重を平均荷重とし，荷重範囲はビームを中心とした上下プレート高さ

の半分として強度評価を実施する。 

また，各プレートの評価荷重はビーム間のプレート高さの中央レベルでの全流体荷重を平

均荷重とし荷重範囲はビーム間として強度評価を実施する。 

図 3-2 燃料プールゲートの評価モデル 
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(1) ビームの応力計算

ビームの応力は，両端支持梁の等分布荷重の計算式より求める。図 3-3 にビームの計算モ

デル図を示す。 

荷 重 

曲げモーメント    ＊ 

せん断力    ＊ 

曲げ応力 

せん断応力 

ここで， 

Ｐ ： 圧 力 

ａ ： 荷重範囲 

ｌ ： ビーム長さ 

Ｚ ： 断面係数 

Ａ ： 断面積 

図3-3 ビームの計算モデル図* 

注記 ＊：機械工学便覧 A4編 材料力学 

aPW 

8

2Wl
M 

2

Wl
F 

Z

M


A

F
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(2) プレートの応力計算

プレートの応力は，4辺固定平板の等分布荷重の計算式より求める。

図3-4にプレートの計算モデル図を示す。

最大曲げ応力    ＊ 

せん断応力   

ここで， 

Ｐ ： 圧 力 

ｈ ： プレート厚さ 

ａ ： プレート高さ 

ｂ ： プレート幅 

S ： 荷重がかかる面積(a×b) 

β2 ：図3－4で求めた応力係数 

図3-4 プレートの計算モデル図* 

注記 ＊：機械工学便覧 A4編 材料力学 

2

2

2
h

Pa
 

 hba

PS




2
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6. 評価結果

燃料プールゲートの各ビーム及びプレートに発生する最大応力を表 3-3に示す。

表 3-3の結果に示すように，燃料プールゲートに基準地震動ＳＳ波に基づくスロッシング

荷重を考慮した強度評価において，算出応力は許容応力以下となった。 

表 3-3 各部材の最大応力 

評価対象 評価部材 材料 応力 
算出応力 

（MPa） 

許容応力 

（MPa） 

燃料プールゲート（大） 

ビーム 
曲げ 

せん断 

プレート 
曲げ 

せん断 

なお，パッキンについては図 3-5 に示すように過剰に潰れない構造としていることから，

燃料プールゲートにスロッシング時のような大きな荷重がかかってもパッキンには直接作

用しない。 

また，パッキンは耐熱性に優れたシリコーンゴムを採用しており，燃料プールに水がある

以下の状態での物性値低下はほとんど無い。 

以上のことから燃料プールゲートのスロッシングに対する評価として問題無いことを確

認した。 

図 3-5 パッキン部詳細図 
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1. 燃料プールサイフォンブレイク配管の設置状況 

燃料プール冷却系戻り配管及びサイフォンブレイク配管の概略図を図1－1及び図1－2に

示す。また，サイフォンブレイク配管の設置場所を図1－3に示す。 

 

 

  

図 1－1 燃料プールに接続されている配管の概略図 

 

 

図 1－2 サイフォンブレイク配管設置概要図 

 

注記＊：サイフォンブレイク配管の開放端を燃料プール冷却系戻り配管水平部（内面下端）よ

り上方に設定することで，燃料プール冷却系戻り配管水平部（内面下端）の位置（通

常水位より下方 280mm）で流出は停止する。なお，水深の遮蔽評価では，これに保守

性を持たせて通常水位より下方 350mm まで低下するものとして評価している。 
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図1－3 サイフォンブレイク配管の設置場所 

 

サイフォンブレイク配管の仕様 

配管材質： SUS304TP 

サイズ  ：   A 

 

 

耐震性について 

燃料プール冷却系戻り配管は耐震Ｓクラスで設計されており，図1－2に示すとおり，その配

管上の逆止弁にサイフォンブレイク配管を接続する設計とするため耐震性に問題はない。 
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2. 燃料プールの巡視及びサイフォンブレイク配管の健全性確認方法について 

2.1 燃料プールの巡視について 

燃料プールは運転員により，1回/日の巡視をすることとなっており，サイフォンブレイ

ク配管を閉塞させる可能性がある浮遊物等がないことを確認することができる。このよう

な巡視で浮遊物を発見及び除去することにより，異物による閉塞を防止することができる。 

 

2.2 サイフォンブレイク配管の健全性確認方法について 

燃料プールの通常水位においてサイフォンブレイク配管の端部付近の水のゆらぎを目

視により確認するが，目視確認が困難な場合は聴診棒による聴音により通水状況の確認を

実施する。 

 

  



 

4 

3. 燃料プールサイフォンブレイク配管への重量物落下評価 

燃料プール上部より落下等により燃料プールサイフォンブレイク配管の健全性に影響に

与える可能性のある設備として以下の設備等があるものの，燃料プールへ落下することはな

く，サイフォンブレイク配管への影響はないことを確認している。 

サイフォンブレイク配管への落下物干渉を考慮する必要がある周辺設備として，原子炉建

物原子炉棟鉄骨梁，原子炉建物天井クレーン，燃料取替機等の重量物があるが，これらは基

準地震動Ｓｓに対する耐震評価にて燃料プール内に落下しないことを確認しているため，サ

イフォンブレイク配管の落下物干渉による変形は考えられない。 

その他手摺等の軽量物については，ボルト固定または固縛による運用としている。 

よって，落下物としてサイフォンブレイク配管に干渉すると考えられる設備は軽量物であ

り，仮にサイフォンブレイク配管に変形が生じたとしても，本配管は剛性の高いステンレス

鋼であり，完全閉塞に至る変形は考えにくいことから，サイフォン効果の除去機能は確保さ

れる。 
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4. 燃料プール水位低下時の線量率と水位の計算結果について 

(1) 燃料プールの概略図について 

燃料プールの概略図を図4－1に示す。 

 

 

図4－1 燃料プール概略図 

注記＊：制御棒貯蔵ラックについては，使用済燃料と比べて線源強度が大幅に小さく，被ば

く線量に与える影響は無視できる程度に小さくなると考えられるため，評価対象外

としている。 
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(2) 評価点の設定について 

線量率計算モデルの評価点は，通常時人が立入ることが可能であり，かつ線源に一番近

づく可能性がある場所として燃料取替機台車床を想定している。 

また，評価点は図4－2及び図4－3に示すとおり線源との最短距離となる各線源の真上に

置いている。使用済燃料及び制御棒貯蔵ハンガを線源とした場合の計算モデルは，線源の

真上に評価点を設定することで，燃料プール水により遮蔽される厚さが短くなるため，保

守的な評価結果となる。 

 

 

 

図4－2 各線源と評価点の平面位置関係 

  

(a) × 

(b) 

× 

評価点：(a)及び(b)の燃料取替機台車床 

(a)使用済制御棒から線量率評価点までの距離：約 6.7m 

(b)燃料棒有効長頂部から線量率評価点までの距離：約 10.2m 

：制御棒貯蔵ハンガ 

：使用済燃料貯蔵ラック 

×：評価点 

  （燃料取替機台車床） 
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図4－3 線量率評価モデルの評価点の立面概要図 

 

注記＊：パラメータTは，線源から燃料プール水により遮蔽される長さ(m)を示す。使

用済燃料を例とすると水面から評価点までの距離は10.2m－Tmとなり，水位低

下時の線量率は，パラメータTを変数として評価する。 

 

(3) 使用済燃料の線量率評価モデルにおける密度について 

使用済燃料の線量率評価モデルは，水平方向の長さは全てのラック長さ，高さ方向の長

さは使用済燃料の有効長としており，燃料プール内の使用済燃料貯蔵ラックに使用済燃料

が全て埋まっている状態としている。使用済燃料の線量率評価モデルにおける密度は，使

用済燃料及び水の体積比から算出している。ここで，使用済燃料以外の構造材は保守的に

密度の小さい水（構造材に比べて遮蔽効果が小さい）を設定している。 

 

(4) 使用済制御棒の線源強度評価に用いる放射化断面積について 

「ＯＲＩＧＥＮ２」コードに入力する放射化断面積は，STEPⅢ燃料の最高燃焼度及び炉

心平均ボイド率を基に，JENDL-3.3ベース BS340J33.LIB＊を適用する。 

（BWR STEPⅢ ボイド率40％ UO2＜60GWd／TIHM） 

注記＊：片倉潤一郎 他 JENDL-3.3に基づくORIGEN2用断面積ライブラリセット：

ORLIBJ33， JAERI-Data/Code，2004-015（2004.11） 

 

(5) 使用済制御棒の冠水時及び露出時の線量率計算モデルについて 

使用済制御棒は制御棒貯蔵ハンガへ格納されている。評価では，制御棒貯蔵ハンガの構

制御棒貯蔵ハンガ

使用済燃料

貯蔵ラック

燃料棒有効長頂部

水位の低下

約6.7m

約10.2m

燃料プール

T＊

：評価点

（燃料取替機台車床）

T＊
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造材を含めた使用済制御棒格納箇所を直方体の線源としてモデル化している（図4－4）。 

遮蔽計算をする際，線源材にも密度を設定することで自己遮蔽等の計算を行う。本評価

では制御棒が①冠水時，②一部露出時，③露出時のいずれにおいても遮蔽性能の低い水と

して計算している。 

これらは③露出時において，制御棒間等は気中であるが，制御棒は水より密度の大きい

ステンレスやB4C（又はHf）等で構成されていること，線源以外にも制御棒貯蔵ハンガの

ような構造材があることから十分保守的なモデルとなっている。 

①冠水時，②一部露出時の状態においては使用済制御棒等の遮蔽効果に加えて，制御棒

間の隙間等，気中であった箇所に水が入るため，遮蔽効果は更に高まるが，評価において

は③露出時と同様，水と設定して評価をすることで更に保守的なモデルとなっている。 

評価結果において，水位低下により使用済制御棒の露出が開始した際の現場の線量率と，

完全に露出した後の現場の線量率にあまり差異がないことは，評価で上記に示すとおり①

冠水時と③露出時を等しく，線源が水として計算しているためである（図4－5）。また，

図4－6に，使用済燃料及び使用済制御棒それぞれの線量率と水位の関係を示す。 
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① 冠水時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     使用済制御棒の側面図           制御棒の線源モデル（冠水時） 

② 一部露出時 

 

使用済制御棒の側面図          制御棒の線源モデル（一部露出時） 

③ 露出時 

 

使用済制御棒の側面図            制御棒の線源モデル（露出時） 

図4－4 冠水時及び露出時の線量率計算モデル 

  

・・・・・・

・線源モデルの形状：

直方体

・自己遮蔽等の遮蔽計算に

用いる密度：

水と同等

(密度：0.958g/cm3)
モデル化

制御棒下部
制御棒中間部

制御棒上部

・・・・・・

・線源モデルの形状：

直方体

・自己遮蔽等の遮蔽計算に

用いる密度：

水と同等

(密度：0.958g/cm3)
モデル化

制御棒下部
制御棒中間部

制御棒上部

・・・・・・

・線源モデルの形状：

直方体

・自己遮蔽等の遮蔽計算に

用いる密度：

水と同等

(密度：0.958g/cm3)
モデル化

制御棒下部
制御棒中間部

制御棒上部

遮蔽の効果は水などの触媒の通過距離

等を，散乱線は触媒の材質によるビルド

アップ係数でその影響を考慮する。 

評価点 

評価点 

評価点 
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図4－5 燃料プールの線量率と水位の関係 

 

注記＊：線量率に寄与する線源は，使用済燃料上部の表面になり，水位がある程度以上

のときは評価点直下の使用済燃料上部表面の中心部しか寄与しないが，水位が

低下してくると使用済燃料上部表面の周囲も寄与するようになる。水位が燃料

棒有効長頂部付近に近づくと，使用済燃料の上部表面の全面が線量率に寄与し，

それ以上水位が低下しても寄与する使用済燃料上部表面の面積は余り変わらな

いため，線量率変化が緩やかになる。 

  

1E-06

1E-05

1E-04

1E-03

1E-02

1E-01

1E+00

1E+01

1E+02
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1E+07

0 2 4 6 8

線
量
率

(
m
Sv
/
h
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燃料有効長頂部からの水位(m)

約4.8m 約2.6m

通常水位

使用済燃料を線源とした線量率の寄与が支配的

な水位 

使用済制御棒を線源とし

た線量率の寄与が支配的

な水位 

使用済制御棒の露出開始 

使用済制御棒を線源とした線量率の寄与よりも

使用済燃料を線源とした線量率の寄与が大きく

なる水位 

使用済燃料上

部表面の線量

率への寄与が

ほぼ一定とな

る水位＊ 

EL.約 35 m 

燃料棒有効長頂部からの水位(m) 
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図4－6 使用済燃料及び使用済制御棒の線量率と水位の関係 
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(6) 使用済燃料及び使用済制御棒以外で燃料プール内に保管されているものによる影響に

ついて 

燃料プール内には，線源として選定した使用済燃料及び使用済制御棒の他にLPRM等使用

済炉内計装品，使用済フィルタ等が保管されているが，いずれも使用済燃料と比較して表

面における線量率は十分に低い。更に，炉内計装品及び使用済フィルタ等はプール底部に

保管されており水による遮蔽効果も見込めることから，評価結果に影響を与えない。 
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5. 使用済燃料の線源強度の比較について 

燃料プール水位低下時の線量率評価に用いる使用済燃料の線源強度は，文献値＊1に基づき

評価しているが，「ＯＲＩＧＥＮ２」コードにより使用済燃料の線源強度を計算し，それに

基づき線量率を評価した結果と比較した。ここでは，燃料プールに使用済燃料集合体が全量

（3518体）配置されているものする。なお，使用済燃料の線源強度の比較に用いる線量率評

価は，使用済燃料の真上の燃料取替機台車床を評価点としている。線源強度計算条件及び線

量率評価結果の比較を以下に示す。 

 

(1) 文献値による線源強度に基づく線量率評価 

a. 線源強度計算条件 

線源強度は表5－1に示す文献値＊ 1記載のガンマ線エネルギ 4群の線源強度 

（MeV/（W・s））を使用する。これを（5.1）式により単位体積あたりの線源強度 

（cm-3・s-1）に変換し，線量率計算用の入力値とする。 

 

線源強度（cm-3・s-1）＝ 文献記載値（MeV/（W・s）） 

× 燃料集合体あたりの熱出力（W/体） 

／［各群のエネルギ（MeV）×燃料集合体体積（cm3/体）］ 

・・・・・・・・・・・（5.1） 

ここで， 

照射期間 ：106時間＊2 

冷却期間 ：10日＊3 

燃料集合体1体あたりの熱出力 ：4.35MW 

燃料集合体体積 ：7.1×104cm3 

 

表5－1 文献値による使用済燃料の線源強度計算結果 

群 
エネルギ 

（MeV） 

文献値＊1，＊2 

（MeV/（W・s）） 

線源強度 

（cm-3・s-1） 

1 1.0 7.0×109 4.3×1011 

2 2.0 2.4×109 7.3×1010 

3 3.0 6.0×107 1.2×109 

4 4.0 1.7×106 2.6×107 

 

b. 線量評価結果 

文献値による線源強度計算結果を基に，燃料プールの水位が通常水位から1m低下した

際の線量率を評価した結果は，約5.9×10-6mSv/hとなる。 
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(2)「ＯＲＩＧＥＮ２」コードによる線源強度に基づく線量率評価 

a. 線源強度計算条件 

「ＯＲＩＧＥＮ２」コードによる線源強度計算条件は以下のとおりであり，計算結果

を表5－2に示す。 

照射期間 ：5.24×104時間（取替燃料の最高燃焼度55GWd/t相当） 

冷却期間 ：10日＊3 

燃料仕様 ：STEPⅢ燃料 

 

表5－2 「ＯＲＩＧＥＮ２」コードによる使用済燃料の線源強度計算結果 

ガンマ線エネルギ

（MeV） 

線源強度 

（cm-3・s-1） 

0.01 3.4×1011 

0.025 7.7×1010 

0.0375 8.8×1010 

0.0575 5.8×1010 

0.085 6.9×1010 

0.125 1.2×1011 

0.225 7.2×1010 

0.375 5.8×1010 

0.575 2.2×1011 

0.85 2.3×1011 

1.25 2.0×1010 

1.75 6.3×1010 

2.25 4.6×109 

2.75 2.3×109 

3.5 2.0×107 

5.0 2.5×102 

7.0 2.8×101 

9.5 3.2×100 

 

b. 線量評価結果 

「ＯＲＩＧＥＮ２」コードによる線源強度計算結果を基に，燃料プールの水位が通常

水位から1m低下した際の線量率を評価した結果は，約2.6×10-6mSv/hとなる。 
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(3) 線量率評価結果の比較 

線量率評価結果の比較を表5－3に示す。文献値による線量率評価では，使用済燃料の照

射期間として通常運転で想定される照射期間を十分に超える106時間＊2（約114年）を設定

しており，保守的な結果となる。 

 

表5－3 線量率評価結果の比較 

通常水位からの 

低下水位（m） 

線量率（mSv/h） 

文献値による評価 
「ＯＲＩＧＥＮ２」コー

ドによる評価 

1.0 約5.9×10-6 約2.6×10-6 

 

注記＊1：Blizard E.P. and Abbott L.S.,ed.,"REACTOR HANDBOOK.2nd ed. Vol.ⅢPart 

B,SHIELDING",INTERSCIENCE PUBLISHERS,New York,London,1962" TABLE 8A.1.

より内挿 

＊2：文献＊1には，照射期間ごと及び冷却期間ごと235U核分裂生成物の1Wあたりのガ

ンマ線エネルギ（MeV/（W・s））が記載されている。照射期間は103時間，106

時間から通常運転で想定される照射期間を超える106時間を選択した。 

＊3：過去の全燃料取出完了日の実績に余裕をみた日数を設定した。 
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1. 工事計画添付書類に係る補足説明資料 

添付書類の記載内容を補足するための資料を以下に示す。 

 

資料 

No. 
添付書類名称 補足説明資料（内容） 備考 

1 

クラス１機器及び炉心支持構造物の応

力腐食割れ対策に関する説明書に係る

補足説明資料 

1. 概要 

 

2. 新たにクラス１機器及びクラス

１支持構造物として申請する範

囲の系統構成について 

3. 新たにクラス１機器及びクラス

１支持構造物として申請する範

囲の材料について 

2 

発電用原子炉施設の蒸気タービン，ポン

プ等の損壊に伴う飛散物による損傷防
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1. 配管破損防護対策について 
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流体振動又は温度変動による損傷の防

止に関する説明書に係る補足説明資料 

1. 概要 

 

2. 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡
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成 

3. まとめ 

4. 添付資料 
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非常用炉心冷却設備その他原子炉注水
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説明書に係る補足説明資料 
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非常用炉心冷却設備その他原子
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水頭について 

 

補足 2 

原子炉隔離時冷却ポンプ及び高

圧原子炉代替注水ポンプの有効
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格納容器の背圧の考慮について 

補足 3 

原子炉隔離時冷却系ストレーナ

の圧損評価について 
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却材圧力バウンダリの隔離弁及

び作動を期待する安全弁につい
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別紙 2 

安全弁及び逃がし弁対象設備の

整理結果について 
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高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時

冷却系の第一水源変更に係る補足説明

資料 

1. 概要 

 
2. 安全機能の重要度 

3. 設備の位置付け 

4. 系統構成 

8 
主蒸気隔離弁漏えい制御系の撤去に係

る補足説明資料 

1．概要  

2．系統概要 

3．撤去範囲 

4．撤去理由 
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1. 概要

本資料は，新たにクラス１機器及びクラス１支持構造物として申請する範囲となった箇

所の系統構成及び材料を説明するものである。 

2. 新たにクラス１機器及びクラス１支持構造物として申請する範囲の系統構成について

今回，新たにクラス１機器及びクラス１支持構造物として申請する範囲は原子炉浄化系

主配管「原子炉圧力容器～原子炉圧力容器ボトムドレンライン合流部」の一部である。 

新たにクラス１機器及びクラス１支持構造物として申請する範囲の概念図を図 1 に示す。 

図 1 新たにクラス１機器及びクラス１支持構造物として申請する範囲の概念図 

原子炉圧力容器

ボトムドレンライン合流部
原子炉

圧力容器

V213-1

MV213-2

M

V213-2

：従来のクラス１申請範囲 

：新たにクラス１として申請する範囲 

：従来のクラス１申請範囲（今回，主配管に該当しない範囲として申請） 
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2.1 新たにクラス１機器及びクラス１支持構造物として申請する経緯について 

従来，原子炉圧力容器底部にクラッド等が堆積するのを防止するためのボトムドレン流

量調整を目的として，ニードル弁（V213-2）を設置しているラインを主配管としていた

が，PLR 配管破断等の LOCA が発生した場合にはボトムドレンラインを通じて炉内からの

冷却材流出を抑制する観点から，原子炉圧力容器により近い箇所で冷却材流出の隔離が

可能となるよう，遠隔操作による弁閉止が可能な電動弁（MV213-2）を設置しているバイ

パスラインを主配管に変更する。 

この変更により，通常運転時において，電動弁（MV213-2）は全開，ニードル弁（V213-

2）は全閉運用となる。

なお，これまでニードル弁（V213-2）により流量調整を行ったことはなく，通常運転時

においてニードル弁（V213-2）は全開運用としていたこと，また，バイパスラインは高

温待機時等の RPV 上下部の温度差が大きくなる場合に電動弁（MV213-2）を全開すること

でボトムドレン流量を増加させ温度差による熱応力を緩和できるよう設置していたが，

これまで運用した実績はないこと及びニードル弁（V213-2）を設置しているラインとバ

イパスラインは同じ配管口径（80A）であり系統流量に影響はないことから，主配管運用

変更による系統機能への悪影響はない。 

ボトムドレンライン主配管変更前後の比較図を図 2に示す。 

従来 変更後 

  

図 2 CUWボトムドレンライン主配管変更前後の比較図 

CUW母管 

RPV 
PLR配管 

V213-2 

（全開運用） 

M 

MV213-2 

（全閉運用） 

主配管 

非主配管 
CUW母管 

RPV 
PLR配管 

V213-2 

（全閉運用） 

M 

MV213-2 

（全開運用） 

主配管 

非主配管 

M M 
PLR 

ポンプへ 

PLR 

ポンプへ 

M M 
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3. 新たにクラス１機器及びクラス１支持構造物として申請する範囲の材料について

新たにクラス１機器及びクラス１支持構造物として申請する範囲について，使用材料を

表 1～表 2，系統概要図を図 3 に示す。 

表 1 新たにクラス１機器及びクラス１支持構造物として申請する範囲の配管の仕様 

最高使用圧力 最高使用温度 外径／厚さ 材料 

8.62 MPa[gage] 302 ℃ 89.1 mm／7.6 mm SUS316TP 

表 2 新たにクラス１機器及びクラス１支持構造物として申請する範囲の弁の仕様 

最高使用圧力 最高使用温度 
主要寸法 

（呼び径） 

材料 

弁箱 弁ふた 

8.62 MPa[gage] 302 ℃ 80A SCS16A SCS16A 
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図 3 新たにクラス１機器及びクラス１支持構造物として申請する範囲の系統概要図 
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別紙 1 

原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の供用期間中検査について 

1. 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の供用期間中検査の概要

新たに原子炉冷却材圧力バウンダリに変更される配管・弁について，非破壊検査（下表

の No.1〜6）については，日本機械学会「発電用原子力設備規格維持規格（2008年版）

JSME S NA1-2008」クラス１機器供用期間中検査を従来より実施していることを確認したた

め，今後も継続して同様の検査を実施する。 

漏えい試験（下表の No.7）については，従来クラス２機器の供用期間中検査を実施して

いる＊ため，今後はクラス１機器の供用期間中検査に組み込み，検査を行っていく。 

原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲について従来クラス１機器の漏えい試験を実施し

ていない理由については２章に示す。 

クラス１機器供用期間中検査項目について表１に示す。

注記＊：残留熱除去系停止時冷却モード戻りライン（Ａ／Ｂ系）の原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ拡大範囲については，従来よりクラス１機器の供用期間中検査の際に第１

隔離弁（逆止弁）のテスト用バイパス弁を開くことで第２隔離弁まで加圧可能で

あるため，クラス１機器の供用期間中検査に含めて漏えい検査を実施している。 

表１ クラス１機器供用期間中検査項目 

No. 検査対象 試験方法 試験程度 検査実績 

1 主配管の溶接継手 
ＵＴ 

（100A以上） 
25%/10年 

実施済み 

（従来よりクラス１機器供

用期間中検査を実施してい

るため，今後も継続して実

施する。） 

2 
主配管の支持部材 

取付け溶接継手 
ＰＴ 7.5%/10年 

3 支持構造物 ＶＴ 25%/10年 

4 
弁のボルト 

締付け部 
ＶＴ 

類似弁毎に 

１弁/10年 

5 
フランジのボルト

締付け部 
ＶＴ 25%/10年 

6 弁本体の内表 ＶＴ 
類似弁毎に 

１弁/10年 

7 
全ての耐圧機器 

（漏えい試験）＊１ 
ＶＴ 100%/１定検 実施予定＊１ 

ＵＴ：超音波探傷試験，ＰＴ：浸透探傷試験，ＶＴ：目視試験（漏えい試験含む） 

注記＊１：今定期検査時は，プラント起動前に実施する。 
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2. 従来の原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲における漏えい試験の考え方について

クラス１機器に対する漏えい試験の要求は JSME S NA1-2008に以下の通り規定されてい

る。 

＜JSME S NA1-2008(抜粋)＞ 

上記のとおり，クラス１機器の漏えい試験の範囲としては，原子炉冷却材圧力バウンダ

リと一致させることが求められていたことから，供用期間中検査において当時の原子炉冷

却材圧力バウンダリのみを漏えい試験の範囲として実施していたことについて問題はな

い。 

一方，新規制にて原子炉冷却材圧力バウンダリが拡大されたことに伴い，原子炉冷却材

圧力バウンダリ拡大範囲においては今後クラス１機器の漏えい試験の範囲に組み込み，検

査を行っていく。 



資料 No.2 

発電用原子炉施設の蒸気タービン，ポンプ等の損壊に伴う 

飛散物による損傷防護に関する説明書に係る補足説明資料 



1. 配管破損防護対策について
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＊
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T
P
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て

い
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め
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T
P
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4
の
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較
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異
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し
。
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T
P
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Ｓ
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(
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Ｓ
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あ
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な
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異
な
し
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器
壁
と
内
側

隔
離

弁
又
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の
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管
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い
て
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ラ
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と

規
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防
護
設
計
の
実
施
 

 
配
管
の
破
損
に
対
し
て
防
護
対
象
の
機
能
を
確

保
し
，
ま
た

配
管
破
損
に
よ
る
派
生
事
象
が
安
全
評
価
上
の
「
事
故
」
の
規

模
を
上
回
ら
な
い
よ
う
に
，
防
護
設
計
は
次
の
基
本
的
な
考
え

方
に
基
づ
き
行
う
も
の
と
す
る
。
 

ⅰ
）
破
損
想
定
配
管
と
防
護
対
象
は
，
相
互
に
距
離
を
離
す
。 

ⅱ
）
隔
壁
（
建

屋
区
画
室
等
）
を
設
け
る
。
 

<S
RP
3.
6.
1 
R3
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I.
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EA
S 
OF
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EV
IE
W

1.
Re
vi
ew
s 
of
 t
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 g
en
er
al
 l
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t 
o
f
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i
g
h 
a
n
d
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de
ra
te
 e
ne
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y 
pi
pi
ng
 s
ys
te
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 w

it
h
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s
p
ec
t
 
to

th
e 
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an
t 
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ra
ng
em
en
t 
cr
it
er
ia
 
o
f 
S
e
ct
i
o
n 
B
.
1.

of
 B
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h 
Te
ch
ni
ca
l 
Po
si
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BT

P)
 
3-
3
.
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r
e
e
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ra
ng
em
en
t 
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 c
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e
r
ed
 
b
y 
t
h
e
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er
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ll
 t
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ee
 m
ay
 b
e 
e
n
co
u
n
te
r
e
d 
i
n
 a

si
ng
le
 p
la
nt
. 
Th
ey
 a
re
:

A.
Ar
ra
ng
em
en
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 w
he
re
 p
ro
te
ct
io
n 
o
f
 
sa
f
e
ty
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re
la
te
d 
pl
an
t 
fe
at
ur
es
 i
s 
pr
ov
i
d
ed
 
b
y

se
pa
ra
ti
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 o
f 
hi
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 a
nd
 m
od
er
at
e
 
en
e
r
gy
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st
em
s 
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 e
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en
ti
al
 s
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a
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mp
on
en
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B.
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ra
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em
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 p
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te
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n 
o
f
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f
e
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te
d 
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t 
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i
d
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b
y
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in
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th
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ig
h 
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d 
m
o
de
r
a
te
 
e
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r
g
y
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st
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s 
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et
y
-r
el
at
ed
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e
at
u
r
es
 
i
n
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ot
ec
ti
ve
 s
tr
uc
tu
re
s.

S
R
P
3
.
6.
2
は

SR
P3
.
6
.
1
を
参
照
し

て
い
る
た
め
，S
R
P3
.6
.
1
の
記
載
と

比
較
 

防
護

設
計

の
要

求
事

項
に

差
異

な

し
。
 

差
異
な
し
。
 

差
異
な
し
。
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ⅲ
）
配
管
破
損

に
よ
る
動
的
影
響
を
防
護
対
象
に
与
え
な
い

た
め
及
び
想
定
事
象
を
緩
和
す
る
た
め
，
パ
イ
プ
ホ
イ

ッ
プ

レ
ス

ト
レ

イ
ン

ト
等

の
設

置
及

び
主

要
機

器
の

支
持
設
計
を
行
う
。
 

C.
Ar
ra
ng
em
en
ts
 w
he
re
 n
ei
th
er
 s
e
pa
r
a
ti
o
n
 n
o
r

pr
ot
ec
ti
ve
 e
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lo
su
re
s 
ar
e 
pr
ac
t
i
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l
 
an
d
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ec
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l 
pr
ot
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ti
ve
 m
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re
s 
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e
 
ta
k
e
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t
o

en
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 t
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pe
ra
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li
ty
 o
f 
sa
fe
t
y-
r
e
l
at
e
d
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at
ur
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.

SR
P3
.6
.1

で
は

具
体

的
な

防
護

設

計
の

内
容

は
説

明
さ

れ
て

い
な

い

が
，
安
全
機
能
の
作
動
を
保
証
す
る

対
策

を
行

う
こ

と
と

記
載

さ
れ

て

お
り
，
Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｇ
４
６
１
３
の
記
載

と
同
義
で
あ
り
，
差
異
な
し
。
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2. パイプホイップレストレイントについて

図 2－1 パイプホイップレストレイント構造図（例） 

破損想定位置 

配管破損防護設計上の防護対策としてのパイプホイップレストレイントについての構造例を図

一曲げ部へ設置した例を示したものである。 

2－1に示す。パイプホイップレストレイントは，配管破断時の管の変形を拘束するための支持構

造物である。なお，図 2－1は，破損想定位置の管軸方向の変形を拘束することを目的として，第
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3. 障壁について

原子炉冷却材圧力バウンダリ（以下「ＲＣＰＢ」という。）の拡大範囲となる主配管の配置及び

障壁による区画を図 3－1に示す。 

図 3－1 障壁による区画図 
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4. 原子炉冷却材圧力バウンダリの配管破損による損傷防護について

4.1 概要 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（原子力規制委員会 2013年

6 月）」第 15 条第 4 項及び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解

釈（原子力規制委員会 2013 年 6 月）」に基づき，配管の破損に伴う飛散物により発電用原子

炉施設の安全性を損なわない設計とすることについて説明するものである。 

配管破損に関しては，設計基準対象施設に属する設備のＲＣＰＢ範囲のうち，新規制基準に

おいて拡大となった範囲を除く，既存の範囲について配管破損に伴う飛散物により，発電用原

子炉施設の安全性を損なわない設計を行うことについて説明する。 

4.2 基本方針 

設計基準対象施設に属する設備は，内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する配管の破損に

伴う飛散物により安全性を損なわない設計とする。 

内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する配管については，材料選定，強度設計に十分な考

慮を払うとともに，ＪＥＡＧ４６１３及び SRP3.6.2に基づき配管破損を想定し，その結果生じ

る可能性のある動的影響により，発電用原子炉施設の機能が損なわれることのないよう配置上

の考慮を払うこととする。 

なお，配管破損想定位置の想定にあたって，応力算出には弾性設計用地震動Ｓｄを用いる。 

4.3 評価 

発電用原子炉施設の安全性を損なうことが想定される内部発生エネルギーの高い流体を内蔵

する配管の破損に伴う飛散物により，発電用原子炉施設の安全性を損なわないことを評価する。 

4.3.1 内部発生エネルギーの高い流体を内蔵する配管の破損による飛散物 

4.3.1.1 評価方針 

高温高圧の流体を内包するＲＣＰＢを構成する主配管のうち既存のＲＣＰＢ範囲に

ついて，ＪＥＡＧ４６１３及び SRP3.6.2に基づき配管破損を想定し，以下の評価内容

により評価し，設計上考慮する。なお，ＬＢＢ概念は適用しない。 

ただし，ＪＥＡＧ４６１３に記載されている基準地震動Ｓ1については，弾性設計用

地震動Ｓｄに読み替え，SRP3.6.2 が参照している「STANDARD REVIEW PLAN BRANCH 

TECHNICAL POSITION 3-4 POSTULATED RUPTURE LOCATIONS IN FLUID SYSTEM PIPING 

INSIDE AND OUTSIDE CONTAINMENT(SRP BTP3-4 R2)(U.S. NUCLEAR REGULATORY 

COMMISSION)に記載されている operating basis earthquakeについては，弾性設計用

地震動Ｓｄの 1／3と読み替える。また，ＪＥＡＧ４６１３が参照している「発電用原

子力設備に関する構造等の技術基準（昭和 55年通商産業省告示第５０１号）」に関する

内容及び SRP3.6.2が参照している「2013 ASME Boiler and Pressure Vessel Code」

(The American Society of Mechanical Engineers)に関する内容については，「発電用

原子力設備規格 設計・建設規格（2005年版（2007年追補版含む。））ＪＳＭＥ Ｓ Ｎ

Ｃ１-2005/2007（日本機械学会 2007年 9月）」（以下「設計・建設規格」という。）に
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従うものとする。 

4.3.1.2 評価内容 

評価においては，配管破損想定位置を考慮した上で，防護対象を防護する。 

(1) 防護対象

防護対象は，原子炉施設の異常状態において，この拡大を防止し，又は緩和する機能

を有するもののうち，次のとおりとする。 

a. 原子炉停止系

b. 炉心冷却に必要な工学的安全施設及び関連施設

c. 原子炉冷却材喪失時に圧力障壁となり，かつ，放射性物質の放散に対する障壁を

形成するよう設計された範囲の施設

(2) 配管破損想定位置

既存のＲＣＰＢ範囲について，ＪＥＡＧ４６１３及び SRP3.6.2 に基づき，ターミナ

ル・エンド及び発生応力又は疲労累積係数が所定の値を超える点を配管破損想定位置

とする。 

a. ターミナル・エンド

b. 供用状態Ａ，Ｂ及び（1／3）・Ｓｄ地震荷重＊に対して次のいずれかの条件を満た

す点

(a) Ｓｎ＞2.4・Ｓｍ，かつ，Ｓｅ＞2.4・Ｓｍ

(b) Ｓｎ＞2.4・Ｓｍ，かつ，Ｓｎ'＞2.4・Ｓｍ

ただし，Ｓｎ ：設計・建設規格 PPB-3531 の計算式に準じて計算した一

次＋二次応力。 

Ｓｅ ：設計・建設規格 PPB-3536(6)の計算式に準じて計算した

熱膨張応力。 

Ｓｎ'：設計・建設規格 PPB-3536(3)のＳｎの計算式に準じて計

算した一次＋二次応力。 

Ｓｍ ：設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 lに規定され

る材料の設計応力強さ。 

(c) 疲労累積係数＞0.1

ただし，上述する疲労累積係数は供用状態Ａ，Ｂにおける疲労累積係数に

（1／3）・Ｓｄ（Ｓｄ－Ｄ，Ｓｄ－Ｆ１，Ｓｄ－Ｆ２，Ｓｄ－Ｎ１，Ｓｄ－Ｎ

２，及びＳｄ－１）地震のみによる疲労累積係数を加算したものとする。 

注記＊：Ｓｄ（Ｓｄ－Ｄ，Ｓｄ－Ｆ１，Ｓｄ－Ｆ２，Ｓｄ－Ｎ１，Ｓｄ－Ｎ２，及び

Ｓｄ－１）地震とは，Ⅵ-2「耐震性に関する説明書」のうち，Ⅵ-2-1-1「耐

震設計の基本方針」に示す弾性設計用地震動Ｓｄ－Ｄ，Ｓｄ－Ｆ１，Ｓｄ－

Ｆ２，Ｓｄ－Ｎ１，Ｓｄ－Ｎ２，及びＳｄ－１による動的地震力をいう。な

お，弾性設計用地震動Ｓｄの概要は，Ⅵ-2「耐震性に関する説明書」のうち，
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Ⅵ-2-1-2「基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの策定概要」に示す。 

ただし，ＰＣＶ貫通部については次の条件を満たすことで配管破損を想定しない。 

c. 供用状態Ａ，Ｂ及び（1／3）・Ｓｄ地震荷重に対して次の条件を満たすこと。

(a) Ｓｎ≦2.4・Ｓｍ，又は，Ｓｅ≦2.4・Ｓｍ

(b) Ｓｎ≦2.4・Ｓｍ，又は，Ｓｎ'≦2.4・Ｓｍ

(c) 疲労累積係数≦0.1

d. ＰＣＶ貫通部について，破損想定位置における破断荷重によって，ＰＣＶ貫通部

の健全性維持範囲の配管に生じる応力は設計・建設規格 PPB-3520の計算式によ

り計算した応力が 2.25・Ｓｍ及び 1.8・Ｓｙ以下であること。

ただし，Ｓｙ ：設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 8に規定される材

料の設計降伏点。 

(3) 防護対策の実施

配管破損による動的影響により，他の安全機能を有する構築物，系統及び機器が損傷

しないように，必要に応じ以下の措置を講じる設計とする。 

a. 配管破損想定位置と防護対象機器は，十分な離隔距離をとる。

b. 配管破損想定位置又は防護対象機器を障壁で囲む。

c. 上記のいずれかの対策がとれない場合，配管破損による動的影響に十分耐える

パイプホイップレストレイントを設ける。

4.3.1.3 評価結果 

既存のＲＣＰＢ範囲における配管破損に関し，ＪＥＡＧ４６１３及び SRP3.6.2に基

づき評価した結果，発生応力又は疲労累積係数が所定の値を超える点及び各配管にお

けるターミナル・エンドがあり，配管破損を想定する点があることを確認した。既存の

ＲＣＰＢ範囲における配管破損想定位置を表 4－1に，各系統の配管鳥轍図を図 4－1 か

ら図 4－23に示す。 

これらの配管破損想定位置は必要な強度を有するパイプホイップレストレイントが

設置されている，又は設置されていない配管については，配管破損想定位置近傍に防護

対象設備がないことを確認した。したがって，配管の破損に伴う飛散物により発電用原

子炉施設の安全性は損なわれない。 



1-12

表 4－1 既存のＲＣＰＢ範囲における配管破損想定位置 

対象 配管破損想定位置の有無 
パイプホイッ

プレストレイ

ント設置の有

無 

系統名 モデル No.
ターミナル・

エンド

発生応力又は

疲労累積係数

が所定の値を

超える点 

給水系 
FW-PD-1 有 無 有 ― 

FW-PD-2 有 無 有 ― 

主蒸気系 

MS-PD-1 有 有 有 ― 

MS-PD-2 有 有 有 ― 

MS-PD-3 有 有 有 ― 

MS-PD-4 有 有 有 ― 

原子炉 

再循環系 

PLR-PD-1 有 無 有 ― 

PLR-PD-2 有 無 有 ― 

原子炉隔離時

冷却系 

RCIC-PD-1 無 無 無 ― 

RCIC-R-3 無 無 無 ― 

残留熱除去系 

RHR-PD-4 有 無 有 ― 

RHR-PD-5 有 無 有 ― 

RHR-PD-6 有 無 有 ― 

RHR-PD-7 有 無 無 無 

RHR-R-5A 無 無 無 ― 

RHR-R-11 無 無 無 ― 

RHR-R-16 無 無 無 ― 

原子炉浄化系 
CUW-PD-1 有 有 無 無 

CUW-R-1 無 無 無 ― 

高圧炉心 

スプレイ系

HPCS-PD-1 有 無 有 ― 

HPCS-R-2 無 無 無 ― 

低圧炉心 

スプレイ系

LPCS-PD-1 有 無 有 ― 

LPCS-R-2 無 無 無 ― 

配管破損想定

位置近傍の防

護対象設備の

有無＊ 

注記＊：「ターミナル・エンド」及び「発生応力又は疲労累積係数が所定の値を超える点」が両方「無」

の場合，又は「パイプホイップレストレイント設置の有無」が「有」の場合は「配管破損

想定位置近傍の防護対象設備の有無」を確認する必要がないことから「―」と表記する。 
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図 4－1 配管鳥瞰図（給水系 FW-PD-1） 

図 4－2 配管鳥瞰図（給水系 FW-PD-2） 
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図 4－3 配管鳥瞰図（主蒸気系 MS-PD-1） 

図 4－4 配管鳥瞰図（主蒸気系 MS-PD-2） 
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図 4－5 配管鳥瞰図（主蒸気系 MS-PD-3） 

図 4－6 配管鳥瞰図（主蒸気系 MS-PD-4） 
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図 4－7 配管鳥瞰図（原子炉再循環系 PLR-PD-1） 

図 4－8 配管鳥瞰図（原子炉再循環系 PLR-PD-2） 
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図 4－9 配管鳥瞰図（原子炉隔離時冷却系 RCIC-PD-1） 

図 4－10 配管鳥瞰図（原子炉隔離時冷却系 RCIC-R-3） 
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図 4－11 配管鳥瞰図（残留熱除去系 RHR-PD-4） 

図 4－12 配管鳥瞰図（残留熱除去系 RHR-PD-5） 
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図 4－13 配管鳥瞰図（残留熱除去系 RHR-PD-6） 

図 4－14 配管鳥瞰図（残留熱除去系 RHR-PD-7） 
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図 4－15 配管鳥瞰図（残留熱除去系 RHR-R-5A） 

図 4－16 配管鳥瞰図（残留熱除去系 RHR-R-11） 
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図 4－17 配管鳥瞰図（残留熱除去系 RHR-R-16） 

図 4－18 配管鳥瞰図（原子炉浄化系 CUW-PD-1） 
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図 4－19 配管鳥瞰図（原子炉浄化系 CUW-R-1） 

図 4－20 配管鳥瞰図（高圧炉心スプレイ系 HPCS-PD-1） 
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図 4－21 配管鳥瞰図（高圧炉心スプレイ系 HPCS-R-2） 

図 4－22 配管鳥瞰図（低圧炉心スプレイ系 LPCS-PD-1） 
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図 4－23 配管鳥瞰図（低圧炉心スプレイ系 LPCS-R-2） 
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原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲及びボトムドレンライン変更範囲を図 5－1から図 5－3に示す。

図 5－1 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲（残留熱除去系系統図（Ａ系）より） 

5. 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲及びボトムドレンライン変更範囲について
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図 5－2 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲（残留熱除去系系統図（Ｂ系）より） 
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図5－3 ボトムドレンライン運用変更範囲（原子炉浄化系系統図より） 



2. ガスタービン駆動補機（ガスタービン発電機）の
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1. 概要

ガスタービン駆動補機については，使用材料の検査，製品の品質管理，規格等に基づき

安全設計及び定期検査により損壊防止を図ること，並びに調速装置及び非常調速装置を設

けることにより損壊防止対策が十分実施される。 

調速装置は，通常運転時の定格回転速度を一定に制御する機能及び事故時等の回転速度

上昇を抑制する機能を有しており，事故時等において回転速度が定格回転速度以上に上昇

しても，調速装置の機能により非常調速装置が作動する回転速度未満に制御できるように

設計する。 

非常調速装置は，万一，調速装置が機能することなく異常な過回転が生じた場合におい

ても，「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令」及び「発電用火力設備の技術基準

の解釈」に適合する定格回転速度の 1.11倍を超えない範囲で作動し機器を自動停止させる

ことにより，本設定値以上のオーバースピードとならない設計とし，オーバースピードに

起因する機器の損壊を防止する。 

また，各機器については非常調速装置が実作動するまでのオーバースピード状態におい

ても構造上十分な機械的強度を有する設計とし，非常調速装置については，各機器をオー

バースピード状態にして非常調速装置の作動確認を行うとともに，非常調速装置が実作動

するまでのオーバースピード状態の健全性を確認することにより，機器の損壊を防止す

る。 

以上のことにより，タービンミサイルが発生するような事故は極めて起こりにくいと考

えられる。しかしながら，ガスタービンについては定格回転速度が 18000 min-1 と非常に高

速であることを踏まえ，仮想的にインペラ及びタービンディスクが損壊することを想定

し，昭和 52 年 7 月 20 日付け原子力委員会原子炉安全専門審査会報告書「タービンミサイ

ル評価について」（以下「ミサイル評価報告書」という。）に基づき影響を評価する。

2. 評価対象

ガスタービン駆動補機（ガスタービン発電機）

機種   ： 

定格回転速度   ： 18000 min-1 

過速度トリップ  ：  min-1 

圧縮機      ： 

タービン   ： 
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3. 評価方針

ガスタービン駆動補機（ガスタービン発電機）のインペラ及びタービンディスク損壊を

想定した場合における，ケーシング等の防護壁の貫通有無を評価する。 

4. 評価内容

ケーシングの貫通に対する評価については，ミサイル評価報告書及び「ISES7607-3 軽水

炉構造機器の衝撃荷重に関する調査その 3 ミサイルの衝突による構造壁の損傷に関する評

価式の比較検討」（高温構造安全技術研究組合）（以下「ISES 7607」という。）に記載の BRL

式(Ballistic Research Laboratories Formula）を用いて評価を行う。 

また，評価においては，ミサイル評価報告書に基づき，以下の条件を考慮する。 

(1) 評価条件

a. ミサイル発生時の回転速度は設計過速度の上限値とする。（ min-1) 

b. ディスクは破損する際，等分な四分割のミサイル化を考慮する。

c. 貫通厚さの算出については，鋼板に対する貫通評価式として BRL式を使用する。

(2) BRL式を用いた評価

タービンミサイルの防護壁に必要な板厚は，ISES 7607「3.鋼板に対する評価」の BRL

式から求め，影響を評価する。 

Ｔ
3/2

＝
0.5・Ｍ・Ｖ

2

17400・Ｋ
2
・ｄ

3/2
・・・ BRL 式

ここで， 

Ｔ ＝鋼板貫通厚さ（inch） 

Ｍ ＝ミサイル質量（lb・sec2/ft） 

Ｖ ＝ミサイル速度（ft/sec） 

ｄ ＝ミサイル直径（inch） 

Ｋ ＝鋼板の grade に関する定数（≒1.0）である。 

ISES 7607「3.鋼板に対する評価」の BRL式については，ヤード・ポンド単位のもので

あり，SI単位に換算すると，以下のとおりとなる。 

Ｔ’＝2.54×10−2×T（m） 

Ｍ’＝14.6×M（kg） 

Ｖ’＝0.3048×V（m/s） 

ｄ’＝2.54×10−2×d（m） 
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したがって，SI 単位では BRL式は以下のとおりとなる。なお，本式については，添付

書類 Ⅵ-3「強度に関する説明書」のうちⅥ-3-別添 1-1「竜巻への配慮が必要な施設の

強度計算の方針」での強度計算式と同一である。 

Ｔ’
3/2

＝
0.5・Ｍ’・Ｖ’

2

1.4396・109・Ｋ
2
・ｄ’

3/2

(3) タービンミサイル計算条件及び計算値

タービンミサイルの計算条件及び計算値を以下の表 4－1 に示す。

表 4－1 タービンミサイル計算条件及び計算値 

評価部位 

ミサイル

質量

Ｍ’（kg） 

ミサイル

速度

Ｖ’（m/s） 

ミサイル

直径

ｄ’（m） 

鋼板の 

grade に 

対する定数 

Ｋ 

防護上 

必要な板厚 

Ｔ’（mm） 
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(4) ガスタービン構造図

ガスタービンの構造を以下の図 4－1に示す。

図 4－1 ガスタービン構造図 
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5. 評価結果

ガスタービン駆動補機に関して，仮想的にインペラ及びタービンディスクが損壊するこ

とを想定しても，ケーシング厚さはタービンミサイルの防護上必要な板厚を上回ることか

ら，損壊した回転体がケーシングを貫通することなくケーシング内部に留まるため，ター

ビンミサイルは発生しない。 

仮想的損壊時のミサイル評価結果を表 5－1に示す。 

表 5－1 ガスタービン駆動補機（ガスタービン発電機）のミサイル評価結果 

評価部位 ケーシング板厚（mm） 防護上必要な板厚（mm） 評価 
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ⅱ
) 
原
子
炉
格
納
容
器
と
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
同
時
破
損
防
止
 

ⅲ
) 
燃
料
及
び
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
健
全
性
の
確
保
 

ⅳ
) 
残
留
熱
除
去
機
能
の
確
保
 

ⅴ
) 
非
常
用
電
源
の
確
保
 

 上
記
の
う
ち
 

系
統
の
多
重
性
、
配
置
等
の
関
連
で
具
体
的
に
格
納
容
器
内
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
、
使

用
済
燃
料
プ
ー
ル
が
対
象
と
な
る
 

３
.

確
率
評
価
の
モ
デ
ル

タ
ー
ビ
ン
ミ
サ
イ
ル
の
評
価
は
発
生
確
率
（
Ｐ

１
）、

到
達
確
率
（
Ｐ

２
）
、
破
損
確
率
（
Ｐ

３
）

を
総
合
し
た
下
記
の
式
に
よ
り
行
う
こ
と
と
す
る
。
 

Ｐ
＝
∑
（
Ｐ

１
i×

Ｐ
２
i×

Ｐ
３
i）

  
（
ⅰ
＝
Ｂ
，
Ｃ
，
Ｄ
，
Ｒ
）
 

但
し

 
Ｂ
：
低
圧
タ
ー
ビ
ン
羽
根
 

Ｃ
：
Ｔ
－
Ｇ
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
 

Ｄ
：
低
圧
タ
ー
ビ
ン
デ
ィ
ス
ク
 

Ｒ
：
タ
ー
ビ
ン
ロ
ー
タ
、
発
電
機
ロ
ー
タ
 

(
1)

発
生
確
率
（
Ｐ

１
）

Ⅰ
，
１
で
想
定
さ
れ
て
い
る
各
項
目
が
ミ
サ
イ
ル
化
す
る
確
率
は
、
理
論
的
な
確
率
評
価

に
も
と
づ
き
、
そ
の
妥
当
性
が
確
認
さ
れ
た
も
の
、
も
し
く
は
、
実
績
に
基
づ
き
そ
の
妥
当

性
が
確
認
さ
れ
た
も
の
を
使
用
す
る
。
 

妥
当
性
が
確
認
さ
れ
な
い
と
き
は
、
ミ
サ
イ
ル
確
率
（
∑
Ｐ

１
i）

は
１
．
０

－
４
／
年

（
１
）

と
す
る
。
 

低
圧
タ
ー
ビ
ン
デ
ィ
ス
ク
の
ミ
サ
イ
ル
発
生
確
率
は
５
×
１
０

－
５
／
年
と
す
る
。
 

2
.
ミ
サ
イ
ル
防
護
の
対
象
と
す
べ
き
機
器
等

評
価
対
象
外
（
ミ
サ
イ
ル
と
な
っ
た
場
合
の
評
価
事
項
）

3
.
確
率
評
価
の
モ
デ
ル

評
価
対
象
外
（
ミ
サ
イ
ル
と
な
っ
た
場
合
の
評
価
事
項
）

(
1)

発
生
確
率

評
価
対
象
外
（
ミ
サ
イ
ル
と
な
っ
た
場
合
の
評
価
事
項
）

ⅰ
 

ⅰ
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
駆
動
補
機
（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
）
の
ミ
サ
イ
ル
評
価
（
ケ
ー
シ
ン

グ
貫
通
評
価
）
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(
2)

到
達
確
率
（
Ｐ

２
）

Ⅰ
，
２
の
対
象
物
に
到
達
す
る
確
率
は
次
の
条
件
で
算
出
し
た
も
の
と
す
る
。

①
低
圧
タ
ー
ビ
ン
羽
根

ⅰ
) 
低
圧
タ
ー
ビ
ン
最
終
段
動
翼
１
枚
が
ミ
サ
イ
ル
化
し
た
と
考
え
る
。
 

ⅱ
) 
飛
散
羽
根
は
羽
根
植
込
部
を
含
め
た
も
の
と
す
る
。
 

ⅲ
) 
ミ
サ
イ
ル
発
生
時
の
回
転
速
度
は
設
計
過
速
度
の
上
限
値
と
す
る
。
 

ⅳ
) 
外
部
ケ
ー
シ
ン
グ
に
よ
り
飛
び
出
し
た
時
の
残
存
エ
ネ
ル
ギ
率
を
２
％
と
す
る
。

 

ⅴ
) 

ミ
サ
イ
ル
の
飛
び
出
し
角
度
の
確
率
分
布
に
つ
い
て
は
０
～
２
５
°
（
外
側
）
の
偏
角
内
に

一
様
と
す
る
。
 

②
Ｔ
－
Ｇ
カ
ッ
プ
リ
ン
グ

ⅰ
) 
ロ
ー
タ
に
焼
ば
め
し
た
部
分
か
ら
脱
落
飛
散
し
て
ミ
サ
イ
ル
化
し
た
も
の
と
し
て
考
え
る
。
 

ⅱ
) 
ミ
サ
イ
ル
発
生
時
の
回
転
速
度
は
設
計
過
速
度
の
上
限
値
と
す
る
。
 

ⅲ
) 
脱
落
後
の
飛
び
出
し
時
の
残
存
エ
ネ
ル
ギ
率
を

4.
5％

と
す
る
。
 

ⅳ
) 

ミ
サ
イ
ル
の
飛
び
出
し
角
度
の
確
率
分
布
に
つ
い
て
は
±
２
５
°
の
偏
角
内
に
一
様
に
分
布

す
る
も
の
と
す
る
。
 

③
低
圧
タ
ー
ビ
ン
デ
ィ
ス
ク

ⅰ
) 

低
圧
タ
ー
ビ
ン
デ
ィ
ス
ク
の
う
ち
１
段
が
ミ
サ
イ
ル
化
し
た
と
考
え
格
段
の
到
達
確
率
を
平

均
し
て
求
め
る
。
 

ⅱ
) 

ミ
サ
イ
ル
の
飛
び
出
し
角
度
の
確
率
分
布
に
つ
い
て
は
最
終
段
デ
ィ
ス
ク
０
～
２
５
°
（
外

側
）

(3
) 、

中
間
段
デ
ィ
ス
ク
±
５
°

(3
) の

偏
角
内
に
一
様
に
分
布
す
る
も
の
と
す
る
。

 

ⅲ
) 
ミ
サ
イ
ル
発
生
時
の
回
転
速
度
は
設
計
過
速
度
の
上
限
値
と
す
る
。
 

ⅳ
) 
デ
ィ
ス
ク
は
破
損
す
る
際
、
等
分
に
四
分
割
し
、
上
方
に
２
片
の
ミ
サ
イ
ル
化
を
考
慮
す
る
。 

(
2)

到
達
確
率

①
低
圧
タ
ー
ビ
ン
の
羽
根

評
価
対
象
外
（
ミ
サ
イ
ル
と
な
っ
た
場
合
の
評
価
事
項
）

②
Ｔ
－
Ｇ
カ
ッ
プ
リ
ン
グ

評
価
対
象
外
（
ミ
サ
イ
ル
と
な
っ
た
場
合
の
評
価
事
項
）

③
タ
ー
ビ
ン
デ
ィ
ス
ク

ⅰ
) 
評
価
対
象
外
（
ミ
サ
イ
ル
と
な
っ
た
場
合
の
評
価
事
項
）
 

ⅱ
) 
評
価
対
象
外
（
ミ
サ
イ
ル
と
な
っ
た
場
合
の
評
価
事
項
）
 

ⅲ
) 
ミ
サ
イ
ル
発
生
時
の
回
転
速
度
は
設
計
過
速
度
の
上
限
値
と
す
る
。
 

過
速
度
ト
リ
ッ
プ
設
定
値
の

mi
n
-1
 と

す
る
。
 

・
原
子
力
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
は
，
蒸
気
加
減
弁
を
急
閉
し
て
も
，
蒸
気
加
減
弁
が
閉
ま
る
ま
で
に
蒸
気
が
流
れ
て

お
り
，
ま
た
，
蒸
気
加
減
弁
か
ら
タ
ー
ビ
ン
ま
で
の
間
に
お
い
て
も
蒸
気
が
残
っ
て
お
り
，
過
速
度
回
転
か

ら
オ
ー
バ
ー
シ
ュ
ー
ト
量
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
一
方
で
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
は
，
燃
焼
ガ
ス
は
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
本
体
内
に
あ
る
の
み
で
あ
り
，
燃
料
遮
断
し
た

後
に
は
タ
ー
ビ
ン
を
加
速
さ
せ
る
ほ
ど
の
燃
焼
ガ
ス
は
残
っ
て
い
な
い
。
ま
た
，
圧
縮
機
と
タ
ー
ビ
ン
が
同

軸
で
繋
が
っ
て
お
り
，
機
能
的
に
は
タ
ー
ビ
ン
が
回
転
す
る
と
，
圧
縮
機
が
ブ
レ
ー
キ
役
に
な
る
た
め
，
タ

ー
ビ
ン
は
オ
ー
バ
ー
シ
ュ
ー
ト
し
に
く
く
な
っ
て
い
る
。

ⅳ
) 
デ
ィ
ス
ク
は
破
損
す
る
際
，
等
分
に
四
分
割
し
，
上
方
に

2 
片
の
ミ
サ
イ
ル
化
を
考
慮
す
る
。
 

デ
ィ
ス
ク
は
破
損
す
る
際
，
等
分
な
四
分
割
の
ミ
サ
イ
ル
化
を
考
慮
す
る
。

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
駆
動
補
機
（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
）
の
ミ
サ
イ
ル
評
価
（
ケ
ー
シ
ン

グ
貫
通
評
価
）
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④
そ
の
他

高
圧
タ
ー
ビ
ン
ロ
ー
タ
、

発
電
機
ロ
ー
タ
に
関
し
て
ミ
サ
イ
ル
化
が
考
え
ら
れ
る
も
の
に
つ
い

て
は
低
圧
タ
ー
ビ
ン
デ
ィ
ス
ク
に
準
じ
た
評
価
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

(
3)

破
損
確
率
（
Ｐ

３
）

タ
ー
ビ
ン
ミ
サ
イ
ル
の
衝
突
に
よ
り
Ⅰ
，
２
の
対
象
物
が
破
損
す
る
確
率
は
、
そ
の
妥
当
性
が
確

認
さ
れ
た
も
の
を
使
用
す
る
。
妥
当
性
が
確
認
さ
れ
な
い
と
き
は
，
破
損
確
率
を
１
と
す
る
。
 

Ⅱ
 
判
 
定
 
基
 
準
 

基
本
的
な
考
え
方
は
、
タ
ー
ビ
ン
ミ
サ
イ
ル
に
よ
り
安
全
上
重
要
な
機
器
（
Ⅰ
，
２
の
機
器
）
が
破
損

す
る
確
率
が
１
０

－
７
／
年

(1
) 以

下
と
な
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
 

具
体
的
な
判
断
基
準
は
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。
 

１
.

到
達
確
率
（
∑
Ｐ

２
i）

の
み
で
評
価
す
る
場
合
に
は
Ⅰ
，
２
の
そ
れ
ぞ
れ
対
象
と
す
べ
き
機
器
に

対
し
、
そ
の
確
率
が
１
０

－
３
(1
) 以

下
で
あ
れ
ば
Ｐ

１
が
１
０

－
４
／
年
と
し
て
も
総
合
的
に
み
て
機
器

が
破
損
す
る
確
率
は
１
０

－
７
／
年
以
下
と
な
る
と
評
価
し
て
よ
い
。

１
０

－
３
を
こ
え
る
場
合
に
は
配
置
の
変
更
、
ま
た
は
防
護
対
策
の
強
化
等
に
よ
り
１
０

－
３
以
下
に

で
き
れ
ば
よ
い
。
 

２
.

上
記
Ⅱ
，
１
を
満
足
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ミ
サ
イ
ル
発
生
確
率
Ｐ

１
i
に
つ
い
て
評
価
し
て

∑
（
Ｐ

１
i×

Ｐ
２
i）

が
１
０

－
７
／
年
以
下
と
な
れ
ば
よ
い
。

３
.

上
記
Ⅱ
，
２
を
満
足
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
さ
ら
に
破
損
確
率
Ｐ

３
i
を
評
価
し
て
全
体
と
し
て

∑
（
Ｐ

１
i×

Ｐ
２
i×

Ｐ
３
i）

の
値
が
１
０

－
７
／
年
以
下
で
あ
れ
ば
よ
い
。

付
録
 

１
.

ミ
サ
イ
ル
発
生
時
の
エ
ネ
ル
ギ

ミ
サ
イ
ル
発
生
時
の
エ
ネ
ル
ギ
と
し
て
は
、
タ
ー
ビ
ン
の
回
転
に
よ
る
運
動
エ
ネ
ル
ギ
の
み
と
し
、
ミ

サ
イ
ル
化
の
際
の
弾
性
歪
、
車
室
内
蒸
気
エ
ネ
ル
ギ
の
効
果
は
考
慮
し
な
い
。

④
そ
の
他

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
の
評
価
と
し
て
，
イ
ン
ペ
ラ
の
損
壊
を
考
慮
し
，
上
記
③
（
タ
ー
ビ
ン
デ
ィ
ス
ク
）
の
ⅲ
 

及
び
ⅳ
に
準
じ
た
評
価
を
行
う
。
 

(
3)

破
損
確
率

対
象
外
（
ミ
サ
イ
ル
と
な
っ
た
場
合
の
評
価
事
項
）

Ⅱ
 判

定
基
準
 

対
象
外
（
ミ
サ
イ
ル
と
な
っ
た
場
合
の
評
価
事
項
）
 

1
.
ミ
サ
イ
ル
発
生
時
の
エ
ネ
ル
ギ

対
象
外
（
ミ
サ
イ
ル
と
な
っ
た
場
合
の
評
価
事
項
）

ⅰ
 

ⅰ
 

ⅰ
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
駆
動
補
機
（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
）
の
ミ
サ
イ
ル
評
価
（
ケ
ー
シ
ン

グ
貫
通
評
価
）
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 ２
.

デ
ィ
ス
ク
ミ
サ
イ
ル
の
ケ
ー
シ
ン
グ
貫
通
後
の
飛
び
出
し
速
度

ケ
ー
シ
ン
グ
貫
通
部
の
飛
び
出
し
速
度
は

V
mi
n～

Vm
ax

に
一
様
に
分
布
す
る
と
す
る
。
こ
こ
で

Vm
ax

及
び

Vm
in

は
内
部
固
定
構
造
物

(ノ
ズ
ル
、
ダ
イ
ア
フ
ラ
ム
外
輪
、
翼
根
リ
ン
グ
、
翼
環
な
ど

)の
変

形
、
内
部
ケ
ー
シ
ン
グ
及
び
外
部
ケ
ー
シ
ン
グ
の
変
形
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
損
失
及
び
飛
散
物
の
変

形
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
損
失
を
考
慮
し
て
求
め
た
最
大
及
び
最
小
速
度
で
あ
る
。
な
お
，
変
形
及
び
貫

通
に
用
い
る
式
は
理
論
や
実
験
で
裏
付
け
ら
れ
、
タ
ー
ビ
ン
ケ
ー
シ
ン
グ
構
造
に
対
し
妥
当
と
考
え

ら
れ
る
式
を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。
 

な
お
ケ
ー
シ
ン
グ
内
部
で
は
直
進
及
び
回
転
エ
ネ
ル
ギ
を
評
価
す
る
が
、
ケ
ー
シ
ン
グ
を
飛
び
出

し
た
後
は
す
べ
て
直
進
エ
ネ
ル
ギ
に
な
る
も
の
と
す
る
。
 

３
.

到
達
確
率
（
Ｐ

２
i）

の
評
価
法

計
算
方
法
に
つ
い
て
は
Ｓ
Ｒ
Ｐ

 
3.
5.
1.
3
Ap
pe
nd
ix
 
A
(2
) 又

は
立
面
の
効
果
を
考
慮
出
来
る
同
等
の

方
法

（
３
）
を
準
用
す
る
。
 

４
.

貫
通
厚
さ
（
Ｔ
）
の
算
出
に
つ
い
て

以
下
に
示
す
式
及
び
係
数
を
使
用
す
る
。

（
１
）
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
対
し
て
は
修
正
Ｎ
Ｄ
Ｒ
Ｃ
の
式

(1
)(
4)
を
使
用
す
る
。
 

形
状
係
数
（
Ｎ
）
に
つ
い
て
は
 

タ
ー
ビ
ン
羽
根

 
 
 
 
Ｎ
＝
１
．
１
４
 

Ｔ
－
Ｇ
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
 
Ｎ
＝
０
．
７
２
 

デ
ィ
ス
ク

 
Ｎ
＝
０
．
８
４
 

ロ
ー
タ

Ｎ
＝
０
．
８
４
 

2
.
デ
ィ
ス
ク
ミ
サ
イ
ル
の
ケ
ー
シ
ン
グ
貫
通
後
の
飛
び
出
し
速
度

対
象
外
（
ミ
サ
イ
ル
と
な
っ
た
場
合
の
評
価
事
項
）

・
本
評
価
は
主
タ
ー
ビ
ン
等
大
型
タ
ー
ビ
ン
評
価
に
用
い
る
も
の
で
あ
り
，
実
施
試
験
結
果
等
を
踏
ま
え
構
築
デ

ー
タ
が
得
ら
れ
て
い
る
場
合
の
評
価
で
あ
る
。
小
型
タ
ー
ビ
ン
で
あ
る
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
の
場
合
，
構
築
デ
ー
タ

が
得
ら
れ
て
お
ら
ず
，
実
験
等
に
よ
る
検
証
等
が
必
要
で
あ
る
。

3
.
到
達
確
率
（

P 2
i）

の
評
価
法

対
象
外
（
ミ
サ
イ
ル
と
な
っ
た
場
合
の
評
価
事
項
）

4
.
貫
通
厚
さ
（
Ｔ
）
の
算
出
に
つ
い
て

(
1)

対
象
外
（

(2
)の

鋼
板
に
て
評
価
を
行
う
）

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
駆
動
補
機
（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
）
の
ミ
サ
イ
ル
評
価
（
ケ
ー
シ
ン

グ
貫
通
評
価
）
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（
２
）
鋼
板
に
対
し
て
は
Ｂ
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1. ディーゼル駆動補機，蒸気タービン駆動補機及びガスタービン駆動補機の評価対象につ

いて 

ディーゼル駆動補機，蒸気タービン駆動補機及びガスタービン駆動補機の高速回転機器

の損傷に関しては，高速回転機器が加速度に起因する損傷に伴う飛散物とならないことを

説明するものであるが，設計基準対象施設に関しては技術基準規則の要求事項に変更がな

い。 

このことから，今回の評価対象機器としては，ディーゼル駆動補機，蒸気タービン駆動

補機及びガスタービン駆動補機のうち，新たな設計基準対象施設及び重大事故等対処設備

とする。 

表 1－1にディーゼル駆動補機，蒸気タービン駆動補機及びガスタービン駆動補機の評価

対象を示す。 

表 1－1 ディーゼル駆動補機，蒸気タービン駆動補機及びガスタービン駆動補機の評価対象 

補機（回転機器） 
ディーゼル 

駆動 

ガスタービン 

駆動 

蒸気タービン 

駆動 

評価 

対象 

設
計
基
準
対
象
施
設 

原子炉隔離時冷却ポンプ 〇 

蒸気タービン 〇 

非常用ディーゼル発電設備 〇 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電設備 
〇 

タービン駆動原子炉給水ポンプ 〇 

発電機 〇 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

大量送水車 ○＊ 〇 

大型送水ポンプ車 ○ 〇 

高圧原子炉代替注水ポンプ ○ 〇 

ガスタービン発電機 ○ 〇 

高圧発電機車 ○ 〇 

可搬式窒素供給装置用発電設備 ○ 〇 

緊急時対策所用発電機 ○ 〇 

注記＊：大量送水車の送水ポンプについては，非常調速装置がないため，異常な過回転に伴

う異常振動等が確認された場合，手動での非常停止が可能な設計とする。 
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2. ディーゼル駆動補機，蒸気タービン駆動補機及びガスタービン駆動補機の過速度トリッ

プ設定値について 

高速回転機器のうち，非常調速装置を設けている新たな設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備であるディーゼル駆動補機，蒸気タービン駆動補機及びガスタービン駆動補機

の過速度トリップの設定値をそれぞれ表 2－1，表 2－2及び表 2－3に示す。 

表 2－1 ディーゼル駆動補機の過速度トリップ設定値 

機器（回転機器） 

回転速度 

定格 

回転速度 

（min-1） 

過速度 

トリップ

回転速度 

（min-1） 

＜参考＞ 

発火基準＊１ 

(非常調速装置) 

＜参考＞ 

ＮＥＧＡ＊２ 

（保護装置） 

大型送水ポンプ車 2300 
2645 

（約 115％） 

1.16倍を 

超える以前 
116％以下 

高圧発電機車 1800 
2088 

（約 116％） 

可搬式窒素供給装置用

発電設備 
1800 

2070 

（約 115％） 

緊急時対策所用発電機 1800 
2070 

（約 115％） 

注記＊１：発電用火力設備に関する技術基準を定める省令及び発電用火力設備の技術基準の

解釈に基づく過速防止装置の作動範囲 

  ＊２：可搬形発電設備技術基準（ＮＥＧＡ Ｃ ３３１：2005）に基づく過回転防止装

置の動作値 

表 2－2 蒸気タービン駆動補機の過速度トリップ設定値 

機器（回転機器） 

回転速度 

定格回転速度 

（min-1） 

過速度トリップ回転

速度 

（min-1） 

＜参考＞ 

ISO 10437 

高圧原子炉代替注水

ポンプ 
120％以下 
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表 2－3 ガスタービン駆動補機の過速度トリップ設定値 

機器（回転機器） 

回転速度 

定格回転速度 

（min-1） 

過速度 

トリップ

回転速度 

（min-1） 

＜参考＞ 

発火基準＊ 

（非常調速装置） 

ガスタービン発電機 18000 
1.11倍を 

超える以前 

注記＊：発電用火力設備に関する技術基準を定める省令及び発電用火力設備の技術基準の解

釈に基づく過速防止装置の作動範囲 



4. 高圧原子炉代替注水ポンプの構造及び調速装置・

非常調速装置の作動方式について 
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1. 高圧原子炉代替注水ポンプの構造について

高圧原子炉代替注水ポンプはタービン及びポンプが１つのケーシングに収まる一体型ケ

ーシング構造であり,軸封部のない設計である。 

また,高圧原子炉代替注水ポンプの流量制御は，電源不要の機械式ガバナを用いることに

より,ポンプ吐出のベンチュリ圧力差により圧力ガバナピストンが動作し,リンク機構を通

じて蒸気加減弁の開度を調整し,ポンプ流量を制御する設計である。 

また,軸受箱に流入する自系統水により軸受が潤滑する自己冷却方式であるため，潤滑油

装置が不要な設計となっている。 

以上のことから,高圧原子炉代替注水ポンプの運転に電源は必須ではなく，系統の弁操作

のみで起動停止可能であり,起動時にＨＰＡＣ注水弁を開操作した後は，蒸気外側隔離弁の

開閉操作でポンプの起動停止操作が可能な設計である。 

高圧原子炉代替注水系ポンプの構造概要を図 1－1に示す。 

図 1－1 高圧原子炉代替注水ポンプ 構造概要図 
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2. 動翼及び非常調速装置の構造について

高圧原子炉代替注水ポンプの駆動用タービンは，単段式のタービンであり，タービン翼は

一体鍛造品の円板から放電加工により翼型を削り出す方法で製造されているものを適用す

ることで，タービンが破損により飛散することがない設計とする。 

高圧原子炉代替注水ポンプの駆動用タービンは，何らかの原因でタービン回転数が異常に

上昇すると，トリップボルトが遠心力によりばね力に打ち勝ちボルトの重心が移動し，トリ

ップ機構を作動させることにより，駆動蒸気を遮断しポンプを自動停止させ，オーバースピ

ードにならない設計とする。 

高圧原子炉代替注水ポンプの駆動用タービン構造を図 2－1に示す。 

図 2－1 高圧原子炉代替注水ポンプの駆動用タービン構造図 
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3. 調速装置及び非常調速装置の作動方式について

高圧原子炉代替注水ポンプの作動方式概要を図 3－1に示す。

図 3－1 高圧原子炉代替注水ポンプの作動方式概要図 

ａ．通常待機時（ポンプ停止状態） 

・圧力ガバナのピストン（①）は，ピストンロッドに取り付けられたスプリングにより上昇

した状態であり，②のリンク機構を介して接続されるタービンスロットル弁のピストン

（③）は最下方に下降した状態となっている。この状態においては，駆動用高圧蒸気入口

ポート（④）が全開状態にある。ここに高圧蒸気が供給されればタービンは起動するが，

通常待機状態ではＲＣＩＣ ＨＰＡＣタービン蒸気入口弁（⑤）が「全閉」であることか

ら蒸気は供給されずポンプは待機停止状態にある。

ｂ．ポンプ起動～定格流量 

・通常待機時の状態で，ＲＣＩＣ ＨＰＡＣタービン蒸気入口弁（⑤）を「開」（中央制御

室スイッチ操作又は現場人力操作）とすると，トリップ装置のピストン（⑭）内を通り高

圧蒸気がピストン左側に通気され，蒸気力によりピストンが右方向へ移動し，全開状態の

駆動用高圧蒸気入口ポート（④）を通り蒸気がタービンに供給され，タービン駆動のポン

プが起動する。

・起動後，タービンは速やかに定格回転数に到達し，ポンプが水を吐き出し始めポンプ吐出

部のベンチュリノズルから低圧側ライン（⑥）及び高圧側ライン（⑦）を通じて高/低圧

水が圧力ガバナに供給される。



資料 No.3 

原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏えいを監視する装

置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲

に関する説明書に係る補足説明資料 
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1. ドライウェル冷却装置凝縮水流量測定装置の検出時間について

ドライウェル冷却装置凝縮水流量測定装置は，容積式流量検出器からのパルス信号を変換

器にて電流信号に変換後，演算装置を経由して指示部にて流量に変換し監視する。なお，容

積式流量検出器においては 0.23m3/h（3.8ℓ/min）のような低流量域においても計測できるよ

う，適切な容量を有するバケット（容量：100mℓ）を選定している。 

警報動作範囲は 0～5ℓ/min で設定可能であり，原子炉冷却材圧力バウンダリに属する配管

等（以下「RCPB 配管」という。）からの全漏えい量 0.23m3/h（3.8ℓ/min）のうち蒸気分の

漏えいに相当する流量の 90％（1.35ℓ/min）になる前に，中央制御室（「１，２号機共用」

（以下同じ。））へドライウェル冷却装置凝縮水流量大の警報表示を行う。なお，警報動作

流量以上の流量では，警報表示状態を継続する。（「図 1－1 ドライウェル冷却装置凝縮

水流量測定装置の概略構成図」参照） 

パルス信号積算値出力は 1分ごとに更新されることから，変換器の出力は 1分間のパルス

信号積算値出力を次の 1分間の出力まで保持する設計とする。また，1.35ℓ/min に到達する

前にパルス信号積算値が出力される可能性があることから，ドライウェル冷却装置凝縮水流

量測定装置の検出遅れ時間として 2 分に設定する。（「図 1－2 ドライウェル冷却装置凝

縮水流量測定装置の検出時間」参照） 

図 1－1 ドライウェル冷却装置凝縮水流量測定装置の概略構成図 
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図 1－2 ドライウェル冷却装置凝縮水流量測定装置の検出時間 
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2. ドライウェル床ドレンサンプ水位測定装置の演算時間について

ドライウェル床ドレンサンプ水位測定装置は，超音波式水位検出器からの電気信号を，演

算装置にて流量信号に変換し監視する。 

ドライウェル床ドレンサンプ水位変化率の演算結果による警報動作範囲は，ドライウェル

床ドレンサンプ水位測定装置の計測範囲によらず設定可能であり，全漏えい量

0.23m3/h(3.8ℓ/min)の漏えいに相当する流量の 81％（3.08ℓ/min）になる前に，中央制御室

へドライウェル床ドレンサンプ流量大の警報表示を行う。なお，警報動作流量以上の流量で

は，警報表示状態を継続する。（「図 2－1 ドライウェル床ドレンサンプ水位測定装置の

概略構成図」参照） 

水位変化率は3分周期で演算した4回分の水位平均値を用いて最小二乗法により計算する

ため，漏えい発生から少なくとも 3 周期分の流量演算時間(9 分)＋水位平均値演算時間(25

秒)が必要となる。また，演算開始とドレン流入開始のタイミングによっては検出できない

ことも考えられるため，1 周期分(3 分)多い時間を考慮する必要がある。これより，検出時

間は 12分 25秒となるが，保守的に 13分後に検出可能と設定する。（「図 2－2 ドライウ

ェル床ドレンサンプ水位測定装置の演算時間」参照） 

図 2－1 ドライウェル床ドレンサンプ水位測定装置の概略構成図 
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ケース①：ドレン流入開始と水位平均値演算開始が同時

（ドレン流入開始から 9分 25秒後に 1gpmを検出） 

ケース②：ドレン流入開始が水位平均値演算中以外

（ドレン流入開始から T秒＋9分 25秒後に 1gpmを検出） 

ケース③：ドレン流入開始が水位平均値演算中

（ドレン流入開始から 12分 25秒後(最大)に 1gpmを検出） 

図 2－2 ドライウェル床ドレンサンプ水位測定装置の演算時間 
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3. ドライウェル冷却装置凝縮水流量測定装置による漏えい検出の評価時間の保守性につい

て

ドライウェル冷却装置凝縮水流量測定装置による漏えい検知時間（T1～T3の合計 34 分）

には，以下の通り保守性を見込んでおり，ドライウェル冷却装置凝縮水流量測定装置の検出

遅れ時間 T4の 2分を加えても 60分を超えないため，1時間以内に 0.23m3/hの漏えい量（蒸

気分）を検知可能である。 

3.1  ドライウェル冷却系冷却機までの蒸気到達時間（配管～ドライウェル冷却系冷却機）： 

T1＝3分における保守性 

漏えいした蒸気がドライウェル冷却系冷却機の冷却コイルに達し，冷却が開始されるま

での時間 T1 を評価する際には，ドライウェル冷却系冷却機に蒸気が到達するまでの時間

に「3.2 凝縮水量が平衡に到達する時間（凝縮水量平衡到達時間）：T2＝27 分における

保守性」で述べる原子炉格納容器内に漏えいした蒸気が徐々に充満し平衡状態となる過程

も一部で始まっているが，そのことは考慮せず保守的に評価している。 

また，RCPB 配管から漏えいした蒸気がドライウェル冷却系冷却機の冷却コイルに達す

る最長経路は，漏えい蒸気を含む原子炉格納容器内の雰囲気がドライウェル冷却系送風機

により一巡する時間を T1とすることで保守的に評価している。 

3.2  凝縮水量が平衡に到達する時間（凝縮水量平衡到達時間）：T2＝27 分における保守性 

漏えい蒸気が凝縮に要する時間は，ドライウェル冷却系冷却機における凝縮水量が蒸気

分の漏えい量と平衡となる時間として評価している。ここで，本評価に対しては確実に漏

えい蒸気分の検知を可能とするために，ドライウェル冷却装置凝縮水流量測定装置の警報

設定値を漏えい蒸気の 90％以下としている。凝縮水量と経過時間の関係は図 3－1のグラ

フの関係であり，凝縮水量が蒸気分の漏えい量(1.5ℓ/min)の 90％(1.35ℓ/min)に達する時

間は約 26.9分である。これを保守的に 27分と評価している。 

また，平衡に達する時間の妥当性については，「4. 凝縮水量が平衡状態に達する時間

に関する妥当性について」にて示す。 
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図 3－1 凝縮水量が平衡に達する時間 
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3.3 ドレン配管移送時間（ドライウェル冷却系冷却機～ドライウェル冷却装置凝縮水流量 

測定装置）：T3＝4分における保守性 

ドライウェル冷却系冷却機からドライウェル冷却装置凝縮水流量測定装置までのドレ

ン配管には，鉛直部，水平部（1/100こう配）があるが，ドレン配管移送時間を評価する

際には，保守的に鉛直部を含む全体を水平部と同じ 1/100こう配と仮定し，さらに評価用

長さを配管の設計長さに 1.2倍を乗じて評価している。 

なお，ドライウェル冷却系冷却機からドライウェル冷却装置凝縮水流量測定装置までの

ドレン配管には， A， A， A 及び A の配管口径があるが，最も保守的となる

A の配管は全体の 11％以下であり，配管長さの余裕 20％に含まれるため，すべての配

管を Aと仮定し評価している。 

鉛直配管の流速は水平部より速くなり，さらに小さい配管口径の流速は大きい配管口径

より速くなることから，実際の検出時間は評価時間よりも短くなると考えられる。 

図 3－2 ドレン配管移送時間における概略図（ドライウェル冷却系 

冷却機～ドライウェル冷却装置凝縮水流量測定装置） 

注記*1：評価上の配管長さは，20％の余裕を考慮している。 

*2：①-上部Aの配管長さの方が長く保守的となるため，

評価では使用していない。 

*3：①-上部A+②の配管長さの方が長く保守的となるた

め，評価では使用していない。 

*4：口径 Aの配管は，No.③全体の約11％であり，配

管長さの余裕に含まれるため評価上の口径は A

として評価している。 
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3.4 ドライウェル冷却装置凝縮水流量測定装置の検出遅れ時間：T4＝2分における保守性 

ドライウェル冷却装置凝縮水流量測定装置の検出遅れ時間を「1. ドライウェル冷却装

置凝縮水流量測定装置の検出時間について」に示す。 

3.5 ドレン配管移送時間（ドライウェル冷却装置凝縮水流量測定装置～ドライウェル床ド 

レンサンプ水位測定装置）：T5＝4分における保守性

ドライウェル冷却装置凝縮水流量測定装置からドライウェル床ドレンサンプまでのド

レン配管には，鉛直部，水平部（1/100こう配）があるが，ドレン配管移送時間を評価す

る際には，保守的に鉛直部を含む全体を水平部と同じ 1/100こう配と仮定し，さらに評価

用長さを配管の設計長さに 1.2倍を乗じて評価している。 

また，ドライウェル冷却装置凝縮水流量測定装置からドライウェル床ドレンサンプまで

のドレン配管には， A， A 及び A の配管口径があるが，最も保守的となる A

が全体の 88％であるため，すべての配管を Aとし評価している。 

鉛直配管の流速は水平部より速くなり，さらに小さい配管口径の流速は大きい配管口径

より速くなることから，実際の検出時間は評価時間よりも短くなると考えられる。 

図 3－3 ドレン配管移送時間における概略図（ドライウェル冷却装置凝縮水流量測定 

装置～ドライウェル床ドレンサンプ水位測定装置） 

注記*1：配管口径は，すべての配管を最も保守的となる Aとし 

評価している。 

*2：評価上の配管長さは，20％の余裕を考慮している。
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4. 凝縮水量が平衡状態に達する時間に関する妥当性について 

4.1 ドライウェル冷却系の設置目的について 

ドライウェル冷却系は，通常運転時において，ドライウェル冷却系冷却機による冷却に

よって，原子炉格納容器内の機器，配管等からの発熱を除去するために設置している。 

ドライウェル冷却系冷却機の容量は，通常運転時における原子炉格納容器内の環境維持

のための必要冷却量を基に設定し，原子炉格納容器内の平均温度を 57℃以下に維持する

ために必要な容量としている。 

 

4.2 ドライウェル冷却系の構造・機能について 

4.2.1 ドライウェル冷却系の構成について 

RCPB 配管から原子炉格納容器内へ漏えいが生じたときに，蒸気分については原子

炉格納容器に設置されるドライウェル冷却系にて冷却される。ドライウェル冷却系は

原子炉格納容器内の上部及び下部エリアにドライウェル冷却系冷却機が各々3 台ず

つ設置されており，通常運転時は上部及び下部エリア各々のドライウェル冷却系冷却

機 2台運転とし，ドライウェル冷却系冷却機の各々1台は予備としている。 

上部及び下部エリアのドライウェル冷却系冷却機は，原子炉補機冷却系から供給さ

れる冷水により，原子炉格納容器内雰囲気を循環冷却できる設計としている。また，

下部エリアのドライウェル冷却系冷却機は，ドライウェル除湿系からも供給される冷

水により，原子炉格納容器雰囲気を低湿度に維持できる設計としている。 

上部ドライウェル冷却系冷却機及び下部ドライウェル冷却系冷却機のコイルユニ

ットは，ユニット構成部材（骨組鋼材，外板等）で風路を形成し，冷却コイルを鋼材

に取り付け，ドライウェル冷却系送風機により吸込口から取り込まれた空気がバイパ

スすることなく冷却コイルを通過する構造とする。コイルユニットの概略図を下記の

「図 4－1 ドライウェル冷却系冷却機の概略図」に示す。 

 

図 4－1 ドライウェル冷却系冷却機の概略図  
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4.2.2 ドライウェル冷却系冷却機の冷却能力について 

ドライウェル冷却系は，通常運転時において，ドライウェル内の機器，配管等から

の発熱を除去するため，また，ドライウェル内配管の大気腐食防止対策として，ドラ

イウェル雰囲気を低湿度に保つために設置している。 

プラント通常運転時，ドライウェル内に設置されている各機器からの放熱及びサプ

レッションプールからの蒸発分の凝縮による熱負荷は 0.997MW程度である。一方，ド

ライウェル冷却系冷却機の交換熱量（合計）は 1.06MWであることから，ドライウェ

ル内雰囲気を平衡状態に維持することができる。 

 

  4.2.3 蒸気漏えい時 

蒸気漏えいが発生した場合には，ドライウェル冷却系の熱負荷に凝縮潜熱分の除

熱能力が追加される。原子炉冷却材の漏えい量 0.23m3/h（1gpm）に相当する蒸気

1.5ℓ/min を凝縮するために必要な除熱量は 0.056MWであり，次式で求められる。 

 

  1.5ℓ/min×1.0kg/ℓ÷60×（2.676×106J/kg－0.419×106J/kg）＝0.056MW 

 

漏えい量 Q1 ：1.5ℓ/min（蒸気分） 

漏えい水密度 ：1.0kg/ℓ 

大気圧での蒸気のエンタルピ ：2.676×106J/kg 

大気圧での水のエンタルピ ：0.419×106J/kg 

 

以上より，0.23m3/h(1gpm)の漏えいにより蒸気漏えいが発生した際のドライウェル

冷却系冷却機は，凝縮潜熱分 0.056MWの除熱能力が追加されるものの，ドライウェル

冷却系冷却機の交換熱量（合計）は 1.06MWであることから，十分な除熱能力を有し

ている。したがって，漏えい蒸気は，ドライウェル冷却系にて凝縮することが可能で

ある。 
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5. ドレン配管移送時間の算出について

ドレン配管移送時間（T3，T5，T8）の算出において，ドレンの流速 vを求めるときに解が

複数存在する場合があるため，この時の算出条件について，以下に示す。 

vは mの関数，さらに mは Aと Lつまりθの関数になる。一方，Qは Aとθの関数となる。

ガンギェ・クッタの経験式は開渠（上蓋のされていない水路）に適応される経験式であるた

め，水密状態に近い（180≦θ≦360）は適応範囲外となる。 

（算出式：ガンギェ・クッタの経験式） 

v＝C√m∙i        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.1）

C＝
23＋(1/n)＋(0.00155/i)

1＋{23＋(0.00155/i)}(n/√m)
・・・・・・・・・・・・・（5.2）

記号 記号説明 単位 計算式 

n 粗度係数 ― 配管材固有の値 

i こう配 ― ― 

r 配管半径 m ― 

Q 流量 m3/s ― 

θ 弦の角度 ° 仮定値 

h 流体深さ m H＝r･(1－cos(θ/2)) 

L ぬれ縁長さ m L＝r･θ･π/180 

A 断面積 m2 A＝1/2×r2(θ･π/180－sinθ) 

m 平均深さ m m＝A/L 

C 流速係数 ― （2）式 

Lp 配管長 m ― 

v1 断面積から求めた流速 m/s v1＝Q/A 

v2 ガンギェ・クッタの経験式から求めた流速 m/s （1）式 

T 時間遅れ min T＝Lp/v2/60 

Δv 収束誤差 m/s Δv＝v1－v2 

実際の算出においては，流速 v1，v2，断面積 A及びぬれ縁長さ Lを求める必要がある。こ

こで，弦の角度θをある値と仮定することで断面積 Aを算出し，流量と断面積の関係から

算出した流速 v1と，上記（5.1）式及び（5.2）式により算出した流速 v2が同値となるまで

収束計算を行うことで算出する。 

l 

i 

ｖ

A 

 

L 

θ
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図 5－1 流量と流速と配管断面（角度）の関係 
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6. 漏えい検出設備の検出時間評価に使用する配管の粗度係数について

ドライウェル冷却系冷却機にて凝縮した凝縮水をドライウェル床ドレンサンプまで移送

するドレン配管，及び保温材からの漏えい水をドレン配管入口からドライウェル床ドレンサ

ンプまで移送するドレン配管内を流れる漏えい水の流速は，シェジー形の公式及びガンギ

ェ・クッタの経験式を基に算出しており，この際に配管の内面粗さを表すパラメータとして

粗度係数を使用している。 

粗度係数は以下に示す Manning-Stricklerの式を用いて評価することが可能であり，実機

におけるステンレス鋼管の粗度係数は 0.01 以下となることも考慮し，本評価で用いる粗度

係数は 0.01としている。 

なお，「機械工学便覧」に記載されている黄銅管の粗度係数は 0.009～0.013である。 

（算出式：Manning-Stricklerの式） 

g

7.66

k
n

1/6

s

表 6－1 ステンレス鋼管の粗度係数 

相当粗度 ks 5×10-5m＊ 

粗度係数 n 0.008 

注記＊：メーカ標準値 

n ：粗度係数 

ks ：相当粗度（＝配管内面粗さ） 

g ：重力加速度（＝9.80665m/s2） 
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7. ドライウェル床ドレンサンプ水位測定装置の漏えい検出の評価時間の保守性について

ドライウェル床ドレンサンプ水位測定装置による漏えい検知時間（T6～T8の合計 45 分）

には，以下の通り保守性を見込んでおり，ドライウェル床ドレンサンプ水位測定装置の演算

時間 T9の 13 分を加えても 60 分を超えないため，1 時間以内に 0.23m3/h の漏えい量（液体

分）を検知可能である。 

また，ドライウェル冷却装置凝縮水流量測定装置による漏えい検知時間（T1～T3の合計 34

分）には 3.のとおり保守性を見込んでおり，ドライウェル冷却装置凝縮水流量測定装置か

らドライウェル床ドレンサンプ水位測定装置までのドレン移送時間 T5 及びドライウェル床

ドレンサンプ水位測定装置の演算時間 T9 の合計 17 分を加えても 60 分を超えないため，1

時間以内に 0.23m3/hの漏えい量（蒸気分）を検知可能である。 

7.1 保温材から漏れ出るまでの時間（保温材内滞留時間）：T6＝22分における保守性 

 7.1.1 金属保温材 

原子炉冷却材配管は保温材（金属保温）を設置しており，円周方向に一体構造では

なく，独立に 2分割された金属保温を止め合わせて取り付けている。保温材から漏え

い水が漏れ出るまでの時間 T6は，保守的に漏えい水が 2 分割の一部の保温材及び保

温材と原子炉冷却材配管のすき間の 2分割部分に滞留後，接合部から漏れ出ると仮定

し算出している。漏えい水が保温材内に入り込むとは考えにくいが，保温材の 2分割

の下側に入り込むと仮定することで，漏えい水が保温材の接合部まで達し流れ出るま

での時間を保守的に評価している。 

なお，本評価では保守的に今回の拡大範囲を含む原子炉冷却材配管のうち最も保温

材内容積の大きい箇所（原子炉再循環系配管）にて評価している。 

 

図 7－1 金属保温材から漏れ出るまでの時間における概略図 

7.1.2 一般保温材 

原子炉冷却材配管は保温材（一般保温）を設置しており，円周方向に一体構造では

なく，独立に 2分割された一般保温を止め合わせて取り付けている。保温材から漏え

い水が漏れ出るまでの時間 T6は，保守的に漏えい水が 2 分割の一部の保温材及び保

温材と原子炉冷却材配管のすき間の 2分割部分に滞留後，接合部から漏れ出ると仮定

し算出している。保温材は撥水性が高いため漏えい水は吸収されにくいが，保温材の

2分割の下側に体積分吸収される（保温材の体積分滞留する）と仮定することで，漏 

450mm 

508mm 738mm 



15 

えい水が保温材の接合部まで達し流れ出るまでの時間を保守的に評価している。 

なお，本評価では保守的に今回の拡大範囲を含む原子炉冷却材配管のうち最も保温

材内容積の大きい箇所(給水系配管)にて評価している。 

図 7－2 一般保温材から漏れ出るまでの時間における概略図 

7.2 ドレン配管入口までの到達時間（保温材～ドレン配管入口）：T7＝16分における保守 

性 

保温材からの漏えい水はドライウェル内の床面に落下し，床面に水位を形成しつつ床面

に設置されたドレン配管入口に流入する。本評価における落下位置は，配管の真下ではな

く原子炉格納容器内においてドレン配管入口（床ドレン受口）から最も離れている箇所か

ら評価すること，及び水位を形成する範囲を落下点から 2箇所のドレン配管入口までの範

囲全域を見込むことで保守的な評価としている。なお，ドライウェル床面の水位とドレン

配管への流出量については，以下のゴビンダ ラオの式を基に算出している。 

（算出式：ゴビンダ ラオの式） 

Q＝C・B・h3/2 

C＝1.642・(h/L)
0.022

Q：ドレン配管への流出量(m3/h)，C：流量係数，B：越流幅(m)，h：越流水深(m)， 

L：堤頂幅(m),W：せき高(m)（本評価では 0mとして計算） 

（出典：土木学会 水理公式集（平成 11年版）） 

654mm 

457.2mm 637.2mm 
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図 7－3 落下点からドレン配管入口までの到達時間における概略図 

ドレン配管入口 
（床ドレン受口） 

ドライウェル床 

水位形成範囲 

6236mm 

評価用面積：（10.8175
2
－4.5815

2
）×π/4≒75.4m

2
 

評価用越流幅：6.236m 

評価用堤頂幅：2×π×（6.236＋4.5815）/4≒17m 

落下点 

4581.5mm 
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7.3 ドレン配管移送時間（ドレン配管入口～ドライウェル床ドレンサンプ）：T8＝7分にお  

ける保守性 

ドレン配管入口からドライウェル床ドレンサンプまでの配管には，鉛直部，水平部

（1/100こう配）があるが，ドレン配管移送時間を評価する際には，保守的に鉛直部を含

む全体を水平部と同じ 1/100こう配と仮定し，さらに評価用長さを配管の設計長さに 1.2

倍を乗じて評価している。 

鉛直配管の流速は水平部より速くなることから，実際の検出時間は評価時間よりも短く

なると考えられる。 

図 7－4 ドレン配管移送時間における概略図 

7.4 ドライウェル床ドレンサンプ水位変化率の演算時間：T9＝13分における保守性 

ドライウェル床ドレンサンプ水位変化率の検出遅れ時間を「2. ドライウェル床ドレン

サンプ水位測定装置の演算時間について」に示す。

7.5 ドライウェル床ドレンサンプ水位測定装置の警報設定について 

ドライウェル床ドレンサンプまでの評価時間は，蒸気分の漏えい量の 90％（1.35ℓ/min）

に到達する時間（凝縮水量が平衡に到達する時間（凝縮水量平衡到達時間）：T2），液体

分の漏えい量の 75％（1.73ℓ/min）に到達する時間（ドレン配管入口までの到達時間（保

温材～ドレン配管入口）：T7）を元にそれぞれ評価しているが，ドライウェル床ドレンサ

ンプには蒸気分であるドライウェル冷却系冷却機からの凝縮水と液体分であるドライウ

ェル床ドレンの両方が流入するため，ドライウェル床ドレンサンプ水位測定装置では，蒸

気分と液体分を足し合わせた流入量として，全漏えい量の 81％（3.08ℓ/min）以上に相当

する水位変化率を計測する。ここで，蒸気分は液体分よりも 7分早くドライウェル床ドレ

ンサンプに到達するため，液体分のドライウェル床ドレンサンプ到達時には，先行する蒸

① 約26.4 32*1

②*2 約2.7 ― ―

③ 約12.9 16*1

配管長さ
全長さ×
1.2(m)

No.

設計値 評価用

配管
口径
(A)

配管
口径
(A)

注記*1：評価上の配管長さは，20％の余裕を考慮し 

ている。 

注記*2：No.①の配管長さの方が長く保守的となる 

ため，No.②は評価では使用していない。 

全長 配管長さ 
（m）
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気分が 1.35ℓ/min 以上の流入量となっているが，本評価に対しては確実に漏えいの検知を

可能とするために，ドライウェル床ドレンサンプ水位測定装置は到達時間差で生じる増加

分を考慮せず，警報設定値を全漏えい量の 81％（3.08ℓ/min）以下としている。 

注記＊1：ドライウェル床ドレンサンプ水位変化率の演算時間（13分）を考慮すると，漏えい発

生から１時間以内に検出するためには，ドライウェル床ドレンサンプへの流入時間（T6

＋T7＋T8）を 47分以内にする必要があり，この時の流入量は液体分の漏えい量（2.3ℓ/min）

の約 77％となる。この値に余裕を持たせて，液体分の漏えい量の検出時間評価におい

ては，漏えい量（2.3ℓ/min）の 75％（1.73ℓ/min）で評価を行う。 

＊2：蒸気分（1.5ℓ/min）の 90％（1.35ℓ/min）＋液体分（2.3ℓ/min）の 75％（1.73ℓ/min）

＝全漏えい量（3.8ℓ/min）の 81％（3.08ℓ/min) 

図 7－5 漏えい発生から 45分後におけるドライウェル床ドレンサンプへの流入量 

検出時間

RCPB配管からの漏えい発生

ドライウェル冷却装置
凝縮水流量測定装置

ドライウェル床ドレンサンプ
水位測定装置

蒸気分 液体分

配管～ドライウェル冷却系
冷却機(T1)

3min

ドライウェル冷却系冷却機～ドライ
ウェル冷却装置凝縮水流量測定装置

(T3)

4min

ドライウェル冷却装置凝縮水流量
測定装置の検出遅れ時間(T4)

2min

36min

凝縮水量平衡到達時間(T2)

27min

保温材内滞留時間(T6)

22min

保温材～ドレン配管入口(T7)

16min

ドレン配管入口～ドライウェル
床ドレンサンプ(T8)

7min

ドライウェル床ドレンサンプ
水位変化率の演算時間(T9)

13min

検出時間

58min

ドライウェル冷却装置凝縮水流
量測定装置～ドライウェル床

ドレンサンプ(T5)

4min

(45min)

(38min)

1.73ℓ/min
(液体分漏えい量の75％) *1

1.35ℓ/min
(蒸気分漏えい量の90％)

3.08ℓ/min
(全漏えい量の81％) *2
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8. ドライウェル床ドレンサンプ水位測定装置監視不能時の対応について

RCPB 配管からの原子炉冷却材の漏えいの検出装置としてドライウェル床ドレンサンプ水

位測定装置を使用するが，当該計器が故障した場合は，当該計器の復旧に努めるとともに，

ドライウェル冷却装置凝縮水流量測定装置による確認（原子炉冷却材漏えい時のドライウェ

ル冷却系冷却機の蒸気凝縮量の増加），及びドライウェル内雰囲気放射性物質濃度測定装置

による確認（原子炉冷却材漏えい時の核分裂生成物放出量の増加）を行う。 

なお，ドライウェル床ドレンサンプ水位測定装置の故障判断については，通常運転時にお

ける当該装置の監視及び点検の結果により行う。 
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9. コリウムシールドが検出時間に与える影響について

コリウムシールドが検出時間に与える影響を評価するため，原子炉格納容器下部で漏え

いが発生した場合の検出時間についてコリウムシールドを設置した場合の検出時間への影

響を確認するとともに，添付書類Ⅵ-1-4-1「原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏えいを

監視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書」（以

下「添付書類」という。）で評価した検出時間に包絡されているかを確認する。コリウム

シールドの概要図を図 9－1に示す。

図 9－1 コリウムシールド概要図 

ドライウェル床ドレンサンプ

ドライウェル機器ドレンサンプ

ドレン配管長
約6m

原子炉格納容器下部
コリウムシールド

圧力容器ペデスタル
（内側鋼板）

ドライウェル床ドレンサンプ

コリウムシールド

原子炉圧力容器

Ａ

Ａ

圧力容器ペデスタル
（外側鋼板）

原子炉格納容器下部 平面図

原子炉格納容器下部 断面図

ドライウェル床ドレンサンプ

コリウムシールド

約1.7m
内側鋼板

外側鋼板

約3.5m

Ａ－Ａ矢視図
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9.1 蒸気分の漏えい 

原子炉格納容器下部の RCPB配管から漏れ出た蒸気は，やがてドライウェル冷却系冷却

機の冷却コイルに達し，冷却されて凝縮水となる。 

添付書類 3.3.4(1)では漏えい蒸気を含む原子炉格納容器内の空気がドライウェル冷

系送風機により一巡する経路で時間を算出しており，経路には原子炉格納容器下部も含

まれていることから，原子炉格納容器下部の RCPB配管からの漏えいにおける蒸気分の検

出時間は添付書類において算出している時間と同様になる。 

9.2 液体分の漏えい 

原子炉格納容器下部での漏えいのうち液体分は，RCPB配管から原子炉格納容器下部床

面に漏えいする。その後，原子炉格納容器下部床面からドレン配管入口へ流れ，ドレン

配管を経て，ドライウェル床ドレンサンプに流入し，ドライウェル床ドレンサンプ水位

測定装置により検出される。 

時間評価の概要図を図 9－2に示す。 

図 9－2 時間評価概要図 

【凡例】

： 落下点

： 原子炉格納容器下部床面における漏えい経路

： コリウムシールドスリット

： ドレン配管

破線 ： 時間評価箇所
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9.2.1 ドレン配管入口までの到達時間(原子炉格納容器下部床面～ドレン配管入口) 

(1) コリウムシールドを設置した場合の移送時間

a. 原子炉格納容器下部床面～コリウムシールドスリット部までの到達時間：TP1-1

コリウムシールドを設置した原子炉格納容器下部床面にはこう配がないことか

ら，漏えい水は床面に均一に広がり水位上昇に伴いコリウムシールドスリット部

へ流入する。原子炉格納容器下部床面は，漏えい水の落下地点からコリウムシー

ルドスリット部までの長さを堤頂幅とする広頂ぜきとなることから，ゴビンダ

ラオの式（「土木工学ハンドブック」1986 年 1 版 10 刷 土木学会編）から水位

と流入量の関係を求めることができる。具体的には，（9.1）～（9.4）式から単

位時間当たりの原子炉格納容器下部床面への流入量と水位からコリウムシールド

スリット部への流出量を算出し，コリウムシールドスリット部への流出量が平衡

に達する時間（TP1-1）は，コリウムシールドスリット部への流出量が漏えい量 Q2

の 75％以上となる平衡到達時間とする。(「図 9－3 原子炉格納容器下部床面か

らコリウムシールドスリット部までの漏えい経路」及び「図 9－4 床面概略図」

参照) 

なお，本計算は，原子炉格納容器下部床面のうち，コリウムシールドスリット

部から最も離れている位置を落下点として設定し，評価している。 

図 9－3 原子炉格納容器下部床面からコリウムシールドスリット部までの漏えい経路 
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QO(t)＝C・BP1-1・h(t)
3

2 ················································· （9.1） 

C＝1.642・(h(t)/LP1-1)
0.022

 ············································· （9.2）

h(t)＝Qi(t)/AP1-1 ······················································ （9.3） 

Qi(t)＝Qi(t－ΔT)＋Q2・ΔT－Q0(t) ····································· （9.4） 

図 9－4 床面概略図 

原子炉格納容器下部床面からコリウムシールドスリット部までの漏えい水の到

達時間を算出した結果，5分となる。 

b. コリウムシールドスリット部～ドレン配管入口までの到達時間：TP1-2

コリウムシールドスリット部 には，ドレン配管入口に向か

って が施されているため，コリウムシールドスリット部を流れる

漏えい水の平均流速を，シェジー形の公式及びガンギェ・クッタの経験式から算

出することにより，コリウムシールドスリット部を通過する時間を求める。 

なお，本計算はコリウムシールドスリット部からドレン配管入口部までのスリ

ットのうち，全長が最も長くなるスリット長により評価している。また，保守的

に垂直部を含む全体を水平部と同じ と仮定して評価している。 

落下点

LP1-1

床面

BP1-1

h
AP1-1

QO

漏えい水
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図 9－5 コリウムシールドスリット部の漏えい経路 

vP1＝C√m・i 

     C＝
23＋(1／n)＋(0.00155／i)

1＋{23＋(0.00155／i)}(n／√m)

TP1-2＝
LP1-2
vP1

QD＝v・A・3600 

m＝A／L 

図 9－6 コリウムシールドスリット部概略図 

コリウムシールドスリット部を通過する時間を算出した結果，2分となる。

(2) コリウムシールドを設置しない場合の移送時間

a. 原子炉格納容器下部床面～ドレン配管入口までの到達時間：TP1’

原子炉格納容器下部床面にはこう配がないことから，漏えい水は床面に均一に

広がり水位上昇に伴いドレン配管入口へ流入する。原子炉格納容器下部床は，漏

えい水の落下地点からドレン配管入口までの長さを堤頂幅とする広頂ぜきとなる

ことから，9.2.1(1)a.項で用いたゴビンダ ラオの式からドレン配管入口への流

出量が平衡に達する時間（TP1’）を求める。 

(「図 9－7 原子炉格納容器下部床面からドレン配管入口までの漏えい経路」

及び「図 9－8 床面概略図」参照) 

なお，本計算は，原子炉格納容器下部床面のうち，ドレン配管入口から最も離

れている位置を落下点として設定し，評価している。 
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図 9－7 原子炉格納容器下部床面からドレン配管入口までの漏えい経路 

QO(t)＝C・BP1'・h(t)
3

2 ················································· （9.5） 

C＝1.642・(h(t)/LP1')
0.022

 ············································· （9.6）

h(t)＝Qi(t)/AP1' ······················································ （9.7） 

Qi(t)＝Qi(t－ΔT)＋Q2・ΔT－Q0(t) ····································· （9.8） 

図 9－8 床面概略図 

落下点

LP1’

床面

BP1’

h
AP1

’

QO

漏えい水
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 9.2.2 ドレン配管移送時間(ドレン配管入口～ドライウェル床ドレンサンプ)：TP2 

ドレン配管入口からドライウェル床ドレンサンプまでの呼び径 A のドレン配

管(内径 m)には，ドライウェル床ドレンサンプに向かって 1/50 のこう配が

施されているため，ドレン配管を流れる漏えい水の平均流速をシェジー形の公式及

びガンギェ・クッタの経験式から算出することにより，ドレン配管移送時間を求め

る。 

なお，本計算は，ドレン配管入口からドライウェル床ドレンサンプまでの配管長

により評価している。また，保守的に垂直部を含む全体を水平部と同じ 1/50こう配

と仮定して評価している。 

図 9－9 ドレン配管入口からドライウェル床ドレンサンプまでの漏えい経路 

vP2＝C√m・i 

       C＝
23＋(1／n)＋(0.00155／i)

1＋{23＋(0.00155／i)}(n／√m)

TP2＝
L

vP2

QD＝v・A・3600 

m＝A／L 

図 9－10 ドレン配管の概略図 

ドレン配管入口からドライウェル床ドレンサンプまでのドレン配管移送時間を算

出した結果，1分となる。 

1

50

ｖ

L

A
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 9.2.3 検出時間 

原子炉格納容器下部での漏えいのうち液体分の検出時間を算出した結果，漏えい

発生から検出されるまでの時間は 41分で検出可能であることを確認した。 

また，コリウムシールドを設置した場合と設置しない場合の検出時間に差がない

ことを確認した。 

注記＊1：蒸気分については添付書類でのドライウェル冷却装置凝縮水流量測定装置及びドラ 

イウェル床ドレンサンプ水位測定装置による検出時間と同じ。

＊2：液体分の検出時間について記載。コリウムシールドを設置した場合と設置しない 

場合で検出時間は同等である。 

図 9－11 原子炉格納容器下部における漏えい検出時間の評価結果 

検出時間

原子炉格納容器下部における
RCPB配管からの漏えい発生

ドライウェル冷却装置
凝縮水流量測定装置

ドライウェル床ドレンサンプ
水位測定装置

蒸気分＊1 液体分

配管～ドライウェル冷却系
冷却機(T1)

3min

ドライウェル冷却系冷却機～ドラ
イウェル冷却装置凝縮水流量測定

装置(T3)

4min

ドライウェル冷却装置凝縮水流量
測定装置の検出遅れ時間(T4)

2min

36min

凝縮水量平衡到達時間(T2)

27min

保温材内滞留時間(T6)

22min

原子炉格納容器下部
床面～コリウムシー

ルドスリット部
(TP1-1)

3min

ドライウェル床ドレンサンプ
水位変化率の演算時間(T9)

13min

検出時間

41min＊2

ドライウェル冷却装置凝縮
水流量測定装置～ドライ
ウェル床ドレンサンプ(T5)

4min

(27min)

(38min)

(コリウムシールド
を設置した場合)

(コリウムシールド
を設置しない場合)

コリウムシールドス
リット部～ドレン配

管入口 (TP1-2)

2min

ドレン配管入口～ドライウェル床ドレン
サンプ(TP2)

1min

原子炉格納容器下部
床面～ドレン配管

入口(TP1’)

5min

(27min)
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表 9－1 原子炉格納容器下部における漏えい検出時間の整理表(1/2) 

項目 計算パラメータ 
評価時間 

（min） 

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
で
の
漏
え
い
の
う
ち
液
体
分
に
お
け
る
検
出
時
間 

a. 保温材から漏れ出

るまでの時間（保

温材内滞留時間）

：T6（min）

d1：保温材外径（m） 0.738 

T6＝22 
d2：配管外径（m） 0.508 

L5：保温材最大長さ（m） 0.450 

Q2：漏えい量（液体分）（ℓ/min） 2.3 

b. 原子炉格納容器下

部床面～コリウム

シールドスリット

部までの到達時間 

：TP1-1（min） 

Q2：漏えい量（液体分）（ℓ/min） 2.3 

TP1-1＝3*3 

Qi：原子炉格納容器下部床面の滞留量

（m3） 
（数式） 

C：流量係数 （数式） 

BP1-1：越流幅（m） 5.75 

h：越流水深（m） （数式） 

QO：ドレン配管への流出量（m3/h） （数式） 

LP1-1：堤頂幅（m） 6.0 

AP1-1：原子炉格納容器下部床面積（m2） 17.3 

c. コリウムシールド

スリット部～ドレ

ン配管入口までの

到達時間 

：TP1-2（min） 

vP1-2：スリット部を流れる漏えい水の

平均流速（m/s） 
0.036＊1 

TP1-2＝2*3 

C：流速係数 18.0＊1 

i：こう配 

n：粗度係数 0.01＊2 

A：流路断面積（m2） 0.00041＊1 

QD：スリット部を流れる漏えい水の流

量（m3/h） 
0.053 

m：平均深さ（m） 0.00162＊1 

L：スリット部のぬれ縁長さ（m） 0.253＊1 

LP1-2：スリット部の長さ（m） 3 

注記＊1：収束計算によって得られる値 

＊2：Manning-Stricklerの式を用いて評価した結果及び実機におけるステンレス鋼

管の粗度係数は 0.01以下となることも考慮し設定した値 

＊3：平衡流量が漏えい量（液体分）Q2の 75％に到達する時間として算出 
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表 9－1 原子炉格納容器下部における漏えい検出時間の整理表(2/2) 

項目 計算パラメータ 
評価時間 

（min） 

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
で
の
漏
え
い
の
う
ち
液
体
分
に
お
け
る
検
出
時
間 

d. 原子炉格納容器下

部床面～ドレン配

管入口までの到達

時間

：TP1’（min）

Q2：漏えい量（液体分）（ℓ/min） 2.3 

TP1’＝5*5 

Qi：原子炉格納容器下部床面の滞留量

（m3） 
（数式） 

C：流量係数 （数式） 

BP1’：越流幅（m） 5.75 

h：越流水深（m） （数式） 

QO：ドレン配管への流出量（m3/h） （数式） 

LP1’：堤頂幅（m） 9.0 

AP1’：原子炉格納容器下部床面積（m2） 26.0 

e. ドレン配管移送時

間(ドレン配管入

口～ドライウェル

床ドレンサンプ)

：TP2（min）

vP2：ドレン配管を流れる漏えい水の平

均流速（m/s） 
0.208＊1 

TP2＝1*5 

C：流速係数 25.0＊1 

i：こう配 0.02 

n：粗度係数 0.01＊2 

A：流路断面積（m2） 0.00014＊1 

QD：ドレン配管を流れる漏えい水の流

量（m3/h） 
0.107 

m：平均深さ（m） 0.00346＊1 

L：ドレン配管のぬれ縁長さ（m） 0.041＊1 

LP2：ドレン配管の長さ（m） 6 

f. ドライウェル床ド

レンサンプ水位変

化率の演算時間 

：T9（min） 

―＊3 T9＝13＊4 

検出時間合計：コリウムシールドを設置した場合 

（T6＋TP1-1＋TP1-2＋TP2＋T9） 
41 

検出時間合計：コリウムシールドを設置しない場合 

（T6＋TP1’＋TP2＋T9） 
41 
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注記＊1：収束計算によって得られる値 

＊2：Manning-Stricklerの式を用いて評価した結果及び実機におけるステンレス鋼

管の粗度係数は 0.01以下となることも考慮し設定した値  

＊3：計算パラメータなし 

＊4：ドライウェル床ドレンサンプ水位変化率の演算時間は，添付書類 3.3.4(2)e.

と同じ値 

＊5：平衡流量が漏えい量（液体分）Q2の 75％に到達する時間として算出 
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9.3 コリウムシールドが検出時間に与える影響評価結果 

コリウムシールドを設置することで，ドレン配管の前にコリウムシールドスリット部

を通過する経路となるが，同スリット部の配置とこう配により，検出時間はコリウムシ

ールドを設置しない場合と同等となる。したがって，コリウムシールドによる原子炉冷

却材の漏えい検出に対する影響はない。なお，コリウムシールドを設置する場合と設置

しない場合の原子炉格納容器下部における漏えいの検出時間は，添付書類において算出

しているドライウェル床ドレンサンプ水位測定装置の検出時間 58分に包絡される。 
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10. ドライウェル内雰囲気放射性物質濃度測定装置の検知性について

ドライウェル内雰囲気放射性物質濃度測定装置が，漏えい位置を特定できない原子炉格

納容器内への漏えいに対して，1時間以内に 0.23m3/h(1gpm)の漏えい量を検出できること

を確認するため，冷却材中の放射性物質濃度として，炉心燃料から冷却材への全希ガス漏

えい率（3.7×109Bq/s）を考慮した場合における，漏えい開始から 1時間後の指示値（主

蒸気又は炉水のみが各々1gpm 漏えいした場合の値）及び限界計数率を比較した結果を表

10－1に示す。また，ドライウェル内雰囲気放射性物質濃度測定装置の概要図を図 10－1

に示す。 

表 10－1 漏えい開始から 1時間後のドライウェル内雰囲気放射性物質濃度測定装置の指示 

表 10－1 値評価結果（炉心燃料から冷却材への全希ガス漏えい率(Bq/s)：3.7×109） 

ドライウェル内雰囲気放射性物質濃度測定装置

の指示値（バックグラウンドレベル含む） 
通常時（バックグ

ラウンドレベル）
限界計数率* 

主蒸気漏えい時 炉水漏えい時

注記＊：バックグラウンド計測値の揺らぎの中で試料を測定した際に，統計的に有意な計 

測値として検出しうる最低量 

図 10－1 ドライウェル内雰囲気放射性物質濃度測定装置の概要図 

表 10－1に示すとおり，漏えい開始から 1時間後のドライウェル内雰囲気放射性物質濃

度測定装置の指示値から通常時の指示値（バックグラウンドレベル）を差し引いた値が，

主蒸気漏えい時及び炉水漏えい時ともに限界計数率を超えているため，原子炉冷却材の漏

えいに伴うドライウェル内雰囲気放射性物質濃度の上昇を検知可能である。そのため，ド

ライウェル床ドレンサンプ水位測定装置が故障した場合において，ドライウェル内雰囲気
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放射性物質濃度測定装置の指示値を監視することで，漏えい位置を特定できない原子炉格

納容器内への漏えいに対して，1時間以内に 1gpmの漏えい量を検出可能である。 

なお，ドライウェル内雰囲気放射性物質濃度測定装置は，通常時から計測を行っている。 
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1  

1. 概要

本資料は，「Ⅵ-1-4-2 流体振動又は温度変動による損傷の防止に関する説明書」（以下

「説明書」という。）の「2.評価範囲」に示す評価範囲において，流力振動評価が必要な

配管内円柱状構造物及び配管の高サイクル熱疲労評価が必要な高低温水合流部及び閉塞分

岐管が含まれていないことを説明する。 

なお，原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲及びその他改造範囲以外の既設設備につい

ては，経済産業省原子力安全・保安院による指示文書の別紙 1「新省令第 6 条及び第 8 条

の 2 第 2 項における流体振動による損傷の防止に関する当面の措置について」（平成 17・

12・22 原院第 6 号）に基づき保安院に提出した「島根原子力発電所１号機及び２号機 

流体振動による配管内円柱状構造物の損傷防止に関する評価結果と措置計画等の報告

について」（平成18年10月13日付電原運第８０号）及びＮＩＳＡ文書「発電用原子力設

備に関する技術基準を定める省令の改正に伴う電気事業法に基づく定期事業者検査の実

施について」（平成 17・12・22 原院第 6 号）に基づき提出した「島根原子力発電所第

２号機における高サイクル熱疲労による損傷の防止に関する評価及び検査結果の提出に

ついて」（平成18年6月19日付電原運第２９号）（以下「報告書」という。）にて評価し

ている。 

また，技術基準規則第 19 条解釈に示された配管内円柱状構造物の流力振動及び配管の

高サイクル熱疲労の評価が必要となる一次冷却材が循環する施設は参考資料に示すとおり，

省令 62 号から変更はない。よって改めて検討する範囲は今回拡大した原子炉冷却材圧力

バウンダリ範囲及びその他改造範囲で十分である。 

2. 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲及びその他改造範囲の構成

原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲及びその他改造範囲について図１～図１１に示す。
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図１ 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲（残留熱除去系Ａ系） 

：報告書での評価範囲 

：原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲 
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図２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲（残留熱除去系Ｂ系） 

：報告書での評価範囲 

：原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲 
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図３ その他改造範囲（原子炉圧力容器から原子炉浄化補助ポンプ入口管までのうち電動弁（MV213-2）を設置しているライン（運用変更範囲）） 
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図４ その他改造範囲（原子炉隔離時冷却系ストレーナから原子炉隔離時冷却ポンプまでのうち高圧原子炉代替注水系への分岐部） 

：報告書での評価範囲 

：その他改造範囲 

（合流部の追加） 
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図５ その他改造範囲（原子炉隔離時冷却ポンプから原子炉圧力容器までのうち高圧原子炉代替注水ポンプ出口ライン合流部） 

：報告書での評価範囲 

：その他改造範囲 

（分岐部の追加） 

：報告書での評価範囲 

：その他改造範囲 

（合流部の追加） 
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図６ 残留熱除去系ヘッドスプレイラインの系統概要図 

①配管

②弁

③配管溶接部

④支持構造物取付溶接部

⑤フランジ

：STS42

原子炉圧力容器へ

（第１隔離弁）

V222-7

⑤

①

④

②（第２隔離弁）

MV222-14

③

：SFVC2B
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図７ 残留熱除去系停止時冷却モード戻りライン（Ａ／Ｂ系）の系統概要図 

PCV

（第１隔離弁）

AV222-3A

②（第２隔離弁）

MV222-11A

③

X-32A

R/B

①

原子炉圧力容器へ

④

①配管

②弁

③配管溶接部

④支持構造物取付溶接部 ：STS42

④

②（第２隔離弁）

MV222-11B

（第１隔離弁）

AV222-3B
③

R/B

PCV

原子炉圧力容器へ

X-32B

①
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図８ 残留熱除去系停止時冷却モード抜き出しラインの系統概要図 

図９ その他改造範囲（原子炉圧力容器から原子炉浄化補助ポンプ入口管までのうち電動弁

（MV213-2）を設置しているライン（運用変更範囲））の系統概要図 

R/B

PCV

原子炉圧力容器より （第１隔離弁）

MV222-6

②（第２隔離弁）

MV222-7

③

X-33

①配管

②弁

③配管溶接部 ：STS42

①
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図１０ その他改造範囲（原子炉隔離時冷却系ストレーナから原子炉隔離時冷却ポンプまでの

うち高圧原子炉代替注水系への分岐部）の系統概要図 

図１１ その他改造範囲（原子炉隔離時冷却ポンプから原子炉圧力容器までのうち高圧原子炉

代替注水ポンプ出口ライン合流部）の系統概要図 

原子炉隔離時冷却系
ストレーナから

原子炉隔離時冷却ポンプへ

高圧原子炉代替注水系へ

①配管
②配管溶接部

：SUS304TP

①

②

②

原子炉隔離時冷却ポンプから

原子炉圧力容器へ

高圧原子炉代替注水系から

①配管
②配管溶接部

：STPT410

①

②

②
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3. まとめ

図１～図１１より，今回の原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲は全て報告書の評価範囲に含ま

れており，流体振動又は温度変動による損傷が懸念され新たに評価が必要となる部位は無い。そ

の他改造範囲については，流体振動による損傷の評価対象となる配管内円柱状構造物が設置さ

れていなく，温度変動による損傷の評価対象となる高低温水合流部及び閉塞分岐管がないため

評価が必要となる部位は無い。また，保安院に提出した報告書を添付 1，添付 2 に示す。これによ

り，技術基準第 19 条に示されたとおり，配管内円柱状構造物の流力振動については「配管内円柱

状構造物の流力振動評価指針」（JSME S012），高サイクル熱疲労については「配管の高サイクル熱疲

労に関する評価指針」（JSME S017）に規定された手法により評価しており，問題があると評価さ

れた部位については対策をとり，結果を定期事業者検査で確認している。 

4. 添付資料

添付 1－流体振動による配管内円柱構造物の損傷防止に関する評価結果と措置計画等の報告

について（訂正版） 

添付 2－高サイクル熱疲労による損傷の防止に関する評価および検査結果について 

【参考資料】 

参考資料１－技術基準規則の新旧比較について 

参考資料２－評価範囲の選定理由について 



添付 1 

流体振動による配管内円柱状構造物の損傷防止に関する 

評価結果と措置計画等の報告について（訂正版） 



島根原子力発電所2号機

流体振動による配管内円柱状構造物の損傷防止に関する

評価結果と措置計画等の報告について（訂正版）

平成18年10月

中国雷力株式会社























添付資料ー2

円柱状構造物形状図

円柱状楷造物の寸法・形状図 (1/ 4) 

10043166
長方形
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円柱状構造物の寸法・形状図(2/4) 添付資料ー2
（耐圧機能を有する構造物：温度計ウェル）
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長方形
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円柱状構造物の寸法・形状図(3/4) 添付資料ー2
（酎圧機能を有する構造物：温度計ウェル）

10043166
長方形
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円柱状構造物の寸法・形状図(4./4) 添付資料ー2
（耐圧機能を有しない構造物：サンプリングノズル（酸素注入ノズル含む）1
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長方形



添付資料ー3

配管の寸法•形状概略図(1/3)
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長方形



配管の寸法・形状概略図(2/3)

配管の寸法

1. 温度計ウ .:C ル

2. サンプリングノズル
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添付資料 ー 3
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長方形
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【参考資料１】 

 

技術基準規則の新旧比較について 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令（平成25年6月28日）と実用発電用原子炉

及びその附属施設の技術基準に関する規則（令和2年4月1日）との比較について以下の表に示

す。 

 

表 技術基準規則の新旧比較表 

発電用原子力設備に関する技術基準を

定める省令（平成25年6月28日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則（令和2年4月1

日） 

備考 

（流体振動等による損傷の防止） （流体振動等による損傷の防止）  

第六条 第十九条  

燃料体及び反射材並びにこれらを支

持する構造物、熱遮へい材並びに一次

冷却系統に係る施設に属する容器、

管、ポンプ及び弁は、一次冷却材若し

くは二次冷却材の循環、沸騰等により

生ずる流体振動又は温度差のある流体

の混合等により生ずる温度変動により

損傷を受けないように施設しなければ

ならない。 

燃料体及び反射材並びに炉心支持構

造物、熱遮蔽材並びに一次冷却系統に

係る容器、管、ポンプ及び弁は、一次

冷却材又は二次冷却材の循環、沸騰そ

の他一次冷却材又は二次冷却材の挙動

により生ずる流体振動又は温度差のあ

る流体の混合その他の一次冷却材又は

二次冷却材の挙動により生ずる温度変

動により損傷を受けないように施設し

なければならない。 

 

追加要求なし 

解釈 解釈  

１ 「流体振動により損傷を受けない

ように施設しなければならない」

とは流れの乱れ、渦、気ほう等に

起因する高サイクル疲労による損

傷の発生防止を規定するものであ

り、以下の措置を講じること。 

 

・蒸気発生器伝熱管郡の曲げ部に

ついては、日本機械学会「設計・

建設規格」（JSME S NC1-2005）

PVB-3600に規定する手法を適用す

ること。 

１ 「流体振動により損傷を受けない

ように施設しなければならない」

とは流れの乱れ、渦、気泡等に起

因する高サイクル疲労による損傷

の発生防止を規定するものであ

り、以下の措置を講ずること。 

 

・蒸気発生器伝熱管郡の曲げ部に

ついては、日本機械学会「発電用

原子力設備規格 設計・建設規格

（ 2005 年 版 ） （ JSME S NC1-

2005）」（以下「「設計建設規格

2005」」という。）PVB-3600 又は

「設計・建設規格 2012」PVB-3600

に「日本機械学会「設計・建設規

格」及び「材料規格」の適用に当

たって（別記―２）の要件を付し

たものによること。 

 

追加要求なし 

 

  



発電用原子力設備に関する技術基準を

定める省令（平成25年6月28日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則（令和2年4月1

日） 

備考 

・管に設置された円柱状構造物で

耐圧機能を有するものについて

は、日本機械学会「配管内円柱状

構造物の流力振動評価指針」

（JSME S012）に規定する手法を適

用すること。なお耐圧機能を有し

ないものについては第8条の2第2項

によること。（日本機械学会「発

電用原子力設備規格 設計建設規

格（JSME S NC1）」（2005年改訂

版）並びに流力振動及び高サイク

ル熱疲労に関する評価指針の技術

評価書）

２ 「温度差のある流体の混合等によ

り生ずる温度変動により損傷を受

けないように施設しなければなら

ない」とは、日本機械学会「配管

の高サイクル熱疲労に関する評価

指針」（JSME S017）に規定する手

法を適用し、損傷の発生防止措置

を講じること。なお供用開始後に

おける運転管理等の運用上の対応

を考慮して施設することができ

る。（日本機械学会「発電用原子

力設備規格 設計・建設規格（JSME 

S NC1）」（2005年改訂版）並びに

流力振動及び高サイクル熱疲労に

関する評価指針の技術評価書） 

３ 配管内円柱状構造物の流力振動及

び配管の高サイクル熱疲労につい

ては、一次冷却材が循環する施設

として、原子炉冷却材浄化系、残

留熱除去系（原子炉停止時冷却モ

ード）（BWR）及び化学体積制御

系、余熱除去系（PWR）を含めて措

置を講じること。 

・管に設置された円柱状構造物で

耐圧機能を有するものについて

は、日本機械学会「配管内円柱状

構造物の流力振動評価指針」

（JSME S012）に規定する手法を適

用すること。（「日本機械学会

「発電用原子力設備規格 設計建

設規格（JSME S NC1）」（2005年

改訂版）並びに流力振動及び高サ

イクル熱疲労に関する評価指針の

技術評価書」（平成17年12月原子

力安全・保安院，原子力安全基盤

機構取りまとめ）及び「設計・建

設規格2012技術評価書」） 

２ 「温度差のある流体の混合等によ

り生ずる温度変動により損傷を受

けないように施設しなければなら

ない」とは、日本機械学会「配管

の高サイクル熱疲労に関する評価

指針」（JSME S017）に規定する手

法を適用し、損傷の発生防止措置

を講ずること。（日本機械学会

「発電用原子力設備規格 設計・建

設規格（JSME S NC1）」（2005年

改訂版）並びに流力振動及び高サ

イクル熱疲労に関する評価指針の

技術評価書」（平成17年12月原子

力安全基盤機構取りまとめ））

３ 配管内円柱状構造物の流力振動及

び配管の高サイクル熱疲労につい

ては、一次冷却材が循環する施設

として、原子炉冷却材浄化系、残

留熱除去系（原子炉停止時冷却モ

ード）（BWR）及び化学体積制御

系、余熱除去系（PWR）を含めて措

置を講ずること。 

追加要求なし 



【参考資料２】 

評価範囲の選定理由について 

1. 概要

本資料は「Ⅵ-1-4-2_流体振動又は温度変動による損傷の防止に関する説明書」における

評価対象範囲について，その選定理由をまとめたものである。 

2. 規則上の要求

2.1 技術基準規則上の要求 

流体振動及び高サイクル熱疲労の考慮を要求している技術基準規則第十九条の中では

評価範囲について以下の通り定義されている。 

よって，以下の設備については流体振動及び高サイクル熱疲労の評価を実施している。 

・一次冷却材の循環施設

・原子炉浄化系

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）

（以下，技術基準規則抜粋） 

第十九条 燃料体及び反射材並びに炉心支持構造物、熱遮蔽材並びに一次冷却系統に係る

容器、管、ポンプ及び弁は、一次冷却材又は二次冷却材の循環、沸騰その他の

一次冷却材又は二次冷却材の挙動により生ずる流体振動又は温度差のある流

体の混合その他の一次冷却材又は二次冷却材の挙動により生ずる温度変動に

より損傷を受けないように施設しなければならない。 

（解釈） 

３ 配管内円柱状構造物の流力振動及び配管の高サイクル熱疲労については、一次

冷却材が循環する施設として、原子炉冷却材浄化系、残留熱除去系（原子炉停止時

冷却モード）（ＢＷＲ）及び化学体積制御系、余熱除去系（ＰＷＲ）を含めて措置

を講じること。 

2.2 技術基準規則のうちその他条文（第十四条）における流体振動に関する記載 

技術基準規則においては第十九条以外にも第十四条（安全設備）では，流体振動に関す

る考慮について以下の通り要求されている。安全設備については第二条及びその解釈に

より非常用炉心冷却系として原子炉隔離時冷却系が該当することから，以下の設備につ

いては，流体振動の評価を実施している。 

・原子炉隔離時冷却系



第十四条（安全設備）解釈 

３ 第２項に規定する「想定されているすべての環境条件」とは、通常運転時、運転時の

異常な過渡変化及び事故時において、所定の機能を期待されている構築物、系統及び機

器が、その間にさらされると考えられるすべての環境条件のことで、格納容器内の安全

設備であれば通常運転からＬＯＣＡ時までの状態において考えられる圧力、温度、放射

線、湿度をいう。また、「環境条件」には、冷却材の性状（冷却材中の破損物等の異物

を含む）が含まれる。この場合において、配管内円柱状構造物が流体振動により破損物

として冷却材に流入することの評価に当たっては、日本機械学会「配管内円柱状構造物

の流力振動評価指針（JSME S012）」を適用すること。 

第二条（定義） 

八 「安全設備」とは、次に掲げる設備であってその故障、損壊等により公衆に放射線障

害を及ぼすおそれを直接又は間接に生じさせるものをいう。 

ハ 安全保護装置（運転時の異常な過渡変化が生じる場合、地震の発生等により原子炉

の運転に支障が生じる場合、及び一次冷却材喪失等の事故時に原子炉停止系統を自

動的に作動させ、かつ、原子炉内の燃料の破損等による多量の放射性物質の放出のお

それがある場合に、工学的安全施設を自動的に作動させる装置をいう。以下同じ。）、

非常用炉心冷却設備（原子炉圧力容器内において発生した熱を通常運転時において

除去する施設がその機能を失った場合に原子炉圧力容器内において発生した熱を除

去する設備をいう。以下同じ。）その他非常時に原子炉の安全を確保するために必要

な設備及びそれらの附属設備 

第二条（定義）解釈 

ハ 安全保護装置、非常用炉心冷却設備及び次の施設

・工学的安全施設（非常用炉心冷却設備、原子炉格納容器及びその隔離弁を除く）

・原子炉隔離時冷却系（ＢＷＲ）

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）（ＢＷＲ）

・逃がし安全弁（安全弁としての開機能）（ＢＷＲ）

・制御室非常用換気空調系

・格納容器雰囲気放射線モニタ（事故時）（ＢＷＲ）



3. 本設工認における原冷施設のＤＢ改造範囲について

本設工認においては，１章の要求に基づき以下の範囲を評価対象範囲として選定してい

る。これらについては本設工認においてＲＣＰＢの拡大または設計基準対象施設としての

改造を行っているため，評価を実施している。 

建設時から変更のない設備については，経済産業省原子力安全・保安院による指示文書

の別紙 1「新省令第 6 条及び第 8 条の 2 第 2 項における流体振動による損傷の防止に

関する当面の措置について」（平成 17・12・22 原院第 6 号）に基づき保安院に提出した

「島根原子力発電所１号機及び２号機 流体振動による配管内円柱状構造物の損傷防止

に関する評価結果と措置計画等の報告について」（平成 18年 10月 13日付電原運第８０号）

及びＮＩＳＡ文書「発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の改正に伴う電気事

業法に基づく定期事業者検査の実施について」（平成 17・12・22 原院第 6 号）に基づき

提出した「島根原子力発電所第２号機における高サイクル熱疲労による損傷の防止に関す

る評価及び検査結果の提出について」（平成 18年 6月 19日付電原運第２９号）（以下「報

告書」という。）にて評価しているため，今回改めて評価はしていない。 

＜ＲＣＰＢ拡大範囲＞ 

・MV222-14（残留熱除去系炉頂部冷却内側隔離弁）から V222-7（残留熱除去系炉頂部冷

却水逆止弁）まで＜残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）として評価＞

・MV222-11A,B（残留熱除去系ポンプ炉水戻り弁）から AV222-3A,B（残留熱除去系炉水

戻り試験可能逆止弁）まで＜残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）として評価＞

・MV222-6（残留熱除去系炉水入口内側隔離弁）から MV222-7（残留熱除去系炉水入口外

側隔離弁）まで ＜残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）として評価＞

＜その他の改造範囲（運用変更範囲含む。）＞  

・原子炉圧力容器から原子炉浄化補助ポンプ入口管までのうち電動弁（MV213-2）を設置

しているライン（運用変更範囲）＜原子炉浄化系として評価＞ 

・原子炉隔離時冷却系ストレーナから原子炉隔離時冷却ポンプまでのうち高圧原子炉代

替注水系への分岐部＜原子炉隔離時冷却系として評価＞

・原子炉隔離時冷却ポンプから原子炉圧力容器までのうち高圧原子炉代替注水ポンプ出

口ライン合流部＜原子炉隔離時冷却系として評価＞



なお，以下の範囲については残留熱除去系ではあるものの，原子炉停止時冷却モードに

該当しないため，流体振動及び高サイクル熱疲労の評価対象外として整理している。 

＜その他の改造範囲（運用変更範囲含む。）＞ 

・Ａ系原子炉再循環系戻り管からサプレッションチェンバスプレイヘッダまでのうちサ

プレッションプール水 pH制御系の合流部

・サプレッションチェンバから高圧原子炉代替注水系主配管（高圧原子炉代替注水ポン

プ供給管）までのうち高圧原子炉代替注水系の分岐部



資料 No.5 

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のポンプの 

有効吸込水頭に関する説明書に係る補足説明資料 
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補足 1-1 

1. 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備のポンプの有効吸込水頭について

（1） 原子炉隔離時冷却系に用いる原子炉隔離時冷却ポンプの有効吸込水頭に関する補足説明

原子炉隔離時冷却系に用いる原子炉隔離時冷却ポンプ（評価流量：99m3/h） 

記載内容 
根拠 

項目 値 

Ha： 吸込み液面に作用する絶

対圧力 
m 

原子炉隔離時冷却ポンプ運転中の有効 NPSH評価上厳しい条件となる，サプレッションチェンバ圧力( kPa[gage])に加えて，大気圧 101.325kPaを考慮し，吸込

み液面に作用する絶対圧力は mとしている。 

( +101.325)/9.80665= m 

Hs： 吸込揚程 m 

静水頭は，以下の差分 mとしている。 

●水源の水位：EL m 

水源の水位としては，サプレッションプールの最低水位（保安規定における運転上の制限（下限値））とした。 

●ポンプの吸込み口高さ：EL m 

H1： ポンプ吸込配管圧損 m 

サプレッションプールから原子炉隔離時冷却ポンプまでの配管及び弁類圧損は，原子炉隔離時冷却ポンプが以下の流量＊1で運転することを想定する。

この場合，サプレッションプールから原子炉隔離時冷却ポンプまでの配管＊2及び弁類圧損の合計値は， mとなる。

●原子炉隔離時冷却ポンプ：99 m3/h×1台

ポンプ吸込配管中の圧損は，圧損合計値より mに設定する。

注記＊1：サプレッションプールから原子炉隔離時冷却ポンプの吸込配管は，単独取水する配管構成となっているため，他の非常用炉心冷却設備のポンプの

運転流量を圧損計算上で考慮する必要はない。 

  ＊2：サプレッションプール内のティー及びペネ含む 

H2： 異物付着なしの状態にお

けるストレーナ圧損 
m 

異物付着なしの状態におけるストレーナ圧損を保守的に丸めて，以下に示す。 

●ストレーナ本体部圧損： m 

hs： ポンプ吸込口における飽

和蒸気圧水頭 
10.3m 

原子炉隔離時冷却ポンプ運転中のサプレッションプール水最高運転温度が約 100℃であるため，これを上回る温度として 100℃における飽和蒸気圧力 10.3 mとし

ている。 

有効 NPSH 

(Ha＋Hs－H1－H2－hs) 
m 

有効 NPSHは，以下の計算式により算出している。 

有効 NPSH＝Ha＋Hs－H1－H2－hs

-10.3

＝ m 

必要 NPSH m 

原子炉隔離時冷却系に用いる原子炉隔離時冷却ポンプ運転流量 99 m3/hにおける必要 NPSHとしてポンプ性能より設定している。 

以上の計算結果より，有効 NPSHと必要 NPSHの関係は以下のとおりとなり，必要 NPSHが確保されることからポンプ運転状態として問題ない結果となる。 

有効 NPSH： m＞必要 NPSH： m 

補足 1 



補足 1-2 

（2） 高圧原子炉代替注水系に用いる高圧原子炉代替注水ポンプの有効吸込水頭に関する補足説明

高圧原子炉代替注水系に用いる高圧原子炉代替注水ポンプ（評価流量：93m3/h） 

記載内容 
根拠 

項目 値 

Ha： 吸込み液面に作用する絶

対圧力 
m 

高圧原子炉代替注水ポンプ運転中の有効 NPSH評価上厳しい条件となる，サプレッションチェンバ圧力( kPa[gage])に加えて，大気圧 101.325kPaを考慮し，吸

込み液面に作用する絶対圧力は mとしている。 

( +101.325)/9.80665= m 

Hs： 吸込揚程 m 

静水頭は，以下の差分 mとしている。 

●水源の水位：EL m 

水源の水位としては，サプレッションプールの最低水位（保安規定における運転上の制限（下限値））とした。 

●ポンプの吸込み口高さ：EL m 

H1： ポンプ吸込配管圧損 m 

サプレッションプールから高圧原子炉代替注水ポンプまでの配管及び弁類圧損は，高圧原子炉代替注水ポンプが以下の流量＊1で運転することを想定する。

この場合，サプレッションプールから高圧原子炉代替注水ポンプまでの配管＊2及び弁類圧損の合計値は， mとなる。

●高圧原子炉代替注水ポンプ：93 m3/h×1台

ポンプ吸込配管中の圧損は，圧損合計値より mに設定する。

注記＊1：サプレッションプールから高圧原子炉代替注水ポンプの吸込配管は，残留熱除去ポンプと共用する部分があるが，同時使用しない運用であるため，

残留熱除去ポンプの運転流量を圧損計算上で考慮する必要はない。 

  ＊2：サプレッションプール内のティー及びペネ含む 

H2： 異物付着なしの状態にお

けるストレーナ圧損 
m 

異物付着なしの状態におけるストレーナ圧損を，以下に示す。 

●ストレーナ本体部圧損： m 

hs： ポンプ吸込口における飽

和蒸気圧水頭 
10.3m 

高圧原子炉代替注水ポンプ運転中のサプレッションプール水最高運転温度が約 100℃であるため，これを上回る温度として 100℃における飽和蒸気圧力水頭 10.3m

としている。 

有効 NPSH 

(Ha＋Hs－H1－H2－hs) 
m 

有効 NPSHは，以下の計算式により算出している。 

有効 NPSH＝Ha＋Hs－H1－H2－hs

＝ -10.3 

＝ m 

必要 NPSH m 

高圧原子炉代替注水系に用いる高圧原子炉代替注水ポンプ運転流量 93 m3/h における必要 NPSHとしてポンプ性能より設定している。 

以上の計算結果より，有効 NPSHと必要 NPSHの関係は以下のとおりとなり，必要 NPSHが確保されることからポンプ運転状態として問題ない結果となる。 

有効 NPSH： m＞必要 NPSH： m 



補足 1-3 

（3） 低圧原子炉代替注水系に用いる低圧原子炉代替注水ポンプの有効吸込水頭に関する補足説明

低圧原子炉代替注水系に用いる低圧原子炉代替注水ポンプ（評価流量： m3/h） 

記載内容 
根拠 

項目 値 

Ha： 吸込み液面に作用する絶

対圧力 
10.3m 

水源である低圧原子炉代替注水槽は大気に開放しているため，吸込み液面に作用する絶対圧力は，大気圧とし 10.3mとしている。 

Hs： 吸込揚程 m 

静水頭は，以下の差分 mとしている。 

●水源の水位：EL m 

水源の水位としては，低圧原子炉代替注水ポンプトリップ水位を保守的に丸めた値とした。 

●ポンプ軸中心：EL m 

H1： ポンプ吸込配管圧損 m 

サプレッションプールから低圧原子炉代替注水ポンプまでの配管及び弁類圧損は，低圧原子炉代替注水ポンプが以下の流量で運転することを想定する。

この場合，サプレッションプールから低圧原子炉代替注水ポンプまでの配管及び弁類圧損の合計値は， mとなる。 

●低圧原子炉代替注水ポンプ： m3/h×1台 

ポンプ吸込配管中の圧損は，圧損合計値より mに設定する。 

hs： ポンプ吸込口における飽

和蒸気圧水頭 
2.7m 

低圧原子炉代替注水槽の最高使用温度 66℃における飽和蒸気圧力水頭として，2.7mとしている。 

有効 NPSH 

(Ha＋Hs－H1－H2－hs) 
m 

有効 NPSHは，以下の計算式により算出している。 

有効 NPSH＝Ha＋Hs－H1－H2－hs

＝10.3+ -2.7 

＝ m 

必要 NPSH m 

低圧原子炉代替注水系に用いる低圧原子炉代替注水ポンプ運転流量 m3/h における必要 NPSHとしてポンプ性能より設定している。 

以上の計算結果より，有効 NPSHと必要 NPSHの関係は以下のとおりとなり，必要 NPSHが確保されることからポンプ運転状態として問題ない結果となる。 

有効 NPSH： m＞必要 NPSH： m 



補足 2-1 

補足２ 

原子炉隔離時冷却ポンプ及び高圧原子炉代替注水ポンプの 

有効吸込水頭の評価における原子炉格納容器の背圧の考慮について 

重大事故等時，原子炉格納容器圧力及びサプレッションプール水温度は時間経過ととも

に変化するが，原子炉格納容器圧力は常にサプレッションプール水温度に対応する飽和水

蒸気圧力を超えている。したがって，原子炉隔離時冷却ポンプ及び高圧原子炉代替注水ポ

ンプの有効吸込水頭の評価にあたっては，原子炉格納容器圧力よりサプレッションプール

水温度に対応する飽和蒸気圧力を差し引いた圧力である，原子炉格納容器の背圧を見込む

ことができる。原子炉格納容器の背圧を考慮する場合には，有効吸込水頭（以下「有効

NPSH」という。）の評価を保守的にするため，原子炉格納容器の背圧を小さく評価する必

要がある。このため，原子炉格納容器圧力及びサプレッションプール水温度に影響する評

価条件を設定した解析を行い，保守的な原子炉格納容器の背圧を考慮した場合の有効 NPSH

が，ポンプの必要吸込水頭（以下「必要 NPSH」という。）を上回ることを確認する。 

１．評価事象の選定 

（１）評価事象 

評価の対象とする事象は，原子炉隔離時冷却ポンプ又は高圧原子炉代替注水ポンプに

期待する炉心損傷防止対策の有効性評価における重要事故シーケンスの中から，原子炉

格納容器の背圧がもっとも小さくなる重要事故シーケンスを選定する。 

第 1表に有効 NPSH評価事象の整理を示す。原子炉隔離時冷却ポンプの評価について

は，全交流動力電源喪失（長期 TB）を対象とする。また，高圧原子炉代替注水ポンプの

評価については，全交流動力電源喪失（TBU，TBD）を対象とする。 

なお，有効性評価解析においては，低圧原子炉代替注水系の有効性を確認する観点よ

り，逃がし安全弁（自動減圧機能）による急速減圧開始と同時に，原子炉隔離時冷却ポ

ンプ又は高圧原子炉代替注水ポンプによる原子炉注水を停止する扱いとしている。

（２）評価事象の包絡性 

原子炉停止機能喪失及び逃がし安全弁再閉鎖失敗を想定する事故シーケンス以外の事

故シーケンスでは，崩壊熱とのバランスで逃がし安全弁（逃がし弁機能）2個によって

原子炉圧力が制御されるため，その排気によりサプレッションプール水温度が上昇し，

原子炉格納容器の背圧が小さくなっていく。このため，原子炉圧力制御時間が長く，ポ

ンプの運転時間が長くなる事故シーケンスほど原子炉格納容器の背圧条件が厳しくな

る。 
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ここで，全交流動力電源喪失（長期 TB，TBU，TBD）及び崩壊熱除去機能喪失の重要事

故シーケンスは，事象発生直後より逃がし安全弁（逃がし弁機能）による原子炉圧力制

御が開始される事故シーケンスであり，急速減圧を開始する約８時間までポンプの運転

を継続する事故シーケンスであることから，原子炉格納容器の背圧条件としては最も厳

しくなる。このうち，全交流動力電源喪失（長期 TB）及び崩壊熱除去機能喪失について

は，サプレッションプール水温度が 100℃に到達する８時間までポンプの運転を継続す

ることに変わりはないことから，原子炉隔離時冷却ポンプの評価にあたっては，全交流

動力電源喪失（長期 TB）を対象とする。なお，実際にはポンプの運転時間が８時間より

も長くなる可能性はあるが，サプレッションプール水温度が 100℃到達時にポンプの運

転を停止することから，原子炉格納容器の背圧条件に対する影響はない。 

原子炉停止機能喪失は原子炉格納容器圧力の上昇が早い事象であるため，ポンプ運転

中の原子炉格納容器の背圧は大きめに推移する。また，逃がし安全弁再閉鎖失敗を想定

する事故シーケンスでは，原子炉圧力の減少が早く，ポンプ運転時間が短くなるため，

ポンプ運転停止時の原子炉格納容器の背圧は大きくなる。 

以上のことより，原子炉隔離時冷却ポンプ及び高圧原子炉代替注水ポンプの有効 NPSH

評価にあたっては，ポンプの運転時間が長くなる全交流動力電源喪失（長期 TB）及び全

交流動力電源喪失（TBU，TBD）の重要事故シーケンスを対象に評価することで，保守的

な原子炉格納容器の背圧条件を設定することができる。 

２．解析条件 

保守的に原子炉格納容器の背圧を小さくする観点より，設置変更許可申請書添付書類

十で示した有効性評価解析の条件よりも，原子炉格納容器圧力を低めに評価する解析条

件を設定する。また，サプレッションプール水位及びサプレッションプール水温度につ

いては，有効性評価解析において，サプレッションプール水温度を高めに評価する条件

を設定しており，本評価においても同一の条件を設定する。第 2表に解析条件を示す。 

３．評価結果 

第 3表及び第 4表に有効 NPSH算定結果を，第 5表及び第 6表に有効 NPSH評価結果を

示す。また，第 1図から第 6図に，原子炉格納容器圧力の推移，サプレッションプール

水温度の推移，有効 NPSHの推移を示す。 

ポンプの運転期間中において，原子炉格納容器の背圧が最も厳しくなるポンプ停止時

点（8時間）での有効 NPSHを第 5表に示す。なお，ポンプ吸込口における飽和蒸気圧水

頭については，保守的に解析結果を包絡する 100℃の飽和蒸気圧に基づき算定した値を

設定している。 
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第 6表に示すとおり，保守的な原子炉格納容器の背圧を考慮した場合においても，原

子炉隔離時冷却ポンプ及び高圧原子炉代替注水ポンプによる原子炉注水に期待する期間

の有効 NPSHは，それぞれのポンプの必要 NPSH を上回る。 
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第
2
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第 3表 原子炉隔離時冷却ポンプの有効 NPSH算定結果 

（単位：ｍ） 

重大事故等時 

Ha：吸込液面に作用する絶対圧力 

Hs：吸込揚程 

H1：ポンプ吸込配管圧損 ＊2

H2：異物付着なしの状態におけるストレーナ圧損＊1 

hs：ポンプ吸込口における飽和水蒸気圧 10.3＊3 

有効 NPSH(Ha＋Hs－H1－H2－hs) 

注記＊1：原子炉隔離時冷却ポンプは LOCA事象において使用しないため。 

＊2：ティー及びペネ部を含む。 

＊3：解析結果を包絡するサプレッションプール水温 100℃の飽和蒸気圧に基づき算定

した値 

第 4 表 高圧原子炉代替注水ポンプの有効 NPSH算定結果 

（単位：ｍ） 

重大事故等時 

Ha：吸込液面に作用する絶対圧力 

Hs：吸込揚程 

H1：ポンプ吸込配管圧損 ＊2

H2：異物付着なしの状態におけるストレーナ圧損＊1 ＊3

hs：ポンプ吸込口における飽和水蒸気圧 10.3＊4 

有効 NPSH(Ha＋Hs－H1－H2－hs) 

注記＊1：高圧原子炉代替注水ポンプは LOCA事象において使用しないため。 

＊2：ティー及びペネ部を含む。 

＊3：高圧原子炉代替注水ポンプの流量は，ストレーナを兼用する残留熱除去ポンプ

の流量に比べて小さく，ストレーナ圧損は低減するが，有効 NPSH 評価上保守的

な評価となるように，残留熱除去ポンプ運転時のストレーナ圧損を使用するも

のとし，設備の変更がないため，残留熱除去系ストレーナの既工事計画添付書

類の算定値と同じとする。 

＊4：解析結果を包絡するサプレッションプール水温 100℃の飽和蒸気圧に基づき算定

した値 
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第 5表 原子炉隔離時冷却ポンプの有効 NPSH評価結果 

（単位：ｍ） 

必要 NPSH 
有効 NPSH 

重大事故等時 

原子炉隔離時冷却ポンプ 

第 6 表 高圧原子炉代替注水ポンプの有効 NPSH評価結果 

（単位：ｍ） 

必要 NPSH 
有効 NPSH 

重大事故等時 

高圧原子炉代替注水ポンプ 
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第 1図 原子炉格納容器圧力の推移 

［全交流動力電源喪失（長期 TB）］ 

第 2図 サプレッションプール水温度の推移 

［全交流動力電源喪失（長期 TB）］ 
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第 3図 原子炉隔離時冷却ポンプ有効 NPSHの推移 

［全交流動力電源喪失（長期 TB）］ 

第 4図 原子炉格納容器圧力の推移 

［全交流動力電源喪失（TBD，TBU）］ 
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注記＊1：格納容器圧力及びサプレッションプール水温度の推移に基づき算出 

＊2：保守的にサプレッションプール水温度 100℃の条件で算定した値 

HPAC 停止時の格納容器(S/C)圧力 

約 kPa(約 8.3 時間) 
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第 5図 サプレッションプール水温度の推移 

［全交流動力電源喪失（TBD，TBU）］ 

第 6図 高圧原子炉代替注水ポンプ有効 NPSHの推移 

［全交流動力電源喪失（TBD，TBU）］ 
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＊1 

(m) 

高圧原子炉代替注水ポンプ停止時の有効 NPSH 算定値 m＊2 

高圧原子炉代替注水ポンプ必要 NPSH m 

注記＊1：格納容器圧力及びサプレッションプール水温度の推移に基づき算出 
＊2：保守的にサプレッションプール水温度 100℃の条件で算定した値 

HPAC 停止時のサプレッション・プー

ル水温度 約 100℃(約 8.3 時間)



補足 3-1 

補足3 

原子炉隔離時冷却系ストレーナの圧損評価について 



補足 3-2 

1. はじめに

本書は，原子炉隔離時冷却系ストレーナの圧損を評価したものである。

図1-1 圧損評価部位 

ストレーナ

（圧損評価部位） 
ティー部

原子炉格納容器貫通部 
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2. ストレーナ圧損

ストレーナ圧損は，設計上ストレーナ表面積の ％が閉塞した場合の圧力損失として求

める。 

 2.1 仕様 

表 2-1にポンプの定格流量を示す。 

表 2-1 原子炉隔離時冷却ポンプの定格流量 

ポンプ名称 
定格流量 Q 

m3/h 

原子炉隔離時冷却ポンプ 99 

2.2 圧力損失に関する検討 

2.2.1  ストレーナ近傍の平均流速 

(1) ストレーナの寸法

Ｄｉ＝  mm 

Ｒｉ＝  mm 

ｔｓ＝  mm 

Ｄｏ＝Ｄｉ＋2・ｔｓ＝ ＋2×  ＝  mm＝  m 

Ｒｏ＝Ｒｉ＋ｔｓ＝ ＋  ＝  mm＝  m 

ｈ＝  mm 

ｈ2＝Ｒo－  
2

2

2

 
  
 

ｏ
o

Ｄ
Ｒ ＝ －  


  
 

2
2

2
＝  mm 

＝  m 

ｈ1＝ｈ－ｈ2＝ － ＝  mm＝  m 

Ｓ1＝π・Ｄｏ・ｈ1＝π×  × ＝  m2

Ｓ2＝2・π・Ｒｏ・ｈ2＝2×π× × ＝  m2

Ｓ＝Ｓ1＋Ｓ2＝ ＋ ＝  m2  

(ストレーナ表面積の ％が閉塞した場合の圧力損失を確認するため， 

ストレーナ 1個の表面積を用いて圧損を評価する。)

(2) ストレーナ近傍の平均流速

ストレーナの表面積：S＝  m2 

平均流速：ｖ＝
2 2Q / 60 99 / 60
＝

S
＝  m/s 

Ｄｏ 

Ｒｉ 

ｈ2 

Ｄｉ 

ｈ 

Ｒｏ 

ｈ1 

ts 
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2.2.2 圧損評価式 

(1) ストレーナ面積比

下図に示すような正三角形モデルとすると，

ストレーナ面積比：

 
 

 

2 2

2 2

ｄ
4 4ｆ＝ ＝
3 3

ｐ
2 2

＝

ここで，ｐ：ピッチ (mm) 

  ｄ：ストレーナ穴径 (mm) 

(2) ストレーナ通過時のレイノルズ数

① ストレーナ通過時の平均流速：
ｆ

ｖ
＝ｖ0  m/s 

② 動粘性係数：ν＝ m2/s (at  ℃) 

原子炉設置変更許可申請書の添付書類十「3.1.3.1 全交流動力電源喪失（長期Ｔ

Ｂ）」の解析では事象発生初期にサプレッションプール水温が 50℃以上であり，本評

価では保守的に水温を  ℃として評価を行う。 

水温  ℃時の水の密度及び動粘性係数は，下記に示す水の物性値 ＊1を用いる。 

・密度(ρ) ：  g/cm3 ＝  kg/m3

・動粘性係数(ν) ：  cSt ＝  m2/s 
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③ 等価直径 (流路断面が円形の場合 dh＝円形断面の直径)

  dh＝




0

0

4 ｆ
＝


 



2
4 ｄ
4

π ｄ
＝d (m) 

ここで，ｆ0：ストレーナの 1つの穴の面積 (m2)

Π0：ストレーナの 1つの穴の周長 (m) 

④ ストレーナ通過時のレイノルズ数

  Ｒe＝
0 hdｖ

ν
＝

 hd
ｖ

ｆ
ν

＝ ＝

(3) 縮流係数

縮流係数は下式により得られる。

Re 0 Re 12

φ
＝ ＋

ｆ
qu


  

① φ は，Diagram 8-5 ＊2の下表の数値を用いて直線内挿して算出する。

(a) Ｒe＝  , ｆ＝ にて

Diagram 8-5 ＊2 の下表の数値  Ｒe＝ , ｆ＝ にて φ ＝ ,

Ｒe＝ , ｆ＝ にて φ ＝  から

 線形補間により ｆ＝ におけるζφを算出する。 

φ ＝ ＝

(b) Ｒe＝  , ｆ＝  にて

Diagram 8-5 ＊2 の下表の数値  Ｒe＝ , ｆ＝  にて φ ＝ ,

Ｒe＝ , ｆ＝  にて φ ＝  から

 線形補間によりｆ＝ におけるζφを算出する。 

    φ ＝ ＝

(c) Ｒe＝  , ｆ＝  にて

(a),(b)から，線形補間により，Ｒe＝ ,ｆ＝ におけるζφを算

出する。 

φ ＝ ＝
)
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② 
0 Re

は，Diagram 8-5＊3の上表の数値を用いて直線内挿して算出する。

Diagram 8-5 ＊3 の上表の数値  Ｒe＝ にて 0 Re＝

Ｒe＝ にて 0 Re＝  から

 線形補間によりＲe＝ における 
0 Reを算出する。

0 Re
＝ ＝

③ 1qu
 は，Diagram 4-15＊4(Ｒe ＞ 103)に基づいて算出する。

0.75 1.375 2

1 2
h

1
＝ 0.5 (1 ｆ) (1 ｆ) (1 ｆ)

ｄ ｆ
qu

  
 

          
 

  ＝

＝

(a) 
 (2.4－ ）10


    

(b) 
h

＞ 0.015
d

   （ℓ＝多孔プレートの厚さ） 

(c) ( ) ＝0.25＋0.535× 8 8{( ) / (0.05 ( ) )} 

＝0.25＋0.535×{ 8/(0.05＋ 8)} 

＝

(d) 管摩擦係数： 64

Ｒe
  (引用文献[3] 図 151) 

64 64

Ｒe
   

④ 縮流係数の計算

Re 0 Re 12

φ
＝ ＋ ＝

ｆ
qu


  

(4) ストレーナ部圧力損失

縮流係数を用いてストレーナ部圧力損失を計算する。
2

Re

ｖ
Ｈ＝ ＝ ＝ → m

2 g
 



注記＊1：引用文献[1]“Cameron Hydraulic Data, 16th Edition, 1984”page4-4 

＊2：引用文献[2]“HANDBOOK of HYDRAULIC RESISTANCE 3rd Edition” 

＊3：引用文献[2]“HANDBOOK of HYDRAULIC RESISTANCE 3rd Edition” 

＊4：引用文献[2]“HANDBOOK of HYDRAULIC RESISTANCE 3rd Edition” 
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2.3 結  論 

以上の計算結果から，ストレーナ片側が閉塞した場合のストレーナの圧力損失は， m

となる。 

ストレーナ名称
定格圧力損失 

(m) 

原子炉隔離時冷却系ストレーナ 

[引用文献] 

[1]“Cameron Hydraulic Data, 16th Edition, 1984”page4-4 

[2] HANDBOOK of HYDRAULIC RESISTANCE 3rd Edition

[3] 機械工学便覧 基礎編 Ａ５ 流体工学 (日本機械学会 編)
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補足 4 

非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備及び圧力低減設備その他の安全設備で兼用するポンプの有効 NPSH評価条件について 

今回工事計画において，非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備及び圧力低減設備その他の安全設備で兼用するポンプについて，それぞれの機能に期待する際の有効 NPSH評価条件を比較し，評価対象を整理した結果を下表

に示す。また，各ポンプの系統機能の概要を第 1～3図に示す。 

第 1表 非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備及び圧力低減設備その他の安全設備で兼用するポンプの有効 NPSH評価条件の比較 

ポンプ名称 系統機能 水源 
有効 NPSH評価条件 

評価対象の整理 
流量 水源の圧力 水源の水位 水源の温度 異物有無 

残 留 熱 除 去

ポンプ 

低圧注水 

サプレッションプール 1218m3/h 

℃の 

飽和蒸気圧 

S/P 

最低水位 

℃ 

無し 
ストレーナへの異物付着による圧損上昇を考慮する DBA 時の

評価条件に包絡されることから，個別評価対象外としている。 

格納容器冷却 
℃の 

飽和蒸気圧 
℃ 

サプレッションプール水冷却
℃の 

飽和蒸気圧 
℃ 

低圧注水，格納容器冷却 

（DBA 評価） 
大気圧 100℃ 有り 

低 圧 原 子 炉

代 替 注 水 ポ

ンプ

低圧原子炉代替注水 

低圧原子炉代替注水槽 

m3/h 

大気圧 
ポンプ 

トリップ水位
66℃ 無し 

吸込配管の圧損等に寄与する流量が最も大きくなる低圧原子

炉代替注水時を代表とし，Ⅵ-1-4-3 にて評価している。 
格納容器代替スプレイ 

m3/h 

ペデスタル代替注水 

大量送水車 

低圧原子炉代替注水 
輪谷貯水槽（西１）（西２） 

海（取水槽） 
70m3/h 

大気圧 

水中ポンプ 

：空気を吸い込ま

ない水位を確保 

大量送水車 

：水中ポンプの押

込水頭を吸込側

にかけ，必要

NPSHを上回る

よう考慮 

40℃ 無し＊2 

る。 

輪谷貯水槽を水源とする場合，低圧原子炉代替注水及び格納

納容器代替スプレイである。また，海を水源とする場合，低圧

原子炉代替注水時以外の機能に期待する時が最大流量となり，

格納容器代替スプレイを代表とする。 

以上より，圧力低減設備その他の安全設備として機能を期待

するときが代表となるため，Ⅵ-1-8-4にて評価している。 

なお，大量送水車の付属品である水中ポンプは，空気を吸い

込まない水位を確保しキャビテーションを防止する設計である

こと，大量送水車は付属品である水中ポンプにより，大量送水

車の必要 NPSHを上回る押込水頭が大量送水車の吸込側にかかる

よう設計していることから，評価対象外としている。 

格納容器代替スプレイ 
輪谷貯水槽（西１）（西２） 

海（取水槽） 
120m3/h 

ペデスタル代替注水 
輪谷貯水槽（西１）（西２） 

海（取水槽） 
120m3/h 

低圧原子炉代替注水及び格納容器

代替スプレイの同時注水 
輪谷貯水槽（西１）（西２） 150m3/h＊1 

低圧原子炉代替注水槽への供給 
輪谷貯水槽（西１）（西２） 

海（取水槽） 
120m3/h 

輪谷貯水槽（西１）（西２）への

供給 
海（取水槽） 120m3/h 

注記＊1：原子炉圧力容器への注水流量は 30m3/h，原子炉格納容器内へのスプレイ流量は 120m3/hである。 

＊2：海を水源として利用し，大量送水車の付属品である水中ポンプの吸込口のフィルタが閉塞した場合には，ポンプの起動停止によるフィルタ閉塞の回復及びポンプの吊り上げによるフィルタ清掃が可能である。フィルタ

水源が同じ場合，吸込配管（ホース）のルートも同じである

ため，圧損等に寄与する流量が最も大きくなるときが代表とな

容器代替スプレイの同時注水時が最大流量となる。このとき，

格納容器代替スプレイ流量が低圧原子炉代替注水流量より大き

いことから，同時注水時の吸込配管の圧損に寄与する機能は格

清掃は吊り上げ作業等含め約 25分要するが，注水や補給作業を中断することがないよう，閉塞したフィルタの清掃時間を短縮するために，吊り上げ後に大量送水車に配備している予備の水中ポンプに取替える，吊り上

げ時間を短縮するために，事前にラインナップした他の大量送水車へ切替える等により，フィルタ閉塞時の影響を軽減することが可能である。なお，フィルタ閉塞は大量送水車付の流量計等により判断する。
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安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書に係る補足説明資料 



目  次 

1. 原子炉冷却系統施設の安全弁等の必要な吹出量の設定根拠 ························· 1

2. 計測制御系統施設の安全弁等の必要な吹出量の設定根拠 ··························· 4

別紙 1 弁座漏えいを想定する原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離弁及び作動を期待する安

全弁について 

別紙 2 安全弁及び逃がし弁対象設備の整理結果について 



1 

1. 原子炉冷却系統施設の安全弁等の必要な吹出量の設定根拠

名称 
必要な 

吹出量 
設定根拠 備考 

RV222-1A  kg/h 必要な吹出量は，原子炉圧力容器バウ

ンダリ隔離弁から残留熱除去系への弁

座漏えいが生じた場合に，その漏えい量

を全量逃がし得る容量として，メーカー

設計値である保守的に評価した

mL/h， mL/h， mL/hの合計値

mL/hを必要吹出量として設定し，質量流

量で＊  kg/hとする。 

設計弁座漏えい量 

MV222-5A,11A 

(  mL/h) 

MV222-13 

(  mL/h) 

注記＊：液体の比

重量は 1.000 g/cm3

とする。 

RV222-1B  kg/h 必要な吹出量は，原子炉圧力容器バウ

ンダリ隔離弁から残留熱除去系への弁

座漏えいが生じた場合に，その漏えい量

を全量逃がし得る容量として，メーカー

設計値である保守的に評価した

mL/h，  mL/hの合計値  mL/hを必

要吹出量として設定し，質量流量で＊ 

 kg/hとする。 

設計弁座漏えい量 

MV222-5B,11B 

(  mL/h) 

注記＊：液体の比

重量は 1.000 g/cm3

とする。 

RV222-1C  kg/h 必要な吹出量は，原子炉圧力容器バウ

ンダリ隔離弁から残留熱除去系への弁

座漏えいが生じた場合に，その漏えい量

を全量逃がし得る容量として，メーカー

設計値である保守的に評価した  mL/h

を必要吹出量として設定し，質量流量で

＊  kg/hとする。 

設計弁座漏えい量 

MV222-5C 

 (  mL/h) 

注記＊：液体の比

重量は 1.000 g/cm3

とする。 
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名称 
必要な 

吹出量 
設定根拠 備考 

RV222-2  kg/h 必要な吹出量は，通常運転時，閉塞状

態の弁間において，内包する流体の温度

上昇による熱膨張を全量逃がし得る容

量とする。想定熱膨張量は，系統内の保

有水量を，余裕を見た値の * m3とし，

保守的に水温が1時間で10℃から40℃に

変化した場合の熱膨張を計算した結果

から  kg/hと設定。 

これに対し余裕を見込んで，質量流量

で  kg/hとする。 

注記＊：系統内の

保有水量は逃がし

弁が接続されてい

る配管のうち閉塞

状態の弁間にて区

切られた容積に対

して余裕を持った

値で設定する。 

RV224-1  kg/h 必要な吹出量は，通常運転時，閉塞状

態の弁間において，内包する流体の温度

上昇による熱膨張を全量逃がし得る容

量とする。想定熱膨張量は，系統内の保

有水量を，余裕を見た値の * m3とし，

保守的に水温が1時間で10℃から40℃に

変化した場合の熱膨張を計算した結果

から  kg/hと設定。 

これに対し余裕を見込んで，質量流量

で  kg/hとする。 

注記＊：系統内の

保有水量は逃がし

弁が接続されてい

る配管のうち閉塞

状態の弁間にて区

切られた容積に対

して余裕を持った

値で設定する。 

RV223-1  kg/h 必要な吹出量は，通常運転時，閉塞状

態の弁間において，内包する流体の温度

上昇による熱膨張を全量逃がし得る容

量とする。想定熱膨張量は，系統内の保

有水量を，余裕を見た値の * m3とし，

保守的に水温が1時間で10℃から40℃に

変化した場合の熱膨張を計算した結果

から  kg/hと設定。 

これに対し余裕を見込んで，質量流量

で  kg/hとする。 

注記＊：系統内の

保有水量は逃がし

弁が接続されてい

る配管のうち閉塞

状態の弁間にて区

切られた容積に対

して余裕を持った

値で設定する。 
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名称 
必要な 

吹出量 
設定根拠 備考 

RV221-1  kg/h 必要な吹出量は，通常運転時，閉塞状

態の弁間において，内包する流体の温度

上昇による熱膨張を全量逃がし得る容

量とする。想定熱膨張量は，系統内の保

有水量を，余裕を見た値の * m3とし，

保守的に水温が1時間で10℃から40℃に

変化した場合の熱膨張を計算した結果

から  kg/hと設定。 

これに対し余裕を見込んで，質量流量

で  kg/hとする。 

注記＊：系統内の

保有水量は逃がし

弁が接続されてい

る配管のうち閉塞

状態の弁間にて区

切られた容積に対

して余裕を持った

値で設定する。 
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2. 計測制御系統施設の安全弁等の必要な吹出量の設定根拠

名称 
必要な 

吹出量 
設定根拠 備考 

RV225-1A,B  kg/h 必要な吹出量は，逃がし弁下流のほう

酸水注入系で隔離が生じ，ほう酸水注入

ポンプ1台の定格流量が流入した場合

に，その流入流量を全量逃がし得る容量

として，ほう酸水注入ポンプ1台の定格

流量である  m3/hを必要な吹出量と

して設定し，質量流量で＊  kg/hと

する。 

注記＊：ほう酸注

入ポンプテスト運

転時，内部流体は

純水を使用するた

め，流体の比重量

は保守的に

g/cm3とする。 

RV227-1A,B  kg/h 必要な吹出量は，重大事故等対処設備

として逃がし安全弁へ窒素供給時，逃が

し安全弁窒素ガス供給系及び逃がし安

全弁用窒素ガスボンベの減圧弁が故障

により全開となった場合，供給ガス流量

を全量逃がし得る容量として，体積流量

  m3/h[normal]を吹出量とし，必要

な吹出量は，気体定数 22.4 m3/kmol，窒

素ガス 1kmol あたりの質量が 28.01 

kg/kmol であることから，質量流量で

 kg/hとする。 
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別紙 1 

弁座漏えいを想定する原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離弁及び 

作動を期待する安全弁について 

原子炉冷却材圧力バウンダリの隔離弁については弁座漏えいを想定している。隔離弁の弁

座から漏えいした場合に作動を期待する安全弁として，「RV222-1A」，「RV222-1B」，「RV222-

1C」及び「RV222-2」がある。これらの安全弁及び弁座漏えいを想定している原子炉冷却材圧

力バウンダリの隔離弁の位置について，図１及び図２に示す。 

図１ 残留熱除去系 工認系統図（Ａ系） 
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図２ 残留熱除去系 工認系統図（Ｂ系） 
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別紙 2 

安全弁及び逃がし弁対象設備の整理結果について 

安全弁及び逃がし弁について「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」のうち別

表第二の記載要求に基づき，主配管・容器を防護するための安全弁及び逃がし弁又は有効性

評価において動作を期待する安全弁及び逃がし弁のうち運転時に機能を期待するものについ

て吹出量計算書を作成している。 

ただし，設計基準対象施設に関しては，技術基準規則の要求事項に変更がないため，今回

の申請において吹出量計算書は作成しない。 

また，重大事故等対処設備のうち，原子炉冷却系統施設の逃がし安全弁（RV202-1A～H，J

～M）及び非常用電源設備の空気だめの安全弁については，建設時工認で吹出量計算書を提出

しており，設計基準事故時と使用する系統設備及び使用方法に変更がないこと並びに設計基

準対象施設に関しては技術基準規則の要求事項に変更がないため，今回の申請において吹出

量計算書は作成しない。 

安全弁及び逃がし弁対象設備の整理結果を表１に示す。 

吹出量計算書対象設備の系統図を図１に示す。 



表１　島根２号機　安全弁及び逃がし弁申請対象設備整理表(1/5)

弁番号 弁名称

ＲＶ２０２－１Ａ Ａ－原子炉逃がし安全弁 ○ ○ ○ － × ○ ○ × ○ ○

ＲＶ２０２－１Ｂ Ｂ－原子炉逃がし安全弁 ○ ○ ○ － × ○ ○ × ○ ○

ＲＶ２０２－１Ｃ Ｃ－原子炉逃がし安全弁 ○ ○ ○ － × ○ ○ × ○ ○

ＲＶ２０２－１Ｄ Ｄ－原子炉逃がし安全弁 ○ ○ ○ － × ○ ○ × ○ ○

ＲＶ２０２－１Ｅ Ｅ－原子炉逃がし安全弁 ○ ○ ○ － × ○ ○ × ○ ○

ＲＶ２０２－１Ｆ Ｆ－原子炉逃がし安全弁 ○ ○ ○ － × ○ ○ × ○ ○

ＲＶ２０２－１Ｇ Ｇ－原子炉逃がし安全弁 ○ ○ ○ － × ○ ○ × ○ ○

ＲＶ２０２－１Ｈ Ｈ－原子炉逃がし安全弁 ○ ○ ○ － × ○ ○ × ○ ○

ＲＶ２０２－１Ｊ Ｊ－原子炉逃がし安全弁 ○ ○ ○ － × ○ ○ × ○ ○

ＲＶ２０２－１Ｋ Ｋ－原子炉逃がし安全弁 ○ ○ ○ － × ○ ○ × ○ ○

ＲＶ２０２－１Ｌ Ｌ－原子炉逃がし安全弁 ○ ○ ○ － × ○ ○ × ○ ○

ＲＶ２０２－１Ｍ Ｍ－原子炉逃がし安全弁 ○ ○ ○ － × ○ ○ × ○ ○

ＲＶ２０３－１Ａ Ａ－復水ポンプ入口逃がし弁 × ○ ○ － ○ － － － × ×

ＲＶ２０３－１Ｂ Ｂ－復水ポンプ入口逃がし弁 × ○ ○ － ○ － － － × ×

ＲＶ２０３－１Ｃ Ｃ－復水ポンプ入口逃がし弁 × ○ ○ － ○ － － － × ×

ＲＶ２０３－２Ａ Ａ－復水昇圧ポンプ入口逃がし弁 × ○ ○ － ○ － － － × ×

ＲＶ２０３－２Ｂ Ｂ－復水昇圧ポンプ入口逃がし弁 × ○ ○ － ○ － － － × ×

ＲＶ２０３－２Ｃ Ｃ－復水昇圧ポンプ入口逃がし弁 × ○ ○ － ○ － － － × ×

ＲＶ２０３－３Ａ Ａ－第1給水加熱器水室逃がし弁 × ○ ○ － ○ － － － × ×

ＲＶ２０３－３Ｂ Ｂ－第1給水加熱器水室逃がし弁 × ○ ○ － ○ － － － × ×

ＲＶ２０３－３Ｃ Ｃ－第1給水加熱器水室逃がし弁 × ○ ○ － ○ － － － × ×

ＲＶ２０３－４Ａ Ａ－第３給水加熱器水室逃がし弁 × ○ ○ － ○ － － － × ×

ＲＶ２０３－４Ｂ Ｂ－第３給水加熱器水室逃がし弁 × ○ ○ － ○ － － － × ×

ＲＶ２０４－１Ａ Ａ－第５給水加熱器水室逃がし弁 × ○ ○ － ○ － － － × ×

ＲＶ２０４－１Ｂ Ｂ－第５給水加熱器水室逃がし弁 × ○ ○ － ○ － － － × ×

要目表

主
蒸
気
系

復
水
系

給
水
系

別表2

○：対象
×：対象外

工認上の主配
管・容器（ＤＢ／
ＳＡ）を防護する
ための安全弁
／逃がし弁か？

有効性評価に
おいて動作を期
待する安全弁
／逃がし弁か？

運転時に機能
を期待せず保
守／点検等時
にのみ機能を
期待する安全
弁／逃がし弁

か？

補正工認（ＳＡ）

今回の新規制
基準で申請する
安全弁／逃がし

弁か？

吹出量計算書 補正工認（ＤＢ）

施
設
区
分

設
備
区
分

系
統
名

島根２号機
工認

申請実績

○：実績有り
×：実績無し

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備

原
子
炉
冷
却
材
の
循
環
設
備
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表１　島根２号機　安全弁及び逃がし弁申請対象設備整理表(2/5)

弁番号 弁名称

要目表

別表2

○：対象
×：対象外

工認上の主配
管・容器（ＤＢ／
ＳＡ）を防護する
ための安全弁
／逃がし弁か？

有効性評価に
おいて動作を期
待する安全弁
／逃がし弁か？

運転時に機能
を期待せず保
守／点検等時
にのみ機能を
期待する安全
弁／逃がし弁

か？

補正工認（ＳＡ）

今回の新規制
基準で申請する
安全弁／逃がし

弁か？

吹出量計算書 補正工認（ＤＢ）

施
設
区
分

設
備
区
分

系
統
名

島根２号機
工認

申請実績

○：実績有り
×：実績無し

ＲＶ２４１－１０Ａ Ａ－第１抽気第６給水加熱器入口逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ × － －

ＲＶ２４１－１０Ｂ Ｂ－第１抽気第６給水加熱器入口逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ × － －

ＲＶ２４１－１１Ａ Ａ－第２抽気第５給水加熱器入口逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ × － －

ＲＶ２４１－１１Ｂ Ｂ－第２抽気第５給水加熱器入口逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ × － －

ＲＶ２４１－１２Ａ Ａ－第３抽気第４給水加熱器入口逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ × － －

ＲＶ２４１－１２Ｂ Ｂ－第３抽気第４給水加熱器入口逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ × － －

ＲＶ２４１－１３Ａ Ａ－第４抽気第３給水加熱器入口逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ × － －

ＲＶ２４１－１３Ｂ Ａ－第４抽気第３給水加熱器入口逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ × － －

ＲＶ２２２－１Ａ Ａ－ＲＨＲ注水配管逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ × ○ ×

ＲＶ２２２－１Ｂ Ｂ－ＲＨＲ注水配管逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ × ○ ×

ＲＶ２２２－１Ｃ Ｃ－ＲＨＲ注水配管逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ × ○ ×

ＲＶ２２２－２ ＲＨＲ　炉水入口配管逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ ○ ○ ○

高
圧
炉
心

ス
プ
レ
イ
系

ＲＶ２２４－１ ＨＰＣＳポンプ入口逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ ○ ○ ○

低
圧
炉
心

ス
プ
レ
イ
系

ＲＶ２２３－１ ＬＰＣＳ逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ ○ ○ ○

原
子
炉
隔
離
時
冷

却
系

ＲＶ２２１－１ ＲＣＩＣ　ポンプ入口逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ ○ ○ ○

低
圧
原
子
炉
代
替

注
水
系

ＲＶ２２２－１Ａ Ａ－ＲＨＲ注水配管逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ × × ○

抽
気
系

残
留
熱
除
去
系

非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
そ
の
他
注
水
設
備

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備

原
子
炉
冷
却
材
の
循
環
設
備

残
留
熱
除
去
設
備
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表１　島根２号機　安全弁及び逃がし弁申請対象設備整理表(3/5)

弁番号 弁名称

要目表

別表2

○：対象
×：対象外

工認上の主配
管・容器（ＤＢ／
ＳＡ）を防護する
ための安全弁
／逃がし弁か？

有効性評価に
おいて動作を期
待する安全弁
／逃がし弁か？

運転時に機能
を期待せず保
守／点検等時
にのみ機能を
期待する安全
弁／逃がし弁

か？

補正工認（ＳＡ）

今回の新規制
基準で申請する
安全弁／逃がし

弁か？

吹出量計算書 補正工認（ＤＢ）

施
設
区
分

設
備
区
分

系
統
名

島根２号機
工認

申請実績

○：実績有り
×：実績無し

ＲＶ２２２－１Ａ Ａ－ＲＨＲ注水配管逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ ○ × ○

ＲＶ２２２－１Ｂ Ｂ－ＲＨＲ注水配管逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ ○ × ○

ＲＶ２２２－１Ｃ Ｃ－ＲＨＲ注水配管逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ ○ × ○

ＲＶ２２５－１Ａ Ａ－ＳＬＣポンプ出口逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ × × ○

ＲＶ２２５－１Ｂ Ｂ－ＳＬＣポンプ出口逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ × × ○

ＲＶ２１４－１Ａ ＲＣＷ　Ａ－ＲＨＲ熱交胴逃がし弁 × ○ ○ － ○ － － － × ×

ＲＶ２１４－１Ｂ ＲＣＷ　Ｂ－ＲＨＲ熱交胴逃がし弁 × ○ ○ － ○ － － － × ×

ＲＶ２１４－５Ａ ＲＣＷ　Ａ－ＦＰＣ熱交胴逃がし弁 × ○ ○ － ○ － － － × ×

ＲＶ２１４－５Ｂ ＲＣＷ　Ｂ－ＦＰＣ熱交胴逃がし弁 × ○ ○ － ○ － － － × ×

ＲＶ２１４－１０ ＲＣＷ　ＣＵＷ補助熱交換胴逃がし弁 × ○ ○ － ○ － － － × ×

ＲＶ２１３－１ ＣＵＷ　圧力調節弁出口逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ × ○ ×

ＲＶ２１３－３ ＣＵＷ　再生熱交胴逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ × ○ ×

ＲＶ２１３－４ ＣＵＷ　サージタンク安全弁 × ○ ○ － × ○ ○ × ○ ×

ＲＶ２４１－１０Ａ A-第1抽気第6給水加熱器入口逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ × ○ ×

ＲＶ２４１－１０Ｂ B-第1抽気第6給水加熱器入口逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ × ○ ×

ＲＶ２４１－１１A A-第2抽気第5給水加熱器入口逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ × ○ ×

ＲＶ２４１－１１Ｂ B-第2抽気第5給水加熱器入口逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ × ○ ×

ＲＶ２４１－１２Ａ A-第3抽気第4給水加熱器入口逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ × ○ ×

ＲＶ２４１－１２Ｂ B-第3抽気第4給水加熱器入口逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ × ○ ×

ＲＶ２４１－１３A A-第4抽気第3給水加熱器入口逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ × ○ ×

ＲＶ２４１－１３Ｂ B-第4抽気第3給水加熱器入口逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ × ○ ×

－

原
子
炉
浄
化
系

原
子
炉
補
機
冷
却
系

残
留
熱
除
去
系

ほ
う
酸
水
注
入
系

蒸
気
タ
ー

ビ
ン
に
係
る
も
の

蒸
気
タ
ー

ビ
ン
の
附
属
設
備

原
子
炉
冷
却
系
統
設
備

非
常
用
炉
心
冷
却
設
備
そ
の
他
注
水
設
備

原
子
炉
冷
却
材
浄
化
設

備

原
子
炉
補
機
冷
却
設
備
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表１　島根２号機　安全弁及び逃がし弁申請対象設備整理表(4/5)

弁番号 弁名称

要目表

別表2

○：対象
×：対象外

工認上の主配
管・容器（ＤＢ／
ＳＡ）を防護する
ための安全弁
／逃がし弁か？

有効性評価に
おいて動作を期
待する安全弁
／逃がし弁か？

運転時に機能
を期待せず保
守／点検等時
にのみ機能を
期待する安全
弁／逃がし弁

か？

補正工認（ＳＡ）

今回の新規制
基準で申請する
安全弁／逃がし

弁か？

吹出量計算書 補正工認（ＤＢ）

施
設
区
分

設
備
区
分

系
統
名

島根２号機
工認

申請実績

○：実績有り
×：実績無し

ＲＶ２２５－１Ａ Ａ－ＳＬＣポンプ出口逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ ○ ○ ○

ＲＶ２２５－１Ｂ Ｂ－ＳＬＣポンプ出口逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ ○ ○ ○

ＲＶ２２７－１Ａ Ａ－ＡＤＳ窒素ガス供給装置出口安全弁 × ○ ○ － × ○ ○ ○ × ○

ＲＶ２２７－１Ｂ Ｂ－ＡＤＳ窒素ガス供給装置出口安全弁 × ○ ○ － × ○ ○ ○ × ○

ＲＶ２７７－１Ａ Ａ－気水分離器安全弁 × ○ ○ － ○ × － － － －

ＲＶ２７７－１Ｂ Ｂ－気水分離器安全弁 × ○ ○ － ○ × － － － －

ＲＶ２７７－２ 計装用空気槽安全弁 ○ ○ ○ － ○ × － － － －

ＲＶ２７７－３Ａ Ａ－再生送風機出口安全弁 × ○ ○ － ○ × － － － －

ＲＶ２７７－３Ｂ Ｂ－再生送風機出口安全弁 × ○ ○ － ○ × － － － －

格
納
容
器
代
替
ス
プ

レ
イ
系

ＲＶ２２２－１Ａ Ａ－ＲＨＲ注水配管逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ × × ○

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注

水
系

ＲＶ２２２－１Ａ Ａ－ＲＨＲ注水配管逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ × × ○

ＲＶ２２２－１Ａ Ａ－ＲＨＲ注水配管逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ × × ○

ＲＶ２２２－１Ｂ Ｂ－ＲＨＲ注水配管逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ × × ○

ほ
う
酸
水
注
入
系

逃
し
安
全
弁

窒
素
ガ
ス
供
給
系

計
装
用
圧
縮
空
気
系

計
測
制
御
系
統
設
備

ほ
う
酸
水
注
入
設
備

残
留
熱
代
替
除
去
系

制
御
用
空
気
設
備

原
子
炉
格
納
容
器
安
全
設
備

圧
力
低
減
設
備
そ
の
他
の
安
全
設
備
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表１　島根２号機　安全弁及び逃がし弁申請対象設備整理表(5/5)

弁番号 弁名称

要目表

別表2

○：対象
×：対象外

工認上の主配
管・容器（ＤＢ／
ＳＡ）を防護する
ための安全弁
／逃がし弁か？

有効性評価に
おいて動作を期
待する安全弁
／逃がし弁か？

運転時に機能
を期待せず保
守／点検等時
にのみ機能を
期待する安全
弁／逃がし弁

か？

補正工認（ＳＡ）

今回の新規制
基準で申請する
安全弁／逃がし

弁か？

吹出量計算書 補正工認（ＤＢ）

施
設
区
分

設
備
区
分

系
統
名

島根２号機
工認

申請実績

○：実績有り
×：実績無し

低
圧
原
子
炉
代
替
注

水
系

ＲＶ２２２－１Ａ Ａ－ＲＨＲ注水配管逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ × × ○

ＲＶ２２５－１Ａ Ａ－ＳＬＣポンプ出口逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ × × ○

ＲＶ２２５－１Ｂ Ｂ－ＳＬＣポンプ出口逃がし弁 × ○ ○ － × ○ ○ × × ○

ＲＶ２２９－１Ａ Ａ－ＦＣＳ　出口安全弁 × ○ ○ － × ○ ○ × ○ ×

ＲＶ２２９－１Ｂ Ｂ－ＦＣＳ　出口安全弁 × ○ ○ － × ○ ○ × ○ ×

ＲＶ２８０－３００Ａ ＤＥＧ　Ａ－空気だめ（自動）安全弁 ○ ○ ○ － × ○ ○ × ○ ○

ＲＶ２８０－３００Ｂ ＤＥＧ　Ｂ－空気だめ（自動）安全弁 ○ ○ ○ － × ○ ○ × ○ ○

ＲＶ２８０－３０１Ａ ＤＥＧ　Ａ－空気だめ（手動）安全弁 ○ ○ ○ － × ○ ○ × ○ ○

ＲＶ２８０－３０１Ｂ ＤＥＧ　Ｂ－空気だめ（手動）安全弁 ○ ○ ○ － × ○ ○ × ○ ○

ＲＶ２８０－３００Ｈ ＤＥＧ　Ｈ－空気だめ（自動）安全弁 ○ ○ ○ － × ○ ○ × ○ ○

ＲＶ２８０－３０１Ｈ ＤＥＧ　Ｈ－空気だめ（手動）安全弁 ○ ○ ○ － × ○ ○ × ○ ○

ＲＶ２７５－４０１Ａ ３号所内ボイラー用安全弁 ○ ○ － － × － － － × ×

ＲＶ２７５－４０１Ｂ ３号所内ボイラー用安全弁 ○ ○ － － × － － － × ×

ＲＶ２５２－１０１Ａ Ａ－床ドレン濃縮器蒸気管安全弁 ○ ○ － － － － － － × ×

ＲＶ２５２－１０１Ｂ Ｂ－床ドレン濃縮器蒸気管安全弁 ○ ○ － － × － － － × ×

ＲＶ２５２－１０２ 化学廃液濃縮器蒸気管安全弁 ○ ○ － － × － － － × ×

液
体
廃
棄
物
処
理

系

（
床
ド
レ
ン
化

学
廃
液
系

）

非
常
用
電
源
設
備

可
燃
性
ガ
ス
濃
度

制
御
系

所
内
蒸
気

系

（
３
号
所

内
ボ
イ

ラ
ー

）

内
燃
機
関

非
常
用
デ
ィ
ー

ゼ
ル
発
電
設

備

高
圧
炉
心
ス

プ
レ
イ
系

デ
ィ
ー

ゼ
ル

発
電
設
備

放
射
性
物
質
濃
度
制
御
設
備
及

び
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
設
備

並
び
に
格
納
容
器
再
循
環
設
備

ほ
う
酸
水
注
入
系

補
助
ボ
イ

ラ
ー

補
助
ボ
イ
ラ
ー

ボ
イ
ラ
ー

に
附
属

す
る
管

原
子
炉
格
納
容
器
安
全
設
備

圧
力
低
減
設
備
そ
の
他
の
安
全
設
備
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A-RHR注水配管逃がし弁
（RV222-1A）

RHR炉水入口配管逃がし弁
（RV222-2）

：対象弁

13



C-RHR注水配管逃がし弁
（RV222-1C）

B-RHR注水配管逃がし弁
（RV222-1B）

：対象弁

14



HPCSポンプ入口逃がし弁
（RV224-1）

：対象弁

15



LPCS逃がし弁
（RV223-1）

：対象弁

16



RCICポンプ入口逃がし弁
（RV221-1）

：対象弁

17



：対象弁

A-SLCポンプ出口逃がし弁
（RV225-1A）

B-SLCポンプ出口逃がし弁
（RV225-1B）

18



：対象弁

A-ADS窒素ガス供給装置出口安全弁
（RV227-1A）

B-ADS窒素ガス供給装置出口安全弁
（RV227-1B）

19
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1. 概要

高圧炉心スプレイ系（以下「HPCS」という。）及び原子炉隔離時冷却系（以下「RCIC」という。）

は，これまで復水貯蔵タンク（以下「CST」という。）を第一水源として運用してきた。重大事故等

時にはサプレッションチェンバ（以下「S/C」という。）を水源として期待するため，CST水位や漏

えい水等を検知し，CSTから S/C切り替えるインターロックを検討したが，確実な水源切替手段の

構築が困難であったため，重大事故等への対応の成立性を確保する観点より，第一水源を CSTから

S/Cへ変更することとした。 

本資料は，第一水源の変更に伴って見直す CST 等の安全機能の重要度や設備の位置付け等につ

いて説明するものである。 

2. 安全機能の重要度

HPCS 及び RCIC の水源である CST は，当該系の機能遂行のうえで不可欠な水源ではないものの，

通常運転時に第一水源として運用していることを踏まえ，直接関連系と位置付けていたが，S/Cへ

の第一水源変更に伴い，CSTは当該系に課せられた設計条件を担保するうえで必要な設備と位置付

けられなくなることから，CSTの安全重要度は，間接関連系の MS-3と整理する。表 2-1に，CSTが

有する安全機能及び第一水源変更前後での重要度の比較を示す。 

整理にあたっては「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」及び

「安全機能を有する電気・機械装置の重要度分類指針」（ＪＥＡＧ４６１２）を参考とした。間接

関連系の定義について「安全機能を有する電気・機械装置の重要度分類指針」（ＪＥＡＧ４６１２）

で以下のとおり示されている。 

「当該系の状態監視機能を有する関連系，及び当該系に課せられた設計条件を担保する上で必

要であるが，その関連系の機能喪失の発生から当該系の機能喪失発生までには相当の時間余裕を

有し，その間に補修又は代替手段が可能な関連系については，当該系の一つ下位のクラス（クラス

２又は３）の重要度を有するものとする。その他の間接関連系はクラス３の重要度を有するものと

する。」 

CST はこの定義における「その他の間接関連系」に該当することから安全機能の重要度を MS-3

と整理した。なお，水源切替弁に相当する復水貯蔵水入口弁（MV224-1，MV221-1），CSTからの吸込

配管も同様に変更となる。この内容については設置変更許可審査時に説明している。 

表 2-1 CSTの安全機能の重要度の変更前後の比較 

安全機能 当該系 
重要度 

変更前 変更後 

①原子炉停止後の除熱機能
HPCS MS-1（直接関連系） MS-3（間接関連系） 

RCIC MS-1（直接関連系） MS-3（間接関連系） 

②炉心冷却機能 HPCS MS-1（直接関連系） MS-3（間接関連系） 

③放射性物質の貯蔵機能 CWT PS-3（当該系） 変更なし 

④プラント運転補助機能 CWT PS-3（直接関連系） 変更なし 

⑤原子炉冷却材の補給機能
CRD MS-3（当該系） 変更なし 

RCIC MS-3（当該系） MS-3（間接関連系） 

注：CWT：復水輸送系，CRD：制御棒駆動水圧系 
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3. 設備の位置付け

CSTや CSTからの吸込配管等について，MS-3（間接関連系）への変更に伴い，設計条件を担保す

るうえで必要な設備ではないため，「発電用原子炉を安全に停止するために必要な設備」，「発電用

原子炉施設の安全を確保するために必要な設備」に該当しないことから，機器クラスをクラス２機

器からクラス３機器へ見直す。表 3-1に，第一水源変更前後での機器クラスの比較を示す。 

なお，耐震重要度分類の変更はない。 

表 3-1 CST等の機器クラスの変更前後の比較 

設備区分 系統 機器 
機器クラス 

変更前 変更後 

非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備 

HPCS CST側吸込配管 

（弁 V271-235～弁 MV224-1） 

クラス２管 クラス３管

原子炉冷却材補給設備 RCIC CST側吸込配管 

（弁 V271-236～弁 MV221-1） 

クラス２管 クラス３管

CWT 復水貯蔵タンク クラス２容器 クラス３容器

4. 系統構成

(1) ポンプ吸込弁の開閉状態

HPCSポンプ及び RCICポンプの吸込弁の通常時の開閉状態については，これまで第一水源である

CST側の吸込弁を「開」，S/C側の吸込弁を「閉」としてきたが，第一水源の変更を踏まえ，S/C側

の吸込弁を「開」，CST側の吸込弁を「閉」に変更する。第一水源変更前後での吸込弁の通常時の開

閉状態比較を表 4-1に示す。 

表 4-1 吸込弁の通常時の開閉状態の比較 

系統 弁番号（名称） 変更前 変更後 

HPCS MV224-1（復水貯蔵水入口弁） 開 閉 

MV224-2（トーラス水入口弁）＊ 閉 開 

RCIC MV221-1（復水貯蔵水入口弁） 開 閉 

MV224-3（トーラス水入口弁） 閉 開 

注記＊：主要弁を示す。 
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(2) テストライン

HPCSポンプ及び RCICポンプのサーベイランスについて，これまでは CSTを水源とし実施してき

たが，第一水源の変更及び実条件性能確認の観点から，今後は S/Cを水源として実施する。 

S/C水源でのテストライン構築のため，HPCS，RCICともに，S/Cへの戻りライン（フルフローラ

イン）を新たに設ける。第一水源変更によるテストラインの構成比較を表 4-2に示す。

表 4-2 テストラインの構成比較 

系統 
変更前 変更後 

水源 戻り先 水源 戻り先 

HPCS CST CST S/C S/C 

B-RHRテストラインへ接続

RCIC CST CST S/C 

(3) 水張り・封水ライン

これまで CSTが第一水源であったため，RCICについては，CSTの水頭による水張り・封水として

いた。第一水源の変更により，S/C の水頭では注水弁（MV221-2）以降の満水維持が難しいため，

CWTからの水張り・封水ラインを新たに設ける。 

また，高圧原子炉代替注水系（以下「HPAC」という。）については，RCICの CST吸込ラインを介

して，水張り・封水とする計画としていたが，RCICの第一水源変更を踏まえ，CWTからの水張りラ

インを新たに設ける。第一水源変更による水張り・封水方法の比較を表 4-3に示す。

なお，HPCSは従来から CWTによる水張り・封水としており，変更はない。

表 4-3 水張り・封水方法の比較 

系統 変更前 変更後 

HPCS CWTにより実施 （変更なし） 

RCIC CSTの水頭により実施 CWTにより実施 

HPAC CSTの水頭により実施＊ CWTにより実施 

注記＊：HPACについては，第一水源変更前の計画を記載 

S/C 

C-RHR系を経由し B-RHRテストライン

へ接続 
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1. 概要

主蒸気隔離弁漏えい制御系は，事故時主蒸気隔離弁からの漏えい蒸気を抑制するために設けて

いるが，島根２号機ではシート性能が向上した主蒸気隔離弁を採用しており，主蒸気隔離弁の後備

設備として設置しておく必要性がなくなったことから，地震時の内部流体漏えい対策として，当該

系統の撤去を行う。 

2. 系統概要

主蒸気隔離弁漏えい制御系は，主蒸気隔離弁の下流側の主蒸気管に設けている主蒸気第３弁，

漏えい蒸気を各主蒸気隔離弁及び主蒸気第３弁間からサプレッションプール水中に導く配管系及

び原子炉棟に導く配管系で構成している。系統概要図を図 2-1に示す。 

主蒸気第３弁の下流側における主蒸気管破断事故時に，主蒸気管流量大や主蒸気管周囲温度高

等の信号による主蒸気隔離弁閉等の信号を確認した後，本系統を手動にて作動させ，主蒸気隔離

弁からの漏えい蒸気をサプレッションプール水中に排出し，プール水中で凝縮させることによっ

て，破断口への蒸気の漏えいを制御できる設計としている。また，冷却材喪失事故時には，主蒸

気隔離弁からの漏えい蒸気を原子炉棟内に導き，非常用ガス処理系にて処理できる設計としてい

る。 

なお，主蒸気隔離弁漏えい制御系は，設計基準事故時に，閉止した主蒸気隔離弁を通ってター

ビン建物へ流入する蒸気漏えい量の低減を目的に設置しているが，安全解析ではその効果を考慮

していないため，撤去による安全解析への影響はない。 

図 2-1 主蒸気隔離弁漏えい制御系 系統概要図 

サプレッションチェンバ

原
子
炉
圧
力
容
器

原子炉格納容器 

タービンへ

ドライウェル 

AO 

格納容器 

内側主蒸気 

隔離弁 

AO 

Ｂ 

MO 

格納容器外側主蒸気隔離弁 主蒸気第 3 弁 

Ｃ Ｄ 

MO 

MO 

Ｂ Ｃ Ｄ 

MO 

Ｂ Ｃ Ｄ 

MO 

MO 

MO 

MO 

MO 

原子炉建物へ 

Ａ系統（Ｂ～Ｄ系統についても同じ） 

凡例 

  ：原子炉圧力が高い場合に S/P へ排出する経路 

  ：原子炉圧力が低い場合に原子炉棟内へ排出する経路 
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3. 撤去範囲

主蒸気隔離弁漏えい制御系の機能のみを有する範囲については，他の既設設備へ影響を及ぼさ

ない範囲で撤去する。ただし，既設設備への影響を考慮し，主蒸気隔離弁漏えい制御系以外の機

能も有する範囲については，表 3-1に示すとおり今後も維持する。また，機能廃止範囲を図 3-1

に示す。 

表 3-1 今後も維持する範囲 

維持する範囲 維持する理由 

主蒸気第３弁 主蒸気管の機器クラスを当該弁により区分する。具体的

には，クラス２機器とクラス３機器を区分する。 

主蒸気内側隔離弁及び外側隔離弁間に

設置されているサプレッションプール

へのベントライン 

プラント停止時における主蒸気管の水抜きのため，ドレ

ンラインとして活用する。

図 3-1 主蒸気隔離弁漏えい制御系の機能廃止範囲 
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4. 撤去理由

主蒸気隔離弁漏えい制御系は，主蒸気管破断事故時等に主蒸気隔離弁からの漏えい蒸気を制御

するため設置したものである。島根２号機では，シート性能が向上した主蒸気隔離弁を採用して

いるため，主蒸気隔離弁の漏えい率検査では，判定基準に対し十分低い漏えい率であることを確

認しており，主蒸気隔離弁が高い信頼性を有していることから，主蒸気隔離弁の後備設備として

設置しておく必要性がなくなっている。 

このため，通常運転時に地震等が発生し，本系統配管の破損による蒸気や放射性物質の漏えい

リスク低減のために主蒸気隔離弁漏えい制御系を撤去する。

(1) 主蒸気隔離弁のシート性能向上

島根２号機の主蒸気隔離弁は，漏えいリスク低減を考慮した改良型を採用している。改良型と

は，弁座シート面と弁体が安定して接触するように従来型から弁体の上部ガイド径を縮小するこ

とで，シート性能を向上させている。図�4-1�に主蒸気隔離弁の全体図，図�4-2�に弁体の改良内

容の概略説明を示す。 

図 4-1 主蒸気隔離弁全体図 
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図 4-2 弁体改良内容の概略図 

(2) 主蒸気隔離弁漏えい率試験

島根２号機の主蒸気隔離弁漏えい率試験（全８弁，内側４弁，外側４弁）の結果を図 4-3及び

図 4-4に示す。判定基準 10％/dayに対し，漏えい率は十分低い結果となっている。 

図 4-3 主蒸気隔離弁漏えい率試験結果（内側弁） 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

漏
え
い
率
［
％

/
d
a
y
］

定検回数［回］

AV202-1A

AV202-1B

AV202-1C

AV202-1D

判定基準

：10％/day以下



5 

図 4-4 主蒸気隔離弁漏えい率試験結果（外側弁） 
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1. 原子炉格納容器内の酸素濃度及び水素濃度の監視 

1.1 原子炉格納容器内の酸素・水素濃度計測装置について 

原子炉格納容器内の酸素・水素濃度計測装置は，著しい炉心の損傷が発生した場合に，

原子炉格納容器内に発生する酸素及び水素を監視する目的で，酸素濃度及び水素濃度が

変動する可能性のある範囲で測定できる設計とする。 

原子炉格納容器内の酸素濃度は，解析上は事象発生から 12時間後に原子炉格納容器へ

の窒素供給を実施することで，事象発生から 168時間後まで酸素濃度が可燃限界である

5vol％を超えることは無く，原子炉格納容器内での水素燃焼は生じない。 

しかしながら，徐々にではあるが，水の放射線分解により酸素濃度及び水素濃度は上

昇し続けることから，格納容器酸素濃度（ＳＡ）及び格納容器水素濃度（ＳＡ）起動後

（事象発生から約 2時間），酸素濃度及び水素濃度を測定できる設計としている。 

また，168 時間以降に水の放射線分解によって発生する酸素によって酸素濃度が再び

上昇し，ドライ条件において 4.4vol％に到達した場合には，原子炉格納容器内での水素

燃焼を防止する観点で格納容器ベントを実施するため，原子炉格納容器内で可燃限界に

到達することはなく，原子炉格納容器内での水素爆発は生じない。 

このために，原子炉格納容器内の酸素・水素濃度計測装置は，事故初期に容易に準備

対応ができ，炉心損傷時の環境条件に対応できるものであることが求められ，中央制御

室にて原子炉格納容器内の酸素濃度及び水素濃度の傾向（トレンド）を監視できること

が重要となる。島根原子力発電所第２号機では，重大事故等時の原子炉格納容器内の酸

素濃度及び水素濃度を格納容器酸素濃度（Ｂ系），格納容器水素濃度（Ｂ系），格納容器

酸素濃度（ＳＡ）及び格納容器水素濃度（ＳＡ）によって監視することとしている。 

格納容器酸素濃度（ＳＡ）及び格納容器水素濃度（ＳＡ）については，常設代替交流

電源設備による給電後に格納容器酸素濃度（ＳＡ）及び格納容器水素濃度（ＳＡ）を起

動した時点で使用可能となるが，有効性評価シナリオ「雰囲気圧力・温度による静的負

荷（格納容器過圧・過温破損）」におけるこの時点での原子炉格納容器内の酸素濃度は

5vol％に到達しない。また，格納容器酸素濃度（Ｂ系）及び格納容器水素濃度（Ｂ系）

については，原子炉補機代替冷却系が使用可能となった時点で使用可能となるが，有効

性評価シナリオ「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」におけ

る原子炉補機代替冷却系が使用可能となる時点での原子炉格納容器内の酸素濃度は

5vol％に到達しない。 

格納容器酸素濃度（Ｂ系）は，酸素分子が常磁性体であることを利用した熱磁気風式

の酸素検出器である。酸素は強い磁化率を有しており，測定において水素や窒素のよう

な弱い反磁性を有する他ガスの影響は受けない。 

格納容器酸素濃度（ＳＡ）は，酸素分子が常磁性体であることを利用した磁気力式の

酸素検出器である。酸素は強い磁化率を有しており，測定において水素や窒素のような

弱い反磁性を有する他ガスの影響は受けない。 

格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器水素濃度（ＳＡ）は，水素の熱伝導率が空気，

窒素，酸素等と大きく異なることを利用した熱伝導式の水素検出器である。熱伝導式は，

事故時に酸素濃度等のガス成分に変動があっても熱伝導率が水素と大きく異なるため，



2 

水素濃度測定に対して大きな誤差にはならない。 

1.2 格納容器酸素濃度（Ｂ系）及び格納容器水素濃度（Ｂ系）の概要 

1.2.1 測定原理 

(1) 格納容器酸素濃度（Ｂ系）

原子炉格納容器内の酸素濃度を測定するために用いる格納容器酸素濃度（Ｂ系）

は，熱磁気風式のものを用いる。熱磁気風式の酸素検出器は，図 1－1「酸素濃度検

出回路の概要図」に示すとおり，サーミスタ温度素子（発風側素子，受風側素子）

及び 2つの固定抵抗でブリッジ回路が構成されており，検出素子及び補償素子は一

定温度で保温されている。 

図 1－1 酸素濃度検出回路の概要図 

格納容器酸素濃度（Ｂ系）の測定原理を図 1－2「格納容器酸素濃度（Ｂ系）の測

定原理」に示す。酸素検出器は 2層構造のチャンバーで構成されており，サンプル

入口より下部流入チャンバー内にサンプルガスが流入する。サンプルガスの大部分

は下部流入チャンバーを通過しサンプル出口へ流出するが，少量のサンプルガスは

上部測定チャンバー内に流入する。酸素は極めて強い常磁性体であることから，上

部測定チャンバーに流入したサンプルガスは磁界中心部に引き寄せられ，加熱され

た発風側素子により温度が上昇する。磁化率は温度に反比例することから，後から

流入してくる低温のサンプルガスにより，高温となったサンプルガスは磁界中心部

から追い出されることとなる。発風側素子は低温のサンプルガスに熱を奪われるこ

とで冷やされることとなり，磁界外の受風側素子は発風側素子が奪われた熱を受け

取り，暖められることとなる。 

受風側素子 

固定抵抗 

指示 

原子炉格納容器内

雰囲気ガス出口 

発風側素子 
固定抵抗 

検出器 測定部 

Ａ Ｂ 原子炉格納容器内

雰囲気ガス入口 
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図 1－2 格納容器酸素濃度（Ｂ系）の測定原理 

 

チャンバー内に酸素を含むサンプルガスを流すと，磁気風により発風側素子の温

度が下がることで，発風側素子の抵抗は小さくなる。一方，受風側素子の温度が上

がることで，受風側素子の抵抗は大きくなる。発風側素子と受風側素子の抵抗値が

変化することで，ブリッジ回路の平衡が変化し，図 1－1のＡＢ間に電位差（電流）

が生じる。この電位差が酸素濃度に比例する原理を用いて，酸素濃度を測定する。 

なお，格納容器酸素濃度（Ｂ系）の計測範囲 0～10vol％/0～25vol％において，

計測装置仕様は最大± 0.32vol％/±0.80vol％（ウェット），±0.25vol％

/±0.63vol％（ドライ）の誤差を生じる可能性があるが，この誤差があることを理

解した上で，原子炉格納容器内の酸素濃度の推移，傾向（トレンド）を監視してい

くことができる。 
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(2) 格納容器水素濃度（Ｂ系）

原子炉格納容器内の水素濃度を測定するために用いる格納容器水素濃度（Ｂ系）

は，熱伝導式のものを用いる。熱伝導式の水素検出器は，図 1－3「水素濃度検出回

路の概要図」に示すとおり，検知素子と補償素子（サーミスタ）及び 2つの固定抵

抗でブリッジ回路が構成されている。検知素子の部分に，サンプリングされたガス

が流れるようになっており，補償素子には基準となる標準空気が密閉されておりサ

ンプルガスとは接触しない構造になっている。

水素検出器へ電圧を印加して検知素子と補償素子の両方のサーミスタを一定温度

に加熱した状態で，検知素子側に水素を含むサンプルガスを流すと，サンプルガス

が熱を奪い，検知素子の温度が低下することにより抵抗が低下する。この検知素子

の抵抗が低下するとブリッジ回路の平衡が失われ，図 1－3のＡＢ間に電位差が生じ

る。この電位差が水素濃度に比例する原理を用いて，水素濃度を測定する。 

なお，格納容器水素濃度（Ｂ系）の計測範囲 0～20vol％/0～100vol％において，

計測装置仕様は最大±0.64vol％/±3.2vol％（ウェット），±0.50vol％/±2.5vol％

（ドライ）の誤差を生じる可能性があるが，この誤差があることを理解した上で，

原子炉格納容器内の水素濃度の推移，傾向（トレンド）を監視していくことができ

る。 

図 1－3 水素濃度検出回路の概要図 

検知素子 

固定抵抗 

指示 

原子炉格納容器内 
雰囲気ガス入口 

原子炉格納容器内 
雰囲気ガス出口 

補償素子 
固定抵抗 

検出器 測定部 

Ａ Ｂ 
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1.2.2 システム構成 

原子炉格納容器内の酸素濃度及び水素濃度の測定においては，格納容器ガスサン

プリング装置にて原子炉格納容器内の雰囲気ガスを原子炉建物原子炉棟内へ導き，

検出器で測定することで，原子炉格納容器内の酸素濃度及び水素濃度を中央制御室

より監視できる設計とする。格納容器ガスサンプリング装置の構成を図 1－4「格納

容器ガスサンプリング装置の構成」に示す。 

(1) 配管ヒータ

配管ヒータは，サンプルガスが配管途中で放熱することにより管内でドレンが発

生することを避けるため，加熱保温することを目的として設置している。 

(2) 格納容器ガスサンプリング装置

格納容器ガスサンプリング装置は酸素濃度及び水素濃度の測定を行うことを目的

として設置している。格納容器ガスサンプリング装置は，酸素検出器，水素検出器，

冷却器，除湿器等で構成され，大きさは幅約 4m，奥行き約 0.6m，高さ約 1.8mであ

る。 

各構成機器の概要について以下に示す。 

a. 冷却器

冷却器はガス濃度を測定するための前処理としてサンプルガスを冷却するため

に設置する。 

b. 除湿器

除湿器はガス濃度を測定するための前処理としてサンプルガスを除湿するため

に設置する。 

c. ドレン計量部

ドレン計量部は冷却・除湿した際に発生するドレンを測定し湿分補正のパラメ

ータとして用いるために設置する。 

d. 減圧弁

減圧弁はサンプルガスを 390kPa以下に減圧するために設置する。

e. 酸素検出器

酸素検出器はサンプルガス中の酸素濃度を測定するために設置する。

f. 水素検出器

水素検出器はサンプルガス中の水素濃度を測定するために設置する。

g. サンプリングポンプ

サンプリングポンプはサンプルガスを原子炉格納容器に戻す際に昇圧するため

に設置する。 
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図 1－4 格納容器ガスサンプリング装置の構成 
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1.3 格納容器酸素濃度（ＳＡ）及び格納容器水素濃度（ＳＡ）の概要 

1.3.1 測定原理 

(1) 格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の酸素濃度を測定するために用いる格納容器酸素濃度（ＳＡ）

は，磁気力式のものを用いる。磁気力式の酸素検出器は，図 1－5「格納容器酸素濃

度（ＳＡ）の測定原理」に示すとおり，2つの球体，くさび型状の磁極片，LEDから

の光を受光素子へ反射する鏡等で構成されている。また，格納容器酸素濃度（ＳＡ）

の検出回路を図 1－6「格納容器酸素濃度（ＳＡ）検出回路図」に示す。 

初期状態において球体は上から見て右回りに傾いた位置で静止している。ガラス

管内に強い磁化率を持つ酸素分子が流れ込むと，磁界に引き寄せられ，磁極片の先

端部に酸素分子が引き寄せられる。磁極片先端部に引き寄せられた酸素分子により

2 つの球体が磁極片先端部から端部へ押し出され，右回りに回転することにより，

LED から受光素子への光量が変化する。増幅器は受光素子への光量の変化を検知す

るとフィードバック電流を増加させ，フィードバック電流がコイルに流れることで

発生するカウンターモーメントが球体に働き，光量が一定となる初期位置で静止す

る。このフィードバック電流が酸素濃度に比例する原理を用いて酸素濃度の測定を

行う。（図 1－7「格納容器酸素濃度（ＳＡ）の測定原理イメージ」参照。） 

なお，格納容器酸素濃度（ＳＡ）の計測範囲 0～25vol％において，計測装置仕様

は最大±0.75vol％（ウェット），±0.50vol％（ドライ）の誤差を生じる可能性があ

るが，この誤差があることを理解した上で，原子炉格納容器内の酸素濃度の推移，

傾向（トレンド）を監視していくことができる。 

 

図 1－5 格納容器酸素濃度（ＳＡ）の測定原理 
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図 1－6 格納容器酸素濃度（ＳＡ）の検出回路図 

図 1－7 格納容器酸素濃度（ＳＡ）の測定原理イメージ 
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(2) 格納容器水素濃度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の水素濃度を測定するために用いる格納容器水素濃度（ＳＡ）

は，熱伝導式のものを用いる。熱伝導式の水素検出器は，図 1－8「水素濃度検出回

路の概要図」に示すとおり，検知素子と補償素子（サーミスタ）でブリッジ回路が

構成されている。検知素子の部分のみにサンプルガスが流れ，補償素子の部分にサ

ンプルガスが流れない構造としている。 

水素検出器へ電圧を印加して検知素子と補償素子の両方のサーミスタを一定温度

に加熱した状態で，検知素子側に水素を含むサンプルガスを流すと，サンプルガス

が熱を奪い，検知素子の温度が低下することにより抵抗が低下する。この検知素子

の抵抗が低下するとブリッジ回路の平衡が失われ，図 1－8のＡＢ間に電位差が生じ

る。この電位差が水素濃度に比例する原理を用いて，水素濃度を測定する。 

なお，格納容器水素濃度（ＳＡ）の計測範囲 0～100vol％において，計測装置仕

様は最大±2.0vol％（ウェット）の誤差を生じる可能性があるが，この誤差がある

ことを理解した上で，原子炉格納容器内の水素濃度の推移，傾向（トレンド）を監

視していくことができる。 

 

図 1－8 水素濃度検出回路の概要図 
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1.3.2 システム構成

原子炉格納容器内の酸素濃度及び水素濃度の測定においては，格納容器ガスサン

プリング装置にて原子炉格納容器内の雰囲気ガスを原子炉建物原子炉棟内へ導き，

検出器で測定することで，原子炉格納容器内の酸素濃度及び水素濃度を中央制御室

より監視できる設計とする。格納容器ガスサンプリング装置の構成を図 1－9「格納

容器ガスサンプリング装置の構成（通常待機状態）」に示す。 

(1) ガスサンプラ

ガスサンプラは金属フィルタとスロットルオリフィスから構成され，サンプルガ

スの吸入口として原子炉格納容器内に設置される。サンプルガスを吸入する際には，

ガスサンプラ内部のスロットルを通過する際，ガスの流れが制限されることでサン

プルガスは原子炉格納容器内の圧力から装置内の圧力まで減圧され，サンプリング

配管下流での蒸気凝縮を防止する。ガスサンプラの構造については図 1－10に示す。 

(2) サンプリング配管用トレースヒータ

サンプリング配管用トレースヒータはサンプルガスの蒸気凝縮の防止を目的とし

て設置している。サンプリング配管用トレースヒータは，原子炉格納容器外から格

納容器ガスサンプリング装置までのサンプリング配管にトレースヒータを敷設する。

サンプリング配管の温度を該当ヒータにより 130℃に制御し，蒸気凝縮を防止する。 

(3) 格納容器ガスサンプリング装置

格納容器ガスサンプリング装置は酸素濃度及び水素濃度の測定を行うことを目的

として設置している。格納容器ガスサンプリング装置は，酸素検出器，水素検出器，

湿度検出器，キャビネットヒータ，冷却器等で構成され，大きさは幅約 1.6m，奥行

き約 0.9m，高さ約 2.1mである。 

水素濃度の測定においては，サンプルガスの蒸気凝縮を防止するため，サンプル

ガスの露点条件に達しないように温度・圧力を一定レベルに制御後，ウェット条件

の水素濃度を測定する。水素濃度は，演算装置にて湿度測定の数値を用いてサンプ

ルガス内湿度値が算出され，水素濃度をドライ条件に補正し，演算装置から中央制

御室にウェット条件及びドライ条件の値が同時に出力される。 

酸素濃度の測定では，水素濃度及び湿度測定後のサンプルガスを冷却器により一

定温度に冷却し，蒸気凝縮後のドライ条件の酸素濃度を測定する。酸素濃度は，演

算装置にて湿度測定の数値を用いてサンプルガス内湿度値が算出され，酸素濃度を

ウェット条件に補正し，演算装置から中央制御室にウェット条件及びドライ条件の

値が同時に出力される。 

なお，格納容器ガスサンプリング装置によるサンプリングは,サンプルガスを一定

時間検出器ラインに保持する方式とする。 

各構成機器の概要について以下に示す。 
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a. コイル 

コイルは格納容器ガスサンプリング装置内のサンプルガス温度を 120℃に保つ

ために設置する。 

b. 湿度検出器 

湿度検出器は酸素検出器による酸素濃度の測定において蒸気濃度を考慮した値

に補正するために設置する。 

c. 水素検出器 

水素検出器はサンプルガス中の水素濃度を測定するために設置する。 

d. 冷却器 

冷却器は酸素検出器へのサンプルガスの冷却及びサンプルガス中に含まれる蒸

気を凝縮し，除去するために設置する。サンプルガスは冷却器で 5秒間保持され，

5℃まで冷却される。 

e. 酸素検出器 

酸素検出器はサンプルガス中の酸素濃度を測定するために設置する。 

f. タンク 

タンクは，サンプルガスを格納容器ガスサンプリング装置内へ引き込む際の圧

力変動及び流量変動を防止するために設置する。タンクの容量は 20ℓ である。 

g. 圧縮機 

圧縮機はタンクの容量 20ℓにサンプル配管の容量 1ℓを含めた合計 21ℓの空間体

積内を規定圧力 90～110kPa〔abs〕から少なくとも 70kPa〔abs〕まで減圧するた

め及び原子炉格納容器内にサンプルガスを戻すために設置する。圧縮機による減

圧は当該装置の要求時間 40秒以内に実施される。 

h. キャビネットヒータ 

キャビネットヒータはサンプルガス中に含まれる蒸気の凝縮を防止するため，

装置内温度を 120℃に制御するために設置する。 

i. 窒素ボンベ 

窒素ボンベは格納容器ガスサンプリング装置内の空気作動弁の駆動源及び検出

器中へサンプルガスを押し込むための窒素の供給に必要な容量を原子炉建物付属

棟に設置する。なお，サンプルガスを検出器へ押し込む際の窒素消費量はサンプ

リング 1回当たり 1ℓ である。 

重大事故等時に使用する格納容器ガスサンプリング装置の窒素ボンベは，高圧

ガス保安法の適合品である一般汎用型の窒素ボンベを使用する。このため，本ボ

ンベの容量は一般汎用型の窒素ボンベの標準容量 46.7ℓ/個となる。格納容器ガス

サンプリング装置の窒素ボンベの個数は，格納容器ガスサンプリング装置を 7日

間運転するために必要な個数を確保する。 

格納容器ガスサンプリング装置について，1 日当たりの窒素消費量は以下の通

りとなる。なお，サンプリングは 3 分間に 1 回の頻度で実施するため，1 日当た

りの窒素消費量はサンプリング 480回分の消費量とする。 

①格納容器ガスサンプリング装置の検出ラインにサンプルガスを押し込むため



12 

の消費量＝480ℓ/日〔normal〕 

②格納容器ガスサンプリング装置の空気作動弁を駆動させるための消費量

＝143ℓ/日〔normal〕

③格納容器ガスサンプリング装置の冷却器にて発生した凝縮水を原子炉格納容

器内に押し込むための消費量＝1000ℓ/日〔normal〕

上記①～③より合計は 1623ℓ/日〔normal〕であり，7日間の運転における窒素

消費量は 11361ℓ〔normal〕である。 

窒素ボンベ 1個当たりの供給量Ｓｂは，ボンベ使用下限圧力Ｐ２を設定し，ボン

ベ初期充填圧力Ｐ１及びボンベ容量Ｖｂの関係から下記の式で求める。なお，ボン

ベ使用下限圧力Ｐ２は重大事故等時における原子炉格納容器の使用圧力 0.853MPa

を考慮し，1.2MPa〔abs〕に設定する。 

Ｓｂ＝
Ｐ１－Ｐ２

ＰＮ

・Ｖｂ 

＝
14.7-1.2

0.1013
×46.7 

＝6224ℓ/個〔normal〕 

Ｓｂ：ボンベによる供給量（ℓ/個〔normal〕） 

Ｐ１：ボンベ初期充填圧力＝14.7MPa〔abs〕 

Ｐ２：ボンベ使用下限圧力＝1.2MPa〔abs〕 

ＰＮ：大気圧＝0.1013MPa〔abs〕 

Ｖｂ：ボンベ容量＝46.7ℓ/個 

Ｍ ：必要ボンベ個数 

上記より，格納容器ガスサンプリング装置を 7日間運転するために必要な窒素

ボンベの個数Ｍは以下となる。 

Ｓｂ・Ｍ＞11361 

上記の関係式より， 

6224×Ｍ＞11361 

Ｍ＞1.83 

よって，格納容器ガスサンプリング装置の窒素ボンベの個数は 1.83となること

から，必要な個数は 2個となるため，故障時及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップを考慮して 2個を加え，窒素ボンベは 2個（予備 2 個）とする。 
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図 1－9 格納容器ガスサンプリング装置の構成（通常待機状態） 

図 1－10 ガスサンプラの構造図 
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1.4 格納容器酸素濃度（ＳＡ）及び格納容器水素濃度（ＳＡ）の認証について 

1.4.1 環境試験 

格納容器酸素濃度（ＳＡ）及び格納容器水素濃度（ＳＡ）の構成機器である格納

容器ガスサンプリング装置の環境試験の条件及び評価結果について以下に示す。な

お，ガスサンプラについては評価結果に仕様を記載する。 

(1) 気候負荷試験

気候負荷試験において格納容器ガスサンプリング装置を温度：66℃，圧力：大気

圧，湿度：98％の環境で管理される気候チャンバー内に 10日間設置し，気候チャン

バー内から取り出した後で，格納容器ガスサンプリング装置の機能的な健全性が確

保されていることを確認している。 

(2) 放射線負荷試験

放射線負荷試験において格納容器ガスサンプリング装置の各機器に対し，放射線

負荷（表 1－1を参照。）を照射し，照射時及び照射後において格納容器ガスサンプ

リング装置の機能的な健全性が確保されていることを確認している。

表 1－1 格納容器ガスサンプリング装置内の機器における放射線負荷について 

機器 機器仕様 

サンプルガスが流れる機器 1.0～31.3kGy 

パージガスのみが流れる機器 2.1～20.6kGy 

(3) 評価結果

a. 酸素検出器の評価結果

環境条件 

（原子炉棟内） 
機器仕様 

温度 66℃ 66℃ 

圧力 大気圧相当 大気圧相当 

湿度 100％ 100％ 

放射線 0.92kGy/7日間 1.0kGy 

b. 水素検出器の評価結果

環境条件 

（原子炉棟内） 
機器仕様 

温度 66℃ 66℃ 

圧力 大気圧相当 大気圧相当 

湿度 100％ 100％ 

放射線 1.5kGy/7日間 20.6kGy 
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c. ガスサンプラの仕様

環境条件 

（原子炉格納容器内） 
機器仕様 

温度 200℃ 250℃ 

圧力 853kPa 1600kPa 

湿度 蒸気 蒸気 

放射線 740kGy/7日間 －＊ 

注記＊：検出部は無機物で構成しており，放射線による影響はない。 

(4) 200℃，853kPa〔gage〕における使用について

格納容器ガスサンプリング装置の性能確認として，サンプルガスの温度を 60℃～

140℃，圧力を 100～630kPa〔abs〕の範囲に変化させ，水素濃度の測定が正常に行

えることを確認している。 
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b. 温度について

サンプルガスはサンプリング配管用のトレースヒータによって 130℃に温度制

御されてから格納容器ガスサンプリング装置内へ吸引される。格納容器ガスサン

プリング装置は性能確認により，サンプルガスの温度が 140℃において測定可能

であることを確認しているが，原子炉格納容器内においてサンプルガス温度が

200℃であったとしても，小口径のサンプリング配管を通過する際の熱損失により

130℃まで冷却されるため，原子炉格納容器内の温度が 200℃の場合においても測

定は可能である。 
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1.4.2 耐震試験 

耐震試験において，格納容器ガスサンプリング装置及びガスサンプラを加振台に

設置し，表 1－2に示す加速度を加えた後で格納容器ガスサンプリング装置及びガス

サンプラの機能的な健全性が確保されていることを確認している。

表 1－2 格納容器ガスサンプリング装置及びガスサンプラの地震負荷について （×9.8m/s2） 

方向 

格納容器ガス 

サンプリング装置
ガスサンプラ 

機能維持評

価用加速度 

機能確認済

加速度 

機能維持評価用加速度 
機能確認済

加速度 ドライウェル 
サプレッショ

ンチェンバ

水平方向＊ 1.95 3.8 3.15 3.10 3.4 

鉛直方向 1.94 3.5 1.89 3.23 3.3 

注記＊：水平２方向のうち，機能維持評価用加速度については大きい方の値を記載し，

機能確認済加速度については小さい方の値を記載している。 

＜関連する計測制御系統施設の耐震性に関する説明書＞ 

添付書類Ⅵ-2-6-5-33 ：格納容器酸素濃度（ＳＡ）の耐震性についての計算書 

添付書類Ⅵ-2-6-5-35 ：格納容器水素濃度（ＳＡ）の耐震性についての計算書 

添付書類Ⅵ-2-6-7-1-12：格納容器ガスサンプリング装置（格納容器水素濃度（Ｓ

Ａ）及び格納容器酸素濃度（ＳＡ））の耐震性について

の計算書 
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1.5 格納容器酸素濃度（Ｂ系），格納容器水素濃度（Ｂ系），格納容器酸素濃度（ＳＡ）及

び格納容器水素濃度（ＳＡ）の電源供給について 

格納容器酸素濃度（Ｂ系）及び格納容器水素濃度（Ｂ系）は，常設代替交流電源設備

から給電できる設計とする。 

格納容器酸素濃度（ＳＡ）及び格納容器水素濃度（ＳＡ）は，常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電源設備から給電できる設計とする。 

電源供給については図 1－11「格納容器酸素濃度（Ｂ系），格納容器水素濃度（Ｂ系），

格納容器酸素濃度（ＳＡ）及び格納容器水素濃度（ＳＡ）の電源概略構成図」に示す。 

図 1－11 格納容器酸素濃度（Ｂ系），格納容器水素濃度（Ｂ系），格納容器酸素濃度（Ｓ

Ａ）及び格納容器水素濃度（ＳＡ）の電源概略構成図 
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1.6 格納容器酸素濃度，格納容器水素濃度の計測範囲 

格納容器酸素濃度及び格納容器水素濃度は，設計基準対象施設として設計基準事故が

発生した場合の状況を把握し及び対策を講ずるために十分な測定範囲で監視し，重大事

故等対処設備＊として著しい炉心の損傷が発生した場合に変動する可能性のある範囲で

原子炉格納容器内に発生する水素及び酸素を監視する目的で設置する。また，格納容器

酸素濃度は，プラント停止中における原子炉格納容器内の空気置換により流入する酸素

及び通常運転中において原子炉格納容器内が窒素置換により保安規定で定める濃度以下

に酸素が維持されていることを把握するために十分な測定範囲で監視する目的にも使用

する。 

注記＊：Ａ系：重要監視パラメータの常用計器 

Ｂ系：重要監視パラメータの重要計器 

1.6.1 計測範囲の考え方 

格納容器酸素濃度の計測範囲は，格納容器内の酸素が変動する可能性のある範囲

としてプラント停止中に格納容器内を空気置換した際の空気中の酸素割合約 21％

を最大値として考慮し，状況を把握し及び対策を講ずるための測定範囲として有効

性評価のうち格納容器破損モード「水素燃焼」における酸素濃度の初期条件

2.5vol％と格納容器ベントを行うまでの期間に上昇しうる可燃領域 5vol％前後の

濃度において必要な監視能力を有した設計とする。 

格納容器水素濃度の計測範囲は，格納容器内の水素が変動する可能性のある範囲

並びに状況を把握し及び対策を講ずるための測定範囲として重大事故等対策の有効

性評価のうち格納容器破損モード「水素燃焼」におけるドライウェルの気相濃度最

大値約 90.4％，格納容器ベントを行うまでの期間に上昇しうる可燃領域 4vol％及び

爆轟領域 13vol％を一定程度上回る濃度において必要な監視能力を考慮した設計と

する。 

表 1－3 格納容器酸素濃度，格納容器水素濃度の想定される変動範囲 

停止中 

（原子炉格納容器

開放時） 

通常運転＊1 設計基準事故＊2 重大事故等＊3 

酸素濃度 約 21vol％ 
～2.5vol％ 

（ドライ） 
～4.3vol％ 

～4.4vol％ 

（ドライ） 

水素濃度 0vol％ 0vol％ ～2.0vol％ 
～約 20vol％＊4 

（ドライ） 

注記＊1：有効性評価「格納容器破損モード（水素燃焼）」解析初期値 

＊2：安全評価「原子炉格納容器内圧力，雰囲気等の異常な変化（可燃性ガスの発生）」

解析最大値 

＊3：有効性評価「格納容器破損モード（水素燃焼）」解析 格納容器冷却後～格納容器

ベント前 

＊4：格納容器冷却前にドライウェルで最大約 90.4vol％（ドライ）まで上昇する。 



20 

変動しうる範囲の濃度と比較して，格納容器雰囲気ガス濃度の把握が特に重要と

なる可燃領域付近では低濃度の推移を監視することになるため，計器誤差等により

低濃度における監視性が損なわれることがないようワイドレンジとナローレンジの

2 つの計測範囲を設けている。また，中央制御室の指示及び記録におけるワイドレ

ンジとナローレンジの計測範囲切り替えは，検出器が計測した酸素濃度又は水素濃

度の値に応じて自動で切り替わる設計とする。格納容器酸素濃度及び格納容器水素

濃度の 2つの計測範囲及びその考え方を表 1－4に一覧で示す。 

表 1－4 計測範囲及び考え方 

名称 計測範囲 計測範囲の考え方 

格納容器 

酸素濃度 

ワイド

レンジ
0～25vol％ 

原子炉格納容器内を空気置換した際の空気中

酸素割合約 21％を包含する範囲 

ナロー

レンジ
0～10vol％ 

有効性評価解析初期条件 2.5vol％と格納容器

ベントまでに上昇する可燃領域 5vol％未満を

包含し必要な計測精度で計測可能な範囲 

格納容器 

水素濃度 

ワイド

レンジ
0～100vol％ 

有効性評価解析の最大値約 90.4％を包含する

範囲 

ナロー

レンジ
0～20vol％ 

格納容器ベントまでに上昇する可燃領域

4vol％及び爆轟領域 13vol％を一定程度上回

る濃度を必要な計測精度で計測可能な範囲 

1.6.2 ナローレンジの計測範囲の変更について 

計測範囲の自動切替えは，ナローレンジからワイドレンジに切り替える設定値（以

下「ワイド切替設定値」という。）とワイドレンジからナローレンジに切り替える

設定値（以下「ナロー切替設定値」という。）の 2つを設け，雰囲気ガス濃度の上

昇に伴いワイド切替設定値を超えたとき，又は，下降に伴いナロー切替設定値を下

回ったときに行っている。 

ワイド切替設定値は，雰囲気ガス濃度がナローレンジの上限を超えて上昇する際

にワイドレンジへの切り替えが遅れることなく連続的に監視可能とするためナロー

レンジ上限値未満とし，また，雰囲気ガス濃度の微小変化等によりワイドレンジと

ナローレンジの切替えが短期間に連続するチャタリング＊1が発生しないよう，ワイ

ド切替設定値とナロー切替設定値との間には計測装置の計器誤差及び切断差＊2 を

踏まえて適切な幅を持たせた値に設定する必要がある。そのため，雰囲気ガス濃度

がナローレンジの上限付近及び一度ワイドレンジに切り替わった後にナロー切替設

定値以下となるまでは，実質ワイドレンジを使用した計測となる。（図 1－12参照。） 

注記＊1：電気的接点の動作状態と復帰状態が繰り返し切替わること。ここではレン

ジの自動切替えが繰り返し行われ安定しないことも含む。 

＊2：設定値における動作値と復帰値の差。切断差が小さい場合，チャタリング

を生じる恐れがある。 
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ナローレンジ→ワイドレンジ
（ワイド切替設定値）

ワイドレンジ→ナローレンジ
（ナロー切替設定値）

上限値到達前にワイドレンジへ
切り替えるための間隔

ナローレンジ上限値

ナローレンジ下限値

レンジ切替のチャタリング防止
のための間隔

必ずナローレンジで計測される

必ずワイドレンジで計測される

ナローレンジ又は
ワイドレンジで計測される

格納容器酸素濃度
格納容器水素濃度
計測範囲

ワイドレンジ上限値

雰囲気ガス濃度の変動
（上昇から下降）
に伴う使用計測範囲

：ナローレンジ

：ワイドレンジ

図 1－12 雰囲気ガス濃度変動に伴う使用計測範囲イメージ 

設置（変更）許可申請時は，格納容器酸素濃度の重大事故等時の格納容器ベント

判断基準である 4.4vol％，格納容器水素濃度の可燃限界である 4.0vol％前後をナロ

ーレンジの計測範囲 0～5vol％にて既存設備の設計を変更せずに計測する計画であ

ったが，設計進捗において，ナローレンジの計測範囲上限値が 5vol％の場合のナロ

ー切替設定値は，酸素濃度 4.4vol％，水素濃度 4.0vol％以上に設定できず実質ワイ

ドレンジを使用した計測となる可能性があることが分かった。 

ワイドレンジはナローレンジに比べて計器誤差が大きく，格納容器ベント判断や

可燃限界付近の監視を行う際の適切な監視能力が確保できないと判断したことから

ナローレンジの計測範囲を既存設計から変更する。

変更後のナローレンジの計測範囲は，設計基準対象施設としての監視性を損なわ

ずに重大事故等時の監視性を更に向上できる計測範囲として，格納容器酸素濃度を

0～10vol％，格納容器水素濃度を 0～20vol％とする。格納容器酸素濃度，格納容器

水素濃度の計測範囲及びそれに伴う誤差の変更内容を表 1－5に示し，変更後の各運

転状態における監視性について表 1－6に示す。 
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表 1－5 格納容器酸素濃度，格納容器水素濃度の計測範囲及び誤差 

変更前 変更後 

名称 計測範囲 切替設定値 誤差 計測範囲 切替設定値 誤差＊1 

格納容器 

酸素濃度 

0～5vol％/ 

0～25vol％ 

ワイド切替

4.6vol％

ナロー切替

3.2vol％

ウェット：

±0.16vol％/ 

±0.80vol％ 

ドライ： 

±0.13vol％/ 

±0.63vol％ 

0～10vol％/ 

0～25vol％ 

ワイド切替

設計検討中*2

ナロー切替

設計検討中*2

ウェット：

±0.32vol％/ 

±0.80vol％ 

ドライ： 

±0.25vol％/ 

±0.63vol％ 

格納容器 

水素濃度 

0～5vol％/ 

0～100vol％ 

ワイド切替

4.8vol％

ナロー切替

3.0vol％

ウェット：

±0.16vol％/ 

±3.2vol％ 

ドライ： 

±0.13vol％/ 

±2.5vol％ 

0～20vol％/ 

0～100vol％ 

ワイド切替

設計検討中*2

ナロー切替

設計検討中*2

ウェット：

±0.64vol％/ 

±3.2vol％ 

ドライ： 

±0.5vol％/ 

±2.5vol％ 

注記＊1：検出器～ＳＰＤＳ表示装置等の誤差（現状計画） 

＊2：酸素濃度 4.4vol％，水素濃度 4.0vol％以上で計器設計上可能なナローレンジ上限に近い値に設定する。 
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表 1－6 計測範囲変更後の各運転状態における監視性 

停止中 

（原子炉格納容器開放時） 
通常運転 設計基準事故 重大事故等 

酸
素
濃
度 

空気中の酸素濃度（約

21vol％）の監視はワイドレ

ンジ（0～25vol％）であり

計器誤差に変更は生じない

ため監視性に影響はない。

有効性評価における初期酸素

濃度（2.5vol％（ドライ））未

満であることを，ナローレンジ

（0～10vol％）で監視する。 

変 更後のド ライ 誤差（ ±

0.25vol％）を考慮した上で運

転することにより，その後に必

要な対策を実施することが可

能であるため監視性に影響は

ない。 

酸素濃度が可燃領域（5.0vol％）

に到達していないことをナロー

レンジ（0～10vol％）で監視す

る。

安全評価上の原子炉格納容器内

酸素濃度上昇は最大 4.3vol％で

あるため，変更後のウェット誤

差（±0.32vol％）を踏まえても

可燃領域未満の監視性に影響は

ない。

酸素濃度の可燃領域（5.0vol％）への到達有無をナロ

ーレンジ（0～10vol％）で監視し，格納容器ベントの

準備及び実施判断を行う。 

格納容器ベントの判断基準＊1 には計器誤差として±

0.5vol％を考慮しており，変更後のドライ誤差（±

0.25vol％）でも監視性及び判断に影響はない。 

なお，格納容器ベント停止時に酸素濃度が可燃領域未

満に低下したことを監視する上でも問題ない。 

水
素
濃
度 

水素濃度は 0vol％であり，

計器誤差の変更が監視性に

影響しない。 

水素濃度は 0vol％であり，計

器誤差の変更が監視性に影響

しない。 

水素濃度が可燃領域（4.0vol％）

に到達していないことをナロー

レンジ（0～20vol％）で監視す

る。

安全評価上の原子炉格納容器内

水素濃度上昇は最大 2.0vol％で

あるため，変更後のウェット誤

差（±0.64vol％）を踏まえても

可燃領域未満の監視性に影響は

ない。

水素濃度の可燃領域（ 4.0vol％）及び爆轟領域

（13vol％）への到達有無をナローレンジ（0～20vol％）

で監視する。 

重大事故等時における水素濃度は，操作等の判断基準

ではないことから，考慮すべき計器誤差の基準値等は

存在しないが，監視性向上の観点から可能な限り計器

誤差を縮小することが望ましく，変更後のナローレン

ジ（0～20vol％）によるドライ誤差（±0.5vol％）で

の監視は，変更前のワイドレンジ（0～100vol％）によ

るドライ誤差（±2.5vol％）での監視＊2 より計器誤差

が縮小するため監視性に影響はない。 

なお，格納容器ベント停止時に水素濃度が可燃領域未

満に低下したことを監視する上でも問題ない。 

注記＊1：酸素濃度の可燃限界である 5.0vol％に到達することを防止するため，計器誤差（±0.5vol％）並びに水素及び酸素排出操作所要時間における

上昇分（約 0.1vol％）を考慮して設定 

＊2：変更前におけるナロー切替設定値は 3.0vol％であるため，事故初期の水素濃度上昇以降，可燃領域（4.0vol％）及び爆轟領域（13vol％）はワ

イドレンジ（0～100vol％）による監視であった。
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2. 原子炉格納容器下部水位監視について 

重大事故等時において，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を冷却し，溶融炉心・

コンクリート相互作用（MCCI）を抑制するためにペデスタル代替注水系（常設），ペデス

タル代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）を設置している。原子

炉格納容器下部の水位を監視するためにドライウェル水位及びペデスタル水位を設置する。 

 

2.1 原子炉格納容器下部注水時の水位監視 

ドライウェル水位及びペデスタル水位の設置状況は，図 2－1「ドライウェル水位及び

ペデスタル水位設置図」，図 2－2「ドライウェル水位及びペデスタル水位配置図」，図

2－3「ドライウェル水位及びペデスタル水位取付図」に示す。 

ドライウェル水位は，原子炉格納容器下部に溶融炉心の冷却に必要な水量を注水する

ドライウェルスプレイによるサンプピットへの注水量を確認することができるよう電極

式水位検出器を原子炉格納容器床面からの高さ－3.0m，－1.0mに各 1個設置する。また，

残留熱代替除去系による代替循環冷却実施時におけるペデスタル代替注水系（可搬型）

による注水の停止の判断基準を確認することができるよう電極式水位検出器を原子炉格

納容器床面からの高さ＋0.9mに 1個設置する。 

ペデスタル水位は，原子炉格納容器下部への注水状況を把握するため，溶融炉心の冷

却に必要な水深を確認することができるよう電極式水位検出器をコリウムシールド上表

面からの高さ＋0.1m（初期），＋1.2m（中間）に各 1個に設置し，＋2.4m（停止判断）に

2個設置する。 
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図 2－1 ドライウェル水位及びペデスタル水位設置図（図 2－2の 180°方向断面） 

図 2－2 ドライウェル水位及びペデスタル水位配置図（図 2－1の真上平面） 
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図 2－3 ドライウェル水位及びペデスタル水位取付図 
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2.2 ドライウェル水位及びペデスタル水位の計測機能 

電極式水位検出器の環境条件を表 2－1「検出器の環境条件」に，測定原理を図 2－4「電

極式水位検出器の測定原理」に示す。 

2.2.1 環境条件 

電極式水位検出器は，重大事故等時の格納容器破損防止対策の有効性評価における

環境条件を満足する試験を実施し，健全性を確認している。 

表 2－1 検出器の環境条件 

項目 環境条件（包絡条件） 試験条件 評価結果 

温度 200℃ 

想定される環境温度での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

湿度 蒸気 

想定される環境湿度での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

圧力 853kPa 

想定される環境圧力での機能

維持を確認しており，健全性を

維持できる。 

放射線 740kGy/168 時間 

想定される環境放射線での機

能維持を確認しており，健全性

を維持できる。 

2.2.2 測定原理 

電極式水位検出器は，電極部，MI ケーブル，電極部を絶縁するセラミックから構

成されている。 

電極式水位検出器の測定原理は，図 2－4 にあるように，電極式水位検出器が 2 本

1セットで 2 本の電極間の導通状態を検知することで，電極位置が水中か気中かを判

定するものである。電極が気中にある場合は電極間抵抗が大きく，水中の場合は電極

間抵抗が低下するため，導通することで水中を判定できる。 
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図 2－4 電極式水位検出器の測定原理 

検知 
回路 

気中：電極間抵抗大 

電極 

検知 

回路 

水中：電極間抵抗小 

導通 

水中では電極間

抵抗が低下する。

電極間抵抗の低

下による導通を

検知することで，

水中と判断する。 
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2.3 ドライウェル水位（原子炉格納容器床面＋1.0m）設置高さの変更 

2.3.1 設置高さの変更 

ドライウェル水位（原子炉格納容器床面＋1.0m）は，設置（変更）許可申請時に

おいてベント管下端高さに設置することを計画していたが，ベント管等の構造物に

は施工誤差があるため，必ずしも原子炉格納容器床面＋1.0mではない。（ベント管 8

本の下端高さを測定した結果，最も低い箇所で原子炉格納容器床面＋約 0.93m） 

ベント管下端が原子炉格納容器床面＋1.0mより低い位置にあると，そこからサプ

レッションチェンバへ水が流れ込むことで電極式水位検出器の検出点（原子炉格納

容器床面＋1.0m）まで水位が上昇せず，水位を検知できないため，原子炉格納容器

床面及びベント管下端高さの施工誤差を考慮しても確実に検知できる高さに変更す

る。具体的に変更する設置高さは，ベント管下端の最も低い高さ（原子炉格納容器

床面＋約 0.93m）より下で，かつ，計器誤差（±10mm）等を考慮して原子炉格納容

器床面＋0.9mとする。 

図 2－5 ドライウェル水位とベント管下端の高さ関係概要図 

2.3.2 有効性評価解析への影響 

有効性評価の格納容器破損モード「溶融炉心・コンクリート相互作用」で想定さ

れる事故シーケンスにおいて，原子炉圧力容器破損後のペデスタル代替注水系（可

搬型）によるペデスタル注水の停止手順として以下①～③の基準がすべて成立した

ことをもって実施することとしている。 

①残留熱代替除去系運転による格納容器除熱の確認

②ドライウェル水位がベント管下端位置（原子炉格納容器床面＋1.0m）に到達

③格納容器圧力 384kPa〔gage〕未満
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有効性評価においては，図 2－6及び図 2－7に示すとおり，事象発生 12時間後時

点でペデスタル代替注水系（可搬型）によるペデスタル注水を停止している。ドラ

イウェル水位がベント管下端位置（原子炉格納容器床面＋1.0m）に到達する（②が

成立する）のは，事象発生 10時間後の残留熱代替除去系運転開始の直後であり，②

の基準となる水位を「原子炉格納容器床面＋0.9m」に変更した場合，その基準とな

る水位への到達時間は早くなる。一方，格納容器圧力が 384kPa〔gage〕未満となる

（③が成立する）のは事象発生 12時間後であり，①～③の基準がすべて成立する時

間に変わりはないことから，有効性評価の解析への影響はない。 

図 2－6 ペデスタル/ドライウェル水位と注水流量の推移（その１） 

図 2－7 格納容器圧力の推移 

原子炉格納容器 

床面＋1.0m 
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2.3.3 ペデスタル/ドライウェル水位の推移と原子炉格納容器下部/ドライウェル底部の

状態について 

「2.3.2 有効性評価解析への影響」におけるペデスタル/ドライウェル水位と注

水流量の推移及び原子炉格納容器下部/ドライウェル底部の状態図を示す。 

図 2－8 ペデスタル/ドライウェル水位と注水流量の推移（その２） 

図 2－9 原子炉格納容器下部/ドライウェル底部の状態図 
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3. 代替注水流量（常設）について

低圧原子炉代替注水ポンプによる代替注水の流量は，代替注水流量（常設）により流量

計測を行い，中央制御室にて監視する設計とする。常設注水設備である低圧原子炉代替注

水ポンプは，中央制御室における弁の遠隔操作により，原子炉注水と格納容器スプレイを

切り替え，ペデスタル注水は格納容器スプレイにて実施するため，同時注水を実施しない

運用であることから，代替注水流量（常設）使用時は，原子炉注水と格納容器スプレイの

いずれかの流量計測であるため，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を計測す

る装置として兼用することによる計測への影響はなく，他の技術基準規則 73条対象パラメ

ータと同様に代替手段も整備していることから確実に流量計測が可能である。 

3.1 代替注水流量（常設）による流量監視 

低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水流量が 200m3/h，格納

容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ流量が 120m3/h，ペ

デスタル代替注水系（常設）による原子炉格納容器下部への注水流量が 120m3/hとなる。 

代替注水流量（常設）は，低圧原子炉代替注水ポンプの容量 280m3/h に余裕を見込ん

で，計測範囲を 0～300m3/hとする。 

主要仕様及び系統図を表 3－1「代替注水流量（常設）の主要仕様」及び図 3－1「代替

注水流量（常設）の系統図」に示す。 

表 3－1 代替注水流量（常設）の主要仕様 

検出器の種類 計測範囲 個数 誤差＊ 

超音波式流量検出器 0～300m3/h 1 ±6.0m3/h 

注記＊：検出器～ＳＰＤＳ表示装置等の誤差（現状計画） 

図 3－1 代替注水流量（常設）の系統図 
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3.2 代替注水流量（常設）の計測機能 

超音波式流量検出器の環境条件を表 3－2「検出器の環境条件」に，測定原理を図 3－2

「超音波式流量検出器の測定原理」に示す。 

3.2.1 環境条件 

超音波流量検出器は，重大事故等時に想定される環境条件を満足する試験の実施

又は設備仕様により，健全性を確認している。 

表 3－2 検出器の環境条件 

項目 環境条件（包絡条件） 試験条件又は設備仕様 評価結果 

温度 40℃ 

想定される環境温度での機能維

持を設備仕様により確認してお

り，健全性を維持できる。 

湿度 85％ 

想定される環境湿度での機能維

持を設備仕様により確認してお

り，健全性を維持できる。 

圧力 大気圧 

想定される環境圧力での機能維

持を設備仕様により確認してお

り，健全性を維持できる。 

放射線 6Gy/168 時間 

想定される環境放射線での機能

維持を試験により確認してお

り，健全性を維持できる。 

3.2.2 測定原理 

超音波式流量検出器は，超音波送受信器及び流量変換器から構成されている。 

超音波式流量検出器の測定原理は，図 3－2にあるように，超音波送受信器（超音

波振動子）を流体が流れる配管の外周に取り付け，超音波送受信器間で送受信され

る超音波パルスの伝搬時間差を測定することにより，流体の流量を測定する。 

超音波式流量検出器の特徴は，崩壊熱相当の低流量の測定も可能である。 
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図 3－2 超音波式流量検出器の測定原理 

流体の
流れ

 

流量変換器 

指示 

中央制御室 

超音波 
送受信器

超音波 
送受信器

超音波パルス 

配管 
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4. 第１ベントフィルタ出口水素濃度について

4.1 第１ベントフィルタ出口水素濃度による監視 

格納容器フィルタベント系の事故収束時に可搬式窒素供給装置による窒素パージが確

実に実施され，系統内の水素濃度が可燃限界 4vol％以下に維持されていることを監視す

るため，第１ベントフィルタ出口水素濃度を設置する。第１ベントフィルタ出口水素濃

度を測定する熱伝導式水素検出器は，1.2.1(2)に示す格納容器水素濃度（Ｂ系）と同様

の測定原理であり，0～20vol％/0～100vol％の計測範囲で系統内の水素濃度の推移，傾

向（トレンド）を監視することができる。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度の概略構成を図 4－1に示す。 

図 4－1 第１ベントフィルタ出口水素濃度の概略構成図 

4.2 可搬型設備（車両）の構成 

第１ベントフィルタ出口水素濃度を構成する機器のうち熱伝導式水素検出器，前置増

幅器及び演算装置は可搬型とし，第１ベントフィルタ出口配管内の雰囲気ガスをサンプ

リングするためのサンプリング装置（サンプリングポンプ，冷却器）及び冷却器へ冷却

水を供給するためのチラーユニットと合わせて可搬型設備（車両）へ設置し，屋外の第

４保管エリア（EL 約 8500mm）に 1台及び第１保管エリア（EL 約 50000mm）に予備 1台

を保管する。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度の測定時は，可搬型設備（車両）を格納容器フィル

タベント系によるベント実施前に屋外（原子炉建物南側（EL 約 15000mm））へ配置し，

ホース，電源ケーブルの敷設及び接続後の起動操作することで測定を開始する設計とす

る。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度のシステム概要図を図 4－2，可搬型設備（車両）の

概要図を図 4－3に示す。 

熱伝導式 

水素検出器 

指 示

中央制御室 

緊急時対策所 

演算装置 

記 録＊

前置増幅器 

[補正] 

サンプルガス温度

及びドレン水位

注記＊：安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 重大事故等対処設備 

設計基準対象施設及び 

重大事故等対処設備 

設計基準対象施設 
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第１ベントフィルタ出口配管

冷却器 除湿器

可搬型設備（車両）

サンプリングポンプ

熱伝導式
水素検出器

指 示

中央制御室

緊急時対策所

演算装置

記 録

前置
増幅器

接続プラグ接続口

チラーユニット

制御盤

常設代替交流電源設備
又は

可搬型代替交流電源設備

＊

注記＊：熱伝導式水素検出器等の電源を必要とする
設備への給電は制御盤から行う。

凡例

：サンプリング
ライン

：冷却水ライン

：信号ライン

：電源ライン

図 4－2 第１ベントフィルタ出口水素濃度システム概要図 

サンプルポンプラック
（サンプリングポンプ）

チラーユニット
制御盤
（演算装置）

分析計ラック
（熱伝導式水素検出器，前置増幅器，冷却器，除湿器）

図 4－3 可搬型設備（車両）概要図 
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5. 原子炉圧力容器内の水位監視について

5.1 原子炉圧力容器内の水位監視について 

BWR プラントにおいては，原子炉圧力容器の水位を計測することで，炉心の冷却状態

を把握する上で重要となる原子炉圧力容器内の保有水量の監視を行っている。 

重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータのうち，原子炉圧力容器

内の水位については，原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域）及び原子炉水位（Ｓ

Ａ）を主要パラメータとしており，原子炉水位の計測が困難になった場合，以下の推定手

段を整備している。 

①他の原子炉水位による原子炉圧力容器内の水位計測

・原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域）の他チャンネルによる推定

・原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域）の原子炉水位（ＳＡ）による推定

・原子炉水位（ＳＡ）の原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域）による推定

②原子炉圧力容器への注水流量（高圧原子炉代替注水流量，代替注水流量（常設），低

圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），原子炉隔離時冷却ポ

ンプ出口流量，高圧炉心スプレイポンプ出口流量，残留熱除去ポンプ出口流量，低圧

炉心スプレイポンプ出口流量，残留熱代替除去系原子炉注水流量）による原子炉水位

の推定 

③原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）及びサプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）による原

子炉圧力容器が満水であることの推定

表 5－1 主要パラメータと推定手段（1/2） 

項目 
原子炉圧力容器内の水位 

監視パラメータ 対応設備 検出器 個数 計測範囲 

主要パラ

メータ

原子炉水位 

（広帯域） 
重大事故等対処設備 

差圧式水位 

検出器 
2 －400～＋150cm＊ 

原子炉水位 

（燃料域） 
重大事故等対処設備 

差圧式水位 

検出器 
2 －800～－300cm＊ 

原子炉水位 

（ＳＡ） 
重大事故等対処設備 

差圧式水位 

検出器 
1 －900～＋150cm＊ 

推定手段 

① 

原子炉水位 

（広帯域） 
重大事故等対処設備 

差圧式水位 

検出器 
2 －400～＋150cm＊ 

原子炉水位 

（燃料域） 
重大事故等対処設備 

差圧式水位 

検出器 
2 －800～－300cm＊ 

原子炉水位 

（ＳＡ） 
重大事故等対処設備 

差圧式水位 

検出器 
1 －900～＋150cm＊ 
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表 5－1 主要パラメータと推定手段（2/2） 

項目 
原子炉圧力容器内の水位 

監視パラメータ 対応設備 検出器 個数 計測範囲 

推定手段 

② 

高圧原子炉代替 

注水流量 
重大事故等対処設備 

差圧式流量 

検出器 
1 0～150m3/h 

代替注水流量 

（常設） 
重大事故等対処設備 

超音波式流

量検出器 
1 0～300m3/h 

低圧原子炉代替 

注水流量 
重大事故等対処設備 

差圧式流量 

検出器 
2 0～200m3/h 

低圧原子炉代替 

注水流量 

（狭帯域用） 

重大事故等対処設備 
差圧式流量 

検出器 
2 0～50m3/h 

原子炉隔離時冷却 

ポンプ出口流量 
重大事故等対処設備 

差圧式流量 

検出器 
1 0～150m3/h 

高圧炉心スプレイ 

ポンプ出口流量 
重大事故等対処設備 

差圧式流量 

検出器 
1 0～1500m3/h 

残留熱除去ポンプ 

出口流量 
重大事故等対処設備 

差圧式流量 

検出器 
3 0～1500m3/h 

低圧炉心スプレイ 

ポンプ出口流量 
重大事故等対処設備 

差圧式流量 

検出器 
1 0～1500m3/h 

残留熱代替除去系 

原子炉注水流量 
重大事故等対処設備 

差圧式流量 

検出器 
1 0～50m3/h 

推定手段 

③ 

原子炉圧力 重大事故等対処設備 
弾性圧力 

検出器 
2 0～10MPa 

原子炉圧力 

（ＳＡ） 
重大事故等対処設備 

弾性圧力 

検出器 
1 0～11MPa 

サプレッションチ

ェンバ圧力

（ＳＡ） 

重大事故等対処設備 
弾性圧力 

検出器 
2 0～1000kPa〔abs〕 

注記＊：計測範囲の零は，気水分離器下端とする。 
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5.2 原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域）及び原子炉水位（ＳＡ）の概要 

原子炉水位計は，差圧式検出器により，原子炉圧力容器下部の計装配管より分岐した

受圧部（高圧側）に加わる水頭圧と凝縮槽より分岐した受圧部（低圧側）に加わる圧力

との差を検出することで，水位に比例した信号を検出し，指示，記録する。 

 

5.2.1 原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（広帯域）は気水分離器下端を基準とし，－400～＋150cmまでの水位

を計測することにより，原子炉圧力容器内の水位を確認する。 

原子炉水位（広帯域）は，通常運転時の炉内環境下で使用するため，通常運転時

の炉水飽和温度 286℃を考慮した水の密度に対して校正を行っている。 

 

5.2.2 原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（燃料域）は気水分離器下端を基準とし，－800～－300cmまでの水位

を計測することにより，原子炉圧力容器内の水位を確認する。 

原子炉水位（燃料域）は，大気圧での飽和水温度 100℃における水の密度に対し

て校正を行っている。 

なお，原子炉圧力が高く，飽和水温度が校正条件よりも高い状態では水位の指示

は実水位よりも低く指示するため，燃料棒有効長頂部に到達及び燃料棒有効長底部

から燃料棒有効長の 20％上の位置に到達等の水位低下の判断は実水位よりも早め

に行うことになる。 

 

5.2.3 原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉水位（ＳＡ）は気水分離器下端を基準とし，－900～＋150cmまでの水位を

計測することにより，原子炉圧力容器内の水位を確認する。 

原子炉水位（ＳＡ）は，大気圧での飽和水温度 100℃における水の密度に対して

校正を行っている。 

なお，原子炉圧力が高く，飽和水温度が校正条件よりも高い状態では水位の指示

は実水位よりも低く指示するため，燃料棒有効長頂部に到達及び燃料棒有効長底部

から燃料棒有効長の 20％上の位置に到達等の水位低下の判断は実水位よりも早め

に行うことになる。 
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計器の概要については図 5－1「原子炉水位（広帯域）の概要」，図 5－2「原子炉

水位（燃料域）の概要」及び図 5－3「原子炉水位（ＳＡ）の概要」に，凝縮槽の配

置については図 5－4「凝縮槽の配置図」に，凝縮槽から計器までの配管ルートにつ

いては図 5－5「凝縮槽から原子炉水位への配管ルート概略図」に示す。また，凝縮

槽を兼用している計器については表 5－2「凝縮槽を兼用している計器」に，計器の

仕様については表 5－3「原子炉水位（広帯域）及び原子炉水位（燃料域）の仕様」

及び表 5－4「原子炉水位（ＳＡ）の仕様」に示す。 

図 5－1 原子炉水位（広帯域）の概要 
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図 5－2 原子炉水位（燃料域）の概要 

 

 

図 5－3 原子炉水位（ＳＡ）の概要 
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図 5－4 凝縮槽の配置図 
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図 5－5 凝縮槽から原子炉水位への配管ルート概略図 
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表 5－2 凝縮槽を兼用している計器（1/2） 

名称 計器番号 計測範囲 凝縮槽 用途 

原子炉水位 

（狭帯域） 

LX204-1A 

0～＋150cm 

Ａ 
タービントリップ

中央制御室監視
LX204-1B Ｂ 

LX204-1C Ｃ 

LX293-1A 

0～＋150cm 

Ａ 
原子炉スクラム 

その他の原子炉格納容器隔離弁閉鎖 

非常用ガス処理系起動 

LX293-1B Ｂ 

LX293-1C Ｃ 

LX293-1D Ｄ 

LX298-2A＊ 
0～＋150cm 

Ｂ 
自動減圧系作動条件 

LX298-2B＊ Ｄ 

LX298-6A＊ 

0～＋150cm 

Ａ 

高圧炉心スプレイ系注入弁閉 LX298-6B＊ Ａ 

LX298-6C＊ Ａ 

LX298-7A＊ 

0～＋150cm 

Ｄ 

原子炉隔離時冷却系タービントリップ LX298-7B＊ Ｄ 

LX298-7C＊ Ｄ 

原子炉水位 

（広帯域） 

LX298-1A 

－400～＋150cm 

Ｂ 

低圧炉心スプレイ系起動 

残留熱除去系（低圧注水系）起動 

自動減圧系作動 

原子炉隔離時冷却系起動 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）作動 

LX298-1B Ｄ 

残留熱除去系（低圧注水系）起動 

自動減圧系作動 

原子炉隔離時冷却系起動 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）作動 

LX298-1C Ｂ 

低圧炉心スプレイ系起動 

残留熱除去系（低圧注水系）起動 

自動減圧系作動 

原子炉隔離時冷却系起動 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）作動 

LX298-1D Ｄ 

残留熱除去系（低圧注水系）起動 

自動減圧系作動 

原子炉隔離時冷却系起動 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）作動 

LX298-3A 

－400～＋150cm 

Ａ 

主蒸気隔離弁閉鎖 
LX298-3B Ｂ 

LX298-3C Ｃ 

LX298-3D Ｄ 

LX298-4A 

－400～＋150cm 

Ａ 

高圧炉心スプレイ系起動 
LX298-4B Ｃ 

LX298-4C Ａ 

LX298-4D Ｃ 

LX298-8A 

－400～＋150cm 

Ｂ 
ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）作動 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリ

ップ機能）作動 

LX298-8B Ｄ 

LX298-8C Ｂ 

LX298-8D Ｄ 

LX298-11A 

－400～＋150cm 

Ａ 中央制御室監視 

LX298-11B Ｃ 
中央制御室監視 

中央制御室外原子炉停止装置監視 

原子炉水位 

（燃料域） 

LX298-12A 
－800～－300cm 

Ｂ 
中央制御室監視 

LX298-12B Ｄ 

原子炉水位 

（ＳＡ） 
LX298-13 －900～＋150cm Ｄ 中央制御室監視 
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表 5－2 凝縮槽を兼用している計器（2/2） 

名称 計器番号 計測範囲 凝縮槽 用途 

原子炉圧力 

PX204-4 0～8.5MPa Ｂ 中央制御室監視 

PX204-5 6～7.5MPa Ｂ 中央制御室監視 

PX293-1A 

0～8.5MPa 

Ａ 

原子炉スクラム 
PX293-1B Ｂ 

PX293-1C Ｃ 

PX293-1D Ｄ 

PS298-1A＊ 

1～10MPa 

Ｄ 

逃がし安全弁の逃し弁機能作動 

PS298-1B＊ Ｄ 

PS298-1C＊ Ｄ 

PS298-2A＊ Ｄ 

PS298-2B＊ Ｄ 

PS298-2C＊ Ｄ 

PS298-3A＊ Ｄ 

PS298-3B＊ Ｄ 

PS298-3C＊ Ｄ 

PS298-4A＊ Ｂ 

PS298-4B＊ Ｂ 

PS298-4C＊ Ｂ 

PX298-5A 

0～10MPa 

Ａ 中央制御室監視 

PX298-5B Ｃ 
中央制御室監視 

中央制御室外原子炉停止装置監視 

PX298-6A＊ 
0～8.5MPa 

Ａ 
残留熱除去系停止時冷却隔離弁開許可条件 

PX298-6B＊ Ｃ 

PI298-7A＊ 
0～10MPa 

Ａ 
現場指示計 

PI298-7B＊ Ｃ 

PX298-8A 

0～10MPa 

Ｂ 
ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）作動 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリ

ップ機能）作動 

PX298-8B Ｄ 

PX298-8C Ｂ 

PX298-8D Ｄ 

原子炉圧力 

（ＳＡ） 
PX298-9 0～11MPa Ｄ 中央制御室監視 

注記＊：工事計画書記載対象外  
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表 5－3 原子炉水位（広帯域）及び原子炉水位（燃料域）の仕様 

項目 計器仕様 補足 

計 測 範 囲 
（広帯域）－400～＋150cm 

（燃料域）－800～－300cm 

燃料棒有効長底部から主蒸気管高さまでの

水位を確認可能であり，燃料体の冠水を確

認可能である。 

検 出 器 種 類 差圧式水位検出器 
水位に比例する水頭圧を検出することがで

きる。 

個 数 
（広帯域）2 

（燃料域）2 
― 

精 度 
（広帯域）±11cm 

（燃料域）±10cm 
― 

検 出 器 の 

耐 環 境 性 
耐環境仕様 

重大事故時の温度，圧力及び放射線に耐え

うることを確認。 

耐 震 性 Ｓクラス 

― 
電 源 

非常用交流電源設備又は代替

電源設備から給電 

表 5－4 原子炉水位（ＳＡ）の仕様 

項目 計器仕様 補足 

計 測 範 囲 －900～＋150cm 

燃料棒有効長底部から主蒸気管高さまでの

水位を確認可能であり，燃料体の冠水を確

認可能である。 

検 出 器 種 類 差圧式水位検出器 
水位に比例する水頭圧を検出することがで

きる。 

個 数 1 ― 

精 度 ±8.4cm ― 

検 出 器 の 

耐 環 境 性 
耐環境仕様 

重大事故時の温度，圧力及び放射線に耐え

うることを確認。 

耐 震 性 Ｓｓ機能維持 
― 

電 源 代替電源設備から給電 
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5.3 原子炉圧力容器への注水流量による原子炉圧力容器内の水位の推定手段 

原子炉圧力容器への注水流量と水位不明時から水位推定時点までの経過時間により，水

位不明となってから原子炉圧力容器へ注水された水量（以下「Ｖ1」という。）を算出す

る。図 5－6「崩壊熱除去に必要な水量」において水位不明となってから崩壊熱除去によ

って蒸発した水量（以下「Ｖ2」という。）は水位推定時点の崩壊熱除去に必要な注水量

を上辺，水位不明となった時点の崩壊熱除去に必要な注水量を下辺，水位不明となってか

ら水位推定時点までの経過時間を高さとした台形の面積として近似される。Ｖ1とＶ2の差

が水位不明となってから水位推定時点までの水量の変化量となるため，Ｖ1とＶ2の差を原

子炉圧力容器レベル換算により原子炉水位変化幅に換算し，直前まで判明していた水位に

原子炉水位変化幅を足すことにより原子炉水位を推定する。 

【原子炉水位推定までの計算過程】 

Ｖ1＝Ｑ1・（ｔ2－ｔ1） 

Ｖ2＝（Ｑ21＋Ｑ22）・（ｔ2－ｔ1）／2 

ｌ ＝（Ｖ1－Ｖ2）／ｋ 

Ｌ2＝Ｌ1＋ｌ 

Ｖ1 ：水位不明となってから原子炉圧力容器へ注水された水量（m3） 

Ｖ2 ：水位不明となってから崩壊熱除去によって蒸発した水量（m3） 

Ｑ1 ：原子炉圧力容器への注水流量（m3/h） 

Ｑ21：水位不明となった時点の崩壊熱除去に必要な注水量（m3/h） 

Ｑ22：水位推定時点の崩壊熱除去に必要な注水量（m3/h） 

ｔ1 ：原子炉停止後から水位不明となるまでの経過時間（h） 

ｔ2 ：原子炉停止後の経過時間（h） 

ｌ   ：原子炉水位変化幅（mm） 

ｋ   ：原子炉圧力容器レベル換算＝約 m3/cm 

Ｌ1 ：直前まで判明していた水位（cm） 

Ｌ2 ：推定水位（cm） 
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図 5－6 崩壊熱除去に必要な水量 

【誤差による影響について】 

原子炉圧力容器内の水位を監視する目的は，炉心冷却状態を把握することであり，代替

パラメータ（原子炉水位）による推定は，同一物理量からの推定であり，計器誤差を考慮

した上で対応することにより，重大事故等時の対策を実施することが可能である。 

代替パラメータ（原子炉圧力容器への注水流量）による推定では，崩壊熱除去に必要

な注水量を注水することで，炉心冷却状態の傾向が把握できるため，計器誤差を考慮し

た上で対応することにより，重大事故等時の対策を実施することが可能である。 
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5.4 原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ）及びサプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）による水位

の推定手段 

原子炉圧力容器が満水であることを確認することで炉心冷却状態を確認する。 

具体的には，逃がし安全弁により原子炉圧力が低圧状態で維持されている状態におい

て，非常用炉心冷却系又は代替の注水系統による原子炉圧力容器への注水により原子炉

水位が主蒸気管高さまで上昇し，逃がし安全弁から蒸気ではなく水が流れ出すことで，

注水ポンプの吐出圧により原子炉圧力容器内の圧力が上昇し，原子炉圧力又は原子炉圧

力（ＳＡ）とサプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）の差圧が MPa＊以上であれば原子

炉圧力容器を満水と推定する。（図 5－7「満水判断のイメージ」を参照。） 

注記＊：原子炉圧力容器への非常用炉心冷却系による注水がなく崩壊熱により発生した

蒸気が逃がし安全弁（ 弁）から排出されている場合における原子炉停止

分後の原子炉圧力 MPaに余裕を加えた値 

なお，原子炉圧力容器の満水が必要となるのは，最短で原子炉停止 分以降

であると予想されるため，原子炉停止 分後の値を基準としている。 

図 5－7 満水判断のイメージ 
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6. 可搬型計測器について

可搬型計測器は，重大事故等対処設備の機能を有しており，重大事故等時に計測に必要

な計器電源が喪失した場合には，炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功さ

せるために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するためのパラメータを計測する設備に

ついて，温度検出器からの起電力又は抵抗値を計測することにより，温度を監視するとと

もに，圧力，水位及び流量検出器の電気信号を計測した後，その計測結果を換算表を用い

て圧力，水位及び流量に換算し，監視するとともに，要員が記録用紙に記録し，保存する。

（図 6－1「可搬型計測器の概略構成図」，表 6－1「可搬型計測器の計測対象パラメータ」

及び図 6－2「可搬型計測器接続イメージ」，表 6－2「可搬型計測器の必要個数整理」参照。） 

図 6－1 可搬型計測器の概略構成図 

指 示 

中央制御室 

記 録

演算装置 

表 示 

可搬型計測器 設計基準対象施設 

重大事故等対処設備 

設計基準対象施設及び 
重大事故等対処設備 

温度，圧力，水位 
及び流量（注水量） 

検出器 
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表 6－1 可搬型計測器の計測対象パラメータ 

監視パラメータ 

残留熱除去ポンプ出口圧力 サプレッションチェンバ温度（ＳＡ）

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 サプレッションプール水温度（ＳＡ）

残留熱除去系熱交換器入口温度 低圧原子炉代替注水槽水位 

残留熱除去系熱交換器出口温度 格納容器代替スプレイ流量 

残留熱除去ポンプ出口流量 ペデスタル代替注水流量 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 ドライウェル水位 

高圧原子炉代替注水流量 サプレッションプール水位（ＳＡ）

低圧原子炉代替注水流量 ペデスタル水位 

低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 スクラバ容器水位

原子炉圧力 スクラバ容器圧力

原子炉圧力（ＳＡ） スクラバ容器温度

原子炉水位（広帯域） 残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

原子炉水位（燃料域） 低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

原子炉水位（ＳＡ） 原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） 残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

ドライウェル温度（ＳＡ） 静的触媒式水素処理装置入口温度 

ペデスタル温度（ＳＡ） 静的触媒式水素処理装置出口温度 

ペデスタル水温度（ＳＡ） 燃料プール水位・温度（ＳＡ） 
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＜可搬型計測器＞ ＜可搬型計測器接続＞ 

＜盤内詳細＞ ＜計測結果読み取り＞ 

図 6－2 可搬型計測器接続イメージ 
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表 6－2 可搬型計測器の必要個数整理（1/6） 

分類 監視パラメータ 計測範囲 計測可能範囲 個数 
必要 

個数 
検出器の種類 計測箇所 備考 

原子炉圧力 

容器内の 

温度 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 0～500℃ 0～1200℃ 2 1 熱電対 廃棄物処理建物 

複数チャンネルが存在するが，

代表して 1 チャンネルを測定

する。 

原子炉圧力 

容器内の 

圧力 

原子炉圧力 0～10MPa 0～10MPa 2 

1 

弾性圧力 

検出器 
廃棄物処理建物 複数チャンネルが存在するが，

代表して 1 チャンネルを測定

する。 原子炉圧力（ＳＡ） 0～11MPa 0～11MPa 1 
弾性圧力 

検出器 
廃棄物処理建物 

原子炉圧力 

容器内の 

水位 

原子炉水位（広帯域） －400～＋150cm＊1 －400～＋150cm＊1 2 

1 

差圧式水位 

検出器 
廃棄物処理建物 

複数チャンネルが存在するが，

代表して 1 チャンネルを測定

する。 

原子炉水位（燃料域） －800～－300cm＊1 －800～－300cm＊1 2 
差圧式水位 

検出器 
廃棄物処理建物 

原子炉水位（ＳＡ） －900～＋150cm＊1 －900～＋150cm＊1 1 
差圧式水位 

検出器 
廃棄物処理建物 

原子炉圧力 

容器への 

注水量 

高圧原子炉代替注水流量 0～150m3/h 0～150m3/h 1 

1 

差圧式流量 

検出器 
廃棄物処理建物 

いずれかの系統を使用する。 
原子炉隔離時冷却ポンプ出口

流量 
0～150m3/h 0～150m3/h 1 

差圧式流量 

検出器 
廃棄物処理建物 

高圧炉心スプレイポンプ出口

流量 
0～1500m3/h 0～1500m3/h 1 

差圧式流量 

検出器 
廃棄物処理建物 

代替注水流量（常設） 0～300m3/h － 1 －＊2 
超音波式流量 

検出器 
－ 可搬型計測器での計測対象外。 

低圧原子炉代替注水流量 0～200m3/h 0～200m3/h 2 

1 

差圧式流量 

検出器 
廃棄物処理建物 

いずれかの系統を使用する。 

低圧原子炉代替注水流量 

（狭帯域用） 
0～50m3/h 0～50m3/h 2 

差圧式流量 

検出器 
廃棄物処理建物 

残留熱除去ポンプ出口流量 0～1500m3/h 0～1500m3/h 3 
差圧式流量 

検出器 
廃棄物処理建物 

低圧炉心スプレイポンプ出口

流量 
0～1500m3/h 0～1500m3/h 1 

差圧式流量 

検出器 
廃棄物処理建物 

残留熱代替除去系原子炉注水

流量 
0～50m3/h 0～50m3/h 1 

差圧式流量 

検出器 
廃棄物処理建物 
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表 6－2 可搬型計測器の必要個数整理（2/6） 

分類 監視パラメータ 計測範囲 計測可能範囲 個数 
必要 

個数 
検出器の種類 計測箇所 備考 

原子炉格納 

容器への 

注水量 

代替注水流量（常設） 0～300m3/h － 1 －＊2 
超音波式流量 

検出器 
－ 可搬型計測器での計測対象外。 

格納容器代替スプレイ流量 0～150m3/h 0～150m3/h 2 1 
差圧式流量 

検出器 
廃棄物処理建物 

複数チャンネルが存在するが，

代表して 1 チャンネルを測定

する。 

ペデスタル代替注水流量 0～150m3/h 0～150m3/h 2 

1 

差圧式流量 

検出器 
廃棄物処理建物 複数チャンネルが存在するが，

代表して 1 チャンネルを測定

する。 
ペデスタル代替注水流量 

（狭帯域用） 
0～50m3/h 0～50m3/h 2 

差圧式流量 

検出器 
廃棄物処理建物 

残留熱代替除去系格納容器 

スプレイ流量
0～150m3/h 0～150m3/h 1 1 

差圧式流量 

検出器 
廃棄物処理建物 － 

原子炉格納 

容器内の 

温度 

ドライウェル温度（ＳＡ） 0～300℃ 0～1200℃ 7 1 熱電対 廃棄物処理建物 

複数チャンネルが存在するが，

代表して 1 チャンネルを測定

する。 

ペデスタル温度（ＳＡ） 0～300℃ 0～1200℃ 2 1 熱電対 廃棄物処理建物 

複数チャンネルが存在するが，

代表して 1 チャンネルを測定

する。 

ペデスタル水温度（ＳＡ） 0～300℃ 0～1200℃ 2 1 熱電対 廃棄物処理建物 

複数チャンネルが存在するが，

代表して 1 チャンネルを測定

する。 

サプレッションチェンバ温度

（ＳＡ）
0～200℃ 0～350℃ 2 

1 

熱電対 廃棄物処理建物 複数チャンネルが存在するが，

代表して 1 チャンネルを測定

する。 
サプレッションプール

水温度（ＳＡ）
0～200℃ 0～500℃ 2 測温抵抗体 廃棄物処理建物 

原子炉格納 

容器内の 

圧力 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 0～1000kPa〔abs〕 0～1000kPa〔abs〕 2 

1 

弾性圧力 

検出器 
廃棄物処理建物 複数チャンネルが存在するが，

代表して 1 チャンネルを測定

する。 
サプレッションチェンバ圧力

（ＳＡ）
0～1000kPa〔abs〕 0～1000kPa〔abs〕 2 

弾性圧力 

検出器 
廃棄物処理建物 
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表 6－2 可搬型計測器の必要個数整理（3/6） 

分類 監視パラメータ 計測範囲 計測可能範囲 個数 
必要 

個数 
検出器の種類 計測箇所 備考 

原子炉格納 

容器内の 

水位 

サプレッションプール水位

（ＳＡ）
－0.80～＋5.50m＊3 －0.80～＋5.50m＊3 1 1 

差圧式水位 

検出器 
廃棄物処理建物 － 

ドライウェル水位 

－3.0m＊4， 

－1.0m＊4， 

＋0.9m＊4

－3.0m＊4， 

－1.0m＊4， 

＋0.9m＊4 

3 1 
電極式水位 

検出器 
廃棄物処理建物 

複数チャンネルが存在するが，

代表して1チャンネルを測定す

る。 

ペデスタル水位 

＋0.1m＊5， 

＋1.2m＊5， 

＋2.4m＊5， 

＋2.4m＊5 

＋0.1m＊5， 

＋1.2m＊5， 

＋2.4m＊5， 

＋2.4m＊5 

4 1 
電極式水位 

検出器 
廃棄物処理建物 

複数チャンネルが存在するが，

代表して1チャンネルを測定す

る。 

原子炉格納 

容器内の 

水素濃度 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 
0～20vol％/ 

0～100vol％ 
－ 1 －＊2 

熱伝導式 

水素検出器 
－ 可搬型計測器での計測対象外。 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 0～100vol％ － 1 －＊2 
熱伝導式 

水素検出器 
－ 可搬型計測器での計測対象外。 

原子炉格納 

容器内の 

線量当量率 

格納容器雰囲気放射線モニタ 

（ドライウェル） 
10-2～105Sv/h － 2 －＊2 電離箱 － 可搬型計測器での計測対象外。 

格納容器雰囲気放射線モニタ 

（サプレッションチェンバ）
10-2～105Sv/h － 2 －＊2 電離箱 － 可搬型計測器での計測対象外。 

未臨界の 

維持又は 

監視 

中性子源領域計装 

10-1～106s-1 

（1×103～ 

1×109cm-2･s-1） 

－ 4 －＊2 
核分裂 

計数管 
－ 可搬型計測器での計測対象外。 

中間領域計装 

＊6  

0～40％ 

又は0～125％ 

（1.0×108～ 

1.5×1013cm-2･s-1） 

－ 8 －＊2 
核分裂 

電離箱 
－ 可搬型計測器での計測対象外。 

出力領域計装 

＊7 

0～125％ 

（1.2×1012～ 

2.8×1014cm-2･s-1） 

－ 124＊8 －＊2 
核分裂 

電離箱 
－ 可搬型計測器での計測対象外。 
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表 6－2 可搬型計測器の必要個数整理（4/6） 

分類 監視パラメータ 計測範囲 計測可能範囲 個数 
必要 

個数 
検出器の種類 計測箇所 備考 

最終ヒート 

シンクの

確保

スクラバ容器水位 mm＊9 mm＊9 8 1 
差圧式水位 

検出器 
廃棄物処理建物 

複数チャンネルが存在するが，

代表して 1 チャンネルを測定

する。 

スクラバ容器圧力 0～1MPa 0～1MPa 4 1 
弾性圧力 

検出器 
廃棄物処理建物 

複数チャンネルが存在するが，

代表して 1 チャンネルを測定

する。 

スクラバ容器温度 0～300℃ 0～350℃ 4 1 熱電対 廃棄物処理建物 

複数チャンネルが存在するが，

代表して 1 チャンネルを測定

する。 

第１ベントフィルタ出口 

放射線モニタ 

（高レンジ・低レンジ） 

10-2～105Sv/h － 2 －＊2 電離箱 － 可搬型計測器での計測対象外。 

10-3～104mSv/h － 1 －＊2 電離箱 － 可搬型計測器での計測対象外。 

第１ベントフィルタ出口 

水素濃度 

0～20vol％/ 

0～100vol％ 
－ 1 －＊2 

熱伝導式 

水素濃度 

検出器 

－ 可搬型計測器での計測対象外。 

残留熱除去系熱交換器入口 

温度 
0～200℃ 0～350℃ 2 1 熱電対 廃棄物処理建物 

複数チャンネルが存在するが，

代表して 1 チャンネルを測定

する。 

残留熱除去系熱交換器出口 

温度 
0～200℃ 0～350℃ 2 1 熱電対 廃棄物処理建物 

複数チャンネルが存在するが，

代表して 1 チャンネルを測定

する。 

残留熱除去系熱交換器 

冷却水流量 
0～1500m3/h 0～1500m3/h 2 1 

差圧式流量 

検出器 
廃棄物処理建物 

複数チャンネルが存在するが，

代表して 1 チャンネルを測定

する。 

格納容器 

バイパスの 

監視 

残留熱除去ポンプ出口圧力 0～4MPa 0～4MPa 3 

1 

弾性圧力 

検出器 
廃棄物処理建物 

いずれかの系統を使用する。 
低圧炉心スプレイポンプ 

出口圧力 
0～5MPa 0～5MPa 1 

弾性圧力 

検出器 
廃棄物処理建物 
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表 6－2 可搬型計測器の必要個数整理（5/6） 

分類 監視パラメータ 計測範囲 計測可能範囲 個数 
必要 

個数 
検出器の種類 計測箇所 備考 

水源の確保 

低圧原子炉代替注水槽水位 0～1500m3 ＊10 0～1500m3 ＊10 1 1 
差圧式水位 

検出器 
廃棄物処理建物 － 

原子炉隔離時冷却ポンプ 

出口圧力 
0～10MPa 0～10MPa 1 

1 

弾性圧力 

検出器 
廃棄物処理建物 

いずれかの系統を使用する。 
高圧炉心スプレイポンプ 

出口圧力 
0～12MPa 0～12MPa 1 

弾性圧力 

検出器 
廃棄物処理建物 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

出口圧力 
0～4MPa 0～4MPa 2 

1 

弾性圧力 

検出器 
廃棄物処理建物 

いずれかの系統を使用する。 
残留熱代替除去ポンプ 

出口圧力 
0～3MPa 0～3MPa 2 

弾性圧力 

検出器 
廃棄物処理建物 

原子炉建物 

内の 

水素濃度 

原子炉建物水素濃度 

0～10vol％ － 1 

－＊2 

触媒式水素 

検出器 
－ 可搬型計測器での計測対象外。 

0～20vol％ － 6 
熱伝導式 

水素検出器 

静的触媒式水素処理装置入口 

温度 
0～100℃ 0～1200℃ 2 1 熱電対 廃棄物処理建物 

複数チャンネルが存在するが，

代表して 1 チャンネルを測定

する。 

静的触媒式水素処理装置出口 

温度 
0～400℃ 0～1200℃ 2 1 熱電対 廃棄物処理建物 

複数チャンネルが存在するが，

代表して 1 チャンネルを測定

する。 

原子炉格納 

容器内の 

酸素濃度 

格納容器酸素濃度（Ｂ系） 
0～10vol％/ 

0～25vol％ 
－ 1 －＊2 

熱磁気風式 

酸素検出器 
－ 可搬型計測器での計測対象外。 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 0～25vol％ － 1 －＊2 
磁気力式 

酸素検出器 
－ 可搬型計測器での計測対象外。 
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表 6－2 可搬型計測器の必要個数整理（6/6） 

分類 監視パラメータ 計測範囲 計測可能範囲 個数 
必要 

個数 
検出器の種類 計測箇所 備考 

燃料プール 

の監視 

燃料プール水位（ＳＡ） －4.30～＋7.30m＊11 － 1 －＊2 
ガイドパルス式 

水位検出器 
－ 可搬型計測器での計測対象外。 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 0～150℃ 0～1200℃ 1＊12 1 熱電対 廃棄物処理建物 

複数チャンネルが存在するが，

代表して 1 チャンネルを測定

する。 

燃料プールエリア放射線 

モニタ（高レンジ・低レンジ）

（ＳＡ）

10～108mSv/h － 1 

－＊2 

電離箱 － 可搬型計測器での計測対象外。 

10-3～104mSv/h － 1 電離箱 － 可搬型計測器での計測対象外。 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） － － 1 －＊2 赤外線カメラ － 可搬型計測器での計測対象外。 

配備個数：可搬型計測器を 30個（計測時故障を考慮した 1個含む）を配備する。なお，故障及び点検時の予備として緊急時対策所に 30個配備する。 

注記＊1 ：計測範囲の零は，気水分離器下端とする。 

＊2 ：全交流動力電源喪失時は，水素監視装置，酸素監視装置，放射線監視装置，炉内核計装装置（区分Ⅱ），代替注水流量（常設），燃料プール水

位計及び燃料プール監視カメラに対して常設代替交流電源設備（ガスタービン発電機）により電源供給されるため，監視計器は使用可能であ

る。 

＊3 ：計測範囲の零は，通常水位（EL 5610mm）とする。 

＊4 ：原子炉格納容器床面からの高さを示す。 

＊5 ：コリウムシールド上表面からの高さを示す。 

＊6 ：各計測レンジにおける出力比を示す。 

＊7 ：定格出力時の値に対する比率で示す。 

＊8 ：平均出力領域計装に使用する 93個は，重大事故等対処設備としても使用する。 

＊9 ：計測範囲の零は，スクラバ容器の液位計用管台（N9）高さとする。 

＊10：計測範囲の零は，低圧原子炉代替注水槽底部とする。0～12542mm 相当 

＊11：基準点は，使用済燃料貯蔵ラック上端（EL 35518mm）とする。 

＊12：検出点 7箇所 
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6.1 可搬型計測器による監視パラメータの計測結果の換算概要 

可搬型計測器による温度，圧力，水位及び流量（注水量）のパラメータについて，検出

器からの温度指示の監視，又は電流信号を計測した後，換算表を用いて圧力，水位及び流

量に換算する際の概要を以下に示す。 

6.1.1 温度（例：原子炉圧力容器温度（ＳＡ）の場合） 

可搬型計測器にて原子炉圧力容器温度（ＳＡ）の検出器のタイプ（熱電対）を選択

し，表示された値を読み取る。 

6.1.2 圧力（例：原子炉圧力の場合） 

可搬型計測器にて原子炉圧力の圧力検出器から電流信号を計測し，その結果を以下

の換算式により工学値に読み替える。 

原子炉圧力＝（電流値－4）／16×10 

［計測範囲：0～10MPa，電流値：4～20mA］ 

6.1.3 水位（例：原子炉水位（広帯域）の場合） 

可搬型計測器にて原子炉水位（広帯域）の水位検出器から電流信号を計測し，その

結果を以下の換算式により工学値に読み替える。 

原子炉水位（広帯域）＝（電流値－4）／16×550－400 

［計測範囲：－400cm～＋150cm，電流値：4～20mA］ 

6.1.4 流量（注水量）（例：高圧原子炉代替注水流量の場合） 

可搬型計測器にて高圧原子炉代替注水流量の流量検出器から電流信号を計測し，

その結果を以下の換算式により工学値に読み替える。 

高圧原子炉代替注水流量 ＝√（電流値－4）

16
×150 

［計測範囲：0～150m3/h，電流値：4～20mA］ 
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7. 安全保護装置の不正アクセス行為防止のための措置について

「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」第 35条（安全保護装置）

第 5号にて要求されている『不正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき

動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせる行為による被害を防止することができ

るものとするために必要な措置が講じられているものであること。』に対して安全保護装置

については適切な措置を実施している。 

7.1 安全保護装置の概要 

安全保護装置は，検出信号処理において一部デジタル演算処理を行う機器がある他は，

アナログ回路で構成している。また安全保護装置とそれ以外の設備との間で用いる信号

はアナログ信号（接点信号を含む。）であり，外部ネットワークを介した不正アクセス等

による被害を受けることはない。 

例として，原子炉保護系の構成例を図 7－1「原子炉保護系の構成例（通常状態）」に

示す。 

原子炉保護系は，図 7－1に示すように，2チャンネルで構成する。各チャンネルには，

1 つの測定変数に対して，少なくとも 2 つ以上の独立したトリップ接点があり，いずれ

かの接点の動作でそのチャンネルがトリップし，両チャンネルの同時トリップの場合に，

原子炉がスクラムする。 

スクラム弁への計装用空気の制御には，2 個の作動用ソレノイドをもつスクラムパイ

ロット弁を使用する。このスクラムパイロット弁は，三方向形で，各制御棒駆動機構の

スクラム弁に対して，2 つのソレノイドのうち 1 つ，あるいは両方が励磁状態にある場

合は，スクラム弁のダイヤフラムに空気圧がかかって，スクラム弁を閉鎖状態に保つよ

うにしている。スクラムパイロット弁の両ソレノイドが無励磁になれば，スクラム弁の

ダイヤフラムの空気圧がなくなってスクラム弁は開き，制御棒を緊急挿入することにな

る。各駆動機構のスクラムパイロット弁に 2つずつあるソレノイドは，原子炉保護系の

それぞれのチャンネルが同時にトリップすれば，無励磁となり原子炉はスクラムするが，

単一チャンネルのみのトリップでは 1つのソレノイドしか無励磁とならずスクラムしな

い。 

また，安全保護系の構成を図 7－2「安全保護系構成概略図」に示す。 

安全保護装置は，安全保護系のプロセス計装からの信号を受信し，原子炉停止（スク

ラム）系を自動的に作動させる信号を発する原子炉保護系と，工学的安全施設を作動さ

せる信号を発する工学的安全施設作動回路で構成しており，多重性及び電気的・物理的

な独立性を持たせている。 
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図 7－1 原子炉保護系の構成例（通常状態） 
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図 7－2 安全保護系構成概略図 
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7.2 安全保護系の物理的な分離又は機能的な分離対策 

7.2.1 安全保護装置の物理的分離対策 

安全保護装置は，不正アクセスを防止するため，安全保護系盤等の扉については

施錠を行うこととし，保守ツールは施錠管理された保管ラック内に保管しており，

許可された者以外はハードウェアを直接接続できない対策を実施している。（図 7－

3「安全保護系盤及び保守ツール」参照。） 

図 7－3 安全保護系盤及び保守ツール 
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安全保護系盤等は，社内規程に定められた による扉の鍵管理を行っ

ている。保守ツールは， により鍵管理されたラック内に保管しており，

許可されない者のアクセスを防止している。また，安全保護系の情報システムに関

わる要員（協力会社の作業員を含む。）に対して情報セキュリティに関する教育を行

っている。 

7.2.2 ハードウェアの物理的な分離又は機能的な分離対策 

安全保護装置の信号は，安全保護装置→運転監視用計算機・ＳＰＤＳデータ収集

サーバ→防護装置→ＳＰＤＳ伝送サーバ→防護装置を介して外部に伝送している。

この信号の流れに

おいて，安全保護装置からは発信されるのみであり，外部からの信号を受信しない

こと，及びハードウェアを直接接続しないことで物理的及び機能的分離を行ってい

る。（図 7－4「外部ネットワークとの接続構成概要」参照。） 

図 7－4 外部ネットワークとの接続構成概要 

7.2.3 物理的アクセス及び電気的アクセスの制限対策 

発電所への入域に対しては，出入管理により物理的アクセスを制限し，電気的ア

クセスについては，安全保護装置を有する制御盤を施錠管理とし，デジタル処理部
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と接続する保守ツールは施錠管理された場所に保管し，パスワード管理することで

管理されない変更を防止している。 
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7.3 想定脅威に対する対策について 

安全保護装置のうち，一部デジタル演算処理を行う機器については，工場製作段階か

ら表 7－1及び図 7－5に示す想定脅威に対する対策を行っている。 

表 7－1 想定脅威に対する対策（工場製作及び出荷） 

想定脅威 対策 

図 7－5 データ移動概要図 
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7.4 耐ノイズ・サージ対策 

安全保護装置は，雷，サージ・ノイズ，電磁波障害等による擾乱に対して，制御盤へ

入線する電源受電部や外部からの信号入出力部にラインフィルタや絶縁回路を設置して

いる。 

安全保護装置は，鋼製の筐体に格納し，筐体を接地することで電磁波の侵入を防止す

る設計としている。 

安全保護装置のうち，一部デジタル演算処理を行う機器のケーブルは金属シールド付

ケーブルを適用し，金属シールドは接地して電磁波の侵入を防止する設計としている。

7.5 安全保護装置のうち，一部デジタル演算処理を行う機器（平均出力領域計装）の概要 

安全保護装置のうち，一部デジタル演算処理を行う機器として，平均出力領域計装及

び放射線モニタ（主蒸気管放射能高，原子炉棟放射能高及び燃料取替階放射能高）があ

る。これらの機器構成の測定原理は同様で構成部品の使用方法も類似しておりソフトウ

ェアの検証と妥当性は，ほぼ同様の確認・検証を行っていることから，代表として平均

出力領域計装（以下「ＡＰＲＭ」という。）について説明する。図 7－6に原子炉保護系

のうちＡＰＲＭに関わる概略図を示し，図 7－7にＡＰＲＭの概略図を示す。なお，それ

ぞれの図中にて，原子炉非常停止信号である中性子束高，熱流束高及び中性子束計装不

作動を赤枠で示す。 
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図 7－6 原子炉保護系の概略図
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図 7－7 ＡＰＲＭの概略図 

7.5.1 ＡＰＲＭの信号処理部の構成 

(1) ＬＰＲＭ入力カード

最大 5点のＬＰＲＭ検出器の信号を入力可能であり，電流制限，絶縁アンプ，フ

ィルターの機能を持っている。また特性試験時に使用する高圧電源装置の電源切替

も行う。 

(2) ＡＳＰカード

ＬＰＲＭ入力カードからのアナログ信号を受けＡ／Ｄ変換を行う。変換したデジ

タル信号にＬＰＲＭゲイン調整，250％レンジ制限を行い，ＣＰＵカードに受け渡す

バッファメモリに記録する。 

(3) ＣＰＵカード

デジタル演算処理を行う箇所であり，構成機器の制御，ＡＳＰカードのバッファ

メモリからの信号読み取りを行う。読み取ったＬＰＲＭレベルの平均演算，ゲイン

調整によりＡＰＲＭレベルの演算を行う。原子炉非常停止信号の演算では，内部メ

モリーカードに保存している設定値または，原子炉再循環流量信号から熱流束相当

の演算により得られる設定値とＡＰＲＭレベルとの比較演算を行う。また，特性試

験時の機器制御，構成機器の自己診断も行い，機器の異常により動作不能になった

際は，不動作の信号を出力する。 

(4) 操作・表示パネル

各種操作を行うタッチパネルにブザー，キースイッチを含む。

(5) ＤＯカード

ＣＰＵカードの演算結果により中性子束高等の接点信号を出力する。

検出器 
ＬＰＲＭ 

入力カード 

ＡＳＰ 

カード

ＣＰＵ 

カード
ＤＯ 

カード

リレー

ユニット

原子炉非常停止信号 

・中性子束高

・熱流束高

・中性子束計装不作動

操作・表示 

パネル 

デジタル演算処理の範囲 

検証 3,4 
ＡＯ 

カード

検証 2,5 

検証 1及び妥当性検証 
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(6) ＡＯカード

ＣＰＵカードの演算したＡＰＲＭレベル等をＤ／Ａ変換し，記録計等にアナログ

信号を出力する。 

7.5.2 ソフトウェアの検証と妥当性の確認範囲 

ソフトウェアの検証と妥当性の確認は「ディジタル安全保護系の検証及び妥当性

確認に関する指針」（ＪＥＡＧ４６０９-2008）に準じて確認している。各ステップ

で行った検証内容の概略を表 7－2「ソフトウェアの検証と妥当性の概要」に示す。 

表 7－2 ソフトウェアの検証と妥当性の概要 

実施内容 基準図書 対象図書 

検証１ ディジタル安全保護系システ

ム要求事項が正しくシステム

設計要求仕様に反映されてい

ることを検証する。 

・設置許可申請書

若しくは，設計及び

工事計画認可申請

書

・ＪＥＡＣ４６２０

・系統設計仕様書

・計装ブロック図

検証２ システム設計要求仕様が正し

くハードウェア・ソフトウェア

設計要求仕様に反映されてい

ることを検証する。 

・系統設計仕様書

・計装ブロック図

・機器設計仕様書

・インターロック

ブロック線図

検証３ ソフトウェア設計要求仕様が

正しくソフトウェア設計に反

映されていることを検証する。 

・機器設計仕様書

・インターロック

ブロック線図

・機能仕様書

・計器仕様表

・機能仕様書

・計器仕様表

・ソフトウェア仕様書

検証４ ソフトウェア設計通りに正し

くソフトウェアが製作されて

いることを検証する。 

・ソフトウェア仕様書 ・ソフトウェア

ソースリスト

検証５ ハードウェアとソフトウェア

を統合してソフトウェア設計

要求仕様通りのシステムとな

っていることを検証する。 

・機能仕様書

・計器仕様表

・ソフトウェア仕様書

・ソフトウェア

ソースリスト

・展開接続図

妥当性確認 ソフトウェアとハードウェア

を統合して検証されたシステ

ムが，ディジタル安全保護系シ

ステム要求事項を満足してい

ることを確認する。 

・設置許可申請書

若しくは，設計及び

工事計画認可申請

書

・ＪＥＡＣ４６２０

・工場試験要領書

・工場試験成績書
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検証及び妥当性確認はあらかじめ作成された計画書に基づき実施される。 

発注者は計画書の記載内容を確認するとともに，各検証の基準図書となる書類に

ついて内容の確認を行う。これらの図書は調達文書にて提出を求め，設計管理要項

に定める方法により確認する。 
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8. 主要パラメータの代替パラメータによる推定の誤差の影響について

重大事故等が発生し，計測機器の故障により，重大事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータ（主要パラメータ）を計測することが困難となった場合において，

代替パラメータにより推定するときの代替パラメータの誤差による影響について説明する。

（表 8－1「代替パラメータによる判断への影響」及び表 8－2「計装設備の計器誤差につい

て」参照。）
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表 8－1 代替パラメータによる判断への影響（1/21） 

分類 主要パラメータ 判断基準＊1 代替パラメータ＊2 代替パラメータによる判断への影響 影響 

原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
温
度

原子炉圧力容器温度

（ＳＡ） 

手 炉心損傷確認 ①主要パラメータの他チャンネル

②原子炉圧力

②原子炉圧力（ＳＡ）

②原子炉水位（広帯域）

②原子炉水位（燃料域）

②原子炉水位（ＳＡ）

③残留熱除去系熱交換器入口温度

①原子炉圧力容器温度の 1チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより

推定可能であり，判断に与える影響はない。

②原子炉圧力容器温度の監視が不可能となった場合は，原子炉水位が燃料棒有

効長頂部以上の場合には，原子炉圧力容器内が飽和状態と想定し，原子炉圧

力容器内の温度は原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ），原子炉水位（広帯域），

原子炉水位（燃料域），原子炉水位（ＳＡ）で推定ができるため，事故収束

を行う上で問題とならない。原子炉水位が燃料棒有効長頂部以下の場合に

は，輻射伝熱，燃料棒鉛直方向の熱伝導等を考慮していないため定量的な評

価は困難だが，原子炉圧力容器内の状態を把握する上で有効である。

③残留熱除去系が運転状態であれば，残留熱除去系熱交換器入口温度により推

定可能であり，判断に与える影響はない。

なし 

有 

手 

原子炉圧力容器破損

確認 

有 

手 

原子炉格納容器下部

への注水判断 

手 原子炉除熱機能確認 

原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力

原子炉圧力 有 

手 

原子炉圧力容器減圧

機能確認 

①主要パラメータの他チャンネル

②原子炉圧力（ＳＡ）

③原子炉水位（広帯域）

③原子炉水位（燃料域）

③原子炉水位（ＳＡ）

③原子炉圧力容器温度（ＳＡ）

①原子炉圧力の 1チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定可能

であり，判断に与える影響はない。

②原子炉圧力の監視が不可能となった場合は，同じ仕様の原子炉圧力（ＳＡ）

で監視可能であり，判断に与える影響はない。

③原子炉圧力容器内が飽和状態にあることが限定されるものの，原子炉圧力容

器内の圧力は上記①②で推定ができるため，事故収束を行う上で問題となら

ない。

なし 

有 

手 

低圧・高圧注水機能

確認 

有 原子炉圧力容器破損

確認 

原子炉圧力（ＳＡ） 有 

手 

原子炉圧力容器減圧

機能確認 

①原子炉圧力

②原子炉水位（広帯域）

②原子炉水位（燃料域）

②原子炉水位（ＳＡ）

②原子炉圧力容器温度（ＳＡ）

①原子炉圧力（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，同じ仕様の原子炉圧力

により監視可能であり，判断に与える影響はない。

②原子炉圧力容器内が飽和状態にあることが限定されるものの，原子炉圧力容

器内の圧力は上記①で推定ができるため，事故収束を行う上で問題とならな

い。

なし 

有 

手 

低圧・高圧注水機能

確認 

有 原子炉圧力容器破損

確認 

注記＊1：有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準 

＊2：代替パラメータの番号は優先順位を示す。 

＊3：［ ］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。 
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表 8－1 代替パラメータによる判断への影響（2/21） 

分類 主要パラメータ 判断基準＊1 代替パラメータ＊2 代替パラメータによる判断への影響 影響 

原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

有 

手 

高圧・低圧注水機能

確認 

①主要パラメータの他チャンネル

②原子炉水位（ＳＡ）

③高圧原子炉代替注水流量

③代替注水流量（常設）

③低圧原子炉代替注水流量

③低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）

③原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量

③高圧炉心スプレイポンプ出口流量

③残留熱除去ポンプ出口流量

③低圧炉心スプレイポンプ出口流量

③残留熱代替除去系原子炉注水流量

④原子炉圧力

④原子炉圧力（ＳＡ）

④サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

①原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域）の 1チャンネルが故障した場

合は，他チャンネルにより推定可能であり，判断に与える影響はない。

②原子炉水位の監視が不可能となった場合は，同じ仕様の原子炉水位（ＳＡ）

により監視可能であり，判断に与える影響はない。

③直前まで判明していた原子炉水位に変換率を考慮し，原子炉圧力容器への注

水流量と崩壊熱除去に必要な水量の差を利用して，発電用原子炉施設の状態

を考慮した推定としており，炉心冷却状態を把握する上で適用でき，判断に

与える影響はない。

④原子炉水位の監視が困難となった場合の原子炉圧力容器の満水操作時にお

ける発電用原子炉施設の状態を考慮した推定としており，炉心冷却状態を把

握する上で適用でき，判断に与える影響はない。

なし 

有 

手 

原子炉圧力容器減圧

機能確認 

有 

手 

原子炉圧力容器破損

確認 

原子炉水位（ＳＡ） 有 

手 

高圧・低圧注水機能

確認 

①原子炉水位（広帯域）

①原子炉水位（燃料域）

②高圧原子炉代替注水流量

②代替注水流量（常設）

②低圧原子炉代替注水流量

②低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）

②原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量

②高圧炉心スプレイポンプ出口流量

②残留熱除去ポンプ出口流量

②低圧炉心スプレイポンプ出口流量

②残留熱代替除去系原子炉注水流量

③原子炉圧力

③原子炉圧力（ＳＡ）

③サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

①原子炉水位（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，同じ仕様の原子炉水位

（広帯域），原子炉水位（燃料域）により監視可能であり，判断に与える影

響はない。

②直前まで判明していた原子炉水位に変換率を考慮し，原子炉圧力容器への注

水流量と崩壊熱除去に必要な水量の差を利用して，発電用原子炉施設の状態

を考慮した推定としており，炉心冷却状態を把握する上で適用でき，判断に

与える影響はない。

③原子炉水位の監視が困難となった場合の原子炉圧力容器の満水操作時にお

ける発電用原子炉施設の状態を考慮した推定としており，炉心冷却状態を把

握する上で適用でき，判断に与える影響はない。

なし 

有 

手 

原子炉圧力容器減圧

機能確認 

有 

手 

原子炉圧力容器破損

確認 

注記＊1：有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準 

＊2：代替パラメータの番号は優先順位を示す。 

＊3：［ ］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。 
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表 8－1 代替パラメータによる判断への影響（3/21） 

分類 主要パラメータ 判断基準＊1 代替パラメータ＊2 代替パラメータによる判断への影響 影響 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量

高圧原子炉代替注水流

量 

有 

手 

高圧注水機能確認 ①サプレッションプール水位（ＳＡ）

②原子炉水位（広帯域）

②原子炉水位（燃料域）

②原子炉水位（ＳＡ）

①各系統の原子炉圧力容器への注水量の監視が不可能となった場は，水源であ

るサプレッションプール水位（ＳＡ），低圧原子炉代替注水槽水位の水位変

化により原子炉圧力容器への注水量を推定可能であり，判断に与える影響は

ない。

②崩壊熱除去に必要な注水量と原子炉水位変化率に相当する水量の和を利用

して，発電用原子炉施設の状態を考慮した推定としており，崩壊熱除去に必

要な注水量を確認し炉心冷却状態を把握する上で適用でき，判断に与える影

響はない。

なし 

代替注水流量（常設） 有 

手 

低圧注水機能確認 ①低圧原子炉代替注水槽水位

②原子炉水位（広帯域）

②原子炉水位（燃料域）

②原子炉水位（ＳＡ）

なし 

低圧原子炉代替注水流

量 

低圧原子炉代替注水流

量（狭帯域用） 

有 

手 

低圧注水機能確認 ①原子炉水位（広帯域）

①原子炉水位（燃料域）

①原子炉水位（ＳＡ）

①低圧原子炉代替注水流量の監視が不可能となった場合は，崩壊熱除去に必要

な注水量と原子炉水位変化率に相当する水量の和を利用して，発電用原子炉

施設の状態を考慮した推定としており，崩壊熱除去に必要な注水量を確認し

炉心冷却状態を把握する上で適用でき，判断に与える影響はない。

なし 

原子炉隔離時冷却ポン

プ出口流量 

有 

手 

高圧注水機能確認 ①サプレッションプール水位（ＳＡ）

②原子炉水位（広帯域）

②原子炉水位（燃料域）

②原子炉水位（ＳＡ）

①各系統の原子炉圧力容器への注水量の監視が不可能となった場は，水源であ

るサプレッションプール水位（ＳＡ）の水位変化により原子炉圧力容器への

注水量を推定可能であり，判断に与える影響はない。

②崩壊熱除去に必要な注水量と原子炉水位変化率に相当する水量の和を利用

して，発電用原子炉施設の状態を考慮した推定としており，崩壊熱除去に必

要な注水量を確認し炉心冷却状態を把握する上で適用でき，判断に与える影

響はない。

なし 

高圧炉心スプレイポン

プ出口流量 

有 

手 

高圧注水機能確認 ①サプレッションプール水位（ＳＡ）

②原子炉水位（広帯域）

②原子炉水位（燃料域）

②原子炉水位（ＳＡ）

なし 

残留熱除去ポンプ出口

流量 

有 

手 

低圧注水機能確認 ①サプレッションプール水位（ＳＡ）

②原子炉水位（広帯域）

②原子炉水位（燃料域）

②原子炉水位（ＳＡ）

なし 

低圧炉心スプレイポン

プ出口流量 

有 

手 

低圧注水機能確認 ①サプレッションプール水位（ＳＡ）

②原子炉水位（広帯域）

②原子炉水位（燃料域）

②原子炉水位（ＳＡ）

なし 

残留熱代替除去系原子

炉注水流量 

有 

手 

低圧注水機能確認 ①サプレッションプール水位（ＳＡ）

②原子炉水位（広帯域）

②原子炉水位（燃料域）

②原子炉水位（ＳＡ）

なし 

注記＊1：有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準 

＊2：代替パラメータの番号は優先順位を示す。 

＊3：［ ］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。
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表 8－1 代替パラメータによる判断への影響（4/21） 

分類 主要パラメータ 判断基準＊1 代替パラメータ＊2 代替パラメータによる判断への影響 影響 

原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
注
水
量

代替注水流量（常設） 手 原子炉格納容器冷却

機能確認 

①低圧原子炉代替注水槽水位

②ドライウェル圧力（ＳＡ）

②サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

②ドライウェル水位

②サプレッションプール水位（ＳＡ）

②ペデスタル水位

①低圧原子炉代替注水ポンプによる原子炉格納容器への注水量の監視が不可

能となった場合は，水源である低圧原子炉代替注水槽水位の変化により原子

炉格納容器への注水量を推定可能であり，判断に与える影響はない。

②注水特性を用いる上でドライウェル圧力（ＳＡ），サプレッションチェンバ

圧力（ＳＡ）を確認し，発電用原子炉施設の状態を考慮した推定としており，

原子炉格納容器への注水量を把握する上で適用でき，判断に与える影響はな

い。

②注水先のドライウェル水位，サプレッションプール水位及びペデスタル水位

の変化量から注水量を推定可能であり，判断に与える影響はない。

なし 

格納容器代替スプレイ

流量 

有 

手 

原子炉格納容器冷却

機能確認 

①ドライウェル圧力（ＳＡ）

①サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

①ドライウェル水位

①サプレッションプール水位（ＳＡ）

①ペデスタル水位

①格納容器代替スプレイ流量の監視が不可能となった場合は，注水特性を用い

る上でドライウェル圧力（ＳＡ），サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）を

確認し，発電用原子炉施設の状態を考慮した推定としており，原子炉格納容

器への注水量を把握する上で適用でき，判断に与える影響はない。

①注水先のドライウェル水位，サプレッションプール水位及びペデスタル水位

の変化量から注水量を推定可能であり，判断に与える影響はない。

なし 

ペデスタル代替注水流

量 

ペデスタル代替注水流

量（狭帯域用） 

有 

手 

原子炉格納容器冷却

機能確認 

①ペデスタル水位

①ドライウェル水位

①ペデスタル代替注水流量の監視が不可能となった場合は，注水先のペデスタ

ル水位及びドライウェル水位の変化量から注水量を推定可能であり，判断に

与える影響はない。

なし 

残留熱代替除去系格納

容器スプレイ流量 

有 

手 

原子炉格納容器冷却

機能確認 

①残留熱代替除去系原子炉注水流量

①残留熱代替除去ポンプ出口圧力

①残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量の監視が不可能となった場合には，

残留熱代替除去ポンプ出口圧力から残留熱代替除去ポンプの注水特性を用

いて流量を推定し，この流量から残留熱代替除去系原子炉注水流量を差し引

いて，残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量を推定可能であり，判断に与

える影響はない。

なし 

注記＊1：有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準 

＊2：代替パラメータの番号は優先順位を示す。 

＊3：［ ］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。 
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表 8－1 代替パラメータによる判断への影響（5/21） 

分類 主要パラメータ 判断基準＊1 代替パラメータ＊2 代替パラメータによる判断への影響 影響 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温
度
（
１
／
２
） 

ドライウェル温度 

（ＳＡ） 

手 原子炉圧力容器破損

確認 

①主要パラメータの他チャンネル

②ペデスタル温度（ＳＡ）

③ドライウェル圧力（ＳＡ）

④サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

①ドライウェル温度（ＳＡ）の 1チャンネルが故障した場合は，他チャンネル

により推定可能であり，判断に与える影響はない。

②ドライウェル温度（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，同じ仕様のペデ

スタル温度により監視可能であり，判断に与える影響はない。

③④ドライウェル温度（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，原子炉格納容

器内が飽和状態にあることが限定されるが，重大事故等時の有効性評価（雰

囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損））において，事

象初期において一時的に原子炉格納容器内が過熱状態に至るものの，その後

のほとんどの期間で原子炉格納容器内は飽和状態に速やかに維持されるこ

とから，原子炉格納容器の過温破損防止対策に必要な情報を得ることがで

き，判断に与える影響はない。

なし 

有 

手 

原子炉格納容器除熱

機能確認 

ペデスタル温度 

（ＳＡ） 

有 

手 

原子炉格納容器下部

注水機能確認 

①主要パラメータの他チャンネル

②ドライウェル温度（ＳＡ）

③ドライウェル圧力（ＳＡ）

④サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

①ペデスタル温度（ＳＡ）の 1チャンネルが故障した場合は，他チャンネルに

より推定可能であり，判断に与える影響はない。

②ペデスタル温度（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，同じ仕様のドライ

ウェル温度により監視可能であり，判断に与える影響はない。

③④ペデスタル温度（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，原子炉格納容器

内が飽和状態にあることが限定されるが，重大事故等時の有効性評価（雰囲

気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損））において，事象

初期において一時的に原子炉格納容器内が過熱状態に至るものの，その後の

ほとんどの期間で原子炉格納容器内は飽和状態に速やかに維持されること

から，原子炉格納容器の過温破損防止対策に必要な情報を得ることができ，

判断に与える影響はない。

なし 

有 

手 

原子炉圧力容器破損

確認 

ペデスタル水温度 

（ＳＡ） 

有 

手 

原子炉圧力容器破損

確認 

①主要パラメータの他チャンネル ①ペデスタル水温度（ＳＡ）の 1チャンネルが故障した場合は，他チャンネル

により推定可能であり，判断に与える影響はない。

なし 

注記＊1：有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準 

＊2：代替パラメータの番号は優先順位を示す。 

＊3：［ ］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。 
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表 8－1 代替パラメータによる判断への影響（6/21） 

分類 主要パラメータ 判断基準＊1 代替パラメータ＊2 代替パラメータによる判断への影響 影響 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温
度
（
２
／
２
） 

サプレッションチェン

バ温度（ＳＡ）

手 原子炉格納容器除熱

機能確認 

①主要パラメータの他チャンネル

②サプレッションプール水温度（ＳＡ）

③サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

①サプレッションチェンバ温度（ＳＡ）の 1チャンネルが故障した場合は，他

チャンネルにより推定可能であり，判断に与える影響はない。

②サプレッションチェンバ温度（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，原子

炉格納容器内の各部の温度を同じ仕様のサプレッションプール水温度（Ｓ

Ａ）により推定可能であり，原子炉格納容器の過温破損防止対策を行う上で

判断に与える影響はない。

③原子炉格納容器内が飽和状態にあることが限定されるが，重大事故等時の有

効性評価（雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損））

において，事象初期において一時的に原子炉格納容器内が過熱状態に至るも

のの，その後のほとんどの期間で原子炉格納容器内は飽和状態に速やかに維

持されることから，原子炉格納容器の過温破損防止対策に必要な情報を得る

ことができ，判断に与える影響はない。

なし 

サプレッションプール

水温度（ＳＡ）

手 原子炉圧力容器破損

確認 

①主要パラメータの他チャンネル

②サプレッションチェンバ温度（ＳＡ）

①サプレッションプール水温度（ＳＡ）の 1チャンネルが故障した場合は，他

チャンネルにより推定可能であり，判断に与える影響はない。

②サプレッションプール水温度（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，原子

炉格納容器内の各部の温度を同じ仕様のサプレッションチェンバ温度（Ｓ

Ａ）により推定可能であり，原子炉格納容器の過温破損防止対策を行う上で

判断に与える影響はない。

なし 

有 

手 

サプレッションプー

ル水冷却機能確認

有 

手 

原子炉圧力容器減圧

機能確認 

注記＊1：有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準 

＊2：代替パラメータの番号は優先順位を示す。 

＊3：［ ］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。 
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表 8－1 代替パラメータによる判断への影響（7/21） 

分類 主要パラメータ 判断基準＊1 代替パラメータ＊2 代替パラメータによる判断への影響 影響 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
圧
力

ドライウェル圧力 

（ＳＡ） 

有 

手 

原子炉圧力容器破損

確認 

①主要パラメータの他チャンネル

②サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

③ドライウェル温度（ＳＡ）

③ペデスタル温度（ＳＡ）

①ドライウェル圧力（ＳＡ）の 1チャンネルが故障した場合は，他チャンネル

により推定可能であり，判断に与える影響はない。

②ドライウェル圧力（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，ドライウェルと

サプレッションチェンバは，真空破壊弁及びベント管を介してそれぞれ均圧

されることから，同じ仕様のサプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）により推

定可能であり，原子炉格納容器の過圧破損防止対策を行う上で判断に与える

影響はない。

③原子炉格納容器内が飽和状態にあることが限定されるが，重大事故等時の有

効性評価（雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損））

において，事象初期において一時的に原子炉格納容器内が過熱状態に至るも

のの，その後のほとんどの期間で原子炉格納容器内は飽和状態に速やかに維

持されることから，原子炉格納容器の過圧破損防止対策に必要な情報を得る

ことができ，判断に与える影響はない。

なし 

有 

手 

原子炉格納容器除熱

確認 

サプレッションチェン

バ圧力（ＳＡ）

有 

手 

原子炉圧力容器破損

確認 

①主要パラメータの他チャンネル

②ドライウェル圧力（ＳＡ）

③サプレッションチェンバ温度（ＳＡ）

①サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）の 1チャンネルが故障した場合は，他

チャンネルにより推定可能であり，判断に与える影響はない。

②サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，ドラ

イウェルとサプレッションチェンバは，真空破壊弁及びベント管を介してそ

れぞれ均圧されることから，同じ仕様のドライウェル圧力（ＳＡ）により推

定可能であり，原子炉格納容器の過圧破損防止対策を行う上で判断に与える

影響はない。

③原子炉格納容器内が飽和状態にあることが限定されるが，重大事故等時の有

効性評価（雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損））

において，事象初期において一時的に原子炉格納容器内が過熱状態に至るも

のの，その後のほとんどの期間で原子炉格納容器内は飽和状態に速やかに維

持されることから，原子炉格納容器の過圧破損防止対策に必要な情報を得る

ことができ，判断に与える影響はない。

なし 

有 

手 

原子炉格納容器除熱

確認 

注記＊1：有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準 

＊2：代替パラメータの番号は優先順位を示す。 

＊3：［ ］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。 
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表 8－1 代替パラメータによる判断への影響（8/21） 

分類 主要パラメータ 判断基準＊1 代替パラメータ＊2 代替パラメータによる判断への影響 影響 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
位

ドライウェル水位 有 

手 

原子炉格納容器除熱

機能確認 

①サプレッションプール水位（ＳＡ）

②代替注水流量（常設）

②低圧原子炉代替注水流量

②低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）

②格納容器代替スプレイ流量

②ペデスタル代替注水流量

②ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）

③低圧原子炉代替注水槽水位

①原子炉格納容器下部注水の停止判断に用いるドライウェル水位の監視が不

可能となった場合は，サプレッションプール水位（ＳＡ）により推定可能で

あり，判断に与える影響はない。

②ドライウェル水位の監視が不可能となった場合は，代替注水流量（常設），

低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用），格納容器

代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル代替注水流量（狭

帯域用）の注水量により推定可能であり，判断に与える影響はない。

③水源である低圧原子炉代替注水槽の水位変化により推定可能であり，判断に

与える影響はない。

なし 

サプレッションプール

水位（ＳＡ）

有 

手 

原子炉格納容器除熱

機能確認 

①代替注水流量（常設）

①低圧原子炉代替注水流量

①低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）

①格納容器代替スプレイ流量

①ペデスタル代替注水流量

①ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）

②低圧原子炉代替注水槽水位

③［サプレッションプール水位］＊3

①サプレッションプール水位（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，代替注

水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，低圧原子炉代替注水流量（狭帯

域用），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，ペデスタル

代替注水流量（狭帯域用）の注水量により推定可能であり，判断に与える影

響はない。

②水源である低圧原子炉代替注水槽の水位変化により推定可能であり，判断に

与える影響はない。

③常用計器でサプレッションプール水位を監視可能であれば，判断に与える影

響はない。

なし 

ペデスタル水位 有 

手 

原子炉格納容器下部

注水機能確認 

①主要パラメータの他チャンネル

②代替注水流量（常設）

②格納容器代替スプレイ流量

②ペデスタル代替注水流量

③低圧原子炉代替注水槽水位

①ペデスタル水位の 1チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定

可能であり，判断に与える影響はない。

②ペデスタル水位の監視が不可能となった場合は，代替注水流量（常設），格

納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量の注水量により，ペデス

タル水位を推定可能であり，判断に与える影響はない。

③水源である低圧原子炉代替注水槽の水位変化により推定可能であり，判断に

与える影響はない。

なし 

注記＊1：有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準 

＊2：代替パラメータの番号は優先順位を示す。 

＊3：［ ］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。 
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表 8－1 代替パラメータによる判断への影響（9/21） 

分類 主要パラメータ 判断基準＊1 代替パラメータ＊2 代替パラメータによる判断への影響 影響 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
素
濃
度

格納容器水素濃度 

（Ｂ系） 

手 原子炉圧力容器破損

確認 

①格納容器水素濃度（ＳＡ）

②［格納容器水素濃度（Ａ系）］＊3

①格納容器水素濃度（Ｂ系）の監視が不可能となった場合は，格納容器水素濃

度（ＳＡ）により推定可能であり，判断に与える影響はない。

②常用計器で格納容器水素濃度（Ａ系）を監視可能であれば，判断に与える影

響はない。

なし 

格納容器水素濃度 

（ＳＡ） 

手 原子炉圧力容器破損

確認 

①格納容器水素濃度（Ｂ系）

②［格納容器水素濃度（Ａ系）］＊3

①格納容器水素濃度（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，格納容器水素濃

度（Ｂ系）により推定可能であり，判断に与える影響はない。

②常用計器で格納容器水素濃度（Ａ系）を監視可能であれば，判断に与える影

響はない。

なし 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
線
量
当
量
率

格納容器雰囲気放射線

モニタ（ドライウェル） 

有 

手 

炉心損傷確認 ①主要パラメータの他チャンネル

②［エリア放射線モニタ］＊3

①格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）の 1チャンネルが故障した場

合は，他チャンネルにより推定可能であり，判断に与える影響はない。

②格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）の監視が不可能となった場合

は，推定による評価条件が限定されるものの，原子炉格納容器内の線量当量

率は格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）の他チャンネルにより推

定できるため，事故収束に向けた対応を行う上で問題とはならない。

なし 

有 原子炉格納容器除熱

機能確認 

格納容器雰囲気放射線

モニタ（サプレッショ

ンチェンバ）

有 

手 

炉心損傷確認 ①主要パラメータの他チャンネル

②［エリア放射線モニタ］＊3

①格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチェンバ）の 1チャンネルが

故障した場合は，他チャンネルにより推定可能であり，判断に与える影響は

ない。

②格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチェンバ）の監視が不可能と

なった場合は，推定による評価条件が限定されるものの，原子炉格納容器内

の線量当量率は格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチェンバ）の

他チャンネルにより推定できるため，事故収束に向けた対応を行う上で問題

とはならない。

なし 

有 原子炉格納容器除熱

機能確認 

注記＊1：有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準 

＊2：代替パラメータの番号は優先順位を示す。 

＊3：［ ］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。 
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表 8－1 代替パラメータによる判断への影響（10/21） 

分類 主要パラメータ 判断基準＊1 代替パラメータ＊2 代替パラメータによる判断への影響 影響 

未
臨
界
の
維
持
又
は
監
視

中性子源領域計装 有 原子炉スクラムの確

認 

①主要パラメータの他チャンネル

②中間領域計装

②出力領域計装

③［制御棒手動操作・監視系］＊3

①中性子源領域計装の 1チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定可能であ

り，判断に与える影響はない。

②中性子源領域計装の監視が不可能となった場合は，中間領域計装，出力領域計装より推

定可能であり，判断に与える影響はない。

③制御棒は，発電用原子炉が低温状態において臨界未満に維持できる設備であるため，そ

の機能が満足していることを全制御棒が全挿入位置にあることで確認することができ

る。これにより，発電用原子炉の未臨界を推定可能であり，判断に与える影響はない。

なし 

有 原子炉未臨界の確認 

中間領域計装 有 原子炉スクラムの確

認 

①主要パラメータの他チャンネル

②中性子源領域計装

②出力領域計装

③［制御棒手動操作・監視系］＊3

①中間領域計装の 1チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定可能であり，

判断に与える影響はない。

②中間領域計装の監視が不可能となった場合は，中性子源領域計装，出力領域計装より推

定可能であり，判断に与える影響はない。

③制御棒は，発電用原子炉が低温状態において臨界未満に維持できる設備であるため，そ

の機能が満足していることを全制御棒が全挿入位置にあることで確認することができ

る。これにより，発電用原子炉の未臨界を推定可能であり，判断に与える影響はない。

なし 

有 原子炉未臨界の確認 

出力領域計装 有 

手 

原子炉スクラムの確

認 

①主要パラメータの他チャンネル

②中性子源領域計装

②中間領域計装

③［制御棒手動操作・監視系］＊3

①出力領域計装の 1チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定可能であり，

判断に与える影響はない。

②出力領域計装の監視が不可能となった場合は，中性子源領域計装，中間領域計装により

推定可能であり，判断に与える影響はない。

③制御棒は，発電用原子炉が低温状態において臨界未満に維持できる設備であるため，そ

の機能が満足していることを全制御棒が全挿入位置にあることで確認することができ

る。これにより，発電用原子炉の未臨界を推定可能であり，判断に与える影響はない。

なし 

有 

手 

原子炉未臨界の確認 

［制御棒手動操作・

監視系］＊3 

手 原子炉スクラムの確

認 

①中性子源領域計装

②中間領域計装

③出力領域計装

①制御棒操作・監視系の監視が不可能となった場合は，中性子源領域計装により発電用原

子炉の出力を監視可能であり，判断に与える影響はない。

②中間領域計装により発電用原子炉の出力を監視可能であり，判断に与える影響はない。

③出力領域計装により発電用原子炉の出力を監視可能であり，判断に与える影響はない。

なし 

注記＊1：有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準 

＊2：代替パラメータの番号は優先順位を示す。 

＊3：［ ］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。 
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表 8－1 代替パラメータによる判断への影響（11/21） 

分類 主要パラメータ 判断基準＊1 代替パラメータ＊2 代替パラメータによる判断への影響 影響 

最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保

残
留
熱
代
替
除
去
系
（
１
／
２
）

サプレッションプール

水温度（ＳＡ）

有 

手 

残留熱代替除去系に

よる原子炉格納容器

除熱確認 

①主要パラメータの他チャンネル

②サプレッションチェンバ温度（ＳＡ）

①サプレッションプール水温度（ＳＡ）の 1チャンネルが故障した場合は，他

チャンネルにより推定可能であり，判断に与える影響はない。

②サプレッションプール水温度（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，サプ

レッションチェンバ内の温度を同じ仕様のサプレッションチェンバ温度に

より推定可能であり，最終ヒートシンクが確保されていることを把握する上

で判断に与える影響はない。

なし 

残留熱除去系熱交換器

出口温度 

①サプレッションプール水温度（ＳＡ） ①残留熱除去系熱交換器出口温度の監視が不可能となった場合は，除熱対象で

あるサプレッションプール水温度（ＳＡ）の低下傾向を確認することができ

れば，除熱が適切に行われていることを確認することができ，最終ヒートシ

ンクが確保されていることを把握する上で判断に与える影響はない。

なし 

注記＊1：有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準 

＊2：代替パラメータの番号は優先順位を示す。 

＊3：［ ］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。 
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表 8－1 代替パラメータによる判断への影響（12/21） 

分類 主要パラメータ 判断基準＊1 代替パラメータ＊2 代替パラメータによる判断への影響 影響 

最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保

残
留
熱
代
替
除
去
系
（
２
／
２
）

残留熱代替除去系原子

炉注水流量 

有 

手 

残留熱代替除去系に

よる原子炉格納容器

除熱確認 

①サプレッションプール水位（ＳＡ）

②原子炉水位（広帯域）

②原子炉水位（燃料域）

②原子炉水位（ＳＡ）

③残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量

③残留熱代替除去ポンプ出口圧力

④原子炉圧力容器温度（ＳＡ）

①残留熱代替除去系原子炉注水流量の監視が不可能となった場合は，水源であ

るサプレッションプール水位（ＳＡ）の変化により注水量を推定可能であり，

判断に与える影響はない。

②注水先の原子炉水位の水位変化から注水量を推定可能であり，判断に与える

影響はない。

③残留熱代替除去ポンプ出口圧力から残留熱代替除去ポンプの注水特性を用

いて流量を推定し，この流量から残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量を

差し引いて，残留熱代替除去系原子炉注水流量を推定可能であり，判断に与

える影響はない。

④除熱対象である原子炉圧力容器温度の低下傾向を確認することができれば，

除熱が適切に行われていることを確認することができ，最終ヒートシンクが

確保されていることを把握する上で判断に与える影響はない。

なし 

残留熱代替除去系格納

容器スプレイ流量 

①残留熱代替除去系原子炉注水流量

①残留熱代替除去ポンプ出口圧力

②サプレッションプール水温度（ＳＡ）

②ドライウェル温度（ＳＡ）

②サプレッションチェンバ温度（ＳＡ）

①残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量の監視が不可能となった場合は，残

留熱代替除去ポンプ出口圧力から残留熱代替除去ポンプの注水特性を用い

て流量を推定し，この流量から残留熱代替除去系原子炉注水流量を差し引い

て，残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量を推定可能であり，判断に与え

る影響はない。

②除熱対象であるサプレッションプール水温度（ＳＡ），ドライウェル温度（Ｓ

Ａ），サプレッションチェンバ温度（ＳＡ）の低下傾向を確認することがで

きれば，除熱が適切に行われていることを確認することができ，最終ヒート

シンクが確保されていることを把握する上で判断に与える影響はない。

なし 

注記＊1：有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準 

＊2：代替パラメータの番号は優先順位を示す。 

＊3：［ ］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。 
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表 8－1 代替パラメータによる判断への影響（13/21） 

分類 主要パラメータ 判断基準＊1 代替パラメータ＊2 代替パラメータによる判断への影響 影響 

最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系

スクラバ容器水位 有 

手 

格納容器フィルタベ

ント系による原子炉

格納容器除熱確認

①主要パラメータの他チャンネル ①スクラバ容器水位の 1チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推

定可能であり，判断に与える影響はない。

なし 

スクラバ容器圧力 ①主要パラメータの他チャンネル

②ドライウェル圧力（ＳＡ）

②サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

①スクラバ容器圧力の 1チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推

定可能であり，判断に与える影響はない。

②スクラバ容器圧力の監視が不可能となった場合は，ドライウェル圧力（Ｓ

Ａ），サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）の低下傾向から格納容器ベント

の実施を確認することができ，判断に与える影響はない。

なし 

スクラバ容器温度 ①主要パラメータの他チャンネル ①スクラバ容器温度の 1チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推

定可能であり，判断に与える影響はない。

なし 

第１ベントフィルタ出

口放射線モニタ（高レ

ンジ・低レンジ）

①主要パラメータの他チャンネル ①第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ）の 1チャンネルが故障し

た場合は，他チャンネルにより推定可能であり，判断に与える影響はない。

なし 

第１ベントフィルタ出

口水素濃度 

①主要パラメータの予備

②格納容器水素濃度（Ｂ系）

②格納容器水素濃度（ＳＡ）

①第１ベントフィルタ出口水素濃度が故障した場合は，予備の第１ベントフィ

ルタ出口水素濃度により推定可能であり，判断に与える影響はない。

②第１ベントフィルタ出口水素濃度の監視が不可能となった場合は，原子炉格

納容器内の水素ガスが格納容器フィルタベント系の配管内を通過すること

から，格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器水素濃度（ＳＡ）により推定

可能であり，判断に与える影響はない。

なし 

注記＊1：有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準 

＊2：代替パラメータの番号は優先順位を示す。 

＊3：［ ］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。 
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表 8－1 代替パラメータによる判断への影響（14/21） 

分類 主要パラメータ 判断基準＊1 代替パラメータ＊2 代替パラメータによる判断への影響 影響 

最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保

残
留
熱
除
去
系

残留熱除去系熱交換器

入口温度 

有 

手 

残留熱除去系による

原子炉格納容器除熱

確認 

①原子炉圧力容器温度（ＳＡ）

①サプレッションプール水温度（ＳＡ）

①残留熱除去系熱交換器入口温度の監視が不可能となった場合は，除熱対象で

ある原子炉圧力容器温度（ＳＡ），サプレッションプール水温度の低下傾向

を確認することができれば，除熱が適切に行われていることを確認すること

ができ，最終ヒートシンクが確保されていることを把握することができ，判

断に与える影響はない。

なし 

残留熱除去系熱交換器

出口温度 

①残留熱除去系熱交換器入口温度

②残留熱除去系熱交換器冷却水流量

①残留熱除去系熱交換器出口温度の監視が不可能となった場合は，熱交換器ユ

ニットの熱交換量評価から，残留熱除去系熱交換器入口温度により残留熱除

去系熱交換器出口温度を推定可能であり，判断に与える影響はない。

②残留熱除去系熱交換器冷却水の流量が確保されていることから残留熱除去

系熱交換器出口側が冷却されるため，最終ヒートシンクが確保されているこ

とを把握することができ，判断に与える影響はない。

残留熱除去ポンプ出口

流量 

①残留熱除去ポンプ出口圧力 ①残留熱除去ポンプ出口流量の監視が不可能となった場合は，残留熱除去ポン

プの注水特性から推定した流量より残留熱除去ポンプ出口流量を確認し，発

電用原子炉施設の状態を考慮した推定としており，原子炉格納容器への注水

量を把握するができ，判断に与える影響はない。

注記＊1：有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準 

＊2：代替パラメータの番号は優先順位を示す。 

＊3：［ ］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。 
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表 8－1 代替パラメータによる判断への影響（15/21） 

分類 主要パラメータ 判断基準＊1 代替パラメータ＊2 代替パラメータによる判断への影響 影響 

格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視 

原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
状
態 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

有 

手 

インターフェイスシ

ステムＬＯＣＡの判

断 

①主要パラメータの他チャンネル 

②原子炉水位（ＳＡ） 

①原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域）の 1チャンネルが故障した場

合は，他チャンネルにより推定可能であり，判断に与える影響はない。 

②原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域）の監視が不可能となった場合

は，同じ仕様の原子炉水位（ＳＡ）で原子炉圧力容器内の水位を監視するこ

とができ，判断に与える影響はない。 

なし 

原子炉水位（ＳＡ） ①原子炉水位（広帯域） 

①原子炉水位（燃料域） 

①同じ仕様の原子炉水位（広帯域），原子炉水位（燃料域）で原子炉圧力容器

内の水位を監視することができ，判断に与える影響はない。 

原子炉圧力 ①主要パラメータの他チャンネル 

②原子炉圧力（ＳＡ） 

③原子炉水位（広帯域） 

③原子炉水位（燃料域） 

③原子炉水位（ＳＡ） 

③原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

①原子炉圧力の 1チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより推定可能

であり，判断に与える影響はない。 

②原子炉圧力の監視が不可能となった場合は，同じ仕様の原子炉圧力（ＳＡ）

で原子炉圧力容器内の圧力を監視することができ，判断に与える影響はな

い。 

③原子炉圧力容器内が飽和状態にあることが限定されるものの，原子炉圧力容

器内の圧力は上記①②で推定ができるため，事故収束を行う上で問題となら

ない。 

原子炉圧力（ＳＡ） ①原子炉圧力 

②原子炉水位（広帯域） 

②原子炉水位（燃料域） 

②原子炉水位（ＳＡ） 

②原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

①原子炉圧力（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，同じ仕様の原子炉圧力

で原子炉圧力容器内の圧力を監視することができ，判断に与える影響はな

い。 

②原子炉圧力容器内が飽和状態にあることが限定されるものの，原子炉圧力容

器内の圧力は上記①で推定ができるため，事故収束を行う上で問題とならな

い。 

注記＊1：有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準 

＊2：代替パラメータの番号は優先順位を示す。 

＊3：［ ］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。 
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表 8－1 代替パラメータによる判断への影響（16/21） 

分類 主要パラメータ 判断基準＊1 代替パラメータ＊2 代替パラメータによる判断への影響 影響 

格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
状
況

ドライウェル温度 

（ＳＡ） 

有 

手 

インターフェイスシ

ステムＬＯＣＡの判

断

①主要パラメータの他チャンネル

②ドライウェル圧力（ＳＡ）

①ドライウェル温度（ＳＡ）の 1チャンネルが故障した場合は，他チャンネル

により推定可能であり，判断に与える影響はない。

②ドライウェル温度（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，原子炉格納容器

内が飽和状態にあることが限定されるが，重大事故等時の有効性評価（雰囲

気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損））において，事象

初期において一時的に原子炉格納容器内が過熱状態に至るものの，その後の

ほとんどの期間で原子炉格納容器内は飽和状態に速やかに維持されること

から，適用可能であり，判断に与える影響はない。

なし 

ドライウェル圧力 

（ＳＡ） 

①主要パラメータの他チャンネル

②サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

③ドライウェル温度（ＳＡ）

①ドライウェル圧力（ＳＡ）の 1チャンネルが故障した場合は，他チャンネル

により推定可能であり，判断に与える影響はない。

②ドライウェル圧力（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，ドライウェルと

サプレッションチェンバは，真空破壊弁及びベント管を介してそれぞれ均圧

されることから，同じ仕様のサプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）により推

定可能であり，原子炉格納容器の過圧破損防止対策を行う上で判断に与える

影響はない。

③原子炉格納容器内が飽和状態にあることが限定されるが，重大事故等時の有

効性評価（雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損））

において，事象初期において一時的に原子炉格納容器内が過熱状態に至るも

のの，その後のほとんどの期間で原子炉格納容器内は飽和状態に速やかに維

持されることから，原子炉格納容器の過圧破損防止対策に必要な情報を得る

ことができ判断に与える影響はない。

注記＊1：有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準 

＊2：代替パラメータの番号は優先順位を示す。 

＊3：［ ］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。 
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表 8－1 代替パラメータによる判断への影響（17/21） 

分類 主要パラメータ 判断基準＊1 代替パラメータ＊2 代替パラメータによる判断への影響 影響 

格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視

原
子
炉
建
物
内
の
状
況

残留熱除去ポンプ出口

圧力 

有 

手 

インターフェイスシ

ステムＬＯＣＡの判

断

①原子炉圧力

①原子炉圧力（ＳＡ）

②［エリア放射線モニタ］＊3

①残留熱除去ポンプ出口圧力の監視が不可能となった場合は，格納容器バイパ

スが発生した場合（発生箇所の隔離まで）は，原子炉圧力と破断箇所が同様

の傾向を示すことから，破断検知をする上で，判断に与える影響はない。

②エリア放射線モニタ（有効監視パラメータ）の指示値上昇傾向を把握するこ

とにより，格納容器バイパスが発生したことを推定可能であり，判断に与え

る影響はない。

なし 

低圧炉心スプレイポン

プ出口圧力 

①原子炉圧力

①原子炉圧力（ＳＡ）

②［エリア放射線モニタ］＊3

①低圧炉心スプレイポンプ出口圧力の監視が不可能となった場合は，格納容器

バイパスが発生した場合（発生箇所の隔離まで）は，原子炉圧力と破断箇所

が同様の傾向を示すことから，破断検知をする上で，判断に与える影響はな

い。

②エリア放射線モニタ（有効監視パラメータ）の指示値上昇傾向を把握するこ

とにより，格納容器バイパスが発生したことを推定可能であり，判断に与え

る影響はない。

なし 

注記＊1：有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準 

＊2：代替パラメータの番号は優先順位を示す。 

＊3：［ ］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。 
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表 8－1 代替パラメータによる判断への影響（18/21） 

分類 主要パラメータ 判断基準＊1 代替パラメータ＊2 代替パラメータによる判断への影響 影響 

水
源
の
確
保 

低圧原子炉代替注水槽

水位 

有 

手 

低圧注水機能確認 ①代替注水流量（常設） 

②原子炉水位（広帯域） 

②原子炉水位（燃料域） 

②原子炉水位（ＳＡ） 

②サプレッションプール水位（ＳＡ） 

②低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

①低圧原子炉代替注水槽水位の監視が不可能となった場合は，低圧原子炉代替

注水槽を水源とする代替注水流量（常設）の注水量と直前まで判明していた

低圧原子炉代替注水槽の水位に水位容量曲線を用いて推定可能であり，判断

に与える影響はない。 

②注水先の原子炉水位又はサプレッションプール水位（ＳＡ）の水位変化を確

認することで，必要な水源である低圧原子炉代替注水槽水位が確保されてい

ることを推定可能であり，判断に与える影響はない。 

②低圧原子炉代替注水ポンプが正常に動作していることをポンプ出口圧力で

確認することで，必要な水源である低圧原子炉代替注水槽水位が確保されて

いることを推定可能であり，判断に与える影響はない。 

なし 

サプレッションプール

水位（ＳＡ） 

手 低圧・高圧注水機能

確認 

①高圧原子炉代替注水流量 

①原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

①高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

①残留熱除去ポンプ出口流量 

①低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

①残留熱代替除去系原子炉注水流量 

②原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

②高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

②残留熱除去ポンプ出口圧力 

②低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

②残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

③［サプレッションプール水位］＊3 

①サプレッションプール水位（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，サプレ

ッションチェンバを水源とする各系統の注水量と直前まで判明していたサ

プレッションチェンバの水位に水位容量曲線を用いて推定するため，必要な

水源であるサプレッションプール水位（ＳＡ）が確保されていることを推定

可能であり，判断に与える影響はない。 

②原子炉隔離時冷却ポンプ，高圧炉心スプレイポンプ，残留熱除去ポンプ，低

圧炉心スプレイポンプ，残留熱代替除去ポンプが正常に動作していることを

ポンプ出口圧力で確認することで，必要な水源であるサプレッションプール

水位（ＳＡ）が確保されていることを推定可能であり，判断に与える影響は

ない。 

③常用計器でサプレッションプール水位を監視可能であれば，判断に与える影

響はない。 

なし 

注記＊1：有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準 

＊2：代替パラメータの番号は優先順位を示す。 

＊3：［ ］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。 
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表 8－1 代替パラメータによる判断への影響（19/21） 

分類 主要パラメータ 判断基準＊1 代替パラメータ＊2 代替パラメータによる判断への影響 影響 

原
子
炉
建
物
内
の

水
素
濃
度

原子炉建物水素濃度 手 原子炉建物内水素濃

度確認 

①主要パラメータの他チャンネル

②静的触媒式水素処理装置入口温度

②静的触媒式水素処理装置出口温度

①原子炉建物水素濃度の 1チャンネルが故障した場合は，他チャンネルにより

推定可能であり，判断に与える影響はない。

②原子炉建物水素濃度の監視が不可能となった場合は，原子炉建物内の水素ガ

スが静的触媒式水素再結合器で処理された場合，発熱反応が生じ，装置の入

口と出口温度に差が生じる。温度差を測定することにより静的触媒式水素再

結合器に入る水素濃度が推定可能であり，判断に与える影響はない。

なし 

注記＊1：有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準 

＊2：代替パラメータの番号は優先順位を示す。 

＊3：［ ］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。 
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表 8－1 代替パラメータによる判断への影響（20/21） 

分類 主要パラメータ 判断基準＊1 代替パラメータ＊2 代替パラメータによる判断への影響 影響 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
酸
素
濃
度

格納容器酸素濃度（Ｂ

系） 

手 格納容器ベント判断 ①格納容器酸素濃度（ＳＡ）

②格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェ

ル）

②格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッシ

ョンチェンバ）

②ドライウェル圧力（ＳＡ）

②サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

③［格納容器酸素濃度（Ａ系）］＊3

①格納容器酸素濃度（Ｂ系）の監視が不可能となった場合は，格納容器酸素濃

度（ＳＡ）により推定可能であり，判断に与える影響はない。

②格納容器内酸素濃度の監視が不可能となった場合は，炉心損傷判断後の初期

酸素濃度と保守的なＧ値を入力とした評価結果（解析結果）では，実際の原

子炉格納容器内の酸素濃度よりも高く評価されることになるが，原子炉格納

容器内での水素燃焼を防止する上で判断に与える影響はない。

②ドライウェル圧力（ＳＡ）及びサプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）を確認

し，事故後の原子炉格納容器内への空気（酸素）の流入有無を把握すること

は，炉心損傷判断後の初期酸素濃度と保守的なＧ値を入力とした評価結果

（解析結果）の信頼性を上げることとなるから，原子炉格納容器内での水素

燃焼の可能性を把握する上で判断に与える影響はない。

③常用計器で格納容器水素濃度（Ａ系）を監視可能であれば，判断に与える影

響はない。

なし 

格納容器酸素濃度（Ｓ

Ａ） 

手 格納容器ベント判断 ①格納容器酸素濃度（Ｂ系）

②格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェ

ル）

②格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッシ

ョンチェンバ）

②ドライウェル圧力（ＳＡ）

②サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）

③［格納容器酸素濃度（Ａ系）］＊3

①格納容器酸素濃度（ＳＡ）の監視が不可能となった場合は，格納容器酸素濃

度（Ｂ系）により推定可能であり，判断に与える影響はない。

②格納容器内酸素濃度の監視が不可能となった場合は，炉心損傷判断後の初期

酸素濃度と保守的なＧ値を入力とした評価結果（解析結果）では，実際の原

子炉格納容器内の酸素濃度よりも高く評価されることになるが，原子炉格納

容器内での水素燃焼を防止する上で判断に与える影響はない。

②ドライウェル圧力（ＳＡ）及びサプレッションチェンバ圧力（ＳＡ）を確認

し，事故後の原子炉格納容器内への空気（酸素）の流入有無を把握すること

は，炉心損傷判断後の初期酸素濃度と保守的なＧ値を入力とした評価結果

（解析結果）の信頼性を上げることとなるから，原子炉格納容器内での水素

燃焼の可能性を把握する上で判断に与える影響はない。

③常用計器で格納容器水素濃度（Ａ系）を監視可能であれば，判断に与える影

響はない。

なし 

注記＊1：有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準 

＊2：代替パラメータの番号は優先順位を示す。 

＊3：［ ］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。 
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表 8－1 代替パラメータによる判断への影響（21/21） 

分類 主要パラメータ 判断基準＊1 代替パラメータ＊2 代替パラメータによる判断への影響 影響 

燃
料
プ
ー
ル
の
監
視

燃料プール水位 

（ＳＡ） 

有 

手 

燃料プールの冷却機

能又は注水機能確認 

①燃料プール水位・温度（ＳＡ）

②燃料プールエリア放射線モニタ（高レン

ジ・低レンジ）（ＳＡ）

③燃料プール監視カメラ（ＳＡ）

①燃料プール水位・温度（ＳＡ）で燃料プールの水位を計測することができ，

燃料プールの監視を行う上で判断に与える影響はない。

②水位／線量当量率の関係を利用して，必要な水位が確保されていることを推

定でき，燃料プールの監視を行う上で判断に与える影響はない。

③燃料プールの状態の監視を行う上で判断に与える影響はない。

なし 

燃料プール水位・温度

（ＳＡ） 

有 

手 

①燃料プール水位（ＳＡ）

②燃料プールエリア放射線モニタ（高レン

ジ・低レンジ）（ＳＡ）

③燃料プール監視カメラ（ＳＡ）

①燃料プール水位（ＳＡ）で燃料プール水位を計測することができ，燃料プー

ルの監視を行う上で判断に与える影響はない。

②水位／線量当量率の関係を利用して，必要な水位が確保されていることを推

定でき，燃料プールの監視を行う上で判断に与える影響はない。

③燃料プールの状態の監視を行う上で判断に与える影響はない。

なし 

燃料プールエリア放射

線モニタ（高レンジ・

低レンジ）（ＳＡ） 

有 

手 

①燃料プール水位（ＳＡ）

①燃料プール水位・温度（ＳＡ）

②燃料プール監視カメラ（ＳＡ）

①水位／線量当量率の関係を利用して，必要な水位が確保されていることを推

定でき，燃料プールの監視を行う上で判断に与える影響はない。

②燃料プールの状態の監視を行う上で判断に与える影響はない。

なし 

燃料プール監視カメラ

（ＳＡ） 

有 

手 

①燃料プール水位（ＳＡ）

①燃料プール水位・温度（ＳＡ）

①燃料プールエリア放射線モニタ（高レン

ジ・低レンジ）（ＳＡ）

①水位／線量当量率の関係を利用して，必要な水位が確保されていることを推

定でき，燃料プールの監視を行う上で判断に与える影響はない。

なし 

注記＊1：有：重要事故シーケンス（有効性評価）に使用した判断基準，手：技術的能力審査基準（各手順）に係る判断基準 

＊2：代替パラメータの番号は優先順位を示す。 

＊3：［ ］は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器（耐震性又は耐環境性等はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器）を示す。 
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表 8－2 計装設備の計器誤差について（1/3） 

名称 
検出器の 

種類 
計測範囲 個数 取付箇所 誤差＊1 

原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 熱電対 0～500℃ 2 原子炉格納容器内 ±10.0℃ 

原子炉圧力 
弾性圧力 

検出器 
0～10MPa 2 

原子炉建物原子炉棟

1階 
±0.20MPa 

原子炉圧力（ＳＡ） 
弾性圧力 

検出器 
0～11MPa 1 

原子炉建物原子炉棟

地下 1階 
±0.09MPa 

原子炉水位（広帯域） 
差圧式水位 

検出器 
－400～＋150cm＊2 2 

原子炉建物原子炉棟

1階 
±11cm 

原子炉水位（燃料域） 
差圧式水位 

検出器 
－800～－300cm＊2 2 

原子炉建物原子炉棟

地下 1階 
±10cm 

原子炉水位（ＳＡ） 
差圧式水位 

検出器 
－900～＋150cm＊2 1 

原子炉建物原子炉棟

地下 1階 
±8.4cm 

高圧原子炉代替注水流量 
差圧式流量 

検出器 
0～150m3/h 1 

原子炉建物原子炉棟

地下 2階 
±3.0m3/h 

代替注水流量（常設） 
超音波式 

流量検出器 
0～300m3/h 1 

低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 
±6.0m3/h 

低圧原子炉代替注水流量 
差圧式流量 

検出器 
0～200m3/h 2 

原子炉建物原子炉棟

1階 
±4.0m3/h 

低圧原子炉代替注水流量 

（狭帯域用） 

差圧式流量 

検出器 
0～50m3/h 2 

原子炉建物原子炉棟

1階 
±1.0m3/h 

原子炉隔離時冷却ポンプ 

出口流量 

差圧式流量 

検出器 
0～150m3/h 1 

原子炉建物原子炉棟

地下 2階 
±3.0m3/h 

高圧炉心スプレイポンプ 

出口流量 

差圧式流量 

検出器 
0～1500m3/h 1 

原子炉建物原子炉棟

地下 1階 
±45m3/h 

残留熱除去ポンプ出口流量 
差圧式流量 

検出器 
0～1500m3/h 3 

原子炉建物原子炉棟

地下 2階 
±45m3/h 

低圧炉心スプレイポンプ 

出口流量 

差圧式流量 

検出器 
0～1500m3/h 1 

原子炉建物原子炉棟

地下 2階 
±45m3/h 

残留熱代替除去系 

原子炉注水流量 

差圧式流量 

検出器 
0～50m3/h 1 

原子炉建物原子炉棟

1階 
±1.0m3/h 

格納容器代替スプレイ流量 
差圧式流量 

検出器 
0～150m3/h 2 

原子炉建物原子炉棟

1階 
±3.0m3/h 

ペデスタル代替注水流量 
差圧式流量 

検出器 
0～150m3/h 2 

原子炉建物原子炉棟

地下 2階，1階 
±3.0m3/h 

ペデスタル代替注水流量 

（狭帯域用） 

差圧式流量 

検出器 
0～50m3/h 2 

原子炉建物原子炉棟

地下 2階，1階 
±1.0m3/h 

残留熱代替除去系 

格納容器スプレイ流量 

差圧式流量 

検出器 
0～150m3/h 1 

原子炉建物原子炉棟

１階 
±3.0m3/h 

ドライウェル温度（ＳＡ） 熱電対 0～300℃ 7 原子炉格納容器内 ±6.0℃ 

ペデスタル温度（ＳＡ） 熱電対 0～300℃ 2 原子炉格納容器内 ±6.0℃ 

ペデスタル水温度（ＳＡ） 熱電対 0～300℃ 2 原子炉格納容器内 ±6.0℃ 

サプレッションチェンバ

温度（ＳＡ）
熱電対 0～200℃ 2 原子炉格納容器内 ±4.0℃ 

サプレッションプール水

温度（ＳＡ）
測温抵抗体 0～200℃ 2 原子炉格納容器内 ±2.0℃ 

ドライウェル圧力（ＳＡ） 
弾性圧力 

検出器 
0～1000kPa〔abs〕 2 

原子炉建物原子炉棟

中 2階，3階 
±8kPa 

サプレッションチェンバ

圧力（ＳＡ）

弾性圧力 

検出器 
0～1000kPa〔abs〕 2 

原子炉建物原子炉棟

中 2階，3階 
±8kPa 
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表 8－2 計装設備の計器誤差について（2/3） 

名称 
検出器の 

種類 
計測範囲 個数 取付箇所 誤差＊1 

ドライウェル水位 
電極式水位 

検出器 

－3.0m*3，－1.0m*3， 

＋0.9m＊3 
3 原子炉格納容器内 ±10mm 

サプレッションプール

水位（ＳＡ）

差圧式水位 

検出器 
－0.80～＋5.50m＊4 1 

原子炉建物原子炉棟

地下 2階 
±0.05m 

ペデスタル水位 
電極式水位 

検出器 

＋0.1m＊5，＋1.2m＊5， 

＋2.4m＊5，＋2.4m＊5 
4 原子炉格納容器内 ±10mm 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 
熱伝導式 

水素検出器 

0～20vol％/ 

0～100vol％ 
1 

原子炉建物原子炉棟

3階 

ウェット：

±0.64vol％/

±3.2vol％

ドライ： 

±0.50vol％/ 

±2.5vol％ 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 
熱伝導式 

水素検出器 
0～100vol％ 1 

原子炉建物原子炉棟

中 2階 

ウェット：

±2.0vol％

格納容器雰囲気放射線 

モニタ（ドライウェル）
電離箱 10-2～105Sv/h 2 

原子炉建物原子炉棟

1階 

5.24×10N-1～

1.91×10NSv/h 

N：-2～5 

格納容器雰囲気放射線 

モニタ（サプレッションチェ

ンバ）

電離箱 10-2～105Sv/h 2 
原子炉建物原子炉棟

地下 1階 

5.24×10N-1～

1.91×10NSv/h 

N：-2～5 

中性子源領域計装 
核分裂 

計数管 

10-1～106s-1 

（1.0×103～1.0× 

109cm-2・s-1） 

4 原子炉格納容器内 

7.07×10N-1～ 

1.42×10Ns-1 

N：-1～6 

中間領域計装 
核分裂 

電離箱 

＊6 

0～40％又は 

0～125％ 

（1.0×108～

1.5×1013cm-2・s-1） 

8 原子炉格納容器内 ±2.7％ 

出力領域計装 
核分裂 

電離箱 

＊7 

0～125％ 

（1.2×1012～2.8×

1014cm-2・ｓ-1） 

124＊8 原子炉格納容器内 ±2.5％ 

残留熱除去系熱交換器出口 

温度 
熱電対 0～200℃ 2 

原子炉建物原子炉棟

1階 
±4.0℃ 

スクラバ容器水位
差圧式水位 

検出器 
mm＊9 8 

第 1ベントフィルタ

格納槽 
±28.0mm 

スクラバ容器圧力
弾性圧力 

検出器 
0～1MPa 4 

第 1ベントフィルタ

格納槽 
±0.008MPa 

スクラバ容器温度 熱電対 0～300℃ 4 
第 1ベントフィルタ

格納槽 
±6.0℃ 

第１ベントフィルタ出口 

放射線モニタ 

（高レンジ・低レンジ） 

電離箱 10-2～105Sv/h 2 
第 1ベントフィルタ

格納槽 

5.24×10N-1～

1.91×10NSv/h 

N：-2～5 

電離箱 10-3～104mSv/h 1 屋外 

5.24×10N-1～

1.91×10NmSv/h 

N：-3～4 

第１ベントフィルタ出口 

水素濃度 

熱伝導式 

水素濃度 

検出器 

0～20vol％/ 

0～100vol％ 
1 屋外 ±3.0vol％ 

残留熱除去系熱交換器入口 

温度 
熱電対 0～200℃ 2 

原子炉建物原子炉棟

1階 
±4.0℃ 

残留熱除去系熱交換器 

冷却水流量 

差圧式流量 

検出器 
0～1500m3/h 2 

原子炉建物原子炉棟

地下 2階 
±45m3/h 
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表 8－2 計装設備の計器誤差について（3/3） 

注記＊1 ：検出器～ＳＰＤＳ表示装置等の誤差（現状計画） 

＊2 ：計測範囲の零は，気水分離器下端とする。 

＊3 ：原子炉格納容器床面からの高さを示す。 

＊4 ：計測範囲の零は，通常水位（EL 5610mm）とする。 

＊5 ：コリウムシールド上表面からの高さを示す。 

名称 
検出器の 

種類 
計測範囲 個数 取付箇所 誤差＊1 

残留熱除去ポンプ出口圧力 
弾性圧力 

検出器 
0～4MPa 3 

原子炉建物原子炉棟

地下 2階 
±0.08MPa 

低圧炉心スプレイポンプ 

出口圧力 

弾性圧力 

検出器 
0～5MPa 1 

原子炉建物原子炉棟

地下 2階 
±0.10MPa 

低圧原子炉代替注水槽水位 
差圧式水位 

検出器 
0～1500m3 ＊10 1 

低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 
±12m3 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

出口圧力 

弾性圧力 

検出器 
0～4MPa 2 

低圧原子炉代替注水

ポンプ格納槽 
±0.032MPa 

原子炉隔離時冷却ポンプ 

出口圧力 

弾性圧力 

検出器 
0～10MPa 1 

原子炉建物原子炉棟

地下 2階 
±0.20MPa 

高圧炉心スプレイポンプ 

出口圧力 

弾性圧力 

検出器 
0～12MPa 1 

原子炉建物原子炉棟

地下 1階 
±0.24MPa 

残留熱代替除去ポンプ 

出口圧力 

弾性圧力 

検出器 
0～3MPa 2 

原子炉建物付属棟 

地下 2階 
±0.024MPa 

原子炉建物水素濃度 

触媒式 

水素検出器 
0～10vol％ 1 

原子炉建物原子炉棟

地下 1階 
±0.50vol％ 

熱伝導式 

水素検出器 
0～20vol％ 6 

原子炉建物原子炉棟

1階，2階，4階 
±1.00vol％ 

静的触媒式水素処理装置 

入口温度 
熱電対 0～100℃ 2 

原子炉建物原子炉棟

4階 
±4.0℃ 

静的触媒式水素処理装置 

出口温度 
熱電対 0～400℃ 2 

原子炉建物原子炉棟

4階 
±8.0℃ 

格納容器酸素濃度（Ｂ系） 
熱磁気風式 

酸素検出器 

0～10vol％/ 

0～25vol％ 
1 

原子炉建物原子炉棟

3階 

ウェット：

±0.32vol％/

±0.80vol％

ドライ： 

±0.25vol％/ 

±0.63vol％ 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 
磁気力式 

酸素検出器 
0～25vol％ 1 

原子炉建物原子炉棟

中 2階 

ウェット：

±0.75vol％

ドライ： 

±0.50vol％ 

燃料プール水位（ＳＡ） 

ガイド 

パルス式 

水位検出器 

－4.30～＋7.30m＊11 1 
原子炉建物原子炉棟

4階 
±0.24m 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 熱電対 

－1000～＋6710mm＊11 

1＊12 
原子炉建物原子炉棟

4階 
±4.5℃ 

0～150℃ 

燃料プールエリア放射線 

モニタ（高レンジ・低レンジ） 

（ＳＡ）

電離箱 10-3～104mSv/h 1 
原子炉建物原子炉棟

4階 

5.24×10N-1～

1.91×10NSv/h 

N：-3～4 

電離箱 101～108mSv/h 1 
原子炉建物原子炉棟

4階 

5.24×10N-1～

1.91×10NSv/h 

N：1～8 

燃料プール監視カメラ 

（ＳＡ） 

赤外線 

カメラ
（映像） 1 

原子炉建物原子炉棟

4階 
（映像） 
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＊6 ：各計測レンジにおける出力比を示す。 

＊7 ：定格出力時の値に対する比率で示す。 

＊8 ：平均出力領域計装に使用する 93個は，重大事故等対処設備としても使用する。 

＊9 ：計測範囲の零は，スクラバ容器の液位計用管台（N9）高さとする。 

＊10：計測範囲の零は，低圧原子炉代替注水槽底部とする。0～12542mm 相当 

＊11：基準点は，使用済燃料貯蔵ラック上端（EL 35518mm）とする。 

＊12：検出点 7箇所 
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9. 設置（変更）許可申請における審査資料からの構成見直しについて

一部の計測装置の概略構成について，設置（変更）許可申請における審査資料（島根原

子力発電所２号炉 重大事故等対処設備について 補足説明資料 58条 計装設備）からの

見直しを行ったため，変更内容を表 9－1に示す。 



99
 

表 9－1 設置（変更）許可申請における審査資料からの変更（1/3） 

原子炉圧力 

既工認における構成＊（参考） 設置（変更）許可申請 設工認補正申請（今回） 

＜変更点＞ 

設置（変更）許可申請における審査資料では，重大事故等時の原子炉圧力を監視するため，区分Ⅰは重大事故等対処設備として兼用する設計基準対象

施設の指示計を中央監視操作盤に，区分Ⅱは重大事故等対処設備の指示計を重大事故操作盤にそれぞれ新たに設けることとしていた。今回の設工認補正

申請では設計統一の観点から行なった設計進捗を反映し，区分Ⅰについても区分Ⅱと同様に重大事故等対処設備の指示計を重大事故操作盤に設ける構成

に見直している。 

本変更により重大事故等対処設備として兼用する設計基準対象施設の指示計を設置しない構成となるが，従来，設計基準対象施設として中央監視操作

盤に設けている記録計の指示による監視は維持されており，設計基準対象施設としての構成に既工認からの変更は生じない。 

注記＊：既工認では概略構成図は記載していないため，記載内容は設計図書による。 
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表 9－1 設置（変更）許可申請における審査資料からの変更（2/3） 

原子炉水位（広帯域） 

既工認における構成＊（参考） 設置（変更）許可申請 設工認補正申請（今回） 

＜変更点＞ 

設置（変更）許可申請における審査資料では，重大事故等時の原子炉水位（広帯域）を監視するため，区分Ⅰは重大事故等対処設備として兼用する設

計基準対象施設の指示計を中央監視操作盤に，区分Ⅱは重大事故等対処設備の指示計を重大事故操作盤にそれぞれ新たに設けることとしていた。今回の

設工認補正申請では設計統一の観点から行なった設計進捗を反映し，区分Ⅰについても区分Ⅱと同様に重大事故等対処設備の指示計を重大事故操作盤に

設ける構成に見直している。 

本変更により重大事故等対処設備として兼用する設計基準対象施設の指示計を設置しない構成となるが，従来，設計基準対象施設として中央監視操作

盤に設けている記録計の指示による監視は維持されており，設計基準対象施設としての構成に既工認からの変更は生じない。 

注記＊：既工認では概略構成図は記載していないため，記載内容は設計図書による。 
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表 9－1 設置（変更）許可申請における審査資料からの変更（3/3） 

原子炉水位（燃料域） 

既工認における構成＊（参考） 設置（変更）許可申請 設工認補正申請（今回） 

＜変更点＞ 

設置（変更）許可申請における審査資料では，重大事故等時の原子炉水位（燃料域）を監視するため，区分Ⅰは重大事故等対処設備として兼用する設

計基準対象施設の指示計を中央監視操作盤に，区分Ⅱは重大事故等対処設備の指示計を重大事故操作盤にそれぞれ新たに設けることとしていた。今回の

設工認補正申請では設計統一の観点から行なった設計進捗を反映し，区分Ⅰについても区分Ⅱと同様に重大事故等対処設備の指示計を重大事故操作盤に

設ける構成に見直している。 

本変更により重大事故等対処設備として兼用する設計基準対象施設の指示計を設置しない構成となるが，従来，設計基準対象施設として中央監視操作

盤に設けている記録計の指示による監視は維持されており，設計基準対象施設としての構成に既工認からの変更は生じない。 

注記＊：既では概略構成図は記載していないため，記載内容は設計図書による。 
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1. 原子炉圧力高設定値について 

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）及びＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポ

ンプトリップ機能）の原子炉圧力高信号（以下「原子炉圧力高（ＡＴＷＳ）」という。）

は，原子炉非常停止信号による動作が失敗した際に，期待する信号である。このため，設

定値については，圧力上昇事象に対して原子炉保護系の原子炉圧力高信号（以下「原子炉

圧力高（スクラム）」という。）が先に発信し，その後の圧力上昇に対して原子炉圧力高

（ＡＴＷＳ）信号が発信するよう設定することを基本とする。 

 

1.1 原子炉圧力高（スクラム）と原子炉圧力高（ＡＴＷＳ）の設定値に関する基本的な考

え方 

原子炉非常停止信号が発信する事象が発生した場合，スクラム動作が遅れると燃料の

冷却性，原子炉圧力等の最大値はより厳しくなることが考えられる。 

また，主蒸気系逃がし安全弁から蒸気によるサプレッションプールへの負荷を考慮す

る。 

このため，実設計では，計装誤差を考慮しても，発電用原子炉設置変更許可申請書に

おける添付書類十の解析で妥当性を確認した設定値を超えないよう，セット値を設定す

る必要があり，解析上の入力値を上限として，下側に想定される計装誤差を考慮する。

設定値の相対関係を図 1－1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－1 設定値の相対関係 

  

設定範囲 

設定範囲 

設定値 

原子炉圧力高 

（ＡＴＷＳ） 

設定値 

原子炉圧力高 

（スクラム） 
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1.2 計装誤差を考慮した原子炉圧力高(スクラム)と原子炉圧力高（ＡＴＷＳ）の相対関係 

ＡＴＷＳ時の事象緩和の観点から，原子炉圧力高（ＡＴＷＳ）は可能な限り早く動作

することが望ましい。一方で，1.1 に記載したとおり，原子炉圧力高（ＡＴＷＳ）より

原子炉圧力高（スクラム）が先に動作する必要がある。これらと 1.1 に記載した計装誤

差を考慮すると，原子炉圧力高（スクラム）と原子炉圧力高（ＡＴＷＳ）の設定値に係

る相対関係は図 1－2 に示すとおりとなる。 

原子炉圧力高（ＡＴＷＳ）の下限値（図 1－2 の②）については，以下の事項を満足さ

せる必要がある。 

・②下限値は，①原子炉圧力高（スクラム）設定値より低い値とならないこと。 

・③設定値は，主蒸気系逃がし安全弁からの蒸気によるサプレッションプールへの熱負

荷を考慮し，④逃がし弁機能最低吹出し圧力より低く設定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－2 原子炉圧力高（スクラム）と原子炉圧力高（ＡＴＷＳ）の相対関係 
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2. 代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）の回路構成について 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）の論理回路は，原子炉水位低（レベル１），

残留熱除去ポンプ運転又は低圧炉心スプレイポンプ運転の信号及び時間遅れを設けるタイ

マーにより構成される。作動回路の概略を図 2－1「代替自動減圧ロジック（代替自動減圧

機能）作動回路の概略図」に示す。 

 

2.1 残留熱除去ポンプ運転又は低圧炉心スプレイポンプ運転確立について 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）により主蒸気系逃がし安全弁が作動する

と冷却材が放出され，その補給に残留熱除去系（低圧注水モード）又は低圧炉心スプレ

イ系による注水が必要であることから，原子炉水位低（レベル１）及び残留熱除去ポン

プ運転又は低圧炉心スプレイポンプが運転の場合に作動する設計とする。 

残留熱除去ポンプ運転信号及び低圧炉心スプレイポンプ運転信号は，各ポンプの遮断

器閉信号としている。 

 

2.2 タイマーによる時間遅れについて 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，自動減圧系が不動作時に期待される

機能であるため，不要な動作を回避する観点から，作動信号の発信に対してタイマーを

設置している。 

自動減圧系の安全機能と干渉しないように，自動減圧系の原子炉水位低（レベル１）

後 120 秒で成立する減圧信号より遅く起動する必要がある。また，代替自動減圧ロジッ

ク（代替自動減圧機能）には，ＡＴＷＳ時又は設備誤作動時に発電用原子炉の運転を阻

害しないように起動阻止スイッチ及びリセット回路を設置している。運転員による起動

阻止スイッチ及びリセットの判断操作の時間的余裕を考慮し，設備作動までに 10 分の

時間遅れを設ける。これにより，代替自動減圧機能論理回路タイマー設定値は 10分とす

る。 

なお，事象発生から 10 分後に代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）による減圧

で残留熱除去系（低圧注水モード）等により十分な炉心冷却が可能である。 
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図 2－1 代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）作動回路の概略図 

A-残留熱除去ポンプ又は 

低圧炉心スプレイポンプ運転 

A-原子炉水位低（レベル１） 

A-残留熱除去ポンプ又は 

低圧炉心スプレイポンプ運転 

T.P.U
＊2
 (W.O) 

(W.O) 

(W.O) C-原子炉水位低（レベル１） T.P.U
＊2
 

 

(W.O) 

代替自動減圧起動 

阻止スイッチ「阻止」
＊1
 

B-原子炉水位低（レベル１） T.P.U
＊2
 

 

(W.O) 

(W.O) 

B-残留熱除去ポンプ又は 

C-残留熱除去ポンプ運転 

D-原子炉水位低（レベル１） T.P.U
＊2
 

 

代替自動減圧機能作動 

T.P.U 

(W.O) 

注：記号説明 

：AND 

：OR 

：時間遅れ 

：信号阻止 

注記＊1：代替自動減圧起動阻止スイッチ 

は A系論理回路及び B系論理回 

路で共用する。 

＊2：10分の時間遅れがある。 

(W.O) 

代替自動減圧起動 

阻止スイッチ「阻止」
＊1
 

B-残留熱除去ポンプ又は 

C-残留熱除去ポンプ運転 

(W.O) 
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3. 計装誤差に含まれる余裕の考え方について 

計装誤差に含まれる余裕（以下「余裕」という。）は図 3－1に示すとおり，計装誤差と計

器誤差の差分として表される。この余裕は計器誤差の値を切上げた際に発生する差分として

いる。 

例として，原子炉水位低（レベル２）の信号を挙げる。原子炉水位低（レベル２）の計器

誤差は 3.2cmである。原子炉水位（広帯域）を計測する計器の最大計器誤差に合わせ，保守

的に計装誤差を 4.0cmとする。その際に 0.8cmの余裕が発生する。（表 3－1参照。） 

計器誤差より余裕分早い作動につながるため，安全性に影響はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3－1 計装誤差の概念 

 

 

表 3－1 計装誤差に含まれる余裕について 

信号の種類 計装誤差 計器誤差 余裕 

原子炉水位低 

（レベル２） 
4.0cm 3.2cm 0.8cm 

原子炉水位低 

（レベル１） 
4.0cm 3.2cm 0.8cm 

原子炉圧力高 0.0600MPa 0.0539MPa 0.0061MPa 

 

 

セット値 

計装誤差 計器誤差 

余裕 
設定値 
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発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係る 
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1. 安全保護系（原子炉保護系及び工学的安全施設作動回路）及びその他の工学的安全施設

等の応答時間について 

 1.1 概要 

安全保護系のうち原子炉保護系は，発電用原子炉の安全性を損なうおそれのある運転時

の異常な過渡変化，設計基準事故，運転中の発電用原子炉における重大事故に至るおそれ

がある事故あるいは運転中の発電用原子炉における重大事故が発生した場合又は発生が

予想される場合にそれを抑制あるいは防止するため，異常を検知し発電用原子炉を自動的

に停止させる。 

また，安全保護系のうち工学的安全施設作動回路は，原子炉冷却材喪失あるいは主蒸気

管破断等に際して，事故の拡大防止及び環境への放射性物質の放出を抑制するため，異常

を検知し工学的安全施設を作動させる。 

その他の工学的安全施設等の作動回路は，運転時の異常な過渡変化時において発電用原

子炉の運転を緊急に停止することのできない事象が発生した場合においても炉心の著し

い損傷を防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持

するとともに，発電用原子炉を未臨界に移行するために，ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉

再循環ポンプトリップ機能）及びＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）を作動させる。

また，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，設計基準事故対処設備が有す

る発電用原子炉の減圧機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び格納容器破

損を防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために，代替自動減圧ロジッ

ク（代替自動減圧機能）を作動させる。 

これらのうち，設置（変更）許可の安全評価の条件として使用している原子炉保護系の

応答時間，工学的安全施設の起動信号（主蒸気隔離弁）の応答時間及びその他の工学的安

全施設等としてＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）の応答時間に

ついて説明する。 
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1.2 安全保護系（原子炉保護系及び工学的安全施設作動回路）及びその他の工学的安全施設

等の応答時間について 

 (1) 原子炉保護系 

原子炉保護系の原子炉非常停止信号の応答時間の内訳を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｔ１：プロセス量が設定値に達してから検出器が検知し，アナログ回路の信号がスクラム

論理回路に発信されるまでの検出遅れ時間 

 Ｔ２：スクラム論理回路及び原子炉スクラム用電磁接触器での信号処理遅れ時間 

 Ｔ３：原子炉スクラム用電磁接触器の動作から制御棒が全ストロークの 75％に至るまでの

時間 
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原子炉非常停止信号の応答時間 

原子炉非常停止信号 

応答時間（秒） 

Ｔ１ Ｔ２ 
合計 

（Ｔ１＋Ｔ２）＊1 
Ｔ３＊2 

合計 

（Ｔ１＋Ｔ２＋Ｔ３） 

原子炉圧力高 0.55 

1.62 

2.17 

原子炉水位低 1.05 2.67 

中性子束高 
出力領域計装 0.09 1.71 

中間領域計装 0.09 1.71 

主蒸気隔離弁閉 0.06 1.68 

主蒸気止め弁閉 0.06 1.68 

注記＊1：設置許可添付書類十「運転時の異常な過渡変化の解析」における解析条件 

  ＊2：原子炉スクラム用電磁接触器の動作から制御棒が全ストロークの 75％に至るまで

の時間 
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 (2) 工学的安全施設作動回路及びその他の工学的安全施設等の作動回路  

工学的安全施設作動回路及びその他の工学的安全施設等の作動回路の工学的安全施

設等作動信号の応答時間の内訳を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｔ１’：プロセス量が設定値に達してから検出器が検知し，アナログ回路の信号がロジック

回路に発信されるまでの検出遅れ時間 

 Ｔ２’：ロジック回路での信号処理遅れ時間 
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工学的安全施設等作動信号の応答時間 

主蒸気隔離弁 

応答時間（秒） 

Ｔ１’ Ｔ２’ 
合計 

（Ｔ１’＋Ｔ２’）＊ 

主蒸気管流量大 0.50 

主蒸気管放射能高 0.50 

注記＊：設置許可添付書類十「事故解析」における解析条件 

ＡＴＷＳ緩和設備 

（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能） 

応答時間（秒） 

Ｔ１’ Ｔ２’＊ 
合計 

（Ｔ１’＋Ｔ２’） 

原子炉圧力高 0.70 

注記＊：設置許可添付書類十「重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故に対する対策

の有効性評価」における解析条件 
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 1.3 安全保護系（原子炉保護系及び工学的安全施設作動回路）及びその他の工学的安全施設等の応答時間の根拠について 

(1) 原子炉非常停止信号

設置（変更）許可を受けた安全評価の条件として考慮している応答時間（原子炉非常停止信号の応答時間：Ｔ１＋Ｔ２）をプロセス量ご

とに設備の実現可能な範囲で割り当てた時間である。プラントの安全性確保の観点からは，Ｔ１とＴ２の合計値が安全評価で考慮している

応答時間以内であれば問題なく，それぞれの割り当て時間は，設備に対する要求値として設備の実力等を考慮して合理的な範囲で定めたも

のである。 

原子炉非常停止信号 
応答時間の根拠 

Ｔ１ Ｔ２ Ｔ３ Ｔ１＋Ｔ２＋Ｔ３ 

原子炉圧力高 

1.62秒 

2.17秒 

原子炉スクラム用電磁接

触器の動作から，制御棒が

全ストロークの 75％に至

るまでの時間が 1.62 秒以

下に収まることを定期事

業者検査等で確認してい

る。 

原子炉水位低 

1.62秒 

2.67秒 
同上 
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原子炉非常停止信号 
応答時間の根拠 

Ｔ１ Ｔ２ Ｔ３ Ｔ１＋Ｔ２＋Ｔ３ 

中性子束高 

（出力領域計装） 

中性子束高 

（中間領域計装） 

1.62秒 

1.71秒 
原子炉圧力高に同じ 

主蒸気隔離弁閉 

主蒸気止め弁閉 

1.62秒 

1.68秒 
同上 
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(2) 工学的安全施設等作動信号

設置（変更）許可を受けた安全評価の条件として考慮している応答時間（工学的安全施設等作動信号の応答時間：Ｔ１’＋Ｔ２’）をプロ

セス量ごとに設備の実現可能な範囲で割り当てた時間である。プラントの安全性確保の観点からは，Ｔ１’，Ｔ２’の合計値が安全評価で考

慮している応答時間以内であれば問題なく，それぞれの割り当て時間は，設備に対する要求として設備の実力等を考慮して合理的な範囲で

定めたものである。 

主蒸気隔離弁 
応答時間の根拠 

Ｔ１’ Ｔ２’ Ｔ１’＋Ｔ２’ 

主蒸気管流量大 0.50秒 

主蒸気管放射能高 0.50秒 



9 

ＡＴＷＳ緩和設備 

（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能） 

応答時間の根拠 

Ｔ１’ Ｔ２’ Ｔ１’＋Ｔ２’ 

原子炉圧力高 0.70秒 
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 1.4 安全保護系（原子炉保護系及び工学的安全施設作動回路）及びその他の工学的安全施

設等の応答時間の確認について 

設置（変更）許可を受けた安全評価の条件として使用している原子炉非常停止信号及び

工学的安全施設作動信号の各応答時間の確認について説明する。 

(1) 原子炉保護系の応答時間

原子炉非常停止信号の各応答時間（Ｔ１～Ｔ３）の確認について以下に示す。

Ｔ１：プロセス量が設定値に達してから検出器が検知し，アナログ回路の信号がス

クラム論理回路に発信されるまでの検出遅れ時間

検出器は工場試験等によりプロセス量を変化させ，出力が所定の値に達する

までの応答時間を計測している。また，アナログ回路部の継電器は工場試験

等によりステップ状の模擬信号を加えた時点から動作するまでの応答時間を

計測している。 

Ｔ２：スクラム論理回路及び原子炉スクラム用電磁接触器での信号処理遅れ時間 

アナログ回路部の原子炉スクラム原因接点動作から原子炉スクラム用電磁接

触器が動作するまでの時間を計測している。 

Ｔ３：原子炉スクラム用電磁接触器の動作から制御棒が全ストロークの 75％に至る

までの時間 

原子炉スクラムテスト信号発信から制御棒が全ストロークの 75％に至るまで

の時間を計測可能である。この応答時間は，定期事業者検査「制御棒駆動水

圧系機能検査」として毎サイクル実施し確認している。 

(2) 工学的安全施設作動回路及びその他の工学的安全施設等の作動回路

Ｔ１’：プロセス量が設定値に達してから検出器が検知し，アナログ回路の信号がロ

ジック回路に発信されるまでの検出遅れ時間 

検出器は工場試験等によりプロセス量を変化させ，出力が所定の値に達する

までの応答時間を計測している。また，アナログ回路部の継電器は工場試験

等によりステップ状の模擬信号を加えた時点から継電器が動作するまでの応

答時間を計測している。 

Ｔ２’：ロジック回路での信号処理遅れ時間 

ロジック回路の各継電器は工場試験等によりステップ状の模擬信号を加えた

時点から継電器が動作するまでの応答時間を計測している。 



2. 原子炉再循環ポンプトリップ機能について

タービントリップ又は負荷遮断時の原子炉再循環ポンプトリップ機能，ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能），常用電源

喪失時の原子炉再循環ポンプトリップ機能について，表 2－1「原子炉再循環ポンプトリップ機能」に示す。 

表 2－1 原子炉再循環ポンプトリップ機能 

タービントリップ又は負荷遮断時の

原子炉再循環ポンプトリップ機能

ＡＴＷＳ緩和設備 

(代替原子炉再循環ポンプトリップ機能) 
常用電源喪失時 

目
的

タービントリップ又は負荷遮断が生じた場合，原子炉再

循環ポンプをトリップさせることにより炉心流量を急減

させ，原子炉出力の上昇を緩和させる。 

 発電用原子炉がスクラムすることで最小限界出力比の

低下は抑制されるが，原子炉再循環ポンプをトリップさせ

ることにより，ボイドの減少を抑制し燃料の熱的な影響を

緩和することが可能である。 

なお，本機能は既設の機能である。 

 原子炉緊急停止失敗による原子炉出力上昇や高出力状

態の継続を抑制することで原子炉圧力バウンダリの破損

回避やサプレッションプールへの蒸気放出量を低減させ

るため，原子炉再循環ポンプをトリップさせることで速や

かな出力低下が可能である。 

なお，本機能は既設の機能である。 

原子炉再循環ポンプの回転数を変更するために流体継

手つき原子炉再循環ポンプＭＧセットが設置されている。 

なお，本機能は既設の機能である。 

概
要
（
動
作
の
流
れ
）

タービン主塞止弁閉又は蒸気加減弁急速閉時に原子炉

再循環ポンプ 2台を同時にトリップさせる。 

運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉の運

転を緊急に停止することができない事象が発生するおそ

れがある場合又は当該事象が発生した場合に，原子炉圧力

高又は原子炉水位低（レベル２）で原子炉再循環ポンプ 2

台を同時にトリップさせる。 

 常用電源喪失時には，流体継手つき原子炉再循環ポンプ

ＭＧセットの慣性により原子炉再循環ポンプ速度が緩や

かに低下する。 

イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク

図 2－1「原子炉再循環ポンプトリップ回路（タービントリ

ップ又は負荷遮断時の原子炉再循環ポンプトリップ機

能）」参照 

図 2－2「原子炉再循環ポンプトリップ回路（ＡＴＷＳ緩和

設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能））」参照 

―（常用電源喪失によるものであり，インターロックによ

り作動するものではない。） 

図 2－3「原子炉再循環ポンプトリップ回路（常用電源喪失

時）」参照 

動
作
遮
断
器
等

・原子炉再循環ポンプトリップ遮断器（ＲＰＴ遮断器）・・・

原子炉再循環ポンプ 1台毎に 2台設置（Ａ１／Ａ２，Ｂ１

／Ｂ２） 

単一故障で機能喪失しないように直列に設置されたＲ

ＰＴ遮断器の両方へ遮断信号を送り，原子炉再循環ポンプ

をトリップさせる。 

・原子炉再循環ポンプトリップ遮断器（ＲＰＴ遮断器）・・・

原子炉再循環ポンプ 1台毎に 2台設置（Ａ１／Ａ２，Ｂ１

／Ｂ２） 

単一故障で機能喪失しないように直列に設置されたＲ

ＰＴ遮断器の両方へ遮断信号を送り，原子炉再循環ポンプ

をトリップさせる。 

― 
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図 2－1 原子炉再循環ポンプトリップ回路（タービントリップ又は負荷遮断時の原子炉再循環ポンプトリップ機能） 

 

【凡例】

原子炉保護系(Ｂ２)

原子炉保護系(Ｂ１)

原子炉保護系(Ａ２)

A-原子炉圧力高

B-原子炉圧力高

C-原子炉圧力高

D-原子炉圧力高

A-原子炉水位低（レベル２）

C-原子炉水位低（レベル２）

B-原子炉水位低（レベル２）

D-原子炉水位低（レベル２）

Ａ
Ｔ
Ｗ
Ｓ
緩
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(

代
替
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
ト
リ
ッ
プ
機
能)

原子炉保護系(Ａ１)

蒸気加減弁１急速閉

タービン主塞止弁１閉

タービン主塞止弁２閉

高圧タービン第１段圧力低

(タービン出力80%以下)

高圧タービン第１段圧力低

(タービン出力45%以下)

蒸気加減弁２急速閉

タービン主塞止弁１閉

タービン主塞止弁３閉

高圧タービン第１段圧力低

(タービン出力80%以下)

高圧タービン第１段圧力低

(タービン出力45%以下)

(Ｗ.Ｏ)

(Ｗ.Ｏ)

(Ｗ.Ｏ)

(Ｗ.Ｏ)

ＧＧ

Ｍ

Ｍ Ｐ

Ｇ

Ｍ

Ｇ

Ｍ

Ｍ Ｐ

Ｇ

Ｍ

Ｍ Ｐ

6.9kV ２Ａ－メタクラ
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又
は
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荷
遮
断
時
の

原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
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リ
ッ
プ
機
能

Ａ系

ＲＰＴ遮断器（Ａ２）

ＲＰＴ遮断器（Ａ１）

Ｂ系

ＲＰＴ遮断器（Ｂ２）

ＲＰＴ遮断器（Ｂ１）

：原子炉再循環ポンプＭＧセット

：遮断器

：原子炉再循環ポンプ

：ＡＮＤ

：ＯＲ

：信号阻止(Ｗ.Ｏ)

6.9kV ２Ｂ－メタクラ
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注：着色箇所はタービントリップ又は負荷遮断時の原子炉再循環ポンプトリップ機能の作動回路を示す 



 

 

 

 

図 2－2 原子炉再循環ポンプトリップ回路（ＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）） 

 

【凡例】

原子炉保護系(Ｂ２)

原子炉保護系(Ｂ１)

原子炉保護系(Ａ２)

A-原子炉圧力高

B-原子炉圧力高

C-原子炉圧力高

D-原子炉圧力高

A-原子炉水位低（レベル２）

C-原子炉水位低（レベル２）

B-原子炉水位低（レベル２）

D-原子炉水位低（レベル２）

Ａ
Ｔ
Ｗ
Ｓ
緩
和
設
備

(

代
替
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
ト
リ
ッ
プ
機
能)

原子炉保護系(Ａ１)

蒸気加減弁１急速閉

タービン主塞止弁１閉

タービン主塞止弁２閉

高圧タービン第１段圧力低

(タービン出力80%以下)

高圧タービン第１段圧力低

(タービン出力45%以下)

蒸気加減弁２急速閉

タービン主塞止弁１閉

タービン主塞止弁３閉

高圧タービン第１段圧力低

(タービン出力80%以下)

高圧タービン第１段圧力低

(タービン出力45%以下)

(Ｗ.Ｏ)

(Ｗ.Ｏ)

(Ｗ.Ｏ)

(Ｗ.Ｏ)

ＧＧ

Ｍ

Ｍ Ｐ

Ｇ

Ｍ

Ｇ

Ｍ

Ｍ Ｐ

Ｇ

Ｍ

Ｍ Ｐ

6.9kV ２Ａ－メタクラ
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プ
又
は
負
荷
遮
断
時
の

原
子
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再
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環
ポ
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ト
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ッ
プ
機
能

Ａ系

ＲＰＴ遮断器（Ａ２）

ＲＰＴ遮断器（Ａ１）

Ｂ系

ＲＰＴ遮断器（Ｂ２）

ＲＰＴ遮断器（Ｂ１）

：原子炉再循環ポンプＭＧセット

：遮断器

：原子炉再循環ポンプ

：ＡＮＤ

：ＯＲ

：信号阻止(Ｗ.Ｏ)

6.9kV ２Ｂ－メタクラ
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注：着色箇所はＡＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）の作動回路を示す 



 

 

 

 

図 2－3 原子炉再循環ポンプトリップ回路（常用電源喪失時） 

 

【凡例】

原子炉保護系(Ｂ２)

原子炉保護系(Ｂ１)

原子炉保護系(Ａ２)

A-原子炉圧力高

B-原子炉圧力高

C-原子炉圧力高

D-原子炉圧力高

A-原子炉水位低（レベル２）

C-原子炉水位低（レベル２）

B-原子炉水位低（レベル２）

D-原子炉水位低（レベル２）
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Ｗ
Ｓ
緩
和
設
備

(

代
替
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プ
ト
リ
ッ
プ
機
能)

原子炉保護系(Ａ１)

蒸気加減弁１急速閉

タービン主塞止弁１閉

タービン主塞止弁２閉

高圧タービン第１段圧力低

(タービン出力80%以下)

高圧タービン第１段圧力低

(タービン出力45%以下)

蒸気加減弁２急速閉

タービン主塞止弁１閉

タービン主塞止弁３閉

高圧タービン第１段圧力低

(タービン出力80%以下)

高圧タービン第１段圧力低

(タービン出力45%以下)

(Ｗ.Ｏ)

(Ｗ.Ｏ)

(Ｗ.Ｏ)

(Ｗ.Ｏ)

ＧＧ

Ｍ

Ｍ Ｐ

Ｇ

Ｍ

Ｇ

Ｍ

Ｍ Ｐ

Ｇ

Ｍ

Ｍ Ｐ

6.9kV ２Ａ－メタクラ
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プ
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は
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遮
断
時
の

原
子
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再
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環
ポ
ン
プ
ト
リ
ッ
プ
機
能

Ａ系

ＲＰＴ遮断器（Ａ２）

ＲＰＴ遮断器（Ａ１）

Ｂ系

ＲＰＴ遮断器（Ｂ２）

ＲＰＴ遮断器（Ｂ１）

：原子炉再循環ポンプＭＧセット

：遮断器

：原子炉再循環ポンプ

：ＡＮＤ

：ＯＲ

：信号阻止(Ｗ.Ｏ)

6.9kV ２Ｂ－メタクラ
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3. 選択制御棒挿入機能及び原子炉再循環ポンプトリップ機能のインターロックにおける設

定について 

選択制御棒挿入機能及び原子炉再循環ポンプトリップ機能は，タービン出力に応じてバイ

パスされるインターロックとなっている。選択制御棒挿入機能は，負荷遮断がタービン出力

45％以下で発生した場合にバイパスする。原子炉再循環ポンプトリップ機能は，タービント

リップがタービン出力 45％以下で発生，又は負荷遮断がタービン出力 80％以下で発生した

場合にバイパスする。 

上記のタービン出力の設定について，「3.1 選択制御棒挿入機能の設定について」及び

「3.2 原子炉再循環ポンプトリップ機能の設定について」にて説明する。 

 

3.1 選択制御棒挿入機能の設定について 

   選択制御棒挿入機能は，負荷遮断発生時に予め選択された制御棒を挿入することによ

り，原子炉出力を低下する機能である。以下にバイパス設定値の根拠を示す。 

 

  3.1.1 タービン出力 45％ 

負荷遮断発生時に，燃料の熱的健全性を十分維持し，かつ所内単独運転移行後の給

水温度低下による出力上昇が生じても，熱流束高スクラムを回避して発電用原子炉の

運転を継続するために予め選択した制御棒の挿入が必要とならない値として，タービ

ン出力 45％以下をバイパス設定値とする。 

 

 3.2 原子炉再循環ポンプトリップ機能の設定について 

原子炉再循環ポンプトリップ機能は，負荷遮断あるいはタービントリップ発生時に，タ

ービン出力に応じて原子炉再循環ポンプを 2 台ともトリップすることにより，燃料の熱

的な影響を緩和する機能である。以下にバイパス設定値の根拠を示す。 

 

3.2.1 タービン出力 45％ 

タービントリップ発生時に，原子炉再循環ポンプをトリップせずに，燃料の熱的健

全性を十分維持できる値としてタービン出力 45％以下をバイパス設定値とする。 

 

3.2.2 タービン出力 80％ 

負荷遮断発生時のタービン出力及びタービンバイパス弁の作動状態によって原子

炉スクラムの発生有無が異なるため，以下の 2点を踏まえた値として，タービン出力

80％以下をバイパス設定値とする。 

     ① 負荷遮断発生時にタービンバイパス弁が作動する場合には，蒸気加減弁急速閉

信号によるスクラムをバイパスするため，原子炉再循環ポンプトリップによる

原子炉出力低下により中性子束高スクラムの回避が可能であること。 
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② 負荷遮断発生時にタービンバイパス弁が作動しない場合には蒸気加減弁急速

閉信号によりスクラムするため，スクラムと合わせて燃料の熱的健全性を確保

できること。 
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4． 中央制御室外原子炉停止装置対象設備の考え方について 

  中央制御室外原子炉停止盤により操作及び監視が可能な機器を表 4－1「中央制御室外原

子炉停止装置系統一覧表」及び表 4－2「中央制御室外原子炉停止装置計装一覧表」に示す。 

中央制御室外原子炉停止盤より操作する系統の区分は，発電用原子炉が高圧時に使用可

能な原子炉隔離時冷却系の分離区分に合わせ，区分Ⅱとする。 

なお，スクラム操作は中央制御室で実施し，スクラム後の高温停止状態から低温停止状

態までの操作を中央制御室外原子炉停止盤室で実施する手順とする。また，中央制御室で

のスクラム操作が不可能な場合は，現場にある原子炉保護系の電源を遮断することにより

原子炉をスクラムさせる。 

表 4－1 中央制御室外原子炉停止装置系統一覧表 

系統 系統数＊ 操作場所 機能 

原子炉隔離時冷却系 

主蒸気系 逃がし安全弁 

残留熱除去系 

1 

3弁 

1 

中央制御室外原子炉停

止盤室 

発電用原子炉をスクラム

後の高温停止状態からそ

の後の低温停止状態に導

く 

原子炉補機冷却系 一部 
中央制御室外原子炉停

止盤室 
補機冷却 

非常用ディーゼル発電機

系 
1 

中央制御室外原子炉停

止盤室 

外部電源喪失時の非常用

電源確保 

注記＊：区分Ⅱ 

表 4－2 中央制御室外原子炉停止装置計装一覧表 

計装＊1 指示場所 機能 

原子炉圧力指示計 中央制御室外原

子炉停止盤室 

発電用原子炉をスクラム後

の高温停止状態から，その

後の低温停止状態に導く場

合の主要変数の監視 

原子炉水位指示計 

サプレッションプール水位指示計 

サプレッションプール水温指示計 

ドライウェル圧力指示計 

ドライウェル温度指示計 

ＲＣＩＣ＊2流量指示調節計 

ＲＣＩＣ＊2駆動蒸気タービン速度指示計 

ＲＨＲ＊3流量指示計 

ＲＨＲ＊3熱交換器入口温度指示計 

6.9kV母線２Ｄ電圧計 

非常用ディーゼル発電機電圧計 

注記＊1：区分Ⅱ 

＊2：原子炉隔離時冷却系 

  ＊3：残留熱除去系 
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5． 「蒸気加減弁急速閉」信号について 

「蒸気加減弁急速閉」信号を発信する際の蒸気加減弁の動作概要を図 5－1に示す。 

 

図 5－1 蒸気加減弁の動作概要 

 

   通常時において，蒸気加減弁はマスタートリップ装置（タービントリップ信号を受けタ

ービンに流入する蒸気を早急に遮断しタービンを停止するための装置）から供給される油

（約 11MPa）をサーボ弁で圧力調整することにより開度調整される。 

   タービントリップ時には，マスタートリップ装置からの油の供給が遮断され油圧シリン

ダ内の油が排出されることにより蒸気加減弁は急速に閉止する。その際に，蒸気加減弁制

御油圧検出器で検出している蒸気加減弁のディスクダンプ弁下部油圧が設定値（4.12MPa）

蒸気加減弁

蒸気の流れ
（主蒸気止め弁より）

油圧シリンダ

開度信号
（電気油圧式制御装置より）

蒸気加減弁
制御油圧検出器

油の流れ
（マスタートリップ装置より）

油の流れ
（ドレンラインへ）

油の流れ
（ドレンラインへ）

蒸気の流れ
（タービンへ）

サーボ弁

油の流れ
（マスタートリップ装置より）

ディスクダンプ弁

①

①

④

④ ④

②

③

凡例

：タービントリップ時の動作

：タービントリップ時に油が流れる範囲

：通常時油が供給されている範囲

ピストン

（タービントリップ時の各部の詳細動作）
①マスタートリップ装置からの油の供給が遮断されディスクダンプ弁下部の油がドレンラインへ流れることで，ディスクダンプ弁下部油圧が低下する。
②ディスクダンプ弁下部油圧が低下することで，油圧シリンダ内のピストンにつながったバネの力により加圧された油がディスクダンプ弁を下方向に動かす。
③ディスクダンプ弁が下方向に動くことで，ピストン下部の油が急速に排出される。
④ピストン下部の油が急速に排出されることで，油圧シリンダ内のピストンがバネの力で下方向に動き蒸気加減弁が急速に閉止する。

油の流れ
（ドレンラインへ）

①
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を下回ることで「蒸気加減弁急速閉」信号が発信される。 

   なお，この時タービン出力 45％以下の場合は，タービンバイパス弁が不作動であって

も燃料の熱的健全性を維持可能であるため原子炉非常停止信号を発信させない設計とし，

タービン出力 45％を超えて蒸気加減弁急速閉の信号発生後 0.2 秒以内にタービンバイパ

ス弁全 6 弁のうち 3 弁が 20％開度に達した場合は，所内単独運転に移行可能なため原子

炉非常停止信号を発信させない設計とする。 
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1. 環境条件

 1.1 現場操作が必要となる操作の抽出 

安全施設のうち，中央制御室（「１，２号機共用」（以下同じ。））での操作のみなら

ず，中央制御室以外の設計基準対象施設の現場操作を抽出し，現場操作場所を特定す

る。 

具体的には，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故（以下「設計基準事故等」と

いう。）時に必要な操作（事象発生から冷温停止まで）のうち，事象の拡大防止，あるい

は，事象を収束させるために必要な操作を抽出する。また，新規制基準適合性に係る審

査において必要な現場操作についても，安全施設が安全機能を損なわないために必要な

操作を抽出する。 

抽出結果は以下のとおり。 

・中央制御室における操作

・火災防護対策における現場操作

・溢水防護対策における現場操作

・全交流動力電源喪失時における現場操作

・中央制御室外原子炉停止装置における操作

1.2 環境条件の抽出 

前節で抽出した現場操作が必要となる起因事象及び起因事象と同時にもたらされる環  

境条件について，抽出する。 

現場操作が必要となる起因事象として，地震，津波，設置許可基準規則第六条に示す

設計基準事象，内部火災，内部溢水，運転時の異常な過渡変化，設計基準事故等を想定

する。 

これらの起因事象と同時にもたらされる環境条件について，中央制御室における環境

条件を表 1－1に，中央制御室以外の場所における環境条件を表 1－2に示す。 
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表 1－1 中央制御室に同時にもたらされる環境条件への対応(1/2) 

起因事象 
同時にもたらされる 
中央制御室の環境条件 

中央制御室での操作性（操作の容易性）を 
確保するための設計方針 

内部火災 

（地震起因含む） 

火災による中央制御室

内設備の機能喪失 

中央制御室にて火災が発生しても速やかに消火

できるよう，「運転員が火災状況を確認し，粉末消

火器又は二酸化炭素消火器にて初期消火を行う」

ことを社内規程類で定めることとし，中央制御室

の機能を維持する。 

内部溢水 

（地震起因含む） 

溢水による中央制御室

内設備の機能喪失 

中央制御室には溢水源がない設計とする。 

火災が発生したとしても，「運転員が火災状況を

確認し，粉末消火器又は二酸化炭素消火器にて初

期消火を行う」ことを社内規程類に定めることと

し，消火水による溢水の影響がない設計とする。 

蒸気配管破断が発生した場合も，漏えいした蒸気

の影響がない設計とする。 

地震 
余震 

地震発生時の対応として「運転員は地震が発生し

た場合，制御盤から離れて操作器への誤接触を防

止するとともに，制御盤の手摺にて身体の安全確

保に努める」ことを社内規程類に定める。 

外部電源喪失（全交流

動力電源喪失含む） 

外部電源喪失時においても，中央制御室の照明
は，非常用ディーゼル発電設備から給電され＊，蓄
電池からの給電により点灯する直流非常灯も備
え，機能が喪失しない設計とする。 

地震：設計基準地震動に対して，耐震Ｓクラス設
計とする。 

竜巻：設計基準の竜巻風速による複合荷重（風圧
力による荷重，気圧差による荷重，飛来物
による衝撃荷重）に対して，外殻その他に
よる防護で健全性を確保する。 

風（台風）：設計基準の風速による風圧に対して，
外殻その他による防護で健全性を確
保する。 

積雪：設計基準の積雪による堆積荷重に対して，
外殻その他による防護で健全性を確保す
る。 

落雷：設計基準の雷撃電流値に対して，避雷針や
保安器等による防護で健全性を確保する。 

森林火災：防火帯の内側に設置することにより延
焼を防止し，熱影響に対して健全性を
確保する。また，ばい煙に対してもフ
ィルタにより健全性を確保する。 

火山：設計基準の火山灰の堆積荷重に対して，外

殻その他による防護で健全性を確保する。

また，給気系はフィルタ交換等により閉塞

せず健全性を確保する。 

竜巻・風（台風） 

積雪 

落雷 

外部火災 

（森林火災） 

火山 

外部火災 

（森林火災） 

ばい煙や有毒ガスの発

生による中央制御室内

環境への影響 

中央制御室空調換気系について，給気隔離弁及び

排気隔離弁を閉止し，系統隔離運転を行うことで

外気を遮断することから，中央制御室内環境への

影響はない。 火山 
降下火砕物による中央

制御室内環境への影響 
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表 1－1 中央制御室に同時にもたらされる環境条件への対応(2/2) 

起因事象 
同時にもたらされる 

中央制御室の環境条件 

中央制御室での操作性（操作の容易性）を 

確保するための設計方針 

凍結 
凍結による中央制御室

内環境への影響 

中央制御室空調換気系により環境温度が維持さ

れるため，中央制御室内環境への影響はない。 

降水 影響なし ― 

地滑り・土石流 影響なし ― 

生物学的事象 影響なし ― 

有毒ガス 影響なし ― 

船舶の衝突 影響なし ― 

電磁的障害 影響なし ― 

津波 影響なし ― 

注記＊：非常用ディーゼル発電設備は各自然現象に対して健全性が確保される設計とする。 
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表 1－2 中央制御室以外に同時にもたらされる環境条件への対応 

起因事象 
同時にもたらされる 

中央制御室以外の環境条件 
中央制御室以外での操作性（操作の容易

性）を確保するための設計方針 

内部火災 
（地震起因含む） 

火災による現場設備の機能
喪失 

現場操作が必要となる状況において，内部
火災の影響はない。当該区画へのアクセス
ルートは複数あることから問題ない。

内部溢水 
（地震起因含む） 

溢水による現場設備の機能
喪失 

現場操作が必要となる状況において，内部
溢水の影響はない。当該区画へのアクセス
ルートは複数あることから問題ない。

地震 
余震 

地震発生時の対応として「運転員は地震が
発生した場合，操作を中止し安全確保に努
める」ことを社内規程類に定める。 

外部電源喪失による照明等
の所内電源の喪失 

外部電源喪失時においても，現場の照明は，
非常用ディーゼル発電設備から給電され＊，
機能が喪失しない設計とする。 

竜巻・風（台風） 

積雪 

落雷 
外部火災 

（森林火災） 

火山 

外部火災 
（森林火災） 

ばい煙や燃焼ガスの発生に
よる建物内環境への影響 

外気取入運転を行っている換気空調設備
は，外気取入口にフィルタを設置している
ため，ばい煙や降下火砕物による建物内環
境への影響はない。また，空調ファンを停止
し，外気取り入れを遮断することから建物
内環境への影響はない。 

火山 
降下火砕物による建物内環
境への影響 

凍結 
凍結による建物内環境への
影響 

換気空調設備により環境温度が維持される
ため，建物内環境への影響はない。 

降水 影響なし ― 
地滑り・土石流 影響なし ― 
生物学的事象 影響なし ― 
有毒ガス 影響なし ― 

船舶の衝突 影響なし ― 

電磁的障害 影響なし ― 

津波 影響なし ― 

注記＊：各自然現象に対する非常用ディーゼル発電設備の健全性確保状況については， 

表 1－1と同様 
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1.3 環境条件下における操作の容易性 

(1) 中央制御室における操作の容易性（環境条件に対する考慮）

a. 中央制御室の通常時の環境

中央制御室は，運転員の居住性，監視操作性等に鑑み，以下を考慮した設計とす

る。 

(a) 温湿度

中央制御室換気系により，運転操作に適した室温（21～26℃），湿度（相対湿

度 50％程度）に調整可能な設計とする。 

(b) 照度

中央制御室の照明設備については，運転監視業務に加え，机上業務も考慮して

ベンチ盤操作部エリアは通常 700ルクス＊を確保可能な設計とする。 

注記＊：日本産業規格（ＪＩＳ Ｚ ９１１０：500ルクス（制御室などの計

器盤及び制御盤などの監視））を下回らない値として設定 

なお，不快なグレア（ディスプレイに照明が映り込むことによる見えづらさ）の

軽減及び視認性を高めるため非常用照明については，照明器具にルーバ等が付属し

て一体となっており，耐震性を有した照明設備とすることで地震時における照明設

備の落下を防止している。 

図 1－1 中央制御室照明の落下防止措置 

(c) 騒音

運転員間のコミュニケーションが適切に行えるような騒音レベルを維持できる

設計（60dB(A)以下の設計＊）とする。 

注記＊：室内の定常的騒音に対する推奨許容値として，発電所の制御室は 56～

66dB(A)（出典：空気調和・衛生工学便覧） 

躯体 

ダクト等 

中央制御室照明（参考：取付前） 

照明用ルーバ 

照明 

照明用ルーバ等 
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b. 中央制御室の環境に影響を与える可能性のある事象に対する考慮

中央制御室における環境条件に対し，以下のとおり設計する。

(a) 火災による中央制御室内設備の機能喪失

中央制御室に粉末消火器又は二酸化炭素消火器を設置するとともに，常駐する

運転員によって火災感知器による早期の火災感知を可能とし，火災が発生した場

合の運転員の対応を社内規程類に定め，運転員による速やかな消火を行うことで

運転操作に影響を与えず容易に操作ができる設計とする。 

中央制御室における消火器及び手摺の設置状況を図 1－2に示す。 

(b) 地震

中央制御室及び制御盤は，耐震性を有する制御室建物に設置し，基準地震動によ

る地震力に対し必要となる機能が喪失しない設計とする。また，制御盤は床等に固

定することにより，地震発生時においても運転操作に影響を与えない設計とする。

さらに，中央監視操作盤に手摺を設置するとともに天井照明設備は耐震性を有した

設備とすることにより，地震発生時における運転員の安全確保及び制御盤上の操作

器への誤接触を防止できる設計とする。なお，その他制御盤については，運転員は

地震が発生した場合，操作を中止し制御盤から離れることにより，誤接触を防止す

る。 

図 1－2 中央制御室における消火器及び手摺の設置状況 

(c) 外部電源喪失による照明等の所内電源の喪失

中央制御室における運転操作に必要な照明は，地震，竜巻，風（台風），積

雪，落雷，外部火災，降下火砕物に伴い外部電源が喪失した場合には，非常用デ

ィーゼル発電設備が起動することにより，操作に必要な照明用電源を確保し，容

易に操作ができる設計とする。 

手摺設置状況 

消火器設置状況 

：手摺 

：消火器 

執
務

机
 

執
務
机
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中央制御室の照明設備については，非常用照明とし，外部電源が喪失しても照

明（ベンチ盤操作部エリア：700ルクス）を確保する設計とする。 

なお，シミュレータ訓練において，直流非常灯のみの状態で運転操作が可能な

ことを確認している。 

中央制御室の照明配置概要図を図 1－3に，中央制御室照明のイメージを図 1－4

に示す。 

図 1－3 中央制御室の照明配置概要図＊3

図 1－4 中央制御室照明のイメージ（シミュレータの点灯例） 

注記＊1：ＪＩＳ Ｚ ９１１０（2010） 

制御室などの計器盤及び制御盤などの 

監視：500ルクスを下回らない値 

＊2：ＪＥＡＧ ４６２４－2009 

制御盤面：300ルクス 

＊3：工事進捗により，照明配置が変更となる可

能性がある

（凡例） 

：２号機非常用照明 

：２号機直流非常灯 

照明の仕様（設計値） 

・非常用照明

ベンチ盤操作部エリア：700ルクス＊１ 

鉛直にある計器面：300ルクス＊2 

・直流非常灯

ベンチ盤操作部エリア：50ルクス

非常用照明点灯時 

（通常時及び外部電源喪失時） 

直流非常灯点灯時 

１号機２号機
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(d) ばい煙や有毒ガスの発生による中央制御室内環境への影響

外部火災により発生するばい煙や有毒ガス並びに降下火砕物による中央制御室

内の操作雰囲気の悪化に対しては，中央制御室空調換気系の給気隔離弁及び排気

隔離弁を閉止し，系統隔離運転を行うことで外気を遮断することから，運転操作

に影響を与えず容易に操作ができる設計とする。 

・中央制御室空調換気系について，通常時は，中央制御室外気処理装置，中央

制御室給気隔離弁，中央制御室空気調和装置，中央制御室送風機，中央制御

室排風機及び中央制御室排気隔離弁により中央制御室の換気を行う。外気及

び再循環空気は，中央制御室空気調和装置を介して中央制御室送風機により

中央制御室に供給し，中央制御室排風機により建物外に直接排気する設計と

する。

  中央制御室空調換気系の概要図（通常運転時）を図 1－5に示す。

図 1－5 中央制御室空調換気系の概要図（通常運転時） 

・事故時は，中央制御室給気隔離弁及び中央制御室排気隔離弁を閉操作するこ

とで，外気から隔離し，室内空気を中央制御室空気調和装置に通して再循環

する設計とする。この時，再循環空気の一部を中央制御室非常用再循環処理

装置フィルタにより浄化することで，運転員を放射線被ばくから防護する設

計とする。外気取り入れ時には，中央制御室給気隔離弁を開操作すること

で，外気を浄化して中央制御室内に取り入れることが可能な設計とする。

中央制御室空調換気系の概要図（系統隔離運転時）を図 1－6に示す。 

中央制御室 
外気処理装置 

外気 

中央制御室非常用再循環 

処理装置フィルタ 

中央制御室非常用 

再循環送風機 

中央制御室 

空気調和装置 

中央制御室送風機 

中央制御室 

排気 

中央制御室排風機 

フィルタ

フィルタ

中央制御室給気 
隔離弁 

中央制御室排気 
隔離弁 
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図 1－6 中央制御室空調換気系の概要図（系統隔離運転時） 

・外部火災によるばい煙や有毒ガス，降下火砕物に対しては，手動で中央制御

室給気隔離弁及び中央制御室排気隔離弁を閉操作し，系統隔離運転へ切り替

えることで外気を遮断する設計とする。

中央制御室空調換気系仕様 

中央制御室外気処理装置  基数：1基  

中央制御室送風機   台数：2台 容量：120000m3/h/台 

中央制御室排風機    台数：2台 容量：21000m3/h/台 

中央制御室空気調和装置  基数：2基 

中央制御室非常用再循環送風機 台数：2台 容量： 32000m3/h/台 

中央制御室非常用再循環処理装置フィルタ 基数：1基 

よう素除去効率 95％以上（相対湿度 70％以下，温度 30℃以下） 

粒子除去効率  99.9％以上（0.5μm粒子） 

(e) 内部溢水による中央制御室内環境への影響

中央制御室には，溢水源となる機器を設けない設計とする。また，火災が発生

したとしても，運転員が火災状況を確認し，粉末消火器又は二酸化炭素消火器に

て初期消火を行うことで，消火水の放水による溢水により運転操作に影響を与え

ず容易に操作ができる設計とする。 

(f) 凍結による中央制御室内環境への影響

中央制御室空調換気系により環境温度が維持されることで，運転操作に影響を

与えず容易に操作ができる設計とする。 

中央制御室 
外気処理装置 

外気 

中央制御室非常用再循環 

処理装置フィルタ 

中央制御室非常用 

再循環送風機 

中央制御室 

空気調和装置 

中央制御室送風機 

中央制御室 

排気 

中央制御室排風機 

フィルタ

フィルタ

中央制御室給気 
隔離弁 

中央制御室排気 
隔離弁 
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(2) 中央制御室以外における操作の容易性（環境条件に対する考慮）

a. 設計基準事象において求められる現場操作

(a) 内部火災対策による現場操作

内部火災により原子炉保護系の論理回路が励磁状態を維持した状態において，原

子炉スクラムを実施させる必要がある場合には，現場での電源切操作が必要となる。 

(b) 溢水防護対策における現場操作

溢水等の要因により，燃料プール冷却系，燃料プール補給水系が機能喪失した場

合，残留熱除去系により燃料プールの冷却・給水機能を維持する必要があり，その

際に現場での手動弁の開操作が必要となる。 

現場操作が必要な手動弁について表 1－3 に，残留熱除去系による燃料プール冷

却時の系統を図 1－7に示す。 

図 1－7 残留熱除去系による燃料プール冷却時の系統 
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表 1－3 現場操作が必要な手動弁 

また，上記以外において，想定破損発生時の現場での隔離操作も必要となる。 

(c) 全交流動力電源喪失時における現場操作

全交流動力電源喪失時に，非常用ディーゼル発電設備からの給電又は外部電源復

旧が不可能な場合は，以下の現場操作を実施する。 

①非常用ディーゼル発電設備の起動失敗確認。

②全交流動力電源喪失時の A-計装用電気室（廃棄物処理建物１階）における負

荷切り離し操作。

(d) 中央制御室外原子炉停止装置における操作

中央制御室内での操作が火災等の何らかの要因により困難な場合，中央制御室

外原子炉停止盤室において，原子炉スクラム後の高温停止状態から低温停止状態

に移行させる操作が必要となる。 

なお，中央制御室から避難する必要がある場合，中央制御室を出る前に原子炉

スクラム操作を実施するが，スクラム操作が不可能な場合は，中央制御室外にお

いて原子炉保護系の電源を遮断すること等により行うことができる設計とする。 

操作 使用する系統 
操作対象機器 

設置区画 
機器番号 機器名称 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却

残留熱除去系(A) 

V222-10 RHR・FPC系入口第 1止め弁 
R-M2F-03N
R-M2F-04N
R-M2F-05N

V222-11A A-FPC系入口第 2止め弁 R-B2F-02N

V222-12A A-RHR・FPC系戻り第 1止め弁 R-2F-10N

V222-13 RHR・FPC系戻り第 2止め弁 R-2F-10N

残留熱除去系(B) 

V222-10 RHR・FPC系入口第１止め弁 
R-M2F-03N
R-M2F-04N
R-M2F-05N

V222-11B B-FPC系入口第 2止め弁 R-B2F-15N

V222-12B B-RHR・FPC系戻り第 1止め弁 R-2F-10N

V222-13 RHR・FPC系戻り第 2止め弁 R-2F-10N

燃
料
プ
ー
ル
給
水

残留熱除去系(A) 
V222-12A A-RHR・FPC系戻り第 1止め弁 R-2F-10N

V222-13 RHR・FPC系戻り第 2止め弁 R-2F-10N

残留熱除去系(B) 
V222-12B B-RHR・FPC系戻り第 1止め弁 R-2F-10N

V222-13 RHR・FPC系戻り第 2止め弁 R-2F-10N



12 

b. 中央制御室以外の環境に影響を与える可能性のある事象に対する考慮

(a) 内部火災対策における現場操作

火災による原子炉保護系論理回路の励磁状態維持を想定するため，想定火災と

しては原子炉制御盤及び原子炉保護継電器盤を発火箇所とする。 

それに対し，操作場所である A，B-計装用電気室は，発火箇所である中央制御

室と位置的に分散され，アクセス性を確保し，操作可能な設計とする。 

現場において操作を行う盤に付設された機器名称・機器番号が記載された銘板

と使用する手順書に記載されている機器名称・機器番号を照合し，操作対象であ

ることを確認してから操作を行うことで，誤操作防止を図る。また，電源切操作

を行う原子炉保護系 MG盤は,当該盤で電源切状態を確認できることにより，操作

が実施されたことの確認は現場にて容易に可能な設計とする。 

(b) 溢水防護対策における現場操作

溢水事象発生後の環境条件（没水，被水，温度（蒸気），線量，薬品，照明，

感電，漂流物）の観点から評価し，アクセス性を確保し，操作可能な設計とす

る。 

現場弁等を操作する際に使用する工具については，各種弁の仕様や構造に応じ

た適正な工具を中央制御室近傍及び管理区域内に配備し，現場弁の操作が容易に

実施可能とする。 

(c) 全交流動力電源喪失時における現場操作

全交流動力電源喪失時から重大事故等時に対処するために必要な電力の供給が

交流動力電源設備から開始されるまでの間においても操作できるように，非常用

系の蓄電池から受電する直流非常灯もしくは蓄電池内蔵型照明を設置しており，

更に現場作業を行う運転員はヘッドライトまたは懐中電灯を持って移動すること

で，アクセス性を確保し，操作可能な設計とする。 

全交流動力電源喪失時に負荷切り離し操作を実施する際は，当該配線用遮断器

で電源切状態を確認できることにより，操作が実施されたことの確認は現場にて

容易に可能な設計とする。 

(d) 中央制御室外原子炉停止装置における操作

中央制御室が火災等の何らかの要因で被害を受けた場合，中央制御室外原子炉

停止盤室は中央制御室とは位置的に分散され，アクセス性を確保し，操作可能な

設計とする。 

中央制御室外原子炉停止盤室の制御盤は，発電用原子炉を安全に停止させるた

めに必要な系統のポンプや弁の操作器，監視計器等から構成しており，使用する

手順書を確認しながら操作を行うことで，誤操作を防止する。系統ごとに関連す

る監視計器，状態表示を極力近接配置することにより，操作が実施されたことの

確認も容易な設計とする。 
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2. 誤操作防止対策

2.1 中央制御室の誤操作防止対策 

発電用原子炉の運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の対応操作に必要な各種指

示の確認並びに発電用原子炉を安全に停止するために必要な安全保護回路及び工学的安

全施設関係の操作盤は，中央制御室から操作が可能な設計とする。 

また，中央制御室の制御盤は，盤面機器（操作器，指示計，警報表示，記録計，表示

装置）を系統ごとにグループ化して配置し，操作方法に統一性を持たせ，中央監視操作

盤により運転員同士の情報共有及びプラント設備全体の情報把握を行うことで，通常運

転，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時において運転員の誤操作を防止すると

ともに，容易に操作ができる設計とする。 

(1) 視認性

a. 中央制御室の制御盤の配置

中央制御室の制御盤は，中央監視操作盤及びその他制御盤から構成されており，

プラントの起動，停止及び通常運転時の監視・操作が必要なものに加え，監視・操

作頻度が高いもの，また，プラントの異常時にプラントを安全に保つために必要な

ものについては，中央監視操作盤に配置する。中央監視操作盤は，左側から安全，

原子炉系，タービン・所内電源系の順で配置し，それぞれの盤面器具を集約して配

列する。上記以外で中央制御室に配置することで運転上のメリットが高いものにつ

いては，その他制御盤に配置する。 

中央制御室の制御盤配置を図 2－1に示す。 

図 2－1 中央制御室の制御盤配置 

運転員① 当直長，当直副長 

運転員② オペレータ 

運
転

員
②

 

共
通

盤
 

原
子

炉
補

機
 

制
御

盤
 

安
全

設
備

 

制
御
盤
 

タービン補機制御盤・

タービン発電機制御盤 

所内 

電気盤 

原子炉制御系

等

非常用炉心冷却系 

原子炉補機冷却系等 

タービン・発電機系等 所内電気設備系等 

空調換気系等 

安
全
設

備
 

補
助

制
御

盤
 

可燃性ガス濃度制御系等 

運
転

員
①
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通常運転時及び事故時の操作性を考慮し，重要度の高い非常用炉心冷却系等は系

統区分に従ったグループにまとめて配置している。 

盤面器具配列を図 2－2に示す。 

図 2－2 盤面器具配列 

盤面器具の配列は可能な限り，以下の方針に従って配列している。 

・警報，状態表示灯は，中央制御室の監視・操作エリアから監視できるよう配置

している。操作頻度の高い操作器及び緊急時に操作を必要とする操作器は，容

易に手の届く範囲に配置している。

・操作に関連する指示計，記録計及び表示装置は，操作を行う位置から監視でき

るよう配置している。

制御盤の盤面器具配列を図 2－3に示す。 

図 2－3 制御盤の盤面器具配列 

区分Ⅰ：A－残留熱除去系，低圧炉心スプレイ系等 

区分Ⅱ：B，C－残留熱除去系等 

区分Ⅲ：高圧炉心スプレイ系等 

区分Ⅰ 区分Ⅱ 区分Ⅲ 

警報・状態 

表示灯 

指示計 

記録計 

表示装置 

操作器 

制御器 

操作器 
約 900mm 

約 1000mm 

約 2400mm 

約 500mm 



15 

・指示計，記録計，表示装置，操作器及び制御器は，系統区分に従ったグループ

にまとめられている。

・運転操作の複雑な箇所，緊急性を要する箇所については，誤操作防止の観点か

らミミック化（プロセスの流れに沿って機器の機能的な関係を系統線図で表し

たもの）を実施している。

系統区分による配置例を図 2－4に，系統ミミック配置例を図 2－5に示す。 

 

・多重化された指示計及び操作器は向かって左又は上から A，B，Cの順に配列し

ている。

指示計及び操作器の配置例を図 2－6 に示す。 

図 2－6 指示計及び操作器の配置例 

原子炉水位等の重要な指示計，記録計については，識別表示を行い，容易に識別

可能な設計とする。 

指示計・記録計の識別表示例を図 2－7に示す。 

図 2－4 系統区分による配置例 

低圧炉心スプレイ系 残留熱除去系 

図 2－5 系統ミミック配置例 

系統の流れは 

矢印により表示 

(A) (B)  (C)

(A) (B)   (C) 

(A) 

(B)
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図 2－7 指示計・記録計の識別表示例 

警報の重要度・緊急度を色分け等による識別をすることで，確実かつ容易に識

別・判断できる設計とする。特に，事故時のように短時間に多数の警報発報がある

場合でも，重要度の高い警報は赤色に色分けするとともに二重枠とすることで，運

転員が瞬時にプラント及び系統の状態を把握可能な設計とする。 

警報表示灯の識別例を図 2－8に示す。 

図 2－8 警報表示灯の識別例 

運転員に通常運転時や異常発生時の原子炉施設のプラント情報を提供するため，

ディスプレイを設置している。ディスプレイにより，系統の状態やパラメータの指

示及びトレンドを監視できる設計とする。 

ディスプレイの配列を図 2－9に示す。 

指示計，記録計のコーディング（色分け） 

a.事故時監視計器：赤

b.一般監視計器 ：色無

警報表示灯（重要警報） 警報表示灯（一般） 

赤 色：プラントトリップ等に関する警報（スクラム，タービントリップ等） 

乳白色：上記以外の警報 
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図 2－9 ディスプレイの配列 

中央制御室の操作器は，基本的にはハードスイッチで構成されているが，一部の操

作はソフトスイッチを適用し，運転員が容易に操作可能なよう操作器を配置している。 

系統の状態監視例 

パラメータのトレンド表示例 

：ディスプレイ 



18 

(2) 操作性

運転員の負荷軽減化あるいは誤操作防止対策として，盤面器具に視覚的要素での識

別を行っている。 

a. ソフトスイッチ

ソフトスイッチを使用した基本的な操作は，画面横に設置されたキースイッチで

機器モードを選択し，画面上で操作を行う。ソフトスイッチの操作については，以

下の項目を考慮した設計としている。 

・タッチ領域は枠を表示することにより，その領域がタッチ領域であることを区

別して表示する。

・タッチ領域には，大きさ及び間隔を確保する。

・運転員にタッチしている場所を画面上にマーキング表示することで認識させ，

指をタッチ対象に移動し，タッチオフで受け付ける方式とする（タッチ操作の

命中率を向上させる設計とする）。

なお，設定値変更時は，キースイッチを“OP”位置から“TEST－CAL”位置にする

必要があり，キーの引き抜きは“OP”位置でのみ可能としている。 

ソフトスイッチを使用した操作例を図 2－10に示す。

図 2－10 ソフトスイッチを使用した操作例 

①機器モード選択（キースイッチ） ③平均出力領域計装監視画面

②メニュー選択画面
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b. ハードスイッチ

操作器は，大きさ，形状等，操作性を考慮して選定し，操作器の色，形状，操作

方法は一貫性を持ち，用途に応じて統一性を持たせた設計とする。また，安全上の

重要な操作器は他の操作器と識別可能な設計とする。 

その他に，不安全な操作や運転員の意図しない操作を防止するよう，保護カバー

の設置，キー付きスイッチの設置，押釦スイッチを設置している。 

操作器の例を図 2－11に，操作器の識別例を図 2－12に示す。 

図 2－11 操作器の例 

＜ハンドル色＞ 

赤色：工学的安全施設  

黒色：工学的安全施設以外 

図 2－12 操作器の識別例 

【ステッキ形】 

(ポンプ等） 

【楕円形】 

(電動弁等） 
【楕円形】 

(電動弁等） 

【菊丸形】 

(電磁弁等） 

保護カバー キー付きスイッチ
押釦スイッチ 

（選択＋押し込み） 

 時計回り方向  ：起動・開弁 

反時計回り方向 ：停止・閉弁 

引き抜き方向   ：ロック 

操作器の操作方法 

【ステッキ形】 

(ポンプ等） 
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 2.2 中央制御室以外の誤操作防止対策 

発電用原子炉の運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時における中央制御室以外

の場所における運転員等の誤操作を防止するため，発電用原子炉施設の安全上重要な機能

を損なうおそれのある機器の盤及び手動弁の施錠管理，人身安全・プラント外部の環境に

影響を与えるおそれのある手動弁の施錠管理，現場盤及び計装ラックの識別管理，配管の

色分けによる識別管理を行う設計とする。 

また，この対策により現場操作の容易性も確保する。 

(1) 施錠管理

誤操作によりプラントの安全上重要な機能に支障をきたす可能性のある機器や弁等

に対して施錠管理を行う。 

上記設備は，施錠を解除しないと操作できないようにすることで，誤操作防止を図

る。 

現場機器の施錠管理例を図 2－13に示す。 

図 2－13 現場機器の施錠管理例 

(2) 識別管理

入域時に号機の取り違えによる誤操作を防止するため，号機番号等の掲示により識

別管理を実施している。 

また，１，２号機を区別するため，２号機の制御盤の盤番号には“２－”を付ける

よう定めている。 

号機の識別例を図 2－14に，制御盤の識別例を図 2－15に示す。 

チェーンによる施錠

操作器の施錠 

現場盤の施錠 
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誤操作により，プラントの安全上重要な機能に支障をきたす可能性のある盤，計装

ラック及び弁等について，銘板取付けや色分けにより識別を行っている。

現場機器の識別管理例を図 2－16に示す。

現場操作時はこれら銘板と使用する手順書・操作タグに記載されている機器名称・

機器番号を照合し，操作対象であることを確認してから操作を行うことで，誤操作防

止を図る。 

 

図 2－16 現場機器の識別管理例 

(3) 操作補助掲示

開度調整時の補助（目安）として，試運転時の実績等を使用手順書，操作タグ，現

場表示銘板へ記載することにより，弁操作時における開度調整の視認性を向上させ

る。 

なお，開度調整が必要な弁（流量，圧力，温度調整弁）については，開度調整後に

関連するパラメータ（流量，圧力，温度）確認を行い，その弁が適切な開度に調整さ

図 2－14 号機の識別例 図 2－15 制御盤の識別例 

“２－”を付番 

黄色 

銀色 

盤 計装ラック 

黄色：原子炉保護系，工学的安全施設等 

銀色：上記以外 

弁 

弁の銘板（上）とぶら下がり銘板（下）の確認に

より誤操作を防止 

計器弁 

赤色：差圧計の高圧側 

青色：テスト弁 

配管 

赤色：主蒸気系配管 

水色：給水系配管 等 
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れていることを確認する。 

弁開度表示例を図 2－17に示す。 

図 2－17 弁開度表示例 

(4) 工具・可搬型照明の配備

現場機器及びこれらのアクセスルートには，非常用電源から給電される照明を設置

している。また，中央制御室には可搬型照明を配備しており，必要に応じてこれらを

使用できるようにしている。 

現場操作の頻度が多い各種弁の操作について，各種弁の仕様や構造に応じた適正な

工具を中央制御室近傍及び現場に配備するとともに，操作台を配備し，現場での弁開

閉操作を容易に行えるようにしている。 

弁操作工具の保管場所を図 2－18に，現場操作用工具類例を図 2－19に，可搬型照明

例を図 2－20に示す。 

図 2－18 弁操作工具の保管場所 

図 2－19 現場操作用工具類例 

弁操作工具 操作台 

：保管場所 

：アクセスルート 



23 

図 2－20 可搬型照明例 

(5) 現場機器付番への配慮

現場機器に付番をする際には，系統内の流体の流れや機器の配置等を考慮して規則

性を持たせた付番を行うことで，操作対象機器の把握等を容易にしている。 

例：同一系統内において，その系統の流れ方向に従い，上流から下流に向かって付番 

同一機器が並列に配置される場合は北から南，もしくは東から西に向かって付番 

(6) 機器配置への配慮

系統の水張りや水抜きに使用するベント弁，ドレン弁は，排出先のファンネルへの

排出状況を見ながら操作が可能な位置に配置する。 

現場弁やファンネルの配置例を図 2－21に示す。 

図 2－21 現場弁やファンネルの配置例 

ファンネル

主配管 

ドレン弁 ベント弁 
主配管 

ベント弁 

ドレン弁 

ファンネル

排水状況を

監視しなが

ら操作が可

能な位置に

配置 

懐中電灯 ヘッドライトLEDライト 

（ランタンタイプ）
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2.3 その他の誤操作防止対策 

(1) 制御盤の保守点検

対象盤の銘板，対象操作器の機器名称・機器番号が記載された銘板により識別でき

るようにする。 

制御盤の銘板管理例を図 2－22に示す。 

図 2－22 制御盤の銘板管理例 

(2) 操作禁止タグによる識別

点検，補修等の対象設備及び関連する設備について，操作を禁止するものには「操

作禁止タグ」を取り付け，誤操作を防止している。 

操作禁止タグ例を図 2－23に示す。 

図 2－23 操作禁止タグ例 

a. 『操作禁止タグ』の運用について

中央制御室又は現場において安全処置を実施する場合は，操作禁止タグと対象機

器を照合し，停電隔離操作を行った後操作禁止タグを取り付ける。 

中央制御室におけるタグ運用を図 2－24に，現場におけるタグ運用を図 2－25に

示す。 

白色：一般作業用 

青色：第一種機器供用期間中検査（漏えい）用 

黄色：原子炉格納容器漏えい率検査用  

安全区分を表示 
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図 2－24 中央制御室におけるタグ運用 

図 2－25 現場におけるタグ運用 

(3) 定期事業者検査時の識別

定期事業者検査中において，中央制御室では各系統の状態を表示し，系統の「運転

中」，「停止中」，「作業中」等を識別している。 

系統状態の識別例を図 2－26に示す。 

図 2－26 系統状態の識別例 

系統名称 

系統状態 
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(4) 運転中試験時の誤操作防止

プラント運転中の非常用炉心冷却系等の設備の定期試験では，中央制御室・現場の試

験対象設備周辺に運転員を配置し，試験中は中央制御室と現場で適宜連絡・確認を取り

合いながら手順に従い試験を進めることで，誤操作防止を図っている。 

定期試験例を図 2－27に示す。 

図 2－27 定期試験例 
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3.中央制御室から外の状況を把握する設備

3.1 中央制御室から外の状況を把握する設備の概要

以下の設備等を用いることで，中央制御室内にて発電用原子炉施設の外の状況の把握が

可能な設計とする。概略を図 3－1に，配置を図 3－2に示す。 

(1) 監視カメラ

発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等（風（台風），竜巻，降水，

積雪，落雷，地滑り・土石流，火山の影響，生物学的事象，森林火災，近隣工場等の火

災，船舶の衝突，地震及び津波）及び発電所構内の状況を，２号機排気筒，３号機北側

防波壁上部（東）及び３号機北側防波壁上部（西）に設置する津波監視カメラ並びに２

号機原子炉建物屋上，３号機原子炉建物屋上，通信用無線鉄塔，固体廃棄物貯蔵所Ｃ棟

屋上，一矢谷及びガスタービン発電機建物屋上に設置する構内監視カメラの映像により，

昼夜にわたり監視できる設計とする。 

(2) 取水槽水位計

津波の来襲及び津波挙動の把握が可能な設計とする。

(3) 気象観測設備

発電所構内に設置している気象観測設備により，風向・風速等の気象状況を常時監視

できる設計とする。 

また，周辺モニタリング設備により，発電所周辺監視区域境界付近の外部放射線量率

を把握できる設計とする。 

(4) 公的機関等の情報を入手するための設備

公的機関からの地震，津波，竜巻情報等を入手するために，中央制御室に電話，FAX

等を設置している。また，社内ネットワークに接続されたパソコンを使用することで，

雷・降雨予報，天気図等の公的機関からの情報を入手することが可能な設計とする。 
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図 3－1 中央制御室における外部状況把握のイメージ
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図 3－2 中央制御室から外の状況を把握する設備の配置図 

3.2 監視カメラについて 

監視カメラは，津波監視カメラ及び構内監視カメラにて構成する。 

津波監視カメラは，遠方からの津波の接近を適切に監視できる位置及び方向に設置する

とともに，敷地前面における津波の来襲状況を適切に監視できる位置及び方向に設置する。

また，津波監視カメラは基準津波の影響を受けることがない高所に 3 台（２号機排気筒，

３号機北側防波壁上部（東）及び３号機北側防波壁上部（西））設置するとともに，監視

に必要な要件を満足する仕様とする。 

表 3－1に津波監視カメラの概要を示す。 

また，構内監視カメラは，自然現象等の監視強化のため２号機原子炉建物屋上，３号機

原子炉建物屋上，通信用無線鉄塔，固体廃棄物貯蔵所Ｃ棟屋上，一矢谷及びガスタービン

発電機建物屋上に設置し，津波監視カメラの監視可能範囲を補足する。表 3－2 及び 

表 3－3に構内監視カメラの概要を示す。 

監視カメラは，取付け部材，周辺の建物，設備等で死角となるエリアをカバーすること

ができるように配慮して配置する。ただし，一部死角となるエリアがあるが，監視可能な

領域の監視により，発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等を十分把握

 

構内監視カメラ 

（３号機原子炉建物屋上） 

EL 約＋42.2m 

構内監視カメラ 

（２号機原子炉建物屋上） 

EL 約＋63.5m 

２号機 １号機 

３号機 

緊急時対策所 

津波監視カメラ 

（２号機排気筒） 

EL 約＋64.0m 

構内監視カメラ 

（ガスタービン発電機建物屋上） 

EL 約＋61.5m 

津波監視カメラ 

（３号機北側防波壁上部（西）） 

EL 約＋15.0m 

津波監視カメラ 

（３号機北側防波壁上部（東）） 

EL 約＋15.0m 
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可能である。監視カメラが監視可能な発電用原子炉施設及び周辺の構内範囲を図 3－3 に

示す。 

なお，可視光カメラによる監視が期待できない夜間の濃霧発生時や強雨時においては，

赤外線カメラによる監視機能についても期待できない状況となることが考えられる。その

場合は，監視カメラ以外で中央制御室にて監視可能なパラメータを監視することで，外部

状況の把握に努めつつ，気象等に関する公的機関からの情報も参考とし，原子炉施設に影

響を及ぼす可能性がある自然現象等を把握する。 

表 3－1 津波監視カメラの概要 

津波監視カメラ 

外観 

（イメージ）

カメラ構成 可視光と赤外線のデュアルカメラ 

ズーム 赤外線カメラ：デジタルズーム 2倍以上 

遠隔可動 水平可動：360°，垂直可動：±90° 

暗視機能 可能（赤外線カメラ） 

耐震設計 Ｓクラス 

供給電源 
非常用電源（無停電交流電源） 

代替交流電源設備 

風荷重 風速（30m/s）による荷重を考慮 

積雪荷重 積雪（100cm）による荷重を考慮 

台数 

２号機排気筒 １台 

３号機北側防波壁上部（東） １台 

３号機北側防波壁上部（西） １台 
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表 3－2 構内監視カメラの概要 

構内監視カメラ 

外観 

（イメージ）

カメラ構成 可視光と赤外線のデュアルカメラ 

ズーム 
可視光カメラ：2倍以上 

赤外線カメラ：デジタルズーム 2倍以上 

遠隔可動 水平可動：360°，垂直可動：±90° 

暗視機能 可能（赤外線カメラ） 

耐震設計 Ｃクラス 

供給電源 非常用電源 

台数 

通信用無線鉄塔  １台 

２号機原子炉建物屋上  １台 

３号機原子炉建物屋上  １台 

固体廃棄物貯蔵所Ｃ棟屋上 １台 

一矢谷 １台 
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表 3－3 構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）の概要 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

外観 

（イメージ）

カメラ構成 可視光と赤外線のデュアルカメラ 

ズーム 
可視光カメラ：2 倍以上 

赤外線カメラ：デジタルズーム 2 倍以上 

遠隔可動 水平可動：360°，垂直可動：±90° 

暗視機能 可能（赤外線カメラ） 

耐震設計 Ｃクラス（Ｓｓ機能維持） 

供給電源 
非常用電源（無停電交流電源） 

代替交流電源設備 

風荷重 風速（30m/s）による荷重を考慮 

積雪荷重 積雪（100cm）による荷重を考慮 

台数 ガスタービン発電機建物屋上 １台 
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図 3－3 監視カメラの監視可能な範囲 

サイトバンカ建物

消火タンク

固体廃棄物貯蔵所(Ａ棟)

66kV鹿島支線No.2-1鉄塔

固体廃棄物貯蔵所(B棟)

44ｍ盤

消火ポンプ

44ｍ盤

消火タンク

220kV第二島根原子力幹線

No.1鉄塔

サイトバンカ建物

消火ポンプ

土石流危険区域⑦

土石流危険区域⑥

土石流危険区域⑤

土石流危険区域④土石流危険区域③土石流危険区域②土石流危険区域①

凡例

：土石流危険区域（国土交通省国土政策局発行）

：カメラ監視不可範囲

：津波監視カメラ設置場所

：構内監視カメラ設置場所

：構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）設置場所

気象観測設備

第2-66kV開閉所

ガスタービン発電機建物

一矢谷

固体廃棄物貯蔵所（Ｃ棟）
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3.3 監視カメラ映像サンプル 

中央制御室において，監視カメラにより監視できる映像のサンプルを図 3－4，図 3－5

及び図 3－6に示す。また，監視カメラの撮影方向を図 3－7に示す 

海方向（可視光） 海方向（赤外線） 

図 3－4 中央制御室からの外部の状況把握イメージ 

（津波監視カメラの映像サンプル）（１／２） 
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（例）津波監視カメラ（北側防波壁上部（東））にて北東方向 

（例）津波監視カメラ（北側防波壁上部（西））にて北方向 

図 3－4 中央制御室からの外部の状況把握イメージ 

（津波監視カメラの映像サンプル）（２／２） 
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(例)構内監視カメラ(通信用無線鉄塔)にて２号機原子炉施設方向 

(例)構内監視カメラ(２号機原子炉建物屋上)にて緊急時対策所方向 

(例)構内監視カメラ(３号機原子炉建物屋上)にて２号機原子炉施設方向 

図 3－5 中央制御室からの外部の状況把握イメージ 

（構内監視カメラの映像サンプル）（１／２） 
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（例）構内監視カメラ（固体廃棄物貯蔵所Ｃ棟屋上）にて土石流危険区域①方向 

（例）構内監視カメラ（固体廃棄物貯蔵所Ｃ棟屋上）にて土石流危険区域②方向 

（例）構内監視カメラ（固体廃棄物貯蔵所Ｃ棟屋上）にて土石流危険区域④方向 

（例）構内監視カメラ（一矢谷）にて土石流危険区域⑥方向 

図 3－5 中央制御室からの外部の状況把握イメージ 

（構内監視カメラの映像サンプル）（２／２） 
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（例）構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）にて 

輪谷貯水槽（西 1／西 2）の南側方向 

（例）構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）にて 

輪谷貯水槽（西 1／西 2）の北側方向 

図 3－6 中央制御室からの外部の状況把握イメージ 

(構内監視カメラ(ガスタービン発電機建物屋上)の映像サンプル) 
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図 3－7 監視カメラの撮影方向 



40 

3.4 監視カメラにより把握可能な自然現象等 

地震，津波並びに設置許可基準規則の解釈第 6条に記載されている「想定される自然現

象」及び「発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって

人為によるもの（故意によるものを除く。）」のうち，監視カメラにより把握可能な自然現

象等を表 3－4に示す。 

表 3－4 監視カメラにより中央制御室で把握可能な自然現象等 

自然現象等 
監視カメラにより把握できる 

発電用原子炉施設の外の状況 

（参考）監視カメラ以外の設備等

による把握手段 

地震 
地震発生後の発電所構内及び原子炉施設

への影響の有無 
公的機関（地震速報） 

津波 
津波来襲の状況や発電所構内及び原子炉

施設への影響の有無 

取水槽水位計 

公的機関（津波警報・注意報） 

風（台風） 風（台風）・竜巻（飛来物含む）による発電

所及び原子炉施設への被害状況や設備周

辺における影響の有無 

気象観測設備（風向，風速） 

公的機関（台風，竜巻注意報） 竜巻 

降水 
発電所構内の排水状況や原子炉施設への

影響の有無 

気象観測設備（降水量） 

公的機関（大雨警報） 

積雪 
積雪の有無や発電所構内及び屋外施設へ

の積雪状況 

気象観測設備（降水量） 

公的機関（大雪警報） 

落雷 
発電所構内及び原子炉施設周辺の落雷の

有無 
公的機関（雷注意報） 

地滑り・ 

土石流 

豪雨や地下水の浸透に伴う地滑り及び土

石流の有無や原子炉施設への影響の有無 
目視確認＊1 

火山 降下火砕物の有無や堆積状況 公的機関（噴火警報） 

生物学的 

事象 

海生生物（クラゲ等）の襲来による原子炉

施設への影響 
取水槽水位計＊2 

外部火災＊3 
火災状況，ばい煙の方向確認や発電所構内

及び原子炉施設への影響 
目視確認＊1 

船舶の衝突 
発電所港湾施設等に衝突した船舶の状況

確認及び原子炉施設への影響の有無 
目視確認＊1 

＊1：建物外での状況確認 

＊2：取水口が閉塞した場合，取水槽水位が下がるため把握可能 

＊3：外部火災は「森林火災」及び「近隣工場等の火災」を含む。 
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3.5 中央制御室にて把握可能なパラメータ 

監視カメラ以外に中央制御室内にて状況把握が可能なパラメータを表 3－5に示す。 

表 3－5 監視カメラ以外で中央制御室にて監視可能なパラメータ 

パラメータ 測定レンジ 測定レンジの考え方 

気温 －10～40℃ 
設計基準温度（低外気温）である－

8.7℃が把握できる設計としている。 

雨量 0～80 ㎜ 
設計基準降水量である 77.9 ㎜（1 時

間値）を把握できる設計としている。 

風向 

（EL28.5m,EL65m，EL130m） 

全方位 

（0～540°） 

台風等の影響の接近と離散を把握で

きる設計としている。 

風速 

（EL28.5m,EL65m，EL130m） 

0～60m/s(EL28.5m) 

（10分間平均値） 

0～30m/s 

(EL65m,EL130m) 

（10分間平均値） 

設計基準風速である 30m/s（10 分間

平均値）を把握できるものとする。 

日射量 0～1.429kW/m2 大気安定度を識別できる設計とす

る。 放射収支量 －0.257～0.1kW/m2 

取水槽水位 EL－9.3～10.7m 

基準津波による津波高さ（下降側）で

ある EL－6.5mを把握可能な設計とし

ている。なお，設計基準を超える津波

による原子炉施設への影響を把握す

るための設備としては監視カメラを

用いる設計とする。 

空間線量率 

（モニタリングポス

ト No.1～6）

低レンジ 10～105nGy/h 「発電用軽水型原子炉施設における

事故時の放射線計測に関する審査指

針」に定める測定上限値（108nGy/h）

を満足する設計とする。 

高レンジ 10～108nGy/h 
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4. 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計について

4.1 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計の設備概要 

外気から中央制御室への空気の取り込みを停止した場合に，酸素濃度及び二酸化炭素濃

度が事故対策のための活動に支障がない範囲にあることを正確に把握するため，中央制御

室に酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を配備する。酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計の概

要を表 4－1に示す。 

表 4－1 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計の概要 

機器名称及び外観 仕様等 

酸素濃度計 検知原理 ガルバニ電池式 

測定範囲 0.0～25.0vol％ 

精度 ±0.5vol％ 

電源 

電源：乾電池（単三×2本） 

測定可能時間：約 15000 時間 

（乾電池切れの場合，乾電池交換を実施する。） 

個数 
1 個（故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップ用として予備 1 個を保有する。） 

二酸化炭素濃度計 検知原理 赤外線式 

測定範囲 0～10000ppm 

精度 ±500ppm 

電源 

電源：乾電池（単四×2本） 

測定可能時間：約 7時間 

（乾電池切れの場合，乾電池交換を実施する。） 

個数 
1 個（故障時及び保守点検による待機除外時の

バックアップ用として予備 1 個を保有する。） 
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4.2 酸素濃度及び二酸化炭素濃度の管理 

中央制御室における酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計による室内酸素濃度及び二酸化

炭素濃度管理は，労働安全衛生法及び JEAC4622-2009「原子力発電所中央制御室運転員の

事故時被ばくに関する規程」に基づき，酸素濃度が 18％を下回るおそれがある場合，又

は二酸化炭素濃度が 0.5％を上回るおそれがある場合に，外気をフィルタにて浄化しなが

ら取り入れる運用としている。 

なお，法令要求等における酸素濃度及び二酸化炭素濃度の基準値は以下のとおりである。 

酸素濃度の人体への影響についてを表 4－2 に，二酸化炭素濃度の人体への影響を 

表 4－3に示す。 

(1) 酸素濃度

酸素欠乏症等防止規則 （一部抜粋） 

（定義） 

第二条 この省令において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

一 酸素欠乏空気中の酸素の濃度が十八パーセント未満である状態をいう。 

（換気） 

第五条 事業者は，酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は，当該作業を行う

場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上（第二種酸素欠乏危険作

業に係る場所にあっては，空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上，か

つ，硫化水素の濃度を百万分の十以下）に保つように換気しなければならな

い。ただし，爆発，酸化等を防止するため換気することができない場合又は

作業の性質上換気することが著しく困難な場合は，この限りでない。 

表 4－2 酸素濃度の人体への影響について 

（［出典］厚生労働省ホームページ抜粋） 

酸素濃度 症状等 

21％ 通常の空気状態 

18％ 安全限界だが連続換気が必要 

16％ 頭痛，吐き気 

12％ 目まい，筋力低下 

8％ 失神昏倒，7～8分以内に死亡 

6％ 瞬時に昏倒，呼吸停止，死亡 
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(2)二酸化炭素濃度

JEAC4622-2009「原子力発電所中央制御室運転員の事故時被ばくに関する規程」 

（一部抜粋） 

【付属書解説 2.5.2】事故時の外気の取り込み 

中央制御室換気空調設備の隔離が長期に亘る場合には，中央制御室内の CO2濃度の上

昇による運転員の操作環境の劣化防止のために外気を取り込む場合がある。 

(1) 許容 CO2濃度

事務所衛生基準規則（昭和 47 年労働省令第 43 号，最終改正平成 16 年 3 月 30 日

厚生労働省令第 70号）により，事務室内の CO2濃度は 100万分の 5000（0.5％）以下

と定められており，中央制御室の CO2濃度もこれに準拠する。 

したがって，中央制御室居住性の評価にあたっては，上記濃度（0.5％）を許容濃

度とする。 

表 4－3 二酸化炭素濃度の人体への影響について 

（[出典]消防庁 二酸化炭素設備の安全対策について（通知）平成 8年 9月 20日） 

二酸化炭素濃度 症状等 

<2％ はっきりした影響は認められない 

2％～3％ 呼吸深度の増加，呼吸数の増加 

3～4％ 頭痛，めまい，悪心，知覚低下 

4～6％ 上記症状，過呼吸による不快感 

6～10％ 
意識レベルの低下，その後意識喪失へ進む，ふるえ，け

いれんなどの付随運動を伴うこともある 

10％< 意識喪失，その後短時間で生命の危険あり 
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1. 重大事故等時の中央制御室の機能について

島根原子力発電所第２号機では，重大事故等時の中央制御室における監視操作設備として，

重大事故等対処設備として兼用する設計基準事故対処設備（以下「DB兼 SA設備」という。）

の制御盤と新たに設置する重大事故等対処設備（以下「SA設備」という。）の制御盤（以下

「SA用制御盤」という。）を用いる設計とする。 

また，中央制御室の制御盤に係る設計基準事故対処設備としての要求事項及び設計方針に

準じて，誤操作防止，電源の確保，試験・検査，信頼性及び環境条件等を考慮した設計とす

ることで，重大事故等を収束するために中央制御室で必要な監視及び操作が可能な設計とす

る。 

本資料では，重大事故等時に運転員が中央制御室にて監視及び操作するための各設備の機

能及び設計等について説明する。 

1.1 重大事故等時の監視操作設備 

1.1.1 設計方針 

重大事故等時においては，原則として中央制御室における監視及び操作が可能な設

計とする。 

中央制御室の制御盤のうち，DB兼 SA設備の制御盤である中央監視操作盤及びその

他制御盤は，通常運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時においても

使用しており，重大事故等時においても引き続き使用する。SA 設備の制御盤である

重大事故操作盤及び重大事故監視盤は，通常運転時，異常な過渡変化時及び設計基準

事故時においては使用せず，重大事故等時においてのみ使用する。ただし，重大事故

等発生時において，発生初期の監視操作を速やかに実施する観点から，通常運転時よ

り起動しておく設計とする。 

重大事故操作盤には，デジタル制御装置を適用し，耐震性を有した VDU＊を使用し

たタッチオペレーション方式による監視及び操作が可能な設計とする。 

また，重大事故等のうち全交流動力電源喪失（以下「SBO」という。）を考慮し，SA

用制御盤への給電は直流電源とすることで SBO 時においても重大事故操作盤にて必

要な監視及び操作を中央制御室で継続可能な設計とする。 

注記＊：ビジュアルディスプレイユニット（Visual Display Unit） 

1.1.2 構成と機能分担 

1.1.2.1 構成 

中央監視操作盤及びその他制御盤は，DB兼 SA設備のパラメータ及び補機類を

ハードウェア器具により監視及び操作が可能な設計とする。

重大事故操作盤は，原則として，重大事故等時に対処するために監視すること

が必要なパラメータ及び補機類（ただし，中央監視操作盤及びその他制御盤で監

視するパラメータ及び操作する補機を除く）を VDUにより監視及び操作が可能な

設計とし，VDUは重大事故操作盤に 2台設置する。重大事故制御盤はデジタル制
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御装置により構成し，重大事故変換器盤等を経由した SA 設備のパラメータ，プ

ロセス計装盤を経由しアイソレータにより電気的に分離された DB 兼 SA 設備の

パラメータ等を入力し，重大事故等時の監視及び操作に必要な処理を行う。 

重大事故監視盤は，重大事故等時に対処するために監視することが必要な SA

設備のパラメータをハードウェア器具により監視が可能な設計とする。 

重大事故等時における中央制御室の監視操作設備の構成概略を図 1－1 に示す。 

1.1.2.2 機能分担 

重大事故等時における中央監視操作盤，その他制御盤，重大事故操作盤及び重

大事故監視盤の機能分担について，(1)パラメータ監視及び(2)補機操作の 2つの

観点で述べる。 

(1) パラメータ監視

中央監視操作盤及びその他制御盤では，DB兼 SA設備のパラメータを監視可能

な設計とする。 

重大事故操作盤では，重大事故等時に対処するために監視することが必要な

DB 兼 SA 設備のパラメータ及び SA 設備のパラメータの双方を監視可能な設計と

する。 

重大事故監視盤では，重大事故等時に対処するために監視することが必要な

SA設備のパラメータを監視可能な設計とする。 

なお，重大事故等時に対処するために必要な情報は，安全パラメータ表示シス

テム（ＳＰＤＳ）（「１，２，３号機共用（ＳＰＤＳデータ収集サーバは１，２号

機共用）」（以下同じ。））でも監視可能とする。 

(2) 補機操作

中央監視操作盤及びその他制御盤では，DB兼 SA設備の補機操作が可能な設計

とする。 

重大事故操作盤では，SA 設備の補機操作及び DB 兼 SA 設備の補機操作が可能

な設計とする。 

上記を踏まえ，重大事故等時における中央制御室の監視操作設備の機能分担を

表 1－1に整理する。 
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図 1－1 重大事故等時における中央制御室の監視操作設備の構成概略 

表 1－1 重大事故等時における中央制御室の監視操作設備の機能分担 

盤名称 監視 操作 

中央監視

操作盤 

DB兼SA設備のパラメータ 

【例】 ・残留熱除去ポンプ出口流量 

・低圧炉心スプレイポンプ出

口圧力

DB兼SA設備の補機 

（ハードウェア操作器）

【例】 ・残留熱除去ポンプ 

・主蒸気系逃がし安全弁

その他制

御盤 

DB兼SA設備のパラメータ 

【例】 ・出力領域計装 

DB兼SA設備の補機 

（ハードウェア操作器）

【例】 ・非常用ガス処理系排風機 

重大事故

操作盤 

DB兼SA設備及びSA設備のパラメータ 

【例】 ・残留熱除去ポンプ出口圧力 

・高圧原子炉代替注水流量

DB兼SA設備及びSA設備の補機 

（タッチオペレーション）

【例】 ・残留熱除去系注水弁 

・高圧原子炉代替注水弁

重大事故

監視盤 

SA設備のパラメータ 

【例】 ・燃料プールエリア放射線 

モニタ（高レンジ）（ＳＡ）

― 

1.1.3 設計上の考慮事項 

中央監視操作盤，その他制御盤，重大事故操作盤及び重大事故監視盤について

は，次の各条件を考慮した設計とする。その他に考慮した事項については，「2. 

重大事故監視盤 その他制御盤 

プロセス 

計装盤 

現場 

中央制御室 

DB兼 SA補機 DB兼 SA計器 DB兼 SA補機

凡例） 

白色：DB兼 SA設備 

灰色：SA設備 

SA計器

補助盤室 

切替盤 

SA計器 SA補機

中央監視操作盤

アイソ
レータ

アイソ
レータ

重大事故 

変換器盤 

重大事故 

制御盤 

VDU1 VDU2 

重大事故操作盤 
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重大事故等時の監視操作設備に係る設計上の考慮事項の補足について」に示す。 

(1) 誤操作防止に対する考慮

中央監視操作盤，その他制御盤，重大事故操作盤及び重大事故監視盤は，誤操作

防止を考慮した設計とする。 

特に，重大事故操作盤においては，タッチオペレーションを行ううえでの人間工

学的観点を考慮し運転員の誤操作を防止する設計とする。タッチオペレーションに

対する誤操作防止の詳細については，「1.2 誤操作防止」で述べる。 

(2) 電源に関する考慮

中央監視操作盤，その他制御盤，重大事故操作盤及び重大事故監視盤は，常設代

替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備の交流電源及び常設直流電源設備，常

設代替直流電源設備又は可搬型直流電源設備の直流電源から給電され，重大事故等

時においても機能を喪失しない設計とする。 

重大事故等時に常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電に

失敗しSBOが継続した場合には，負荷低減のため不要な直流負荷を切離し，常設直流

電源設備及び常設代替直流電源設備から給電することにより，中央制御室で必要な

監視及び操作を継続可能な設計とする。常設直流電源設備又は常設代替直流電源設

備の蓄電池の枯渇により直流設備への給電ができない場合は，可搬型直流電源設備

から給電する。 

また，重大事故操作盤及び重大事故監視盤は重大事故等時にのみ使用するが，重

大事故等が発生した初期において運転員による監視及び操作を速やかに実施する観

点から，常時起動とし通常運転時から給電する設計とする。 

設計基準事故及び重大事故等の各運転状態で使用する設備については，「2.1 各

運転状態で使用する中央制御室の監視操作設備」に示す。常時起動とする設計につ

いては，「2.2 常時起動とする設計について」に示す。 

(3) 試験及び検査に関する考慮

中央監視操作盤，その他制御盤，重大事故操作盤及び重大事故監視盤は，各盤で

監視又は操作を行う器具及び機器等の試験及び検査が行える設計とする。 

(4) 信頼性に関する考慮

中央監視操作盤，その他制御盤，重大事故操作盤及び重大事故監視盤は，高い信

頼性を有する設計とする。なお，更なる信頼性向上に資する自主対策として，重大

事故操作盤には，ソフトウェアの機能喪失時にハードウェア器具により補機操作回

路に信号を入力可能な設計を採用するとともに，必要な手順を整備することとす

る。詳細な手順は「1.2.5 ソフトウェア故障の考慮について」に示す。 

また，自己診断機能によりデジタル制御装置やネットワークの異常を検知可能な

設計とする。 
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(5) 環境条件に関する考慮

環境条件については，下記の各条件を考慮した設計とする。

a. 耐震性に対する考慮

添付書類Ⅵ-2-6-7-2「計測装置の盤の耐震性についての計算書」による。

b. 耐サージ性に対する考慮

添付書類Ⅵ-1-1-7「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に

おける健全性に関する説明書」の「2.3 環境条件等 (3) 電磁的障害」による。 

c. 温度，湿度に対する考慮

添付書類Ⅵ-1-1-7「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に

おける健全性に関する説明書」の「2.3 環境条件等 (1) 環境圧力，環境温度及

び湿度による影響，放射線による影響，屋外の天候による影響（凍結及び降水）

並びに荷重」による。 

d. 火災に対する考慮

添付書類Ⅵ-1-1-7「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に

おける健全性に関する説明書」の「2.3 環境条件等 (4) 周辺機器等からの悪影

響」による。 

e. 放射線に対する考慮

添付書類Ⅵ-1-1-7「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下に

おける健全性に関する説明書」の「2.3 環境条件等 (1) 環境圧力，環境温度及

び湿度による影響，放射線による影響，屋外の天候による影響（凍結及び降水）

並びに荷重，(5) 設置場所における放射線の影響」による。 

1.1.4 その他の中央制御室設計について 

(1) 制御盤配置

・中央制御室の監視操作エリアは，すべての運転状態において運転員がそれぞれの

運転タスクを行えるよう区分等を考慮する。 

・中央制御室の監視操作エリアは，運転員相互の視認性及び運転員間のコミュニケ

ーションを考慮して配置する。 

(2) 照明設備及び換気設備

中央制御室には，重大事故等が発生した場合においても運転員がとどまるために必

要な設備として照明設備及び換気設備を設置する。これらの設備については，重大事

故等が発生した場合においても，常設代替交流電源設備であるガスタービン発電機又

は可搬型代替交流電源設備からの給電を可能とする。 

ガスタービン発電機の容量は，重大事故等対策の有効性評価で考慮している事象の
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うち，最大負荷を要求される事象に対して，十分な容量を確保している。 

照明については，全交流動力電源喪失発生からガスタービン発電機による給電が開

始されるまでの間，直流非常灯に加え，満充電から8時間無充電で点灯するLEDライト

（三脚タイプ）を配備しており，ガスタービン発電機から給電を再開するまでの間（事

故発生後約70分以内）の照明は確保できる。 

ガスタービン発電機による給電が開始された後については，中央制御室内の非常用

照明にて照明は確保できる。 

・非常用照明 照度：700ルクス（ベンチ盤操作部エリア設計値）

300ルクス（鉛直にある計器面設計値） 

・直流非常灯 照度：20ルクス以上（「ＪＩＳ Ｚ９１２５（２００７）屋内作業

場の照度基準」において，通常の照明状態における人の顔を

識別できる照度 

中央制御室の全照明が消灯した場合には，ガスタービン発電機又は可搬型代替交流

電源設備から給電できるLEDライト（三脚タイプ）により必要な照度を確保する。仮に，

これらの照明が活用できない場合においても必要な照度を確保できるよう，ヘッドラ

イト等の資機材を中央制御室に配備する。

表1－2に中央制御室に配備しているLEDライト（三脚タイプ）及び資機材の概要を示

す。 

中央制御室の全照明が消灯した場合に使用するLEDライト（三脚タイプ）は，2個使

用する。個数はシミュレーション施設を用いて監視操作に必要な照度を確保できるこ

とを確認しているとともに，操作箇所に応じてLEDライト（三脚タイプ）の向きを変更

することにより，照度を確保できることを確認している。（図1－2 参照） 

LEDライト（三脚タイプ）の照度は，シミュレーション施設を用いて，中央制御室に

て制御盤から約6ｍの位置に設置した場合を想定した実測値として，中央制御室の全照

明が消灯した状態の制御盤にて，平均で20ルクス以上の照度を確認している。 

また，中央制御室待避室にて使用するLEDライト（ランタンタイプ）は，2個使用す

る。個数は，シミュレーションにて監視及び中央制御室空気供給系流量調節弁の操作

に必要な照度を確保できることを確認しているとともに，操作箇所に応じてLEDライト

（ランタンタイプ）を移動することにより，照度を確保できることを確認している。

（図1－3参照） 

LEDライト（ランタンタイプ）の照度は，シミュレーションにて，中央制御室待避室

の中央制御室空気供給系流量調節弁から約3mの位置に設置した場合を想定した実測値

として，室内照明全消灯状態にて，平均で20ルクス以上の照度を確認している。 

また，換気設備は，ガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設備が起動するま

での間は起動しないが，居住性に係る被ばく評価においては，保守的に，全交流動力

電源喪失後，2時間後に起動することを条件として評価しており，必要な居住環境が確

保されていることを確認している。(図1－4～図1－8参照) 
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図 1－2 シミュレーション施設における LEDライト（三脚タイプ）確認状況 

図 1－3 シミュレーションにおける LEDライト（ランタンタイプ）確認状況 

中央制御室空気 
供給系流量調節弁 

約 3m 

撮影方向 

LED ライト（ランタンタイプ） 
（シミュレーション）

LEDライト（三脚タイプ） 

約 6ｍ 約 4ｍ 

撮影方向
約 4ｍ
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表 1－2 中央制御室に配備している LEDライト（三脚タイプ）及び資機材の概要 

機器名称及び外観 数量 仕様 

LEDライト（三脚タイプ） 

2個 

（予備 1 個） 

電源：交流 100V＊ 

点灯可能時間：8時間（蓄電

池） 

懐中電灯 

（写真はイメージ） 

9個 

（予備 2 個） 

電源：乾電池（単三） 

点灯可能時間：約 11時間 

ヘッドライト

（写真はイメージ） 

9個 

（予備 2 個） 

電源：乾電池 

（単四×3） 

点灯可能時間：約 20時間 

LEDライト 

（ランタンタイプ）

（写真はイメージ） 

8個 

（予備 4 個） 

電源：乾電池（単一×4） 

点灯可能時間：約 7時間 

注記＊：常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電可能 
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・通常時，中央制御室送風機により中央制御室の換気を行う。

図1－4 中央制御室空調換気系の概要図 （通常時） 

 

中 央 制 御 室他 

FC FC 

中央制御室送風機 

中央制御室非常用 

再循環処理装置フィルタ 

給気 

排気 

中央制御室非常用 

再循環送風機 

中央制御室 

外気処理装置 

FC FC 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

中央制御室排風機 

中央制御室 

空気調和装置 

FO FO 

中央制御室 

待避室 

フィルタ 

フィルタ 

チャコール 

フィルタ 

粒子用高効率 

フィルタ 

：空気の流れ 

：弁全閉 

プラント 
パラメータ 
監視装置 

酸素 

濃度計 

二酸化炭素 

濃度計 

待避室差圧計 

中央制御室 

差圧計 
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・設計基準事故時等には外気との連絡口を遮断し，中央制御室送風機により，中央

制御室非常用再循環処理装置フィルタを通る系統隔離運転とし，運転員等を放射

線被ばくから防護する。

・また，外気との遮断が長期にわたり室内の環境が悪くなった場合には，外気を浄

化しながら取り入れる外気連続少量取入モードとすることが可能である。

図1－5 中央制御室空調換気系の概要図（系統隔離運転） 

図1－6 中央制御室空調換気系の概要図（外気連続少量取入モード） 

 

中 央 制 御 室他 
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中央制御室送風機 

給気 
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中央制御室 

外気処理装置 
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中央制御室非常用 

再循環処理装置フィルタ 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

中央制御室非常用 

再循環送風機 

中央制御室排風機 

中央制御室 

空気調和装置 

FO FO 

中央制御室 

待避室 

フィルタ 

フィルタ 

チャコール 

フィルタ 

粒子用高効率 

フィルタ 

：空気の流れ 

：弁全閉 

プラント 
パラメータ 
監視装置 

酸素 

濃度計 

二酸化炭素 

濃度計 

：中央制御室 

バウンダリ 

待避室差圧計 

中央制御室 

差圧計 

 

FC FC 

中央制御室送風機 

給気 

排気 

中央制御室 

外気処理装置 

FC FC 

中央制御室非常用 

再循環処理装置フィルタ 中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

中央制御室非常用 

再循環送風機 

中央制御室 

空気調和装置 

FO FO 

中央制御室 

待避室 

フィルタ 

フィルタ 

チャコール 

フィルタ 

粒子用高効率 

フィルタ 

：空気の流れ 

プラント 
パラメータ 
監視装置 

酸素 

濃度計 

二酸化炭素 

濃度計 

中 央 制 御 室他 
中央制御室排風機 
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・炉心の著しい損傷が発生した場合には，中央制御室非常用再循環処理装置フィル

タにより浄化した外気を，中央制御室バウンダリ内に給気し中央制御室バウンダ

リを正圧化することで，運転員を放射線被ばくから防護する。

図1－7 中央制御室空調換気系の概要図（加圧運転（プルーム通過前及びプルーム通過

後）） 
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・さらに，炉心の著しい損傷が発生した後の格納容器フィルタベント系を作動させ

る場合においては，中央制御室を中央制御室換気系の系統隔離運転により外気か

ら隔離し，中央制御室内への放射性物質の取り込みを低減するとともに，中央制

御室待避室を空気ボンベにより正圧化することで，放射性物質の中央制御室待避

室内への流入を防ぎ，中央制御室にとどまる運転員等の被ばくを低減させること

が可能である。

図1－8 中央制御室空調換気系の概要図（系統隔離運転（プルーム通過時）） 

【設備仕様】 

・中央制御室送風機

台数：1（予備 1）

容量：120,000m3 /h/台

・中央制御室非常用再循環送風機

台数：1（予備 1）

容量：32,000m3 /h/台

・中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）

本数：15（予備 35）

容量：約 50L/本
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フィルタ 

：弁全開 

：弁調整開 

：空気の流れ 

：弁全閉 

：中央制御室待避室 

正圧化バウンダリ 

プラント 
パラメータ 
監視装置 

酸素 

濃度計 

二酸化炭素 

濃度計 

：中央制御室 

バウンダリ 

待避室差圧計 
中央制御室 

差圧計 
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(3) 中央制御室の環境に影響を与える可能性のある事象に対する考慮

中央制御室の環境に影響を与える可能性のある事象として，想定される起因事象と

同時にもたらされる環境条件（地震，内部火災，内部溢水，外部電源喪失又は全交流

動力電源喪失並びに中央制御室外の火災等により発生した燃焼ガスやばい煙，有毒ガ

ス，降下火砕物及び凍結による操作雰囲気の悪化）を想定しても，誤操作することな

く容易に運転操作できる設計とするための対応については，補足説明資料「設計基準

事故時の中央制御室の機能」における「表 1-1 中央制御室に同時にもたらされる環

境条件への対応」及び「表 1-2 中央制御室以外に同時にもたらされる環境条件への

対応」に示す。 
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1.2 誤操作の防止 

1.2.1 誤操作防止に係る設計方針について 

(1) 監視・操作対象 

重大事故等時の監視操作設備の監視対象パラメータを表1－3に，操作対象系統を

表1－4に示す。 
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表 1－3 重大事故等時の監視操作設備の監視対象パラメータ（1/8） 

分類 No. パラメータ名 
中央監視 

操作盤 

その他 

制御盤 

重大事故 

操作盤 
備考 

原子炉圧力容器内の温度 1 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） － － ○ 

2 原子炉圧力 － － ○ 

3 原子炉圧力（ＳＡ） － － ○ 

4 原子炉水位（広帯域） － － ○ 

5 原子炉水位（燃料域） － － ○ 

6 原子炉水位（ＳＡ） － － ○ 

7 残留熱除去系熱交換器入口温度 － － ○ 

原子炉圧力容器内の圧力 1 原子炉圧力 － － ○ 

2 原子炉圧力（ＳＡ） － － ○ 

3 原子炉水位（広帯域） － － ○ 

4 原子炉水位（燃料域） － － ○ 

5 原子炉水位（ＳＡ） － － ○ 

6 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） － － ○ 

原子炉圧力容器内の水位 1 原子炉水位（広帯域） － － ○ 

2 原子炉水位（燃料域） － － ○ 

3 原子炉水位（ＳＡ） － － ○ 

4 高圧原子炉代替注水流量 － － ○ 

5 代替注水流量（常設） － － ○ 

6 低圧原子炉代替注水流量 － － ○ 

7 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） － － ○ 

8 原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 ○ － － 
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表 1－3 重大事故等時の監視操作設備の監視対象パラメータ（2/8） 

分類 No. パラメータ名 
中央監視 

操作盤 

その他 

制御盤 

重大事故 

操作盤 
備考 

原子炉圧力容器内の水位 9 高圧炉心スプレイポンプ出口流量 ○ － － 

10 残留熱除去ポンプ出口流量 ○ － － 

11 低圧炉心スプレイポンプ出口流量 ○ － － 

12 残留熱代替除去系原子炉注水流量 － － ○ 

13 原子炉圧力 － － ○ 

14 原子炉圧力（ＳＡ） － － ○ 

15 サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） － － ○ 

原子炉圧力容器への注水量 1 高圧原子炉代替注水流量 － － ○ 

2 原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 ○ － － 

3 高圧炉心スプレイポンプ出口流量 ○ － － 

4 代替注水流量（常設） － － ○ 

5 低圧原子炉代替注水流量 － － ○ 

6 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） － － ○ 

7 残留熱除去ポンプ出口流量 ○ － － 

8 低圧炉心スプレイポンプ出口流量 ○ － － 

9 残留熱代替除去系原子炉注水流量 － － ○ 

10 サプレッションプール水位（ＳＡ） － － ○ 

11 低圧原子炉代替注水槽水位 － － ○ 

12 原子炉水位（広帯域） － － ○ 

13 原子炉水位（燃料域） － － ○ 

14 原子炉水位（ＳＡ） － － ○
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表 1－3 重大事故等時の監視操作設備の監視対象パラメータ（3/8） 

分類 No. パラメータ名 
中央監視 

操作盤 

その他 

制御盤 

重大事故 

操作盤 
備考 

原子炉格納容器への注水量 1 代替注水流量（常設） － － ○ 

2 格納容器代替スプレイ流量 － － ○ 

3 ペデスタル代替注水流量 － － ○ 

4 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） － － ○ 

5 残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 － － ○ 

6 低圧原子炉代替注水槽水位 － － ○ 

7 ドライウェル圧力（ＳＡ） － － ○ 

8 サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） － － ○ 

9 ドライウェル水位 － － ○ 

10 サプレッションプール水位（ＳＡ） － － ○ 

11 ペデスタル水位 － － ○ 

12 残留熱代替除去系原子炉注水流量 － － ○ 

13 残留熱代替除去ポンプ出口圧力 － － ○ 

原子炉格納容器内の温度 1 ドライウェル温度（ＳＡ） － － ○ 

2 ペデスタル温度（ＳＡ） － － ○ 

3 ペデスタル水温度（ＳＡ） － － ○ 

4 サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） － － ○ 

5 サプレッションプール水温度（ＳＡ） － － ○ 

6 ドライウェル圧力（ＳＡ） － － ○ 

7 サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） － － ○
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表 1－3 重大事故等時の監視操作設備の監視対象パラメータ（4/8） 

分類 No. パラメータ名 
中央監視 

操作盤 

その他 

制御盤 

重大事故 

操作盤 
備考 

原子炉格納容器内の圧力 1 ドライウェル圧力（ＳＡ） － － ○ 

2 サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） － － ○ 

3 ドライウェル温度（ＳＡ） － － ○ 

4 ペデスタル温度（ＳＡ） － － ○ 

5 サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） － － ○ 

原子炉格納容器内の水位 1 ドライウェル水位 － － ○ 

2 サプレッションプール水位（ＳＡ） － － ○ 

3 ペデスタル水位 － － ○ 

4 代替注水流量（常設） － － ○ 

5 低圧原子炉代替注水流量 － － ○ 

6 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） － － ○ 

7 格納容器代替スプレイ流量 － － ○ 

8 ペデスタル代替注水流量 － － ○ 

9 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） － － ○ 

10 低圧原子炉代替注水槽水位 － － ○ 

原子炉格納容器内の水素濃度 1 格納容器水素濃度（Ｂ系） － － ○ 

2 格納容器水素濃度（ＳＡ） － － ○ 

原子炉格納容器内の放射線量

率 

1 格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） － 〇 ○ 

2 格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチェンバ） － 〇 ○ 

未臨界の維持又は監視 1 中性子源領域計装 － 〇 － 

2 中間領域計装 － 〇 － 

3 出力領域計装 － 〇 －
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表 1－3 重大事故等時の監視操作設備の監視対象パラメータ(5/8) 

分類 No. パラメータ名 
中央監視 

操作盤 

その他 

制御盤 

重大事故 

操作盤 
備考 

最終ヒートシンクの確保 

（残留熱代替除去系） 

1 サプレッションプール水温度（ＳＡ） － － ○ 

2 残留熱除去系熱交換器出口温度 － － ○ 

3 残留熱代替除去系原子炉注水流量 － － ○ 

4 残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 － － ○ 

5 サプレッションプール水位（ＳＡ） － － ○ 

6 原子炉水位（広帯域） － － ○ 

7 原子炉水位（燃料域） － － ○ 

8 原子炉水位（ＳＡ） － － ○ 

9 残留熱代替除去ポンプ出口圧力 － － ○ 

10 サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） － － ○ 

11 ドライウェル温度（ＳＡ） － － ○ 

12 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） － － ○ 

最終ヒートシンクの確保 

（格納容器フィルタベント系） 

1 スクラバ容器水位 － － ○ 

2 スクラバ容器圧力 － － ○ 

3 スクラバ容器温度 － － ○ 

4 第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） － － ○ 
重大事故監視盤でも監

視可能 

5 第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） － － ○ 
重大事故監視盤でも監

視可能 

6 第１ベントフィルタ出口水素濃度 － － ○ 

7 ドライウェル圧力（ＳＡ） － － ○ 

8 サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） － － ○ 

9 格納容器水素濃度（Ｂ系） － － ○ 

10 格納容器水素濃度（ＳＡ） － － ○
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表 1－3 重大事故等時の監視操作設備の監視対象パラメータ(6/8) 

分類 No. パラメータ名 
中央監視 

操作盤 

その他 

制御盤 

重大事故 

操作盤 
備考 

最終ヒートシンクの確保 

（残留熱除去系） 
1 残留熱除去系熱交換器入口温度 － － ○ 

2 残留熱除去系熱交換器出口温度 － － ○ 

3 残留熱除去ポンプ出口流量 ○ － － 

4 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） － － ○ 

5 サプレッションプール水温度（ＳＡ） － － ○ 

6 残留熱除去系熱交換器冷却水流量 ○ － － 

7 残留熱除去ポンプ出口圧力 － － ○ 

格納容器バイパスの監視 

（原子炉圧力容器内の状態） 
1 原子炉水位（広帯域） － － ○ 

2 原子炉水位（燃料域） － － ○ 

3 原子炉水位（ＳＡ） － － ○ 

4 原子炉圧力 － － ○ 

5 原子炉圧力（ＳＡ） － － ○ 

6 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） － － ○ 

格納容器バイパスの監視 

（原子炉格納容器内の状態） 
1 ドライウェル温度（ＳＡ） － － ○ 

2 ドライウェル圧力（ＳＡ） － － ○ 

3 サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） － － ○ 

格納容器バイパスの監視 

（原子炉建物内の状態） 
1 残留熱除去ポンプ出口圧力 － － ○ 

2 低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 ○ － － 

3 原子炉圧力 － － ○ 

4 原子炉圧力（ＳＡ） － － ○
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表 1－3 重大事故等時の監視操作設備の監視対象パラメータ(7/8) 

分類 No. パラメータ名 
中央監視 

操作盤 

その他 

制御盤 

重大事故 

操作盤 
備考 

水源の確保 1 低圧原子炉代替注水槽水位 － － ○ 

2 サプレッションプール水位（ＳＡ） － － ○ 

3 高圧原子炉代替注水流量 － － ○ 

4 代替注水流量（常設） － － ○ 

5 原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 ○ － － 

6 高圧炉心スプレイポンプ出口流量 ○ － － 

7 残留熱除去ポンプ出口流量 ○ － － 

8 低圧炉心スプレイポンプ出口流量 ○ － － 

9 残留熱代替除去系原子炉注水流量 － － ○ 

10 原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 ○ － － 

11 高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 ○ － － 

12 残留熱除去ポンプ出口圧力 － － ○ 

13 低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 ○ － － 

14 低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 － － ○ 

15 残留熱代替除去ポンプ出口圧力 － － ○ 

16 原子炉水位（広帯域） － － ○ 

17 原子炉水位（燃料域） － － ○ 

18 原子炉水位（ＳＡ） － － ○ 

原子炉建物内の水素濃度 1 原子炉建物水素濃度 － － ○ 

2 静的触媒式水素処理装置入口温度 － － ○ 

3 静的触媒式水素処理装置出口温度 － － ○
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表 1－3 重大事故等時の監視操作設備の監視対象パラメータ(8/8) 

分類 No. パラメータ名 
中央監視 

操作盤 

その他 

制御盤 

重大事故 

操作盤 
備考 

原子炉格納容器内の酸素濃度 1 格納容器酸素濃度（Ｂ系） － － ○ 

2 格納容器酸素濃度（ＳＡ） － － ○ 

3 格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） － 〇 ○ 

4 格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチェンバ） － 〇 ○ 

5 ドライウェル圧力（ＳＡ） － － ○ 

6 サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） － － ○ 

燃料プールの監視 1 燃料プール水位（ＳＡ） － － ○ 

2 燃料プール水位・温度（ＳＡ） － － ○ 

3 燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） － － ○ 
重大事故監視盤でも監

視可能 

4 燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） － － ○ 
重大事故監視盤でも監

視可能 
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表1－4 重大事故等時の監視操作設備の操作対象系統 

機器操作設置場所 操作対象系統 

中央監視操作盤 ＡＴＷＳ緩和設備 

主蒸気系 

原子炉隔離時冷却系 

高圧炉心スプレイ系 

低圧炉心スプレイ系 

残留熱除去系 等 

その他制御盤 中央制御室空調換気系 

非常用ガス処理系 

燃料プール冷却系 等 

重大事故操作盤 ペデスタル代替注水系 

残留熱代替除去系 

高圧原子炉代替注水系 

低圧原子炉代替注水系 

格納容器代替スプレイ系 

格納容器フィルタベント系 

常設代替交流電源設備 等 
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(2) 盤面機器表示機能，操作機能及び警報機能

中央監視操作盤，その他制御盤，重大事故操作盤及び重大事故監視盤は，中央制

御室の制御盤が設計基準事故対処設備として考慮している誤操作防止設計を踏襲

し，盤面機器及び盤面表示（操作器，指示計，警報）をシステムごとにグループ化

した配列等を行うことで，重大事故等時においても運転員の誤操作を防止するとと

もに容易に操作ができるものとする。 

1.2.2 表示機能について 

(1) 運転員に必要な情報は，理解しやすい表示方法とする。

（例）補機／弁等のシンボルの形状・状態変化の統一

(2) VDUを用いる場合は，表示画面は運転員の慣習に適合した情報表示とする。

（例）機器を上からA/B/Cの順に表示

(3) VDUを用いる場合は，事故時等，監視操作範囲が複数の系統に渡るタスクでは，処

置に則した監視情報と操作器を極力1画面に表示する。 

(4) 操作器は，標準的な形状を設け，釦の配置位置や大きさ等可能な限り統一するこ

とで，誤操作防止を図る。 

以下，VDUを用いた場合の表示機能について画面例を用いて説明する。ハードウェ

ア器具を用いる中央監視操作盤，その他制御盤の表示機能については，補足説明資

料「設計基準事故時の中央制御室の機能」における「2. 誤操作防止対策」に準じ

ることとする。 
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1.2.2.1 重大事故操作盤の表示の例 
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1.2.3 操作機能について 

(1) 操作器は運転員の慣習に基づく動作・方向感覚に合致したものとする。

（例）操作器内の釦は左が「切（閉）」，右が「入（開）」

(2) 操作器は，色，形状，大きさのコーディングや操作方法に一貫性を持たせる設計

とする。 

(3) VDUを用いる場合は，画面のタッチ領域は十字カーソル等とし，タッチ可能な領域

を識別するとともに，操作信号を出力するタッチ領域は十分な大きさを確保し，隣

接するタッチ領域とも距離を離す。 

(4) VDUを用いる場合は，操作信号を出力する操作器は，操作器をアクティブにした状

態でないと操作器の操作が行えないようにする。 

以下，VDUを用いた場合の操作機能について画面例を用いて説明する。ハードウェ

ア器具を用いる中央監視操作盤及びその他制御盤の操作機能については，補足説明

資料「設計基準事故時の中央制御室の機能」における「2. 誤操作防止対策」に準

じることとする。 
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1.2.3.1 重大事故操作盤の操作の例 
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1.2.4 警報表示機能 

警報発信時は，吹鳴音を吹鳴させ，中央監視操作盤の代表警報及びVDUの警報を点

滅表示させる。また，警報の重要度・緊急度を確実かつ容易に識別・判断できるよ

うに色による識別を行う。 

警報の重要度は警報の色により識別可能とする。 

・重故障：「赤」 系統機能の喪失・低下を伴う系統異常による警報

・軽故障：「黄」 重故障以外の系統異常による警報

警報発信時において，警報確認操作を実施した後は，警報の点滅表示を連続点灯

に切り替えるとともに，ブザー吹鳴を停止する設計とする。 

以下，VDUを用いた場合の警報表示機能について画面例を用いて説明する。ハード

ウェア器具を用いる中央監視操作盤及びその他制御盤の操作機能については，補足

説明資料「設計基準事故時の中央制御室の機能」における「2. 誤操作防止対策」

に準じることとする。 

1.2.4.1 重大事故操作盤の警報表示の例 
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（重故障：赤色、軽故障：黄色、状態表示：緑

色）
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1.2.5 ソフトウェア故障の考慮について 

1.2.5.1 冗長化構成 

重大事故操作盤には，使用実績豊富なソフトウェアを採用することとしてお

り，重大事故等時における補機操作には問題ないと考えているが，更なる信頼

性向上に資する自主対策として，デジタル制御装置は多重化し，VDUについても

相互バックアップ機能を設けることにより単一故障に対して機能喪失しないよ

うに考慮した設計とする。万が一，ソフトウェアが機能喪失しても，ハードウ

ェア器具により補機操作回路に信号を入力可能な設計を採用するとともに，必

要な手順を整備することとする。 

手動信号入力の対象補機は，表1－4において重大事故操作盤の操作対象とな

っている系統の補機である。 

具体的な手順を1.2.5.2 に示す。 

1.2.5.2 ソフトウェアの機能喪失時における補機の手動操作手順

重大事故操作盤での補機操作ができなくなった場合の手段として，ハードウ

ェア器具により補機の操作信号をソフトウェアを介さずに入力する手順を整備

する。 

(1) 手順着手の判断基準

補機に給電中の状態で、制御盤のソフトウェアが機能喪失し重大事故操作盤

のFD画面で補機操作ができない場合。 

(2) 操作手順

a. 制御盤の補機への出力信号の状態を確認する。

b. 手動操作が必要な補機に対応する制御盤内のスイッチを操作し，補機の操

作信号を手動で直接入力する。 
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2. 重大事故等時の監視操作設備に係る設計上の考慮事項の補足について

2.1 各運転状態で使用する中央制御室の監視操作設備 

設計基準事故時及び重大事故等時の各運転状態において使用する，中央制御室の監視

操作設備について，以下に述べる。 

(1) 設計基準事故時（DBA）

設計基準事故対処設備の監視操作を主に中央監視操作盤及びその他制御盤を用いて

行う。 

(2) 重大事故等時（SA）

DB兼 SA設備の監視操作を中央監視操作盤，その他制御及び重大事故操作盤を用い

て行い，SA設備の監視操作は重大事故操作盤及び重大事故監視盤を用いて行う。 

SBOを伴う SA時に常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備の起動に失敗

した場合，負荷低減のため中央制御室以外での不要直流負荷切離しを行い，常設直流

電源設備又は常設代替直流電源設備からの給電により，中央監視操作盤，その他制御

盤，重大事故操作盤及び重大事故監視盤を用いて直流負荷の DB兼 SA設備及び SA設備

の監視操作を行う。 

常設直流電源設備又は常設代替直流電源設備の蓄電池の枯渇により直流設備への給

電ができない場合は，可搬型直流電源設備から給電する。 

上記を整理した結果を表 2－1に示す。 
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表 2－1 各運転状態で使用する監視操作設備 

運転状態 

当該の運転状態で使用する設備 

（使用する設備：水色 使用しない設備：灰色） 

電源 

中央監視操作盤 
その他 

制御盤 

重大事故 

操作盤及び 

重大事故監視盤 

① DBA 非常用交

流電源設

備 

② SA

(SBO時以外)

常設代替

交流電源

設備 

又は 

可搬型代

替交流電

源設備 

③ SA

(SBO時)

常設直流

電源設備 

及び 

常設代替

直流電源

設備 

又は 

可搬型代

替直流電

源設備 

④ 

③ 
② 

①安全設備制御盤

②原子炉補機制御盤

③原子炉制御盤

④タービン発電機制御盤 

⑤タービン補機制御盤

⑥所内電気盤

① 

⑤ 

⑥ 

直流負荷 
が対象 

直流負荷 
が対象 

直流負荷 
が対象 
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2.2 常時起動とする設計について 

重大事故等は，起因事象により突然発生する場合や設計基準事故から事象進展した結

果生じる場合があるため，重大事故等時にのみ使用する監視操作設備であっても，通常

運転時，運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時においても使用可能な状態にし

ておかなければ，起動操作や機器の起動中には機能を発揮できず，重大事故等発生初期

における運転員の監視操作が速やかに行えない可能性がある。 

したがって，重大事故操作盤及び重大事故監視盤は，重大事故等が生じると同時に機

能を発揮できるように常時起動とする設計とする。 

重大事故等対処設備の使用を開始する時期（例）を表 2－2に示す。 

表 2－2 重大事故等対処設備の使用を開始する時期（例） 

設備分類 
補機 

（ポンプ類，弁等） 
補機（動力電源） 監視操作設備 

設備例 

低圧原子炉代替注水ポ

ンプ

常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電

源設備 

重大事故操作盤 

設備の使用を 

開始する時期 

重大事故等時におい

て，事象進展に伴い低

圧原子炉代替注水系等

が必要になった時 

外部電源及び非常用交

流電源を喪失した時 

重大事故等発生と同時 

起動に係わる 

基本設計 

必要時起動 必要時起動 常時起動 

2.3 表示パラメータ及び SBO時に監視可能なパラメータ 

重大事故等時の監視操作設備の表示パラメータ及び SBO時において中央制御室で監視

可能なパラメータを表 2－3に示す。 
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表 2－3 重大事故等時の監視操作設備の表示パラメータ及び SBO時において中央制御室で監視可能なパラメータ（1/3） 

No. パラメータ名 
設備区分 

(検出器) 

ＥＲＳＳ

伝送パラ

メータ＊

ＳＰＤＳへ

のバックア

ップ対象 

中央監視 

操作盤 

その他 

制御盤 

重大事故 

操作盤 

SBO時 

監視可能 

パラメータ 

備考 

1 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） SA － ○ － － ○ ○

2 原子炉圧力 DB兼 SA ○ ○ － － ○ ○

3 原子炉圧力（ＳＡ） SA － ○ － － ○ ○

4 原子炉水位（広帯域） DB兼 SA ○ ○ － － ○ ○

5 原子炉水位（燃料域） DB兼 SA ○ ○ － － ○ ○

6 原子炉水位（ＳＡ） SA － ○ － － ○ ○

7 高圧原子炉代替注水流量 SA － ○ － － ○ ○

8 原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 DB兼 SA ○ ○ ○ － － 〇 

9 高圧炉心スプレイポンプ出口流量 DB兼 SA ○ ○ ○ － － － 

10 残留熱除去ポンプ出口流量 DB兼 SA ○ ○ ○ － － － 

11 低圧炉心スプレイポンプ出口流量 DB兼 SA ○ ○ ○ － － － 

12 代替注水流量(常設) SA ○ ○ － － ○ ○

13 低圧原子炉代替注水流量 SA ○ ○ － － ○ ○

14 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） SA ○ ○ － － ○ ○

15 格納容器代替スプレイ流量 SA ○ ○ － － ○ ○

16 ペデスタル代替注水流量 SA ○ ○ － － ○ ○

17 ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） SA ○ ○ － － ○ ○

18 残留熱代替除去系原子炉注水流量 SA － ○ － － ○ ○

19 残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 SA － ○ － － ○ ○

20 ドライウェル温度（ＳＡ） SA － ○ － － ○ ○

21 ペデスタル温度（ＳＡ） SA － ○ － － ○ ○

22 ペデスタル水温度（ＳＡ） SA － ○ － － ○ ○

注記＊：原子力事業者防災業務計画の修正に合わせ，必要に応じて適宜見直す。 
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表 2－3 重大事故等時の監視操作設備の表示パラメータ及び SBO時において中央制御室で監視可能なパラメータ（2/3） 

No. パラメータ名 
設備区分 

(検出器) 

ＥＲＳＳ

伝送パラ

メータ＊

ＳＰＤＳへ

のバックア

ップ対象 

中央監視 

操作盤 

その他 

制御盤 

重大事故 

操作盤 

SBO時 

監視可能 

パラメータ 

備考 

23 サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） SA － ○ － － ○ ○

24 サプレッションプール水温度（ＳＡ） SA － ○ － － ○ ○

25 ドライウェル圧力（ＳＡ） SA － ○ － － ○ ○

26 サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） SA － ○ － － ○ ○

27 サプレッションプール水位（ＳＡ） SA － ○ － － ○ ○

28 ドライウェル水位 SA － ○ － － ○ ○

29 ペデスタル水位 SA － ○ － － ○ ○

30 格納容器水素濃度（Ｂ系） DB兼 SA ○ ○ － － ○ － 

31 格納容器水素濃度（ＳＡ） SA － ○ － － ○ － 

32 
格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウ
ェル） 

DB兼 SA ○ ○ － 〇 ○ ○

33 
格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッ
ションチェンバ）

DB兼 SA ○ ○ － 〇 ○ ○

34 中性子源領域計装 DB兼 SA ○ ○ － ○ － － 

35 中間領域計装 DB兼 SA 〇 ○ － ○ － － 

36 出力領域計装 DB兼 SA － ○ － ○ － － 

37 スクラバ容器水位 SA － ○ － － ○ ○

38 スクラバ容器圧力 SA － ○ － － ○ ○

39 スクラバ容器温度 SA － ○ － － ○ ○

40 
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ
（高レンジ） 

SA － ○ － － ○ ○
重大事故監視盤

でも監視可能 

41 
第１ベントフィルタ出口放射線モニタ 
（低レンジ） 

SA － ○ － － ○ ○
重大事故監視盤

でも監視可能 

42 第１ベントフィルタ出口水素濃度 SA － ○ － － ○ ○

注記＊：原子力事業者防災業務計画の修正に合わせ，必要に応じて適宜見直す。 
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表 2－3 重大事故等時の監視操作設備の表示パラメータ及び SBO時において中央制御室で監視可能なパラメータ（3/3） 

No. パラメータ名 
設備区分 

(検出器) 

ＥＲＳＳ

伝送パラ

メータ＊

ＳＰＤＳへ

のバックア

ップ対象 

中央監視 

操作盤 

その他 

制御盤 

重大事故 

操作盤 

SBO時 

監視可能 

パラメータ 

備考 

43 残留熱除去系熱交換器入口温度 DB兼 SA － ○ － － ○ ○

44 残留熱除去系熱交換器出口温度 DB兼 SA － ○ － － ○ ○

45 残留熱除去系熱交換器冷却水流量 DB兼 SA － ○ ○ － － － 

46 高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 DB兼 SA － ○ ○ － － － 

47 残留熱除去ポンプ出口圧力 DB兼 SA － ○ － － ○ ○

48 低圧原子炉代替注水槽水位 SA － ○ － － ○ ○

49 低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 SA － ○ － － ○ ○

50 原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 DB兼 SA － ○ ○ － － 〇 

51 低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 DB兼 SA － ○ ○ － － － 

52 残留熱代替除去ポンプ出口圧力 SA － ○ － － ○ ○

53 原子炉建物水素濃度 SA － ○ － － ○ － 

54 静的触媒式水素処理装置入口温度 SA － ○ － － ○ ○

55 静的触媒式水素処理装置出口温度 SA － ○ － － ○ ○

56 格納容器酸素濃度（Ｂ系） DB兼 SA ○ ○ － － ○ － 

57 格納容器酸素濃度（ＳＡ） SA － ○ － － ○ － 

58 燃料プール水位・温度（ＳＡ） DB兼 SA － ○ － － ○ ○

59 燃料プール水位（ＳＡ） SA － ○ － － ○ － 

60 
燃料プールエリア放射線モニタ（高レン
ジ）（ＳＡ） 

SA － ○ － － ○ ○
重大事故監視盤

でも監視可能 

61 
燃料プールエリア放射線モニタ（低レン
ジ）（ＳＡ） 

SA － ○ － － ○ ○
重大事故監視盤

でも監視可能 

注記＊：原子力事業者防災業務計画の修正に合わせ，必要に応じて適宜見直す。
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2.4 設計基準事故対処設備との分離及び切替について 

重大事故操作盤は，設計基準事故対処設備の中央監視操作盤と物理的，電気的に分離

し，他の設備に悪影響を及ぼさないよう独立した設計とする。 

2.4.1 中央監視操作盤に関する分離設計 

重大事故操作盤へ出力するDB兼SA設備のパラメータについては，重大事故操作盤

の故障の影響を設計基準事故対処設備に与えないようアイソレータを用いること

で，電気的分離を図りつつ，信号の取り出しが可能な設計とする。また，重大事故

操作盤へのアイソレータからの信号取り出しの配線については，設計基準事故対処

設備の配線等と独立した設計とする。 

また，アイソレータは，常時給電可能な設計とする。 

分離設計の概念図を図2－1に，アイソレータの概念図を図2－2に示す。 

図 2－1 分離設計の概念図 

重大事故 

操作盤 

中央監視 

操作盤 

現場計器 

DB範囲 

DB／SA兼用範囲 

SA範囲 

物理的分離 

既設 DB盤 

アイソレータ

電気的分離 電気的分離 
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図 2－2 アイソレータの概念図 

電気信号 電気信号 
コイルの組合せ

電気的分離 

＜絶縁トランス＞ 

左側コイルに電流を流すと，電磁

誘導により，右側コイルにも左側

コイルに比例した電流が流れる。

また，回路は直接繋がらないの

で，電気的に絶縁可能。
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2.5 重大事故等時の監視操作設備の設置場所について 

中央監視操作盤，その他制御盤，重大事故操作盤及び重大事故監視盤の設置場所は中

央制御室とする。具体的な設置場所を図 2－3に示す。 

図2－3 重大事故等時の監視操作設備の設置場所 

1 
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１．「有毒ガス防護に係る影響評価ガイド」への適合状況について 

1.1 はじめに 

中央制御室及び緊急時対策所の有毒ガス防護に係る影響評価について，「有毒ガス防護

に係る影響評価ガイド」（平成 29 年 4 月 5 日原子力規制委員会）への適合状況を表 1－1

に示す。 
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表 1－1 有毒ガス防護に係る影響評価ガイドへの適合状況について 

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

１．総則 

１．１ 目的 

本評価ガイドは、設置許可基準規則1第２６条第３項等に関し、実用

発電用原子炉及びその附属施設（以下「実用発電用原子炉施設」とい

う。）の敷地内外（以下単に「敷地内外」という。）において貯蔵又は

輸送されている有毒化学物質から有毒ガスが発生した場合に、１．２

に示す原子炉制御室、緊急時制御室及び緊急時対策所（以下「原子炉

制御室等」という。）内並びに重大事故等対処上特に重要な操作を行

う地点（１．３（１１）参照。以下「重要操作地点」という。）にとど

まり対処する必要のある要員に対する有毒ガス防護の妥当性2を審査

官が判断するための考え方の一例を示すものである。 

 

１．２ 適用範囲 

本評価ガイドは、実用発電用原子炉施設の表1に示す有毒ガス防護

対象者の有毒ガス防護に関して適用する。 

また、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設並びに再処理施

設については、本評価ガイドを参考にし、施設の特性に応じて判断す

る。 

なお、火災・爆発による原子炉制御室等の影響評価は、原子力規制

委員会が別に定める「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」参１及

び「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」参２による。 

 

 

1.1 目的 

（目的については省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 適用範囲 → 評価ガイドどおり 

中央制御室，緊急時対策所，重要操作地点における有毒ガス防護

対象者を評価対象としている。 

 

 

 

なお，火災（大型航空機衝突に伴う火災を含む）・爆発による影

響評価は本評価では対象外とする。 
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有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

 

（解説－１）初動対応を行う者 

設計基準事故等の発生初期に、緊急時対策所において、緊急

時組織の指揮、通報連絡及び要員招集を行う者であり、指揮、

通報連絡及び要員召集のため、夜間及び休日も敷地内に常駐す

る者をいう。 

 

１．３ 用語の定義 

（１）IDLH（Immediately Dangerous to Life or Health）値 

NIOSH7で定められている急性の毒性限度（人間が30分間ばく

露された場合、その物質が生命及び健康に対して危険な影響を即

時に与える、又は避難能力を妨げるばく露レベルの濃度限度値）

をいう参３。 

（２）インリーク 

換気空調設備のフィルタを経由しないで原子炉制御室等内に

流入する空気をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 用語の定義 

ガイドに基づき用語の定義を用いる。 
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有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

（３）インリーク率 

「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法に

ついて（内規）」参４の別添資料「原子力発電所の中央制御室の空気

流入率測定試験手法」において定められた空気流入率で、換気空

調設備のフィルタを経由しないで原子炉制御室等内に流入する

単位時間当たりの空気量と原子炉制御室等バウンダリ内の体積

との比をいう。 

（４）可動源 

敷地内において輸送手段（例えば、タンクローリー等）の輸送

容器に保管されている、有毒ガスを発生させるおそれのある有毒

化学物質をいう。 

（５）緊急時制御室 

設置許可基準規則第４２条等に規定する特定重大事故等対処

施設の緊急時制御室をいう。 

（６）緊急時対策所 

 設置許可基準規則第３４条等に規定する緊急時対策所をいう。 

（７）空気呼吸具 

高圧空気容器（以下「空気ボンベ」という。）から減圧弁等を通

して、空気を面体8に供給する器具のうち顔全体を覆う自給式のプ

レッシャデマンド型のものをいう。 

（８）原子炉制御室 

設置許可基準規則第２６条等に規定する原子炉制御室をいう。 

（９）原子炉制御室等バウンダリ 
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有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

有毒ガスの発生時に、原子炉制御室等の換気空調設備によっ

て、給・排気される区画の境界によって取り囲まれている空間全

体をいう。 

（１０）固定源 

敷地内外において貯蔵施設（例えば、貯蔵タンク、配管ライン

等）に保管されている、有毒ガスを発生させるおそれのある有毒

化学物質をいう。 

（１１）重要操作地点 

重大事故等対処上、要員が一定期間とどまり特に重要な操作を

行う屋外の地点のことで、常設設備と接続する屋外に設けられた

可搬型重大事故等対処設備（原子炉建屋の外から水又は電力を供

給するものに限る。）の接続を行う地点をいう。 

（１２）有毒ガス 

気体状の有毒化学物質（国際化学安全性カード9等において、人

に対する悪影響が示されている物質）及び有毒化学物質のエアロ

ゾルをいう（有毒化学物質から発生するもの及び他の有毒化学物

質等との化学反応によって発生するものを含む。）。 

（１３）有毒ガス防護判断基準値 

技術基準規則解釈10第３８条１３、第４６条２及び第５３条３

等に規定する「有毒ガス防護のための判断基準値」であって、有

毒ガスの急性ばく露に関し、中枢神経等への影響を考慮し、運転・

対処要員の対処能力（情報を収集発信する能力、判断する能力、

操作する能力等）に支障を来さないと想定される濃度限度値をい
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有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

う。 

 

２．有毒ガス防護に係る妥当性確認の流れ 

敷地内の固定源及び可動源並びに敷地外の固定源の流出に対

して、運転・対処要員に対する有毒ガス防護の妥当性を確認する。

確認の流れを図1に示す。 

表2に、対象発生源（有毒ガス防護対象者の吸気中の有毒ガス濃

度11の評価値が有毒ガス防護判断基準値を超える発生源をいう。

以下同じ。）と有毒ガス防護対象者との関係を示す。（解説-２） 

 

（解説-２）有毒ガス防護対象者と発生源の関係 

① 原子炉制御室及び緊急時制御室の運転員 

原子炉制御室及び緊急時制御室の運転員については、対象発

生源の有無に関わらず、有毒ガスに対する防護を求めることと

した。 

② 対象発生源から発生する有毒ガス及び予期せず発生する有毒

ガス（対象発生源がない場合を含む。）に係る有毒ガス防護対象

者 

 対象発生源から発生する有毒ガスに係る有毒ガス防護対

象者 

敷地内外の固定源については、特定されたハザードがある

ため、設計基準事故時及び重大事故時（大規模損壊時を含

む。）に有毒ガスが発生する可能性を考慮し、運転・対処要員

 

 

2. 有毒ガス防護に係る妥当性確認の流れ → 評価ガイドどおり 

敷地内の固定源及び可動源並びに敷地外の固定源に対して，別添 

図 1－1のフローに従い評価している。 

有毒ガス影響評価にあたっては，防護対象者を評価ガイド表 2のと

おり設定している。 
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有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

を有毒ガス防護対象者とすることとした。 

ただし、プルーム通過中及び重大事故等対処上特に重要な

操作中において、敷地内に可動源が存在する（有毒化学物質

の補給を行う）ことが想定し難いことから、当該可動源に対

しては、運転・指示要員以外については有毒ガス防護対象者

としなくてもよいこととした。 

 予期せず発生する有毒ガス（対象発生源がない場合を含

む。）に係る有毒ガス防護対象者 

特定されたハザードはない場合でも、通常運転時に有毒ガ

スが発生する可能性を考慮し、運転・初動要員を有毒ガス防

護対象者とすることとした。 

また、当該有毒ガス防護対象者は、設計基準事故時及び重

大事故時（大規模損壊時を含む。）にも、通常運転時と同様に

防護される必要がある。 
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有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

 

 

 

 
別添図 1－1 → 評価ガイドどおり 
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有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

 

 

 

 

３．評価に当たって行う事項 

３．１ 固定源及び可動源の調査 

（１）敷地内の固定源及び可動源並びに原子炉制御室から半径10km以

内にある敷地外の固定源を調査対象としていることを確認する。

（解説-３） 

 

1) 固定源 

① 敷地内に保管されている全ての有毒化学物質 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表 2 有毒ガス防護対象者と対象発生源の関係 → 評価ガイドのと

おり 

  敷地内外の固定源は，運転・対処要員を防護対象者としている。 

  敷地内の可動源は，運転・指示要員を防護対象者としている。 

  予期せず発生する有毒ガスは，運転・初動要員を防護対象者として

いる。 

 

3. 評価に当たって行う事項 

3.1 固定源及び可動源の調査 

3.1(1) → 評価ガイドのとおり 

敷地内の固定源及び可動源並びに中央制御室等から半径 10km以内

にある敷地外固定源を調査対象としている。なお，固定源及び可動源

については，評価ガイドの定義等に従う。 

1) 固定源 

① 敷地内の固定源は，以下のように調査した。 

調査対象とする有毒化学物質は，「（１２）有毒ガス」の定義中

に「有毒化学物質（国際科学安全性カード等において，人に対す

る悪影響が示されている物質）」と定義されていることから，「人

に対する悪影響が示されている物質」として「（１３）有毒ガス防

護判断基準値」の定義における「有毒ガス等の急性ばく露に関し，

中枢神経への影響を考慮し，」に記載されている「中枢神経影響」

だけでなく，対処能力を損なう要因として，中枢神経影響だけで

なく急性の致死影響及び呼吸障害（呼吸器への影響）も考慮した。 
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有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 敷地外に保管されている有毒化学物質のうち、運転・対処要員

の有毒ガス防護の観点から、種類及び量によって影響があるお

それのある有毒化学物質 

a) 原子炉制御室から半径10kmより遠方であっても、原子炉制

御室から半径10km近傍に立地する化学工場において多量に保

有されている有毒化学物質は対象とする。 

b) 地方公共団体が定めた「地域防災計画」等の情報（例えば、

有毒化学物質を使用する工場、有毒化学物質の貯蔵所の位置、

物質の種類・量）を活用してもよい。ただし、これらの情報に

よって保管されている有毒化学物質が特定できない場合は、事

業所の業種等を考慮して物質を推定するものとする。 

 

また，参照する情報源は，定義に記載されている「国際化学安

全性カード」のみではなく，急性毒性の観点で国内法令にて規制

されている物質及び化学物質の有害性評価等の世界標準システ

ムを参照とすることで，網羅的に抽出することとした。（別添 別

紙 1） 

発電所構内で有毒化学物質を含むものを整理したうえで，生活

用品については，日常に存在するものであり，運転員の対処能力

に影響を与える観点で考慮不要と考えられることから，調査対象

外と整理した。 

また，製品性状として，固体や潤滑油のように，有毒ガスを発

生させるおそれがないものについては，調査対象外と整理した。 

② 敷地外の固定源は，運転・対処要員の有毒ガス防護の観点から，

種類及び量によって影響があるおそれのある有毒化学物質を調

査対象とすべく，「地域防災計画」のみではなく，届出義務のある

対象法令を選定し，取扱量の観点及び発電所の立地から「毒物及

び劇物取締法」，「消防法」及び「高圧ガス保安法」に対して調査

を実施した。（別添 別紙 2） 
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有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

2) 可動源 

敷地内で輸送される全ての有毒化学物質 

 

 

 

 

（２）有毒化学物質の性状、貯蔵量、貯蔵方法その他の理由により調査

対象外としている場合には、その根拠を確認する。（解説-４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 可動源 

敷地内の可動源は，敷地内の固定源と同様に整理を実施した。 

具体的には，有毒化学物質として抽出する化学物質は同じで，生

活用品や性状等により，運転員の対処能力に影響を与える観点で

考慮不要と判断できるものは調査対象外と整理した。 

 

3.1(2) → 評価ガイドのとおり 

性状等により人体への影響がないと判断できるもの以外は，有毒

化学物質の性状・保管状況（揮発性及びエアロゾル化の可能性，ボン

ベ保管，配備量，建物内保管）に基づき，漏えい時に大気中に多量に

放出されるおそれのないものを整理した。また，性状から密閉空間の

みで影響があるものは調査対象外としている。（別紙 2－5） 
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有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添図 2－1 固定源の特定フロー 
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有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）調査対象としている固定源及び可動源に対して、次の項目を確認

する。 

－有毒化学物質の名称 

－有毒化学物質の貯蔵量 

－有毒化学物質の貯蔵方法 

－原子炉制御室等及び重要操作地点と有毒ガスの発生源との位置

関係（距離、高さ、方位を含む。） 

－防液堤の有無（防液堤がある場合は、防液堤までの最短距離、防

 

別添図 2－2 可動源の特定フロー 

 

3.1(3) → 評価ガイドのとおり 

調査対象としている固定源及び可動源に対して，名称，貯蔵量，貯

蔵方法，位置関係，防液堤の有無及び有毒ガス発生の抑制等の効果が

見込める設備を示している。 

（敷地内固定源：別添 表 2－2，2－3，可動源：別添 表 2－5，敷地

外固定源：別添 表 2－6） 
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有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

液堤の内面積及び廃液処理槽の有無）（解説-５） 

－電源、人的操作等を必要とせずに、有毒ガス発生の抑制等の効果

が見込める設備（例えば、防液堤内のフロート等）（解説-５） 

 

（解説-３）調査対象とする地理的範囲 

「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」（火災発生の地理

的範囲を発電所敷地から半径10kmに設定。）及び米国規制ガイド

（有毒化学物質の地理的範囲を原子炉制御室から5マイル（約

8km）に設定。）参５を参考として設定した。 

 

（解説-４）調査対象外とする場合 

貯蔵容器が損傷し、容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量

が流出しても、有毒ガスが大気中に多量に放出されるおそれがな

いと説明できる場合。（例えば、使用場所が限定されていて貯蔵量

及び使用量が少ない試薬等） 

 

（解説-５）対象発生源特定のためのスクリーニング評価の際に考慮し

てもよい設備 

有毒ガスが発生した際に、受動的に機能を発揮する設備につい

ては、考慮してもよいこととする。例えば、防液堤は、防液堤が

破損する可能性があったとしても、更地となるような壊れ方はせ

ず、堰としての機能を発揮すると考えられる。また、防液堤内の

フロートや電源、人的操作等を必要としない中和槽等の設備は、
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有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

有毒ガス発生の抑制等の機能が恒常的に見込めると考えられる。

このことから、対象発生源特定のためのスクリーニング評価（以

下単に「スクリーニング評価」という。）においても、これらの設

備は評価上考慮してもよい。 

３．２ 有毒ガス防護判断基準値の設定 

1)～6)の考えに基づき、発電用原子炉設置者が有毒ガス防護判断基

準値を設定していることを確認する。（図2参照） 

1) ３．１で調査した化学物質が有毒化学物質であるかを確認す

る。有毒化学物質である場合は、2)による。そうでない場合に

は、評価の対象外とする。 

2) 当該有毒化学物質にIDLH値があるかを確認する。ある場合は

3)に、ない場合は5)による。 

3) 当該有毒化学物質に中枢神経に対する影響があるかを確認す

る。ある場合は4)に、ない場合は当該IDLH値を有毒ガス防護判

断基準値とする。 

4) IDLH値の設定根拠として、中枢神経に対する影響も考慮した

データを用いているかを確認する。用いている場合は、当該

IDLH値を有毒ガス防護判断基準値とする。用いていない場合

は、5)による。 

5) 日本産業衛生学会の定める最大許容濃度12があるか確認する。

ある場合は、当該最大許容濃度を有毒ガス防護判断基準値とす

る。ない場合は、6)による。 

6) 文献等を基に、発電用原子炉設置者が有毒ガス防護判断基準値

 

 

 

 

3.2 有毒ガス防護判断設定基準値の設定 → 評価ガイドのとおり 

固定源及び可動源として特定した物質「塩酸」，「アンモニア」は，

図 2のフローに従い有毒ガス防護判断基準値を設定している。 

1) 有毒化学物質を抽出しており，2)へ移行。 

 

 

2) 「塩酸」，「アンモニア」は，IDLH値があるため，3)へ。 

 

3) 「塩酸」，「アンモニア」は，中枢神経影響がないことから，IDLH

値を有毒ガス防護判断基準値とする。 

 

4) 以降 該当する物質はない。 
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有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

を適切に設定する。 

設定に当たっては、次の複数の文献等に基づき、物質ごとに、

運転・対処要員の対処能力に支障を来さないと想定される限界

濃度を、有毒ガス防護判断基準値として発電用原子炉設置者が

適切に設定していることを確認する。 

－ 化 学 物 質 総 合 情 報 提 供 シ ス テ ム  Chemical Risk 

Information Platform(CHRIP)13 

－産業中毒便覧14 

－有害性評価書15 

－許容濃度等の提案理由16、許容濃度の暫定値の提案理由10 

－化学物質安全性（ハザード）評価シート17 

また、「適切に設定している」とは、設定に際し、最低限、次の

①～③を行っていることをいう。 

① 人に対する急性ばく露影響のデータを可能な限り用いてい

ること 

② 中枢神経に対する影響がある有毒化学物質については、人

の中枢神経に対する影響に関するデータを参考にしている

こと 

③ 文献の最新版を踏まえていること 

 

図3に、文献等に基づき有毒ガス防護判断基準値を設定する場合の

考え方の例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ICSCの短期ばく露の影響を参照している。 

 

② 「塩酸」，「アンモニア」は，いずれも中枢神経に影響がある物質

ではないことを確認している。 

 

③ ICSCは各物質毎の最新更新年月版，IDLHは 1994年版を参照した。 
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有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

 

 

 

別添 図 3－1 → 評価ガイドどおり 
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有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

 

別添 表 3－2 → 評価ガイドどおり 

（塩酸） 
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有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添 表 3－2 → 評価ガイドどおり 

（アンモニア） 
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有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

なお、空気中にｎ種類の有毒ガス（他の有毒化学物質等との化学反

応によって発生するものを含む。）がある場合は、それらの有毒ガスの

濃度の、それぞれの有毒ガス防護判断基準値に対する割合の和が１よ

り小さいことを確認する。 

 

 

４．スクリーニング評価 

敷地内の固定源及び可動源並びに敷地外の固定源から有毒ガスが

発生した場合、防護措置を考慮せずに、原子炉制御室等及び重要操作

地点ごとにスクリーニング評価を行い、対象発生源を特定しているこ

とを確認する。表3に場所と対象発生源ごとのスクリーニング評価の

要否を、４．１～４．５に、スクリーニング評価の手順の例を示す。 

 

 

 

複数の有毒ガスを考慮する必要がある場合はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. スクリーニング評価 → 評価ガイドのとおり 

敷地内及び敷地外の固定源から有毒ガスが発生した場合，防護措置

を考慮せずに中央制御室，緊急時対策所及び重要操作地点ごとにスク

リーニング評価を行った。評価の結果，対象発生源はなかった。 

なお，重要操作地点は，「（11）重要操作地点」」の定義「重大事故等

対処上，要員が一定期間とどまり特に重要な操作を行う屋外の地点の

ことで，常設設備と接続する屋外に設けられた可搬型重大事故等対処

設備（原子炉建物の外から水又は電力を供給するものに限る。）の接続

を行う地点」として設定した。 

敷地内の可動源は，スクリーニング評価を行わず，対象発生源とし

て 6.1.2の対策を行うこととしている。 
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有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

４．１ スクリーニング評価対象物質の設定（種類、貯蔵量及び距離） 

３．１を基に、スクリーニング評価対象となった有毒化学物質の全

てについて、貯蔵されている有毒化学物質の種類、貯蔵量及び距離が

設定されているか確認する。 

 

 

４．２ 有毒ガスの発生事象の想定 

有毒ガスの発生事象として、①及び②をそれぞれ想定する。 

①敷地内外の固定源については、敷地内外の貯蔵容器全てが損傷

し、当該全ての容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量流出

によって発生した有毒ガスが大気中に放出される事象 

 

 

②敷地内の可動源については、敷地内可動源の中で影響の最も大

きな輸送容器が１基損傷し、容器に貯蔵されている有毒化学物

質の全量流出によって発生した有毒ガスが大気中に放出され

る事象 

 

有毒ガス発生事象の想定の妥当性を判断するに当たり、（１）及び

（２）について確認する。 

（１）敷地内外の固定源 

① 原子炉制御室、緊急時制御室、緊急時対策所及び重要操作地点

を評価対象としていること。 

4.1 スクリーニング評価対象物質の設定 → 評価ガイドのとおり 

3.1 をもとに，スクリーニング対象となった有毒化学物質のすべ

てについて，貯蔵されている有毒化学物質の種類，貯蔵量及び距離

が設定されている。（敷地内固定源：別添 表 2－2，2－3，可動源：

別添 表 2－5，敷地外固定源：別添 表 2－6） 

 

4.2 有毒ガスの発生事象の想定 → 評価ガイドのとおり 

 

① 敷地内外の固定源は，敷地内の貯蔵容器が損傷し，容器に貯

蔵されている有毒化学物質の全量放出によって発生した有毒

ガスが大気中に放出される事象を想定している。また、有毒ガ

ス発生事象の想定の妥当性を判断するに当たり、中央制御室、

緊急時対策所及び重要操作地点を評価対象としている。 

② 敷地内の可動源は，スクリーニング評価を行わずに，6.1.2の

対策を行うこととしている。 

 

 

 

 

 

(1) 敷地内外の固定源 

① 有毒ガス発生事象の想定の妥当性を判断するに当たり，中央制御

室，緊急時対策所及び重要操作地点を評価対象としている。 
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有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

② 敷地内外の貯蔵容器については、同時に全ての貯蔵容器が損

傷し、容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量が流出すると

仮定していること。 

（２）敷地内の可動源 

① 原子炉制御室、緊急時制御室及び緊急時対策所を評価対象と

していること。 

② 有毒ガスの発生事故の発生地点は、敷地内の実際の輸送ルー

ト全てを考慮して決められていること。 

③ 輸送量の最大のもので、容器に貯蔵されている有毒化学物質

の全量が流出すると仮定していること。 

 

４．３ 有毒ガスの放出の評価 

固定源及び可動源ごとに、有毒ガスの単位時間当たりの大気中への

放出量及びその継続時間が評価されていることを確認する。ただし、

同じ種類の有毒化学物質が同一防液堤内に複数ある場合には、一つの

固定源と見なしてもよい。 

有毒ガスの放出量評価の妥当性を判断するに当たり、1)～5)を確認

する。 

1) 貯蔵されている有毒化学物質の性状に応じた、有毒ガスの大気中

への放出形態になっていること（例えば、液体で保管されている

場合、液体で放出されプールを形成し蒸発する等。）。 

 

 

② 敷地内外の固定源は，敷地内の貯蔵容器が破損し，容器に貯蔵さ

れている有毒化学物質の全量放出によって発生した有毒ガスが大

気中に放出される事象を想定している。 

(2) 敷地内の可動源 

スクリーニング評価を実施しないため対象外。 

 

 

 

 

 

 

4.3 有毒ガスの放出の評価 → 評価ガイドどおり 

敷地内外の固定源について，有毒ガスの放出の評価にあたり，大気

中への放出量及び継続時間を評価している。（中央制御室の機能に関

する説明書及び緊急時対策所の機能に関する説明書 表 4－5） 

なお，同じ種類の有毒化学物質が同一防液堤内に複数ないことを

確認している。 

 

1) 敷地内の固定源からの液体の漏えいにおいては，全量が堰に流

出し，堰内でプールを形成し蒸発するとしている。敷地外の固定源

からの漏えいは，固定源が冷媒で保管されていると特定しており，

過去の事故事例から損傷形態を考慮すると，瞬時放出は考えにく

く，現実的な破断口径による継続的な漏えい形態を想定する。 
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有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

2) 貯蔵されている有毒化学物質が液体で放出される場合、液体が広

がる面積（例えば、防液堤の容積及び材質、排液口の有無、防液

堤がない場合に広がる面積等）の妥当性が示されていること。 

3) 次の項目から判断して、有毒ガスの性状、放出形態に応じて、有

毒ガスの放出量評価モデルが適切に用いられていること。 

－有毒化学物質の漏えい量 

－有毒化学物質及び有毒ガスの物性値（例えば、蒸気圧、密度等） 

－有毒ガスの放出率（評価モデルの技術的妥当性を含む。） 

4) 他の有毒化学物質等との化学反応によって有毒ガスが発生する

可能性のある場合には、それを考慮していること。 

 

5) 放出継続時間については、終息活動が行われないものと仮定し、

有毒ガスの発生が自然に終息するまでの時間を計算しているこ

と。 

 

４．４ 大気拡散及び濃度の評価 

下記の原子炉制御室等外評価点及び重要操作地点での濃度の評価

が行われ、運転・対処要員の吸気中の濃度が評価されていることを確

認する。 

また、その際に、原子炉制御室等外評価点での濃度の有毒ガスが原

子炉制御室等の換気空調設備の通常運転モードで、原子炉制御室等内

に取り込まれると仮定していることを確認する。 

 

2) 敷地内固定源に対して，全量流出後に受動的に機能を発揮する

設備として，堰を設定した。全量流出であっても堰内におさまるこ

とを確認し，開口部面積で蒸発することの妥当性を示している。 

3) 1)で想定する漏えい状態，全量漏えいを想定すること，有毒化学

物質の物性値から，温度に応じた蒸発率にて開口部面積で蒸発す

ると想定した。 

 

 

4) 他の有毒化学物質との化学反応によって有毒ガスが発生するこ

とのないよう，貯蔵容器を配置していることを確認した。（添付資

料 5） 

5) 放出継続時間については，終息活動をしないと仮定したうえで，

評価している。（中央制御室の機能に関する説明書及び緊急時対策

所の機能に関する説明書 表 4－5） 

 

4.4 大気拡散及び濃度の評価 → 評価ガイドどおり 

中央制御室等の外気取込口や重要操作地点での濃度評価を実施

している。 
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有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

４．４．１ 原子炉制御室等外評価点 

原子炉制御室等の外気取入口が設置されている位置を原子炉制御

室等外評価点としていることを確認する。 

 

４．４．２ 原子炉制御室等外評価点及び重要操作地点での濃度評価 

大気中へ放出された有毒ガスの原子炉制御室等外評価点及び重要

操作地点での濃度が評価されていることを確認する。 

原子炉制御室等外評価点及び重要操作地点での濃度評価の妥当性

を判断するに当たり、1)～6)を確認する。 

1) 次の項目から判断して、評価に用いる大気拡散条件（気象条件を

含む。）が適切であること。 

－気象データ（年間の風向、風速、大気安定度）は評価対象とす

る地理的範囲を代表していること。 

－評価に用いた観測年が異常年でないという根拠が示されてい

ること参６。 

2) 次の項目から判断して、有毒ガスの性状、放出形態に応じて、大

気拡散モデルが適切に用いられていること。 

－大気拡散の解析モデルは、検証されたものであり、かつ適用範

囲内で用いられていること（選定した解析モデルの妥当性、不

確かさ等が試験解析、ベンチマーク解析等により確認されてい

ること。）。 

3) 地形及び建屋等の影響を考慮する場合には、そのモデル化の妥当

性が示されていること（例えば、三次元拡散シミュレーションモ

4.4.1 原子炉制御室等外評価点 → 評価ガイドどおり 

中央制御室等の外気取込口が設置されている位置を中央制御

室等外評価点としている。 

 

4.4.2 原子炉制御室等外評価点及び重要操作地点での濃度評価  

→ 評価ガイドどおり  

大気中へ放出された有毒ガスの中央制御室等外評価点での濃

度を評価している。（中央制御室の機能に関する説明書及び緊急

時対策所の機能に関する説明書 表 4－5） 

1) 評価に用いる大気拡散条件（気象条件を含む。）のうち，気象デ

ータ（年間の風向，風速，大気安定度）は評価対象とする地理的範

囲を代表しており，評価に用いた観測年が異常年でないことを確

認している。（添付資料 5） 

 

 

2) 大気拡散の解析モデルは，有毒ガスの性状，放出形態等を考慮

し，ガウスプルームモデルを用いている。ガウスプルームモデル

は，検証されており，中央制御室居住性評価においても使用した実

績がある。 

 

 

3) 建物等の影響は，「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ば

く評価手法について（内規）」に基づき，考慮している。 
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デルを用いる場合等）。 

4) 敷地内外に関わらず、複数の固定源から大気中へ放出された有毒

ガスの重ね合わせを考慮していること。（解説-６） 

 

5) 有毒ガスの発生が自然に終息し、原子炉制御室等外評価点及び重

要操作地点での有毒ガスの濃度がおおむね発生前の濃度となる

まで計算していること。 

6) 原子炉制御室等外評価点及び重要操作地点での濃度は、年間の気

象条件を用いて計算したもののうち、厳しい値が評価に用いられ

ていること（例えば、毎時刻の原子炉制御室等外評価点での濃度

を年間について小さい方から累積した場合、その累積出現頻度が

97％に当たる値が用いられていること等参６。）。 

 

（解説-６）敷地内外の複数の固定源からの有毒ガスの重ね合わせ 

例えば、ガウスプルームモデルを用いる場合、評価点から見て、

評価点と固定源とを結んだ直線が含まれる風上側の（１６方位の

うちの）１方位及びその隣接方位に敷地内外の固定源が複数ある

場合、個々の固定源からの中心軸上の濃度の計算結果を合算する

ことは保守的な結果を与えると考えられる。評価点と個々の固定

源の位置関係、風向等を考慮した、より現実的な濃度の重ね合わ

せ評価を実施する場合には、その妥当性が示されていることを確

認する。なお、敷地内可動源については、敷地内外の固定源との

重ね合わせは考慮しなくてもよい。 

 

4) 固定源が存在する 16方位の１方位に対して，その隣接方位に存

在する固定源からの大気中へ放出された有毒ガスの重ね合わせを

考慮する。 

5)  放出継続時間については，終息活動をしないと仮定したうえ

で，蒸発率が一定として評価している。 

 

6) 中央制御室外評価点での濃度は，年間の気象条件を用いて計算

したもののうち，毎時刻の中央制御室外評価点での濃度を年間に

ついて小さい方から累積した場合，その累積出現頻度が 97％に当

たる値を用いている。 
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有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

４．４．３運転・対処要員の吸気中の濃度評価 

運転・対処要員の吸気中の濃度として、原子炉制御室等については

室内の濃度が、重要操作地点については４．４．２の濃度が、それぞ

れ評価されていることを確認する。 

原子炉制御室等内及び重要操作地点の運転・対処要員の吸気中の濃

度評価の妥当性を判断するに当たり、1)及び2)を確認する。 

1) 原子炉制御室等外評価点の空気に含まれる有毒ガスが、原子炉制

御室等の換気空調設備の通常運転モードによって原子炉制御室

等内に取り込まれると仮定していること。 

2) 敷地内の可動源の場合は、有毒化学物質ごとに想定された輸送ル

ート上で有毒ガス濃度を評価した結果の中で、最も高い濃度が選

定されていること。（図4参照） 

 

 

 

 

4.4.3  運転・対処要員の吸気中の濃度評価 → 評価ガイドどおり 

原子炉制御室等については 1)の評価をすることで室内の濃

度を，重要操作地点に対しては操作地点における濃度を評価し

ている。 

敷地内の可動源は，スクリーニング評価を行わずに，6.1.2の

対策を行うこととしている。 

1) 中央制御室等の外気取込口が設置されている位置を中央制御室

等外評価点としており，本地点における濃度を評価することで，室

内濃度を評価できる。 
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有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

４．５ 対象発生源の特定 

基本的にスクリーニング評価の結果に基づき、対象発生源が特定さ

れていることを確認する。ただし、タンクの移設等を行う場合には、

再スクリーニングの評価結果も確認する。 

 

 

５．有毒ガス影響評価 

スクリーニング評価の結果、特定された対象発生源を対象に、防護

措置等を考慮した有毒ガス影響評価が行われていることを確認する。

５．１及び５．２に有毒ガス影響評価の手順の例を示す。 

 

 

５．１ 有毒ガスの放出の評価 

特定した対象発生源ごとに、有毒ガスの単位時間当たりの大気中へ

の放出量及びその継続時間が評価されていることを確認する。ただ

し、同じ種類の有毒化学物質が同一防液堤内に複数ある場合には、一

つの固定源と見なしてもよい。 

有毒ガスの放出量評価の妥当性を判断するに当たり、1)～5)を確認

する。 

1) 貯蔵されている有毒化学物質の性状に応じた、有毒ガスの大気中

への放出形態になっていること（例えば、液体で保管されている

場合、液体で放出されプールを形成し蒸発する等。）。 

2) 貯蔵されている有毒化学物質が液体で放出される場合、液体が広

4.5 対象発生源の特定 → 評価ガイドどおり 

敷地内外の固定源は，スクリーニング評価の結果に基づき，対象発

生源がないことを確認している。 

（中央制御室の機能に関する説明書及び緊急時対策所の機能に関

する説明書 表 4－5） 

 

5. 有毒ガス影響評価 → 評価ガイドどおり 

敷地内外の固定源は，対象発生源がないため，防護措置等を考慮し

た有毒ガス影響評価は不要である。 

敷地内の可動源は，スクリーニング評価を行わずに，6.1.2 の対策

を行うこととしている。 
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有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

がる面積（例えば、防液堤の容積及び材質、排液口の有無、防液

堤がない場合に広がる面積等）の妥当性が示されていること。 

3) 次の項目から判断して、有毒ガスの性状、放出形態に応じて、有

毒ガスの放出量評価モデルが適切に用いられていること。 

－有毒化学物質の漏えい量 

－有毒化学物質及び有毒ガスの物性値（例えば、蒸気圧、密度等） 

－有毒ガスの放出率（評価モデルの技術的妥当性を含む。） 

4) 他の有毒化学物質等との化学反応によって有毒ガスが発生する

場合には、それを考慮していること。 

5) 放出継続時間については、中和等の終息活動を行わない場合は、

有毒ガスの発生が自然に終息するまでの時間を計算しているこ

と。終息活動を行う場合は、有毒ガスの発生が終息するまでの時

間としてもよい。 

 

５．２ 大気拡散及び濃度の評価 

下記の原子炉制御室等外評価点及び重要操作地点での濃度の評価

が行われ、運転・対処要員の吸気中の濃度が評価されていることを確

認する。 

また、その際に、原子炉制御室等外評価点での濃度の有毒ガスが原

子炉制御室等の換気空調設備の運転モードに応じて、原子炉制御室等

内に取り込まれると仮定していることを確認する。 

 

５．２．１ 原子炉制御室等外評価点 
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有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

原子炉制御室等外評価点の設定の妥当性を判断するに当たり、原子

炉制御室等の換気空調設備の隔離を考慮する場合、1)及び2)を確認す

る。（解説-７） 

1) 外気取入口から外気を取り入れている間は、外気取入口が設置さ

れている位置を評価点としていること。 

2) 外気を遮断している間は、発生源から最も近い原子炉制御室等バ

ウンダリ位置を評価点として選定していること。 

 

（解説-７）原子炉制御室等外評価点の選定 

有毒ガスの発生時に外気を取り入れている場合には主に外気

取入口を介して、また有毒ガスの発生時に外気を遮断している場

合にはインリークによって、原子炉制御室等の属する建屋外から

原子炉制御室等内に有毒ガスが取り込まれることが考えられる。

このため、原子炉制御室等の換気空調設備の運転モードに応じ

て、評価点を適切に選定する。 

 

５．２．２ 原子炉制御室等外評価点及び重要操作地点での濃度評価 

大気中へ放出された有毒ガスの原子炉制御室等外評価点及び重要

操作地点での濃度が評価されていることを確認する。 

原子炉制御室等外評価点及び重要操作地点での濃度評価の妥当性

を判断するに当たり、1)～5)を確認する。 

1) 次の項目から判断して、評価に用いる大気拡散条件（気象条件を

含む。）が適切であること。 
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有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

－気象データ（年間の風向、風速、大気安定度）は評価対象とす

る地理的範囲を代表していること。 

－評価に用いた観測年が異常年でないという根拠が示されてい

ること参６。 

2) 次の項目から判断して、有毒ガスの性状、放出形態に応じて、大

気拡散モデルが適切に用いられていること。 

－大気拡散の解析モデルは、検証されたものであり、かつ適用範

囲内で用いられていること（選定した解析モデルの妥当性、不

確かさ等が試験解析、ベンチマーク解析等により確認されてい

ること。）。 

3) 地形及び建屋等の影響を考慮する場合には、そのモデル化の妥当

性が示されていること（例えば、三次元拡散シミュレーションモ

デルを用いる場合等）。 

4) 敷地内外に関わらず、複数の固定源から大気中へ放出された有毒

ガスの重ね合わせを考慮していること。（解説-６） 

5) 原子炉制御室等外評価点及び重要操作地点での濃度は、年間の気

象条件を用いて計算したもののうち、厳しい値が評価に用いられ

ていること（例えば、毎時刻の原子炉制御室等外評価点での濃度

を年間について小さい方から累積した場合、その累積出現頻度が

97％に当たる値が用いられていること等参６。）。 

 

５．２．３ 運転・対処要員の吸気中の濃度評価 

運転・対処要員の吸気中の濃度として、原子炉制御室等については
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有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

室内の濃度が、重要操作地点については５．２．２の濃度が、それぞ

れ評価されていることを確認する。 

原子炉制御室等内及び重要操作地点の運転・対処要員の吸気中の濃

度評価の妥当性を判断するに当たり、1)～5)を確認する。 

1) 有毒ガスの発生時に、原子炉制御室等の換気空調設備の隔離を想

定している場合には、外気を遮断した後は、インリークを考慮し

ていること。また、その際に、設定したインリーク率の妥当性が

示されていること。 

2) 原子炉制御室等内及び重要操作地点の濃度が最大となるまで計

算していること。 

3) 原子炉制御室等内及び重要操作地点の濃度が有毒ガス防護判断

基準値を超える場合には、有毒ガス防護判断基準値への到達時間

を計算していること。 

4) 敷地内の可動源の場合、有毒化学物質ごとに想定された輸送ルー

ト上で有毒ガス濃度を評価した結果の中で、最も高い濃度が選定

されていること。（図2参照） 

5) 次に例示するような、敷地内の有毒化学物質の漏えい等の検出か

ら対応までの適切な所要時間を考慮していること。 

－原子炉制御室等の換気空調設備の隔離を想定している場合は、

換気空調設備の隔離完了までの所要時間。 

－原子炉制御室等の正圧化を想定している場合は、正圧化までの

所要時間。 

－空気呼吸具若しくは同等品（酸素呼吸器等）又は防毒マスク（以
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有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

下「空気呼吸具等」という。）の着用を想定している場合は、着

用までの所要時間。 

６．有毒ガス防護に対する妥当性の判断 

運転・対処要員に対する有毒ガス防護の妥当性を判断するに当た

り、６．１及び６．２を確認する。 

６．１ 対象発生源がある場合の対策 

６．１．１ 運転・対処要員の吸気中の有毒ガスの最大濃度 

 

有毒ガス影響評価の結果、原子炉制御室等内及び重要操作地点の運

転・対処要員の吸気中の有毒ガスの最大濃度が、有毒ガス防護判断基

準値を下回ることを確認する18。 

 

 

 

６．１．２ スクリーニング評価結果を踏まえて行う対策 

６．１．２．１ 敷地内の対象発生源への対応 

 

 

 

 

（１）有毒ガスの発生及び到達の検出 

 有毒ガスの発生及び到達の検出について、1)及び2)を確認する。

（解説-８） 

 

 

6. 有毒ガス防護に対する妥当性の判断 

 

 

6.1 対象発生源がある場合の対策 

6.1.1 運転・対処要員の吸気中の有毒ガスの最大濃度 → 評価ガ

イドどおり 

敷地内外の固定源は，スクリーニング評価の結果，対象発生源

がないため，防護措置等を考慮した有毒ガス影響評価は不要で

ある。 

敷地内の可動源は，スクリーニング評価を行わずに，6.1.2の

対策を行うこととしている。 

 

6.1.2 スクリーニング評価結果を踏まえて行う対策 

6.1.2.1 敷地内の対象発生源への対応 

敷地内の可動源に対しては，発電所敷地内へ入構する際，

立会人等を入構箇所に派遣し，受入完了まで可動源に随行・

立会を実施する手順及び実施体制を整備することとしてい

る。 

(1) 有毒ガスの発生及び到達の検出 → 評価ガイドどおり 

敷地内外の固定源に対しては，スクリーニング評価の結果，対

象発生源がないため，有毒ガスの発生及び到達の検出は不要で
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有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

 

 

 

1) 有毒ガスの発生の検出 

次の項目を踏まえ、敷地内の対象発生源（固定源）の近傍にお

いて、有毒ガスの発生又は発生の兆候を検出する装置が設置され

ていること。 

－当該装置の選定根拠が示されていること。 

－検出までの応答時間が適切であること。 

2) 有毒ガスの到達の検出 

次の項目を踏まえ、原子炉制御室等の換気空調設備等におい

て、有毒ガスの到達を検出するための装置が設置されているこ

と。 

 －当該装置の選定根拠が示されていること。 

 －有毒ガス防護判断基準値レベルよりも十分低い濃度レベル

で検出できること。 

－検出までの応答時間が適切であること。 

（２）有毒ガスの警報 

有毒ガスの警報について、①～④を確認する。（解説-８） 

① 原子炉制御室及び緊急時制御室に、前項（１）1）及び2）の検出

装置からの信号を受信して自動的に警報する装置が設置されて

いること。 

② 緊急時対策所については、前項（１）2）の検出装置からの信号

ある。 

敷地内の可動源に対しては，人による認知が期待できること

から，有毒ガスの発生及び到達の検出は不要である。 

1) 有毒ガスの発生の検出 → 評価ガイドどおり 

敷地内外の固定源に対しては，スクリーニング評価の結果，対

象発生源がないため，有毒ガスの発生の検出は不要である。 

 

 

 

2) 有毒ガスの到達の検出 → 評価ガイドどおり 

敷地内外の固定源に対しては，スクリーニング評価の結果，対

象発生源がないため，有毒ガスの到達の検出は不要である。 

 

 

 

 

 

(2) 有毒ガスの警報 → 評価ガイドどおり 

敷地内外の固定源に対しては，スクリーニング評価の結果，対

象発生源がないため，有毒ガスの警報は不要である。 

敷地内の可動源に対しては，人による認知が期待できること

から，検出する装置が不要のため，有毒ガスの警報も不要であ

る。（評価ガイド解説-8） 



 

 

 

34
 

 

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

を受信して自動的に警報する装置が設置されていること。 

③「警報する装置」は、表示ランプ点灯だけでなく同時にブザー鳴

動等を行うことができること。 

④ 有毒ガスの警報は、原子炉制御室等の運転・対処要員が適切に確

認できる場所に設置されていること（例えば、見やすい場所に設

置する等。）。 

（３）通信連絡設備による伝達 

通信連絡設備による伝達について、①及び②を確認する。 

① 既存の通信連絡設備により、有毒ガスの発生又は到達を検知し

た運転員から、当該運転員以外の運転・対処要員に有毒ガスの発

生を知らせるための手順及び実施体制が整備されていること。 

② 敷地内で異臭等の異常が確認された場合には、これらの異常の

内容を原子炉制御室又は緊急時制御室の運転員に知らせ、運転員

から、当該運転員以外の運転・対処要員に知らせるための手順及

び実施体制が整備されていること。 

 

（４）防護措置 

原子炉制御室等内及び重要操作地点において、運転・対処要員の

吸気中の有毒ガスの濃度が有毒ガス防護判断基準値を超えないよ

う、スクリーニング評価結果を踏まえ、必要に応じて1)～5)の防護

措置を講じることを有毒ガス影響評価において前提としている場

合には、妥当性の判断において、講じられた防護措置を確認する19。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 通信連絡設備による伝達 → 評価ガイドどおり 

敷地内外の固定源に対しては，スクリーニング評価の結果，対

象発生源がないため，通信連絡設備による伝達は不要である。 

敷地内の可動源に対しては，通信連絡設備により，有毒ガスの

発生又は到達を検知した運転員から，当該運転員以外の運転・対

処要員に有毒ガスの発生を知らせるための手順及び実施体制を

整備することとしている。また，敷地内で異臭等の異常が確認さ

れた場合には，これらの異常の内容を中央制御室の当直長に知

らせ，運転員から，当該運転員以外の運転・対処要員に知らせる

ための手順及び実施体制を整備することとしている。 

(4) 防護措置 → 評価ガイドどおり 

敷地内外の固定源に対しては，スクリーニング評価の結果，対

象発生源でないため，防護措置は不要である。 

敷地内の可動源に対しては，立会人等を確保し，異常の早期検

知を行うとともに，異常発生時には換気空調設備の隔離を行う

ための手順及び実施体制を整備することとしている。また，中央

制御室等に防護に必要な要員分の防護具を配備するとともに，
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1) 換気空調設備の隔離 

防護措置として換気空調設備の隔離を講じる場合、①及び②

を確認する。 

①対象発生源から発生した有毒ガスを原子炉制御室等の換

気空調設備によって取り入れないように外気との連絡口

は遮断可能であること。 

②隔離時の酸欠防止等を考慮して外気取り入れの再開が可

能であること。 

2) 原子炉制御室等の正圧化 

 防護措置として原子炉制御室等の正圧化を講じる場合は、①～

④を確認する。 

①加圧ボンベによって原子炉制御室等を正圧化する場合、有毒

ガスの放出継続時間を考慮して、加圧に必要な期間に対して

十分な容量の加圧ボンベが配備されること。また、加圧ボン

ベの容量は、有毒ガスの発生時用に確保されること（放射性

物質の放出時用等との兼用は不可。）。 

②中和作業の所要時間を考慮して、加圧ボンベの容量を確保し

てもよい。その場合は、有毒化学物質の広がりの想定が適切

であること（例えば、敷地内可動源の場合、道路幅、傾斜等

を考慮し広がり面積が想定されていること、敷地内固定源の

着用のための手順及び実施体制を整備することとしている。 

また，漏えい時には，有毒ガスの発生を終息させるための活動を速

やかに行うための手順及び実施体制を整備することとしている。 

1) 換気空調設備の隔離 → 評価ガイドどおり 

① 敷地内の可動源に対しては，異常発生時に換気空調設備の

隔離を行うための手順及び実施体制を整備することとしてい

る。 

 

 

② 敷地内可動源からの有毒ガスの発生が終息したことを確認

した場合は，速やかに外気取入れを再開することとしている。 

2)  原子炉制御室等の正圧化 

中央制御室等の正圧化は実施しない。 
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場合、堰全体に広がることが想定されていること等。）。 

③原子炉制御室等内の正圧が保たれているかどうか確認でき

る測定器が配備されること。 

④原子炉制御室等を正圧化するための手順及び実施体制が整

備されること。 

3) 空気呼吸具等の配備 

防護措置として空気呼吸具等及び防護服の配備を講じる場

合は、①～④を確認する。 

なお、対象発生源の場合、有毒ガスが特定できるため、防毒

マスクを配備してもよい。 

①空気呼吸具等及び防護服を着用する場合、運転操作に悪影

響を与えないこと。空気呼吸具等及び防護服は、原子炉制

御室等内及び重要操作地点にとどまる人数に対して十分

な数が配備されること。 

 

 

 

 

②空気呼吸具等を使用する場合、有毒ガスの放出継続時間を

考慮して、空気呼吸具等を着用している時間に対して十分

な容量の空気ボンベ又は吸収缶（以下「空気ボンベ等」と

いう。）が原子炉制御室等内又は重要操作地点近傍に適切

に配備されること。 

 

 

 

 

 

3) 空気呼吸具等の配備 → 評価ガイドどおり 

中央制御室等に防護に必要な要員分の防護具を配備すると

ともに，着用のための手順及び実施体制を整備することとして

いる。 

 

① 有毒ガス防護のために全面マスク等を着用した場合におい

ても，操作に必要な視界が確保されることや相互のコミュニ

ケーションが可能であること，また，操作に関する運転員の動

作を阻害するものでないことを確認していることから，中央

制御室での運転操作に支障を生じることはない。 

中央制御室等内にとどまる人数に対して十分な数を配備す

ることとしている。可動源に対して，重要操作地点は防護不

要。 

② 全面マスクを着用している時間に対して十分な数量の吸収

缶を中央制御室等に配備することとしている。 
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なお、原子炉制御室等内又は重要操作地点近傍に全て配

備できない場合には、継続的に供給できる手順及び実施体

制が整備されること。 

空気ボンベ等の容量については、次の項目を確認する。 

－有毒ガス影響評価を基に、有毒ガスの放出継続時間に

対して、容量が確保されること。 

－有毒ガス影響評価を行わない場合は、対象発生源の有

毒化学物質保有量等から有毒ガスの放出継続時間を

想定し、容量を確保してもよい。 

－中和作業の所要時間を考慮して、空気ボンベ等の容量

を確保してもよい。その場合は、有毒化学物質の広が

りの想定が適切であること（例えば、敷地内可動源の

場合、道路幅、傾斜等を考慮し広がり面積が想定され

ていること、敷地内固定源の場合、堰全体に広がるこ

とが想定されていること等。）。 

－容量は、有毒ガスの発生時用に確保されること（空気

の容量については、放射性物質の放出時用等との兼用

は不可。ただし、空気ボンベ以外の器具（面体を含む。）

は、兼用してもよい。）。 

③原子炉制御室等内及び重要操作地点の有毒ガス防護対象

者の吸気中の有毒ガスの濃度が有毒ガス防護判断基準値

以下となるように、運転・対処要員が空気呼吸具等の使用

を開始できること。（解説-９） 

 

 

 

 

－“５．有毒ガス影響評価”は実施していない。 

 

 －有毒化学物質保有量等から有毒ガスの放出継続時間は想定し

ていない。 

 

－有毒ガスの発生を終息させるために希釈等の措置を行うこと

としており，措置が完了するまでの時間を考慮した容量の吸

収缶を配備することとしている。 

 

 

 

－吸収缶の容量は，有毒ガスの発生時用に確保することとして

いる。 

 

 

③④ 中央制御室等内の有毒ガス防護対象者の吸気中の有毒ガ

スの濃度が有毒ガス防護判断基準値以下となるように，運

転・対処要員が全面マスクの使用を開始できるように実施

体制及び手順を整備することとしている。 



 

 

 

38
 

 

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

④空気呼吸具等を使用するための手順及び実施体制が整備

されること。 

 

4) 敷地内の有毒化学物質の中和等の措置 

防護措置として敷地内の有毒化学物質の中和等の措置を講

じる場合、有毒ガスの発生を終息させるための活動（漏えいした

有毒化学物質の中和等）を速やかに行うための手順及び実施体制

が整備されることを確認する。（解説－１０） 

5) その他 

①空気浄化装置を利用する場合には、その浄化能力に対する技

術的根拠が示されていること。 

②インリーク率の低減のための設備（加圧設備以外）を利用す

る場合、設備設置後のインリーク率が示されていること。 

③その他の防護具等を考慮する場合は、その技術的根拠が示さ

れていること。 

 

（解説-８）有毒ガスの発生及び到達を検出し警報する装置 

●有毒ガスの発生を検出する装置については、必ずしも有毒ガス

の発生そのものではなく、有毒ガスの発生の兆候を検出するこ

ととしてもよい。例えば、検出装置として貯蔵タンクの液位計

を用いており、当該液位計の故障等によって原子炉制御室及び

緊急時制御室への信号が途絶えた場合、その信号の途絶を貯蔵

タンクの損傷とみなし、有毒ガスの発生の兆候を検出したとし

 

 

 

4) 敷地内の有毒化学物質の中和等の措置  

→ 評価ガイドどおり  

敷地内可動源からの漏えい時には，有毒ガスの発生を終息さ

せるための活動を速やかに行うための手順及び実施体制を整

備することとしている。 

5) その他 

その他の防護措置は実施していない。 
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てもよい。 

●有毒ガスの到達を検出するための装置については、検出装置の

応答時間を考慮し、防護措置のための時間的余裕が見込める場

合は、可搬型でもよい。また、当該装置に警報機能がある場合

は、その機能をもって有毒ガスの到達を警報する装置としても

よい。 

●敷地内可動源については、人による認知が期待できることか

ら、発生及び到達を検出する装置の設置は求めないこととし

た。 

●有毒ガスが検出装置に到達してから、検出装置が応答し警報装

置に信号を送るまでの時間について、その後の対応等に要する

時間を考慮しても、必要な時間までに換気空調設備の隔離を行

えるものであること。 

 

（解説-９）米国におけるIDLHと空気呼吸具の使用との関係 

米国では、急性毒性の判断基準としてIDLHが用いられている。

IDLH値の例を表4に示す。30分間のばく露を想定したIDLH値は、

多数の有毒ガスについて空気呼吸具の選択のために策定されてお

り、米国規制指針参５において、有毒化学物質の漏えい等の検出から

2分以内に空気呼吸具の使用を開始すべきとされ、解説参７では、こ

の2分という設定はIDLH値の使用における安全余裕を与えるもの

であるとされている。 
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（解説-１０）有毒ガスばく露下で作業予定の要員について 

有毒ガスの発生時に有毒ガスばく露下での作業（漏えいした有毒

化学物質の中和等）を行う予定の要員についても、手順及び実施体

制を整備すべき対象に含まれることから、空気呼吸具等及び必要な

作業時間分の空気ボンベ等の容量が配備されていることを確認す

る必要がある（６．２の対策においては、防毒マスク及び吸収缶を

除く。）。 

 

６．１．２．２ 敷地外の対象発生源への対応 

（１）敷地外からの連絡 

敷地外で有毒ガスが発生した場合、その発生を原子炉制御室又は

緊急時制御室内の運転員に知らせる仕組み（例えば、次の情報源か

ら有毒ガスの発生事故情報を入手し、運転員に知らせるための手順

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.2 敷地外の対象発生源への対応 → 評価ガイドどおり 

敷地外の固定源に対しては，スクリーニング評価の結果，

対象発生源でないため，敷地外からの連絡，通信連絡設備に

よる伝達及び防護措置は不要である。 

敷地外の可動源は，6.1.2 の対応は不要である。 



 

 

 

41
 

 

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

及び実施体制）が整備されること。 

－消防、警察、海上保安庁、自衛隊 

－地方公共団体（例えば、防災有線放送、防災行政無線、防災メ

ール、防災ラジオ等） 

－報道（例えば、ニュース速報等） 

－その他有毒ガスの発生事故に係る情報源 

（２）通信連絡設備による伝達 

①敷地外からの連絡があった場合には、既存の通信連絡設備によ

り、運転・対処要員に有毒ガスの発生を知らせるための手順及び

実施体制が整備されること。 

② 敷地外からの連絡がなくても、敷地内で異臭がする等の異常が

確認された場合には、これらの異常の内容を原子炉制御室又は緊

急時制御室の運転員に知らせ、運転員から、当該運転員以外の運

転・対処要員に知らせるための手順及び実施体制が整備されるこ

と。 

（３）防護措置 

原子炉制御室等内及び重要操作地点において、運転・対処要員の吸

気中の有毒ガスの濃度が有毒ガス防護判断基準値を超えないよう、ス

クリーニング評価結果を基に、有毒ガス影響評価において、必要に応

じて防護措置を講じることを前提としている場合には、妥当性の判断

において、講じられた防護措置を確認する20。確認項目は、６．１．

２．１（４）と同じとする。（解説-１１） 
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（解説-１１）敷地外において発生する有毒ガスの認知 

敷地外の対象発生源で、有毒ガスの種類が特定できるものについ

て、有毒ガス影響評価において、有毒ガスの到達と敷地外からの連

絡に見込まれる時間の関係などにより、防護措置の一部として、当

該発生源からの有毒ガスの到達を検出するための設備等を前提と

している場合には、妥当性の判断において、講じられた防護措置を

確認する。 

 

６．２ 予期せず発生する有毒ガスに関する対策 

対象発生源が特定されない場合においても、予期せぬ有毒ガスの発

生（例えば、敷地外可動源から発生する有毒ガス、敷地内固定源及び

可動源において予定されていた中和等の終息作業ができなかった場

合に発生する有毒ガス等）を考慮し、原子炉制御室等に対し、最低限

の対策として、（１）～（３）を確認する。（解説-１２） 

（１）防護具等の配備等 

① 運転・初動要員に対して、必要人数分の防護具等が配備されてい

るとともに、防護のための手順及び実施体制が整備されているこ

と。少なくとも、次のものが用意されていること。 

－敷地内における必要人数分の空気呼吸具又は同等品（酸素呼吸

器等）21の配備（着用のための手順及び実施体制を含む。） 

－一定量の空気ボンベの配備（例えば、6 時間分。なお、６．１．

２．１（４）3)において配備する空気ボンベの容量と兼用して

もよい。）（解説-１３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 予期せず発生する有毒ガスに関する対策 

予期せず発生する有毒ガスは、設置許可の中では重大事故時の技

術的能力に整理され、技術基準の要求事項でないことから、保安規

定にて整理する。 
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有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

② 敷地内固定源及び可動源において中和等の終息作業を考慮する

場合については、予定されていた中和等の終息作業ができなかっ

た場合を考慮し、スクリーニング評価（中和等の終息作業を仮定

せずに実施。）の結果有毒ガスの放出継続時間が6時間を超える場

合は、①に加え、当該放出継続時間まで空気呼吸具又は同等品（酸

素呼吸器等）の継続的な利用ができることを考慮し、空気ボンベ

等が配備されていること。（解説-１４） 

③ バックアップとして、供給体制が用意されていること（例えば、

空気圧縮機による使用済空気ボンベへの空気の再充填等）。 

④ ①において配備した防護具等については、必要に応じて有毒ガ

スばく露下で作業予定の要員が使用できるよう、手順及び実施体

制（防護具等の追加を含む。）が整備されていること。（解説-１０） 

（２）通信連絡設備による伝達 

①敷地外からの連絡があった場合には、既存の通信連絡設備によ

り、原子炉制御室等の運転・対処要員に有毒ガスの発生を知らせ

るための手順及び実施体制が整備されていること。 

②敷地内で異臭等の異常が確認された場合には、これらの異常の内

容を原子炉制御室又は緊急時制御室の運転員に知らせ、運転員か

ら、当該運転員以外の運転・対処要員に知らせるための手順及び

実施体制が整備されていること。 

 

（解説-１２）予期せず発生する有毒ガスの検出 

予期せず発生する有毒ガスについて、有毒ガスの種類と量が特定
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有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

できないものもあり、その場合、検出装置の設置は困難なことから、

それを求めないこととし、人による異常の認知（例えば、臭気での

検出、動植物等の異常の発見等）によることとした。 

（解説-１３）空気ボンベの容量 

米国では、空気呼吸具の空気の容量について、影響評価の結果対

応が必要となった場合、敷地内で少なくとも6時間分を用意し、追加

分については、敷地外から数百時間分の空気ボンベの供給が可能で

あることを求めており、予期せず発生する有毒ガスについては考慮

の対象としていない参５。今般、国内のタンクローリーによる有毒化

学物質輸送事故等の事例参８を踏まえ、中和、回収等の作業の所要時

間を考慮して、一定量として、6時間分が用意されていることとし

た。 

予期せず発生する有毒ガスについては、影響評価の結果、有毒ガ

スが発生しないとされる場合であっても求める対応であることか

ら、空気の容量は他の用途の容量（例えば、「原子力災害対策特別措

置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計

画等に関する命令」（平成２４年文部科学省、経済産業省令第４号）

第４条の要求により保有しているもの等）と兼用してもよいことと

する。 

（解説-１４）バックアップについて 

バックアップについては、敷地内外からの空気の供給体制（例え

ば、空気圧縮機による使用済空気ボンベへの清浄な空気の再充填、

離れた場所からの空気ボンベの供給等）により、継続的に供給され



 

 

 

45
 

 

有毒ガス防護に係る影響評価ガイド 原子炉制御室等に係る有毒ガス影響評価の対応状況 

ることが望ましい。 

（３）敷地外からの連絡 

有毒ガスが発生した場合、その発生を原子炉制御室又は緊急時制御

室内の運転員に知らせる仕組み（例えば、次の情報源から有毒ガスの

発生事故情報を入手し、運転員に知らせるための手順及び実施体制）

が整備されていること。 

－消防、警察、海上保安庁、自衛隊 

 －地方公共団体（例えば、防災有線放送、防災行政無線、防災メー

ル、防災ラジオ等） 

－報道（例えば、ニュース速報等） 

－その他有毒ガスの発生事故に係る情報源 
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2. 固定源及び可動源の特定について 

 

固定源及び可動源の特定の考え方については，工事計画認可申請書の「中央制御室の機

能に関する説明書」の別添「固定源及び可動源の特定について」に記載のとおりである

が，その詳細について示すものである。 

敷地内の固定源及び可動源の特定に当たっては，工事計画認可申請書の「中央制御室の

機能に関する説明書」の別添「固定源及び可動源の特定について」の別紙 2－1に示すと

おり調査対象とする有毒化学物質を選定し，該当するものを整理したうえで，生活用品及

びセメント固化の廃棄物のように製品性状により運転員の対処能力に影響を与える観点で

考慮不要と考えられるものについては類型化して整理し，有毒化学物質の性状，貯蔵量及

び貯蔵方法等から大気中に多量に放出されるおそれがあるか，または，性状により悪影響

を与える可能性があるかを確認した。 

「有毒ガス防護に係る影響評価ガイド」解説-4の考え方を参考に調査対象外とする有

毒化学物質を整理した。観点は以下のとおりである。 

・固体あるいは揮発性が乏しい液体であること 

・ボンベ等に保管された有毒化学物質 

・試薬類 

・建物内保管される薬品タンク 

・密閉空間で人体に影響を与える性状 

 

それぞれ，別紙 2－1～2－5にて詳細な説明を記載し，整理リストを別紙 2－5－1及び

別紙 2－5－2に示す。 
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別紙 2－1 

固体あるいは揮発性が乏しい液体の取り扱いについて 

 

「有毒ガス防護に係る影響評価ガイド」（以下「ガイド」という。）における有毒ガス防

護に係る妥当性確認においては，『ガス発生源の調査（3．評価に当たって行う事項）』の

後，『評価対象物質の評価を行い，対象発生源を特定（4．スクリーニング評価）』したう

えで，『防護措置等を考慮した放出量，拡散の評価（5．有毒ガス影響評価）』を行う。 

スクリーニング評価に先立ち実施する固定源及び可動源の調査のうち，敷地内固定源に

ついては，「敷地内に保管されている全ての有毒化学物質」が調査対象とされているが，

確実に調査，影響評価及び防護措置の策定ができるように，スクリーニング評価において

「固体あるいは揮発性が乏しい液体」の取り扱いについて考え方を整理した。 

整理にあたっては，ガイドの「3．評価に当たって行う事項」の解説－4(調査対象外と

する場合)を考慮した。 

 

常温で固体あるいは揮発性が乏しい液体は，以下の理由により蒸発量が少ないことか

ら，有毒ガスのうち気体状の有毒化学物質が大気中に多量に放出されることはないため，

調査対象外とする。 

 

○固体は揮発するものではないため，固体又は固体を溶解している水溶液中の固体分子

は蒸発量が少ない。 

○濃度が生活用品程度の水溶液は，一般的に生活用品として使用される濃度であり，蒸

発量は少ない。 

○沸点は，化学物質の飽和蒸気圧が外圧と等しくなる温度であり，化学物質が沸点以上

になると沸騰し多量に気化するため，発電所の一般的な環境として超えることのない

100℃を沸点の基準とし，それ以上の沸点をもつ物質は多量に放出されるおそれがな

い。ただし，沸点が 100℃以上の物質を一律に除外するのでなく，念のため分圧が過

度の値でないことを確認する。 

 

また，薬品の蒸発率は，文献「Modeling hydrochloric acid evaporation in ALOHA」

に記載の下記の式に従い，化学物質の分圧に依存するため，濃度が低く分圧が小さい薬品

も揮発性が乏しい液体に含まれる。 

 

 

【ガイド記載】 

（解説-4）調査対象外とする場合 

貯蔵容器が損傷し、容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量が流出しても、有毒ガ

スが大気中に多量に放出されるおそれがないと説明できる場合。（例えば、使用場所が限

定されていて貯蔵量および使用量が少ない試薬等） 
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E = A･KM･(
MWm･Pv

R･T
)  (kg/s) 

EC = − (
Pa

Pv
) ln (1 −

Pv

Pa
) ･E (kg/s) 

E  ：蒸発率（kg/s） 

EC ：補正蒸発率（kg/s） 

A  ：堰面積（m2） 

KM ：化学物質の物質移動係数（m/s） 

MWm  ：化学物質の分子量（kg/kmol） 

Pv ：化学物質の分圧（Pa） 

Pa  ：大気圧（Pa） 

R   ：ガス定数（J/kmol・K） 

T   ：温度（K） 

 

  島根原子力発電所敷地内の屋外タンクに貯蔵される薬品のうち評価対象としている塩酸の

場合，20℃において，濃度20％の塩酸の分圧が27.3Pa，濃度35％の塩酸の分圧が10,399Paであ

る。よって，濃度20％の塩酸の蒸発率は濃度35％の塩酸の蒸発率の1/400以下となるため，大

気中に多量に放出されることはない。 

以上を踏まえ，具体的な判断フローを図1に示す 

 

 

図1 固体または揮発性が乏しい液体の判断フロー 
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図1のフローに基づき，固体または揮発性の乏しい液体について，表1のとおり抽出し

た。また，対象物質の物性値を表2に示す。 

 

表1 固体または揮発性の乏しい物質の抽出結果  

 

表2 対象物質の物性値 

 

 

一方，有毒化学物質の保管状態によっては，放出時にエアロゾル化する場合もあること

から，以下のとおり有毒化学物質のエアロゾル化について検討を行った。 

 

エアロゾルは，その生成過程の違いから，粉塵，フューム，煙及びミストに分類される

（表3参照）。 
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放射性固体廃棄物処理用に使用するセメントは，常温常圧で固体の対象物質であるが，

廃棄物と固化させる過程において水と混練する。混練したセメントと水は，固化するまで

の間は，常温常圧下において液体である。 

液体の対象物質のエアロゾルの形態としては，煙又はミストが挙げられるが，煙につい

ては，燃焼に伴い発生するものであり，本規制の適用範囲外であることから，液体のエア

ロゾル化に対してはミストへの考慮が必要である。 

 

表3 エアロゾルの形態および生成メカニズム 

エアロゾルの

形態 
メカニズム＊1 対象物質 

粉塵 

(dust) 

固形物がその化学組成が変わらないままで，形，大きさが変わって粒状に

なり空気中に分散したもので，粉砕，研磨，穿孔，爆破，飛散など，主と

して物理的粉砕・分散過程で生じる。したがって，球状，針状，薄片状な

ど，形，大きさともに不均一でかつ大きさは1μm以上のものが多い。 

固体 

フューム 

(fume) 

固体が蒸発し，これが凝縮して粒子となったもので，金属の加熱溶融，

溶接，溶断，スパークなどの場合に生じる。このような過程では，一般に

物理的作用に化学的変化が加わり，空気中では多くの場合酸化物となっ

ており，球状か結晶状である。粒径は小さく1μm以下のものが多い。 

固体 

煙 

(smoke) 

燃焼に際して生じるいわゆる「けむり」に類するもので，一般に有機物の

不完全燃焼物，灰分，水分などを含む有色性の粒子である。一つ一つの粒

子は小さく球形に近いが，これらがフロック状をなすものが多い。 

液体 

固体 

ミスト 

(mist) 

一般には微小な液滴粒子を総称していう。すなわち，液滴が蒸発凝縮した

もの，液面の破砕や噴霧などにより分散したものが全て含まれ，形状は球

形であるが，大きさは生成過程によってかなり幅がある。 

液体 

 

ミストとしてのエアロゾル粒子は，粒子が直接大気中に放出される一次粒子と，ガス状

物質として放出されたものが，物理的影響又は化学的変化を受けて粒子となる二次粒子が

あり，その生成過程は，破砕や噴霧などの機械的な力による分散過程と，蒸気の冷却や膨

張あるいは化学反応に伴う凝集過程に大別される。＊2 

代表的なミスト化の生成メカニズム＊2～＊4に対する液体状の有毒化学物質のエアロゾル

化の検討結果を表4に示す。 

エアロゾル化の生成メカニズムとしては，加圧状態からの噴霧及び高温加熱による蒸発

後の凝集及び飛散が考えられるが，保管状態等を考慮するといずれの生成過程でも有毒化

学物質が大気中に多量に放出されることはないことを確認した。 

以上のことから，固体あるいは揮発性が乏しい液体については，有毒ガスとしての評価

の対象外であるものと考えられる。 
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表4 エアロゾル（ミスト）に対する検討結果 

＜参考文献＞ 

注記＊1：「エアロゾル学の基礎」（日本エアロゾル学会 編） 

＊2：大気圏エアロゾルの化学組成と発生機構、発生源（笠原（1996）） 

＊3：テスト用エアロゾルの発生（金岡（1982）） 

＊4：大気中のSOx及びNOxの有害性の本質）（北川（1977）） 

＊5：液体微粒化の基礎（http://www.ilass-

japan.gr.jp/activity/other/12th_suzuki.pdf）（鈴 木） 

  

エアロゾル

粒子2) 
生成過程2)～4) 具体例 検討結果 

一次粒子 

①飛散 
・貯蔵容器の破損に伴

う周囲への飛散 

貯蔵施設の下部には堰等が設置されており，流出時

にも堰等内にとどめることが可能である。 

②噴霧 

（加圧状態） 

・加圧状態で保管され

ている物質の噴出 

液体が加圧状態で噴霧された場合には，一部は微粒

子となりエアロゾルが発生するが，液体の微粒子化

には最小でも0.2MPa程度の圧力（差圧）が必要とさ

れており＊5，加圧状態で保管されている貯蔵施設は

なく，エアロゾルが大気中に多量に放出されるおそ

れがあるものはない。 

③飛沫同伴 
・激しい撹拌に伴う発

生気泡の破裂 

撹拌された状態で保管されている有毒化学物質は

ないことから，有毒ガスが大気中に多量に放出され

るおそれがない。 

二次粒子 

（ガス状物

質からの生

成） 

①化学的生成 
・大気中の硫黄酸化物

の硫酸化 大気中のガスからエアロゾルが生成するメカニズ

ムであり，揮発性が乏しい液体のエアロゾル化のメ

カニズムには該当しない。 
②大気中の 

ガスの凝集 

・断熱膨張等の冷却作

用による蒸気の生成，

凝集 

③高温加熱によ

る蒸発後の凝集 

・加熱（化学反応によ

る発熱を含む）による

蒸気の生成，凝集 

高温加熱状態で保管されている有毒化学物質はな

く，また，化学反応により多量の蒸気を発生させる

ような保管状態にある揮発性が乏しい液体の有毒

化学物質はないため，有毒ガスが大気中に多量に放

出されるおそれがない。 

仮に加熱された場合を考慮すると，加熱により蒸発

した化学物質が冷却され，再凝集することでエアロ

ゾルが発生することから，一般的には沸点以上の加

熱があった場合に，エアロゾルが発生する可能性が

ある。 

従って，沸点が高い有毒化学物質（100℃以上）につ

いては，その温度まで周囲の気温が上昇することは

考えられず，仮に気温が上昇したとしても，溶媒で

ある水が先に蒸発し，その気化熱（蒸発潜熱）によ

り液温の上昇は抑制されることから，加熱を原因と

してエアロゾルが大気中に多量に放出されるおそ

れはない。 

また，沸点が低いものは，全量気体としてスクリー

ニング評価することとしている。 
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別紙2－2 

 

有毒ガス評価に係る高圧ガス容器(ボンベ)に貯蔵された 

液化石油ガス(プロパンガス)の取り扱いについて 

 

 1. プロパンガスの取り扱いの考え方 

「有毒ガス防護に係る影響評価ガイド」（以下「ガイド」という。）における有毒ガス防

護に係る妥当性確認においては，『ガス発生源の調査（3．評価に当たって行う事項）』の

後，『評価対象物質の評価を行い，対象発生源を特定（4．スクリーニング評価）』したうえ

で，『防護措置等を考慮した放出量，拡散の評価（5．有毒ガス影響評価）』を行う。 

スクリーニング評価に先立ち実施する固定源及び可動源の調査のうち，敷地内固定源に

ついては「敷地内に保管されている全ての有毒化学物質」が調査対象とされているが，確

実に調査，影響評価及び防護措置の策定ができるように，高圧ガス容器（以下「ボンベ」

という。）に貯蔵された液化石油ガスの取り扱いについて考え方を整理した。 

整理にあたっては，ガイドの「3．評価に当たって行う事項」の解説-4（調査対象外とす

る場合）を考慮した。 

ボンベは，JIS B 8241に基づき製造され，高圧ガス保安法によって，耐圧試験，気密試

験等を行い，合格したものだけが使用される。また，ボンベは，高圧ガス保安法により，

転落・転倒防止措置を講じることが定められており，適切に固縛等対策が施されている。

このため，ボンベからのプロパンガスの漏えい形態としては，配管等からの少量漏えいが

想定される。 

また，ボンベ内の圧力が高まる事象が発生したとしても，安全弁からプロパンが放出さ

れることになり，多量に放出されるような気体の噴出に至ることはない。 

プロパンは常温・常圧で気体であり，空気よりも重たい物質であることから，一般的に

屋外に保管されているボンベから漏えいしたとしても，気化して低所に拡散して希釈され

ることになる。 

さらに，プロパンの人体影響は窒息影響が生じる程の高濃度で発生することから，少量

漏えいの場合では人体影響は発生しないものと考えられる。 

なお，プロパンが短時間で多量に放出される場合は，ボンベが外からの衝撃により破損

する事象が考えられるが，そのような場合は衝撃の際に火花が生じ，プロパン等は引火し

て爆発すると考えられ，火災・爆発による原子炉制御室等の影響評価は，有毒ガス影響評

価ガイドの適用範囲外である。 

以上より，ボンベに貯蔵されているプロパンが漏えいしたとしても，多量に漏えいする

ことは考えられず，配管等からの少量漏えいとなり，速やかに拡散，希釈されるため，運

【ガイド記載】 

（解説-4）調査対象外とする場合 

貯蔵容器が損傷し，容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量が流出しても，有毒ガス

が大気中に多量に放出されるおそれがないと説明できる場合。（例えば，使用場所が限定

されていて貯蔵量および使用量が少ない試薬等） 
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転・対処要員の対処能力が著しく損なわれる可能性は限りなく低いことから，ボンベに貯

蔵されたプロパンは調査対象外として取扱うことが適切であると考える。 

 

2. 事故事例 

(1) 事故統計に基づく情報 

○事故の内容 

LPガスによる事故情報を，経済産業省HPのLPガスの安全のページ＊1の情報に基づき，平

成24年～平成30年の7年間のLPガスに関係する事故概要を整理したものが表1である。 

プロパンに関する事故は年間に100件以上発生しており，中毒等の事故も10件程度が発

生しているが，中毒等の全ては一酸化炭素中毒または酸素欠乏によるもので，プロパン自

体での中毒事故は記録がない。 

 

表1 液化石油ガスに係る過去の事故事例数（2021年8月末現在） 

年 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

事故合計 260 210 187 182 140 195 212 

爆発・火災＊ 252 204 184 176 131 192 203 

中毒等 8 6 3 6 9 3 7 

中毒等

内訳 

CO毒 8 4 3 4 9 3 6 

酸素欠乏 0 2 0 2 0 0 1 

注記＊：漏えい，漏えい爆発等，漏えい火災。 

 

(2) 地震によるLPガス事故事例 

地震等の災害時にはLPガスボンベの流出等の事故が想定される。以下では災害時の事

故事例を集約した。東日本大震災等の災害時においても，配管破損の事例はあるもの

の，ボンベの破損事例は認められていない。 

 

○東日本大震災時の事故事例 

東日本大震災時のLPガスに係る事故事例を，経済産業省の総合資源エネルギー調査会の

報告書＊2から抽出した。 

本資料に記載のLPガス漏えい爆発・火災事故は以下の1例のみであった。 

日時：平成 23年 3月 11日（地震発生日）16時 02分 

場所：共同住宅 

事故内容：LPガス漏えいによる爆発・火災 

被害状況：事故発生室の隣室の住人 1名が焼死 

設備状況：50Kg容器 8本を専用収納庫に設置 

転倒防止チェーンを設置していたため容器転倒なし 

事故原因：当該住宅のうちの 1室のガスメーター付近の供給管が破断，ガスが漏えいし，何ら

かの火花で引火，爆発に至ったものと推定されている 

点検・調査：震災直後は実施されていない 
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また，以上の事故事例の他，LPガスボンベの流出等に関して以下の記載がある。 

 マイコンメーターの安全装置が震災時にガスの供給を遮断し，有効に機能した。 

 電柱に1本の容器が高圧ホースだけでぶら下がっていたものもあり，高圧ホースの

強度は相当であることが示された。 

 ガス放出防止型高圧ホースについては，地域により設置状況にばらつきがあった

が，設置していた家庭において，地震による被害の抑制に有効に機能したケース

があった。 

 ある系列のLPガス販売事業者には，浸水する程度の津波であれば，鎖の二重掛け

をしたボンベは流失しなかったとの情報が多数寄せられた。 

 今回の震災においては，LPガス容器の流出が多数発生し，回収されたLPガス容器

に中身のないものが多数認められていることから，流出したLPガス容器からLPガ

スが大気に放出されたものと推定される。 

 一部の報道等において，流出LPガス容器から放出されたガスが火災の要因の一つ

となった可能性についての指摘も見受けられている一方で，ガス放出防止型高圧

ホースが有効に機能し，地震による被害が抑制された例や，鎖の二重がけをした

LPガス容器は流出しなかったといった例が報告されている他，今回の震災を踏ま

えて容器転倒防止策の徹底やガス放出防止器の設置等に取り組む事業者も出てき

ている。 

 

なお，上記の報告書においては，以下のような情報を踏まえ，マイコンメーターの設置

やガス放出防止機器＊4の設置促進が適切としている。 

  

東日本大震災でのLPガスボンベ           東日本大震災後の津波で流された 

の被災状況の一例＊3                     容器の一例＊3 

 

○その他の災害時の事故事例 

東日本大震災以外の災害時の事故事例については，以下のような情報がある。 

 熊本地震では，地震による崩落で容器が転倒し，供給設備が破損した事例はある

が，ガス漏えいによる二次被害（火災・爆発等事故）は無し。 

（熊本内 LP ガス消費世帯数約 50万戸） 

 



 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本地震での LPガスボンベの被災状況の一例＊3 

 

 東日本豪雨（常総市の水害）では，水の勢いで容器が引っ張られ，配管が破損し

た事例がある。（事故情報は記載なし） 

 

 

東日本豪雨（常総市の水害）でのLPガスボンベの被災状況の一例＊3 

 

＜参考文献＞ 

注記＊1：経済産業省 HP LPガスの安全 

＊2：東日本大震災を踏まえた今後の液化石油ガス保安の在り方について～真に災害に強

い LPガスの確立に向けて～  平成 24 年 3月  総合資源エネルギー調査会  高圧ガ

ス及び火薬類保安分科会  液化石油ガス部会 

＊3：自然災害対策について  平成 29年 11 月   関東液化石油ガス協議会   業務主任

者・管理者研修会 

＊4：ガス放出防止機器とは，大規模地震，豪雪等で容器転倒が起こった場合に生じる大

量のガス漏れを防止し，被害の拡大を防ぐ器具のこと。高圧ホースと一体となった

高圧ホース型と独立した機器の形の放出防止器型とがある。 

 

 

3. 発電所におけるプロパンガスボンベの保管状況 

発電所にて保管されているプロパンガスボンベは建物内に保管されており，また高圧ガス
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保安法の規則に則り固縛されているため，何らかの外力がかかったとしても，ボンベ自体が

損傷することは考えにくい。発電所におけるプロパンボンベの保管状況を以下に示す。 

 

 

 

【補助ボイラプロパンガスボンベ庫】LPガス（補助ボイラ起動用） 

 

4. 漏えい率評価 

4.1 評価方法 

前述の通り，ボンベ単体としては健全性が保たれることから，ガスボンベからの漏えい

形態としては，接続配管からの少量漏えいを想定した。漏えい率は，下記の「石油コンビ

ナートの防災アセスメント指針」における災害現象解析モデル式によってプロパンボンベ

を例に評価した。 

 

＜気体放出＞（流速が音速未満(p0／p＞γC)の場合） 

qG = cap√
2M

ZRT
(

γ

γ − 1
) {(

p0

p
)

2
γ

− (
p0

p
)

γ+1
γ

} ただし，γC = (
2

γ + 1
)

γ
γ−1

 

qG ：気体流出率（kg/s） 

c ：流出係数（不明の場合は0.5とする） 

a ：流出孔面積（m2） 

p ：容器内圧力（Pa） 

p0 ：大気圧力（＝0.101×106 Pa） 

M ：気体のモル重量（kg/mol） 

T ：容器内温度（K） 

γ ：気体の比熱比 

R ：気体定数（＝8.314Ｊ/mol・K） 

Z ：ガスの圧縮係数（＝1.0：理想気体） 

 

 

ボンベ ボンベ固縛用チェーン 
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4.2 評価結果 

プロパンボンベからの放出率は約4.8×10－４kg/sであり，評価対象の固定源（塩酸）と

比較して１/19以下となった。更に，防護判断基準値が400倍以上高いことを考慮すると，

影響は小さいと説明できる。 

 プロパンボンベ （参考）排水中和用塩酸タンク 

放出率（kg/s） 4.8×10－4 
平均：9.4×10－3 

（4.1×10－3～5.3×10－2） 

防護判断基準値（ppm） 23500 50 

 

（評価条件） 

パラメータ 設定値 備考 

流出孔面積 2.1×10－6 m2 

接続配管径：16.1 mm 

配管断面積の1/100 

（少量漏えい） 

容器内温度 25℃ 保管温度 

容器内圧力 0.07 MPa 運転時の通常圧力 

気体のモル重量 0.044096 kg/mol 機械工学便覧 

気体の比熱比 1.135 機械工学便覧 

 

 

4.3 横置きボンベの影響 

ボンベは通常縦置きにて設置され，配管に接続されるため，充填されたガスは気体とし

て供給されるが，雑固体焼却炉では横置きで設置され，配管に接続されるため，液体で供

給された場合の漏えい影響を検討した。 

なお，ボンベが横置きで設置されるのは雑固体焼却炉のプロパンのみである。 

 

〇配管長さ 

雑固体焼却炉において，ボンベ庫内にあるボンベから気化器までの配管長さは約10mあり，

配管内は液体，気体の混合物である。気化器通過後は，配管内は気体となり，焼却炉へ供

給されることとなるが，その配管長さは約53mある。また，ボンベには過流防止弁が設置さ

れており，多量流出は想定されない。 
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図1 雑固体焼却設備のプロパンガス概略系統図 

 

 

図2 雑固体焼却炉のプロパンボンベ気化器回りの現場状況 

 

  

気化器

気体・液体配管

（ボンベ庫）

プロパンボンベ

約10m 約53m

空気予熱器へ

気体配管

気化器

気体・液体配管

（約10m）

気体配管

（約 53m）
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〇漏えい時の放出率 

漏えい率は，「石油コンビナートの防災アセスメント指針」における災害現象解析モデ

ル式により評価した。 

配管から気体として漏えいするとした場合のプロパンの放出率は，約3.1×10－3kg/sで

あり，評価対象の固定源（塩酸）と比較して約1/3以下となる。 

 なお，表1に示すとおり，液体配管から漏えいするとして評価した場合でも，プロパン

の放出率は，約9.5×10－2kg/sであり，評価対象の固定源（塩酸）からの放出率よりも10

倍以上大きいものの，放出率の防護判断基準の差が400倍以上であることから，防護判断

基準値の比は，40倍程度となり，影響は小さい。 

気体放出の評価条件を表2に，液体放出の評価条件を表3に示す。 

 

表1 焼却炉プロパンボンベの放出率及び防護判断基準値 

 
焼却炉プロパンボンベ （参考）排水中和用 

     塩酸タンク 気体放出 液体放出 

放出率（kg/s） 3.1×10－3 9.5×10－2 平均：9.4×10－3 

防護判断基準値

（ppm） 
23500 50 

 

＜気体放出＞（流速が音速以上(p0／p≦γC)の場合） 

qG = cap√ M

ZRT
γ (

2

γ + 1
)

γ+1
γ−1

 ただし，γC = (
2

γ + 1
)

γ
γ−1

 

qG ：気体流出率（kg/s） 

c ：流出係数（不明の場合は0.5とする） 

a ：流出孔面積（m2） 

p ：容器内圧力（Pa） 

p0 ：大気圧力（＝0.101×106 Pa） 

M ：気体のモル重量（kg/mol） 

T ：容器内温度（K） 

γ ：気体の比熱比 

R ：気体定数（＝8.314Ｊ/mol・K） 

Z ：ガスの圧縮係数（＝1.0：理想気体） 
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表2 気体放出の評価条件 

パラメータ 設定値 備 考 

流出孔面積 5.8×10－6 m2 
接続配管径：27.2 mm 

配管断面積の１/100（少量漏えい） 

容器内温度 25 ℃ 保管温度 

容器内圧力 0.3 MPa 運転時の通常圧力 

気体のモル重量 0.044096 kg/mol 機械工学便覧 

気体の比熱比 1.135 機械工学便覧 

 

＜液体放出＞ 

qL = caa√2gh +
2(p − p0)

𝜌L
 

qG = qLf𝜌L 

qL ：液体流出率（m3/s） 

ca ：流出係数（＝1） 

a  ：流出孔面積（m2） 

p  ：容器内圧力（Pa） 

p0 ：大気圧力（＝0.101MPa） 

𝜌L ：液密度（kg/m3） 

g  ：重力加速度（＝9.8）（m/s2） 

h  ：液位（m）（液面と流出孔の高さの差） 

qG ：有毒ガスの重量放出率（kg/s） 

f  ：フラッシュ率 

表3 液体放出の評価条件 

パラメータ 設定値 備 考 

流出係数 1 

「石油コンビナートの防災アセスメント指針」に

は，不明の場合0.5としているものの，保守的に1と

設定した 

流出孔面積 3.6×10－6 m2 
接続配管径：21.4mm 

配管断面積の１/100（少量漏えい） 

容器内温度 25 ℃ 保管温度 

容器内圧力 0.7MPa 運転時の通常圧力 

液密度 492.8kg/m3 日本LPガス協会HP 

液位 0m 液面と流出孔の高さの差 

フラッシュ率 １ 全量気化する＊1 

注記＊1：フラッシュ率は，以下の式で評価できる。 
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f =
H − Hb

hb
= Cp

T − Tb

hb
 

f ：フラッシュ率 

T ：液体の貯蔵温度（K） 

H ：液体の貯蔵温度におけるエンタルピー（J/kg） 

Tb  ：液体の大気圧での沸点（K） 

Hb ：液体の沸点におけるエンタルピー（J/kg） 

Cp ：液体の比熱（Tb～Tの平均：J/kg・K） 

hb ：沸点での蒸発潜熱（J/kg） 

 

フラッシュ率は，ガスの種類と流出前の温度によって決まり，焼却炉プロパンボンベから流

出した場合のフラッシュ率は，0.38となるが，少量流出のため全量気化するものとした。 
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別紙 2－3 

圧縮ガスの取り扱いについて 

 

1. 圧縮ガスの取り扱いの考え方 

「有毒ガス防護に係る影響評価ガイド」（以下「ガイド」という。）における有毒ガス防護

に係る妥当性確認においては，『ガス発生源の調査（3．評価に当たって行う事項）』の後，

『評価対象物質の評価を行い，対象発生源を特定（4．スクリーニング評価）』したうえで，

『防護措置等を考慮した放出量，拡散の評価（5．有毒ガス影響評価）』を行う。 

スクリーニング評価に先立ち実施する固定源及び可動源の調査のうち，敷地内固定源につ

いては「敷地内に保管されている全ての有毒化学物質」が調査対象とされているが，確実に

調査，影響評価及び防護措置の策定ができるように，スクリーニング評価において高圧ガス

容器（以下「ボンベ」という。）に貯蔵された二酸化炭素等の圧縮ガスの取り扱いについて

考え方を整理した。 

整理にあたっては，ガイドの「3．評価に当たって行う事項」の解説-4（調査対象外とす

る場合）を考慮した。 

 

 

原子力発電所内での圧縮ガスは，屋外又は制御室の含まれない建物内に保管されている。 

圧縮ガスは，高圧ガス保安法で規定された高圧容器で保管されており，溶接容器では溶接

部試験，容器の破裂試験や耐圧試験等が規定されており，十分な強度を有しているもののみ

が認可されている。したがって，高圧ガスの漏えい事故は容器やバルブからではなく，主に

配管からの漏えいであるものと考えられる。 

事故事例をみても，圧縮ガスの事故の多くが製造時に生じており，消費段階では事故の発

生は少なく，主に配管や接続機器で生じたものである。また，容器本体からの漏えい事故の

原因は，火災や容器管理不良が原因であり，東日本大震災による事故情報でも容器本体の事

故は認められていない。 

上記の高圧容器で保管している圧縮ガスの漏えい箇所としては，事故事例からみても容器

本体やバルブからの漏えいは少なく，配管からの漏えいとすることが現実的な想定であり，

この場合のガスの流出率は少量であり，建物外に拡散した場合に周囲の空気で希釈されるた

め，高濃度になることはない。 

一方，これらの圧縮ガスは，IDLH値が高く（例えば二酸化炭素では40000 ppm（４％）），

窒息影響に匹敵する高濃度での影響であり，閉鎖空間での漏えいといった状況以外では影響

が生じる濃度に至ることはないものと考えられる。 

以上のことから，圧縮ガスについては有毒ガスとしての評価の対象外であるものと考えら

【ガイド記載】 

（解説-4）調査対象外とする場合 

貯蔵容器が損傷し，容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量が流出しても，有毒ガス

が大気中に多量に放出されるおそれがないと説明できる場合。（例えば，使用場所が限定

されていて貯蔵量および使用量が少ない試薬等） 
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れる。 

 

2. 島根原子力発電所におけるガスボンベの保管状況 

島根原子力発電所では，耐震重要度分類に対応した架台に設置，または，高圧ガス保安法

の規則に則り固縛等がなされ，何らかの外力がかかったとしても，ボンベ自体が損傷するこ

とは考えにくい。 

島根原子力発電所におけるガスボンベの保管状況を以下に示す。 

 

  

【ガスタービン発電設備建物】 

ハロン 1301（消火設備） 

【２号ボンベ庫】 

炭酸ガス 

  

【２号炉放射化学分析室前】 

アセチレン 

【取水槽】 

酸素 

 

 

3. 漏えい率評価 

前述の通り，ボンベ単体としては健全性が保たれることから，ボンベからの漏えい形態と

しては接続配管からの少量漏えいが想定される。漏えい率は別紙2のプロパンボンベからの

漏えい率評価と同様であり，防護判断基準値を考慮するとその影響は小さい。 

 

  

化学物質名 防護判断基準値（ppm） 

ハロン１３０１ 40,000 

炭酸ガス 40,000 

六フッ化硫黄 220,000 

アセチレン 100,000 

架台（ラック） 

ボンベ 

架台（ラック） 

ボンベ 

ボンベ固定金具 

ボンベ固縛用チェーン 

ボンベ 
ボンベ 

架台（ラック） 
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別紙 2－4 

 

有毒ガス評価に係る建物内有毒化学物質の取り扱いについて 

 

1. 建物内有毒化学物質の取り扱いの考え方 

スクリーニング評価に先立ち実施する固定源および可動源の調査のうち，敷地内固定源に

ついては「敷地内に保管されている全ての有毒化学物質」が調査対象とされているが，「敷

地内」には建物外だけでなく，建物内にも有毒化学物質は存在すること等も踏まえ，確実に

調査，影響評価および防護措置の策定ができるように，建物内の化学物質の扱いについて考

え方を整理した。 

整理にあたっては，ガイドの「3．評価に当たって行う事項」の解説-4（調査対象外とす

る場合）を考慮した。 

 

 

建物内に貯蔵された有毒化学物質については，全量が流出しても，以下の理由から有毒ガ

スが建物外（大気中）に多量に放出される可能性はないと考えられる。 

 

○分析試薬などとして使用する有毒化学物質について，薬品庫等で適切に保管管理されてお

り，それら試薬は分析室で使用されるのみであり，分析室においては局所排気装置が設置

されていること，また，保管量は，薬品タンク等と比較して少量であること等から，流出

しても建物外に多量に放出されることはない。 

○建物内にある有毒化学物質を貯蔵しているタンクから流出した場合であっても，タンク周

辺の堰にとどまる又はサンプや中和槽に流出することになる。流出先で他の流出水等によ

り希釈されるとともに，サンプや中和槽内に留まることになり，有毒ガスが建物外に多量

に放出されることはない。 

○また，液体状態から揮発した有毒化学物質は，液体表面からの拡散により，連続的に揮発，

拡散が継続することで周辺環境の濃度が上昇していくこととなる。しかし，建物内は風量

が小さく蒸発量が屋外に比べて小さいため，有毒ガスが建物外に多量に放出されることは

ない。 

○密度の大きいガスの場合，重力によって下層に移動，滞留することから多量に大気中に放

出されることはない。 

また，密度の小さいガスの場合，浮力によって上層に移動し，建物外に放出される可能性

もあるが，建物内で希釈されることから多量の有毒ガスが短時間に建物外に放出されるこ

とはない。 

【ガイド記載】 

（解説-4）調査対象外とする場合 

貯蔵容器が損傷し，容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量が流出しても，有毒ガス

が大気中に多量に放出されるおそれがないと説明できる場合。（例えば，使用場所が限定さ

れていて貯蔵量および使用量が少ない試薬等） 
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以上のことから，建物内に貯蔵された有毒化学物質により，有毒ガスが建物外（大気中）

に多量に放出されることはなく，有毒ガス防護対象者の必要な操作等を阻害しないことか

ら，建物内に貯蔵された有毒化学物質についてはガイド解説-4を適用することで，調査対象

外と整理することが適切と判断できる。 

 

2. 建物効果の確認 

建物内は風速が小さく蒸発量が建物外に比べて小さいことを定量的に確認するため，建物

内の薬品タンク周りの風速を測定するとともに，建物内温度による影響及び拡散効果を評価

した。 

 

2.1  建物内風速 

2.1.1 測定対象 

島根原子力発電所において建物内に薬品が保管される以下のエリアを風速測定の対

象とした。 

(1) ３号機補助ボイラー建物（ヒドラジン） 

(2) 所内ボイラー・純水装置建物（3号）（ヒドラジン） 

 

2.1.2 測定方法 

測定対象において，漏えいが想定される箇所で，風速計を用いて風速測定を実施し

た。測定例を図1に示す。測定は，測定対象毎に複数点行い，平均値を算定した。 
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図1 建物内風速の測定例（所内ボイラー・純水装置建物（3号）） 

 

2.1.3 測定結果 

測定結果を表1に示す。建物内の風速は，いずれの測定対象においても，最大でも

0.1m/s未満であり，屋外風速に対して，十分小さかった。 

 

表1 建物内における風速測定結果 

建物 薬品タンク 風速＊1 
（参考） 

屋外風速＊2 

(1)３号機補助ボイラ

ー建物 

補助ボイラー低圧薬注

タンク 
＜0.1m/s 

2.6m/s 
(2)所内ボイラー・純

水装置建物（3号） 
濃縮ヒドラジンタンク ＜0.1m/s 

注記＊1：測定器の検出下限値は0.01m/sである。測定は複数点行い，風速の算定にあたっ

ては，検出下限未満の場合は0.01m/sとして平均値を算出。 

＊2：屋外風速は，地上風を代表する観測点（標高28.5m）における観測風速の年間平

均を示す。 

 

  

 

測定状況 

薬品タンク設置エリア 
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2.2 建物内温度 

2.2.1 調査対象 

 薬品タンクエリアは，温度を測定していないことから，建物内における外気温との

気温差を把握するため，定期的に温度測定を実施している固体廃棄物貯蔵所のデータ

を調査した。 

 

2.2.2 測定方法 

固体廃棄物貯蔵所は，保安規定に基づき定期的に巡視点検を実施している。その際，

建物内に設置した温度計より温度データを採取し，記録しており，これらデータより

蒸発率への影響が大きい夏場の気温を調査した。測定状況を図2に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 建物内温度の測定状況（固体廃棄物貯蔵所） 

 

2.2.3 測定結果 

建物内温度の測定結果を表2に示す。夏場における建物内の温度は，外気温を比較し

て－1.0℃であり，温度差が小さいことを確認した。 

 

 

 
測定状況 

ドラム缶保管エリア 
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表2 夏場（7月～8月）における建物内温度測定結果（令和元年度） 

 固体廃棄物貯蔵所＊1 （参考）外気温＊2 

温度 26.6℃ 27.6℃ 

注記＊1：巡視点検における採取記録。夏場における平均温度。 

＊2：敷地内露場における観測温度。巡視点検と同時刻の外気の平均気温。 

 

2.3 評価 

風速測定結果を用いて，蒸発率を算定するとともに，建物内温度の影響を評価した。 

蒸発率は、文献「Modeling Hydrochloric Acid Evaporation in ALOHA」に従い，下記

の式で評価できる。 

 

ａ．蒸発率 E 

E = A･KM･(
MWm･Pv

R･T
)  (kg/s) …(4－5－1) 

ｂ．物質移動係数KM 

KM = 0.0048･U
7
9･Z−

1
9･Sc

−
2
3 (m/s) …(4－5－2) 

SC =
ν

DM
 …(4－5－3) 

DM = DH2O･√
MWH2O

MWm
 (m2/s) …(4－5－4) 

DH2O = D0･ (
T

273.15
)

1.75

 (m2/s) …(4－5－5) 

ｃ．補正蒸発率EC 

EC = − (
Pa

Pv
) ln (1 −

Pv

Pa
) ･E (kg/s) …(4－5－6) 

E ：蒸発率(kg/s) 

EC ：補正蒸発率(kg/s) 

A ：堰面積(m2) 

KM ：化学物質の物質移動係数(m/s) 

MWm ：化学物質の分子量(kg/kmol) 

Pa ：大気圧(Pa) 

Pv ：化学物質の分圧(Pa) 

R ：ガス定数(J/kmol・K) 

T ：温度(K) 

U ：風速(m/s) 

Z ：堰直径(m) 
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SC ：化学物質のシュミット数 

ν ：動粘性係数(m2/s) 

DM ：化学物質の分子拡散係数(m2/s) 

DH2O ：温度T(K)、圧力Pv (Pa)における水の分子拡散係数(m2/s) 

MWH2O ：水の分子量(kg/kmol) 

D0 ：水の拡散係数(=2.2×10-5m2/s) 

 

風速は，物質移動係数KMのU項に該当し，蒸発率はU
7

9に比例する。 

屋内風速0.1m/s（測定結果の上限値）の場合＊，U
7

9＝0.17，屋外風速2.6m/s（年間平均）

では，U
7

9＝2.1となる。 

従って，建物内の蒸発率は，屋外に対して１/10以下となる。また，温度は，4－5－1式

と4－5－5式におけるＴ項に該当するとともに，分圧Pv，動粘度係数νも温度の影響を受け

る。これらパラメータから塩酸を例に評価すると，蒸発率は，T
1

6 × e0.056(T−273.15)に比例す

る。 

室内温度26.6℃（夏場建物内温度）の場合，T
1

6 × e0.056(T−273.15)＝11.5，外気温27.7℃（夏

場外気温）では，T
1

6 × e0.056(T−273.15)＝12.2となる。 

従って，気温が高い夏場でも建物内の蒸発率は，屋外に対して約0.94倍であり，蒸発率

に及ぼす影響は，風速と比較し小さい。 

さらに，漏えい時には，中和槽等に排出されるとともに建物内で拡散し，放出経路も限

定されることから，大気中に多量に放出されるおそれはなく，建物効果を見込むことが可

能であると考えられる。 

 

注記＊：弱風時の蒸発率の考え方 

風速が0m/sの場合でも，液面から蒸発したガスは濃度勾配を駆動力として分子

拡散によって移動するが，これは風による移流を考慮した前述の評価式では模擬

できない。 

ただし，分子拡散のみによる移動量は極めて小さく，弱風時（0.1m/s）では風

による移流が分子拡散より支配的であることから，分子拡散のみによる移動は，

弱風時の移流に大きな影響を与えることはないと考えられる。 

塩酸（35wt％）を例に比較すると，以下のとおり無風時の分子拡散のみによる

移動量を考慮した蒸発率は，弱風時の風による移流を考慮した蒸発率の約1/5であ

り，弱風時では風による移流が分子拡散より支配的である。 

 

①   無風時（０m/s）の蒸発現象をフィックの法則にてモデル化し，4－5－7式及び 

4－5－8式に示すとおり単位面積当たりの蒸発率を評価した。 

その結果１気圧，20℃，塩酸（35wt%）の場合，単位面積当たりの蒸発率は 

約2.7×10－5kg/s・m2となる 

②   弱風時（0.1m/s）の風による移流を考慮すると，同じく１気圧，20℃，塩酸



 

 

70 

（35wt％）の場合，単位面積当たりの蒸発率は約1.4×10-4kg/s・m2となる。 

 

F = −DM

∂C

∂h
 …(4－5－7) 

F ：単位面積当たりの蒸発率(kg/s・m2) 

DM ：化学物質の分子拡散係数(m2/s) 

∂C

∂h
  ：質量濃度勾配( (kg/m3)/m) 

C =
PvMW

RT
 …(4－5－8) 

C ：質量濃度(kg/m3) 

Pv ：化学物質の分圧(Pa) 

MW ：化学物質の分子量(kg/kmol) 

R ：ガス定数(J/kmol・K) 

T ：温度(K) 

 

2.4 拡散効果 

薬品タンク漏えい時における建物内の拡散効果については，建物規模，換気の有無，設

置状況等で影響をうける。一方，固定源判定により抽出される建物内のタンクは，数が限

定される。 

そのため，図3の特定フローに従い，建物内における薬品タンクの保管状況に応じ，漏

えい時の影響を評価した。 

なお，建物内のタンクから漏えいが発生しても，大気への放出口が限定され，放出時に

は建物の巻き込み効果も発生し拡散が促進されることから，実際の評価地点における濃度

は，評価値よりも低いものになる。 

評価結果は，表3に示すとおりであり，いずれの建物においても，抑制効果が期待でき

る。 

建物内における漏えい時の蒸発率が，屋外に対し1/10以下となることに加え，上述の抑

制効果をあわせると建物内タンクから多量に放出されるおそれはないと説明できる。 
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図3 建物内タンク特定フロー 
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表3 建物内タンク漏えい時の影響評価結果 

建物 薬品タンク 容量 
フローでの

分岐＊ 
評価結果 

３号機補助ボイ

ラー建物 

補助ボイラー低

圧薬注タンク 
0.2m3 

①Y 

貯蔵量が少なく，薬品が漏えい

しても，排出先までの距離が短

く速やかに排水ピットに流下

する配置となっており，建物内

が高濃度となるおそれはない

（図4，図5参照）。 

所内ボイラー・純

水装置建物（3号） 

濃縮ヒドラジン

タンク 
0.1m3 

注記＊：③Yの場合，薬品漏えい時，建物内濃度が定常状態となった場合の排気濃度は，ザイ

デル式に従い，以下の式で評価できる。 

C =
E

Q
 …(4－5－9) 

Cppm = C ×
22.4

M
×

273 + T

273
×

1013

P
× 106 …(4－5－10) 

 

C ：排気濃度（kg/m3） 

Cppm ：排気濃度（ppm） 

E ：蒸発率（kg/s） 

Q ：換気量（m3/s） 

M ：分子量（g/mol） 

T ：温度（℃） 

P ：気圧（hPa） 

 

排気濃度は，4－5－9式におけるC項に該当し，換気量に反比例する。 
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図4 建物内タンク設置状況 

（所内ボイラー・純水装置建物（3号）【ヒドラジンタンク】） 
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図5 建物内タンク設置状況 

（３号機補助ボイラー建物【濃縮ヒドラジンタンク】） 
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別紙 2－5 

密閉空間で人体影響を考慮すべきものの取り扱いについて 

 

1. 密閉空間で人体影響を考慮すべきものの取り扱いの考え方 

「有毒ガス防護に係る影響評価ガイド」（以下「ガイド」という。）における有毒ガス防護

に係る妥当性確認においては，『ガス発生源の調査（3．評価に当たって行う事項）』の後，

『評価対象物質の評価を行い，対象発生源を特定（4．スクリーニング評価）』したうえで，

『防護措置等を考慮した放出量，拡散の評価（5．有毒ガス影響評価）』を行う。 

スクリーニング評価に先立ち実施する固定源及び可動源の調査のうち，敷地内固定源につ

いては「敷地内に保管されている全ての有毒化学物質」が調査対象とされているが，確実に

調査，影響評価及び防護措置の策定ができるように，密閉空間で人体影響を考慮すべきもの

の取り扱いについて考え方を整理した。 

整理にあたっては，ガイドの「3．評価に当たって行う事項」の解説-4（調査対象外とす

る場合）を考慮した。 

 

 【ガイド記載】 

 （解説-4）調査対象外とする場合 

   貯蔵容器が損傷し，容器に貯蔵されている有毒化学物質の全量が流出しても，有毒

ガスが大気中に多量に放出されるおそれがないと説明できる場合。（例えば，使用場所

が限定されていて貯蔵量および使用量が少ない試薬等） 

 

六フッ化硫黄は，防護判断基準値が高く（22 万 ppm：空気中の 22%），人体に影響を与え

るのは，密閉空間で放出される場合に限定される。六フッ化硫黄が漏えいしたとしても，評

価地点である中央制御室等の中に保管されておらず，密閉空間ではないことから，運転員等

に影響を与えることはないと考えられる。 

プロパン，ブタン，二酸化炭素についても同様に，運転員等に影響を与えることはないと

考えられる。 

以上のことから，密閉空間で人体影響を考慮すべきものについては，有毒ガスとしての評

価の対象外であるものと考えられる。 
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2. 六フッ化硫黄の防護判断基準値 

産業中毒便覧においては，「ラットを 80%六弗化硫黄ガス（＝800000ppm）と，20%酸素の混

合ガスに 16～24 時間曝露したが，何ら特異的な生体影響はない。六弗化硫黄ガスは薬理学

的に不活性ガスと考えられる。」と記載されており，六フッ化硫黄に有毒性はない。 

また，六フッ化硫黄は，有毒化学物質の設定において主たる情報源である国際化学安全性

カードに IDLH値がなく急性毒性影響は示されていない物質である。 

しかしながら，化学物質の有害性評価等の世界標準システム（GHS）で作成されたデータ

ベースにおいては，毒性影響はないとしているものの，「当該物質には麻酔作用があること

を示す記述があり，極めて高濃度での弱い麻酔作用以外は不活性のガスであるとの記述もあ

り，区分３（麻酔作用）とした」と記載されている。 

また，OECD SIDs文書において，「20人の若年成人に 79%の SF6（21%の O2）を約 10分間曝

露した結果，55%以上の SF6 に曝露した被験者は，鎮静作用，眠気および深みのある声質を

認めた。4 人の被験者はわずかに呼吸困難を感じた。最初の麻酔効果は 22%SF6 で経験され

た。」と記載されていることから，六フッ化硫黄の防護判断基準値については，保守的に 22%

を採用した。 

 

3. 漏えい時の影響確認 

3.1 高密度ガスの拡散について 

六フッ化硫黄は空気より分子量が大きい高密度ガス（六フッ化硫黄の密度は空気の約 5

倍）であるため，瞬時に大量に漏えいした場合，事象発生直後は鉛直方向には拡散し難く，

水平方向に拡散する中で地表面付近に滞留するが，時間の経過とともに徐々に拡散，希釈

される。（図 1参照） 

(a) 漏えい直後の状態 

拡散するガスの前面で鉛直方向に空気を巻き込みながら，水平方向に広がっていく。 

(b) 漏えいから暫く時間が経過した状態 

水平方向（地表付近）に非常に安定な成層を形成するため，周囲の空気の巻込みの

影響は小さく，地表面からの熱を受けやすくなる。 

(c) 漏えいから十分時間が経過した状態 

漏えいガスへの周囲からの入熱，風等の影響で鉛直方向にも拡散が起こり，次第に

高密度ガスとしての性質を失い，拡散，希釈される。 
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図 1 高密度ガスの拡散について 

（出典：高密度ガスの拡散予測について（大気汚染学会誌 第 27巻 第 1号（1992））） 

 

放出点からある程度距離が離れた地点において，最も漏えいガスが高濃度となるのは，

(b)の漏えいから暫く時間が経過した段階における，地表付近に非常に安定な成層を形成し

た状態だと考えられる。 

 

3.2 六フッ化硫黄漏えい時の影響評価 

500kV開閉所に設置されている機器（母線，遮断器）に内包されている六フッ化硫黄（約

7005kg）の全量漏えいを想定した場合，気体の状態方程式に基づき体積換算すると，約

1170m3となる。また，500kV開閉所エリア中心から最も近い重要操作地点までの距離は約

590mである。 

六フッ化硫黄の漏えい時の挙動を考慮して，半径 590mの円柱状に広がり，前頁(b)のよ

うに成層を形成した場合を考えると，この六フッ化硫黄が対処要員の口元相当である高さ

（1.5m）まで広がった場合の濃度は約 0.07％となり，防護判断基準値の 22％を下回る。 

また，濃度 100％で希釈されることなく成層を形成した場合，その高さは約１mm となり，

対処要員の活動に支障はない。 

なお，実際には漏えいガスが評価点の範囲内で成層状にとどまり続けることはなく，周
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囲からの入熱や風等の影響で鉛直方向にも拡散，希釈されると考えられることから，対処

要員への影響はさらに小さくなると考えられる。 

従って，大気拡散による希釈効果に期待しなくても，濃度が防護判断基準値まで上昇す

ることはない。 

六フッ化硫黄と評価地点の関係を図 2に示す。 

 

〇評価式 

・気体の状態方程式  

pV =
w

M
RT 

 

・機器設置中心から最も近い重要操作地点における対処要員口元相当までのエリアの

体積 V’の算出 

V′ = πr2h 

 

・機器設置中心から最も近い重要操作地点における六フッ化硫黄の濃度 C(％)の算出 

C =
V

V′
× 100 

 

（評価条件） 

p ：圧力(＝1atm) 

V ：六フッ化硫黄の体積 

w ：六フッ化硫黄の質量(＝7005kg) 

M ：六フッ化硫黄のモル質量(＝146g/mol) 

R ：モル気体定数(＝0.082L・atm/(K・mol)) 

T ：温度（＝25℃） 

r ：六フッ化硫黄を内包する機器設置エリア中心から最も近い重要操作地点まで

の距離(＝590m) 

h ：対処要員の口元相当高さ(＝1.5m) 

C ：機器設置中心から最も近い重要操作地点における六フッ化硫黄の濃度(％) 
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図 2 六フッ化硫黄と評価地点の関係 

 

3.3 重要操作地点での作業を踏まえた影響検討 

「3.2 六フッ化硫黄漏えい時の影響評価」では 500kV 開閉所から最も近い重要操作地

点での対処要員の口元相当である高さ 1.5m における濃度を約 0.07%と評価しており，防

護判断基準値（22%）に対して 1/300以下となり，十分余裕がある。 

また，重要操作地点では，大量送水車，移動式代替熱交換設備及び高圧発電機車の接続

作業があり，接続口への接続及びホース展張等の際に低姿勢での作業が必要となるが，六

フッ化硫黄が濃度 100％で希釈されることなく成層を形成した場合の高さは約 1mmであり

十分低いため，重要操作地点で作業を行う対処要員の対処能力は損なわれない。 

 

  

約 590m 

 

遮断器 

島根原子力発電所 500kV開閉所 

重要操作地点 

約 1170m3 
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別紙 2－5－1 

表 1 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 タンク類）(1/7) 

令和元年 12月末時点 

有毒化学物質 保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 
a b 1 2 3 4 

亜硝酸 

ナトリウム 

１号炉 

原子炉建物 
薬品添加タンク 40% 0.17m3 ×＊1 × － － － － － 

２号炉 

原子炉建物 

原子炉補機冷却

系薬品添加タン

ク 

40% 0.17m3 ×＊1 × － － － － － 

３号炉 

サービス建物 

サービス建物防

食剤注入タンク 
40% 0.05m3 ×＊1 × － － － － － 

亜硫酸 

ナトリウム 

所内ボイラー･純

水装置建物 

亜硫酸ソーダ溶

解槽 
10% 0.35m3 ×＊1 × － － － － － 

エチレン 

グリコール 

２号炉 

廃棄物処理建物 

排ガス処理系グ

リコールタンク 
30% 0.8m3 ×＊2 × － － － － － 

３号炉 

タービン建物 

気体廃棄物処理

系グリコールタ

ンク 

30% 1.2m3 ×＊2 × － － － － － 

塩酸 

屋外（１号館管理

事務所西側） 

排水中和用塩酸

タンク 
35% 0.3m3 ○ － × × × × 対象 

屋外（純水装置建

物西側） 
塩酸貯槽 20% 3m3 ×＊2 × － － － － － 

五ほう酸 

ナトリウム 

１号炉 

原子炉建物 

液体ポイズン貯

蔵タンク 
14.6% 9.7m3 ×＊1 × － － － － － 

２号炉 

原子炉建物 

ほう酸水貯蔵タ

ンク 
14.6% 23.2m3 ×＊1 × － － － － － 

３号炉 

原子炉建物 

ほう酸水貯蔵タ

ンク 
14.6% 28.7m3 ×＊1 × － － － － － 

酸素 
屋外（１号炉北側

ヤード） 
液体酸素貯槽 － 19 m3 ○ － ○ － － － － 

次亜塩素酸 

ナトリウム 

屋外（１号取水

槽） 

１号機電解液受

槽 
0.08% 22m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（１号取水

槽） 

２号機電解液受

槽 
0.053% 9m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（海水電解装

置エリア） 
脱気槽 0.084% 9.3m3 ×＊2 × － － － － － 

水酸化 

カリウム 

屋外（３号機補助

ボイラー建物エ

リア） 

補助ボイラー補

機冷却水薬注装

置（タンク） 

5% 0.05m3 ×＊1 × － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 1 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 タンク類）(2/7) 

有毒化学物質 保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 
a b 1 2 3 4 

水酸化 

ナトリウム 

１号炉  

廃棄物処理建物 

１号機 薬品添加

タンク 
25% 1m3 ×＊1 × － － － － － 

３号炉  

廃棄物処理建物 

中和装置苛性ソ

ーダタンク 
25% 0.15m3 ×＊1 × － － － － － 

屋外（1号館管理

事務所西側） 

苛性ソーダ貯蔵

タンク 
25% 26m3 ×＊1 × － － － － － 

屋外（1号館管理

事務所西側） 

排水中和用苛性

ソーダタンク 
25% 0.1m3 ×＊1 × － － － － － 

所内ボイラー・純

水装置建物 

苛性ソーダ計量

槽 
25% 0.7m3 ×＊1 × － － － － － 

屋外（３号機補助

ボイラー建物エ

リア） 

補助ボイラー排

水ｐＨ調整用ア

ルカリ貯槽 

20% 0.12m3 ×＊1 × － － － － － 

屋外（３号機補助

ボイラー建物エ

リア） 

補助ボイラー補

機冷却水薬注装

置（タンク） 

5% 0.05m3 ×＊1 × － － － － － 

２号炉 

原子炉建物 
薬液タンク 25% 5m3 ×＊1 × － － － － － 

３号機補助ボイ

ラー建物 

補 助 ボ イ ラ ー

（Ａ）高圧薬注装

置薬注タンク 

0.14% 0.2m3 ×＊1 × － － － － － 

３号機補助ボイ

ラー建物 

補 助 ボ イ ラ ー

（Ｂ）高圧薬注装

置薬注タンク 

0.14% 0.2m3 ×＊1 × － － － － － 

ヒドラジン 

所内ボイラー・純

水装置建物（ 3

号） 

濃縮ヒドラジン

タンク 
10% 0.1m3 ○ － × × ○ － － 

所内ボイラー・純

水装置建物（ 3

号） 

ヒドラジンタン

ク 
5.3% 0.2m3 ×＊2 × － － － － － 

所内ボイラー・純

水装置建物（ 4

号） 

ヒドラジン・モル

ホリンタンク 
6.4% 0.2m3 ×＊2 × － － － － － 

３号機補助ボイ

ラー建物 

補助ボイラー低

圧薬注装置薬注

タンク 

21% 0.2m3 ○ － × × ○ － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 1 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 タンク類）(3/7) 

有毒化学物質 保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 
a b 1 2 3 4 

ポリエチレン

イミン 

１号炉廃棄物処

理建物 

１号機 陽イオン

フロック混合タ

ンク 

30% 0.03m3 ×＊1 × － － － － － 

２号炉廃棄物処

理建物 

２号機 陽イオン

フロックタンク 
30% 0.04m3 ×＊1 × － － － － － 

モリブデン酸

ナトリウム 

サイトバンカ建

物 

サイトバンカ薬

注タンク内 
10% 0.1m3 ×＊1 × － － － － － 

モルホリン 

所内ボイラー・純

水装置建物（ 3

号） 

ヒドラジンタン

ク 
0.7% 0.2m3 ×＊2 × － － － － － 

所内ボイラー・純

水装置建物（ 4

号） 

ヒドラジン・モル

ホリンタンク 
0.8% 0.2m3 ×＊2 × － － － － － 

３号機補助ボイ

ラー建物 

補助ボイラー低

圧薬注装置薬注

タンク 

0.11% 0.2m3 ×＊2 × － － － － － 

硫酸 

１号水ろ過装置

建物 
１号硫酸貯槽 30% 0.3m3 ×＊2 × － － － － － 

１号炉 

廃棄物処理建物 

１号機 薬品添加

タンク 
10% 1m3 ×＊2 × － － － － － 

２号炉 

廃棄物処理建物 

２号機 硫酸添加

タンク 
10% 0.2m3 ×＊2 × － － － － － 

所内ボイラー・純

水装置建物 
硫酸計量槽 98% 0.12m3 ×＊2 × － － － － － 

所内ボイラー・純

水装置建物 
硫酸希釈槽 30% 0.9m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（1号館管理

事務所西側） 
硫酸貯蔵タンク 98% 6m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（１号炉排気

筒下） 
硫酸貯蔵タンク 98% 6m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（補助ボイラ

ー建物エリア） 

補助ボイラー排

水ｐＨ調整用酸

貯槽 

20% 0.2m3 ×＊2 × － － － － － 

硫酸第一鉄 
屋外（２号取水

槽） 

２号機鉄イオン

溶解タンク 
－ 17.33m3 ×＊1 × － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 1 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 タンク類）(4/7) 

有毒化学物質 保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 
a b 1 2 3 4 

リン酸二水素 

ナトリウム 

１号炉 

廃棄物処理建物 

廃棄物処理設備

インヒビタ添加

タンク 

6.25% 1.5m3 ×＊1 × － － － － － 

２号炉 

廃棄物処理建物 

ランドリ・ドレン

インヒビタ添加

タンク 

6.25% 0.15m3 ×＊1 × － － － － － 

２号炉 

廃棄物処理建物 

液体廃棄物処理

系インヒビタ添

加タンク 

2.36% 1.3m3 ×＊1 × － － － － － 

３号炉 

廃棄物処理建物 

インヒビタ添加

タンク 
98% 0.2m3 ×＊1 × － － － － － 

リン酸三 

ナトリウム 

３号機補助ボイ

ラー建物 

補 助 ボ イ ラ ー

（Ａ）高圧薬注装

置薬注タンク 

0.17% 0.2m3 ×＊1 × － － － － － 

３号機補助ボイ

ラー建物 

補 助 ボ イ ラ ー

（Ｂ）高圧薬注装

置薬注タンク 

0.17% 0.2m3 ×＊1 × － － － － － 

リン酸苛性 

混液 

所内ボイラー・純

水装置建物（ 3

号） 

リン酸苛性混液

タンク 
0.5% 0.2m3 ×＊1 × － － － － － 

所内ボイラー・純

水装置建物（ 4

号） 

リン酸苛性混液

タンク 
0.5% 0.2m3 ×＊1 × － － － － － 

軽油 

２号炉 

原子炉建物 

２号機Ａ－デイ

タンク 
－ 16m3 ×＊2 × － － － － － 

２号炉 

原子炉建物 

２号機Ｂ－デイ

タンク 
－ 16m3 ×＊2 × － － － － － 

２号炉 

原子炉建物 

２号機Ｈ－デイ

タンク 
－ 9 m3 ×＊2 × － － － － － 

２号炉 

原子炉建物 

２号機燃料ドレ

ン受缶 
－ 0.77m3 ×＊2 × － － － － － 

３号炉 

原子炉建物 

非常用ディーゼ

ル発電設備燃料

デイタンク（Ａ） 

－ 16m3 ×＊2 × － － － － － 

３号炉 

原子炉建物 

非常用ディーゼ

ル発電設備燃料

デイタンク（Ｂ） 

－ 16m3 ×＊2 × － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 1 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 タンク類）(5/7) 

有毒化学物質 保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 
a b 1 2 3 4 

軽油 

３号炉 

原子炉建物 

非常用ディーゼル

発電設備燃料デイ

タンク（Ｃ） 

－ 16m3 ×＊2 × － － － － － 

３号炉 

原子炉建物 

非常用ディーゼル

発電設備燃料油ド

レンタンク（Ａ） 

－ 0.184m3 ×＊2 × － － － － － 

３号炉 

原子炉建物 

非常用ディーゼル

発電設備燃料油ド

レンタンク（Ｂ） 

－ 0.184m3 ×＊2 × － － － － － 

３号炉 

原子炉建物 

非常用ディーゼル

発電設備燃料油ド

レンタンク（Ｃ） 

－ 0.184m3 ×＊2 × － － － － － 

ガスタービン発

電機建物 

２号－ガスタービ

ン発電機用サービ

スタンク 

－ 7.51m3 ×＊2 × － － － － － 

ガスタービン発

電機建物 

予備－ガスタービ

ン発電機用サービ

スタンク 

－ 7.51m3 ×＊2 × － － － － － 

ガスタービン発

電機建物 

３号－ガスタービ

ン発電機用サービ

スタンク 

－ 7.51m3 ×＊2 × － － － － － 

免震重要棟 Ａ－燃料小出槽 － 0.461m3 ×＊2 × － － － － － 

免震重要棟 Ｂ－燃料小出槽 － 0.461m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（免震重要棟 

燃料地下タンク

東側） 

Ａ－ガスタービン

燃料地下タンク 
－ 45m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（免震重要棟 

燃料地下タンク

南側） 

Ｂ－ガスタービン

燃料地下タンク 
－ 45m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（１号取水

槽） 

１号機ディーゼル

地下タンク（Ａ） 
－ 46m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（１号取水

槽） 

１号機ディーゼル

地下タンク（Ｂ） 
－ 46m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（２号取水

槽） 

２号機ディーゼル

地下タンク（Ａ） 
－ 170m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（２号取水

槽） 

２号機ディーゼル

地下タンク（Ｂ） 
－ 170m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（２号取水

槽） 

２号機ディーゼル

地下タンク（Ｈ） 
－ 170m3 ×＊2 × － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 1 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 タンク類）(6/7) 

有毒化学物質 保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 
a b 1 2 3 4 

軽油 

屋外（２号 CSTタ

ンク南） 

２号 燃料貯蔵タ

ンク（B－1） 
－ 113m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（２号 CSTタ

ンク南） 

２号 燃料貯蔵タ

ンク（B－2） 
－ 113m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（２号 CSTタ

ンク南） 

２号 燃料貯蔵タ

ンク（B－3） 
－ 113m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（４４ｍ盤

GTGエリア） 

２号－ガスタービ

ン発電機用軽油タ

ンク 

－ 560m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（４４ｍ盤

GTGエリア） 

３号－ガスタービ

ン発電機用軽油タ

ンク 

－ 560m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（R/B南東ヤ

ード） 

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（A－1） 

－ 104m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（R/B南東ヤ

ード） 

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（A－2） 

－ 104m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（R/B南東ヤ

ード） 

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（A－3） 

－ 104m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（R/B南東ヤ

ード） 

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（A－4） 

－ 104m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（R/B南東ヤ

ード） 

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（B－1） 

－ 104m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（R/B南東ヤ

ード） 

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（B－2） 

－ 104m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（R/B南東ヤ

ード） 

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（B－3） 

－ 104m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（R/B南東ヤ

ード） 

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（B－4） 

－ 104m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（R/B南東ヤ

ード） 

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（C－1） 

－ 104m3 ×＊2 × － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 1 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 タンク類）(7/7) 

有毒化学物質 保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 
a b 1 2 3 4 

軽油 

屋外（R/B南東ヤ

ード） 

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（C－2） 

－ 104m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（R/B南東ヤ

ード） 

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（C－3） 

－ 104m3 ×＊2 × － － － － － 

屋外（R/B南東ヤ

ード） 

非常用ディーゼル

発電設備軽油タン

ク（C－4） 

－ 104m3 ×＊2 × － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 

注記＊1：揮発性が乏しい液体 

   ＊2：固体又は固体を溶かした水溶液 
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表 2 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 ボンベ）(1/4) 

令和元年 12月末時点 

有毒化学

物質 
保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 
調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

炭酸ガス 

２号炉 

廃棄物処理建物 
ガスボンベ － 

55kg×69本 

0.65kg×40本 
○ － ○ － － － － 

固体廃棄物貯蔵所

Ｄ棟ボンベ庫 
ガスボンベ － 55kg×175本 ○ － ○ － － － － 

２号炉 

原子炉建物 
ガスボンベ － 0.65kg×66本 ○ － ○ － － － － 

２号炉第１ベント

フィルタ格納槽他

固定式消火設備用

ボンベ庫 

ガスボンベ － 0.65kg×3本 ○ － ○ － － － － 

２号炉 

タービン建物 
ガスボンベ － 0.65kg×14本 ○ － ○ － － － － 

２号炉 

排気筒モニター建

物 

ガスボンベ － 0.65kg×1本 ○ － ○ － － － － 

１号炉 

制御室建物 
ガスボンベ － 0.65kg×4本 ○ － ○ － － － － 

サイトバンカ建物 ガスボンベ － 0.65kg×7本 ○ － ○ － － － － 

空コンテナ保管倉

庫 
ガスボンベ － 0.65kg×1本 ○ － ○ － － － － 

固体廃棄物貯蔵所

Ｂ棟 
ガスボンベ － 0.65kg×2本 ○ － ○ － － － － 

固体廃棄物貯蔵所

Ｃ棟ボンベ庫 
ガスボンベ － 0.65kg×2本 ○ － ○ － － － － 

固体廃棄物貯蔵所

Ｄ棟ボンベ庫 
ガスボンベ － 0.65kg×1本 ○ － ○ － － － － 

１号炉 

原子炉建物 
ガスボンベ － 

45kg× 40本 

１kg × 2本 
○ － ○ － － － － 

１号炉 

タービン建物 
ガスボンベ － 

45kg ×46本 

１kg × 4本 
○ － ○ － － － － 

３号炉 

原子炉建物 
ガスボンベ ≧99.5% 

55kg× 73本 

0.65㎏× 8本 
○ － ○ － － － － 

３号炉 

タービン建物 
ガスボンベ ≧99.5% 

55kg× 51本 

0.65kg× 5本 
○ － ○ － － － － 

ガスタービン発電

機建物 
ガスボンベ － 0.65kg×14本 ○ － ○ － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 2 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 ボンベ）(2/4) 

有毒化学

物質 
保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 
調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

炭酸ガス 

緊急時対策所 ガスボンベ － 0.65kg ×3本 ○ － ○ － － － － 

通信棟 ガスボンベ － 0.65kg× 2本 ○ － ○ － － － － 

ガスタービン発電

設備建物 
ガスボンベ ≧99.5% 0.65kg× 7本 ○ － ○ － － － － 

３号ガスボンベ庫 ガスボンベ ≧99.5% 30kg ×40本 ○ － ○ － － － － 

１号水素ボンベ庫 ガスボンベ － 30kg ×40本 ○ － ○ － － － － 

２号水素ボンベ庫 ガスボンベ － 30kg ×30本 ○ － ○ － － － － 

ハロン 

１３０１ 

２号炉 

原子炉建物 
ガスボンベ － 

75kg ×407本 

65kg ×49本 

50kg × 1本 

25kg × 4本 

20kg × 2本 

15kg × 7本 

○ － ○ － － － － 

２号炉 

タービン建物 
ガスボンベ － 

75kg ×50本 

50kg × 4本 

16kg × 5本 

15kg × 1本 

○ － ○ － － － － 

２号炉 

排気筒モニター建

物 

ガスボンベ － 50kg × 2本 ○ － ○ － － － － 

２号炉 

廃棄物処理建物 
ガスボンベ － 

75kg ×71本 

50kg × 4本 

65kg × 9本 

○ － ○ － － － － 

１号炉 

制御室建物 
ガスボンベ － 

75kg × 3本 

65kg × 9本 
○ － ○ － － － － 

２号第１ベントフ

ィルタ格納槽他固

定式消火設備用ボ

ンベ庫 

ガスボンベ － 
75kg × 8本 

15kg × 1本 
○ － ○ － － － － 

サイトバンカ建物 ガスボンベ － 

50kg ×85本 

15kg × 1本 

10kg × 1本 

○ － ○ － － － － 

空コンテナ保管倉

庫 
ガスボンベ － 75kg× 15本 ○ － ○ － － － － 

固体廃棄物貯蔵所

Ｂ棟 
ガスボンベ － 75kg× 39本 ○ － ○ － － － － 

固体廃棄物貯蔵所

Ｃ棟消火用ボンベ

庫 

ガスボンベ － 75kg× 32本 ○ － ○ － － － － 

ガスタービン発電

機建物 
ガスボンベ － 60kg ×51本 ○ － ○ － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 2 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 ボンベ）(3/4) 

有毒化学

物質名 
保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 
調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

ハロン 

１３０１ 

緊急時対策所 ガスボンベ － 
75kg × 9本 

60kg × 1本 

25kg × 1本 

○ － ○ － － － － 

通信棟 ガスボンベ － 
75kg × 2本 

30kg × 1本 
○ － ○ － － － － 

プロパン 

サイトバンカ建物 ガスボンベ 100% 13.4L × 1本 ○ － ○ － － － － 

所内ボイラー・純水

装置建物補助ボイラ

ープロパンガスボン

ベ庫 

ガスボンベ 100% 50kg × 6本 ○ － ○ － － － － 

混合ガス

（ブタン

＋プロパ

ン） 

訓練センター１号館 ガスボンベ 

37% 

63% 
170g × 1本 ○ － ○ － － － － 

30% 

70% 
350g × 2本 ○ － ○ － － － － 

アセチレ

ン 

放射化学分析室 ガスボンベ 98% 7kg × 1本 ○ － ○ － － － － 

訓練センター１号館 ガスボンベ 98% 2kg × 1本 ○ － ○ － － － － 

混合ガス

（ヘリウ

ム＋イソ

ブタン） 

放射化学分析室 ガスボンベ 
99% 

1% 
10L × 1本 ○ － ○ － － － － 

放射能測定室 ガスボンベ 
99% 

1% 
10L × 1本 ○ － ○ － － － － 

混合ガス 

（メタン

＋アルゴ

ン） 

放射化学分析室 ガスボンベ 10% 10L × 4本 ○ － ○ － － － － 

３号炉 

放射化学分析室 
ガスボンベ 10% 10L × 1本 ○ － ○ － － － － 

酸素 

取水槽 ガスボンベ 99.5% 7m3 × 18本 ○ － ○ － － － － 

訓練センター１号館 ガスボンベ 100% 1.5Nm3× 1本 ○ － ○ － － － － 

２号炉 

廃棄物処理建物 
ガスボンベ 4.75% 10L × 1本 ○ － ○ － － － － 

所内ボイラー・純水

装置建物 
ガスボンベ 9.75% 10L × 2本 ○ － ○ － － － － 

３号機補助ボイラ建

物 
ガスボンベ 25% 3.4L ×  2本 ○ － ○ － － － － 

３号炉 

原子炉建物 
ガスボンベ 4% 47L × 2本 ○ － ○ － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 2 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 ボンベ）(4/4) 

有毒化学

物質名 
保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 
調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

二酸化 

硫黄 

所内ボイラー・純水

装置建物 
ガスボンベ 0.0972% 10L × 2本 ○ － ○ － － － － 

３号機補助ボイラ建

物 
ガスボンベ 0.1% 3.4L ×  2本 ○ － ○ － － － － 

一酸化 

窒素 

所内ボイラー・純水

装置建物 
ガスボンベ 0.0194% 10L × 2本 ○ － ○ － － － － 

３号機補助ボイラ建

物 
ガスボンベ 0.05% 3.4L ×  2本 ○ － ○ － － － － 

六フッ化

硫黄 
７号倉庫 ガスボンベ － 50kg × 1本 ○ － ○ － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 3 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 機器【冷媒】）(1/4) 

令和元年 12月末時点 

有毒化学

物質 
保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 
調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

HCFC-22 

１号炉 

廃棄物処理建物 

１号炉 

Ａ／Ｂ－希ガス

冷凍機 

100% 5kg ○ － × × ○※ － － 

１号炉 

タービン建物 

１号炉 

タ ー ビ ン 建 物 

タービン建屋冷

凍機 

100% 198 kg ○ － × × ○※ － － 

１号炉 

タービン建物 

１号炉 

中央制御室空調

換気系冷凍機 

100% 24 kg ○ － × × ○※ － － 

１号炉 

廃棄物処理建物 

１号炉 

廃棄物処理建物 

放管室冷凍機 

100% 24 kg ○ － × × ○※ － － 

１号炉 

廃棄物処理建物 

１号炉 

排ガス冷凍機 
100% 2.5 kg ○ － × × ○※ － － 

２号炉 

廃棄物処理建物 

２号炉 

固化系冷水ユニ

ット内部冷凍機 

100% 30kg ○ － × × ○※ － － 

１号原子炉建物 

２号炉 

排ガス除湿冷凍

機 １次側冷媒 

100% 2.5 kg ○ － × × ○※ － － 

所内ボイラー･

純水装置建物 

４号ＨＢ圧縮空

気除湿器（４号

ＨＢ室２ＦＬ） 

100% 0.2 kg ○ － × × ○※ － － 

サイトバンカ建

物 

サ イ ト バ ン カ 

空調換気設備冷

凍機 

100% 29kg ○ － × × ○※ － － 

サイトバンカ建

物 

サイトバンカ設

備Ａ－建物排気

モニタサンプリ

ングラック 

100% 0.36 kg ○ － × × ○※ － － 

サイトバンカ建

物 

サイトバンカ設

備Ｂ－建物排気

モニタサンプリ

ングラック 

100% 0.36 kg ○ － × × ○※ － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 3 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 機器【冷媒】）(2/4) 

有毒化学

物質 
保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 
調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

HFC-134a 

１号炉 

原子炉建物 

１号炉 

ドライウェル冷

凍機 

100% 39 kg ○ － × × ○※ － － 

１号炉 

原子炉建物 

１号炉 

ターボ冷凍機 
100% 650 kg ○ － × × ○※ － － 

１号炉 

排気筒モニター

建物 

１号炉 

Ａ－排気筒トリ

チウム捕集装置

（高圧側） 

100% 0.36 kg ○ － × × ○※ － － 

１号炉 

排気筒モニター

建物 

１号炉 

Ｂ－排気筒トリ

チウム捕集装置

（高圧側） 

100% 0.36 kg ○ － × × ○※ － － 

２号炉 

排気筒モニター

建物 

２号炉 

Ａ－排気筒トリ

チウム捕集装置

（高圧側） 

100% 0.36 kg ○ － × × ○※ － － 

２号炉 

排気筒モニター

建物 

２号炉 

Ｂ－排気筒トリ

チウム捕集装置

（高圧側） 

100% 0.36 kg ○ － × × ○※ － － 

２号炉 

原子炉建物 

２号炉 

空調換気設備冷

却水系冷凍機 

100% 1400 kg  ○ － × × ○※ － － 

２号炉 

廃棄物処理建物 

２号炉 

Ａ／Ｂ－中央制

御室空調換気系

冷凍機 

100% 1600 kg ○ － × × ○＊ － － 

３号炉 

原子炉建物 

排気筒放射線モ

ニタトリチウム

捕集装置冷凍機 

100% 1.08 kg ○ － × × ○＊ － － 

３号炉 

原子炉建物 

換気空調補機非

常用冷却水系冷

凍機(Ａ) 

100% 550 kg ○ － × × ○＊ － － 

３号炉 

原子炉建物 

換気空調補機非

常用冷却水系冷

凍機(Ｂ) 

100% 550 kg ○ － × × ○＊ － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 3 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 機器【冷媒】）(3/4) 

有毒化学

物質 
保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 

調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

HFC-134a 

３号炉 

原子炉建物 

換気空調補機非

常用冷却水系冷

凍機(Ｃ) 

100% 550 kg ○ － × × ○＊ － － 

３号炉 

原子炉建物 

換気空調補機非

常用冷却水系冷

凍機(Ｄ) 

100% 550 kg ○ － × × ○＊ － － 

３号炉 

タービン建物 

換気空調補機常

用冷却水系冷凍

機(Ａ) 

100% 750 kg ○ － × × ○＊ － － 

３号炉 

タービン建物 

換気空調補機非

常用冷却水系冷

凍機(Ｂ) 

100% 750 kg ○ － × × ○＊ － － 

３号炉 

タービン建物 

換気空調補機非

常用冷却水系冷

凍機(Ｃ) 

100% 750 kg ○ － × × ○＊ － － 

サイトバンカ建

物 

サイトバンカ設

備Ａ－排気筒ト

リチウム捕集装

置（高圧側） 

100% 0.35 kg ○ － × × ○＊ － － 

サイトバンカ建

物 

サイトバンカ設

備Ｂ－排気筒ト

リチウム捕集装

置（高圧側） 

100% 0.35 kg ○ － × × ○＊ － － 

サイトバンカ建

物 

サイトバンカ設

備  焼却炉排ガ

スモニタサンプ

リングラック 

100% 0.36 kg ○ － × × ○＊ － － 

所内ボイラー･

純水装置建物 

３号ＨＢ排ガス

分析計ＦＡクー

ラー（３号ＨＢ

室） 

100% 0.4 kg ○ － × × ○＊ － － 

HFC-404A 

１号炉 

タービン建物 

１号炉 

Ａ－タービン建

物排気筒トリチ

ウム捕集装置 

100% 1.1 kg ○ － × × ○＊ － － 

１号炉 

タービン建物 

１号炉 

Ｂ－タービン建

物排気筒トリチ

ウム捕集装置 

100% 1.1 kg ○ － × × ○＊ － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 3 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 機器【冷媒】）(4/4) 

有毒化学

物質 
保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 

調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

HFC-407C 

３号炉 

サービス建物 

サービス建物冷

凍機(Ａ) 
100% 130 kg ○ － × × ○＊ － － 

３号炉 

サービス建物 

サービス建物冷

凍機(Ｂ) 
100% 130 kg ○ － × × ○＊ － － 

３号炉 

タービン建物 

気体廃棄物処理

系冷凍機（Ａ) 
100% 1 kg ○ － × × ○＊ － － 

３号炉 

タービン建物 

気体廃棄物処理

系冷凍機（Ｂ) 
100% 1 kg ○ － × × ○＊ － － 

所内ボイラー・

純水装置建物 

３号ＨＢ圧縮空

気除湿器（３号

ＨＢ室） 

100% 0.08 kg ○ － × × ○＊ － － 

１号炉 

排気筒モニター

建物 

１号炉 

排気筒モニタ室

（東側） 

100% 2.3 kg ○ － × × ○＊ － － 

１号炉 

排気筒モニター

建物 

１号炉 

排気筒モニタ室

（西側） 

100% 2.3 kg ○ － × × ○＊ － － 

所内ボイラー・

純水装置建物 

４号ＨＢ圧縮空

気除湿器（４号

ＨＢ室１ＦＬ） 

100%  0.33 kg ○ － × × ○＊ － － 

所内ボイラー・

純水装置建物 

４号ＨＢ現地盤

エアコン（４号

ＨＢ室１ＦＬ） 

100%  1.7 kg ○ － × × ○＊ － － 

１号炉 

タービン建物 

１号炉 

グランドシール

排ガスモニタサ

ンプリングラッ

ク 

100% 0.16 kg ○ － × × ○＊ － － 

屋外（１号炉原

子 炉 南 側 ヤ ー

ド） 

原子炉建物空気

冷却設備 
100% 165 kg ○ － ○ × × × － 

３号炉 

原子炉建物 

ＣＲＤ交換装置

冷凍式エアドラ

イヤ 

100% 0.45 kg ○ － × × ○＊ － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 

注記＊：冷媒（フロン類）は防護判断基準値（8,000～32,000ppm）が高く，漏えいした場合でも建物内で希

釈された時点で防護判断基準値を下回り，大気中に多量に放出されるおそれがないため，調査対象

外 
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表 4 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 機器【遮断器】） 

令和元年 12月末時点 

有毒化学物質 保管場所 貯蔵施設 濃度 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 
調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

六フッ化硫黄 

２号開閉所 遮断器 100% 3832.2 kg ○ － × × × ○ － 

第２－６６ｋＶ 

開閉所 
遮断器 100% 130 kg ○ － × × × ○ － 

１号屋内開閉所 遮断器 100% 2422.2 kg ○ － × × ○＊ － － 

新２号倉庫 遮断器 100% 50 kg ○ － × × ○＊ － － 

５００ｋＶ開閉所 遮断器 100% 7005 kg ○ － × × × ○ － 

７号倉庫 遮断器 100% 106.8 kg ○ － × × ○＊ － － 

３号タービン建物 遮断器 100% 199 kg ○ － × × ○＊ － － 

２２０ｋＶ開閉所 遮断器 100% 350 kg ○ － × × × ○ － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 

注記＊：六フッ化硫黄は防護判断基準値（220,000ppm）が高く，漏えいした場合でも建物内で希釈された時

点で防護判断基準値を下回り，大気中に多量に放出される 
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表 5 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(1/12) 

令和元年 12月末時点 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 

調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

Ｎ－１－ナフチル

エチレンジアミン

二塩酸塩 

一般 

化学室 

固体 ガラス瓶 25g × 1本 － － － ○ － － － 

アミド硫酸 

アンモニウム 
固体 ガラス瓶 25g × 1本 － － － ○ － － － 

エタノール 液体 ガラス瓶 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

しゅう酸 

ナトリウム 
液体 ポリ容器 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

しゅう酸二水和物 液体 ポリ容器 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

すず 固体 ポリ容器 500g × 1本 － － － ○ － － － 

スルファニル 

アミド 
固体 ガラス瓶 500g × 1本 － － － ○ － － － 

フェノール 

フタリン 
固体 ガラス瓶 25g × 1本 － － － ○ － － － 

フタル酸水素 

カリウム 
固体 アルミ袋 50g × 22袋 － － － ○ － － － 

ブロモクレゾール

グリーン 
液体 ガラス瓶 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

ヘキサン 液体 ガラス瓶 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

メチルオレンジ 液体 ガラス瓶 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

リン酸二水素 

カリウム 

（pH7標準粉末） 

固体 アルミ袋 50g × 24袋 － － － ○ － － － 

亜硝酸ナトリウム 液体 ポリ容器 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

塩化カリウム 液体 ポリ容器 250mL × 1本 － － － ○ － － － 

塩化すず(Ⅱ) 

二水和物 
固体 ガラス瓶 25g × 3本 － － － ○ － － － 

塩化水素 液体 ガラス瓶 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

過マンガン酸 

カリウム 
液体 ガラス瓶 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

過酸化水素 液体 ポリ容器 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

四ホウ酸ナトリウ

ム十水和物 
固体 アルミ袋 50g × 30袋 － － － ○ － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 5 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(2/12) 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 

調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

七モリブデン酸 

六アンモニウム 

四水和物 
一般 

化学室 

固体 ポリ容器 500g × 2本 － － － ○ － － － 

水酸化ナトリウム 液体 ポリ容器 500mL × 3本 － － － ○ － － － 

硫酸 液体 ポリ容器 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

硫酸銅(Ⅱ) 

五水和物 
固体 ポリ容器 500g × 1本 － － － ○ － － － 

Ｌ（＋）－ 

アスコルビン酸 

放射化学

分析室 

固体 ポリ容器 500g × 2本 － － － ○ － － － 

Ｎ－１－ナフチル

エチレンジアミン

二塩酸塩 

固体 ガラス瓶 25g × 1本 － － － ○ － － － 

アンモニア 液体 ポリ容器 500mL × 4本 － － － ○ － － － 

炭酸アンモニウム 固体 ポリ容器 500g × 2本 － － － ○ － － － 

エタノール 
液体 ガラス瓶 500mL × 4本 － － － ○ － － － 

液体 ポリ容器 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

クロム酸カリウム

（六価クロム） 
固体 ガラス瓶 100g × 1本 － － － ○ － － － 

しゅう酸 

ナトリウム 
液体 ポリ容器 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

しゅう酸二水和物 
固体 ガラス瓶 500g × 2本 － － － ○ － － － 

固体 ポリ容器 500g × 1本 － － － ○ － － － 

スルファニル 

アミド 
固体 ガラス瓶 500g × 1本 － － － ○ － － － 

チオシアン 

酸水銀(Ⅱ) 
液体 ガラス瓶 50mL × 1本 － － － ○ － － － 

フェノール 

フタリン 
固体 ガラス瓶 25g × 1本 － － － ○ － － － 

フタル酸水素 

カリウム 
固体 アルミ袋 50g × 1袋 － － － ○ － － － 

ヘキサン 液体 ガラス瓶 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

メタンスルホン酸 液体 ガラス瓶 25mL × 1本 － － － ○ － － － 

メチルオレンジ 液体 ガラス瓶 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

りん酸 液体 
プラスチ

ック容器 
250mL × 1本 － － － ○ － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 5 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(3/12) 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 

調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

亜硝酸ナトリウム 

放射化学

分析室 

固体 ポリ容器 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

塩化アンモニウム 固体 ガラス瓶 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

塩化カリウム 液体 ポリ容器 250mL × 1本 － － － ○ － － － 

塩化すず(Ⅱ) 

二水和物 
固体 ガラス瓶 25g × 1本 － － － ○ － － － 

塩化ナトリウム

（塩化物イオン 

標準液） 

液体 ガラス瓶 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

塩化ナトリウム

（ナトリウム 

標準液） 

液体 ポリ容器 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

塩化水素 液体 ガラス瓶 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

塩化鉄(Ⅲ) 

六水和物 
固体 ガラス瓶 25g × 1本 － － － ○ － － － 

過マンガン酸 

カリウム 
液体 ガラス瓶 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

過酸化水素 液体 ポリ容器 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

四ホウ酸ナトリウ

ム十水和物 
固体 アルミ袋 50g × 1袋 － － － ○ － － － 

七モリブデン酸 

六アンモニウム 

四水和物 

固体 ポリ容器 500g × 2本 － － － ○ － － － 

硝酸 液体 ガラス瓶 500mL × 9本 － － － ○ － － － 

硝酸アンモニウム 固体 ポリ容器 500g × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸カリウム 

（硝酸イオン 

標準液） 

液体 
ガラス 

容器 
100mL × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸カルシウム 

（カルシウム 

標準液） 

液体 
ガラス 

容器 
100mL × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸 

ストロンチウム 
固体 ポリ容器 25g × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸ニッケル 

（ニッケル 

標準液） 

液体 ポリ容器 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸バリウム 固体 ガラス瓶 25g × 1本 － － － ○ － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 5 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(4/12) 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 

調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

硝酸マグネシウム

六水和物 

（マグネシウム 

標準液１） 

放射化学

分析室 

液体 ポリ容器 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸亜鉛 

（亜鉛標準液） 
液体 ポリ容器 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸銀 固体 ガラス瓶 500g × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸鉄(Ⅲ) 

（鉄標準液） 
液体 ポリ容器 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸銅(Ⅱ) 

（銅標準液） 
液体 ポリ容器 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

酢酸アンモニウム 液体 ポリ容器 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

水酸化カリウム 液体 ポリ容器 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

水酸化ナトリウム 
液体 ポリ容器 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

固体 ポリ容器 500g × 6本 － － － ○ － － － 

炭酸ナトリウム 液体 ポリ容器 250mL × 1本 － － － ○ － － － 

炭酸水素 

ナトリウム 
液体 ポリ容器 250mL × 1本 － － － ○ － － － 

二クロム酸 

カリウム 

（クロム標準液

１） 

液体 ガラス瓶 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

硫酸 液体 ガラス瓶 500mL × 5本 － － － ○ － － － 

硫酸アンモニウム

鉄(Ⅲ)・１２水 
固体 ガラス瓶 500g × 1本 － － － ○ － － － 

硫酸ナトリウム 液体 ガラス瓶 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

硫酸銅(Ⅱ) 

五水和物 
固体 ポリ容器 500g × 1本 － － － ○ － － － 

１，２，４トリメ

チルベンゼン 

エトキシルアルキ

ルフェノール 

液体 ガラス瓶 1L × 1本 － － － ○ － － － 

ピロ硫酸カリウム 

（クロム試薬） 
固体 ガラス瓶 100g × 5本 － － － ○ － － － 

フェノール 

フタレイン溶液 
液体 ガラス瓶 100mL × 3本 － － － ○ － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 5 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(5/12) 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 

調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

硫酸ナトリウム 

（陰イオン標準液

Ⅳ） 

放射化学

分析室 

液体 ガラス瓶 50mL × 1本 － － － ○ － － － 

ブロモクレゾール

グリーン 
液体 ポリ容器 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

塩化マグネシウム 

（陽イオン混合 

標準液Ⅱ） 

液体 ポリ容器 50mL × 1本 － － － ○ － － － 

リン酸二水素 

カリウム 

（pH7標準粉末) 

固体 アルミ袋 50g × 1袋 － － － ○ － － － 

Ｌ（＋）－ 

アスコルビン酸 

３号炉 

放射化学

分析室・

一般 

化学室 

固体 ポリ容器 500g × 1本 － － － ○ － － － 

Ｎ－１－ナフチル

エチレンジアミン

二塩酸塩 

固体 ガラス瓶 25g × 2本 － － － ○ － － － 

アミド硫酸 

アンモニウム 
固体 ガラス瓶 25g × 2本 － － － ○ － － － 

アンモニア 液体 ポリ容器 500mL × 3本 － － － ○ － － － 

炭酸アンモニウム 固体 ポリ容器 500g × 1本 － － － ○ － － － 

エタノール 液体 ガラス瓶 500mL × 6本 － － － ○ － － － 

クロム酸カリウム

(六価クロム) 
固体 ポリ容器 100g × 1本 － － － ○ － － － 

しゅう酸 

ナトリウム 
液体 ポリ容器 500mL × 10本 － － － ○ － － － 

しゅう酸二水和物 固体 ガラス瓶 500g × 2本 － － － ○ － － － 

すず 固体 ポリ容器 500g × 1本 － － － ○ － － － 

スルファニル 

アミド 
固体 ガラス瓶 500g × 2本 － － － ○ － － － 

チオシアン酸 

水銀(Ⅱ) 
固体 ガラス瓶 50g × 2本 － － － ○ － － － 

フェノール 

フタリン 
固体 ガラス瓶 25g × 2本 － － － ○ － － － 

ブロモクレゾール

グリーン 
液体 ガラス瓶 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

ヘキサン 液体 ガラス瓶 500mL × 10本 － － － ○ － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 5 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(6/12) 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 

調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

メタンスルホン酸 

３号炉 

放射化学

分析室・

一般 

化学室 

 

液体 ガラス瓶 25mL × 2本 － － － ○ － － － 

メチルオレンジ 液体 ガラス瓶 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

メチルレッド 液体 ガラス瓶 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

りん酸 液体 
プラスチ

ック容器 
250mL × 2個 － － － ○ － － － 

りん酸二水素 

カリウム 
液体 

ガラス 

容器 
100mL × 1本 － － － ○ － － － 

亜硝酸ナトリウム 

（亜硝酸イオン 

標準液） 

液体 ポリ容器 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

塩化アンモニウム 

（アンモニウムイ

オン標準液） 

液体 ガラス瓶 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

塩化カリウム 液体 ポリ容器 250mL × 2個 － － － ○ － － － 

塩化すず(Ⅱ) 

二水和物 
固体 ガラス瓶 25g × 2本 － － － ○ － － － 

塩化ナトリウム 

（塩化物イオン 

標準液） 

液体 ガラス瓶 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

塩化ナトリウム 

（ナトリウム 

標準液） 

液体 ポリ容器 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

塩化水素 液体 ガラス瓶 500mL × 5本 － － － ○ － － － 

チオ尿素 液体 ポリ容器 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

塩化鉄(Ⅲ) 

六水和物 
固体 ガラス瓶 25g × 1本 － － － ○ － － － 

過マンガン酸 

カリウム 
液体 ガラス瓶 500mL × 7本 － － － ○ － － － 

過酸化水素 液体 ポリ容器 500mL × 3本 － － － ○ － － － 

酸化ランタン 固体 ガラス瓶 25g × 2本 － － － ○ － － － 

四ホウ酸ナトリウ

ム十水和物 
固体 アルミ袋 50g × 10袋 － － － ○ － － － 

七モリブデン酸 

六アンモニウム 

四水和物 

固体 ポリ容器 500g × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸 液体 ガラス瓶 500mL × 15本 － － － ○ － － － 

硝酸アンモニウム 固体 ガラス瓶 500g × 2本 － － － ○ － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 5 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(7/12) 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 

調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

硝酸カリウム 

３号炉 

放射化学

分析室・

一般 

化学室 

液体 ガラス瓶 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

硝酸カルシウム 液体 ガラス瓶 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

硝酸 

ストロンチウム 
固体 ガラス瓶 25g × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸ニッケル 液体 ポリ容器 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

硝酸バリウム 固体 ガラス瓶 25g × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸マグネシウム

六水和物 
液体 ポリ容器 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

硝酸亜鉛 液体 ポリ容器 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

硝酸銀 固体 ガラス瓶 500g × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸鉄(Ⅲ) 固体 ポリ容器 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

硝酸銅(Ⅱ) 液体 ポリ容器 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

酢酸アンモニウム 液体 ポリ容器 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

水酸化ナトリウム 
液体 ポリ容器 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

固体 ポリ容器 500g × 20本 － － － ○ － － － 

炭酸ナトリウム 溶液 ポリ容器 250mL × 2本 － － － ○ － － － 

炭酸水素 

ナトリウム 
溶液 ポリ容器 250mL × 2本 － － － ○ － － － 

二クロム酸 

カリウム 
溶液 ガラス瓶 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

硫酸 
溶液 ポリ容器 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

溶液 ガラス瓶 500mL × 5本 － － － ○ － － － 

硫酸アンモニウム

鉄(Ⅲ)・１２水 
固体 ガラス瓶 500g × 4本 － － － ○ － － － 

硫酸ナトリウム 
液体 ガラス瓶 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

固体 ポリ容器 500g × 2本 － － － ○ － － － 

硫酸銅(Ⅱ) 

五水和物 
固体 ポリ容器 500g × 2本 － － － ○ － － － 

１，２，４－トリ

メチルベンゼン 

（インスタゲル） 

液体 ガラス瓶 500mL × 4本 － － － ○ － － － 

ピロ硫酸カリウム

（クロム試薬） 
固体 アルミ袋 100g × 2本 － － － ○ － － － 

フェノール 

フタレイン 
液体 ガラス瓶 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 5 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(8/12) 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 

調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

フタル酸水素 

カリウム 

３号炉 

放射化学

分析室・

一般 

化学室 

固体 アルミ袋 50g × 10袋 － － － ○ － － － 

硫酸ナトリウム 

（陰イオン標準液

Ⅳ） 

液体 ガラス瓶 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

ペルオキソ二硫酸 

アンモニウム 

（TOC計用 

酸化剤） 

液体 
プラスチ

ック容器 
250mL × 2個 － － － ○ － － － 

リン酸二水素 

カリウム 

（pH7標準粉末) 

固体 アルミ袋 50g × 10袋 － － － ○ － － － 

塩化マグネシウム 

（陽イオン混合標

準液Ⅱ） 

液体 ガラス瓶 200mL × 2本 － － － ○ － － － 

メタけい酸 

ナトリウム 

（シリカ標準液） 

溶液 ポリ容器 100mL × 2本 － － － ○ － － － 

Ｌ（＋）－ 

アスコルビン酸 

環境 

実験室 

固体 ポリ容器 500g × 5本 － － － ○ － － － 

アンモニア 液体 ポリ容器 500mL × 3本 － － － ○ － － － 

硝酸コバルト(Ⅱ) 液体 ポリ容器 100mL × 12本 － － － ○ － － － 

シュウ酸二水和物 固体 ポリ容器 500g × 5本 － － － ○ － － － 

セシウム標準液 液体 ポリ容器 100mL × 7本 － － － ○ － － － 

チオアセトアミド 固体 ガラス瓶 25g × 8本 － － － ○ － － － 

マンガン 液体 ポリ容器 250mL × 6本 － － － ○ － － － 

リンモリブデン酸

アンモニウム 

n水和物 

固体 ガラス瓶 25g × 8本 － － － ○ － － － 

硝酸亜鉛 液体 ポリ容器 250mL × 4本 － － － ○ － － － 

塩酸 液体 ガラス瓶 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

過マンガン酸 

カリウム 
液体 ガラス瓶 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

過酸化水素 液体 ポリ容器 500mL × 3本 － － － ○ － － － 

酸化マンガン 液体 ポリ容器 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

七モリブデン酸 

六アンモニウム 

四水和物 

固体 ポリ容器 500g × 2本 － － － ○ － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 5 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(9/12) 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 

調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

硝酸 

環境 

実験室 

液体 ガラス瓶 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸リン 液体 ガラス瓶 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

水酸化ナトリウム 液体 ポリ容器 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

硝酸鉄(Ⅲ) 液体 ポリ容器 250mL × 3本 － － － ○ － － － 

硫酸 液体 ガラス瓶 500mL × 5本 － － － ○ － － － 

ウルチマゴールド

ＬＬＴ 
液体 ガラス瓶 

2.5L × 2本 

1L × 1本 
－ － － ○ － － － 

塩素 

２号炉 

放水路モ

ニタ建物 

固体 袋 0.1g ×150袋 － － － ○ － － － 

フタル酸塩 

管理事務

所１号館 

液体 ポリ容器 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

中性リン酸塩 液体 ポリ容器 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

濃縮炭酸塩 液体 ポリ容器 500mL × 2本 － － － ○ － － － 

シンナー 液体 缶 4L × 2本 － － － ○ － － － 

高分子アクリル酸 

１号炉 

廃棄物 

処理建物 

液体 ポリ容器 1000mL × 1本 － － － ○ － － － 

硫酸第一鉄 

１号炉 

鉄イオン

注入装置

廻り 

固体 紙袋 25kg × 60袋 － － － ○ － － － 

シリカゲル 
１号炉 

排気筒下 
固体 金属容器 4.2kg × 1個 － － － ○ － － － 

シリカ・アルミナ

ゲル 
２号炉 

タービン

建物 

固体 金属容器 45kg × 1個 － － － ○ － － － 

シリカゲル 固体 金属容器 0.135g × 1個 － － － ○ － － － 

硫酸第一鉄 

２号炉 

鉄イオン

注入装置

廻り 

固体 紙袋 25kg × 60袋 － － － ○ － － － 

りん酸塩 

２号炉 

廃棄物 

処理建物 

固体 ポリ容器 12kg × 3個 － － － ○ － － － 

液体 ポリ容器 9kg × 3個 － － － ○ － － － 

非結晶性シリカ 液体 ポリ容器 16kg × 5個 － － － ○ － － － 

りん酸二水素 

ナトリウム 
固体 ポリ容器 10kg × 5個 － － － ○ － － － 

泡消火薬剤 液体 ポリ容器 20L × 3個 － － － ○ － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 5 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(10/12) 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 

調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

ＫＣＬ粉末 

２号炉 

廃棄物 

処理建物 

固体 ポリ容器 500g × 5本 － － － ○ － － － 

ＰＨ標準粉末 

（ＰＨ４） 
固体 袋 5.1g × 30袋 － － － ○ － － － 

ＰＨ標準粉末 

（ＰＨ７） 
固体 袋 3.5g × 50袋 － － － ○ － － － 

ＰＨ標準粉末 

（ＰＨ９） 
固体 袋 2.0g × 50袋 － － － ○ － － － 

シリカゲル 

３号炉 

サービス

建物 

 

固体 金属缶 
10g ×800袋 

100g ×100袋 
－ － － ○ － － － 

ゼラスト防錆剤 固体 
ビニール

袋 
5g × 50個 － － － ○ － － － 

五ほう酸ナトリウ

ム十水和物 
固体 

クラフト

袋 
20kg × 25袋 － － － ○ － － － 

亜硝酸ナトリウム 液体 
ポリタン

ク 
12kg × 1個 － － － ○ － － － 

りん酸三 

ナトリウム 
液体 ポリ瓶 500g × 20本 － － － ○ － － － 

リン酸二水素 

ナトリウム 
３号炉 

廃棄物 

処理建物 

固体 紙袋 25kg × 2袋 － － － ○ － － － 

硫酸 液体 
プラスチ

ック容器 
20L × 1個 － － － ○ － － － 

苛性ソーダ 液体 
プラスチ

ック容器 
20L × 13個 － － － ○ － － － 

シリカ・アルミナ

ゲル ３号炉 

タービン

建物 

固体 金属容器 50kg × 2個 － － － ○ － － － 

シリカゲル 固体 金属容器 0.135kg × 2個 － － － ○ － － － 

泡消火薬剤 液体 
ポリエチ

レン容器 
20L ×  1個 － － － ○ － － － 

リン酸水素二 

ナトリウム 

３号炉 

放水路モ

ニタ室 

固体 アルミ袋 0.1g ×200袋 － － － ○ － － － 

アクリル系 

ポリマー 
２号水 

ろ過装置 

建物 

固体 紙袋 15kg × 2袋 － － － ○ － － － 

含水ケイ酸 

アルミニウム 
固体 紙袋 10kg × 11袋 － － － ○ － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 5 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(11/12) 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 

調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

モリブデン酸 

ナトリウム サイトバ

ンカ建物 

液体 ポリ容器 12kg × 4個 － － － ○ － － － 

フェロシリコン 固体 袋 1kg ×131袋 － － － ○ － － － 

ホウ砂 固体 袋 1kg ×131袋 － － － ○ － － － 

ヒドラジン 

一水和物 

所内ボイ

ラー・ 

純水装置 

建物 

液体 ポリ容器 12kg × 12本 － － － ○ － － － 

ポリ硫酸第二鉄 液体 ポリ容器 25kg × 5本 － － － ○ － － － 

アニオン性ポリア

クリルアミド 
固体 紙袋 10kg × 1袋 － － － ○ － － － 

ヒドラジン 液体 ポリ容器 10kg × 4本 － － － ○ － － － 

モルホリン 液体 ポリ容器 20kg × 4本 － － － ○ － － － 

塩化カリウム 

３号機補

助ボイラ

ー建物 

固体 ポリ容器 500g × 7個 － － － ○ － － － 

希塩酸 
液体 ポリ容器 100mL × 1本 － － － ○ － － － 

液体 ポリ容器 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

炭酸カルシウム 固体 段ボール 0.72kg × 20個 － － － ○ － － － 

ヒドラジン 

一水和物 
液体 

ポリタン

ク 
10kg × 6個 － － － ○ － － － 

モルホリン 液体 
ポリタン

ク 
20kg × 1個 － － － ○ － － － 

フタル酸水素 

カリウム 
固体 アルミ袋 5.1g × 30袋 － － － ○ － － － 

リン酸二水素 

カリウム 
固体 アルミ袋 3.5g × 40袋 － － － ○ － － － 

四ホウ酸ナトリウ

ム十水和物 
固体 アルミ袋 2.0g × 20袋 － － － ○ － － － 

硫酸アルミニウム 
２号倉庫 

固体 袋 1kg × 25袋 － － － ○ － － － 

硫酸第一鉄 固体 紙袋 25kg ×340袋 － － － ○ － － － 

リン酸塩 

９号倉庫 

固体 ポリ容器 12kg × 3個 － － － ○ － － － 

液体 ポリ容器 9kg × 3個 － － － ○ － － － 

非結晶シリカ 液体 ポリ容器 16kg × 10個 － － － ○ － － － 

リン酸二水素 

ナトリウム 
固体 ポリ容器 10kg × 5個 － － － ○ － － － 

泡消火薬剤 
消防資機

材倉庫 
液体 

ポリエチ

レン容器 
20L × 58個 － － － ○ － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 

 

  



 

 

107 

 

表 5 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）(12/12) 

有毒化学物質 保管場所 性状 容器 内容量 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 

調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

フェロシリコン 

空コンテ

ナ保管 

倉庫 

固体 

袋(２０袋

／段ボー

ル) 

1kg ×940個 － － － ○ － － － 

ホウ砂 固体 

袋(２０袋

／段ボー

ル) 

1kg ×940個 － － － ○ － － － 

亜硝酸ナトリウム 液体 
ポリタン

ク 
12kg × 2個 － － － ○ － － － 

ヒドラジン 
管理 

事務所 

３号館 

液体 
ポリタン

ク 
12kg × 2本 － － － ○ － － － 

りん酸三 

ナトリウム 
液体 ポリ瓶 500g × 20本 － － － ○ － － － 

水酸化ナトリウム 液体 ポリ瓶 500g × 20本 － － － ○ － － － 

グリセリン 

訓練 

センター

１号館 

液体 ガラス瓶 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

消毒用エタノール 液体 ガラス瓶 500mL × 1本 － － － ○ － － － 

キングドライ 

ＫＭＣ－３３ 
固体 紙袋 30g × 20袋 － － － ○ － － － 

無水アルコール 液体 ポリ容器 25mL × 1本 － － － ○ － － － 

ＥＸ－ＤＲＹ 
固体 ポリ袋 147g ×21 ﾊﾟｯｸ － － － ○ － － － 

固体 紙袋 147g × 3 ﾊﾟｯｸ － － － ○ － － － 

二酸化ケイ素, 

塩化コバルト(Ⅱ) 

六水和物 

訓練 

センター 

２号館 

固体 紙袋 300g × 5個 － － － ○ － － － 

シリカゲル 固体 布袋 1kg × 1袋 － － － ○ － － － 

シリカゲル 

３号炉 

変圧器 

ヤード 

固体 
ガラス 

容器 

30kg × １個 － － － ○ － － － 

7.5kg × 1個 － － － ○ － － － 

11.5kg × 1個 － － － ○ － － － 

泡消火薬剤 
第４保管

エリア 
液体 

ポリエチ

レン容器 
1000L × 5個 － － － ○ － － － 

泡消火薬剤 
第１保管

エリア 
液体 

ポリエチ

レン容器 
1000L × 5個 － － － ○ － － － 

泡消火薬剤 
北口防護

建物南側 
液体 

ポリエチ

レン容器 
20L × 10個 － － － ○ － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 6 島根原子力発電所の固定源整理表 

（敷地内 製品性状により影響がないことが明らかなもの） 

令和元年 12月末時点 

有毒化学物質 保管場所 容器 

内

容

量 

単

位 

有毒

ガス

判断 

調査対象整理 

調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

潤滑油 
各機器 機器 － － － － － － － － － 

危険物貯蔵庫 ドラム缶 － － － － － － － － － 

潤滑油（廃油） 危険物貯蔵庫 ドラム缶 － － － － － － － － － 

絶縁油 各変圧器 機器 － － － － － － － － － 

バッテリー 

希硫酸 

各機器 容器 

－ － － － － － － － － 

水酸化 

カリウム 
－ － － － － － － － － 

セメント 
ポルトラン

トセメント 
サイトバンカ建物 

フレキシ

ブルコン

テナ 

－ － － － － － － － － 

放射性 

固体廃棄物 

プラスチッ

ク固化体 

固体廃棄物貯蔵所 ドラム缶 

－ － － － － － － － － 

セメント 

固化体 
－ － － － － － － － － 

充填固化体 － － － － － － － － － 

酸素呼吸器 各配備場所 ボンベ － － － － － － － － － 

設備・機器類等に貯蔵され

ている窒息性ガス（開放空

間に設置されているもの） 

各配備場所＊ 
ボンベ等

耐圧容器 
－ － － － － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 

注記＊：中央制御室および緊急時対策所内には配備されていない。 
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表 7 島根原子力発電所の固定源整理表 

（敷地内 生活用品として一般的に使用されるもの） 

令和元年 12月末時点 

有毒化学物質 保管場所 
容

器 

内

容

量 

単

位 

有毒ガ

ス判断 
調査対象整理 

調

査

対

象 a b 1 2 3 4 

生活用品 

洗剤，エアコンの冷媒，殺

虫剤，自販機，調味料，車，

電池，消毒液，消火器，飲

料，溶雪剤，スプレー缶，

作業用品 

事務所等 － － － － － － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 

 

 

表 8 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 地域防災計画） 

令和元年 12月末時点 

品 名 施設 規模 

有毒ガス

判断 
調査対象整理 調査

対象 
a b 1 2 3 4 

液化石油ガス オートガススタンド 30t ○ － ○ － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 

 

 

表 9 島根原子力発電所の固定源整理表 

（敷地外 毒物および劇物取締法） 

令和元年 12月末時点 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

シアン化カリウム＋シアン化金カリウム － ×＊ × － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 

注記＊：固体又は固体を溶かした水溶液  
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表 10 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(1/16) 

令和元年 12月末時点 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 350㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 2900㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 490㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 10 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(2/16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 450㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 490㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 450㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 10 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(3/16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 350㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 450㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 450㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 450㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 495㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 10 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(4/16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 497㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 10 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(5/16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 350㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 495㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 450㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 10 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(6/16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 450㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 495㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 1000㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 10 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(7/16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 498㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 498㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 320㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 350㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 450㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 498㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 10 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(8/16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 350㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 487㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 500㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 300㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 400㎏ ○ － ○ － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 10 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(9/16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

アルコ－ル類 1991L ○ － × × 〇 － － 

第一石油類 

400L ○ － × × 〇 － － 

1000L ○ － × × 〇 － － 

800L ○ － × × 〇 － － 

20000L ○ － × × 〇 － － 

95L ○ － × × 〇 － － 

38000L ○ － × × 〇 － － 

40000L ○ － × × 〇 － － 

26000L ○ － × × 〇 － － 

28000L ○ － × × 〇 － － 

28000L ○ － × × 〇 － － 

50000L ○ － × × 〇 － － 

6650L ○ － × × 〇 － － 

600L ○ － × × 〇 － － 

90L ○ － × × 〇 － － 

9600L ○ － × × 〇 － － 

3820L ○ － × × 〇 － － 

95L ○ － × × 〇 － － 

15000L ○ － × × 〇 － － 

95L ○ － × × 〇 － － 

39200L ○ － × × 〇 － － 

58000L ○ － × × 〇 － － 

29100L ○ － × × 〇 － － 

3000L ○ － × × 〇 － － 

45000L ○ － × × 〇 － － 

28800L ○ － × × 〇 － － 

38800L ○ － × × 〇 － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 10 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(10／16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

第一石油類 

29100L ○ － × × 〇 － － 

30000L ○ － × × 〇 － － 

47500L ○ － × × 〇 － － 

第二石油類 

2892L ×＊ × － － － － － 

2000L ×＊ × － － － － － 

1800L ×＊ × － － － － － 

6720L ×＊ × － － － － － 

5544L ×＊ × － － － － － 

2332.8L ×＊ × － － － － － 

1188L ×＊ × － － － － － 

2000L ×＊ × － － － － － 

3000L ×＊ × － － － － － 

1750L ×＊ × － － － － － 

1176L ×＊ × － － － － － 

29800L ×＊ × － － － － － 

20000L ×＊ × － － － － － 

9600L ×＊ × － － － － － 

19400L ×＊ × － － － － － 

15000L ×＊ × － － － － － 

5000L ×＊ × － － － － － 

4500L ×＊ × － － － － － 

30000L ×＊ × － － － － － 

8000L ×＊ × － － － － － 

3500L ×＊ × － － － － － 

2000L ×＊ × － － － － － 

200L ×＊ × － － － － － 

4900L ×＊ × － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 10 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(11/16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

第二石油類 

2500L ×＊ × － － － － － 

500L ×＊ × － － － － － 

800L ×＊ × － － － － － 

2500L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

30000L ×＊ × － － － － － 

20000L ×＊ × － － － － － 

20000L ×＊ × － － － － － 

6000L ×＊ × － － － － － 

8000L ×＊ × － － － － － 

20000L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

28000L ×＊ × － － － － － 

2850L ×＊ × － － － － － 

9500L ×＊ × － － － － － 

5730L ×＊ × － － － － － 

9550L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

5000L ×＊ × － － － － － 

19200L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 10 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(12/16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

第二石油類 

9550L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

58000L ×＊ × － － － － － 

9700L ×＊ × － － － － － 

9700L ×＊ × － － － － － 

3000L ×＊ × － － － － － 

15000L ×＊ × － － － － － 

20000L ×＊ × － － － － － 

9600L ×＊ × － － － － － 

9600L ×＊ × － － － － － 

1900L ×＊ × － － － － － 

19400L ×＊ × － － － － － 

19400L ×＊ × － － － － － 

19400L ×＊ × － － － － － 

9700L ×＊ × － － － － － 

15000L ×＊ × － － － － － 

15000L ×＊ × － － － － － 

9500L ×＊ × － － － － － 

28500L ×＊ × － － － － － 

9500L ×＊ × － － － － － 

3000L ×＊ × － － － － － 

30000L ×＊ × － － － － － 

25000L ×＊ × － － － － － 

5000L ×＊ × － － － － － 

3000L ×＊ × － － － － － 

4000L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 10 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(13/16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

第二石油類 

10000L ×＊ × － － － － － 

20000L ×＊ × － － － － － 

24000L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

25000L ×＊ × － － － － － 

7000L ×＊ × － － － － － 

3000L ×＊ × － － － － － 

2000L ×＊ × － － － － － 

3000L ×＊ × － － － － － 

30000L ×＊ × － － － － － 

50000L ×＊ × － － － － － 

20000L ×＊ × － － － － － 

5000L ×＊ × － － － － － 

9000L ×＊ × － － － － － 

3000L ×＊ × － － － － － 

7000L ×＊ × － － － － － 

3000L ×＊ × － － － － － 

1900L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

4000L ×＊ × － － － － － 

第三石油類 

4377.6L ×＊ × － － － － － 

2352L ×＊ × － － － － － 

15701L ×＊ × － － － － － 

11040L ×＊ × － － － － － 

11040L ×＊ × － － － － － 

5220L ×＊ × － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 10 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(14/16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

第三石油類 

15701L ×＊ × － － － － － 

2822.4L ×＊ × － － － － － 

2290L ×＊ × － － － － － 

2000L ×＊ × － － － － － 

2000L ×＊ × － － － － － 

2300L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

30000L ×＊ × － － － － － 

8000L ×＊ × － － － － － 

4000L ×＊ × － － － － － 

20000L ×＊ × － － － － － 

5000L ×＊ × － － － － － 

50000L ×＊ × － － － － － 

5800L ×＊ × － － － － － 

5000L ×＊ × － － － － － 

7500L ×＊ × － － － － － 

8800L ×＊ × － － － － － 

4000L ×＊ × － － － － － 

4600L ×＊ × － － － － － 

3000L ×＊ × － － － － － 

1000L ×＊ × － － － － － 

1960L ×＊ × － － － － － 

2000L ×＊ × － － － － － 

1000L ×＊ × － － － － － 

365L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

2500L ×＊ × － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 10 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(15/16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

第三石油類 

2000L ×＊ × － － － － － 

400L ×＊ × － － － － － 

400L ×＊ × － － － － － 

2000L ×＊ × － － － － － 

600L ×＊ × － － － － － 

20000L ×＊ × － － － － － 

20000L ×＊ × － － － － － 

6000L ×＊ × － － － － － 

7000L ×＊ × － － － － － 

20000L ×＊ × － － － － － 

6000L ×＊ × － － － － － 

60000L ×＊ × － － － － － 

40000L ×＊ × － － － － － 

30000L ×＊ × － － － － － 

3000L ×＊ × － － － － － 

3000L ×＊ × － － － － － 

20000L ×＊ × － － － － － 

3000L ×＊ × － － － － － 

6000L ×＊ × － － － － － 

3000L ×＊ × － － － － － 

23000L ×＊ × － － － － － 

10000L ×＊ × － － － － － 

6000L ×＊ × － － － － － 

15000L ×＊ × － － － － － 

12000L ×＊ × － － － － － 

6000L ×＊ × － － － － － 

80000L ×＊ × － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 10 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 消防法）(16/16) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

第三石油類 

5000L ×＊ × － － － － － 

6000L ×＊ × － － － － － 

5000L ×＊ × － － － － － 

6000L ×＊ × － － － － － 

30000L ×＊ × － － － － － 

20000L ×＊ × － － － － － 

15000L ×＊ × － － － － － 

7000L ×＊ × － － － － － 

第四石油類 

550L ×＊ × － － － － － 

2000L ×＊ × － － － － － 

1500L ×＊ × － － － － － 

900L ×＊ × － － － － － 

14900L ×＊ × － － － － － 

3000L ×＊ × － － － － － 

600L ×＊ × － － － － － 

1800L ×＊ × － － － － － 

1800L ×＊ × － － － － － 

1800L ×＊ × － － － － － 

400L ×＊ × － － － － － 

1800L ×＊ × － － － － － 

1800L ×＊ × － － － － － 

1800L ×＊ × － － － － － 

1800L ×＊ × － － － － － 

1800L ×＊ × － － － － － 

1800L ×＊ × － － － － － 

1800L ×＊ × － － － － － 

3200L ×＊ × － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 

注記＊：揮発性が乏しい液体 
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表 11 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 高圧ガス保安法）(1/2) 

令和元年 12月末時点 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

炭酸ガス 0.559 m3 ○ － ○ － － － － 

炭酸ガス 28.74 m3 ○ － ○ － － － － 

炭酸ガス 14.38 m3 ○ － ○ － － － － 

炭酸ガス 14.38 m3 ○ － ○ － － － － 

液化酸素(CE) 29.5 m3 ○ － ○ － － － － 

圧縮空気、酸素 201 m3 ○ － ○ － － － － 

液化酸素、酸素、窒素 1441.1 m3 ○ － ○ － － － － 

水素，二酸化炭素 1290 m3 ○ － ○ － － － － 

水素 窒素，炭酸ガス 

酸素 

1194.1 kg ○ － ○ － － － － 

2059.1 m3 ○ － ○ － － － － 

酸素，亜酸化窒素 949.4 m3 ○ － ○ － － － － 

R134a 1500 kg ○ － ○ － － － － 

R134a 50 kg ○ － ○ － － － － 

R134a 50 kg ○ － ○ － － － － 

R134a 50 kg ○ － ○ － － － － 

R-22 1500 kg ○ － ○ － － － － 

R-22 1500 kg ○ － ○ － － － － 

R-22 50 kg ○ － ○ － － － － 

R-22 50 kg ○ － ○ － － － － 

R-22 50 kg ○ － ○ － － － － 

R-22 50 kg ○ － ○ － － － － 

R-22 50 kg ○ － ○ － － － － 

R-22 50 kg ○ － ○ － － － － 

R-22 50 kg ○ － ○ － － － － 

R-22 50 kg ○ － ○ － － － － 

R-22 50 kg ○ － ○ － － － － 

アンモニア 1500 kg ○ － × × × × 対象 

フロン 50 kg ○ － ○ － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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表 11 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地外 高圧ガス保安法）(2/2) 

品  名 貯蔵量 
有毒ガス判断 調査対象整理 調査

対象 a b 1 2 3 4 

フロン 50 kg ○ － ○ － － － － 

R407C 50 kg ○ － ○ － － － － 

R407C 50 kg ○ － ○ － － － － 

R407C 50 kg ○ － ○ － － － － 

CO2 23 kg ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 378122 m3 ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 36305 m3 ○ － ○ － － － － 

液化石油ガス 194747 m3 ○ － ○ － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベ等に保管されている 

2:試薬類であるか  

3:屋内に保管されている 

4:開放空間での人体への影響がない 
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別紙 2－5－2 

表 1 島根原子力発電所の可動源整理表 

令和元年 12月末時点 

輸送物 輸送先（代表例） 荷姿 輸送量 
有毒ガス判断 

調査対象

整理 
調査

対象 
a b 1 2 3 

塩酸 塩酸タンク 大型ポリタンク 900L ○ － × × × 対象 

水酸化ナトリウム 
苛性ソーダ 

貯蔵タンク 
タンクローリー 26m3 ×＊1 × － － － － 

硫酸 硫酸貯蔵タンク タンクローリー 6m3 ×＊2 × － － － － 

軽油 
ガスタービン 

燃料地下タンク 
タンクローリー 16kL ×＊2 × － － － － 

炭酸ガス 
２号炉 

廃棄物処理建物 
ガスボンベ 55kg ○ － ○ － － － 

ハロン１３０１ ２号炉原子炉建物 ガスボンベ 75kg ○ － ○ － － － 

六フッ化硫黄 ５００ｋＶ開閉所 ガスボンベ 50kg ○ － ○ － － － 

酸素 取水槽 ガスボンベ 7m3 ○ － ○ － － － 

アセチレン 放射化学分析室 ガスボンベ 7kg ○ － ○ － － － 

プロパンガス 

所内ボイラー・純水装

置建物補助ボイラープ

ロパンガスボンベ庫 

ガスボンベ 50kg ○ － ○ － － － 

混合ガス（ブタン

＋プロパン） 
訓練センター１号館 ガスボンベ 10L ○ － ○ － － － 

混合ガス（ヘリウ

ム＋イソブタン） 
放射化学分析室 ガスボンベ 10L ○ － ○ － － － 

混合ガス（メタン

＋アルゴン） 
放射化学分析室 ガスボンベ 10L ○ － ○ － － － 

二酸化硫黄 
所内ボイラー・ 

純水装置建物 
ガスボンベ 10L ○ － ○ － － － 

一酸化窒素 
所内ボイラー・ 

純水装置建物 
ガスボンベ 10L ○ － ○ － － － 

試薬類 

一般化学分析室，放射

化学分析室，環境実験

室 等 

ポリ容器 

ガラス瓶 等 
＊3 － － × ○ － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベなどで運送される 

2:輸送量が少量である 

3:開放空間での人体への影響がない 

注記＊1：固体又は固体を溶かした水溶液 

＊2：揮発性が乏しい液体 

＊3：詳細は「表 5 島根原子力発電所の固定源整理表（敷地内 試薬類）」にて記載  
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表 2 島根原子力発電所の可動源整理表 

（製品性状により影響がないことが明らかなもの） 

令和元年 12月末時点 

輸送物 輸送先（代表例） 荷姿 輸送量 

有毒

ガス

判断 

調査対象

整理 
調査

対象 

a b 1 2 3 

潤滑油 
各機器 機器 － － － － － － － 

危険物貯蔵庫 ドラム缶 － － － － － － － 

潤滑油（廃油） 危険物貯蔵庫 ドラム缶 － － － － － － － 

絶縁油 各変圧器 機器 － － － － － － － 

バッテリー 
希硫酸 

各機器 容器 
－ － － － － － － 

水酸化カリウム － － － － － － － 

セメント 
ポルトラントセ

メント 
サイトバンカ建物 

フレキシ

ブルコン

テナ 

－ － － － － － － 

放射性固体

廃棄物 

プラスチック 

固化体 
固体廃棄物貯蔵所 ドラム缶 

－ － － － － － － 

セメント固化体 － － － － － － － 

充填固化体 － － － － － － － 

酸素呼吸器 各配備場所 
ガスボン

ベ 
－ － － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベなどで運送される 

2:輸送量が少量である 

3:開放空間での人体への影響がない 
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表 3 島根原子力発電所の可動源整理表（生活用品として一般的に使用されるもの） 

令和元年 12月末時点 

輸送物 輸送先（代表例） 荷姿 輸送量 

有毒

ガス

判断 

調査対象

整理 
調査

対象 

a b 1 2 3 

生活用品 

洗剤，エアコン

の冷媒，殺虫

剤，自動販売

機，調味料，車，

電池，消毒液，

消火器，飲料，

融雪剤，スプレ

ー缶，作業用品 

事務所等 － － － － － － － － 

a:ガス化する 

b:エアロゾル化する 

1:ボンベなどで運送される 

2:輸送量が少量である 

3:開放空間での人体への影響がない  
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3. 他の有毒化学物質等との反応により発生する有毒ガスの考慮について 

流出した有毒化学物質と，その周囲にある有毒化学物質等との反応による有毒ガスの発生

について評価した。 

本評価では，島根原子力発電所構内の貯蔵施設に貯蔵されている化学物質及び敷地内で輸

送されている化学物質のうち，液状の有毒化学物質である塩酸，また，貯蔵量，貯蔵状態か

らみて，有毒ガス防護に係る影響評価上，大気中への多量の放出を考慮する必要がないとし

ている液状の化学物質について，貯蔵施設から流出した際に接触する他の化学物質との反応

により発生する有毒ガスについて評価した。 

気体状の化学物質については，一般で使用されている化学物質（プロパン等）のみであり，

貯蔵容器からの流出を想定しても，他の有毒化学物質等との反応により，有毒ガス防護に係

る影響評価上，大気中への多量の放出を考慮する必要のある有毒ガスを発生させるおそれは

ないことから評価対象外とする。 

貯蔵施設のうち，薬品タンクについては，タンク下部に防液堤が設置されており，流出時

においても，貯蔵量の全量を防液堤等内に貯留することができる設計となっていることか

ら，他の薬品との混触は考え難いため評価対象外とする。 

一部の薬品タンクについては，同一防液堤内に設置されており薬品タンクからの薬品の流

出を想定すると混触するものがあるが，薬品の組み合わせから，有毒ガスが発生するものは

ない。 

液状の化学物質及び有毒化学物質が流出した際に，貯蔵施設の配置より，混触が考えられ

る化学物質を想定し，反応による有毒ガスの発生について評価した結果を表3－1に示す。 

評価の結果，液状の化学物質及び有毒化学物質の流出時における他の物質との接触を考慮

しても，有毒ガス防護に係る影響評価上，大気中への多量の放出を考慮する必要のある有毒

ガスを発生させるような反応はないことを確認した。 
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表3－1 他の有毒化学物質等との反応により発生する有毒ガスについて 

化学物質 
混触の可能性のある化学物質

との反応 
備考 

硫酸 

（20%,98%） 

・水酸化ナトリウム 

 中和反応が生じるのみであ

り，有毒ガスは発生しない。 

・水酸化カリウム 

 中和反応が生じるのみであ

り，有毒ガスは発生しない。 

・陽イオン交換樹脂再生用 

・pH調整用 

塩酸 

（20%,35%） 

・水酸化ナトリウム 

中和反応が生じるのみであ

り，有毒ガスは発生しない。 

・陽イオン交換樹脂再生用 

・pH調整用 

水酸化ナトリウム 

（5%,20%,25%） 

 

・塩酸 

中和反応が生じるのみであ

り，有毒ガスは発生しない。 

・硫酸 

中和反応が生じるのみであ

り，有毒ガスは発生しない。 

・陰イオン交換樹脂再生用 

・pH調整用 

 

 

 

水酸化カリウム 

（5%） 

・硫酸 

中和反応が生じるのみであ

り，有毒ガスは発生しない。 

・pH調整用 

次亜塩素酸ナトリウム 

 

・硫酸第一鉄 

 沈殿反応が生じるのみであ

り，有毒ガスは発生しない。 

・海生生物付着抑制用 

硫酸第一鉄 ・次亜塩素酸ナトリウム 

 沈殿反応が生じるのみであ

り，有毒ガスは発生しない。 

・海生生物付着抑制用 
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4．受動的に機能を発揮する設備について 

 

「有毒ガス防護に係る影響評価ガイド」において，有毒ガスが発生した際に，受動的に機能

を発揮する設備については，スクリーニング評価上考慮してもよいとされる。 

島根原子力発電所２号炉では，薬品タンクに設けられている堰については，受動的に機能を

発揮する設備として，スクリーニング評価上考慮している。 

評価にあたっては，漏えいした薬品が堰内にとどまるものとして，開口部面積を設定し蒸発

率を算定している。 

 

 

（1）堰の容量 

毒物及び劇物取締法において，屋内外タンクには漏えいした毒物又は劇物を安全に収

容できる施設又は除害，回収等の施設を設け，貯蔵場所外へ流出等しないような措置を

講ずることが要求されている。 

流出時安全施設の保持容量は，表4－1に示すとおりであり，原則タンク容量の100％相

当とし，堰を共有するタンクについては，最大タンクの容量の100％以上の容量を有する

こととされる。 

 

表4－1 毒物及び劇物取締法における流出時安全施設の保持容量 

法令等 流出時安全施設の保持容量 

毒物及び劇物取締法

（毒物及び劇物の貯

蔵に関する構造・設備

等基準） 

原則としてタンク容量の100％とし，2ヶ以上のタンクが存在する場合

には，最大タンクの容量の100％相当以上とし，止むを得ず100％に満

たない場合は，除外回収等の施設の処理能力を考慮することができる。 

 

 

島根原子力発電所２号炉で特定した固定源において，流出時安全施設となる堰内の容量は，

表4－2に示すとおりであり，貯蔵量に対して十分な容量を有しており，全量漏えいした場合

でも堰内にとどまる。 

 

 

【ガイド記載】 

（解説-5）対象発生源特定のためのスクリーニング評価の際に考慮してもよい設備 

有毒ガスが発生した際に，受動的に機能を発揮する設備については，考慮してもよいと

する。例えば，防液堤は，防液堤が破損する可能性があったとしても，更地となるような

壊れ方はせず，堰としての機能を発揮すると考えられる。また，防液堤内のフロートや電

源，人的操作等を必要としない中和槽等の設備は，有毒ガスの抑制等の機能が恒常的に見

込めると考えられる。このことから，対象発生源特定のためのスクリーニング評価（以

下，単に「スクリーニング評価」においても，これらの設備は評価上考慮してもよい。 
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表4－2 特定した固定源の堰容量等（評価結果） 

設備名称 
貯蔵量

（m3） 

堰容量

（m3） 
評価結果 

排水中和用 

塩酸タンク 
0.3 0.825 

薬品が堰内で漏えいしても，薬品タンク

が保有している薬品を全量貯留できる容

量を有する堰がある。 

 

 

（2）スクリーニング評価への反映 

「（1）堰の容量」を踏まえ，蒸発率の算定に使用する堰面積については，一律堰開口部

の全面積を評価条件として設定する。 

 

（3）堰等の状況について 

調査対象として特定した固定源の堰等の状況を図4－1，図4－2に示す。これら調査対

象固定源からの漏えいが発生しても，堰の中に留まることを確認した。 

なお，これら堰は，仮に損壊して堰から漏えいしたとしても，周囲の側溝等に落ちる

ため，化学物質が広範囲に広がることはない。 
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図4－1 調査対象とした敷地内固定源について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 

  ：評価地点 

  ：重要操作地点 

  ：敷地内固定源 
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図4－2 堰周りの状況（排水中和用塩酸タンク）
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5. 有毒ガス影響評価に使用する気象条件について 

 

敷地において観測した2009年1月から12月までの1年間の気象データにより評価を行うに

当たり，この1年間の気象データが長期間の気象状態を代表しているかどうかの検討を行っ

た結果，代表性があると判断した。以下に検定方法及び検定結果を示す。 

 

(1) 検定方法 

a．検定に用いた観測記録 

気象データの代表性を確認するに当たり，地上付近を代表する標高28.5mの観測記録を用

いて検定を行った。 

b．データ統計期間 

統計年：2008年１月～2018年12月(10年間) 

検定年：2009年１月～2009年12月(1年間) 

c．検定方法 

風向別出現頻度（16項目），風速階級別出現頻度（11項目）について，F分布検定（有意

水準5％）を行い，棄却個数が3個以下の場合は，気象データに代表性があると判断する。 

 

(2) 検定結果 

表5－1に検定結果を示す。また，表5－2及び表5－3に棄却検定表を示す。 

観測項目27項目のうち，棄却された項目は無し（0個）であることから，検定年が十分

長期間の気象状態を代表していると判断する。 

 

表5－1  異常年検定結果 

観測項目 検定結果 

風向別出現頻度 棄却項目なし 

風速階級別出現頻度 棄却項目なし 
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表5－2 島根原子力発電所 風向F分布検定 

 

 

 

 

表5－3 島根原子力発電所 風速F分布検定 
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6. 原子炉施設周辺の建物影響による拡散の影響について 

 

有毒ガス評価における大気拡散については，旧原子力安全・保安院が制定した「原子力発

電所中央制御室の居住性にかかる被ばく評価手法について（内規）」（以下「被ばく評価手法

（内規）」という。）に準じて評価をしている。この内規は，LOCA時の排気筒や SGTR時の大

気放出弁という中央制御室から比較的近距離の放出点からの放射性物質の放出を想定した

場合での中央制御室の居住性を評価するための評価手法等を定めたものであり，評価の前提

となる評価点と放出点の位置関係など有毒ガスの大気拡散の評価においても相違ないため，

適用できる。 

 

6.1  原子炉施設周辺の建物影響による拡散 

放出点から比較的近距離の場所では，建物の風下側における風の巻き込みによる影響が

顕著となると考えられ，放出点と巻き込みを生じる建物及び評価点との位置関係によって

は，建物の影響を考慮して大気拡散の計算をする必要がある。 

中央制御室等の有毒ガス評価においては，放出点と巻き込みを生じる建物及び評価点と

の位置関係について，以下に示す条件すべてに該当した場合，放出点から放出された有毒

ガスは建物の風下側で巻き込みの影響を受け拡散し，評価点に到達するものとする。放出

点から評価点までの距離は，保守的な評価となるように水平距離を用いる。 

1) 放出点の高さが建物の高さの 2.5倍に満たない場合 

2) 放出点と評価点を結んだ直線と平行で放出点を風上とした風向 n について，放出点

の位置が風向 n と建物の投影形状に応じて定まる一定の範囲(図 6－1 の領域 An)の中

にある場合 

3) 評価点が，巻き込みを生じる建物の風下側にある場合 

 

上記の三つの条件のうちの一つでも該当しない場合には，建物の影響はないものとして

大気拡散評価を行うものとする。 

建物の影響の有無の判断手順を図 6－2に示す。 

 

また，建物巻き込みを生じる建物として，放出源の近隣に存在するすべての建物が対象

となるが，巻き込みの影響が最も大きいと考えられる一つの建物を代表として選定する。 

 

評価点を中央制御室外気取入口とした場合を例に，各放出点において建物影響の有無，

建物巻き込みを考慮する代表建物の選定の考え方について示す。 
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図 6－1 建物影響を考慮する条件（水平断面での位置関係） 

（被ばく評価手法（内規）図 5.1） 

 

 

 

図 6－2 建物影響の有無の判断手順 

（被ばく評価手法（内規）図 5.2） 

 

・評価点：中央制御室換気系給気口－放出点：排水中和用塩酸タンク 

排水中和用塩酸タンク周辺には，１号機タービン建物，１号機原子炉建物等が位置し
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ている。巻き込みの影響が最も大きいと考えられる一つの建物として，放出源と評価点

の延長線上にあり，放出点近傍にある「１号機タービン建物」とした場合，図 6－3 の

とおり，図 6－1 に示す建物影響を考慮する条件に合致する。放出点の近隣すべての建

物が巻き込みを生じる建物の対象となるが，保守的に評価するために，代表建物として，

「１号機タービン建物」を選定する。 

 

図 6－3 評価点：中央制御室換気系給気口－放出点：排水中和用塩酸タンク 

での建物影響範囲 

 

評価点で考慮した代表建物を表 6－1に示す。 

 

表 6－1 建物影響を考慮する代表建物 

固定源 巻き込みを生じる代表建物 

排水中和用塩酸タンク １号機タービン建物 

 

6.2 建物巻き込みを考慮する場合の着目方位 

中央制御室の有毒ガス評価の計算では，代表建物の風下後流側での広範囲に及ぶ乱流混

合域が顕著であることから，有毒ガス濃度を計算する当該着目方位としては，放出源と評

価点とを結ぶラインが含まれる 1 方位のみを対象とするのではなく，代表建物の後流側

の拡がりの影響が評価点に及ぶ可能性のある複数の方位を対象とする。 

評価対象とする方位は，放出された有毒ガスが建物の影響を受けて拡散すること，及び

建物の影響を受けて拡散された有毒ガスが評価点に届くことの両方に該当する方位とす

る。具体的には，全 16 方位について以下の三つの条件に該当する方位を選定し，すべて

の条件に該当する方位を評価対象とする。 

ⅰ）放出点が評価点の風上にあること 

ⅱ）放出点から放出された有毒ガスが，建物の風下側に巻き込まれるような範囲に，放出

点が存在すること。 

ⅲ）建物の風下側で巻き込まれた大気が評価点に到達すること。 
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建物の影響がある場合の評価対象方位選定手順を，図 6－4に示す。 

 

 

図 6－4 建物の影響がある場合の評価対象方位の選定手順 

（被ばく評価手法（内規）図 5.7） 

 

評価点を中央制御室換気系給気口とした場合を例に，放出点における評価対象方位選定

の考え方を示す。 

①評価点：中央制御室換気系給気口－放出点：排水中和用塩酸タンク 

ⅰ）放出点が評価点の風上にあること 

ⅱ）放出点から放出された有毒ガスが，建物の風下側に巻き込まれるような範囲に，放

出点が存在すること。 

ⅲ）建物の風下側で巻き込まれた大気が評価点に到達すること。 

 

ⅰ）～ⅲ）の重なる方位を選定すると，評価点が中央制御室換気系給気口，放出点が排

水中和用塩酸タンクの場合，図 6－5のとおり，8方位（S,SSW,SW,WSW,W,WNW,NW,NNW）が

対象となる。 

放出点が巻き込みを生じる代表建物 0.5L 内の範囲に存在しないことから，代表建物で

ある 1号機タービン建物＋0.5Lを含む方位を選択する。 

ただし，ここでは，保守的に隣接する 1号炉原子炉建物＋0.5Lを含む方位を選択する。 
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注 1： 図中   は評価対象方位を示す。 

注 2：L＝25.5（m） 

図 6－5 評価対象方位の選定 

（放出源：排水中和用塩酸タンク，評価点：中央制御室換気系給気口） 

 

着目方位を表 6－2に示す。 

表 6－2 着目方位 

固定源 着目方位 

敷地内 排水中和用塩酸タンク 
S,SSW,SW,WSW, 

W,WNW,NW,NNW 

 

6.3 建物投影面積の設定について 

建物の影響がある場合の多くは複数の風向を対象に計算する必要があるので，風向の方

位ごとに垂直な投影面積を求める。ただし，図 6－6 のように保守的に対象となる複数の

方位の投影面積の中で最小面積を，すべての方位の計算の入力として共通に適用する。 
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図 6－6 代表面積及び建物投影面積の考え方 

（被ばく評価手法（内規） 解説図 5.11.12） 

 

(1) １号機タービン建物 

      建物影響がある場合の放射性物質の濃度計算に用いる投影面積は，保守的に複数の

投影面積の中で最小面積をすべての方位に適用する。 

      １号機タービン建物の投影面積は，図 6－7に示す北面及び東面のうち最小となる 

1.2×103（m2）を適用する。 

 

 

図 6－7 １号機タービン建物の投影面積 

 

 

    代表建物の着目方位の建物投影面積を表 6－3に示す。 
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表 6－3 代表建物の着目方位別の建物投影面積 

着目方位 
建物投影面積（m2） 

１号機タービン建物 

S 1200 

SSW 1200 

SW 1200 

WSW 1200 

W 1200 

WNW 1200 

NW 1200 

NNW 1200 

 

6.4 中央制御室以外の評価点について 

  評価点を中央制御室とした場合と同様に，緊急時対策所と重要操作地点についても代表

建物および着目方位を選定した。選定に必要なパラメータを表 6－4 に示す。管理事務所

1号館の投影面積は，図 6－8に示す北面及び東面のうち最小となる 8.5×102（m2）を適用

する。なお，着目方位は図 6－9に基づき選定している。 

 

表 6－4 建物巻込み選定に必要なパラメータ 

評価点 代表建物 L（m）* 投影面積（m2） 

中央制御室 
１号機タービン建物 25.5 1200 

重要操作地点 

緊急時対策所 管理事務所 1号館 23.3 850 

注記＊：L=建物または建物群の風向に垂直な面での高さまたは幅の小さい方 

 

 

 

図 6－8 管理事務所 1号館の投影面積 
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注 1：図中   は評価対象方位を示す。 

注 2：L＝23.3（m） 

図 6－9 評価対象方位の選定（緊急時対策所） 

 

 

 

 

 

  

SE 
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147 

7．可動源に対する防護措置の詳細について 

 

可動源に対しては、立会人の随行，通信連絡設備による連絡、中央制御室空調装置の隔

離、防護具の着用等により運転員を防護できる設計としており、詳細を示す。  

 

7.1 敷地内可動源に対する対策 

敷地内可動源からの有毒ガスの発生が及ぼす影響により，運転・指示要員の対処能力が著

しく損なわれることがないように，中央制御室及び緊急時対策所の運転・指示要員に対し

て，以下の対策を実施する。 

なお，対策の実施にあたり，敷地内可動源として特定された薬品タンクローリー等は原則

平日通常勤務時間帯に発電所構内に入構すること，また，発電所において重大事故等が発生

した場合には，既に入構している可動源は敷地外に避難させ，新たな可動源は発電所構内に

入構させないこととする。 

 

(1) 有毒ガスの発生の検出 

敷地内可動源に対する有毒ガスの発生の検出のための実施体制を別紙 7－1のとおり

整備する。 

敷地内可動源である薬品タンクローリー等からの有毒化学物質の漏えいは，発電所敷

地内の移動経路の何れの場所でも発生しうるため，有毒ガスの発生の検出は，人の認知

によることとする。 

従って，特定した敷地内可動源が発電所構内に入構する場合は，発電所員（薬品受入

作業をする担当課員）が発電所入構から薬品タンク等への受入完了まで随行・立会する

ことで，速やかな有毒ガスの発生の検出を可能とする。 

 

(2) 通信連絡設備による伝達 

敷地内可動源からの有毒ガス防護に係る連絡体制及び手順を別紙 7－2 のとおり整備す

る。 

薬品タンクローリー等からの有毒化学物質の漏えいが発生し，有毒ガスの発生による異

常を検知した場合は，敷地内可動源に随行・立会している発電所員から速やかに中央制御

室の当直長に通信連絡設備等を用いて連絡する。 

当直長は，緊急時対策所に緊急時対策本部が設置されている場合は，通信連絡設備等を

用いて本部長に有毒ガスの発生による異常を検知したことを連絡する。 

 

(3) 防護措置 

1) 換気空調設備の隔離及び防護具等の配備 

中央制御室及び緊急時対策所の運転・指示要員に対して，敷地内可動源からの有毒ガ

ス防護に係る実施体制及び手順を，別紙 7－2 のとおり整備する。また，表 7－1 に示す

通り，全面マスクを配備する。 

当直長は，敷地内可動源から有毒ガスの発生による異常の連絡を受けた場合は，速や
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かに中央制御室の換気空調設備を隔離するとともに，運転員に全面マスクの着用を指示

する。また，緊急時対策所に緊急時対策本部が設置されている場合は，本部長に敷地内

可動源から有毒ガスの発生による異常の連絡をする。敷地内可動源から有毒ガスの発生

による異常の連絡を受けた本部長は，外気を取り込まないよう速やかに緊急時対策所の

換気空調設備を隔離するとともに，緊急時対策本部要員（指示要員）に全面マスクの着

用を指示する。 

中央制御室及び緊急時対策所の換気空調設備を隔離した場合は，酸素濃度計や二酸化

炭素濃度計を用いて酸素濃度及び二酸化炭素濃度を監視する。さらに，敷地内可動源か

らの有毒ガスの発生による異常が終息した場合は，速やかに外気取入れを再開する。 

 

表 7－1 全面マスクの配備（運転・指示要員） 

防護対象者 要員数＊ 全面マスク数量 配備場所 

運転員 9人 9個 中央制御室 

緊急時対策本部要員 

（指示要員） 
49人 49個 緊急時対策所 

注記＊：緊急時体制発令時において，原子力防災組織の要員は，図 7－1に示すとおり，①

重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員 49名及び②原子炉格納容器の

破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な要員 52名

（中央制御室で対応を行う運転員 9名を含む）の合計 101名にて対応を行う（表 7

－2 参照）。敷地内可動源からの有毒ガス防護対象者は，このうち①重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員 49名及び運転員 9名となる。 
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注記＊：上記①，②の要員については，長期的な対応に備え，所外に待機させた交替要員を招集し，順次交替させる。 

今後の訓練等の結果により人数を見直す可能性がある。 

 

図 7－1 原子力防災組織の要員（要員参集後 緊急時対策所，中央制御室，自衛消防隊 対応要員） 
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表 7－2 重大事故発生時の事象進展に伴う緊急時対策所の収容人数（1/2） 

（名） 

事象進展 
要員数（＊1） 

（名） 

緊急時 

対策所 

（名） 

中央 

制御室 

（名） 

中央制御 

室待避室 

（名） 

その他 

の建物 

（名） 

現場 

（名） 

収容 

人数 

合計 

通常時 

（＊4） 

本
部
要
員 

（
＊2

） 

指示者 1 

― ― ― 5 ― 

― 

連絡責任者 1 

連絡担当者 3 

現
場
要
員 

運転員 9 ― 5～9 ― ― 0～4 

復旧班現場要員（＊2） 21 ― ― ― 21 ― 

放射線管理班現場要員

（＊2） 
3 ― ― ― 3 ― 

自衛消防隊（＊2） 7 ― ― ― 7 ― 

運転補助要員 2 ― ― ― 2 ― 

①  
初動 

体制 

本
部
要
員 

（
＊2

） 

指示者 1 

5 ― ― ― ― 

38 

連絡責任者 1 

連絡担当者 3 

現
場
要
員 

運転員 9 ― 5～9 ― ― 0～4 

復旧班現場要員（＊2） 21 21 ― ― ― （21） 

放射線管理班現場要員

（＊2） 
3 3 ― ― ― （3） 

自衛消防隊（＊2） 7 ７ ― ― ― （7） 

運転補助要員 2 2 ― ― （2） ― 

②  
緊急時 

警戒体制 

本
部
要
員
（
＊4

） 

意思決定・指揮 3 

49 ― ― ― ― 

92 

情報収集・計画立案 7 

復旧対応 9 

プラント監視対応 4 

運転補助要員 2 

対外対応 4 

情報管理 6 

ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ･ﾘｿｰｽ管理 14 

現
場
要
員 

運転員 9 ― 5～9 ― ― 0～4 

復旧班現場要員（＊4） 24 24 ― ― ― （24） 

放射線管理班現場要員

（＊4） 
4 4 ― ― ― （4） 

自衛消防隊 

（＊3，＊4） 
15 15 ― ― ― （15） 

③  
緊急時 

非常体制 

本
部
要
員 

意思決定・指揮 3 

49 ― ― ― ― 

92 

情報収集・計画立案 7 

復旧対応 9 

プラント監視対応 4 

運転補助要員 2 

対外対応 4 

情報管理 6 

ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ･ﾘｿｰｽ管理 14 

現
場
要
員 

運転員 9 ― 5～9 ― ― 0～4 

復旧班現場要員 24 24 ― ― ― （24） 

放射線管理班現場要員 4 4 ― ― ― （4） 

自衛消防隊（＊3） 15 15 ― ― ― （15） 

表中の（）書きの記載は，現場等で出向く場合の要員数を示す。 

注記＊1：要員数については，今後の訓練等の結果により人数を見直す可能性がある。 

＊2：平日昼間は，管理事務所等で勤務している。夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）については，緊急時対策

所に隣接した建物及びその近傍で待機。 

＊3：自衛消防隊は 15名で構成される。 

＊4：直ちに発電所全所員に非常招集を行い，この要員の中から状況に応じて必要要員を確保するとともに，残りの

要員については交替要員として待機させる。 
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表 7－2 重大事故発生時の事象進展に伴う緊急時対策所の収容人数（2/2） 

（名） 

事象進展 
要員数（＊1） 

（名） 

緊急時 

対策所 

（名） 

中央 

制御室 

（名） 

中央制御 

室待避室 

（名） 

その他 

の建物 

（名） 

現場 

（名） 

収容 

人数 

合計 

④  

緊急時 

特別 

非常体制 

本
部
要
員 

意思決定・指揮 3 

49 ― ― ― ― 

92 

情報収集・計画立案 7 

復旧対応 9 

プラント監視対応 4 

運転補助要員 2 

対外対応 4 

情報管理 6 

ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ･ﾘｿｰｽ管理 14 

現
場
要
員 

運転員 0 ― 5～9 ― ― 0～4 

復旧班現場要員 24 24 ― ― ― （24） 

放射線管理班現場要員 4 4 ― ― ― （4） 

自衛消防隊（＊2） 15 15 ― ― ― （15） 

⑤  

プルーム 

通過中 

（発災から

24時間後）

＊3 

本
部
要
員 

意思決定・指揮 6 

46(23

×交替

要員

2) 

― ― ― ― 

64 

＊4 

情報収集・計画立案 10 

復旧対応 6 

プラント監視対応 4 

運転補助要員 0 

対外対応 6 

情報管理 6 

ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ･ﾘｿｰｽ管理 8 

現
場
要
員 

運転員 9 4 ― 5 ― ― 

復旧班現場要員 12 12 ― ― ― ― 

放射線管理班現場要員 2 2 ― ― ― ― 

自衛消防隊 0 ― ― ― ― ― 

⑥  

プルーム 

通過後 

（プルーム

放出開始か

ら 10時間

後）＊3 

本
部
要
員 

意思決定・指揮 6 

46 ― ― ― ― 

60 

＊5 

情報収集・計画立案 10 

復旧対応 6 

プラント監視対応 4 

運転補助要員 0 

対外対応 6 

情報管理 6 

ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ･ﾘｿｰｽ管理 8 

現
場
要
員 

運転員 9 ― 5～9 ― ― 0～4 

復旧班現場要員 12 12 ― ― ― （12） 

放射線管理班現場要員 2 2 ― ― ― （2） 

自衛消防隊 0 ― ― ― ― ― 

表中の（）書きの記載は，現場等で出向く場合の要員数を示す。 

注記＊1：要員数については，今後の訓練等の結果により人数を見直す可能性がある。 

＊2：自衛消防隊は 15名で構成される。 

＊3：「実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイ

ド」に基づく事象進展時間。 

＊4：プルーム放出前に緊急時対策所にとどまる要員以外の要員は発電所外に退避する。 

＊5：必要に応じ，発電所外から交替・待機要員を呼び寄せ，要員として加える。 
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2) 敷地内の有毒化学物質の処理等の措置 

敷地内の有毒化学物質が漏えいし，有毒ガスの発生による異常が発生した場合の敷地

内可動源に対する有毒化学物質の処理等の措置に係る実施体制及び手順を別紙 7－3 の

とおり整備する。 

終息活動は，立会人等のもと，終息活動要員（発電所構内に勤務している要員（協力

会社社員含む））が実施する体制とする。 

また，表 7－3に示す通り，防護具を配備する。 

 

表 7－3 防護具の配備（終息活動要員用） 

防護対象者 要員数 防護具数量 配備場所 

終息活動要員 3人 

・化学防護手袋        

・化学防護長靴 

・全面マスク 

・吸収缶（塩酸対応用） 

終息活動要員 

待機場所 

 

  

       
3セット 
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別紙7－1 

 

敷地内可動源に対する有毒ガスの発生の検出のための実施体制及び手順 

 

1. 実施体制 

 

 

 

 

 

 

2. 実施手順 

(1) 有毒化学物質を積載した薬品タンクローリー等（以下「可動源」という。）が発電所敷

地内へ入構する際，担当課は立会人等を入構箇所へ待機させる。 

(2) 立会人等は，合流後に可動源を敷地内に入構させる。 

(3) 立会人等は，受入（納入）箇所まで可動源に随行し，受入（納入）完了まで立会する。

立会人等は，薬品防護具を常備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. その他 

(1) 可動源の入構は，原則平日通常勤務時間帯とする。 

(2) 発電所で重大事故等が発生した場合は，既に入構している可動源は，立会人等随行の上

速やかに敷地外に退避させ，また，新たな可動源を敷地内に入構させないこととする。 

(3) 立会人等については，化学物質の管理を行う者であって重大事故等対策に必要な要員以

外の者が対応する。なお，化学物質の管理にあたっては，保安規定に基づく教育訓練を定

期的に行うことにより，立会人等は化学物質の取り扱いに関して十分な力量を有する。 

 

 

  

立会人等 

担当課 

＜入構箇所＞ ＜発電所敷地内＞ 

受入箇所 

可動源 

タンク 

立会 

受入 可動源 立会人等 

敷地外 敷地内 移動・随行 

 

 

 

 

積 載 車 

 

 

 

 

 

積 載 車 

 

 

 

 

 

積 載 車 
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別紙7－2 

 

敷地内可動源からの有毒ガス防護に係る実施体制及び手順 

 

1. 実施体制 

 

 

 

 

 

 

2. 実施手順 

(1) 立会人等は，有毒ガスの発生による異常を検知した場合，通信連絡設備等により当直長

に連絡する。 

(2) 当直長は，運転員に中央制御室換気設備の隔離及び全面マスクの着用を指示する。 

(3) 当直長は，緊急時対策所に緊急時対策本部が設置されている場合は，通信連絡設備等に

より本部長に有毒ガスの発生による異常を検知したことを連絡する。 

(4) 本部長は，緊急時対策本部要員（指示要員）に有毒ガスの発生による異常を検知したこ

とを連絡し，緊急時対策所換気設備の隔離及び全面マスクの着用を指示する。 

(5) 運転員は，当直長の指示により，中央制御室換気設備を隔離するとともに，全面マスク

を着用する。 

(6) 緊急時対策本部要員（指示要員）は，本部長の指示により，緊急時対策所換気設備を隔

離するとともに，全面マスクを着用する。 

 

 

 

  

○防護措置の指示 

○防護措置の実施 

○発見・認知 

本部長 

立会人等 

＜緊急時対策所＞ ＜発電所敷地内＞ ＜中央制御室＞ 

当直長 

運転員 本部指示要員 
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別紙7－3 

 

敷地内可動源に対する有毒化学物質の処理等の措置に係る実施体制及び手順 

 

1. 実施体制 

 

 

 

 

 

2. 実施手順 

(1) 敷地内可動源からの有毒ガスの発生による異常を検知したことの連絡を受けた当直長

は，担当課長に有毒ガスの発生を終息させるための活動を依頼する。 

(2) 担当課長は，終息活動要員に全面マスクの着用を指示するとともに，有毒ガスの発生を

終息させるために必要な措置を実施するよう指示する。 

(3) 終息活動要員は，担当課長の指示により，全面マスクを着用するとともに，有毒ガスの

発生を終息させるために速やかに希釈等の措置を実施する。 

(4) 担当課長は，終息活動に時間を要する場合，必要に応じ酸素呼吸器の着用を指示する。

終息活動員は，担当課長の指示により，酸素呼吸器を着用する。 

(5) 終息活動要員は，有毒ガスの発生が終息したことを確認後，担当課長に終息活動完了を

連絡する。 

(6) 担当課長は，有毒ガスの発生が終息したことを当直長に連絡する。 

(7) 当直長は，運転員に有毒ガスの発生が終息したことを連絡する。また，緊急時対策所に

緊急時対策本部が設置されている場合は，本部長へ有毒ガスの発生が終息したことを連絡

する。 

(8) 本部長は，緊急時対策本部要員（指示要員）に有毒ガスの発生が終息したことを連絡す

る。 

 

3. その他 

(1) 終息活動要員については，重大事故等対策に必要な要員以外の者が対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○終息活動の指示 

○終息活動の実施 

○連絡 

担当課長 

当直長 

終息活動要員 

 

積 載 車 

 

 

 

希釈等 
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1. はじめに 

本補足説明資料は，添付書類Ⅵ-1-1-11「通信連絡設備に関する説明書」についての内容

を補足するものである。 

 



 

 

2 

2. 通信連絡設備の一覧 

通信連絡設備の一覧を以下に示す。 

通信連絡設備（発電所内）の一覧（1/5） 

主要設備 
数量 

写真 
設計基準対象施設 重大事故等対処設備 備考 

所内通信連絡設備 

（警報装置を含む。） 

ハンドセット 

ステーション＊1 

177台 

・緊急時対策所 ：1台 

・中央制御室 ：14台 

・原子炉建物他 ：154台 

・屋外 ：8台 

－ － 

 

スピーカ＊1 

295台 

・緊急時対策所 ：1台 

・中央制御室 ：4台 

・原子炉建物他 ：282台 

・屋外 ：8台 

－ － 

 

電力保安通信用 

電話設備＊2 

 

 

固定電話機＊1 

 

 

215台 

・緊急時対策所 ：10台 

・中央制御室 ：7台 

・管理事務所，原子炉建物他 ：198台 

－ － 

 

 

 

ＰＨＳ端末＊1 

 

 

535台 

・緊急時対策所 ：32台 

・中央制御室 ：10台 

・発電所員他配備分 ：493台 

－ － 

 

 

 

ＦＡＸ＊1 

 

 

2台 

・緊急時対策所 ：1台 

・中央制御室 ：1台 

－ － 

 

注記＊1：数量及び設置場所（又は保管場所）は，原子力防災訓練により実効性を確認し，必要に応じ適宜改善していく。 

  ＊2：発電所内と発電所外で共用 
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通信連絡設備（発電所内）の一覧（2/5） 

主要設備 
数量 

写真 
設計基準対象施設 重大事故等対処設備 備考 

衛星電話設備＊1 

衛星電話設備 

（固定型）＊3 

7台 

・緊急時対策所 ：5台 

・中央制御室 ：2台 

（中央制御室待避室用を含む） 

その他：1式 

（緊急時対策所） 

・緊急時対策所 衛星電話設備用ラック 

・衛星電話設備用アンテナ（緊急時対策所） 

（原子炉建物） 

・衛星電話設備収納盤（中央制御室） 

・衛星電話設備用アンテナ（中央制御室） 

同左＊2 － 

 

 

 

 

 

固定型 

 

 

 

 

（緊急時対策所） 

アンテナ 

 

 

 

 

（中央制御室） 

アンテナ 

 

 

 

 

ラック 

 

 

 

 

収納盤 

衛星電話設備 

（携帯型）＊3 

5台 

・緊急時対策所 ：5台 

5台＊2（予備 5台を除く） 

・緊急時対策所 ：5台 

（予備 5台を除く） 

（携帯型用充電器：10台） 

（携帯型用充電式電池予備：10台） 

全体数量 

：10台＊4 

 

注記＊1：発電所内と発電所外で共用 

  ＊2：設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として使用する設備 

  ＊3：数量及び設置場所（又は保管場所）は，原子力防災訓練により実効性を確認し，必要に応じ適宜改善していく。 

  ＊4：内訳は，緊急時対策所：10台（予備 5台を含む）  
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通信連絡設備（発電所内）の一覧（3/5） 

主要設備 
数量 

写真 
設計基準対象施設 重大事故等対処設備 備考 

無線通信設備 

無線通信設備 

（固定型）＊2 

7台 

・緊急時対策所 ：5台 

・中央制御室 ：2台 

（中央制御室待避室用を含む） 

その他：1式 

（緊急時対策所） 

・緊急時対策所 無線通信設備用ラック 

・無線通信設備用アンテナ（緊急時対策所） 

（原子炉建物） 

・無線通信設備収納盤（中央制御室） 

・無線通信設備用アンテナ（中央制御室） 

 

同左＊1 － 

 

 

 

 

 

固定型 

 

 

 

 

（緊急時対策所） 

アンテナ 

 

 

 

 

（中央制御室） 

アンテナ 

 

 

 

 

ラック 

 

 

 

 

収納盤 

無線通信設備 

（携帯型）＊2 

10台 

・緊急時対策所 ：10台 

10台＊1（予備 10台を除く） 

・緊急時対策所 ：10台 

（携帯型用充電器：20台） 

（予備 10台を除く） 

全体数量 

：62台＊3 

 

注記＊1：設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として使用する設備 

  ＊2：数量及び設置場所（又は保管場所）は，原子力防災訓練により実効性を確認し，必要に応じ適宜改善していく。 

  ＊3：内訳は，緊急時対策所：62台（予備 10台，自主 42台を含む） 
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通信連絡設備（発電所内）の一覧（4/5） 

主要設備 
数量 

写真 
設計基準対象施設 重大事故等対処設備 備考 

安全パラメータ 

表示システム 

（ＳＰＤＳ） 

ＳＰＤＳデータ 

収集サーバ＊4 

1式 

・廃棄物処理建物 計算機室 ：1式 
同左＊1 － 

 

 

 

 

 

ＳＰＤＳ 

伝送サーバ＊2，＊4 

1式 

・緊急時対策所 ：1式 

その他：1式 

（緊急時対策所） 

・受信用アンテナ（１・２号） 

（原子炉建物） 

・１・２号ＳＰＤＳ伝送用アンテナ用中継盤 

・発信用アンテナ（１・２号） 

同左＊1 － 

 

 

 

 

 

ＳＰＤＳ伝送サーバ 

 

 

 

 

（緊急時対策所） 

受信用アンテナ＊3 

 

 

 

 

（中央制御室） 

発信用アンテナ 

 

 

 

 

 

中継盤 

ＳＰＤＳデータ 

表示装置＊4 

1台 

・緊急時対策所 ：1台 
同左＊1 － 

 

 

 

 

 

注記＊1：設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として使用する設備 

  ＊2：発電所内と発電所外で共用 

  ＊3：概略図を示す。 

  ＊4：数量及び設置場所（又は保管場所）は，原子力防災訓練により実効性を確認し，必要に応じ適宜改善していく。  
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通信連絡設備（発電所内）の一覧（5/5） 

主要設備 
数量 

写真 
設計基準対象施設 重大事故等対処設備 備考 

有線式通信設備 有線式通信機＊1 

4台 

・廃棄物処理建物 

（中央制御室付近）：4台 

4台＊2（予備 6台を除く） 

・廃棄物処理建物 

（中央制御室付近）：4台（予備 6台を除く） 

全体数量 

：10台＊3 

 

 

 

 

注記＊1：数量及び設置場所（又は保管場所）は，原子力防災訓練により実効性を確認し，必要に応じ適宜改善していく。 

  ＊2：設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として使用する設備 

  ＊3：内訳は，廃棄物処理建物（中央制御室付近）：10台（予備 6台を含む） 

 

○廃棄物処理建物に保管する有線式通信設備は，通常使用している所内の通信連絡設備が使用できない場合において，中央制御室と各現場間（屋内）に敷設している専用通信線を用い，有線式通信機

を専用接続端子に接続するとともに，必要時に中継コードを敷設することにより必要な通信連絡を行うことが可能な設計とする。 

○専用接続端子及び中継コードについては，地震起因による溢水の影響を受けない箇所に配置又は保管し，溢水時においても使用可能な設計とする。また，専用接続端子のケーブル及び中継コードに

ついては，水による影響を受けにくい材質とすることで，溢水時においても使用可能な設計とする。 

○専用接続端子及び中継コードについては，地震起因による火災の影響を受けない箇所に設置し，火災時においても使用可能な設計とする。また，専用接続端子のケーブルを専用の電線管で敷設する

ことに加え,中継コードについては，地震影響による火災の影響を受けない箇所に保管することにより，火災時においても使用可能な設計とする。 

 

中継コードの保管場所及び数量 

保管場所＊4 用途 数量＊4，＊5 数量内訳 写真 

廃棄物処理建物 
原子炉建物の屋内 

各操作時の連絡手段 
4(予備 2) 100m×6 台 

 

 

 

 

注記＊4：数量及び設置場所（又は保管場所）は，原子力防災訓練により実効性を確認し， 

必要に応じ適宜改善していく。 

  ＊5：必要数量を記載。（ ）内は予備及び自主設備の数量を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉建物

制御室建物

中央制御室

地下２階

地下１階

１階

２階

３階

４階

有線式通信機

中継コード（100m）

専用接続端子

中２階

※

補助盤室

廃棄物処理建物

中央制御室待避室

Ｂ－非常用電気室

③

ＲＣＩＣポンプ室

※

Ｃ－ＲＨＲポンプ室

３階北側連絡通路

Ａ－非常用電気室

④ ⑬ ⑱

ＳＲＶ
補修室

２階東側ＰＣＶペネトレーション室

② ３階へ

原子炉棟送風機室

Ａ－ＲＣＷポンプ熱交換器室

Ｂ－非常用電気室送風機室

⑦

２階西側ＰＣＶ
ペネトレーション室

Ａ－非常用電気室送風機室

２階より

ＦＰＣ熱交換器室近傍

⑫

⑮⑭

通路

①

１階東側ＰＣＶペネトレーション室近傍

①

⑯

通路

【凡例】

：有線式通信機

（付属ケーブル（10ｍ）含む）

：中継コード（必要時敷設）

：専用通信線

：専用接続端子

：近くの専用接続端子に接続して通信連絡する作業・操作

：近くの専用接続端子からコードリールを敷設して通信連絡する作業・操作
（タービン建物，廃棄物処理建物における作業・操作を含む）

：重要事故シーケンス以外の操作※
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有線式通信機 接続例 

 

 

 

中継コードと接続 専用接続端子と接続 専用接続端子と接続するケーブル

を接続 
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通信連絡設備（発電所外）の一覧（1/4） 

主要設備 
数量 

写真 
設計基準対象施設 重大事故等対処設備 備考 

局線加入電話設備 

固定電話機＊ 
1台 

・緊急時対策所 ：1台 
－ － 

 

 

 

 

 

ＦＡＸ＊ 
1台 

・緊急時対策所 ：1台 
－ － 

 

 

 

 

 

テレビ会議システム

（社内向） 

テレビ会議システム

（社内向）＊ 

1台 

・緊急時対策所 ：1台 
－ － 

 

 

 

 

 

専用電話設備 

専用電話設備 

（ホットライン） 

（地方公共団体他向）＊ 

6台 

・中央制御室 ：2台 

・緊急時対策所 ：4台 

－ － 

 

 

 

 

 

衛星電話設備（社内向） 

衛星テレビ 

会議システム 

（社内向）＊ 

1台 

・緊急時対策所 ：1台 
－ － 

 

 

 

 

 

衛星社内電話機＊ 
1台 

・緊急時対策所 ：1台 
－ － 

 

 

 

 

 

注記＊：数量及び設置場所（又は保管場所）は，原子力防災訓練により実効性を確認し，必要に応じ適宜改善していく。 
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通信連絡設備（発電所外）の一覧（2/4） 

主要設備 
数量 

写真 
設計基準対象施設 重大事故等対処設備 備考 

電力保安通信用 

電話設備＊1 

固定電話機＊2 
10台 

・緊急時対策所 ：10台 
－ － 

 

 

 

 

 

ＰＨＳ端末＊2 

525台 

・緊急時対策所 ：32台 

・発電所員他配備分 ：493台 

－ － 

 

 

 

 

 

ＦＡＸ＊2 
1台 

・緊急時対策所 ：1台 
－ － 

 

 

 

 

 

注記＊1：発電所内と発電所外で共用 

  ＊2：数量及び設置場所（又は保管場所）は，原子力防災訓練により実効性を確認し，必要に応じ適宜改善していく。 
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通信連絡設備（発電所外）の一覧（3/4） 

主要設備 
数量 

写真 
設計基準対象施設 重大事故等対処設備 備考 

統合原子力防災 

ネットワークに 

接続する通信 

連絡設備 

テレビ会議 

システム＊1 

1台 

・緊急時対策所 ：1台 

その他 

・統合原子力防災ＮＷ用屋外アンテナ 

・統合原子力防災ＮＷ盤 

同左＊2 － 

 

 

 

 

 

テレビ会議システム 

 

 

 

 

 

ＮＷ用屋外アンテナ 

 

 

 

 

 

ＮＷ盤 

ＩＰ－電話機＊1 

6台（有線系：4台，衛星系：2台） 

・緊急時対策所 ：4台（有線系） 

：2台（衛星系） 

同左＊2 － 

 

 

 

 

有線系 

 

 

 

 

衛星系 

ＩＰ－ＦＡＸ＊1 

3台（有線系：2台，衛星系：1台） 

・緊急時対策所 ：2台（有線系） 

：1台（衛星系） 

同左＊2 － 

 

 

 

 

 

注記＊1：数量及び設置場所（又は保管場所）は，原子力防災訓練により実効性を確認し，必要に応じ適宜改善していく。 

  ＊2：設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として使用する設備 
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通信連絡設備（発電所外）の一覧（4/4） 

主要設備 
数量 

写真 
設計基準対象施設 重大事故等対処設備 備考 

衛星電話設備＊1 

衛星電話設備 

（固定型）＊3 

5台 

・緊急時対策所 ：5台 

その他：1式 

（緊急時対策所） 

・緊急時対策所 衛星電話設備用ラック 

・衛星電話設備用アンテナ（緊急時対策所） 

同左＊2 － 

 

 

 

 

 

固定型 

 

 

 

 

（緊急時対策所） 

アンテナ 

 

 

 

 

（中央制御室） 

アンテナ 

 

 

 

 

ラック 

 

 

 

 

収納盤 

衛星電話設備 

（携帯型）＊3 

5台 

・緊急時対策所 ：5台 

5台＊2（予備 5台を除く） 

・緊急時対策所 ：5台 

（予備 5台を除く） 

（携帯型用充電器：10台） 

（携帯型用充電式電池予備：10台） 

全体数量 

26台＊4 

 

 

 

 

 

データ伝送設備 
ＳＰＤＳ 

伝送サーバ＊1，＊3 

1式 

・緊急時対策所 ：1式 
同左＊2 － 

 

 

 

 

 

注記＊1：発電所内と発電所外で共用 

  ＊2：設計基準対象施設及び重大事故等対処設備として使用する設備 

  ＊3：数量及び設置場所（又は保管場所）は，原子力防災訓練により実効性を確認し，必要に応じ適宜改善していく。 

  ＊4：内訳は，緊急時対策所：10台（予備 5台を含む），構外参集地点（緑ヶ丘施設，宮内社宅・寮，佐太前寮及び支援拠点）：自主 16台  
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3. 多様性を確保した通信回線 

通信連絡設備（発電所外）及びデータ伝送設備については，有線系，無線系又は衛星系回線による通信方式の多様性を備えた構成の通信回線に接続

する。 

なお，上記設備のうち電力保安通信用電話設備（固定電話機，ＰＨＳ端末及びＦＡＸ），テレビ会議システム（社内向），専用電話設備（専用電話設

備（ホットライン）（地方公共団体他向）），衛星電話設備（社内向）（衛星テレビ会議システム（社内向）及び衛星社内電話機），統合原子力防災ネット

ワークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ＩＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ）及びデータ伝送設備については，専用通信回線に接続し，輻

輳による使用制限又は通信事業者による通信制限を受けることなく常時使用できる設計とする。 

これらの専用通信回線の種別及び必要回線容量の関係を以下に示す。 

通信回線種別 主要設備 専用 
通信の 

制限＊1 

必要回線容量 回線 

容量 主要設備＊2 その他  

電力保安通信用 

回線＊3 

有線系回線 

（光ファイバ） 

テレビ会議システム（社内向） テレビ会議システム（社内向） ○ ◎ 2.0Mbps － 

3.6Mbps 1Gbps 

データ伝送設備 ＳＰＤＳ伝送サーバ ○ ◎ 4.8kbps － 

電力保安通信用電話設備＊3 

固定電話機 ○ ◎ 

1.5Mbps － ＰＨＳ端末 ○ ◎ 

ＦＡＸ ○ ◎ 

専用電話設備 専用電話設備（ホットライン）（地方公共団体他向） ○ ◎ 
1回線 － １回線 1回線 

無線系回線 

（マイクロ波 

無線） 

1回線 － １回線 1回線 

電力保安通信用電話設備＊3 

固定電話機 ○ ◎ 

3.2Mbps － 3.2Mbps 3.2Mbps ＰＨＳ端末 ○ ◎ 

ＦＡＸ ○ ◎ 

データ伝送設備 ＳＰＤＳ伝送サーバ ○ ◎ 6.5kbps － 6.5kbps 64kbps 

通信事業者回線 

有線系回線 

（災害時優先 

契約あり） 

局線加入電話設備 

固定電話機 － ○ 1回線 － 1回線 1回線 

ＦＡＸ － ○ 1回線 － 1回線 1回線 

電力保安通信用電話設備接続＊4 － ○ 1回線 － 1回線 1回線 

衛星系回線 衛星電話設備 
衛星電話設備（固定型） － ○ 5回線 － 5回線 5回線 

衛星電話設備（携帯型） － ○ 5回線 5回線＊5 10回線 10回線 

衛星系回線 

データ伝送設備 ＳＰＤＳ伝送サーバ ○ ◎ 4.8kbps － 4.8kbps 64kbps 

衛星電話設備（社内向） 
衛星テレビ会議システム（社内向） ○ ○ 192kbps － 

256kbps 256kbps 
衛星社内電話機 ○ ○ 64kbps － 

有線系回線 専用電話設備 専用電話設備（ホットライン）（地方公共団体他向） ○ ◎ 2回線 － 2回線 2回線 
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通信回線種別 主要設備 専用 
通信の 

制限＊1 

必要回線容量 回線 

容量 主要設備＊2 その他  

通信事業者回線 

（統合原子力 

防災ネット 

ワーク） 

有線系回線 

（光ファイバ） 

統合原子力防災ネットワークに 

接続する通信連絡設備 

   2.193Mbps － 2.2Mbps 5Mbps 

ＩＰ－電話機 ○ ◎ （125kbps）    

ＩＰ－ＦＡＸ ○ ◎ （68kbps）    

テレビ会議システム ○ ◎ （2Mbps）    

データ伝送設備 ＳＰＤＳ伝送サーバ ○ ◎ 6.5kbps    

衛星系回線 

統合原子力防災ネットワークに 

接続する通信連絡設備 

   211kbps 64kbps 282kbps 384kbps 

ＩＰ－電話機 ○ ◎ （24kbps）    

ＩＰ－ＦＡＸ ○ ◎ （37kbps）    

テレビ会議システム ○ ◎ （150kbps）    

データ伝送設備 ＳＰＤＳ伝送サーバ ○ ◎ 6.5kbps    

 
 
 

 
 
注記＊1：通信の制限とは，輻輳のほか，災害発生時の通信事業者による通信規制を想定 

  ＊2：（ ）は内訳を示す。 

  ＊3：電力保安通信用回線及び回線に接続される装置は，一般送配電事業会社所掌となる。 

  ＊4：局線加入電話設備にも接続されており，発電所外への連絡も可能 

  ＊5：自主設備の回線数を示す。 

【凡例】 ・専用 ○：専用回線 －：非専用回線 

 ・輻輳 ◎：制限なし ○：制限のおそれが少ない ×：制限のおそれがある 
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4. 各重大事故時に必要な通信連絡設備の数量 

○ 有線式通信設備（有線式通信機） 

有線式通信設備（有線式通信機）は，廃棄物処理建物に 4 台（予備 6 台を除く）を保管

することで，各重大事故シーケンスで使用する必要台数（下表）以上を保管する設計とす

る。 

使用場所 

各重要事故シーケンス 

制御室建物 廃棄物処理 

建物 

－：作業なし 

タービン建物 

 

－：作業なし 

原子炉建物 

 

－：作業なし 

合計 中央制御室 

－：作業なし 

 

－：作業なし 

運転中の原

子炉におけ

る重大事故

に至るおそ

れがある事

故 

②-1 高圧・低圧注水機能喪失 ―  ― ― ― ― 

②-2 高圧注水・減圧機能喪失 1  ― ― 1 2 

②-3-1 全交流動力電源喪失（長期ＴＢ） 1  ― ― 3 4 

②-3-2 全交流動力電源喪失（TBU） 1  ― ― 3 4 

②-3-3 全交流動力電源喪失（TBD） 1  ― ― 3 4 

②-3-4 全交流動力電源喪失（TBP） 1  ― ― 3 4 

②-4-1 
崩壊熱除去機能喪失 

（取水機能が喪失した場合） 
1  ― ― 2 3 

②-4-2 
崩壊熱除去機能喪失 

（残留熱除去系が故障した場合） 
―  ― ― ― ― 

②-5 原子炉停止機能喪失 ―  ― ― ― ― 

②-6 LOCA 時注水機能喪失 ―  ― ― ― ― 

②-7 
格納容器バイパス 

（インターフェイスシステム LOCA） 
1  ― ― 1 2 

運転中の原

子炉におけ

る重大事故 

③-1-1 

雰囲気圧力・温度による静的負荷 

（格納容器過圧・過温破損） 

残留熱代替除去系を使用する場合 

1  ― ― 2 3 

③-1-2 

雰囲気圧力・温度による静的負荷 

（格納容器過圧・過温破損） 

残留熱代替除去系を使用しない場合 

1  ― ― 2 3 

③-2 
高圧溶融物放出 

／格納容器雰囲気直接加熱 
1  ― ― 1 2 

③-3 
原子炉圧力容器外の 

溶融燃料－冷却材相互作用 
―  ― ― ― ― 

③-4 水素燃焼 ―  ― ― ― ― 

③-5 溶融炉心・コンクリート相互作用 ―  ― ― ― ― 

燃料プール

における重

大事故に至

るおそれが

ある事故 

④-1 想定事故 1 ―  ― ― ― ― 

④-2 想定事故 2 ―  ― ― ― ― 

運転停止中

の原子炉に

おける重大

事故に至る

おそれがあ

る事故 

⑤-1 崩壊熱除去機能喪失 1  ― ― 1 2 

⑤-2 全交流動力電源喪失 1  ― ― 3 4 

⑤-3 原子炉冷却材の流出 1  ― ― 1 2 

⑤-4 反応度の誤投入 ―  ― ― ― ― 

必要数量 4 

 

  



 

15 

○ 無線通信設備（固定型）及び無線通信設備（携帯型） 

無線通信設備（固定型）は，中央制御室に 2 台及び緊急時対策所に 5 台を設置する。ま

た，無線通信設備（携帯型）は，緊急時対策所に 10 台（予備 10 台を除く）を保管するこ

とで，各重大事故シーケンスで使用する必要台数（下表）以上を設置又は保管する設計と

する。 

使用場所 

 

各重要事故シーケンス 

屋内（緊急時対策所

及び中央制御室） 
屋外 

無線通信設備 

（固定型） 

無線通信設備 

（携帯型） 

運転中の原子炉に

おける重大事故に

至るおそれがある

事故 

②-1 高圧・低圧注水機能喪失 2 2 

②-2 高圧注水・減圧機能喪失 2 ― 

②-3-1 全交流動力電源喪失（長期 TB） 2 2 

②-3-2 全交流動力電源喪失（TBU） 2 2 

②-3-3 全交流動力電源喪失（TBD） 2 2 

②-3-4 全交流動力電源喪失（TBP） 2 2 

②-4-1 
崩壊熱除去機能喪失 

（取水機能が喪失した場合） 
2 3 

②-4-2 
崩壊熱除去機能喪失 

（残留熱除去系が故障した場合） 
2 2 

②-5 原子炉停止機能喪失 2 ― 

②-6 LOCA 時注水機能喪失 2 2 

②-7 
格納容器バイパス 

（インターフェイスシステム LOCA） 
2 ― 

運転中の原子炉に

おける重大事故 

③-1-1 

雰囲気圧力・温度による静的負荷 

（格納容器過圧・過温破損） 

残留熱代替除去系を使用する場合 

2 5 

③-1-2 

雰囲気圧力・温度による静的負荷 

（格納容器過圧・過温破損） 

残留熱代替除去系を使用しない場合 

2 2 

③-2 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 2 5 

③-3 
原子炉圧力容器外の 

溶融燃料－冷却材相互作用 
2 ― 

③-4 水素燃焼 2 ― 

③-5 溶融炉心・コンクリート相互作用 2 ― 

燃料プールにおけ

る重大事故に至る

おそれがある事故 

④-1 想定事故 1 2 2 

④-2 想定事故 2 2 2 

運転停止中の原子

炉における重大事

故に至るおそれが

ある事故 

⑤-1 崩壊熱除去機能喪失 2 ― 

⑤-2 全交流動力電源喪失 2 4 

⑤-3 原子炉冷却材の流出 2 ― 

⑤-4 反応度の誤投入 2 ― 

必要数量 2 5 

注：無線通信設備のほか，衛星電話設備も使用可能であり，衛星電話設備（固定型）は，中央制御室に 2 台及び緊急時対策所に 5 台設置

している。また，衛星電話設備（携帯型）は，緊急時対策所に 10 台保管している。  
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5. 通信連絡設備が接続する無停電電源の仕様 

○ 別図に示す通信連絡設備が接続する無停電電源（交流）□1 ～□3 の仕様は下表のとおり。 

無停電電源 給電が必要な通信連絡設備 容量 停電補償時間 

□1  
（中央制御室等） 

・無線通信設備（固定型） 
76Ah 24時間 

□2  
（中央制御室等） 

・衛星電話設備（固定型） 
76Ah 24時間 

□3  

（緊急時対策所） 

・衛星電話設備（固定型） 

・無線通信設備（固定型） 

・統合原子力防災ネットワークに接続する

通信連絡設備（テレビ会議システム， 

ＩＰ－電話機及びＩＰ－ＦＡＸ） 

1000Ah 1時間 

 

○ 別図に示す通信連絡設備が接続する無停電電源（直流）①～⑤の仕様は下表のとおり。 

無停電電源 給電が必要な通信連絡設備 容量 停電補償時間 

① 

（中央制御室等） 

・電力保安通信用電話設備 

（固定電話機，PHS基地局） 

500Ah 20時間 

② 

（中央制御室等） 

・所内通信連絡設備（警報装置を含む。） 

（ハンドセットステーション，スピーカ） 

300Ah 17時間 

③ 
（廃棄物処理建物） 

・ＳＰＤＳデータ収集サーバ 
1500Ah 70分 

④ 

（緊急時対策所） 

・電力保安通信用電話設備 

（固定電話機，PHS基地局） 

1000Ah 7時間 

⑤ 

（緊急時対策所） 

・電力保安通信用電話設備 

（固定電話機，PHS基地局） 

1000Ah 8時間 
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別図 通信連絡設備の電源概略構成図（1/2）  
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対処設備として使用する設備

【凡例】
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別図 通信連絡設備の電源概略構成図（2/2） 
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6. データ伝送設備のパラメータ 

重大事故等の対処に必要なパラメータは，耐震性のある重大事故操作盤等からプラントパ

ラメータを直接，ＳＰＤＳデータ収集サーバに収集し，伝送することにより耐震性を確保す

る設計とする。 

なお，重大事故等の対処に必要なパラメータは、基準規則等への適合に必要なパラメータ

が対象となる。 

ＳＰＤＳデータ表示装置にて確認できるパラメータを次ページに示す。 
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○ ＳＰＤＳデータ表示装置で確認できるプラントパラメ－タ（1/11） 

目的 対象パラメータ 
緊急時対策所への 

パラメータ 

ＥＲＳＳ伝送 

パラメータ＊1 

基準規則等への 
適合に必要な 

主要パラメータ＊2 

バックアップ 

対象パラメータ 
耐震性 

炉心反応度の状態確認 

ＡＰＲＭ（平均値） ○ ○ － ○ × 

平均出力領域計装 ＣＨ１ ○ － ○ ○ ○ 

平均出力領域計装 ＣＨ２ ○ － ○ ○ ○ 

平均出力領域計装 ＣＨ３ ○ － ○ ○ ○ 

平均出力領域計装 ＣＨ４ ○ － ○ ○ ○ 

平均出力領域計装 ＣＨ５ ○ － ○ ○ ○ 

平均出力領域計装 ＣＨ６ ○ － ○ ○ ○ 

中性子源領域計装 ＣＨ21 ○ ○ ○ ○ ○ 

中性子源領域計装 ＣＨ22 ○ ○ ○ ○ ○ 

中性子源領域計装 ＣＨ23 ○ ○ ○ ○ ○ 

中性子源領域計装 ＣＨ24 ○ ○ ○ ○ ○ 

ＩＲＭレベル ＣＨ11 ○ ○ ○ ○ ○ 

ＩＲＭレベル ＣＨ12 ○ ○ ○ ○ ○ 

ＩＲＭレベル ＣＨ13 ○ ○ ○ ○ ○ 

ＩＲＭレベル ＣＨ14 ○ ○ ○ ○ ○ 

ＩＲＭレベル ＣＨ15 ○ ○ ○ ○ ○ 

ＩＲＭレベル ＣＨ16 ○ ○ ○ ○ ○ 

ＩＲＭレベル ＣＨ17 ○ ○ ○ ○ ○ 

ＩＲＭレベル ＣＨ18 ○ ○ ○ ○ ○ 

注記＊1：ＥＲＳＳ伝送パラメータは既設ＳＰＤＳのＥＲＳＳ伝送パラメータ及び既設ＳＰＤＳから追加したパラメータのうち，プラント状態を把握する主要なパラメータをＥＲＳＳへ伝送する。 

原子力事業者防災業務計画の改訂に合わせ，必要に応じ適宜見直していく。 
  ＊2：選定パラメータについては，以下の規則及び審査基準から選定する。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第五十四条（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備），第五十八条（計装設備），第六十条（監視測定設備） 

「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料，1.11（使用済燃
料貯蔵槽の冷却等のための手順等），1.15（事故時の計装に関する手順等），1.17（監視測定等に関する手順等） 
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○ ＳＰＤＳデータ表示装置で確認できるプラントパラメ－タ（2/11） 

目的 対象パラメータ 
緊急時対策所への 

パラメータ 

ＥＲＳＳ伝送 

パラメータ＊1 

基準規則等への 
適合に必要な 

主要パラメータ＊2 

バックアップ 

対象パラメータ 
耐震性 

炉心冷却の状態確認 

原子炉圧力 ○ ○ － ○ × 

Ａ－原子炉圧力 ○ － ○ ○ ○ 

Ｂ－原子炉圧力 ○ － ○ ○ ○ 

原子炉圧力（ＳＡ） ○ － ○ ○ ○ 

原子炉水位（広帯域） ○ ○ － ○ × 

Ａ－原子炉水位（広帯域） ○ － ○ ○ ○ 

Ｂ－原子炉水位（広帯域） ○ － ○ ○ ○ 

原子炉水位（燃料域） ○ ○ － ○ × 

Ａ－原子炉水位（燃料域） ○ － ○ ○ ○ 

Ｂ－原子炉水位（燃料域） ○ － ○ ○ ○ 

原子炉水位（狭帯域） ○ ○ － ○ × 

原子炉水位（ＳＡ） ○ － ○ ○ ○ 

Ａ ＳＲ弁 開 ○ ○ － ○ × 

Ｂ ＳＲ弁 開 ○ ○ － ○ × 

Ｃ ＳＲ弁 開 ○ ○ － ○ × 

Ｄ ＳＲ弁 開 ○ ○ － ○ × 

Ｅ ＳＲ弁 開 ○ ○ － ○ × 

Ｆ ＳＲ弁 開 ○ ○ － ○ × 

Ｇ ＳＲ弁 開 ○ ○ － ○ × 

Ｈ ＳＲ弁 開 ○ ○ － ○ × 

Ｊ ＳＲ弁 開 ○ ○ － ○ × 

Ｋ ＳＲ弁 開 ○ ○ － ○ × 

Ｌ ＳＲ弁 開 ○ ○ － ○ × 

Ｍ ＳＲ弁 開 ○ ○ － ○ × 

注記＊1：ＥＲＳＳ伝送パラメータは既設ＳＰＤＳのＥＲＳＳ伝送パラメータ及び既設ＳＰＤＳから追加したパラメータのうち，プラント状態を把握する主要なパラメータをＥＲＳＳへ伝送する。 
原子力事業者防災業務計画の改訂に合わせ，必要に応じ適宜見直していく。 

  ＊2：選定パラメータについては，以下の規則及び審査基準から選定する。 
「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第五十四条（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備），第五十八条（計装設備），第六十条（監視測定設備） 
「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料，1.11（使用済燃

料貯蔵槽の冷却等のための手順等），1.15（事故時の計装に関する手順等），1.17（監視測定等に関する手順等） 
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○ ＳＰＤＳデータ表示装置で確認できるプラントパラメ－タ（3/11） 

目的 対象パラメータ 
緊急時対策所への 

パラメータ 

ＥＲＳＳ伝送 

パラメータ＊1 

基準規則等への 
適合に必要な 

主要パラメータ＊2 

バックアップ 

対象パラメータ 
耐震性 

炉心冷却の状態確認 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量 ○ ○ ○ ○ ○ 

高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 ○ － ○ ○ ○ 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量 ○ ○ ○ ○ ○ 

低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 ○ － ○ ○ ○ 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 ○ ○ ○ ○ ○ 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 ○ － ○ ○ ○ 

高圧原子炉代替注水流量 ○ － ○ ○ ○ 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口流量 ○ ○ ○ ○ ○ 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口流量 ○ ○ ○ ○ ○ 

Ｃ－残留熱除去ポンプ出口流量 ○ ○ ○ ○ ○ 

Ａ－残留熱除去ポンプ出口圧力 ○ － ○ ○ ○ 

Ｂ－残留熱除去ポンプ出口圧力 ○ － ○ ○ ○ 

Ｃ－残留熱除去ポンプ出口圧力 ○ － ○ ○ ○ 

残留熱代替除去系原子炉注水流量 ○ － ○ ○ ○ 

Ａ－残留熱除去系熱交換器入口温度 ○ － ○ ○ ○ 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器入口温度 ○ － ○ ○ ○ 

Ａ－残留熱除去系熱交換器出口温度 ○ － ○ ○ ○ 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器出口温度 ○ － ○ ○ ○ 

Ａ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 ○ － ○ ○ ○ 

Ｂ－残留熱除去系熱交換器冷却水流量 ○ － ○ ○ ○ 

6.9KV系統電圧（Ａ） ○ ○ － ○ × 

6.9KV系統電圧（Ｂ） ○ ○ － ○ × 

6.9KV系統電圧（Ｃ） ○ ○ － ○ × 

6.9KV系統電圧（Ｄ） ○ ○ － ○ × 

6.9KV系統電圧（ＨＰＣＳ） ○ ○ － ○ × 

注記＊1：ＥＲＳＳ伝送パラメータは既設ＳＰＤＳのＥＲＳＳ伝送パラメータ及び既設ＳＰＤＳから追加したパラメータのうち，プラント状態を把握する主要なパラメータをＥＲＳＳへ伝送する。 
原子力事業者防災業務計画の改訂に合わせ，必要に応じ適宜見直していく。 

  ＊2：選定パラメータについては，以下の規則及び審査基準から選定する。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第五十四条（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備），第五十八条（計装設備），第六十条（監視測定設備） 
「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料，1.11（使用済燃
料貯蔵槽の冷却等のための手順等），1.15（事故時の計装に関する手順等），1.17（監視測定等に関する手順等）  
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○ ＳＰＤＳデータ表示装置で確認できるプラントパラメ－タ（4/11） 

目的 対象パラメータ 
緊急時対策所への 

パラメータ 

ＥＲＳＳ伝送 

パラメータ＊1 

基準規則等への 
適合に必要な 

主要パラメータ＊2 

バックアップ 

対象パラメータ 
耐震性 

炉心冷却の状態確認 

Ａ－Ｄ／Ｇ受電しゃ断器閉 ○ ○ － ○ × 

Ｂ－Ｄ／Ｇ受電しゃ断器閉 ○ ○ － ○ × 

Ａ－原子炉圧力容器温度（ＳＡ） ○ － ○ ○ ○ 

Ｂ－原子炉圧力容器温度（ＳＡ） ○ － ○ ○ ○ 

Ａ－低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 ○ － ○ ○ ○ 

Ｂ－低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 ○ － ○ ○ ○ 

Ａ－低圧原子炉代替注水流量 ○ － ○ ○ ○ 

Ｂ－低圧原子炉代替注水流量 ○ － ○ ○ ○ 

Ａ－低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） ○ － ○ ○ ○ 

Ｂ－低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用） ○ － ○ ○ ○ 

低圧原子炉代替注水槽水位 ○ － ○ ○ ○ 

ＨＰＣＳ－Ｄ／Ｇ受電しゃ断器閉 ○ ○ － ○ × 

緊急用Ｍ／Ｃ電圧 ○ ○ － ○ × 

ＳＡ－Ｌ／Ｃ電圧 ○ ○ － ○ × 

Ａ－再循環ポンプ入口温度 ○ ○ － ○ × 

Ｂ－再循環ポンプ入口温度 ○ ○ － ○ × 

原子炉格納容器内の 

状態確認 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） ○ ○ ○ ○ ○ 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） ○ ○ ○ ○ ○ 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチェンバ） ○ ○ ○ ○ ○ 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッションチェンバ） ○ ○ ○ ○ ○ 

ドライウェル圧力（広域） ○ ○ － ○ × 

Ａ－ドライウェル圧力（ＳＡ） ○ － ○ ○ ○ 

Ｂ－ドライウェル圧力（ＳＡ） ○ － ○ ○ ○ 

注記＊1：ＥＲＳＳ伝送パラメータは既設ＳＰＤＳのＥＲＳＳ伝送パラメータ及び既設ＳＰＤＳから追加したパラメータのうち，プラント状態を把握する主要なパラメータをＥＲＳＳへ伝送する。 

原子力事業者防災業務計画の改訂に合わせ，必要に応じ適宜見直していく。 
  ＊2：選定パラメータについては，以下の規則及び審査基準から選定する。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第五十四条（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備），第五十八条（計装設備），第六十条（監視測定設備） 

「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料，1.11（使用済燃
料貯蔵槽の冷却等のための手順等），1.15（事故時の計装に関する手順等），1.17（監視測定等に関する手順等）  
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○ ＳＰＤＳデータ表示装置で確認できるプラントパラメ－タ（5/11） 

目的 対象パラメータ 
緊急時対策所への 

パラメータ 

ＥＲＳＳ伝送 

パラメータ＊1 

基準規則等への 
適合に必要な 

主要パラメータ＊2 

バックアップ 

対象パラメータ 
耐震性 

原子炉格納容器内の 
状態確認 

Ａ－サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） ○ － ○ ○ ○ 

Ｂ－サプレッションチェンバ圧力（ＳＡ） ○ － ○ ○ ○ 

サプレッションプール水位 ○ ○ － ○ × 

サプレッションプール水位（ＳＡ） ○ － ○ ○ ○ 

Ａ－サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） ○ － ○ ○ ○ 

Ｂ－サプレッションチェンバ温度（ＳＡ） ○ － ○ ○ ○ 

サプレッションプール水温度（ＭＡＸ) ○ ○ － ○ × 

Ａ－サプレッションプール水温度（ＳＡ） ○ － ○ ○ ○ 

Ｂ－サプレッションプール水温度（ＳＡ） ○ － ○ ○ ○ 

Ａ－格納容器水素濃度 ○ ○ － ○ × 

Ｂ－格納容器水素濃度 ○ ○ ○ ○ ○ 

格納容器水素濃度（ＳＡ） ○ － ○ ○ ○ 

Ａ－格納容器酸素濃度 ○ ○ － ○ × 

Ｂ－格納容器酸素濃度 ○ ○ ○ ○ ○ 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） ○ － ○ ○ ○ 

Ａ－ＣＡＭＳドライウェル選択 ○ ○ － ○ × 

Ｂ－ＣＡＭＳドライウェル選択 ○ ○ － ○ × 

ドライウェル温度（トップヘッド部） ○ － ○ ○ ○ 

Ａ－ドライウェル温度（ＳＡ）（上部） ○ － ○ ○ ○ 

Ｂ－ドライウェル温度（ＳＡ）（上部） ○ － ○ ○ ○ 

Ａ－ドライウェル温度（ＳＡ）（中部） ○ － ○ ○ ○ 

Ｂ－ドライウェル温度（ＳＡ）（中部） ○ － ○ ○ ○ 

Ａ－ドライウェル温度（ＳＡ）（下部） ○ － ○ ○ ○ 

Ｂ－ドライウェル温度（ＳＡ）（下部） ○ － ○ ○ ○ 

注記＊1：ＥＲＳＳ伝送パラメータは既設ＳＰＤＳのＥＲＳＳ伝送パラメータ及び既設ＳＰＤＳから追加したパラメータのうち，プラント状態を把握する主要なパラメータをＥＲＳＳへ伝送する。 
原子力事業者防災業務計画の改訂に合わせ，必要に応じ適宜見直していく。 

  ＊2：選定パラメータについては，以下の規則及び審査基準から選定する。 
「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第五十四条（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備），第五十八条（計装設備），第六十条（監視測定設備） 
「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料，1.11（使用済燃

料貯蔵槽の冷却等のための手順等），1.15（事故時の計装に関する手順等），1.17（監視測定等に関する手順等）  
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○ ＳＰＤＳデータ表示装置で確認できるプラントパラメ－タ（6/11） 

目的 対象パラメータ 
緊急時対策所への 

パラメータ 

ＥＲＳＳ伝送 

パラメータ＊1 

基準規則等への 
適合に必要な 

主要パラメータ＊2 

バックアップ 

対象パラメータ 
耐震性 

原子炉格納容器内の 

状態確認 

ペデスタル水位（コリウムシールド上表面 ＋0.1ｍ） ○ － ○ ○ ○ 

ペデスタル水位（コリウムシールド上表面 ＋1.2ｍ） ○ － ○ ○ ○ 

Ａ－ペデスタル水位（コリウムシールド上表面 ＋2.4ｍ） ○ － ○ ○ ○ 

Ｂ－ペデスタル水位（コリウムシールド上表面 ＋2.4ｍ） ○ － ○ ○ ○ 

代替注水流量（常設） ○ － ○ ○ ○ 

Ａ－格納容器代替スプレイ流量 ○ － ○ ○ ○ 

Ｂ－格納容器代替スプレイ流量 ○ － ○ ○ ○ 

Ａ－ペデスタル代替注水流量 ○ － ○ ○ ○ 

Ｂ－ペデスタル代替注水流量 ○ － ○ ○ ○ 

Ａ－ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） ○ － ○ ○ ○ 

Ｂ－ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） ○ － ○ ○ ○ 

残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 ○ － ○ ○ ○ 

Ａ－ペデスタル温度（ＳＡ） ○ － ○ ○ ○ 

Ｂ－ペデスタル温度（ＳＡ） ○ － ○ ○ ○ 

Ａ－ペデスタル水温度（ＳＡ） ○ － ○ ○ ○ 

Ｂ－ペデスタル水温度（ＳＡ） ○ － ○ ○ ○ 

Ａ－残留熱代替除去ポンプ出口圧力 ○ － ○ ○ ○ 

Ｂ－残留熱代替除去ポンプ出口圧力 ○ － ○ ○ ○ 

ドライウェル水位（格納容器底面 －３ｍ） ○ － ○ ○ ○ 

ドライウェル水位（格納容器底面 －１ｍ） ○ － ○ ○ ○ 

ドライウェル水位（格納容器底面 ＋0.9ｍ） ○ － ○ ○ ○ 

放射能隔離の状態確認 

排気筒高レンジモニタ ○ ○ － ○ × 

排気筒低レンジモニタ（Ａｃｈ） ○ ○ － ○ × 

排気筒低レンジモニタ（Ｂｃｈ） ○ ○ － ○ × 

注記＊1：ＥＲＳＳ伝送パラメータは既設ＳＰＤＳのＥＲＳＳ伝送パラメータ及び既設ＳＰＤＳから追加したパラメータのうち，プラント状態を把握する主要なパラメータをＥＲＳＳへ伝送する。 
原子力事業者防災業務計画の改訂に合わせ，必要に応じ適宜見直していく。 

  ＊2：選定パラメータについては，以下の規則及び審査基準から選定する。 
「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第五十四条（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備），第五十八条（計装設備），第六十条（監視測定設備） 
「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料，1.11（使用済燃

料貯蔵槽の冷却等のための手順等），1.15（事故時の計装に関する手順等），1.17（監視測定等に関する手順等）  
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○ ＳＰＤＳデータ表示装置で確認できるプラントパラメ－タ（7/11） 

目的 対象パラメータ 
緊急時対策所への 

パラメータ 

ＥＲＳＳ伝送 

パラメータ＊1 

基準規則等への 
適合に必要な 

主要パラメータ＊2 

バックアップ 

対象パラメータ 
耐震性 

放射能隔離の状態確認 

主蒸気管放射線異常高トリップＡ１ ○ ○ － ○ × 

主蒸気管放射線異常高トリップＢ１ ○ ○ － ○ × 

主蒸気管放射線異常高トリップＡ２ ○ ○ － ○ × 

主蒸気管放射線異常高トリップＢ２ ○ ○ － ○ × 

格納容器内側隔離 ○ ○ － ○ × 

格納容器外側隔離 ○ ○ － ○ × 

Ａ－主蒸気内側隔離弁全閉 ○ ○ － ○ × 

Ｂ－主蒸気内側隔離弁全閉 ○ ○ － ○ × 

Ｃ－主蒸気内側隔離弁全閉 ○ ○ － ○ × 

Ｄ－主蒸気内側隔離弁全閉 ○ ○ － ○ × 

Ａ－主蒸気外側隔離弁全閉 ○ ○ － ○ × 

Ｂ－主蒸気外側隔離弁全閉 ○ ○ － ○ × 

Ｃ－主蒸気外側隔離弁全閉 ○ ○ － ○ × 

Ｄ－主蒸気外側隔離弁全閉 ○ ○ － ○ × 

環境の状態確認 

Ａ-ＳＧＴ自動起動 ○ ○ － ○ × 

Ｂ-ＳＧＴ自動起動 ○ ○ － ○ × 

ＳＧＴＳ高レンジモニタ ○ ○ － ○ × 

ＳＧＴＳ低レンジモニタ（Ａｃｈ） ○ ○ － ○ × 

ＳＧＴＳ低レンジモニタ（Ｂｃｈ） ○ ○ － ○ × 

放水路水モニタ ○ ○ － ○ × 

注記＊1：ＥＲＳＳ伝送パラメータは既設ＳＰＤＳのＥＲＳＳ伝送パラメータ及び既設ＳＰＤＳから追加したパラメータのうち，プラント状態を把握する主要なパラメータをＥＲＳＳへ伝送する。 
原子力事業者防災業務計画の改訂に合わせ，必要に応じ適宜見直していく。 

  ＊2：選定パラメータについては，以下の規則及び審査基準から選定する。 
「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第五十四条（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備），第五十八条（計装設備），第六十条（監視測定設備） 
「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料，1.11（使用済燃

料貯蔵槽の冷却等のための手順等），1.15（事故時の計装に関する手順等），1.17（監視測定等に関する手順等）  
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○ ＳＰＤＳデータ表示装置で確認できるプラントパラメ－タ（8/11） 

目的 対象パラメータ 
緊急時対策所への 

パラメータ 

ＥＲＳＳ伝送 

パラメータ＊1 

基準規則等への 
適合に必要な 

主要パラメータ＊2 

バックアップ 

対象パラメータ 
耐震性 

環境の状態確認 

モニタリングポスト＃１Ｈ ○ ○ － －＊3 × 

モニタリングポスト＃２Ｈ ○ ○ － －＊3 × 

モニタリングポスト＃３Ｈ ○ ○ － －＊3 × 

モニタリングポスト＃４Ｈ ○ ○ － －＊3 × 

モニタリングポスト＃５Ｈ ○ ○ － －＊3 × 

モニタリングポスト＃６Ｈ ○ ○ － －＊3 × 

モニタリングポスト＃１Ｌ（10分間平均） ○ ○ － －＊3 × 

モニタリングポスト＃２Ｌ（10分間平均） ○ ○ － －＊3 × 

モニタリングポスト＃３Ｌ（10分間平均） ○ ○ － －＊3 × 

モニタリングポスト＃４Ｌ（10分間平均） ○ ○ － －＊3 × 

モニタリングポスト＃５Ｌ（10分間平均） ○ ○ － －＊3 × 

モニタリングポスト＃６Ｌ（10分間平均） ○ ○ － －＊3 × 

風向（28.5ｍ－Ｕ） ○ ○ － ○ × 

風向（130Ｍ－Ｄ，10分間平均風向） ○ ○ － ○ × 

風速（28.5ｍ－Ｕ） ○ ○ － ○ × 

風速（130Ｍ－Ｄ，10分間平均風速) ○ ○ － ○ × 

大気安定度（10分間平均） ○ ○ － ○ × 

可搬式モニタリングポスト№１ ○ － ○ －＊3 ○ 

可搬式モニタリングポスト№２ ○ － ○ －＊3 ○ 

可搬式モニタリングポスト№３ ○ － ○ －＊3 ○ 

可搬式モニタリングポスト№４ ○ － ○ －＊3 ○ 

可搬式モニタリングポスト№５ ○ － ○ －＊3 ○ 

可搬式モニタリングポスト№６ ○ － ○ －＊3 ○ 

注記＊1：ＥＲＳＳ伝送パラメータは既設ＳＰＤＳのＥＲＳＳ伝送パラメータ及び既設ＳＰＤＳから追加したパラメータのうち，プラント状態を把握する主要なパラメータをＥＲＳＳへ伝送する。 

原子力事業者防災業務計画の改訂に合わせ，必要に応じ適宜見直していく。 
  ＊2：選定パラメータについては，以下の規則及び審査基準から選定する。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第五十四条（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備），第五十八条（計装設備），第六十条（監視測定設備） 

「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料，1.11（使用済燃
料貯蔵槽の冷却等のための手順等），1.15（事故時の計装に関する手順等），1.17（監視測定等に関する手順等） 

  ＊3：バックアップ伝送ラインを経由せず，モニタリングポストは無線回線，その他は衛星回線により緊急時対策所へ伝送し，ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置へ接続される。測定

値はＳＰＤＳデータ表示装置で監視できる。  
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○ ＳＰＤＳデータ表示装置で確認できるプラントパラメ－タ（9/11） 

目的 対象パラメータ 
緊急時対策所への 

パラメータ 

ＥＲＳＳ伝送 

パラメータ＊1 

基準規則等への 
適合に必要な 

主要パラメータ＊2 

バックアップ 

対象パラメータ 
耐震性 

環境の状態確認 

可搬式モニタリングポスト№７ ○ － ○ －＊3 ○ 

可搬式モニタリングポスト№８ ○ － ○ －＊3 ○ 

可搬式モニタリングポスト№９ ○ － ○ －＊3 ○ 

可搬式モニタリングポスト№10 ○ － ○ －＊3 ○ 

可搬式モニタリングポスト№11 ○ － ○ －＊3 ○ 

可搬式モニタリングポスト№12 ○ － ○ －＊3 ○ 

風向（可搬） ○ － ○ －＊3 ○ 

風速（可搬） ○ － ○ －＊3 ○ 

大気安定度（可搬） ○ － ○ －＊3 ○ 

非常用炉心冷却系 
（ＥＣＣＳ）の状態等 
確認 

Ａ－ＡＤＳ作動 ○ ○ － ○ × 

Ｂ－ＡＤＳ作動 ○ ○ － ○ × 

ＲＣＩＣポンプ作動 ○ ○ － ○ × 

ＨＰＣＳポンプ作動 ○ ○ － ○ × 

Ａ－ＲＨＲポンプ作動 ○ ○ － ○ × 

Ｂ－ＲＨＲポンプ作動 ○ ○ － ○ × 

Ｃ－ＲＨＲポンプ作動 ○ ○ － ○ × 

ＲＨＲ ＭＶ２２２－４Ａ 全閉 ○ ○ － ○ × 

ＲＨＲ ＭＶ２２２－４Ｂ 全閉 ○ ○ － ○ × 

ＲＨＲ ＭＶ２２２－５Ａ 全閉 ○ ○ － ○ × 

ＲＨＲ ＭＶ２２２－５Ｂ 全閉 ○ ○ － ○ × 

ＲＨＲ ＭＶ２２２－５Ｃ 全閉 ○ ○ － ○ × 

全制御棒全挿入 ○ ○ － ○ × 

注記＊1：ＥＲＳＳ伝送パラメータは既設ＳＰＤＳのＥＲＳＳ伝送パラメータ及び既設ＳＰＤＳから追加したパラメータのうち，プラント状態を把握する主要なパラメータをＥＲＳＳへ伝送する。 
原子力事業者防災業務計画の改訂に合わせ，必要に応じ適宜見直していく。 

  ＊2：選定パラメータについては，以下の規則及び審査基準から選定する。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第五十四条（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備），第五十八条（計装設備），第六十条（監視測定設備） 
「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料，1.11（使用済燃
料貯蔵槽の冷却等のための手順等），1.15（事故時の計装に関する手順等），1.17（監視測定等に関する手順等） 

  ＊3：バックアップ伝送ラインを経由せず，モニタリングポストは無線回線，その他は衛星回線により緊急時対策所へ伝送し，ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置へ接続される。測定
値はＳＰＤＳデータ表示装置で監視できる。 
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○ ＳＰＤＳデータ表示装置で確認できるプラントパラメ－タ（10/11） 

目的 対象パラメータ 
緊急時対策所への 

パラメータ 

ＥＲＳＳ伝送 

パラメータ＊1 

基準規則等への 
適合に必要な 

主要パラメータ＊2 

バックアップ 

対象パラメータ 
耐震性 

非常用炉心冷却系 

（ＥＣＣＳ）の状態等 
確認 

Ａ－給水流量 ○ ○ － ○ × 

Ｂ－給水流量 ○ ○ － ○ × 

ＬＰＣＳポンプ作動 ○ ○ － ○ × 

モードＳＷ運転 ○ ○ － ○ × 

燃料プールの状態確認 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 
（使用済燃料貯蔵ラック上端＋6710㎜） 

○＊3 － ○ ○ ○ 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 
（使用済燃料貯蔵ラック上端＋5800㎜） 

○＊3 － ○ ○ ○ 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 
（使用済燃料貯蔵ラック上端＋4500㎜） 

○＊3 － ○ ○ ○ 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 
（使用済燃料貯蔵ラック上端＋2000㎜） 

○＊3 － ○ ○ ○ 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

（使用済燃料貯蔵ラック上端レベル） 
○＊3 － ○ ○ ○ 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

（使用済燃料貯蔵ラック上端－1000㎜） 
○＊3 － ○ ○ ○ 

燃料プール水位・温度（ＳＡ）（燃料プール温度） ○ － ○ ○ ○ 

燃料プール水位（ＳＡ） ○ － ○ ○ ○ 

燃料プールエリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ） ○ － ○ ○ ○ 

燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ） ○ － ○ ○ ○ 

水素爆発による原子炉格

納容器の破損防止確認 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 ○ － ○ ○ ○ 

Ａ－第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） ○ － ○ ○ ○ 

Ｂ－第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ） ○ － ○ ○ ○ 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（低レンジ） ○ － ○ ○ ○ 

Ａ－スクラバ容器圧力 ○ － ○ ○ ○ 

Ｂ－スクラバ容器圧力 ○ － ○ ○ ○ 

注記＊1：ＥＲＳＳ伝送パラメータは既設ＳＰＤＳのＥＲＳＳ伝送パラメータ及び既設ＳＰＤＳから追加したパラメータのうち，プラント状態を把握する主要なパラメータをＥＲＳＳへ伝送する。 

原子力事業者防災業務計画の改訂に合わせ，必要に応じ適宜見直していく。 
  ＊2：選定パラメータについては，以下の規則及び審査基準から選定する。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第五十四条（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備），第五十八条（計装設備），第六十条（監視測定設備） 

「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料，1.11（使用済燃
料貯蔵槽の冷却等のための手順等），1.15（事故時の計装に関する手順等），1.17（監視測定等に関する手順等） 

  ＊3：水位判定結果のみ。  
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○ ＳＰＤＳデータ表示装置で確認できるプラントパラメ－タ（11/11） 

目的 対象パラメータ 
緊急時対策所への 

パラメータ 

ＥＲＳＳ伝送 

パラメータ＊1 

基準規則等への 
適合に必要な 

主要パラメータ＊2 

バックアップ 

対象パラメータ 
耐震性 

水素爆発による原子炉格
納容器の破損防止確認 

Ｃ－スクラバ容器圧力 ○ － ○ ○ ○ 

Ｄ－スクラバ容器圧力 ○ － ○ ○ ○ 

Ａ１－スクラバ容器水位 ○ － ○ ○ ○ 

Ａ２－スクラバ容器水位 ○ － ○ ○ ○ 

Ｂ１－スクラバ容器水位 ○ － ○ ○ ○ 

Ｂ２－スクラバ容器水位 ○ － ○ ○ ○ 

Ｃ１－スクラバ容器水位 ○ － ○ ○ ○ 

Ｃ２－スクラバ容器水位 ○ － ○ ○ ○ 

Ｄ１－スクラバ容器水位 ○ － ○ ○ ○ 

Ｄ２－スクラバ容器水位 ○ － ○ ○ ○ 

Ａ－スクラバ容器温度 ○ － ○ ○ ○ 

Ｂ－スクラバ容器温度 ○ － ○ ○ ○ 

Ｃ－スクラバ容器温度 ○ － ○ ○ ○ 

Ｄ－スクラバ容器温度 ○ － ○ ○ ○ 

水素爆発による原子炉建

物の損傷防止確認 

Ａ－原子炉建物水素濃度（燃料取替階） ○ － ○ ○ ○ 

Ｂ－原子炉建物水素濃度（燃料取替階） ○ － ○ ○ ○ 

原子炉建物水素濃度（非常用ガス処理系吸込口） ○ － ○ ○ ○ 

原子炉建物水素濃度（所員用エアロック室） ○ － ○ ○ ○ 

原子炉建物水素濃度（ＳＲＶ補修室） ○ － ○ ○ ○ 

原子炉建物水素濃度（ＣＲＤ補修室） ○ － ○ ○ ○ 

原子炉建物水素濃度（トーラス室） ○ － ○ ○ ○ 

Ｄ－静的触媒式水素処理装置入口温度 ○ － ○ ○ ○ 

Ｄ－静的触媒式水素処理装置出口温度 ○ － ○ ○ ○ 

Ｓ－静的触媒式水素処理装置入口温度 ○ － ○ ○ ○ 

Ｓ－静的触媒式水素処理装置出口温度 ○ － ○ ○ ○ 

注記＊1：ＥＲＳＳ伝送パラメータは既設ＳＰＤＳのＥＲＳＳ伝送パラメータ及び既設ＳＰＤＳから追加したパラメータのうち，プラント状態を把握する主要なパラメータをＥＲＳＳへ伝送する。 
原子力事業者防災業務計画の改訂に合わせ，必要に応じ適宜見直していく。 

  ＊2：選定パラメータについては，以下の規則及び審査基準から選定する。 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第五十四条（使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備），第五十八条（計装設備），第六十条（監視測定設備） 
「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」に係る適合状況説明資料，1.11（使用済燃
料貯蔵槽の冷却等のための手順等），1.15（事故時の計装に関する手順等），1.17（監視測定等に関する手順等）  



 

 

  

31
 

7. 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）及びデータ伝送設備の範囲 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）及びデータ伝送設備の範囲並びにバックアップ対象パラメータを伝送するバックアップ伝送ライン及び可

搬式モニタリングポスト等の衛星系回線を下図に示す。 

 
注記＊1：国の緊急時対策支援システム。緊急時対策所のＳＰＤＳ伝送サーバから第一データセンターへ，緊急時対策所のＳＰＤＳ伝送サーバから本社経由で第二データセンターへ伝

送する。 

  ＊2：通信事業者所掌の統合原子力防災ネットワークを超えた範囲から国所掌のＥＲＳＳとなる。 

  ＊3：電力保安通信用回線及び回線に接続される装置は一般送配電事業者所掌となる。 

  ＊4：安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）の伝送系は通常時，有線系回線 2ルートと無線系回線にてデータ伝送し，有線系回線からのデータを採用しているが，万一有線系

回線が切断された場合には，無線系回線から伝送されるデータを採用することで，継続して指示値を緊急時対策所で監視及び保存できる。有線系回線と無線系回線は相互に

依存せず，有線系回線 2ルートによる伝送が途絶しても無線系回線のみで，その後長期間継続して伝送できる設計とすることで，多様性を有した設計とする。 

廃棄物処理建物

（b）

ＳＰＤＳ
データ
表示装置

緊急時対策所

島根原子力発電所

ＳＰＤＳ伝送
サーバ

ＳＰＤＳデータ
表示装置

原子炉建物

運転監視用計算機

ＳＰＤＳデータ
収集サーバ

プラント
パラメータ

ＥＲＳＳ

第一データセンター＊1

（原子力規制庁）

通
信
事
業
者
回
線

（
衛
星
通
信
回
線
）

（
衛
星
系
）

国

本社

衛星通信装置

光ファイバ
通信伝送装置

光ファイバ
通信伝送装置

ＥＲＳＳ

第二データセンター＊1

（原子力規制庁）

（a）

（a）

（b）

有線＊4

衛星通信装置

＊2

＊2

マイクロ波
無線装置＊3

通信棟

光ファイバ
通信伝送装置

マイクロ波
無線装置

衛星通信装置

光ファイバ
通信伝送装置

本社
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防護装置防護装置

防護装置

無線通信装置
無線通信装置

統合原子力防災NW盤

有線

[凡例]

：有線系

：無線系又は衛星系

：基準地震動による地震力に対し
機能を維持する範囲
注：範囲内のケーブル（電源線，

信号線）は耐震性を有する
電線管等により敷設

統合原子力防災ＮＷ用
屋外アンテナ

受信用アンテナ
（１・２号）

発信用アンテナ
（１・２号）

通
信
事
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者
回
線

（
統
合
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子
力
防
災

ネ
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ト
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ク
）

（
有
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系
）
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（c）
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通信伝送装置
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力
保
安
通
信
用
回
線

(

有
線
系
・
無
線
系
）

＊
3

防護装置

可搬式モニタ
リング・ポスト等
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8. 無線通信設備の使用可能範囲と使用範囲

設計基準事故及び重大事故等が発生した場合において，緊急時対策所と中央制御室，緊急

時対策所と現場（屋外）との間で，無線通信設備を使用して相互に通信連絡を行う。 

現場（屋外）は緊急時対策所より半径約 1.5km以内にあることから，無線通信設備の機能

として，4kmの通話が可能な仕様を選定している。また，発電所構内には建物や樹木等によ

る障害物が存在していることから，通話が必要となる現場において通話可能であることを下

図のとおり確認している。 




